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序
章 

 
 

 
序
章 

神
宮
伝
奏
研
究
史
の
整
理
と
本
論
文
の
課
題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

は
じ
め
に 

 

本
論
文
は
中
世
お
よ
び
近
世
の
朝
廷
に
お
け
る
堂
上
公
家
の
役
職
で
あ
っ
た
神
宮
伝
奏
の
基
礎
的
研
究
と
同
職
を
は
じ
め

と
し
て
、
摂
政
・
関
白
・
武
家
伝
奏
・
神
宮
奉
行
・
官
務
・
祭
主
に
よ
る
中
近
世
の
伊
勢
神
宮
行
政
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
章
で
は
神
宮
伝
奏
の
前
身
の
役
職
に
あ
た
る
神
宮
上
卿
、
神
宮
伝
奏
、
さ
ら
に
は
中
近
世
の
神
宮
行

政
の
研
究
史
を
整
理
し
、
本
論
文
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 第
一
節 

研
究
史
の
整
理 

 

(

１)
 

平
安
～
室
町
期
の
神
宮
上
卿
に
関
す
る
研
究
史 

 

①
神
宮
上
卿
の
研
究
と
し
て
最
古
の
も
の
は
、
近
世
後
期
の
有
職
故
実
家
で
内
宮
禰
宜
の
薗
田
守
良(

１)

に
よ
る
『
神
宮
典

略
』
に
み
え
る
「
上
卿
」
の
解
説
で
あ
る
。
同
書
は
、
伊
勢
神
宮
の
総
説
的
著
述
の
代
表
作
で
あ
り
、
神
宮
に
関
す
る
大
百
科

辞
典
と
も
観
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
末
年
よ
り
天
保
初
年
に
至
る
十
数
年
の
長
年
月
を
費
や
し
て
完
成
し
た
。(

２)

そ
の

二
七
「
京
官
國
郡
職
武
家
職 

京
官 

神
宮
職
事 

上
卿
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(
３) 

 

上
卿
と
は
公
事
の
議
あ
る
時
の
一
座
の
上
首
を
上
卿
と
云
、
此
上
卿
の
議
奏
す
れ
ば
名
目
と
な
れ
る
な
り
。
官
名
に
は
あ 

 

ら
ず
。
名
目
抄
に
、
大
臣
奉
行
公
事
は
大
臣
を
上
卿
と
云
、
大
中
納
言
奉
行
公
事
は
大
中
納
言
を
上
卿
と
云
、
職
員
令
義 

 

解
に
、
太
政
官
、
○
上
略
、
大
納
言
以
上
、
即
兼
通
摂
也
、
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
納
言
已
上
を
云
例
な
り
。
西
宮
記
に
、 

 

官
奏
、
上
卿
雖
大
臣
奉
宣
旨
可
候
、
大
納
言
依
大
臣
奉
挙
大
辨
、
ま
た
伊
勢
神
宮
使
、
上
卿
奉
勅
、
仰
辨
、
賜
官
符
、
太 

 

政
官
符
な
り
。
伊
勢
幣
帛
云
々
、
無
行
幸
者
、
上
卿
着
行
、
神
祇
官
行
之
、
と
見
え
た
る
は
其
日
一
座
の
人
を
云
へ
り
。 

 

此
神
宮
上
卿
と
定
め
ら
れ
し
其
始
め
詳
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
試
に
い
は
ヾ
、
延
喜
式
よ
り
後
、
太
政
官
舎
も
廃
れ
、
軒 

 

廊
陣
座
に
て
上
卿
公
事
の
沙
汰
も
見
え
、
又
神
宮
の
事
繁
多
な
る
故
に
別
勅
あ
り
て
、
此
名
目
を
定
め
ら
れ
つ
る
と
聞
え 

 

た
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
の
御
代
に
御
制
度
有
け
る
に
も
あ
ら
ん
か
。
此
時
に
和
歌
開
闔
所
、
ま
た
記
録
所
、
此
外
蹴
鞠
家
な 

 

ど
を
定
め
給
ふ
事
見
ゆ
。
百
錬
抄
に
、
嘉
禄
元
年
十
二
月
廿
七
日
、
二
條
堀
川
源
大
納
言
亭
焼
亡
、
放
火
云
々
、
神
宮
上 

 

卿
之
文
書
等
紛
失
云
々
、
と
記
し
た
る
を
按
ふ
に
、
既
く
神
宮
上
卿
の
名
目
は
既
く
定
ま
り
し
状
に
見
え
た
り
。
さ
れ
ば 

 

此
上
卿
は
専
ら
不
浄
を
忌
て
、
神
宮
の
公
事
雑
務
を
議
奏
の
勤
め
な
れ
ば
、
い
と
重
職
な
り
。
即
ち
古
の
太
政
官
上
卿
の 

 

職
に
准
へ
按
ふ
べ
し
。 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
天
皇
の
在
位
下
、
即
ち
、
元
暦
元(

一
一
八
四)

年
四
月
十
六
日
か
ら
建
久
九(

一
一
九
八)

年
一
月
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十
一
日
の
間
に
は
、
既
に
神
宮
上
卿
が
補
任
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、『
百
練
抄
』
嘉
禄
元(

一
二
二
五)

年
十
二
月 

二
七
日
条
の
記
事
に
よ
り
堀
川
通
具
の
邸
宅
が
焼
失
し
、
神
宮
上
卿
の
文
書
が
紛
失
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
と
き
ま

で
に
神
宮
上
卿
の
職
名
が
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
記
事
に
は(

守
宣
頭
註)

が
付
さ
れ
て
お
り
、

次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

玉
海
、
承
安
五
年
九
月
十
一
日
ノ
條
、
上
古
無
被
定
置
太
神
宮
上
卿
事
、
堀
川マ

マ

院
御
宇
、
久
我
大
相
國
、
為
内
大
臣
之
時
、 

 
 

始
被
仰
可
計
奏
神
宮
訴
訟
事
之
由
、
自
爾
以
降
、
定
其
人
、
奉
行
此
事
、
雖
然
敢
無
神
斎
之
儀
、
而
中
御
門
内
府
、
二
條 

 
 

院
御
時
、
殊
奉
可
評
定
文
書
之
勅
、
申
寄
可
然
之
輩
、
集
会
家
中
、
議
定
神
宮
之
訴
等
、
事
頗
厳
重
、
因
之
、
置
文
書
等 

 
 

櫃
於
別
屋
、
有
障
之
人
、
重
軽
服
、
及
僧
尼
妊
者
、
月
水
者
等
之
類
也
、
不
入
件
屋
内
、
又
兼
定
評
議
之
日
、
其
当
日
沐 

 
 

浴
解
除
、
於
件
置
文
書
之
屋
議
定
、
事
了
之
後
、
又
以
解
斎
、
家
不
立
神
事
札
、
又
不
禁
僧
尼
服
者
等
之
出
入
、
不
憚
仏 

 
 

事
云
々
、
文
書
評
定
之
間
、
事
依
厳
重
以
今
案
雖
致
其
斎
、
敢
非
長
時
之
斎
、
又
律
令
格
式
全
無
所
見
、
依
神
宮
上
卿
、 

 
 

神
事
潔
斎
之
條
、
無
指
本
説
事
歟
、
而
内
府
、
雅
通
、
敬
神
之
條
、
垂
父
祖
之
跡
、
殊
致
其
斎
、
宛
如
神
官
等
、
其
後
、 

 
 

左
府
左
将
軍
等
、
相
継
不
改
其
法
、
下
官
奉
行
之
時
、
依
神
事
有
増
、
輙
難
改
減
、
其
例
又
以
如
此
、
雖
然
、
倩
案
事
理
、 

 
 

非
礼
之
斎
、
何
必
神
慮
哉
、
中
心
存
此
旨
之
処
、
今
勅
命
之
趣
、
已
以
符
号
、
至
干
今
度
者
、
以
中
御
門
内
府
以
往
例
、 

 
 

不
可
有
神
斎
之
儀
、
但
於
神
宮
専
一
事
被
行
、
如
仮
殿
遷
宮
之
時
、
頗
可
有
散
斎
之
儀
歟
、
是
役
夫
工
上
卿
依
為
神
斎
也
、 

 
 

但
尚
示
合
有
職
之
人
々
、
可
一
定
云
々
、 

 

守
宣
と
は
、
守
良
の
子
で
幕
末
の
内
宮
禰
宜
薗
田
守
宣[

一
八
二
三
～
八
七
年]

の
こ
と
で
あ
る
。(

４)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
玉

葉
』
承
安
五(

一
一
七
五)

年
九
月
十
一
日
条
が
全
文
引
用
さ
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
神
宮
上
卿
の
成
立
を
示
す
極
め
て

重
要
な
記
事
で
あ
る
。 

②
次
に
現
れ
た
研
究
は
、
近
世
後
期
の
外
宮
祢
宜
で
国
学
者
で
も
あ
っ
た
足
代
弘
訓
（
５
）
に
よ
る
『
神
宮
上
卿
次
第
』(

６)

で
あ
る
。
本
書
は
、
神
宮
上
卿
と
神
宮
奉
行
の
一
覧
で
あ
り
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
上
下
二
巻
か
ら
成
る
。
上
巻
に
は
、

序
文
が
記
さ
れ
た
あ
と
、「
天
保
十
年
己
亥
十
月 

従
四
位
上
度
会
弘
訓
」
と
あ
り
、
天
保
十(

一
八
三
九)

年
十
月
に
弘
訓
に

よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
続
け
て
上
巻
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

神
宮
上
卿
次
第 

 
 
 
 
 

文
亀
二
年 

 
 

上
卿
権
大
納
言
従
二
位
藤
実
隆
卿 

 

神
宮
傳
奏 

 
 

奉
行
頭
右
中
辨
藤
賢
秀
朝
臣 

こ
の
よ
う
に
上
巻
に
は
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
か
ら
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
に
か
け
て
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
三
条
西
実
隆

と
神
宮
奉
行
を
勤
め
た
中
御
門
賢
秀
を
始
め
と
し
て
、
年
毎
に
両
職
の
就
任
者
が
記
さ
れ
、
万
治
三(

一
六
六
〇)

年
ま
で
が
記

さ
れ
て
い
る
。
下
巻
は
、
寛
文
三(

一
六
六
三)

年
か
ら
天
保
四(

一
八
三
三)

年
の
広
幡
基
豊
ま
で
上
巻
と
同
様
に
記
さ
れ
て
い

る
。
足
代
が
ど
の
よ
う
な
動
機
で
本
書
を
作
成
し
た
の
か
、
そ
の
序
文
を
全
文
掲
載
し
て
明
ら
か
に
す
る
。 
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○
神
宮
上
卿
之
事
、
玉
海
承
安
五
年
五
月
十
二
日
、
兼
実
公 

法
皇
の
詔
尓
答
給
ふ
條
尓
、
朝
臣
大
事
莫
過
神
宮
、
故 

先
代
之
上
卿
皆
是
國
之
重
臣
也
、
爰
微
臣
齢
未
及
二
毛
、
職
已
帯
三
公
辨
満
之
恐
、
寤
寐
無
聊
、
何
況
奉
行
重
事
哉
、
伏

検
先
蹤
、
更
不
因
官
職
高
貴
、
唯
撰
器
量
之
堪
否
者
也
と
見
え
、
玉
蘂
建
暦
元
年
三
月
廿
日
の
御
消
息
に
も
神
宮
上
卿 

 
 

之
事
、
朝
之
大
事
莫
過
神
宮
、
故
先
代
上
卿
皆
是
國
家
之
重
臣
也
、
爰
微
臣
職
上
三
台
、
齢
未
満
二
旬
、
何
况
愚
昧
之 

 
 

質
於
奉
行
重
事
哉
と
見
え
た
り
、
三
公
の
御
人
々
と
い
へ
と
も
尊
之
重
し
給
ふ
事
か
く
の
如
し
、
志
か
る
尓
そ
の
次
第
を 

 
 

志
る
せ
る
も
の
な
き
ハ
神
宮
の
一
闕
事
と
い
ふ
へ
き
歟
、
弘
訓
愚
矇
を
恥
寸
し
て
此
書
を
書
き
綴
る
ハ
此
故
な
り
、 

○
神
宮
上
卿
の
始
ハ
玉
海
承
安
二
年
七
月
十
四
日
の
條
に
、
凡
神
宮
上
卿
事
上
古
不
定
其
人
、
堀
河
院
御
時
源
大
相
國 

殊
為
上
卿
行
之
、
其
後
間
有
之
、
而
自
二
條
院
御
時
連
綿
不
絶
と
あ
り
志
た
れ
と
も
、
公
卿
補
任
尓
載
せ
ら
る
ヽ
所
者
、 

後
柏
原
院
文
亀
二
年
以
後
な
り
、
此
書
者
公
卿
補
任
を
據
と
寸
る
故
、
文
亀
三
年
以
前
者
志
ひ
て
考
索
せ
寸
、
後
人
の
増

補
を
俟
つ
、 

○
此
書
公
卿
補
任
二
部
を
本
據
と
寸
、
一
部
者
豊
宮
崎
文
庫
の
公
卿
補
任
尓
て
、
弘
訓
抄
録
す
る
所
也
、
一
部
者
竹
屋 

光
棣
卿
尓
請
問
せ
し
時
、
御
寄
贈
あ
り
候
公
卿
補
任
の
抄
本
な
り
、
豊
宮
崎
の
本
者
安
永
九
年
以
後
闕
け
、
光
棣
卿
の
御 

抄
本
者
貞
享
三
年
尓
至
て
終
る
、
其
以
後
、
光
棣
卿
よ
り
考
索
し
て
御
寄
贈
の
一
冊
あ
り
、
是
尓
よ
り
て
志
る
寸
、
此
一

冊
寛
文
四
年
よ
り
天
保
四
年
に
至
て
終
る
、 

○
此
書
上
卿
の
御
名
の
下
の
附
注
、
あ
る
ひ
ハ
為
傳
奏
、
あ
る
ひ
ハ
被
仰
出
、
あ
る
ひ
ハ
補
傳
奏
、
あ
る
ひ
者
辞
、
あ
る 

ひ
者
辞
退
、
あ
る
ひ
ハ
免
傳
奏
な
と
ゝ
あ
る
類
一
定
な
ら
寸
、
皆
公
卿
補
任
尓
志
た
か
ひ
て
手
を
加
へ
寸
、 

○
上
卿
の
御
名
も
、
あ
る
ひ
者
権
大
納
言
従
二
位
藤
宣
胤
卿
と
志
る
し
、
あ
る
ひ
は
花
山
院
大
納
言
藤
愛
徳
卿
、
あ
る 

ひ
ハ
花
山
院
右
大
将
藤
愛
徳
と
し
て
、
寸
都
一
躰
な
ら
寸
、
是
又
私
を
加
へ
寸
、
公
卿
補
任
と
光
棣
卿
御
寄
贈
の
一
冊
尓

従
ふ
な
り
、 

○
神
宮
上
卿
、
公
卿
補
任
に
者
多
く
神
宮
傳
奏
と
あ
り
、
神
宮
辨
・
神
宮
奉
行
も
互
に
通
し
称
せ
ら
る
、
此
書
者
光
棣
卿 

の
贈
る
ふ
所
の
一
冊
尓
よ
り
て
皆
上
卿
・
奉
行
と
称
せ
り
、 

 

○
公
卿
補
任
尓
脱
誤
あ
り
、
近
来
の
所
に
も
疑
を
闕
く
所
多
し
、
他
日
、
有
職
の
縉
紳
家
に
請
問
し
、
ま
た
官
務
壬
生
氏 

 

尓
質
問
し
て
改
正
す
へ
し
、 

 

○
此
書
光
棣
卿
に
請
問
し
て
神
宮
弁
を
も
次
第
寸
志
た
れ
と
も
、
辨
に
は
殊
に
脱
漏
多
く
、
後
人
よ
く
考
索
し
て
補
正
を 

 

加
へ
給
ふ
べ
し
、 

 

○
公
卿
補
任
之
見
え
ざ
る
所
者
闕
如
し
て
志
る
さ
ず
、
文
亀
三
年
、
同
四
年
の
如
き
尓
て
、
前
後
を
推
し
て
三
條
実
隆
卿 

 

な
る
事
知
見
し
と
い
へ
と
も
、
猶
闕
如
寸
、
是
い
さ
さ
か
も
手
を
加
へ
さ
る
所
な
り
、
他
皆
此
例
な
り
、 

 
 

天
保
十
年
己
亥
十
月 

従
四
位
上
度
会
弘
訓 

こ
の
序
文
の
内
容
を
大
別
す
る
と
、
本
書
に
つ
い
て
の
〈
１
〉
作
成
の
理
由
、〈
２
〉
作
成
の
経
緯
と
典
拠
、〈
３
〉
凡
例
、

に
分
類
さ
れ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
。 
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〈
１
〉[

イ]

神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、『
玉
葉
』
承
安
五(

一
一
七
五)

年
五
月
十
二
日
条
に
は
、
九
条
兼
実
が
法
皇
の
詔
に
答

申
す
る
条
に
、
朝
臣
と
し
て
神
宮
よ
り
大
事
な
こ
と
は
な
く
、
先
代
の
神
宮
上
卿
は
、
全
て
国
家
の
重
臣
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま

た
先
例
を
み
る
と
、
同
職
の
就
任
者
は
、
官
職
の
高
貴
で
は
な
く
、
器
量
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

[

ロ]

『
玉
蘂
』
建
暦
元(

一
二
一
一)

年
三
月
二
十
日
条
に
は
、
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、
朝
臣
と
し
て
神
宮
よ
り
大
事
な
こ
と

は
な
く
、
先
代
の
神
宮
上
卿
は
、
全
て
国
家
の
重
臣
で
あ
っ
た
こ
と
、
三
公
の
人
々
も
同
職
を
尊
重
し
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
故
に
同
職
の
次
第
を
記
し
た
も
の
が
な
い
こ
と
は
、
神
宮
の
一
欠
事
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
弘
訓
が
愚
朦
を
恥
ず

に
本
書
を
書
き
綴
っ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。 

〈
２
〉[

イ]

神
宮
上
卿
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、『
玉
葉
』
承
安
二(

一
一
七
二)

年
七
月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
に

つ
い
て
、
上
古
は
特
定
の
人
を
補
任
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
堀
河
天
皇
の
在
位
下
、
即
ち
、
応
徳
三(

一
〇
八
六)

年
か
ら
嘉
承

二(

一
一
〇
七)

年
の
間
、
太
政
大
臣
久
我
雅
実
が
神
宮
上
卿
と
し
て
神
宮
行
政
を
担
当
し
た
。
そ
の
後
、
暫
く
間
が
あ
り
、
二

条
天
皇
の
在
位
下
、
保
元
三(

一
一
五
八)

年
か
ら
永
万
元(
一
一
六
五)

年
の
間
以
降
、
同
職
は
連
綿
と
し
て
補
任
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

し
か
し
、
同
職
就
任
者
が
『
公
卿
補
任
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
柏
原
天
皇
の
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
以
降
で
あ
り
、

本
書
は
『
公
卿
補
任
』
を
典
拠
と
し
た
の
で
、
同
年
以
前
は
強
い
て
調
べ
ず
、
後
人
の
増
補
に
俟
つ
こ
と
と
し
た
。 

[

ロ]

典
拠
と
し
た
『
公
卿
補
任
』
は
二
部
あ
り
、
一
部
は
豊
宮
崎
文
庫
の
所
蔵
す
る
『
公
卿
補
任
』
で
あ
り
、
弘
訓
が
抄
録

し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
部
は
竹
屋
光
棣
に
問
い
合
わ
せ
た
際
に
寄
贈
さ
れ
た
『
公
卿
補
任
』
の
抄
本
で
あ
る
。
豊
宮
崎
文

庫
本
は
安
永
九(

一
七
八
〇)

年
以
後
の
記
載
が
欠
け
て
お
り
、
竹
屋
の
抄
本
は
貞
享
三(

一
六
八
六)
で
終
わ
り
で
あ
る
。
そ
れ

以
後
、
光
棣
が
自
ら
調
べ
て
寄
贈
し
た
一
冊
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
寛
文
四(

一
六
六
四)

年
か
ら
天
保
四(
一
八
三
三)

年
に
至
っ

て
終
る
。 

〈
３
〉[

イ]

本
書
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
名
前
の
下
の
注
記
は
、「
為
傳
奏
」「
被
仰
出
」「
補
傳
奏
」「
辞
」「
辞
退
」「
免
傳

奏
」
な
ど
と
あ
り
、
一
定
し
て
い
な
い
が
、
す
べ
て
『
公
卿
補
任
』
の
記
述
に
従
っ
て
お
り
、
手
を
加
え
な
か
っ
た
。 

[

ロ]

同
職
の
名
前
に
つ
い
て
も
、「
権
大
納
言
従
二
位
藤
宣
胤
卿
」「
花
山
院
大
納
言
藤
愛
徳
卿
」「
花
山
院
右
大
将
藤
愛
徳
」

の
よ
う
に
記
載
の
仕
方
が
一
定
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
手
を
加
え
ず
、『
公
卿
補
任
』
と
光
棣
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
一
冊
の
記
載

に
従
っ
た
。 

[

ハ]

神
宮
上
卿
は
、『
公
卿
補
任
』
に
は
多
く
が
神
宮
傳
奏
と
あ
り
、
ま
た
神
宮
辨
は
神
宮
奉
行
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
光
棣
が
寄
贈
さ
れ
た
一
冊
の
表
記
に
従
っ
て
、
す
べ
て
神
宮
上
卿
・
神
宮
奉
行
と
称
し
た
。 

[

ニ]

『
公
卿
補
任
』
に
は
脱
誤
が
あ
り
、
疑
義
を
抱
く
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
、
他
日
、
有
職
家
や
官
務
の
壬
生
家
に
質
問
し

て
改
正
す
る
所
存
で
あ
る
。 

[

ホ]

本
書
は
光
棣
に
質
問
し
て
神
宮
弁
の
次
第
も
記
載
し
た
が
、
弁
に
は
特
に
脱
漏
が
多
く
、
後
人
が
よ
く
調
べ
て
補
正
を

加
え
る
べ
き
で
あ
る
。 
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[
へ]

『
公
卿
補
任
』
の
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
は
記
載
せ
ず
、
文
亀
三
年
・
同
四
年
の
よ
う
に
前
後
か
ら
推
測
し
て
三
条
西
実

隆
と
知
見
し
て
も
、
同
書
に
欠
け
て
い
れ
ば
、
聊
か
も
手
を
加
え
な
か
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
と
く
に
寛
文
三(

一
六
六
三)

年
か
ら
天
保
四(

一
八
三
三)

年
ま
で
の
就
任
者
が
記
さ
れ
て
い
る
下
巻

は
、
光
棣
が
作
成
し
た
神
宮
上
卿
・
神
宮
奉
行
の
一
覧
を
典
拠
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

光
棣
は
、
安
永
十(

一
七
八
一)

年
に
広
橋
家
の
庶
流
で
あ
っ
た
竹
屋
家
に
生
ま
れ
、
天
保
八(

一
八
三
七)

年
二
月
十
八
日
に

没
し
た
。
そ
の
経
歴
を
み
る
と
、
そ
の
他
の
竹
屋
家
の
当
主
と
比
較
し
て
も
特
徴
が
あ
り
、
文
政
七(

一
八
二
四)

年
十
二
月
十

九
日
、
「
御
幸
監
典
籍
之
賞
」
と
し
て
従
四
位
上
に
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
、
同
十
二(

一
八
二
九)

年
一
月
二
八
日
に

は
、「
連
々
旧
典
勘
進
之
賞
」
と
し
て
正
四
位
下
、
天
保
八(

一
八
三
七)

年
二
月
九
日
に
は
、「
累
年
碩
学
之
賞
」
と
し
て
従
三

位
に
叙
さ
れ
て
お
り
、
仁
孝
天
皇
在
位
下
の
朝
廷
に
お
い
て
有
職
故
実
に
精
通
し
た
公
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。(

７) 

 

こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、
弘
訓
は
光
棣
と
の
学
問
的
交
流
を
も
ち
、
神
宮
上
卿
の
次
第
に
つ
い
て
も
問
い
合
わ
せ
た
の
で
あ

る
。
榊
原
賴
輔
氏
に
よ
れ
ば
、
弘
訓
は
光
棣
に
つ
い
て
「
堂
上
一
の
有
職
家
」
と
評
し
て
い
た
と
い
う
。(

８)

先
述
の
よ
う
に

本
書
の
成
立
は
天
保
十
年
十
月
で
あ
る
が
、
光
棣
が
没
し
た
の
が
同
八
年
二
月
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ま
で
に
は
、
光
棣

に
よ
る
神
宮
上
卿
・
神
宮
奉
行
の
一
覧
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

ま
た
、
弘
訓
の
『
神
宮
上
卿
次
第
』
に
お
い
て
は
、
表
記
が
神
宮
上
卿
・
神
宮
奉
行
に
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ

う
に
神
宮
上
卿
を
前
身
の
役
職
と
し
て
成
立
し
た
の
が
神
宮
伝
奏
で
あ
っ
た
。
『
公
卿
補
任
』
に
も
み
え
る
よ
う
に
三
条
西
実

隆
の
就
任
当
時
は
、
神
宮
伝
奏
で
あ
っ
た
が
、
光
棣
の
作
成
し
た
一
覧
の
表
記
に
従
っ
て
、
神
宮
上
卿
と
し
て
お
り
、
そ
の
影

響
の
大
き
さ
が
わ
か
る
。 

こ
の
よ
う
に
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
研
究
は
、
江
戸
時
代
に
京
都
の
公
家
に
よ
っ
て
そ
の
一
覧
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
淵

源
と
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
こ
う
し
た
公
家
に
よ
る
一
覧
の
作
成
が
複
数
行
わ
れ
て
お
り
、
朝
廷

や
公
家
社
会
に
お
い
て
も
平
安
末
期
に
起
源
を
も
つ
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
制
度
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

③
そ
の
後
、
足
代
弘
訓
は
、『
神
宮
上
卿
部
類
』(

９)

も
作
成
し
て
い
る
。
本
書
は
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
二
冊
か
ら

成
る
。
一
冊
は
、
外
題
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

玉
海
之
部 

 

神
宮
上
卿
部
類 

本
文
は
、『
玉
葉
』
承
安
二(

一
一
七
二)

年
九
月
十
四
日
条
か
ら
安
元
三(

一
一
七
九)

年
三
月
十
一
日
条
ま
で
の
神
宮
上
卿

に
関
連
す
る
記
事
が
抄
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

右
、
月
輪
摂
政
兼
實
奉
行 

 

大
神
宮
上
卿
条
々
之
事
、
以
豊
宮
崎
文
庫
所
蔵
之
玉
海
抄
録
之
衍
脱
誤
字
不
為
不
多
矣
、
他
日
得
善
本
、
可
訂
正
也
、 

 
 

弘
化
元
年
十
二
月
二
十
日
成
業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

度
会
義(

花
押) 
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
九
条
兼
実
の
神
宮
上
卿
と
し
て
の
活
動
を
記
し
た
記
事
を
豊
宮
崎
文
庫
所
蔵
の
『
玉
海
抄
録
』
か
ら
抄
出

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
度
会
義(

花
押)

」
か
ら
著
者
は
判
別
で
き
な
い
が
、
同
じ
く
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
足
代

弘
訓
著
述
目
録
』〔
外
題
〕〈
内
題
に
は
、「
拙
抄
目
録
」
と
み
え
る
。〉(

１
０)

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

伊
勢
幣
使
部
類 

三
冊 

 
 

神
宮
上
卿
部
類 
二
冊 

 
 

由
奉
幣
大
奉
幣
部
類 
一
冊 

 
 

奏
事
始
加
級
次
第 

二
冊 

 
 

度
会
系
図
考
証 

凡
五
六
十
冊 

 
(

後
略) 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
弘
訓
は
神
宮
研
究
の
た
め
に
複
数
種
類
の
部
類
記
を
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
『
神
宮
上
卿
部
類
』

二
冊
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
本
書
の
成
立
は
、
弘
化
元(

一
八
四
四)

年
十
二
月
二
十
日
で
あ
り
、
先
述
し

た
『
神
宮
上
卿
次
第
』[

一
八
三
九
年
成
立]

よ
り
約
五
年
後
に
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

も
う
一
冊
は
、
外
題
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

公
卿
補
任
之
部 

 
 
 

文
亀
年
間
以
来
次
第 

 
 

神
宮
上
卿
部
類 

 

さ
ら
に
本
文
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 

自
文
亀
年
間
至
今
世
、
上
卿
次
第 

 
 

三
条
西 

 
 
 

権
大
納
言
實
隆 

 
 
 
 

傳
奏
○
年 

 
 
 
 

見
文
亀
二
年
補
任
、
于
時
従
二
位
四
十
九 

同
年
正
月
廿
三
日 

 
 
 
 

叙
正
二
位 

永
正
元
年
五
月
十
六
日
、
軽
服
、
辞
退
不
見
、 

 
 
 
 

同
三
年
二
月
五
日
任
内
大
臣
、 

 
 

(

中
略) 

 
 
 
 
 

三
條 

 
 

第
二
度 

権
大
納
言
實
萬 

 
 
 
 

傳
奏 

 
 
 
 
 
 
 

天
保
十
四
年
三
月
三
日
補
、
于
時
正
二
位
、
四
十
二 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
に
就
任
し
た
三
条
西
実
隆
か
ら
天
保
十
四(

一
八
四
三)

年
に
就
任
し
た
三
条
実
万 

に
い
た
る
ま
で
の
神
宮
上
卿
の
官
職
、
人
名
、
伝
奏
在
任
年
月
、
補
任
年
月
日
、
位
階
、
年
齢
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 
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右
自
文
亀
年
間
實
隆
卿
至
今
時
實
萬
卿
傳
奏
次
第
以
公
卿
補
任
抄
録
之
、 

 
 
 

于
時
弘
化
二
年
八
月
一
日 

 
 

度
会
義(

花
押) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、『
公
卿
補
任
』
か
ら
抄
出
さ
れ
、
弘
化
二(

一
八
四
五)

年
八
月
一
日
に
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
先
述
し
た
『
玉
海
之
部
』
成
立
か
ら
八
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
②
『
神
宮
上
卿
次
第
』
と
比
較
す
る
と
、
②
で
記

載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
天
保
四(

一
八
三
三)

年
に
就
任
し
た
広
幡
基
豊
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
『
公
卿
補
任
之
部
』
は
、
天

保
十
四(

一
八
四
三)

年
ま
で
の
就
任
者
が
記
載
さ
れ
、
②
よ
り
も
就
任
者
に
対
す
る
情
報
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。 

④
足
代
と
近
い
時
期
に
神
宮
上
卿
の
部
類
記
作
成
を
行
っ
た
の
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
同
職
を
勤
め
た
三
条
実
万
で
あ
る
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
は
、
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
（
外
題
）
と
い
う
神
宮
上
卿
の
部
類
記
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。(

１
１)

同
書
の
内
題
は
、『
神
宮
雑
要
類
聚 

神
宮
上
卿
至
要
抄
備
急
』
で
あ
り
、
目
次
に
は
、〈
１
〉「
奉
仰
時
、
行
事
部 

辞
時
儀

附
書
」
〈
２
〉「
神
斎
法
部
」〈
３
〉「
神
斎
行
事
部
」〈
４
〉「
奏
事
次
第
」(

番
号
、
筆
者
。）
と
あ
り
、〈
３
〉
の
本
文
の
記
述

は
み
ら
れ
な
い
。
仮
に
同
書
を
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』[

Ａ]

と
す
る
。 

そ
の
内
容
は
『
玉
葉
』・『
玉
蘂
』・『
明
月
記
』・『
拾
芥
抄
』・『
江
家
次
第
』・『
禁
秘
抄
』・『
公
式
令
』・『
新
任
弁
官
抄
』・『 

吉
記
』・『
愚
昧
記
』・『
人
車
記
』・『
台
記
』・『
親
長
卿
記
』・『
後
深
心
院
関
白
記
』・『
延
喜
太
神
宮
式
』
の
な
か
か
ら
朝
廷
の

神
宮
行
政
や
古
代
・
中
世
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
同
書
と
は
別
に
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
徳
大
寺
家
史
料
に
も
、
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
が
あ
る
。(

１
２)

目
次

は
な
い
が
、
内
容
ご
と
に
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。〈
１
〉「
上
卿
部
神
斎
軽
重
間
儀
附
書
」〈
２
〉「
奉
仰
時
并
辞
時
行
事

部
」
〈
３
〉「
神
斎
法
部
」〈
４
〉「
行
事
神
斎
部
」（
番
号
、
筆
者
。）
と
あ
り
、〈
４
〉
の
本
文
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。 

〈
３
〉
に
は
、「
曩
祖
三
条
左
大
臣
実
房
公
・
光
明
峯
寺
摂
政
道
家
公
等
有
旬
日
解
除
之
儀
、
見
彼
自
記
、」
と
あ
る
こ
と
に

よ
り
、
本
書
は
徳
大
寺
家
史
料
で
あ
る
が
、
三
条
実
房
を
祖
先
と
す
る
三
条
家
の
公
家
が
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
同

書
を
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』[

Ｂ]

と
す
る
。 

そ
の
内
容
は
、『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』[

Ａ]

と
同
じ
記
録
を
含
む
古
代
・
中
世
の
古
記
録
の
な
か
か
ら
朝
廷
の
神
宮
行
政
や

古
代
、
中
世
の
神
宮
上
卿
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。[

Ａ]

と[

Ｂ]

で
は
、
目
次
と
内
容
に
相
違
し
て
い
る
箇

所
が
み
ら
れ
る
が
、[

Ａ]

〈
１
〉
と[

Ｂ]

〈
２
〉、[

Ａ]

〈
２
〉
と[

Ｂ]

〈
３
〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
記
事
を
抄
出
し
て
い
る

箇
所
が
多
く
み
ら
れ
る
。 

 
[

Ｂ]

〈
１
〉
に
は
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
就
任
者
が
記
さ
れ
、
各
就
任
者
の
関
連
記
事

が
抄
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

代
々
之
上
卿
記
録
不
詳
、
凡
可
然
之
卿
相
多
歴
之
歟
、
今
九
牛
之
一
毛
随
管
窺
、
採
録
之
、
応
永
之
比
以
降
間
有
伝
奏
之 

 
 

号
、
自
文
亀
年
間
至
東
山
院
御
宇
之
始
、
専
称
伝
奏
、
至
行
事
之
時
者
非
此
限
、
其
後
、
改
為
上
卿
云
々
、
子
細
注
後
、 

 
 

已
復
古
例
、
文
亀
以
後
之
人
々
粗
見
公
卿
補
任
、
又
先
輩
之
抄
録
存
之
、
因
不
載
于
茲
、
今
所
輯
先
賢
之
行
跡
、
如
神
斎 
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軽
重
之
儀
、
略
注
其
人
条
、
但
巨
細
之
行
事
、
神
齊
之
法
則
條
々
多
、
端
別
挙
各
部
抄
之
、 

 

こ
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
は
数
種
類
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
就
任
者
一
覧
が
作
成
さ
れ
た
。
第
二
部
第

一
章
「
は
じ
め
に
」
に
よ
れ
ば
、〈
Ｂ
〉
の
一
覧
以
外
は
い
ず
れ
も
『
公
卿
補
任
』
か
ら
抄
出
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、(

１
３)[

Ｂ
］

の
そ
れ
は
編
纂
者
自
ら
古
記
録
を
博
捜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、[

Ｂ]

〈
２
〉
に
は
『
玉
葉
』
な
ど
に
み
え
る
神
宮
上
卿
の
神
斎
に
関
す
る
記
事
が
抄
出
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
に
「
上

卿
神
事
之
体
、
古
来
人
々
所
為
不
同
、」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、『
玉
葉
』
の
記
事
と
し
て
「
兼
実
公
所
案
云
、
依
神
宮
上
卿
神
事

潔
斎
之
条
無
指
本
説
、
又
律
令
格
式
全
無
所
見
、」
と
あ
り
、
神
宮
上
卿
の
神
事
潔
斎
に
関
し
て
は
個
々
の
神
宮
上
卿
毎
に
そ

の
内
容
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
確
固
と
し
た
規
定
が
な
く
、
そ
の
都
度
、
先
例
に
基
づ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
近
世
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
以
上
の
こ
と
と
、
第
二
部
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

享
保
十
六(

一
七
三
一)

年
の
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
更
が
平
安
時
代
末
期
に
成
立
し
、
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
設
置
さ
れ
て
い
た

神
宮
上
卿
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
三
条
は
壬
生
官
務
の
先
例
勘
申
に
頼
ら
ず
に
、
自
ら
古

代
・
中
世
の
神
宮
上
卿
制
度
を
研
究
し
、
そ
の
在
り
方
を
模
範
と
し
て
、
同
職
を
勤
め
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
。 

さ
ら
に
、[

Ａ]

、[

Ｂ]

に
つ
い
て
、
先
述
し
た
足
代
弘
訓
が
三
条
実
万
・
竹
屋
光
棣
と
い
う
二
人
公
家
と
の
書
簡
を
収
載
し

た
、
『
三
条
・
竹
屋
両
卿
御
書
簡
』（
１
４
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
条
か
ら
足
代
宛
の
書
簡
が
み
え
る
。 

 
 

(

前
略) 

 
 

一
、
上
卿
至
要
備
忘 

 
 
 
 

右
先
年
上
卿
中
草
稿
之
物
二
冊
、
管
見
疎
漏
之
至
、
赤
面
候
得
共
、
一
覧
頼
入
候
、
乞
叱
正
申
候
事
ニ
有
之
候
、
先

年
、
辞
申
上
卿
候
後
、
至
当
時
、
自
然
他
事
急
忙
、
上
卿
之
事
条
暫
閣
之
候
へ
と
も
、
以
前
、
少
々
為
備
忘
、
令 

 
 
 
 

抄
出
、
置
立
条
目
、
部
類
之
志
有
之
分
ハ
、
何
卒
追
而
一
覧
頼
申
度
存
候
所
、
当
春
愚
息
上
卿
被 

仰
下
候
間
、
猶 

又
読
愚
志
候
様
令
致
度
と
存
候
事
ニ
候
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
条
が
神
宮
上
卿
退
任
後
、
在
任
中
に
記
し
た
、
こ
の
二
冊
の
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
つ
い
て
、
足
代

に
一
覧
の
上
、
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
そ
れ
は
嘉
永
六(

一
八
五
三)

年
に
同
職
に
就
任
し
た
息
子
に
読
ま
せ
る

こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
部
第
一
章
第
一
節
【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】
に
よ
れ
ば
、
同
年
に
神
宮

上
卿
に
就
任
し
た
の
は
三
条
公
睦
で
あ
り
、
こ
の
二
冊
の
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
を
作
成
し
、
足
代
に
書
簡
を
出
し
た
の
は
、

そ
の
父
実
万
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
． 

実
万
は
文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
か
ら
天
保
三(

一
八
三
二)

年
に
か
け
て
、
さ
ら
に
天
保
十
四(

一
八
四
三)

年
か
ら
弘
化
二

(

一
八
四
五)

年
に
か
け
て
の
二
度
に
わ
た
り
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
二
冊
が
作
成
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
期

間
中
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
実
万
と
足
代
の
関
係
に
つ
い
て
、『
三
条
大
納
言
以
下
足
代
翁
へ
書
簡
』(

１
５)

に
は
、
次
の
よ
う
な
実
万
か
ら



 

 

9 

足
代
へ
の
書
状
が
み
え
る
。 

 
 

度
会
弘
訓
神
主
捜
索
皇
朝
之
史
書
、
其
用
意
也
、
甚
深
切
足
、
可
感
嘆
矣
、
為
慰
其
労
、
付
与
硯
一
枚
耳
、
此
硯
者
自
禁

中
拝
謁
之
物
也
、 

  
 

嘉
永
二
年
五
月
一
日 

  
 
 
 
 
 
 
 

権
大
納
言
実
万 

 

こ
の
書
状
に
つ
い
て
、
榊
原
賴
輔
氏
は
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
文
政
十(

一
八
二
七)

年
に
関
白
鷹
司
政
通
が
勅

使
を
通
じ
て
神
宮
に
種
々
の
質
問
を
し
た
。
そ
の
と
き
、
外
宮
一
禰
宜
松
木
範
彦
は
そ
の
旨
を
弘
訓
に
問
い
合
わ
せ
て
、
そ
の

回
答
を
答
申
し
た
と
こ
ろ
、
勅
使
の
意
に
か
な
っ
た
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
な
朝
廷
か
ら
の
質
問
が
数
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
、
そ
の
都
度
、
弘
訓
が
回
答
を
作
成
し
た
。
こ
の
こ
と
が
仁
孝
天

皇
の
耳
に
も
入
り
、
天
皇
か
ら
「
古
本
を
拽
索
し
、
新
著
述
を
上
れ
」
と
の
命
を
う
け
た
。
弘
訓
は
、『
続
日
本
後
紀
』
人
名

部
類
三
冊
・『
文
徳
天
皇
実
録
』
人
名
部
類
二
冊
、『
三
代
実
録
』
人
名
部
類
十
冊
、『
文
徳
実
録
故
事
成
語
考
』
十
冊
を
稿
し

て
上
洛
し
、
ま
ず
日
頃
か
ら
目
を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
る
実
万
に
検
分
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
ら
の
天
皇
へ
の
献
上
を
願
い
出
た
。 

 

そ
の
後
、
実
万
か
ら
口
頭
に
て
右
の
史
料
に
み
え
る
諭
旨
が
あ
り
、
こ
の
書
状
は
、
そ
れ
を
弘
訓
が
実
万
に
依
頼
し
て
文
書

に
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。(

１
６) 

実
万
が
弘
訓
に
先
述
の
よ
う
な
依
頼
を
し
た
理
由
は
、
こ
う
し
た
弘
訓
の
学
問
に
対
し
て
信
頼
し
て
い
た
こ
と
と
、
先
述
し

た
よ
う
に
弘
訓
が
天
保
十(

一
八
三
九)

年
に
『
神
宮
上
卿
次
第
』
と
い
う
神
宮
上
卿
就
任
者
の
一
覧
を
作
成
し
て
お
り
、
同
職

に
関
す
る
知
見
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

先
に
み
た
よ
う
に
、
近
世
の
三
条
家
に
と
っ
て
神
宮
上
卿
は
家
職
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
実
万
は
そ
の
意
識
を
強
く

も
ち
、
子
孫
の
参
考
と
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
て
、
両
書
を
作
成
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑤
昭
和
戦
前
期
の
『
神
道
大
辞
典
』「
神
宮
上
卿
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

朝
廷
に
あ
り
て
神
宮
の
公
事
文
書
を
専
当
す
る
職
名
。
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
承
安
五
年
九
月
十
一
日
の
条
に
よ

れ
ば
、
大
神
宮
の
事
繁
多
に
な
っ
た
の
で
、
堀
河
天
皇
の
御
代
、
久
我
雅
実
が
内
大
臣
の
時
、
神
宮
に
関
す
る
訴
訟
を
計

り
奏
す
べ
き
仰
せ
を
被
り
、
そ
れ
以
降
神
宮
上
卿
を
置
か
れ
た
。 

 
 
 

そ
の
後
二
条
天
皇
の
御
代
、
中
御
門
内
大
臣
宗
能
に
対
し
殊
に
神
宮
関
係
の
文
書
を
評
定
す
べ
き
勅
を
下
さ
れ
た
の
で
、 

 
 

宗
能
、
神
宮
上
卿
と
な
り
敬
神
の
余
り
、
特
に
そ
の
家
の
神
斎
を
厳
重
に
し
た
が
、
九
条
兼
実
、
神
宮
上
卿
と
な
る
や
、 

 
 

故
実
に
あ
ら
ざ
る
故
を
以
て
神
斎
を
略
し
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
い
る
。 

 
 
 

中
世
以
来
は
神
宮
伝
奏
が
こ
の
職
に
当
た
る
事
と
な
っ
た
。『
故
実
拾
要
抄
』
に
、「
神
宮
伝
奏
、
諸
社
の
伝
奏
と
は
格 

 
 
 

 
 

別
な
り
、
此
伝
奏
の
中
は
、
僧
尼
重
軽
の
服
者
等
一
切
不
入
門
内
、
家
僕
の
男
女
等
穢
有
之
時
は
令
下
宿
事
也
、」
と
記 
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し
、
又
清
花
以
下
の
大
納
言
勤
之
と
あ
り
て
、
こ
の
神
宮
伝
奏
を
神
宮
上
卿
と
も
い
っ
た
事
が
『
百
一
録
』
享
保
十
三
年 

 
 

正
月
二
十
九
日
の
条
に
見
え
て
居
る
。(

１
７) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
玉
葉
』
の
記
事
に
よ
り
、
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
の
公
事
文
書
を
専
門
に
担
当
す
る
職
と
し
て
神
宮
上
卿

が
あ
り
、
久
我
雅
実
が
神
宮
に
関
す
る
訴
訟
を
担
当
す
る
役
割
を
担
っ
て
任
命
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 

任
命
時
期
は
堀
河
天
皇
の
在
位
期
間
で
且
つ
久
我
雅
実
の
内
大
臣
在
任
期
間
で
あ
っ
た
、
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
七
月
十
七

日
以
降
、
嘉
承
二(

一
一
〇
七)
年
七
月
十
九
日
以
前
で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
、
半
世
紀
以
上
を
経
て
、
中
御
門
宗
能
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
時
期
は
二
条
天
皇
の
在
位
期
間
で
且
つ
中
御
門
宗
能
の

在
任
期
間
で
あ
っ
た
、
応
保
元(

一
一
六
一)
年
九
月
十
三
日
以
降
、
長
寛
二(

一
一
六
四)

年
閏
十
月
十
三
日
以
前
で
あ
っ
た
。 

ま
た
中
世
以
降
は
神
宮
伝
奏
が
こ
の
職
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
神
宮
伝
奏
を
神
宮
上
卿
と
も
称
し
た
と
し
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
は
、
神
宮
上
卿
の
後
身
に
あ
た
る
職
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

⑥
平
安
期
の
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、
棚
橋
光
男
氏
は
『
玉
葉
』
承
安
二(

一
一
七
二)

年
九
月
十
四
日
条
と
十
六
日
条
の
記
事

を
引
用
し
て
、
神
宮
上
卿
は
、「
堀
川マ

マ

院
御
時
」
す
な
わ
ち
応
徳
三(
一
〇
八
六)

年
か
ら
嘉
承
二(

一
一
〇
七)

年
の
間
に
初
め

て
置
か
れ
、「
二
條
院
御
時
」
す
な
わ
ち
保
元
三(

一
一
五
八)

年
か
ら
永
万
元(

一
一
六
五)

年
の
間
以
降
常
設
と
な
っ
た
。
そ

し
て
故
内
府
宗
能
が
上
卿
で
あ
っ
た
と
き
、
神
宮
訴
訟
の
「
計
成
敗
」
を
専
ら
と
す
べ
き
勅
定
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
し
か
る

べ
き
輩
五
六
人
が
寄
せ
ら
れ
評
定
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１
８) 

⑦
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
初
め
て
本
格
的
に
論
じ
た
の
は
藤
原
良
章
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。 

鎌
倉
期
の
公
家
政
権
が
行
っ
た
徳
政
の
柱
と
し
て
神
事
の
興
行
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
規
定
し
た
神
宮
興
行

令
の
濫
觴
は
、
弘
長
三(

一
二
六
三)

年
八
月
十
三
日
の
宣
旨
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
神
宮
訴
訟
の
興

行
で
あ
り
、
同
宣
旨
に
は
神
宮
上
卿
・
神
宮
奉
行
弁
・
神
宮
職
事
を
定
め
置
く
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。 

弘
長
法
成
立
後
の
文
永
五(

一
二
六
八)

年
六
月
、
後
嵯
峨
院
の
御
前
で
、
十
二
ケ
条
の
「
意
見
」
に
つ
い
て
の
評
定
が
行
わ

れ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
ケ
条
は
「
神
事
々
」、
即
ち
、
神
事
の
興
行
に
つ
い
て
の
意
見
で
あ
り
、
評
議
の
結
果
、「
被
置
神
宮
上

卿
、
可
為
内
大
臣
之
由
一
揆
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
後
嵯
峨
院
政
期
に
は
、
再
三
神
宮
上
卿
の
設
置
が
議
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
大
臣
ク
ラ
ス
の
公
卿
が
こ
れ
に
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
の
時
期
、
神
宮
興
行
が
重
大
な
政
策
課
題

で
あ
り
、
永
久
や
建
久
頃
の
神
宮
上
卿
と
異
な
り
、
雑
訴
の
有
無
と
い
う
決
定
的
な
相
違
が
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
、
亀
山
親
・
院
政
期
、
特
に
弘
安
頃
に
は
多
く
の
諸
社
寺
担
当
の
上
卿
や
伝
奏
、
そ
の
下
で
実
務
に
当
る
弁
・
蔵
人

等
の
奉
行
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
〈
担
当
奉
行
制
〉
の
整
備
・
拡
大
の
進
展
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。(

１
９) 

⑧
本
郷
和
人
氏
は
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
上
卿
の
形
骸
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

鎌
倉
期
に
上
卿
は
依
然
と
し
て
広
範
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
多
少
な
り
と
も
具
体
的
な
働
き
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
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得
た
の
は
、
わ
ず
か
に
伊
勢
・
賀
茂
・
石
清
水
の
三
社
の
上
卿
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
は
伊
勢(

神
宮)

奉
行
が
全
奉
行
中
の
重
職
で
あ
る
の
に
対
し
、
上
卿
は
宣
旨
を
出
す
際
に
名
を
現
わ
す

程
度
で
あ
り
、
短
期
間
に
何
人
も
が
改
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
実
権
を
伴
わ
ぬ
名
誉
職
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

神
宮
に
先
例
の
ご
と
く
上
卿
・
弁
官
を
定
め
る
よ
う
に
と
の
弘
長
三
年
制
符
に
よ
れ
ば
、
こ
の
上
卿
は
奉
行
的
な
上
卿
を
意

味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
尊
崇
厚
い
伊
勢
神
宮
が
特
に
問
題
と
な
る
位
だ
か
ら
、
他
の
社
寺
一
般
に
実
質
を
持
つ
奉
行
的

な
上
卿
が
置
か
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
伊
勢
神
宮
・
賀
茂
社
・
石
清
水
三
社
は
特
に
社
格
が
高
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
石
清

水
社
は
源
氏
と
の
関
係
か
ら
か
、
鎌
倉
時
代
に
重
要
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
神
社
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

(

２
０)

⑨
玉
井
力
氏
は
、
平
安
末
期
に
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
九
条
兼
実
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

『
玉
葉
』
建
久
二(

一
一
九
一)

年
五
月
二
四
日
条
に
は
、
神
宮
上
卿
の
も
と
で
寄
人
を
集
め
伊
勢
国
地
頭
の
こ
と
が
評
定
さ

れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
宮
評
定
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
兼
実
執
政
期
間
に
お
い
て
、
文
治
二(

一
一
八
六)

年
、
建
久

二(

一
一
九
一)

年
、
建
久
四(

一
一
九
三)

年
の
三
回
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

兼
実
は
、
こ
の
評
定
に
つ
い
て
早
く
か
ら
強
い
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
承
安
二(

一
一
七
二)

年
九
月
に
上
卿
に
任
命
さ
れ
た

時
、
過
去
の
事
例
を
詳
し
く
調
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
条
天
皇
の
時
に
初
め
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
兼
実
は
、
同
朝
に

お
い
て
上
卿
、
弁
の
外
に
五
、
六
人
の
寄
人
が
定
め
ら
れ
、
上
卿
の
亭
で
訴
訟
の
評
定
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
後
白
河
院

政
下
に
お
い
て
は
既
に
廃
絶
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

兼
実
は
こ
の
評
定
を
復
活
し
た
。
文
治
二
年
と
建
久
四
年
の
場
合
、
そ
の
寄
人
の
構
成
員
を
見
る
と
い
ず
れ
の
場
合
も
大
夫

史
、
大
外
記
、
明
法
博
士
等
、
記
録
所
の
寄
人
と
殆
ど
同
じ
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
神

宮
評
定
が
そ
の
構
成
と
言
い
、
評
定
と
言
い
、
記
録
所
と
極
め
て
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。(

２
１) 

⑩
藤
森
馨
氏
は
、『
玉
葉
』
承
安
五
年
九
月
十
一
日
条
の
記
事
に
よ
り
、「
院
政
期
の
堀
河
院
の
治
世
下
に
朝
廷
は
後
に
神
宮

伝
奏
と
い
わ
れ
る
神
宮
専
当
職
の
神
宮
上
卿
を
設
置
す
る
。
こ
の
職
は
当
初
神
宮
関
係
の
訴
訟
の
み
を
扱
っ
た
が
、
後
に
神
宮

に
関
す
る
万
般
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
職
の
設
置
も
、
朝
廷
の
神
祇
信
仰
が
、
こ
の
時
期
神
宮
を
機
軸
に
展
開

し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。(

２
２) 

⑪
さ
ら
に
藤
森
馨
氏
は
、
神
宮
上
卿
は
神
宮
伝
奏
成
立
当
初
の
呼
称
で
あ
る
と
し
て
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

神
宮
伝
奏
は
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
の
祭
祀
お
よ
び
公
事
や
訴
訟
を
は
じ
め
と
す
る
雑
務
万
般
を
取
り
扱
う
職
で
あ
り
、
平
安

時
代
後
期
以
後
、
特
定
の
政
務
を
処
理
す
る
機
関
行
事
所
が
太
政
官
内
に
設
置
さ
れ
、
こ
と
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
神

宮
伝
奏
も
神
宮
に
関
す
る
政
務
を
担
当
す
る
た
め
、
そ
う
し
た
行
事
所
の
一
つ
と
し
て
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。 

当
初
は
大
臣
も
任
命
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
は
清
華
以
下
の
大
納
言
が
勤
め
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
下
僚
に
神
宮
関
係
担
当

の
弁
・
史
が
置
か
れ
て
い
る
。
は
じ
め
神
宮
上
卿
と
い
わ
れ
、『
玉
葉
』
承
安
五
年
九
月
十
一
日
条
の
記
事
に
よ
り
院
政
期
に

源
雅
実
が
神
宮
関
係
の
訴
訟
を
計
奏
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

当
初
は
、『
玉
葉
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
神
宮
関
係
の
事
務
処
理
を
扱
う
職
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
条
天
皇
の
時
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代
に
同
職
に
任
命
さ
れ
た
藤
原
宗
能
が
、
文
書
を
櫃
に
入
れ
て
そ
の
扱
い
を
厳
重
に
し
、
評
定
に
際
し
て
は
神
事
札
を
立
て
、

潔
斎
を
し
て
こ
と
に
の
ぞ
む
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
神
宮
上
卿
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
神
事
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
ま
で
な
っ
た
。 (

２
３) 

⑫
白
根
靖
大
氏
は
院
政
下
に
お
け
る
神
宮
上
卿
を
弁
、
寄
人
と
と
も
に
「
神
宮
奉
行
」
と
し
て
、
『
玉
葉
』
の
記
事
に
よ
り

九
条
兼
実
の
神
宮
上
卿
と
し
て
の
活
動
、
兼
実
以
前
の
神
宮
奉
行
の
活
動
、
兼
実
以
降
の
神
宮
奉
行
の
活
動
を
取
り
上
げ
て
い

る
。 そ

の
な
か
で
、
案
件
か
ら
見
れ
ば
訴
訟
や
人
事
な
ど
他
の
上
卿
・
弁
と
大
差
な
い
こ
と
を
扱
っ
て
い
た
が
、
同
じ
案
件
で
も

神
宮
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
文
書
は
神
聖
さ
を
帯
び
て
特
別
な
扱
い
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
他
の
案
件
と
切
り
離
し

て
担
当
奉
行
を
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
、
そ
の
設
置
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

ま
た
、
神
宮
上
卿
の
交
替
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
の
は
、
同
職
が
神
宮
を
対
象
に
し
て
い
る
た
め
、
禁
忌
に
縛
ら
れ
る
役
職
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
中
期
ま
で
の
「
神
宮
奉
行
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

神
宮
奉
行
は
堀
河
天
皇
下
で
臨
時
的
に
設
け
ら
れ
た
の
を
先
蹤
と
し
、
二
条
朝
に
お
い
て
神
宮
訴
訟
処
理
担
当
奉
行
と
し
て

設
置
さ
れ
た
。
構
成
は
上
卿
・
弁
・
寄
人
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
寄
人
は
置
か
れ
な
く
な
り
、
九
条
兼
実
が
上
卿
に
任

じ
ら
れ
た
頃
に
は
専
ら
上
卿
・
弁
で
事
に
臨
ん
で
い
た
。 

し
か
し
、
文
治
～
建
久
期
に
寄
人
補
任
や
上
卿
の
下
で
の
評
定
開
催
が
復
活
さ
れ
、
神
宮
訴
訟
処
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
見

ら
れ
た
。
こ
れ
は
鎌
倉
中
・
後
期
に
お
い
て
先
例
と
さ
れ
る
に
足
る
も
の
で
、
一
つ
の
画
期
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
出
来
事

で
あ
る
。 

 

鎌
倉
中
期
の
弘
長
の
新
制
で
神
宮
訴
訟
の
興
業
が
明
文
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
訴
訟
処
理
の
適
正
化
と
い
う
点
で

は
建
暦
の
新
制
に
既
に
規
定
が
存
在
す
る
。
無
論
、
神
領
回
復
と
い
う
徳
政
基
調
が
あ
っ
た
弘
長
と
は
目
的
が
異
な
る
が
、
保

元
以
降
、
包
摂
的
に
説
か
れ
て
い
た
寺
社
の
濫
訴
・
濫
妨
制
止
を
建
暦
に
お
い
て
は
訴
訟
・
濫
妨
・
兵
杖
と
段
階
的
に
項
目
に

分
け
、
各
々
に
つ
い
て
規
制
を
加
え
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
宮
奉
行
を
中
心
と
し
た
訴
訟
処
理
シ
ス
テ

ム
の
構
築
を
背
景
と
し
て
見
直
す
と
、
建
暦
の
新
制
の
再
評
価
の
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。(

２
４) 

 

⑬
拙
稿
に
お
い
て
も
、
平
安
末
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
成
立
過
程
に
言
及
し
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
成
立
過
程

と
室
町
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
お
よ
び
神
宮
伝
奏
の
活
動
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
改
稿
し
て
、
第
一
部
第
一
章
「
神
宮

上
卿
の
成
立
」
及
び
第
二
章
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
」
と
し
て
本
論
文
に
収
載
し
て
い
る
。(

２
５) 

⑭
岡
野
浩
二
氏
は
、
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
か
ら
文
永
五(

一
二
六
八)

年
ま
で
の
神
宮
上
卿
の
人
事
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、 

十
二
世
紀
半
ば
の
神
宮
上
卿
は
頻
繁
に
交
替
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
が
禁
忌
や
触
穢
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

そ
し
て
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
に
三
つ
の
画
期
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

第
一
期
は
白
河
院
政
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
神
宮
上
卿
は
公
卿
勅
使
を
つ
と
め
た
源
雅
実
や
源
俊
明
が
神
宮
か
ら
の
言
上



 

 

13 

を
陣
定
に
諮
っ
た
り
、
神
宮
関
係
の
定
の
上
卿
を
担
当
し
た
と
い
う
程
度
で
あ
り
、
特
定
の
任
務
遂
行
の
た
め
に
時
期
を
限
っ

て
置
か
れ
た
遷
宮
行
事
所
・
記
録
所
の
上
卿
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。 

 

第
二
期
は
二
条
朝
の
平
治
の
乱
の
直
後
で
あ
る
。
東
海
・
関
東
地
方
に
勢
力
を
張
っ
た
源
義
朝
が
平
治
の
乱
で
敗
死
す
る
と
、

神
領
の
存
廃
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
神
宮
上
卿
の
藤
原
宗
能
の
邸
宅
で
寄
人
が
評
定
を
行
い
、
奉
行
弁
が
裁
許
の
宣
旨
を

作
成
し
た
。
以
後
、
神
宮
上
卿
は
常
置
と
な
り
、
神
宮
の
文
書
を
相
伝
し
、
九
条
兼
実
も
神
領
問
題
の
裁
許
に
当
た
っ
た
。 

 

第
三
期
は
文
治
・
建
久
年
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
地
頭
の
設
置
や
神
領
目
録
の
提
出
が
あ
り
、
上
卿
の
藤
原
宗
家
や

中
山
忠
親
が
寄
人
と
評
定
を
行
っ
た
。
し
か
し
そ
の
役
割
は
国
政
の
重
要
機
関
に
な
っ
た
記
録
所
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
て
い
っ

た
。
十
三
世
紀
に
は
神
宮
上
卿
は
常
置
で
は
な
く
な
っ
た
。 

 

神
宮
上
卿
の
設
置
は
祭
主
の
地
位
確
立
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
祭
主
は
伊
勢
神
宮
の
神
官
の
長
で
あ
る
が
、
遷
宮
、
社
殿

の
維
持
、
祭
礼
の
執
行
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
祢
宜
ら
下
級
神
官
と
対
立
し
た
。
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
は
祭
主
が
祢
宜

以
下
の
人
事
権
を
掌
握
し
て
、
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
。
公
卿
勅
使
や
神
宮
上
卿
は
祭
主
の
地
位
確
立
を
外
か
ら
支
援
し
た
。 

 

神
宮
上
卿
が
神
領
問
題
を
扱
っ
た
こ
と
は
朝
廷
の
神
領
の
把
握
と
関
わ
っ
て
い
た
。
十
二
世
紀
に
入
る
こ
ろ
に
朝
廷
は
神
宮

に
神
領
目
録
の
提
出
を
命
じ
、
天
永
の
記
録
所
を
設
置
し
て
、
神
領
の
整
理
・
認
定
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
保
元
記
録
所
が
設

置
さ
れ
て
も
神
宮
は
神
領
目
録
を
提
出
せ
ず
、
鎌
倉
幕
府
が
地
頭
を
設
置
し
た
の
を
受
け
て
建
久
三(

一
一
九
二)

年
に
神
領
目

録
を
提
出
し
た
。 

 

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
平
治
の
乱
の
後
に
御
厨
の
存
廃
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
天
永
の
記
録
所
の
史
料
を
も
と
に
裁
定

を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
記
録
所
の
上
卿
を
つ
と
め
た
藤
原
宗
忠
の
子
で
、
関
係
文
書
を
相
伝
し
て
い
た
宗
能
が
登
用
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
神
宮
上
卿
が
神
領
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
文
治
の
記
録
所
が

活
動
し
、
建
久
三
年
に
神
領
目
録
が
提
出
さ
れ
る
と
、
神
宮
上
卿
や
そ
の
邸
宅
で
の
評
定
は
存
在
意
義
を
失
っ
た
。 

 

神
宮
上
卿
が
非
常
置
の
職
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
常
的
に
神
宮
の
言
上
を
天
皇
や
上
皇
に
奏
上
し
た
の
が
弁
官
や
蔵
人

で
あ
り
、
特
に
職
事
弁
官
は
伊
勢
神
宮
の
こ
と
に
当
た
る
職
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
十
三
世
紀
に
は
神
宮
職
事
の
活
動
が
活
発

で
、
神
宮
関
係
文
書
は
上
卿
で
は
な
く
吉
田
や
勘
解
由
小
路
が
つ
と
め
る
職
事
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。(

２
６) 

 

⑮
平
泉
隆
房
氏
は
、
朝
廷
側
に
あ
っ
て
遷
宮
行
事
全
般
を
担
当
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
遷
宮
上
卿
ま
た
役
夫
工
上
卿
に
つ

い
て
、
「
平
安
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
お
い
て
、
そ
の
人
選
は
神
宮
上
卿
と
か
な
り
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ
れ

が
い
く
つ
か
の
特
定
の
家
筋
よ
り
選
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
中
御
門
家
・
滋
野
井
家
・
徳
大
寺
家
・
久
我
流
・

九
条
流
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。(

２
７) 

 (

２)
 

鎌
倉
～
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
に
関
す
る
研
究
史 

 

①
神
宮
伝
奏
に
関
す
る
研
究
史
は
、
そ
れ
が
実
際
に
常
置
さ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
有
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職
故
実
書
で
江
戸
時
代
の
朝
廷
に
関
す
る
万
般
の
こ
と
を
概
説
し
て
い
る
『
故
実
拾
要
』
巻
十
に
は
、
当
時
の
公
家
の
職
制
で

あ
る
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

神
宮
伝
奏 

 
 

是
伊
勢
大
神
宮
ノ
伝
奏
也
、
清
花
以
下
ノ
大
納
言
人
勤
之
、
神
宮
ノ
事
ヲ
奏
ス
也
、
此
伝
奏
ヲ
被
勤
内
、
触
穢
ノ
事
有
之

時
ハ
早
速
伝
奏
辞
退
ア
ル
事
也
、
諸
社
ノ
伝
奏
ト
ハ
格
別
也
、
此
伝
奏
ノ
中
ハ
僧
尼
重
軽
ノ
服
者
等
一
切
不
入
門
内
、
家

僕
ノ
男
女
等
穢
有
之
時
ハ
令
下
宿
事
也
、
仍
門
ニ
神
宮
伝
奏
也
、
僧
尼
重
軽
不
浄
之
輩
不
可
入
門
内
ト
板
札
ニ
書
テ
常
ニ

其
門
ニ
立
ル
也
、
又
医
師
等
病
用
ノ
時
ハ
令
蒙
頭
巾
、
其
殿
ニ
入
ル
也
、
神
事
ヲ
行
フ
ヲ
ハ
構
フ
ト
云
也
、
或
被
構
神
事

也
、
其
事
ノ
終
ル
ヲ
ハ
神
事
ノ
晩
リ
ト
云
也
、(

２
８) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
は
伊
勢
神
宮
の
こ
と
を
奏
聞
す
る
伝
奏
で
あ
り
、
家
格
は
清
華
家
以
下
で
、
大
納
言
と
な
っ
た

人
が
勤
め
、
穢
れ
を
厳
重
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

『
故
実
叢
書
』
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
著
者
篠
崎
維
章
は
、
享
保
十(

一
七
二
五)

年
以
降
京
都
に
居
住
し
、
元
文
五(

一

七
四
〇)

年
に
没
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
執
筆
も
こ
の
間
に
行
わ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
の
説
明
文
が
神
宮
伝
奏

に
関
す
る
客
観
的
記
述
と
し
て
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。 

②
他
に
も
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
神
宮
伝
奏
の
補
任
録
が
複
数
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
『
神
宮
伝
奏
補
任
録
』
で
あ
る
。 

同
書
は
、
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
か
ら
享
保
十
九(

一
七
三
四)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
・
官
職
・
補
任
さ
れ
た
年
月
日
・
退

任
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

同
書
の
奥
書
に
は
、「
右
神
宮
伝
奏
補
任
録
一
冊
、
宮
内
省
図
書
寮
蔵
本
を
以
て
謄
写
す 

昭
和
二
年
四
月
十
九
日 

加
藤

才
次
郎
」
と
あ
り
、
享
保
十
九
年
以
降
に
作
成
さ
れ
た
補
任
録
一
冊
が
昭
和
二(

一
九
二
七)

年
に
謄
写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(

２
９)

①
②
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
は
、
解
説
や
補
任
録
の
作
成
と
い
う
か
た
ち
で
神
宮
伝
奏
の
研
究
が
は
じ
ま
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

③
『
神
宮
伝
奏
歴
名
』
は
、
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
か
ら
寛
延
四(

一
七
五
一)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
・
官
職
・
就
任
年

月
日
・
退
任
年
月
日
・
退
任
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。(

３
０) 

 

④
『
神
宮
上
卿
并
奉
行
』
は
、
寛
文
四(

一
六
六
四)

年
か
ら
天
保
四(

一
八
三
三)

年
ま
で
、
年
毎
の
就
任
者
の
人
名
・
官
職 

が
記
さ
れ
て
い
る
。(

３
１) 

⑤
『
神
宮
伝
奏
次
第
』
は
、
文
亀
二
年
か
ら
天
保
十
二(

一
八
四
一)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
・
官
職
・
就
任
年
月
日
・
退

任
年
月
日
・
退
任
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。(

３
２)

③
④
⑤
も
、
作
成
者
、
作
成
年
代
と
も
に
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど

の
年
代
の
就
任
者
ま
で
記
し
て
い
る
か
で
、
そ
の
当
時
の
成
立
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑥
大
正
末
期
に
出
さ
れ
た
、
和
田
英
松
氏
の
『
修
訂
官
職
要
解
』
に
は
、
「
伝
奏
」
の
項
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う

な
記
述
が
み
え
る
。 

社
寺
に
も
伝
奏
が
あ
っ
て
、
諸
社
・
諸
寺
の
こ
と
を
執
奏
し
た
。『
雲
上
明
鑑
』
な
ど
に
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
奏
の
名
前
が
の
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せ
て
あ
る
、
そ
の
な
か
に
は
、
伝
奏
一
人
で
数
社
を
兼
帯
し
て
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
伊
勢
、
賀
茂
、
石
清
水
は
、
必
ず

別
に
伝
奏
が
置
い
て
あ
る
。
伊
勢
は
、
ふ
る
く
王
代
の
記
録
に
神
宮
上
卿
と
か
い
て
あ
る
。
ま
た
『
玉
葉
』
に
「
上
古
、

大
神
宮
上
卿
を
定
め
置
か
る
る
事
な
し
。
堀
河
院
の
御
宇
、
久
我
大
相
国(

雅
実)

内
大
臣
た
る
の
時
、
始
め
て
神
宮
の
訴

訟
を
計
り
奏
す
べ
き
の
由
を
仰
せ
ら
る
。」
と
あ
る
が
、『
勘
仲
記
』
に
は
「
神
宮
奉
行
」
と
も
「
神
宮
伝
奏
」
と
も
か
い 

て
あ
る
。
賀
茂
・
石
清
水
伝
奏
も
、
足
利
時
代
に
は
す
で
に
あ
り
、『
建
内
記
』
な
ど
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
践
祚
、 

即
位
、
御
元
服
、
改
元
、
お
よ
び
凶
事
、
八
講
な
ど
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
臨
時
に
伝
奏
を
置
い
た
の
で
あ
る
。(

３
３) 

⑦
昭
和
戦
前
期
の
『
神
宮
要
綱
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
神
宮
職
官
年
表
」
に
は
、
孝
徳
天
皇
以
降
の
歴
代
天
皇
ご
と
に
、

当
時
の
祭
主
・
宮
司
・
皇
大
神
宮
禰
宜
・
豊
受
大
神
宮
禰
宜
の
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
後
土
御
門
天
皇
在
位
下
の
文
明

元(

一
四
六
九)

年
以
降
、「
神
宮
伝
奏
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
、
藤
原
資
綱
の
名
が
み
え
る
。
そ
の
あ
と
明
治
元(

一
八
六
八)

年
の
正
親
町
実
徳
に
至
る
ま
で
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。(

３
４) 

⑧
戦
後
は
、
菊
地
康
明
氏
の
室
町
期
の
そ
れ
へ
の
言
及
が
最
も
早
い
。
同
氏
は
『
広
橋
守
光
記
』
に
つ
い
て
紹
介
し
、
守
光

に
つ
い
て
、
権
大
納
言
町
広
光
の
男
で
文
明
十
一(

一
四
七
九)

年
に
広
橋
家
を
継
ぎ
、
長
享
元(

一
四
八
七)

年
に
叙
爵
以
後
、

弁
官
、
蔵
人
を
経
て
、
永
正
二(

一
五
〇
五)

年
に
参
議
、
同
六(

一
五
〇
九)
年
に
武
家
伝
奏
に
任
じ
ら
れ
、
同
八(

一
五
一
一)

年
に
は
神
宮
伝
奏
を
も
兼
ね
て
、
当
時
公
武
の
間
に
あ
っ
て
同
じ
く
伝
奏
勧
修
寺
尚
顕
と
と
も
に
最
も
活
躍
し
た
人
物
の
一
人

で
あ
り
、
そ
の
日
記
は
当
時
の
朝
幕
関
係
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

そ
の
主
要
な
記
事
の
一
つ
と
し
て
、
伊
勢
内
外
宮
仮
殿
遷
宮
に
関
し
て
内
外
宮
の
間
に
起
こ
っ
た
争
い
に
つ
い
て
の
記
事
を

紹
介
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
室
町
期
に
お
い
て
両
宮
と
も
神
殿
の
荒
廃
が
著
し
か
っ
た
た
め
、
神
殿
造
替
の
沙
汰
を
争
う
に

到
っ
た
。
そ
の
た
め
に
永
正
九(

一
五
一
二)

年
に
幕
府
よ
り
和
談
の
儀
を
下
知
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
容
易
に

解
決
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
え
、
同
十(

一
五
一
三)

年
六
月
二
九
日
以
下
の
条
に
よ
れ
ば
、
七
月
祭
主
藤
波
伊
忠
を
遣
わ
し
て

両
宮
和
与
の
儀
を
取
計
ら
せ
た
結
果
、
十
月
に
到
り
和
談
が
始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。(

３
５) 

⑨
つ
ぎ
に
橋
本
義
彦
氏
は
、『
葉
黄
記
』
宝
治
元(

一
二
四
七)

年
三
月
十
二
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
伝
奏
制
の
成
立
を
後
嵯

峨
上
皇
院
政
下
の
宝
治
元
年
と
し
て
、
鎌
倉
末
期
に
は
神
宮
伝
奏
、
諸
社
寺
伝
奏
な
ど
も
出
現
し
た
と
し
て
い
る
。(

３
６) 

⑩
藤
原
良
章
氏
は
、
鎌
倉
期
の
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
初
め
て
本
格
的
に
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

当
時
、
神
宮
奉
行
の
交
替
を
好
機
と
し
て
訴
人
が
「
濫
訴
」
を
お
こ
す
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
神
宮
訴
訟
を
な

る
べ
く
同
一
の
担
当
奉
行
、
あ
る
い
は
記
録
所
の
よ
う
な
一
定
機
関
に
受
け
も
た
せ
よ
う
と
す
る
指
向
が
、
こ
れ
以
前
に
進
め

ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
神
宮
伝
奏
の
存
在
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
弘
安
二(

一
二
七
九)

年
四
月
十
三
日
に
、
伝
奏
で
あ
る
参
議
左
大
弁
吉
田
経
長
は
神
宮
訴
訟
の
奏
事
を
行
っ
て
い

る
が
、
そ
の
吉
田
経
長
こ
そ
が
神
宮
伝
奏
で
あ
っ
た
。
そ
の
職
務
は
、
神
宮
奉
行
の
奏
事
を
伝
奏
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ

と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
た
、
祭
主
と
中
門
廊
で
対
面
し
、
そ
の
申
請
を
奏
聞
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。 

 

こ
の
時
期
の
伝
奏
が
六
人
で
、
後
嵯
峨
院
政
期
の
二
人
よ
り
よ
ほ
ど
多
く
、
ま
た
伝
奏
が
三
番
に
結
番
さ
れ
、
原
則
と
し
て
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毎
日
「
午
刻
」
に
奏
事
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
間
は
「
不
可
有
他
事
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
時
期

に
お
け
る
伝
奏
の
重
要
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
奏
も
、
な
る
べ
く
同
一
の
訴
訟
対
象
に
関
す
る
奏
事

を
担
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
指
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
経
長
の
神
宮
伝
奏
と
し
て
の
活
動
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

永
仁
三(

一
二
九
五)

年
、
時
に
神
宮
奉
行
で
あ
っ
た
蔵
人
頭
三
条
実
躬
が
そ
の
日
記
に
「
朝
間
例
、
訴
人
済
々
如
雲
霞
門
前

成
市
、
毎
朝
之
儀
如
此
」
と
書
き
残
し
た
こ
と
、
ま
た
延
慶
二(

一
三
〇
九)

年
三
月
八
日
の
評
定
で
成
立
し
た
「
条
々
」
に
、

こ
う
し
た
〈
担
当
奉
行
制
〉
が
完
成
し
た
姿
で
立
法
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
る
な
ら
ば
〈
担
当
奉
行
制
〉
の
整
備
・
拡
大
は
中

世
公
家
政
権
に
お
け
る
雑
訴
の
興
行
を
支
え
た
一
つ
の
大
き
な
柱
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
貞
和
三(

一
三
四
七)

年
当
時
、
鎌
倉
末
期
と
同
様
に
当
時
の
公
家
政
権
に
お
い
て
も
、
伝
奏
以
下
が
出
仕
せ
ず
、

政
務
・
雑
務
が
ほ
と
ん
ど
停
滞
し
き
っ
て
お
り
、〈
担
当
奉
行
制
〉
の
機
能
が
低
下
し
て
い
た
。
こ
の
後
に
も
貞
治
三(

一
三
六

四)

年
に
神
宮
伝
奏
が
全
く
出
仕
し
な
い
た
め
、「
付
便
宜
伝
奏
、
可
奏
事
之
由
」
を
仰
せ
下
さ
れ
て
い
る
。(

３
７) 

⑪
室
町
期
の
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
、
菊
地
氏
に
続
い
て
言
及
し
た
の
は
飯
田
良
一
氏
で
あ
り
、
室
町
期
に
お
け
る
神
宮
と
幕

府
・
朝
廷
と
の
関
係
を
神
宮
方
の
機
能
を
通
じ
て
整
理
、
考
察
す
る
な
か
で
、
祈
祷
の
内
容
及
び
そ
の
命
令
系
統
を
明
ら
か
に

し
た
。
同
氏
は
、
神
宮
に
祈
祷
を
命
じ
る
ル
ー
ト
と
し
て
神
宮
伝
奏
→
祭
主
→
大
宮
司
→
内
・
外
宮
長
官
が
あ
っ
た
と
し
、
神

宮
伝
奏
を
通
じ
て
祈
祷
を
命
令
し
た
の
は
朝
廷
、
幕
府
、
朝
幕
の
両
者
と
三
つ
の
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(

３
８)

⑫
伊
藤
喜
良
氏
は
嘉
吉
の
乱
後
に
お
け
る
「
公
武
申
次
」
の
伝
奏
・
南
都
伝
奏
・
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。 

『
建
内
記
』
嘉
吉
三(

一
四
四
三)

年
七
月
八
日
条
の
記
事
に
よ
り
幕
府
か
ら
神
宮
大
宮
司
河
辺
氏
長
の
重
任
に
つ
い
て
執
奏

が
あ
り
、
勅
定
の
後
、
神
宮
伝
奏
日
野
資
広
が
勅
許
の
旨
を
伝
奏
奉
書
に
よ
っ
て
職
事
俊
秀
に
伝
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、 

こ
の
頃
、
彼
ら
が
し
ば
し
ば
発
す
る
伝
奏
奉
書
は
天
皇
の
意
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
り
、
勅
定
を
職
事
に
伝
え
る
と
い
う
重
要
な

役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
義
満
か
ら
義
教
期
ま
で
の
伝
奏
が
室
町
殿
の
「
仰
」
を
奉
じ
て
伝
奏
奉
書
を
発
し
て
い
た

状
況
と
異
な
り
、
彼
ら
が
活
動
し
て
い
る
場
は
公
家
支
配
機
構
内
で
あ
り
、
室
町
殿
と
の
関
係
は
薄
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る(

３
９) 

 

⑬
富
田
正
弘
氏
は
、
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
か
ら
慶
長
十
二(

一
六
〇
七)

年
ま
で
の
神
宮
伝
奏
の
一
覧
表
と
文
明
四(

一
四

七
二)

年
か
ら
慶
安
元(

一
六
四
八)

年
ま
で
の
賀
茂
伝
奏
の
一
覧
表
を
作
成
し
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

伝
奏
と
は
、
室
町
殿
の
王
権
に
と
っ
て
、
公
家
衆
・
寺
社
権
門
の
支
配
や
、
律
令
的
天
皇
＝
太
政
官
の
間
接
的
支
配
の
た
め

の
重
要
な
装
置
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
命
令
の
主
導
権
を
手
放
す
わ
け
が
な
か
っ
た
。
伝
奏
に
対
す
る
命
令
指
揮
の
主

導
権
は
な
お
室
町
殿
の
下
に
あ
っ
た
。 

そ
こ
で
、「
公
家
側
の
政
務
」
は
、
伝
奏
の
う
ち
に
特
別
の
担
当
の
伝
奏
を
置
き
、
こ
れ
を
室
町
殿
の
支
配
下
か
ら
切
離
そ

う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
神
宮
伝
奏
と
賀
茂
伝
奏
で
あ
っ
た
。
伊
勢
神
宮
と
賀
茂
神
社
は
い
ず
れ
も
、
皇
室
と
は
特
に
由
縁
の
深

い
神
社
で
あ
り
、
室
町
殿
の
介
入
を
排
除
し
や
す
い
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
応
仁
の
乱
ま
で
に
は
、
こ
の
よ
う
な
担
当
伝
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奏
の
分
化
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
特
殊
な
担
当
を
も
た
な
い
伝
奏
は
、
室
町
殿
に
主
と
し
て
仕
え
る
も
の
と
な
り
、
永
正
年
間
以
降
、
こ
れ
を

「
武
家
伝
奏
」
と
限
定
的
名
称
で
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
限
定
的
名
称
と
な
っ
た
の
は
、「
公
家
側
の
政
務
」

の
伝
奏
へ
の
命
令
権
へ
の
執
念
が
実
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
公
家
側
の
政
務
」
は
神
宮
・
賀
茂
両
伝
奏
に
対

し
て
、
独
占
的
な
命
令
権
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る(

４
０) 

 

⑭
瀬
戸
薫
氏
は
、
室
町
期
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
を
は
じ
め
と
す
る
寺

社
伝
奏
の
場
合
に
つ
い
て
も
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

室
町
期
の
寺
社
伝
奏
は
、
敷
奏
家
で
あ
る
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
っ
た
。
敷
奏
は
『
職
員
令
』
に
大
納
言
の
管
掌
事
項
の
一

つ
と
し
て
規
定
さ
れ
、「
謂
敷
陳
也
、
奏
進
也
、」
す
な
わ
ち
天
皇
に
意
見
を
申
し
の
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
三
条
西
実
隆
が
神
宮

伝
奏
に
任
じ
ら
れ
た
際
、「
可
候
敷
奏
」
と
「
神
宮
事
可
両
伝
奏
給
」
の
二
通
の
綸
旨
を
所
望
し
た
経
緯
が
『
実
隆
公
記
』
に

詳
述
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
『
諸
家
伝
』
等
に
よ
っ
て
敷
奏
補
任
年
次
の
判
明
す
る
も
の
を
表
示
す
る
と
必
ず
し
も
神
宮
伝
奏
の
み
が
敷
奏
を
前

提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
武
家
伝
奏
や
臨
時
の
伝
奏
で
も
補
任
以
前
に
敷
奏
に
加
え
ら
れ
る
例
が
確
認
で
き
る
。(

４
１)

 

⑮
明
石
治
郎
氏
は
、
後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
伝
奏
・
近
臣
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
次

の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

明
応
五(

一
四
九
六)

年
に
三
条
西
実
隆
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
と
き
の
経
緯
に
よ
り
、
当
時
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
は
伝

奏
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
と
い
う
関
係
が
必
ず
し
も
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
実
隆
は
「
可
令
候
伝
奏
」
と
い
う
綸
旨

を
得
て
お
り
、
間
違
い
な
く
伝
奏
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
室
町
殿
か
ら
伊
勢
神
宮
に
祈
祷
が
命
令
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
亀
元(

一
五

〇
一)

年
八
月
二
日
、
神
宮
伝
奏
三
条
西
実
隆
の
も
と
へ
、
武
家
伝
奏
勧
修
寺
政
顕
よ
り
「
変
異
事
」
に
つ
き
「
公
武
御
祈
」

の
命
令
を
下
す
よ
う
奉
書
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
実
隆
は
翌
日
、
前
日
付
で
奉
行
職
事
万
里
小
路
賢
房
に
神
宮
伝
奏
奉
書

を
発
給
し
た
。(

４
２) 

 

⑯
拙
稿
に
お
い
て
も
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
成
立
と
室
町
期
に
お
け
る
そ
の
活
動
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し

て
お
り
、
改
稿
し
て
第
一
部
第
二
章
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
」
の
な
か
に
収
載
し
て
い
る
。(

４
３) 

 

⑰
ま
た
、
筆
者
は
『
神
道
史
大
辞
典
』「
神
宮
伝
奏
」
の
項
を
執
筆
し
、
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
を
専
門
に
担
当
す
る
役
職
。
神
宮
伝
奏
は
、
朝
廷
に
お
い
て
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
、
少
な
く

と
も
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
か
ら
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
ま
で
常
置
さ
れ
た
役
職
で
あ
る
。
そ
の
機
能
は
、
祭
主
・
官
務
・
神

宮
奉
行
を
経
て
伝
達
さ
れ
た
伊
勢
神
宮
か
ら
の
奏
事
事
項
を
天
皇
・
上
皇
へ
奏
上
し
、
そ
れ
に
関
し
て
天
皇
・
上
皇(

江
戸
時

代
に
は
、
関
白
・
武
家
伝
奏
も
含
む)

の
指
示
に
よ
っ
て
、
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
政
務
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

そ
の
補
任
は
宣
旨
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
就
任
者
の
官
職
は
、
権
大
納
言
が
圧
倒
的
に
多
く
、
次
に
権
中
納
言
が
多
か
っ
た
。 
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就
任
者
は
、
親
族
の
死
去
と
服
仮
、
本
人
・
親
族
・
家
人
の
病
気
、
娘
の
出
産
の
際
に
辞
職
し
た
。
こ
れ
は
、
伊
勢
神
宮
に
関

す
る
公
事
、
す
な
わ
ち
神
事
を
担
当
す
る
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
享
保
十
六(

一
七
三
一)

年
以
降
、 

名
称
が
神
宮
上
卿
と
変
更
さ
れ
た
が
、
実
質
的
な
機
能
は
変
化
し
な
か
っ
た
。 

さ
ら
に
筆
者
が
作
成
し
た
「
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
一
覧
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
一
覧
は
、
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
に

就
任
し
た
、
初
代
の
神
宮
上
卿
久
我
雅
実
か
ら
始
ま
り
、
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
に
就
任
し
た
、
最
後
の
神
宮
伝
奏
正
親
町
実

徳
に
至
る
ま
で
、
延
べ
二
四
八
名
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
就
任
者
を
網
羅
し
て
お
り
、
第
二
部
第
一
章
第
一
節
【
神
宮
上

卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】
と
し
て
収
載
し
て
い
る
。(

４
４) 

⑱
さ
ら
に
、
拙
稿
に
お
い
て
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
朝
廷
に
お
い
て
毎
年
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
対
し
て
一
年
で
最
初
に

伊
勢
神
宮
か
ら
の
奏
事
事
項
を
奏
上
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
の
十
五
世
紀
前
半

に
か
け
て
成
立
し
た
こ
と
、
神
宮
伝
奏
が
そ
の
準
備
過
程
や
当
日
の
儀
式
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

改
稿
し
て
本
論
文
第
一
部
第
三
章
の
な
か
に
収
載
し
て
い
る
。(
４
５) 

⑲
間
瀬
久
美
子
氏
は
、
天
正
十
三(

一
五
八
五)

年
に
内
宮
と
外
宮
の
間
で
お
こ
っ
た
神
宮
式
年
遷
宮
の
前
後
争
論
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
柳
原
淳
光
邸
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
の
糺
明
の
た
め
、
官
務
左
大
史
小
槻
朝
芳
・
頭
中
将
中
山

慶
親
・
右
大
臣
今
出
川
晴
季
・
権
大
納
言
勧
修
寺
晴
豊
と
同
中
山
親
綱
・
神
祇
伯
白
川
雅
英
・
吉
田
兼
見
の
八
名
が
集
ま
っ
た

こ
と
な
ど
神
宮
伝
奏
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。(

４
６) 

⑳
神
田
裕
理
氏
も
、
間
瀬
氏
と
同
様
に
天
正
十
三
年
度
神
宮
式
年
遷
宮
の
前
後
争
論
を
取
り
上
げ
る
な
か
で
神
宮
伝
奏
に
言
及

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
両
宮
の
申
状
は
正
親
町
天
皇
が
目
を
通
し
、
神
宮
伝
奏
・
柳
原
淳
光
と
公
家
衆
が
談
合
を
加
え
、

内
宮
に
理
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
と
し
、
天
皇(

朝
廷)

へ
訴
え
ら
れ
た
当
相
論
は
、
朝
廷
内
で
神
宮
伝
奏
を
中
心
と
し
た
公
家

衆
に
よ
っ
て
評
定
さ
れ
た
が
、
神
宮
伝
奏
の
当
該
期
に
お
け
る
具
体
的
活
動
の
好
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

(
４
７) 

 (

３)
 

江
戸
時
代
の
神
宮
伝
奏
に
関
す
る
研
究
史 

  

①
江
戸
時
代
の
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
最
初
に
言
及
し
た
の
は
岩
田
貞
雄
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
、
皇
大
神
宮
別
宮
伊
雑
宮
の
謀

計
事
件
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
か
ら
の
訴
訟
は
、
幕
府
だ
け
で
解
決
さ
れ
な
い
場
合
、
朝
廷
に
も
持
ち

込
ま
れ
、
神
宮
伝
奏
が
訴
訟
の
窓
口
に
な
っ
た
り
、
武
家
伝
奏
や
神
宮
伝
奏
が
、
そ
れ
を
審
判
し
た
り
し
た
こ
と
が
わ
か
る
と

し
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
朝
廷
の
神
宮
行
政
や
神
宮
伝
奏
の
機
能
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

４
８) 

 

②
平
井
誠
二
氏
は
、
近
世
の
大
中
臣
祭
主
家
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、
江
戸
時
代
初
頭
の
総
位
階
復
興
問
題
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
岩
田
氏
の
明
ら
か
に
し
た
事
例
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
か
ら
の
訴
訟
は

朝
廷
・
幕
府
の
双
方
に
持
ち
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
朝
廷
に
神
宮
か
ら
の
訴
訟
が
持
ち
込
ま
れ
る
場
合
、
祭
主
→
官
務

→
神
宮
奉
行
→
神
宮
伝
奏
の
順
序
で
対
応
し
て
い
く
こ
と
、
神
宮
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
京
都
所
司
代
で
の
審
判
に
も
武
家
伝
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奏
と
神
宮
伝
奏
が
加
わ
る
こ
と
、
最
終
的
な
処
断
は
幕
府
側
が
行
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。(

４
９) 

 

③
藤
森
馨
氏
は
、
江
戸
時
代
中
頃
に
は
毎
年
正
月
十
一
日
を
式
日
に
神
宮
奏
事
始
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
神

宮
伝
奏
は
、
神
宮
祭
主
か
ら
進
め
ら
れ
た
祈
年
祭
再
興
・
神
領
再
興
・
神
職
の
官
位
申
請
を
内
容
と
す
る
目
録
を
読
み
上
げ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。(

５
０) 

④
間
瀬
久
美
子
氏
は
、
慶
長
十
四(

一
六
〇
九)

年
度
、
寛
永
六(

一
六
二
九)

年
度
、
慶
安
二(

一
六
四
九)

年
度
の
神
宮
式
年

遷
宮
に
際
し
て
発
生
し
た
、
内
宮
と
外
宮
の
い
ず
れ
を
先
に
行
う
か
を
巡
る
争
論
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
朝
幕
関
係

と
そ
れ
ら
四
度
の
同
祭
祀
に
際
し
て
朝
廷
に
お
い
て
執
行
さ
れ
た
諸
儀
式
の
準
備
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
成
立
後
、
最
初
に
執
行
さ
れ
た
慶
長
十
四
年
度
の
場
合
、
幕
府
の
執
行
命

令
を
う
け
て
神
宮
伝
奏
大
炊
御
門
経
頼
が
諸
司
を
召
集
し
て
、
神
宮
造
営
の
立
案
に
と
り
か
か
り
、
山
田
奉
行
に
式
年
遷
宮
祭

祀
日
時
定
陣
儀
の
下
行
を
要
請
し
た
。
ま
た
、
神
宮
奉
行
と
相
談
し
て
、
先
例
の
通
り
に
両
宮
の
山
口
祭
陣
儀
を
別
々
に
執
行

さ
せ
た
。
寛
永
六
年
度
の
場
合
、
神
宮
伝
奏
日
野
資
勝
が
正
遷
宮
祭
に
先
行
す
る
儀
式
の
復
興
を
試
み
た
。 

 

慶
安
二
年
度
の
場
合
、
神
宮
伝
奏
姉
小
路
公
景
が
両
宮
神
主
か
ら
出
さ
れ
た
正
遷
宮
祭
日
時
宣
下
を
要
請
す
る
書
状
を
関
白

に
提
出
し
た
。
関
白
一
条
昭
良
は
古
来
の
規
範
に
拠
っ
て
、
慶
長
・
寛
永
の
式
年
遷
宮
と
異
な
り
、
外
宮
を
先
に
執
行
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
後
光
明
天
皇
も
こ
れ
に
勅
定
を
下
し
た
。(

５
１) 

 

⑤
所
功
氏
は
、
神
宮
奏
事
始
の
成
立
、
式
日
、
奏
事
事
項
、
儀
式
次
第
等
に
つ
い
て
記
し
、
神
宮
伝
奏
の
機
能
に
つ
い
て
も

言
及
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
簡
単
な
記
述
で
あ
る
。(

５
２) 

⑥
拙
稿
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
の
基
礎
的
研
究
を
目
的
と
し
、
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
に
つ
い
て
、

『
公
卿
補
任
』
と
諸
記
録
か
ら
作
成
し
た
「
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
補
任
一
覧
」
に
基
づ
き
、
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
と
い
う

名
称
の
問
題
、
補
任
者
の
官
職
と
家
格
、
退
任
の
理
由
、
補
任
と
退
任
の
方
法
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
第
二
部
第
一

章
「
神
宮
伝
奏
の
補
任
」
と
し
て
収
載
し
て
い
る
。(

５
３) 

⑦
和
田
朋
子
氏
は
、
貞
享
二(

一
六
八
五)

年
か
ら
元
禄
六(

一
六
九
三)

年
に
か
け
て
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
久
我
通
誠
の
『
通

誠
公
記
』
の
記
事
に
よ
り
、
神
宮
伝
奏
の
性
格
と
機
能
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

性
格
に
つ
い
て
は
、
穢
れ
に
対
し
て
一
番
敏
感
な
職
務
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
多
少
な
り
と
も
弊
害
が
あ
る
職
務
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

機
能
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
神
宮
側
か
ら
の
叙
爵
・
加
階
申
請
を
武
家
伝
奏
・
関
白
の
内
意
を
得
て
奏
聞
し
た
こ
と
、
貞
享
二

年
の
神
宮
小
作
始
の
儀
式
準
備
に
お
い
て
、
神
宮
の
要
請
に
対
応
す
る
窓
口
と
な
り
、
こ
の
こ
と
を
天
皇
に
奏
聞
し
た
り
、
下

行
の
あ
り
方
に
つ
い
て
関
白
に
提
案
し
た
り
し
た
こ
と
、
同
年
の
例
幣
に
お
い
て
、
地
下
官
人
か
ら
の
願
書
を
う
け
、
武
家
伝

奏
両
名
の
内
意
を
得
て
、
そ
の
指
示
に
よ
っ
て
関
白
に
諮
り
、
そ
の
内
意
と
指
示
を
得
て
天
皇
に
奏
聞
し
て
勅
許
が
出
さ
れ
た

こ
と
、
同
三
年
の
天
災
か
ら
の
回
復
や
同
四
年
の
東
宮
土
御
門
移
徙
が
無
事
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
祈
祷
依
頼
を
神
宮
に
伝
達
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 
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以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
て
、
神
宮
伝
奏
に
は
人
事
権
や
官
位
の
叙
爵
・
加
階
に
関
す
る
決
定
権
な
ど
は
な
い
が
、
祭
主
が
口

頭
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
上
に
伝
え
や
す
い
よ
う
に
文
書
に
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
な
ど
、
神
宮
側
か
ら
の
要
求
や
依
頼
を
あ

る
程
度
ま
と
ま
っ
た
形
に
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
。 

 

ま
た
、
決
定
権
が
な
い
か
ら
大
し
た
役
職
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
神
宮
側
か
ら
の
要
求
を
朝
廷
側
に
伝
え
、

迅
速
に
処
理
を
す
る
た
め
に
も
、
神
宮
伝
奏
は
必
要
で
あ
り
、
朝
廷
が
年
中
行
事
や
儀
式
な
ど
を
行
う
上
で
は
、
神
宮
伝
奏
と

い
っ
た
専
門
の
役
職
に
就
い
た
者
が
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
、
儀
式
や
伝
統
に
重
き
を
お
く
朝
廷
運
営
が
機
能
し
な
か
っ
た
と
し

て
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。(

５
４) 

 

⑧
澤
山
孝
子
氏
は
、
寛
文
十(

一
六
七
〇)
年
に
師
職
が
檀
家
に
配
る
御
祓
の
銘
文
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
伊
勢
の
在
地
で

あ
る
宇
治
会
合
と
三
方
会
合
の
間
で
起
こ
っ
た
争
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
朝
幕
関
係
の
中
で
の
伊

勢
神
宮
の
位
置
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
神
宮
伝
奏
の
機
能
に
も
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

神
宮
は
、
正
禰
宜
・
権
官
の
叙
位
、
遷
宮
、
重
要
な
神
事
、
ほ
か
重
要
な
案
件
に
際
し
て
は
、
朝
廷
に
注
進
状
を
送
る
。
神

宮
の
注
進
状
は
、
神
宮
と
朝
廷
を
繋
ぐ
役
割
を
も
っ
た
大
宮
司
の
書
状
を
添
え
、
京
都
の
祭
主
の
許
に
送
ら
れ
た
。
そ
の
後
、

祭
主
か
ら
官
務
→
神
宮
奉
行
→
神
宮
伝
奏
→
関
白
へ
と
上
奏
さ
れ
、
注
進
状
へ
の
返
答
・
裁
決
は
こ
の
逆
の
経
路
で
大
宮
司
に

送
ら
れ
、
大
宮
司
か
ら
神
宮
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
外
宮
の
注
進
状
の
受
理
か
ら
返
却
に
至
る
過
程
で
神
宮
伝
奏
・
官
務
等
の
朝

廷
機
構
で
決
定
で
き
た
の
は
、
注
進
状
を
天
皇
に
奏
聞
し
な
い
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
。 (

５
５) 

 

⑨
今
江
廣
道
氏
は
、
宮
廷
で
行
わ
れ
る
朝
儀
・
公
事
に
お
い
て
、
太
政
官
を
代
表
し
て
そ
の
儀
式
を
と
り
仕
切
る
大
臣
ま
た

は
大
・
中
納
言
を
「
上
卿
」
と
い
う
が
、
上
卿
は
そ
の
儀
式
限
り
で
交
替
す
る
。
し
か
し
準
備
に
長
期
間
を
要
す
る
臨
時
儀
式

や
、
あ
る
特
定
の
神
社
・
仏
事
等
の
こ
と
を
取
り
扱
う
専
任
者
を
、
予
め
定
め
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。 

そ
れ
が
「
伝
奏
」
で
あ
る
。
前
者
に
は
「
譲
位
伝
奏
」「
即
位
伝
奏
」「
改
元
伝
奏
」
な
ど
が
あ
り
、
後
者
に
「
神
宮
伝
奏
」 

「
賀
茂
伝
奏
」「
武
家
伝
奏
」
等
が
あ
る
。
前
者
は
そ
の
儀
式
の
終
了
と
共
に
解
任
さ
れ
る
が
、
後
三
者
は
常
置
で
あ
る
と
し

て
、
上
卿
と
伝
奏
に
つ
い
て
簡
明
に
定
義
さ
れ
、
神
宮
伝
奏
に
も
言
及
し
て
い
る
。(

５
６) 

⑩
拙
稿
に
お
い
て
、
享
保
十
六(

一
七
三
一)

年
以
降
、
名
称
が
神
宮
上
卿
へ
と
変
更
さ
れ
た
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
、
名
称
変

更
前
を
近
世
前
期
の
神
宮
伝
奏
、
名
称
変
更
後
を
近
世
後
期
の
神
宮
上
卿
と
し
て
、
近
世
前
期
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の

機
能
・
そ
れ
を
務
め
た
公
卿
の
意
識
と
行
動
・
朝
廷
制
度
全
体
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
近
世
後

期
以
降
、
幕
末
に
向
け
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
ま
た
、
近
世
後
期
に
お
い
て
神
宮
上
卿
へ
登
用
さ
れ
る

こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
の
変
化
を
解
明
し
て
お
り
、(

５
７)

そ
の
後
、
そ
れ
ら
に
大
幅
に
加
筆

し
、
本
論
文
に
お
い
て
何
章
か
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
。 

 

⑪
拙
稿
に
お
い
て
、
寛
文
九(

一
六
六
九)

年
度
、
元
禄
二(

一
六
八
九)

年
度
、
宝
永
六(

一
七
〇
九)

年
度
、
文
政
十
二(

一

八
二
九)

年
度
の
神
宮
式
年
遷
宮
の
朝
廷
に
お
け
る
準
備
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、(

５
８)

そ
れ
に
大
幅
に
加
筆
し
て
、

第
三
部
第
四
章
に
掲
載
し
て
い
る
。 
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⑫
拙
稿
に
お
い
て
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
朝
廷
に
お
い
て
毎
年
神
宮
伝
奏
あ
る
い
は
神
宮
上
卿
が
天
皇
に
対
し
て
一

年
で
最
初
に
神
宮
か
ら
の
奏
事
事
項
を
奏
聞
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
、
と
く
に
近
世
に
お
け
る
準
備
過
程
、

式
日
、
儀
式
次
第
、
奏
事
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、(

５
９)

改
稿
し
て
第
三
部
第
二
章
に
掲
載
し
て
い
る
。 

 

⑬
神
田
裕
里
氏
は
、
慶
長
十
四(

一
六
〇
九)

年
度
の
神
宮
式
年
遷
宮
の
前
後
相
論
を
取
り
上
げ
る
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
に
つ

い
て
言
及
し
て
お
り
、
遷
宮
問
題
が
具
体
化
し
て
い
た
、
同
十
三
年
八
月
十
三
日
、
家
康
方
に
神
宮
伝
奏
大
炊
御
門
経
頼
ら
が

赴
き
、
執
行
費
用
の
提
供
を
依
頼
し
、
家
康
は
兵
粮
米
六
万
俵
を
寄
進
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

６
０) 

⑭
拙
稿
に
お
い
て
、
近
世
に
お
い
て
神
宮
の
神
嘗
祭
に
際
し
て
発
遣
さ
れ
た
例
幣
に
つ
い
て
、
神
宮
伝
奏
あ
る
い
は
神
宮
上

卿
を
は
じ
め
、
摂
政
・
関
白
・
神
宮
奉
行
・
祭
主
が
、
そ
の
準
備
過
程
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
、
ひ
い
て
は
近
世
朝
廷
に
お

け
る
伊
勢
神
宮
行
政
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、(

６
１)

改
稿
し
て
第
三
部
第
五
章
に
掲
載
し
て
い
る
。 

⑮
拙
著
に
お
い
て
、『
神
宮
雑
事
』（
６
２
）
の
解
題
と
翻
刻
を
行
っ
た
。
同
書
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
、
全
六
冊

か
ら
な
り
、
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）
年
一
月
十
一
日
か
ら
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
五
月
二
日
ま
で
の
記
事
を
収
め
て
い
る
。 

 

一
冊
目
は
、
壬
生
忠
利
が
伊
勢
神
宮
行
政
に
関
係
す
る
記
事
に
つ
い
て
記
し
た
別
記
で
あ
り
、
二
冊
目
か
ら
六
冊
目
ま
で
は
、

官
務
壬
生
重
房
の
従
者
、
奥
西
重
好
が
『
重
房
宿
禰
記
』
中
の
伊
勢
神
宮
行
政
に
関
係
す
る
記
事
を
抄
記
し
た
と
推
定
で
き
る

別
記
で
あ
る
。(

６
３)

神
宮
伝
奏
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
記
事
も
豊
富
に
あ
り
、
本
論
文
に
お
い
て
も
第
三
部
第
三
章
第
三

節
や
同
第
四
章
第
一
節
に
お
い
て
引
用
し
て
い
る
。 

 
 第

二
節 

本
論
文
の
課
題
と
構
成 

 (

１)
 

中
世
に
お
け
る
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
研
究
の
課
題 

 

第
一
節(

１)(

２)

を
通
じ
て
平
安
末
期
か
ら
戦
国
織
豊
期
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
研
究
史
を
概
観
し
た
。
本
節
に

お
い
て
は
、
こ
の
研
究
史
を
踏
ま
え
、
本
論
文
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
中
世
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
明

ら
か
に
す
る
。 

神
宮
伝
奏
の
前
身
の
役
職
で
あ
る
神
宮
上
卿
は
、
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
に
久
我
雅
実
が
初
め
て
そ
の
職
に
就
い
た
こ
と
を

以
て
そ
の
成
立
と
す
る
。
即
ち
、
初
め
て
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
に
関
す
る
政
務
万
般
を
専
門
に
担
当
す
る
役
職
が
設
置
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
機
能
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
成
立
し
た
神
宮
伝
奏
に
引
き
継
が
れ
た
。
同
職
は
、
十
六
世
紀
以
降
は
常
置
さ
れ
、
享
保

十
六(

一
七
三
一)

年
以
降
、
神
宮
上
卿
と
名
称
が
変
更
さ
れ
た
が
、
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
二
月
五
日
に
就
任
し
た
正
親
町
実

徳
が
、
同
四
月
二
一
日
を
以
て
退
任
す
る
ま
で
存
続
し
、
機
能
し
た
。 

こ
う
し
て
約
七
六
九
年
間
に
わ
た
り
機
能
し
、
延
べ
二
四
九
名
の
公
卿
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
の
が
、
神
宮
上
卿
・
神
宮
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伝
奏
の
制
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
古
代
末
期
か
ら
近
世
の
終
焉
に
至
る
ま
で
展
開
し
た
制
度
で
あ
る
が
、
従
来
の
研
究
史

で
は
、
時
期
ご
と
の
朝
廷
制
度
解
明
の
必
要
か
ら
研
究
さ
れ
た
り
、
中
世
の
公
武
関
係
論
や
近
世
の
朝
幕
研
究
論
の
な
か
で
部

分
的
に
言
及
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
天
皇
・
朝
廷
・
公
家
の
歴
史
と
密
接
不
可
分
な
神
宮
史
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
先
述
し
た
古
代
末
期

の
成
立
か
ら
近
世
の
終
焉
に
至
っ
て
廃
絶
さ
れ
る
ま
で
ト
ー
タ
ル
し
て
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
江
戸
時
代
に
神
宮
伝
奏
が
神
宮
上
卿
と
名
称
が
変
更
さ
れ
、
そ
の
性
格
が
変
化
し
た
理
由
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
。 

中
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
研
究
の
課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
平
安
末
期
に
成
立
し
た
神
宮
上
卿
と
鎌
倉
末
期
に

成
立
し
た
神
宮
伝
奏
と
の
関
係
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
史
で
は
、
先
述
し
た
拙
稿
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
に
つ
い
て
」
の
な
か
で 

言
及
し
た
も
の
が
唯
一
で
あ
る
。
ま
た
室
町
・
戦
国
織
豊
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
研
究
は
部
分
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
拙
稿
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
に
つ
い
て
」
と
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」
を
そ
れ
ぞ
れ
改
稿
し

た
も
の
に
、
新
稿
「
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
」
を
加
え
て
、
古
代
・
中
世
に
お
け
る
神
宮
上
卿
と
神
宮
伝
奏
、
お
よ
び
両
者

の
関
係
に
つ
い
て
体
系
的
に
明
ら
か
に
す
る
。 

  
(

２)
 

近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
研
究
の
課
題 

  

第
一
節(

３)

を
通
じ
て
、
近
世
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
研
究
史
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
一
九
八
〇
年
代
か
ら
近
年
に

か
け
て
は
、
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
・
寺
社
・
公
家
社
会
の
研
究
が
目
覚
し
く
進
展
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
本
論
文
に

お
い
て
取
り
上
げ
る
近
世
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。 

近
世
の
朝
廷
は
、
官
位
叙
任
・
改
元
・
国
家
安
全
の
祈
祷
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
、(

６
４)

幕
藩
制
国
家
に
お
け

る
政
治
的
・
宗
教
的
権
威
を
担
っ
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。(

６
５)

ま
た
近
世
朝
幕
関
係
史
を
論
ず
る
視
点
か

ら
、
高
埜
利
彦
氏
に
よ
っ
て
江
戸
幕
府
が
寛
永
七(

一
六
三
〇)

年
以
降
、
尊
号
一
件
を
除
い
て
幕
末
に
至
る
ま
で
摂
家[

摂
政
・

関
白
・
大
臣]

―
武
家
伝
奏
―
議
奏
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
朝
廷
を
統
制
し
た
こ
と(

６
６)

が
明
ら
か
さ
れ
る
と
と
も
に
武
家
伝

奏
・
議
奏
に
関
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
、(

６
７)

近
世
朝
廷
の
法
制
や
政
務
機
構
の
概
要
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。(

６
８)

 

官
位
叙
任
の
な
か
に
は
、
寺
社
の
僧
侶
・
神
職
に
対
し
て
位
階
を
宣
下
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
、
そ
の
担
当
寺
社
か
ら
の
叙
位

申
請
を
奏
聞
す
る
こ
と
を
主
要
な
役
割
と
す
る
の
が
、
寺
社
伝
奏
で
あ
っ
た
。
近
世
の
寺
社
伝
奏
に
関
し
て
は
、
賀
茂
伝
奏
の

機
能(

６
９)

、
補
任(

７
０)

、
記
録(

７
１)

に
関
す
る
基
礎
的
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
は
、
諸
先
学
の
研
究
も
み
ら
れ
る
が
、
十
七
世
紀
に
集
中
し
て
お
り
、
就
任
者
一
人
の
機
能
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
た
研
究
や
神
宮
か
ら
朝
廷
へ
の
訴
訟
事
件
を
取
り
上
げ
る
な
か
で
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
研
究
が 

大
半
で
あ
る
。
即
ち
、
時
期
的
に
も
内
容
的
に
も
部
分
的
な
解
明
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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こ
れ
を
踏
ま
え
て
筆
者
は
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
研
究
を
進
め
て
き
た
。
寺
社
伝
奏
は
、
原
則
と
し
て
各
公
家

が
家
職
と
し
て
勤
め
た
が
、(

７
２)

伊
勢
神
宮
を
担
当
す
る
神
宮
伝
奏
、
賀
茂
社
を
担
当
す
る
賀
茂
伝
奏
、
春
日
社
を
担
当
す

る
南
都
伝
奏
は
、
主
と
し
て
権
中
納
言
・
権
大
納
言
で
あ
っ
た
公
卿
が
交
替
で
補
任
さ
れ
た
。(

７
３) 

そ
の
理
由
は
、
朝
廷
に
お
け
る
三
社
の
位
置
づ
け
の
高
さ
に
よ
る
と
考
え
る
が
、
と
く
に
伊
勢
神
宮
行
政
に
つ
い
て
み
る
と
、 

神
宮
奏
事
始
、
神
宮
例
幣
使
発
遣
、
神
宮
式
年
遷
宮
に
関
す
る
諸
祭
祀
の
日
時
定
な
ど
同
社
に
関
す
る
朝
廷
儀
式
の
準
備
と
執

行
、
神
主
か
ら
の
頻
繁
な
位
階
申
請
、
大
宮
司
職
・
禰
宜
職
へ
の
任
命
申
請
、
神
宮
か
ら
の
訴
訟
へ
の
対
応
な
ど
多
岐
に
わ
た

り
、
繁
忙
を
極
め
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
は
、
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
限
定
さ
れ
て
い
た
朝
廷
政
務
の
な
か
で
も
皇 

祖
神
を
祀
る
神
社
に
関
す
る
も
の
と
し
て
枢
要
な
部
分
を
占
め
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
は
、
近
世
朝
廷
に
お
い
て
政
務
を
統
括
し

た
摂
政
・
関
白
・
武
家
伝
奏
・
議
奏
に
次
ぐ
要
職
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
世
朝
廷
に
お
け
る
そ
の
機
能
と
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
近
世
朝
廷
制
度
全
体
を
解
明

す
る
上
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
近
世
後
期
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
は
清
華
家
・
羽
林
家
の
公
卿
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、 

そ
れ
ら
の
公
卿
は
近
世
後
期
朝
廷
の
枢
機
に
参
画
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
神
宮
伝
奏
と
し
て
の
意
識
・
行
動
な
ど
を
焦
点
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
政
治
的
・
社
会
的
台
頭

の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
ま
た
神
宮
行
政
の
在
り
方
、
即
ち
朝
廷
統
制
機
構
と
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上

卿
を
は
じ
め
と
す
る
神
宮
奉
行
、
官
務
、
祭
主
と
い
う
実
務
担
当
者
が
政
務
を
遂
行
す
る
と
き
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機

能
し
た
の
か
、
近
世
の
各
段
階
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。 

ま
た
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
近
世
の
朝
廷
・
公
家
社
会
の
構
造
、
ひ
い
て
は
朝
幕
関
係
史
・
幕
末
政
治
史
を

考
え
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
一
連
の
拙
稿
で
あ
る
「
神
宮
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」・「
近
世
神
宮
伝
奏
の
性
格
変
化
」
・

「
近
世
朝
廷
と
神
宮
式
年
遷
宮
」
・「
近
世
の
神
宮
奏
事
始
」・「
近
世
の
神
宮
例
幣
使
発
遣
」
を
そ
れ
ぞ
れ
改
稿
し
た
も
の
に
、

新
稿
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
行
動
規
範
―
『
神
宮
伝
奏
之
間
事
』
の
検
討
を
通
じ
て
―
」・「
近
世
神
宮
伝
奏
の
記
録
」・「
近
世
神

宮
神
主
へ
の
叙
位
」
を
加
え
て
、
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
体
系
的
に
明
ら
か
に
す
る
。 

 

(

３)
 

本
論
文
の
構
成 

 

最
後
に
本
論
文
の
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
部
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
」
は
三
章
か
ら
成
る
。
第
一
章
「
神
宮
上
卿
の
成

立
」
で
は
、
第
一
節
「
神
宮
上
卿
の
成
立
」、
第
二
節
「
神
宮
上
卿
の
常
置
化
」、
第
三
節
「
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
」
に
お
い
て
、

そ
の
成
立
過
程
、
人
事
、
機
能
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
の
神
宮
上
卿
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ

て
お
り
、
第
一
、
二
節
で
は
、
比
較
的
史
料
の
少
な
い
時
期
で
も
あ
る
た
め
、
就
任
者
毎
に
関
連
史
料
を
掲
示
し
て
論
じ
る
か

た
ち
と
し
た
。 
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第
二
章
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
」
で
は
、
第
一
節
「
神
宮
伝
奏
の
初
見
記
事
」
、
第
二
節
「
神
宮
伝
奏
の
制
度
的
確
立
」、
第
三

節
「
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
」
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
、
神
宮
上
卿
と
の
関
係
、
具
体
的
な
機
能
、
人
事
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
。 

第
三
章
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」
で
は
、
第
一
節
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」、
第
二
節
「
中
世
の
神
宮
奏
事
始
」、
第
三
節
「
中

世
神
宮
奏
事
始
の
式
日
と
奏
事
事
項
」
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
、
準
備
過
程
、
儀
式
次
第
、
式
日
、
奏
事
事
項
に
つ
い
て 

明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
儀
式
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
朝
廷
に
お
い
て
毎
年
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
対
し
て
一
年
で
最
初

に
伊
勢
神
宮
か
ら
の
奏
事
事
項
を
奏
聞
す
る
儀
式
で
あ
り
、
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
関
連
儀
式
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

そ
の
準
備
と
執
行
は
、
神
宮
伝
奏
の
主
要
な
機
能
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

 

第
二
部
「
神
宮
伝
奏
の
補
任
」
は
三
章
か
ら
成
る
。
第
一
章
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
補
任
」
で
は
、
第
一
節
【
神
宮
上
卿
・
神

宮
伝
奏
一
覧
】
、
第
二
節
「
神
宮
伝
奏
の
官
職
と
家
格
」、
第
三
節
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
の
名
称

変
化
」
、
第
四
節
「
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
と
退
任
」、
第
五
節
「
神
宮
伝
奏
の
廃
絶
」
に
お
い
て
、
康

和
二(

一
一
〇
〇)

年
の
成
立
か
ら
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
の
廃
絶
ま
で
約
七
六
九
年
に
わ
た
り
、
延
べ
二
四
九
名
の
公
卿
が
勤

め
た
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
体
系
的
且
つ
基
礎
的
な
制
度
史
研
究
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
就
任
者
、
官
職
、
家

格
、
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
化
、
近
世
に
お
け
る
補
任
と
退
任
、
そ
の
廃
絶
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。 

第
二
章
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
行
動
規
範
―
『
神
宮
伝
奏
之
間
事
』
の
検
討
を
通
じ
て
―
」
で
は
、
第
一
節
「
全
文
紹
介
」、 

第
二
節
「
内
容
」、
第
三
節
「
神
宮
伝
奏
の
神
職
的
性
格
」
に
お
い
て
、
近
世
前
期
に
神
宮
伝
奏
が
就
任
直
後
に
同
職
在
任
中

に
避
け
る
べ
き
触
穢
の
内
容
に
つ
い
て
行
っ
た
質
問
と
回
答
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
、
寛
文
十
三(

一
六
七
三)

年
九
月
に
、

神
祇
伯
白
川
雅
喬
王
が
記
し
た
『
神
宮
伝
奏
之
間
事 

転
法
輪
相
談
条
々
』
の
全
文
紹
介
と
そ
の
内
容
の
検
討
を
通
じ
て
、
近

世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
行
動
規
範
と
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
神
職
的
な
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。 

第
三
章
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
記
録
」
で
は
、
第
一
節
【
近
世
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
記
録
一
覧
】
、
第
二
節
「
中
山
栄
親
の

『
神
宮
上
卿
記
』
」、
第
三
節
「
徳
大
寺
公
城
の
『
神
宮
上
卿
記
』
」、
第
四
節
「
正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
と
公
家

社
会
」
、
第
五
節
「
三
条
家
の
神
宮
上
卿
記
録
」、
第
六
節
「
三
条
実
万
の
部
類
記
作
成
」、
第
七
節
「
神
宮
上
卿
三
条
実
万
の

活
動
」
、
第
八
節
「
徳
大
寺
実
則
の
『
神
宮
申
沙
汰
雑
誌
』
」
に
お
い
て
、
近
世
神
宮
上
卿
の
記
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
性
格
、

内
容
、
相
互
関
係
な
ど
か
ら
、
特
に
近
世
後
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は
、
公
卿
に
よ
る
記
録

の
書
写
、
作
成
活
動
な
ど
か
ら
近
世
公
家
社
会
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
三
部
「
神
宮
伝
奏
の
機
能
」
は
五
章
か
ら
成
る
。
第
一
章
「
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
」
で
は
、
第
一
節
「
戦
国
織
豊
期

の
神
宮
伝
奏
就
任
者
」、
第
二
節
「
後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能
」、
第
三
節
「
後
柏
原
天
皇
期
に
お
け
る
神

宮
伝
奏
の
機
能
」、
第
四
節
「
後
奈
良
天
皇
・
正
親
町
天
皇
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能
―
柳
原
資
定
の
場
合
―
」
に
お
い

て
、
後
柏
原
天
皇
、
後
奈
良
天
皇
、
正
親
町
天
皇
の
各
在
位
下
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
人
事
、
記
録
、
機
能
を
網
羅
的
に
明
ら

か
に
し
、
戦
国
織
豊
期
の
伊
勢
神
宮
行
政
を
解
明
し
た
。 
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第
二
章
「
近
世
の
神
宮
奏
事
始
」
で
は
、
第
一
節
「
神
宮
奏
事
始
の
準
備
過
程
」、
第
二
節
「
神
宮
奏
事
始
の
儀
式
次
第
」
、 

第
三
節
「
神
宮
奏
事
始
の
奏
事
事
項
」
に
お
い
て
、
近
世
の
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
、
準
備
過
程
、
式
日
、
儀
式
次
第
、
奏
事

事
項
を
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
、
第
三
節
で
は
、
奏
事
事
項
の
変
化
に
よ
り
こ
の
儀
式
が
神
宮
権
祢
宜
に
と
っ
て
有
し
た
意
味

を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
三
章
「
近
世
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
」
で
は
、
第
一
節
「
寛
永
三
年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
」、
第
二
節
「
承
応
三

年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
を
め
ぐ
る
訴
訟
事
件
」、
第
三
節
「
寛
文
・
元
禄
年
間
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
」、 

第
四
節
「
延
享
四
年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
」、
第
五
節
「
天
保
十
五
年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
」
に
お
い
て

伊
勢
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
第
二
節
で
は
承
応
年
間
に
発
生
し
た
外
宮
下
級
神
主
へ
の
叙

爵
・
加
階
と
そ
れ
に
伴
う
訴
訟
事
件
を
取
り
上
げ
、
神
宮
神
主
に
と
っ
て
叙
位
が
も
っ
て
い
た
意
味
に
つ
い
て
も
解
明
し
た
。 

第
四
章
「
近
世
朝
廷
と
神
宮
式
年
遷
宮
」
で
は
、
第
一
節
「
寛
文
九
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
」、
第
二
節
「
元
禄
二
年 

度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
」、
第
三
節
「
宝
永
六
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
」
、
第
四
節
「
文
化
六
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過

程
」
、
第
五
節
「
文
政
十
二
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
」
に
お
い
て
、
近
世
神
宮
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
五
章
「
近
世
の
神
宮
例
幣
使
発
遣
」
で
は
、
第
一
節
「
承
応
三
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程
」、
第
二
節
「
延
享
四
年
度

例
幣
発
遣
の
準
備
過
程
」、
第
三
節
「
安
永
八
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程
」、
第
四
節
「
天
明
四
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程
」、 

第
五
節
「
文
化
九
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程
」、
第
六
節
「
天
保
十
五
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程
」
に
お
い
て
、
奉
幣
使

の
な
か
で
も
神
宮
の
神
嘗
祭
に
際
し
て
発
遣
さ
れ
た
例
幣
の
準
備
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
二
章
か
ら
第
五
章
に
お
い
て
は
、
近
世
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
の
主
要
な
政
務
、
儀
式
と
そ
の
準
備
過
程
を

時
期
毎
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
を
は
じ
め
、
天
皇
、
摂
政
、
関
白
、
武
家
伝
奏
、
神
宮
奉
行
、

官
務
、
祭
主
が
そ
れ
ら
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
、
ひ
い
て
は
近
世
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
全
体
像
と
そ
の
変
化
を
解

明
す
る
も
の
で
あ
る
。 

終
章
「
神
宮
伝
奏
と
神
宮
行
政
」
で
は
、
第
一
節
「
中
世
に
お
け
る
神
宮
上
卿
と
神
宮
伝
奏
」
、
第
二
節
「
近
世
に
お
け
る

神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
」、
第
三
節
「
近
世
神
宮
伝
奏
と
神
宮
行
政
」
に
お
い
て
、
本
論
文
の
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
第
一

部
か
ら
第
三
部
ま
で
の
各
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
内
容
を
総
括
し
た
。 

 

註 
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１)
 

薗
田
稔
・
橋
本
政
宣
編
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史
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吉
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弘
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館 

二
〇
〇
四
年) 

利
光
三
津
夫
「
薗
田
守
良
」
六
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頁 

(

２)
 

前
掲
註(

１)

書 

鈴
木
義
一
「
神
宮
典
略
」 

五
一
〇
頁 

(

３)
 

『
大
神
宮
叢
書 

神
宮
典
略 

後
篇
』(

臨
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書
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九
七
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頁 

(

４)
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』(

吉
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弘
文
館 

二
〇
一
〇
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５)
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史
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吉
川
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七
九
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一
九
六
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(
６)

 

神
宮
文
庫 
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―
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八
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(

７)
 

前
掲
註(

４)

書 

四
五
二
・
四
五
四
頁 

(

８)
 

榊
原
賴
輔
『
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代
弘
訓
』(

印
刷
者
・
発
行
者 

山
村
淺
次
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一
九
二
三
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二
三
五
頁 

(

９)
 

神
宮
文
庫 
一
―
三
一
八
七 

二
冊 

(

１
０)

神
宮
文
庫 

十
一
―
八 

一
冊 

(

１
１)

東
京
大
学
史
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編
纂
所 
四
一
一
二
―
一
〇
三 

(

１
２)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 
徳
大
寺
家
史
料 

三
三
―
八
〇 

(

１
３)

拙
稿
「
神
宮
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」(

『
学
習
院
史
学
』
三
八 

二
〇
〇
〇
年) 

六
五
・
六
六
頁 

(

１
４)

神
宮
文
庫 

三
―
一
七
八
四 

(

１
５)

同 

一
―
一
七
八
三 

(

１
６)

前
掲
註(

８)

榊
原
著
書 

二
四
八
～
二
五
一
頁 

(

１
７)

『
神
道
大
辞
典
』(

平
凡
社 

一
九
三
九
年)

第
二
巻 

二
三
一
頁 

(

１
８)

棚
橋
光
男
『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』(

塙
書
房 

一
九
八
三
年) 

一
〇
六
～
一
〇
七
頁 

(

１
９)

藤
原
良
章
「
公
家
庭
中
の
成
立
と
奉
行
―
中
世
公
家
訴
訟
制
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
―
」(

『
史
学
雑
誌
』
九
四
―
十

一 

一
九
八
五
年) 

二
・
七
・
十
七
・
十
八
頁 

後
に
、
同
『
中
世
的
思
惟
と
そ
の
社
会
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
九

七
年)

第
一
部
第
二
章
に
収
録
。 

(

２
０)

本
郷
和
人
「
鎌
倉
時
代
の
朝
廷
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察
」(

石
井
進
編
『
中
世
の
人
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
八

八
年) 

一
四
三
～
一
四
四
頁 

後
に
、
同
『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』(

東
京
大
学
出
版
会 
一
九
九
五
年)

序
章
「
朝

廷
訴
訟
の
構
造
」
と
し
て
収
録
。 

(

２
１)

玉
井
力
「
文
治
の
記
録
所
」(

『
年
報 

中
世
史
研
究
』
十
六 

一
九
九
一
年)

 

八
・
九
頁 

(

２
２)

藤
森
馨
「
院
政
期
に
於
け
る
朝
廷
の
神
祇
信
仰
」(

古
代
学
協
会
編
『
後
白
河
院
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
三
年) 

 

二
六
〇
頁 

(

２
３)

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』(

弘
文
堂 

一
九
九
四
年)

藤
森
馨
「
神
宮
伝
奏
」
の
項 

一
一
七
頁 

(

２
４)

白
根
靖
大
「
院
政
期
の
神
宮
奉
行
に
つ
い
て
」(

『
羽
下
徳
彦
先
生
退
官
記
念
論
集 

中
世
の
杜
』
一
九
九
七
年) 

二
七
～
三
八
頁 

後
に
同『
中
世
の
王
朝
社
会
と
院
政
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
年)

第
一
部
第
三
章
と
し
て
収
録
。 

(

２
５)

拙
稿
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
に
つ
い
て
」(

『
学
習
院
大
学 

人
文
科
学
論
集
』
八 

一
九
九
九
年) 

八
八
～
九
六
頁 

(

２
６)

岡
野
浩
二
「
平
安
末
・
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
」(

『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
五 

二
〇
〇
〇
年) 

六
二
～
八
六
頁 

(

２
７)

平
泉
隆
房
「
役
夫
工
上
卿
考
―
中
世
の
伊
勢
神
宮
と
朝
廷
―
」(

金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所
『
日
本
学
研
究
』
第 

五
号 

二
〇
〇
二
年) 

九
六
～
一
〇
九
頁 

後
に
、
同
『
中
世
伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
六
年) 

 

前
編
第
三
章
二
に
「
遷
宮
上
卿
考
」
と
改
題
し
て
収
録
。 



 

 

27 

(
２
８)

篠
崎
維
章
『
新
訂
増
補
故
実
叢
書
』 

四
〇
八
頁 

(

２
９)
神
宮
文
庫 

一
―
一
二
一
一
六 

(

３
０)

宮
内
庁
書
陵
部 

葉
―
一
三
〇
〇 

(

３
１)

神
宮
文
庫 
一
―
一
七
二
九 

(

３
２)

宮
内
庁
書
陵
部 
三
五
〇
―
八 

(

３
３)

和
田
英
松[

所
功
校
訂]
『
新
訂 

官
職
要
解
』(

講
談
社 

一
九
八
三
年) 

二
九
二
頁 

 
 
 

六
頁
の
「
凡
例
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、『
修
訂 

官
職
要
解
』(

明
治
書
院 

一
九
二
六
年)

を
底
本
と
し
て
い
る
。 

(

３
４)

『
神
宮
要
綱
』(

神
宮
司
庁 

一
九
二
八
年) 

六
二
九
～
六
五
七
頁 

(

３
５)

菊
地
康
明
「
広
橋
守
光
記
に
就
て
」(

『
書
陵
部
紀
要
』
三 

一
九
五
三
年) 

四
九
・
五
三
・
五
四
頁 

(

３
６)

橋
本
義
彦
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」(

『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
七
六
年) 

六
七
～
六
九
頁 

(

３
７)

前
掲
註(

１
９)

藤
原
論
文 

七
～
十
・
十
九
頁 

(

３
８)

飯
田
良
一
「
室
町
幕
府
と
伊
勢
神
宮
―
神
宮
方
の
活
動
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」(

『
白
山
史
学
』
十
九)

一
九
七
七
年 

三
五
～
五
六
頁 

(

３
９)

伊
藤
喜
良
「
伝
奏
と
天
皇
―
嘉
吉
の
乱
後
に
お
け
る
室
町
幕
府
と
王
朝
権
力
に
つ
い
て
―
」(

豊
田
武
先
生
古
稀
記
念

会
編
『
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
〇
年) 

三
五
三
～
三
五
七
頁 

後
に
、
同
『
日
本
中
世

の
王
権
と
王
威
』(

思
文
閣
出
版 

一
九
九
三
年)

Ⅲ

部
第
四
章
に
収
録
。 

(

４
０)

富
田
正
弘
「
室
町
殿
と
天
皇
」(

『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年) 

三
六
～
三
七
頁 

(

４
１)

瀬
戸
薫
「
室
町
期
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」(

『
日
本
歴
史
』
五
四
三 

一
九
九
三
年) 
五
四
頁 

(

４
２)

明
石
治
郎
「
後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
伝
奏
・
近
臣
」(

羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館 

 

一
九
九
四
年) 

五
五
・
五
六
・
六
六
・
六
七
頁 

(

４
３)

前
掲
註(

２
５)

拙
稿 

九
六
～
百
八
頁 

(

４
４)

前
掲
註(

１)

書 

五
一
〇
～
五
一
六
頁 

(

４
５)

拙
稿
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」(

『
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
二
二
八 

二
〇
一
〇
年) 

(

４
６)

間
瀬
久
美
子
「
伊
勢
・
賀
茂
正
遷
宮
前
後
争
論
を
め
ぐ
る
朝
幕
関
係
覚
書
」(

今
谷
明
・
高
埜
利
彦
編
『
中
近
世
の
宗 

 
 
 

教
と
国
家
』
岩
田
書
院 

一
九
九
八
年) 

二
七
七
～
三
〇
九
頁 

(

４
７)

神
田
裕
里
『
戦
国
・
織
豊
期
の
朝
廷
と
公
家
社
会
』(

校
倉
書
房 

二
〇
一
一
年) 

一
八
〇
～
一
八
七
頁 

(

４
８)

岩
田
貞
雄
「
皇
大
神
宮
別
宮
伊
雑
宮
謀
計
事
件
の
真
相
―
偽
書
成
立
の
原
由
に
つ
い
て
―
」(

『
国
学
院
大
学
日
本
文 

 
 

化
研
究
所
紀
要
』
三
三 

一
九
七
四
年 

一
～
一
〇
〇
頁 

(

４
９)

平
井
誠
二
「
近
世
の
大
中
臣
祭
主
家
」(

藤
波
家
文
書
研
究
会
編
『
大
中
臣
祭
主
藤
波
家
の
歴
史
』
続
群
書
類
従
完
成 

 
 

会 

一
九
九
三
年 

一
六
六
～
一
六
八
頁 
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(
５
０)

前
掲
註(

２
３)

藤
森
馨
「
神
宮
伝
奏
」
の
項 

一
一
七
頁 

(

５
１)
前
掲
註(

４
６)

間
瀬
論
文 

二
七
九
・
二
八
四
・
二
八
五
・
二
九
三
頁 

(

５
２)

所
功
「
神
宮
奏
事
始
と
賀
茂
奏
事
始
」(

『
瑞
垣
』
百
七
九 

一
九
九
八
年) 

(

５
３)

前
掲
註(
１
３)

拙
稿 

(

５
４)

和
田
朋
子
「
近
世
朝
廷
に
お
け
る
公
家
―
久
我
通
誠
の
日
記
を
中
心
に
―
」(

『
橘
史
学
』
十
五 

二
〇
〇
〇
年) 

 

一
〇
一
～
一
〇
八
頁 

(

５
５)

澤
山
孝
子
「
朝
幕
関
係
の
な
か
で
の
伊
勢
神
宮
―
寛
文
十
年
御
祓
銘
争
論
を
事
例
と
し
て
―
」(

『
三
重
県
史
研
究
』

十
七 

二
〇
〇
二
年) 

四
三
・
四
四
・
五
五
～
五
七
頁 

(

５
６)

今
江
廣
道
「「
正
親
町
実
連
賀
茂
伝
奏
記
」
―
翻
刻
と
解
題
―
」(

『
大
倉
山
論
集
』
四
八 

二
〇
〇
二
年)

二
〇
二
頁 

(

５
７)

拙
稿
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
性
格
変
化
」(

『
日
本
歴
史
』
六
八
九 

二
〇
〇
五
年) 

(

５
８)

同
「
近
世
朝
廷
と
神
宮
式
年
遷
宮
」(

『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
―
第
１
回
大
会
成
果
報
告
集
―
』
二
〇
〇
八
年) 

(

５
９)

同
「
近
世
の
神
宮
奏
事
始
」(

『
皇
學
館
論
叢
』
四
四
―
一 
二
〇
一
一
年) 

(

６
０)

前
掲
註(

４
７)

神
田
著
書 

一
八
七
頁 

(

６
１)

拙
稿
「
近
世
の
神
宮
例
幣
使
発
遣
」(

『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
―
第
４
回
大
会
成
果
報
告
集
』
二
〇
一
二
年) 

(

６
２)

宮
内
庁
書
陵
部
蔵 

Ｆ
一
〇
―
六
九
五 

全
六
冊 

(

６
３)

拙
著
『
神
宮
雑
事
』(

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー 

二
〇
一
四
年)

 

 
 
 

同
書
は
、『
神
宮
雑
事
』
第
一
冊
か
ら
第
六
冊
ま
で
の
本
文
の
翻
刻
と
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
神
宮
雑
事
』
に
つ
い
て
」

と
題
す
る
解
題
か
ら
な
る
。 

(

６
４)

高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」(

『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年)

 

四
八
～
四
九
頁 
後
に
、
同
『
近

世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)Ⅰ

部
第
一
章
に
収
録
。 

(

６
５)

深
谷
克
己
『
近
世
の
国
家
・
社
会
と
天
皇
』(

校
倉
書
房 

一
九
九
一
年) 

一
九
一
～
一
九
六
頁 

(

６
６)

前
掲
註(

６
４)

高
埜
論
文 

五
二
～
五
六
頁 

ま
た
、
最
新
の
近
世
朝
幕
関
係
史
研
究
と
し
て
、
田
中
暁
龍
『
近
世
前

期
朝
幕
関
係
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
一
年)

が
あ
る
。 

(

６
７)

今
江
廣
道
「
江
戸
時
代
の
武
家
伝
奏
―
久
我
信
通
『
公
武
御
用
雑
記
』
を
中
心
に
―
」(

『
古
記
録
の
研
究
』
続
群
書 

 
 
 

類
従
完
成
会 

一
九
七
〇
年)

・
武
部
敏
夫
「
議
奏
日
次
案
に
就
い
て
」(

『
古
記
録
の
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会 

 
 
 

一
九
七
〇
年)

・
大
屋
敷
佳
子
「
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
機
能
」〈
１
〉〈
２
〉(

『
論
集
き
ん
せ
い
』
七
・

八 

一
九
八
二
・
一
九
八
三
年)

・
平
井
誠
二
「
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」(

『
日
本
歴
史
』
四
二
二 

一
九
八
三

年)

・
田
中
暁
龍
「
江
戸
時
代
議
奏
制
の
成
立
に
つ
い
て
」(

『
史
海
』
三
四 

一
九
八
七
年)

・
平
井
誠
二
「
確
立
期 

 
 
 

の
議
奏
に
つ
い
て
」(

『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
二
八 

一
九
八
八
年)

・
平
井
誠
二
「
武
家
伝
奏
と
高
家
」(

『 

 
 
 

近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
―
第
５
回
大
会
成
果
報
告
集
―
』
二
〇
一
三
年) 
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(
６
８)

田
中
暁
龍
『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』(

山
川
出
版
社 

二
〇
一
二
年)

・
村
和
明
『
近
世
の
朝
廷
制
度
と
朝
幕
関
係
』

(
東
京
大
学
出
版
会 

二
〇
一
三
年) 

(

６
９)

所
功
「「
賀
茂
奏
事
始
」
の
基
礎
的
研
究
」(

『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
二 

一
九
九
六
年)

・
岸
本

香
織
「
下
鴨
社
家
日
記
に
み
る
賀
茂
伝
奏
と
下
鴨
社
惣
代
―
延
宝
期
を
中
心
に
―
」(

『
史
窓
』
五
七 

二
〇
〇
〇
年) 

(

７
０)

前
掲
註(

６
９)
岸
本
論
文 

(

７
１)

前
掲
註(

５
６)

今
江
翻
刻
・
解
題 

(

７
２)

『
年
々
改
正
雲
上
明
覧
大
全
』
下 

天
保
八(

一
八
三
七)

年
刊 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵 

五
二
四
三
―
二
七
八 

全
二
冊 

(

７
３)

前
掲
註(

１
３)

拙
稿 

七
二
頁
・
前
掲
註(
６
９)

岸
本
論
文 

九
三
頁
・
前
掲
註(

７
２)

書 
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第
一
部 

神
宮
伝
奏
の
成
立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

  



 

 

31 

第
一
章 

神
宮
上
卿
の
成
立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

は
じ
め
に 

 

本
章
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
の
前
身
の
役
職
で
あ
る
神
宮
上
卿
の
成
立
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

神
宮
上
卿
の
研
究
史
は
序
章
第
一
節(

１)

に
お
い
て
詳
述
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
成
立
過
程
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

ま
と
め
て
お
く
。 

①
神
宮
上
卿
の
成
立
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て
最
古
の
も
の
は
、
近
世
後
期
の
有
職
故
実
家
で
内
宮
禰
宜
の
薗
田
守
良(

１)

に
よ
る
『
神
宮
典
略
』
に
み
え
る
「
上
卿
」
の
解
説
で
あ
る
。
同
書
は
、
伊
勢
神
宮
の
総
説
的
著
述
の
代
表
作
で
あ
り
、
神
宮

に
関
す
る
大
百
科
辞
典
と
も
観
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
末
年
よ
り
天
保
初
年
に
至
る
十
数
年
の
長
年
月
を
費
や
し
て
完
成

し
た
。(

２)

そ
の
二
七
「
京
官
國
郡
職
武
家
職 

京
官 

神
宮
職
事 

上
卿
」
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

３) 

 

上
卿
と
は
公
事
の
議
あ
る
時
の
一
座
の
上
首
を
上
卿
と
云
、
此
上
卿
の
議
奏
す
れ
ば
名
目
と
な
れ
る
な
り
。
官
名
に
は
あ 

 

ら
ず
。
名
目
抄
に
、
大
臣
奉
行
公
事
は
大
臣
を
上
卿
と
云
、
大
中
納
言
奉
行
公
事
は
大
中
納
言
を
上
卿
と
云
、
職
員
令
義 

 

解
に
、
太
政
官
、
○
上
略
、
大
納
言
以
上
、
即
兼
通
摂
也
、
と
い
へ
り
。
さ
れ
ば
納
言
已
上
を
云
例
な
り
。
西
宮
記
に
、 

 

官
奏
、
上
卿
雖
大
臣
奉
宣
旨
可
候
、
大
納
言
依
大
臣
奉
挙
大
辨
、
ま
た
伊
勢
神
宮
使
、
上
卿
奉
勅
、
仰
辨
、
賜
官
符
、
太 

 

政
官
符
な
り
。
伊
勢
幣
帛
云
々
、
無
行
幸
者
、
上
卿
着
行
、
神
祇
官
行
之
、
と
見
え
た
る
は
其
日
一
座
の
人
を
云
へ
り
。 

 

此
神
宮
上
卿
と
定
め
ら
れ
し
其
始
め
詳
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
試
に
い
は
ヾ
、
延
喜
式
よ
り
後
、
太
政
官
舎
も
廃
れ
、
軒 

 

廊
陣
座
に
て
上
卿
公
事
の
沙
汰
も
見
え
、
又
神
宮
の
事
繁
多
な
る
故
に
別
勅
あ
り
て
、
此
名
目
を
定
め
ら
れ
つ
る
と
聞
え 

 

た
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
の
御
代
に
御
制
度
有
け
る
に
も
あ
ら
ん
か
。
此
時
に
和
歌
開
闔
所
、
ま
た
記
録
所
、
此
外
蹴
鞠
家
な 

 

ど
を
定
め
給
ふ
事
見
ゆ
。
百
錬
抄
に
、
嘉
禄
元
年
十
二
月
廿
七
日
、
二
條
堀
川
源
大
納
言
亭
焼
亡
、
放
火
云
々
、
神
宮
上 

 

卿
之
文
書
等
紛
失
云
々
、
と
記
し
た
る
を
按
ふ
に
、
既
く
神
宮
上
卿
の
名
目
は
既
く
定
ま
り
し
状
に
見
え
た
り
。
さ
れ
ば 

 

此
上
卿
は
専
ら
不
浄
を
忌
て
、
神
宮
の
公
事
雑
務
を
議
奏
の
勤
め
な
れ
ば
、
い
と
重
職
な
り
。
即
ち
古
の
太
政
官
上
卿
の 

 

職
に
准
へ
按
ふ
べ
し
。 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
天
皇
の
在
位
下
、
即
ち
、
元
暦
元(

一
一
八
四)

年
四
月
十
六
日
か
ら
建
久
九(

一
一
九
八)

年
一
月

十
一
日
の
間
に
は
、
既
に
神
宮
上
卿
が
補
任
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、『
百
練
抄
』
嘉
禄
元(

一
二
二
五)

年
十
二
月 

二
七
日
条
の
記
事
に
よ
り
堀
川
通
具
の
邸
宅
が
焼
失
し
、
神
宮
上
卿
の
文
書
が
紛
失
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
と
き
ま

で
に
神
宮
上
卿
の
職
名
が
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
記
事
に
は(

守
宣
頭
註)

が
付
さ
れ
て
お
り
、

次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

玉
海
、
承
安
五
年
九
月
十
一
日
ノ
條
、
上
古
無
被
定
置
太
神
宮
上
卿
事
、
堀
川
院
御
宇
、
久
我
大
相
國
、
為
内
大
臣
之
時
、 

 
 

始
被
仰
可
計
奏
神
宮
訴
訟
事
之
由
、
自
爾
以
降
、
定
其
人
、
奉
行
此
事
、
雖
然
敢
無
神
斎
之
儀
、
而
中
御
門
内
府
、
二
條 
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院
御
時
、
殊
奉
可
評
定
文
書
之
勅
、
申
寄
可
然
之
輩
、
集
会
家
中
、
議
定
神
宮
之
訴
等
、
事
頗
厳
重
、
因
之
、
置
文
書
等 

 
 

櫃
於
別
屋
、
有
障
之
人
、
重
軽
服
、
及
僧
尼
妊
者
、
月
水
者
等
之
類
也
、
不
入
件
屋
内
、
又
兼
定
評
議
之
日
、
其
当
日
沐 

 
 

浴
解
除
、
於
件
置
文
書
之
屋
議
定
、
事
了
之
後
、
又
以
解
斎
、
家
不
立
神
事
札
、
又
不
禁
僧
尼
服
者
等
之
出
入
、
不
憚
仏 

 
 

事
云
々
、
文
書
評
定
之
間
、
事
依
厳
重
以
今
案
雖
致
其
斎
、
敢
非
長
時
之
斎
、
又
律
令
格
式
全
無
所
見
、
依
神
宮
上
卿
、 

 
 

神
事
潔
斎
之
條
、
無
指
本
説
事
歟
、
而
内
府
、
雅
通
、
敬
神
之
條
、
垂
父
祖
之
跡
、
殊
致
其
斎
、
宛
如
神
官
等
、
其
後
、 

 
 

左
府
左
将
軍
等
、
相
継
不
改
其
法
、
下
官
奉
行
之
時
、
依
神
事
有
増
、
輙
難
改
減
、
其
例
又
以
如
此
、
雖
然
、
倩
案
事
理
、 

 
 

非
礼
之
斎
、
何
必
神
慮
哉
、
中
心
存
此
旨
之
処
、
今
勅
命
之
趣
、
已
以
符
号
、
至
干
今
度
者
、
以
中
御
門
内
府
以
往
例
、 

 
 

不
可
有
神
斎
之
儀
、
但
於
神
宮
専
一
事
被
行
、
如
仮
殿
遷
宮
之
時
、
頗
可
有
散
斎
之
儀
歟
、
是
役
夫
工
上
卿
依
為
神
斎
也
、 

 
 

但
尚
示
合
有
職
之
人
々
、
可
一
定
云
々
、 

 

守
宣
と
は
、
守
良
の
子
で
幕
末
の
内
宮
禰
宜
薗
田
守
宣[
一
八
二
三
～
八
七
年]

の
こ
と
で
あ
る
。(

４)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
玉

葉
』
承
安
五(

一
一
七
五)

年
九
月
十
一
日
条
が
全
文
引
用
さ
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
神
宮
上
卿
の
成
立
を
示
す
極
め
て

重
要
な
記
事
で
あ
る
。 

②
次
に
現
れ
た
研
究
は
、
近
世
後
期
の
外
宮
祢
宜
で
国
学
者
で
も
あ
っ
た
足
代
弘
訓
（
５
）
に
よ
る
『
神
宮
上
卿
次
第
』(

６)

で
あ
る
。
本
書
は
、
神
宮
上
卿
と
神
宮
奉
行
の
一
覧
で
あ
り
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
上
下
二
巻
か
ら
成
る
。
上
巻
に
は
、

序
文
が
記
さ
れ
た
あ
と
、「
天
保
十
年
己
亥
十
月 

従
四
位
上
度
会
弘
訓
」
と
あ
り
、
天
保
十(

一
八
三
九)

年
十
月
に
弘
訓
に

よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
続
け
て
上
巻
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

神
宮
上
卿
次
第 

 
 
 
 
 

文
亀
二
年 

 
 

上
卿
権
大
納
言
従
二
位
藤
実
隆
卿 

 

神
宮
傳
奏 

 
 

奉
行
頭
右
中
辨
藤
賢
秀
朝
臣 

こ
の
よ
う
に
上
巻
に
は
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
か
ら
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
に
か
け
て
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
三
条
西
実
隆

と
神
宮
奉
行
を
勤
め
た
中
御
門
賢
秀
を
始
め
と
し
て
、
年
毎
に
両
職
の
就
任
者
が
記
さ
れ
、
万
治
三(

一
六
六
〇)

年
ま
で
が
記

さ
れ
て
い
る
。
下
巻
は
、
寛
文
三(

一
六
六
三)

年
か
ら
天
保
四(

一
八
三
三)

年
ま
で
の
就
任
者
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
序
文

の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

○
神
宮
上
卿
之
事
、
玉
海
承
安
五
年
五
月
十
二
日
、
兼
実
公 

法
皇
の
詔
尓
答
給
ふ
條
尓
、
朝
臣
大
事
莫
過
神
宮
、
故 

先
代
之
上
卿
皆
是
國
之
重
臣
也
、
爰
微
臣
齢
未
及
二
毛
、
職
已
帯
三
公
辨
満
之
恐
、
寤
寐
無
聊
、
何
況
奉
行
重
事
哉
、
伏

検
先
蹤
、
更
不
因
官
職
高
貴
、
唯
撰
器
量
之
堪
否
者
也
と
見
え
、
玉
蘂
建
暦
元
年
三
月
廿
日
の
御
消
息
に
も
神
宮
上
卿 

 
 

之
事
、
朝
之
大
事
莫
過
神
宮
、
故
先
代
上
卿
皆
是
國
家
之
重
臣
也
、
爰
微
臣
職
上
三
台
、
齢
未
満
二
旬
、
何
况
愚
昧
之 

 
 

質
於
奉
行
重
事
哉
と
見
え
た
り
、
三
公
の
御
人
々
と
い
へ
と
も
尊
之
重
し
給
ふ
事
か
く
の
如
し
、
志
か
る
尓
そ
の
次
第
を 

 
 

志
る
せ
る
も
の
な
き
ハ
神
宮
の
一
闕
事
と
い
ふ
へ
き
歟
、
弘
訓
愚
矇
を
恥
寸
し
て
此
書
を
書
き
綴
る
ハ
此
故
な
り
、 
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○
神
宮
上
卿
の
始
ハ
玉
海
承
安
二
年
七
月
十
四
日
の
條
に
、
凡
神
宮
上
卿
事
上
古
不
定
其
人
、
堀
河
院
御
時
源
大
相
國 

殊
為
上
卿
行
之
、
其
後
間
有
之
、
而
自
二
條
院
御
時
連
綿
不
絶
と
あ
り
志
た
れ
と
も
、
公
卿
補
任
尓
載
せ
ら
る
ヽ
所
者
、 

後
柏
原
院
文
亀
二
年
以
後
な
り
、
此
書
者
公
卿
補
任
を
據
と
寸
る
故
、
文
亀
三
年
以
前
者
志
ひ
て
考
索
せ
寸
、
後
人
の
増

補
を
俟
つ
、 

 
(

後
略) 

こ
の
記
事
が
神
宮
上
卿
の
成
立
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
神
宮
上
卿

に
つ
い
て
『
玉
葉
』
承
安
五(

一
一
七
五)

年
五
月
十
二
日
条
に
は
、
九
条
兼
実
が
法
皇
の
詔
に
答
申
す
る
条
に
、
朝
臣
と
し
て

神
宮
よ
り
大
事
な
こ
と
は
な
く
、
先
代
の
神
宮
上
卿
は
、
全
て
国
家
の
重
臣
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
先
例
を
み
る
と
、
同
職
の

就
任
者
は
、
官
職
の
高
貴
で
は
な
く
、
器
量
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、『
玉
蘂
』
建
暦
元(

一
二
一
一)

年
三
月
二
十
日
条
に
は
、
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、
朝
臣
と
し
て
神
宮
よ
り
大
事
な
こ

と
は
な
く
、
先
代
の
神
宮
上
卿
は
、
全
て
国
家
の
重
臣
で
あ
っ
た
こ
と
、
三
公
の
人
々
も
同
職
を
尊
重
し
て
き
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
故
に
同
職
の
次
第
を
記
し
た
も
の
が
な
い
こ
と
は
、
神
宮
の
一
欠
事
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
弘
訓
が
愚
朦
を
恥

ず
に
本
書
を
書
き
綴
っ
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
神
宮
上
卿
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、『
玉
葉
』
承
安
二(

一
一
七
二)
年
七
月
十
四
日
条
と
す
る
記
事
を
引
用
し
て
い

る
。
―
こ
れ
は
同
九
月
十
四
日
条
の
誤
り
で
あ
る
。
―
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、
上
古
は
特
定
の
人
を
補
任
し

て
い
な
か
っ
た
が
、
堀
河
天
皇
の
在
位
下
、
即
ち
、
応
徳
三(

一
〇
八
六)

年
か
ら
嘉
承
二(
一
一
〇
七)

年
の
間
、
太
政
大
臣
久

我
雅
実
が
神
宮
上
卿
と
し
て
神
宮
行
政
を
担
当
し
た
。
そ
の
後
、
暫
く
間
が
あ
り
、
二
条
天
皇
の
在
位
下
、
保
元
三(

一
一
五

八)

年
か
ら
永
万
元(

一
一
六
五)

年
の
間
以
降
、
同
職
は
連
綿
と
し
て
補
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

③
江
戸
時
代
後
期
に
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
三
条
実
万
は
、
神
宮
上
卿
の
部
類
記
作
成
を
行
っ
た
。
そ
の
一
つ
に
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
徳
大
寺
家
史
料
の
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
が
あ
る
。(

７)

目
次
は
な
い
が
、
内
容
ご
と
に
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
冒
頭
部
分
に
「
神
宮
上
卿
至
要
抄
第
一
目
録
」
と
あ
り
、
改
行
し
て
「
上
卿
部 

神
斎
軽
重
間
儀
附
書
」
と
み
え
る
。 

以
下
、
見
出
し
の
順
に
番
号
を
付
す
と
、
〈
１
〉「
上
卿
部
神
斎
軽
重
間
儀
附
書
」
〈
２
〉「
奉
仰
時
并
辞
時
行
事
部
」〈
３
〉

「
神
斎
法
部
」〈
４
〉「
行
事
神
斎
部
」
で
あ
り
、〈
４
〉
の
本
文
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。 

そ
の
内
容
は
、
古
代
・
中
世
の
古
記
録
の
な
か
か
ら
朝
廷
の
神
宮
行
政
や
古
代
、
中
世
の
神
宮
上
卿
に
関
す
る
記
事
を
抄
出

し
た
も
の
で
あ
る
。 

〈
１
〉
に
は
、
平
安
時
代
の
初
代
神
宮
上
卿
久
我
雅
実
か
ら
室
町
時
代
の
神
宮
伝
奏
大
炊
御
門
信
宗
に
い
た
る
ま
で
三
十
名

の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
就
任
者
が
記
さ
れ
、
各
就
任
者
の
関
連
記
事
が
抄
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

神
宮
上
卿
至
要
抄
第
一
目
録 

 
 
 

上
卿
部 

神
斎
軽
重
間
儀
附
書 

 
 
 
 
 

雅
實
公 

久
我
太
政
大
臣 
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俊
明
卿 

 
 
 
 
 

宗
能
公 

中
御
門
内
大
臣 

 
 
 
 
 

雅
定
公 

中
院
右
大
臣 

 
 
 
 
 

雅
通
公 

久
我
内
大
臣 

 
 
 
 
 

忠
雅
公 
花
山
院
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

経
宗
公 

大
炊
御
門
左
大
臣 

 
 
 
 
 

師
長
公 

妙
音
院
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

兼
實
公 

月
輪
関
白 

 
 
 
 
 

實
定
公 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

 
 
 
 

實
房
公 

三
條
左
大
臣 

 
 
 
 

宗
家
卿 

中
御
門
大
納
言 

 
 
 
 

忠
親
公 

中
山
内
大
臣 

 
 
 
 

實
宗
公 

坊
城
内
大
臣 

 
 
 
 

頼
實
公 

中
山
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

通
資
卿 

 
 
 
 
 

道
家
公 

光
明
峯
寺
摂
政 

 
 
 
 
 

師
信
卿 

 
 
 
 
 

冬
平
公 

後
照
念
院
関
白 

 
 
 
 
 

師
継
公 

妙
光
寺
内
大
臣 

 
 
 
 
 

家
経
公 

後
光
明
峯
寺
摂
政 

 
 
 
 
 

基
具
公 

堀
川
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

持
忠
公 

鳳
栖
院
贈
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

宗
氏
公 

瑞
慶
院
内
大
臣 

 
 
 
 
 

家
俊
卿 

吉
田
大
納
言 

 
 
 
 
 

隆
光
卿 

 

 
 
 
 
 

師
経
公 

 

 
 
 
 
 

資
廣
卿 

 
 
 
 
 

持
季
卿 

 
 
 
 
 

信
宗
公 

後
瑞
慶
院
内
大
臣 

後
掲
の
『
薩
戒
記
』
応
永
三
三(

一
四
二
六)

年
八
月
二
七
日
条
の
記
事
に
は
、
信
宗
が
太
神
宮
行
事
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
記
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事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
三
条
実
万
は
、
平
安
末
期
か
ら
室
町
期
に
至
る
ま
で
の
神
宮
上
卿
就
任
者
を
網
羅
的
に

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
間
、『
公
卿
補
任
』
に
お
い
て
は
承
久
四(

一
二
二
二)

年
の
項
で
土
御
門
定
通
に
つ
い
て
「
三
月
廿
日
依
辞
退
神
宮
上

卿
恐
懼
。」
と
の
記
事
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
の
項
で
柳
原
資
綱
に
つ
い
て
「
神
宮
傳
奏
。」

と
の
記
載
が
見
え
る
ま
で
、
同
書
に
お
い
て
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
就
任
者
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

そ
こ
で
自
ら
史
料
を
博
捜
し
て
平
安
末
期
か
ら
室
町
期
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
就
任
者
を
明
ら
か
に
し
た
三
条
実

万
の
業
績
は
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
就
任
者
一
覧
の
後
に
各
就
任
者
の
関
連
記
事
が
抄
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
序
文
が
み
え
る
。 

 
 

代
々
之
上
卿
記
録
不
詳
、
凡
可
然
之
卿
相
多
歴
之
歟
、
今
九
牛
之
一
毛
随
管
窺
、
採
録
之
、
応
永
之
比
以
降
間
有
伝
奏
之 

 
 

号
、
自
文
亀
年
間
至 

東
山
院
御
宇
之
始
、
専
称
伝
奏
、
至
行
事
之
時
者
非
此
限
、
其
後
、
改
為
上
卿
云
々
、
子
細
注
後
、
已
復
古
例
、
文
亀
以

後
之
人
々
粗
見
公
卿
補
任
、
又
先
輩
之
抄
録
存
之
、
因
不
載
于
茲
、
今
所
輯
先
賢
之
行
跡
、
如
神
斎
軽
重
之
儀
、
略
注
其

人
條
、
但
巨
細
之
行
事
、
神
齊
之
法
則
條
々
多
、
端
別
挙
各
部
抄
之
、 

序
文
の
な
か
に
「
応
永
之
比
以
降
間
有
伝
奏
之
号
、
自
文
亀
年
間
至
東
山
院
御
宇
之
始
、
専
称
伝
奏
、
至
行
事
之
時
者
非
此

限
、
其
後
、
改
為
上
卿
云
々
、」
と
あ
り
、
応
永
年
間
に
は
神
宮
伝
奏
と
の
称
号
が
み
え
、
文
亀
年
間
よ
り
江
戸
時
代
の
東
山

天
皇
在
位
下
の
始
め
に
か
け
て
は
、
専
ら
神
宮
伝
奏
と
称
し
て
い
る
。
た
だ
し
行
事
の
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
そ
の

後
、
神
宮
上
卿
と
改
称
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。 

こ
の
記
事
は
、
江
戸
時
代
に
二
度
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
三
条
実
万
が
、
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
極
め
て
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。
実
万
の
認
識
で
は
、
室
町
期
に
お
い
て
み
え
る
神
宮
伝
奏
も

神
宮
上
卿
が
名
称
を
変
更
し
た
だ
け
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
第
二
章
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と

と
す
る
。 

こ
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
は
数
種
類
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
就
任
者
一
覧
が
作
成
さ
れ
た
。
第
二
部
第

一
章
「
は
じ
め
に
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
覧
以
外
は
い
ず
れ
も
『
公
卿
補
任
』
か
ら
抄
出
し
た
と
み
ら
れ
る
が
、(

８)

こ
の
一

覧
は
編
纂
者
自
ら
が
古
記
録
を
博
捜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
、
本
書
に
は
、
三
十
名
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
関
連
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

序
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
冊
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
実
万
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
文
政
十
二(

一
八

二
九)

年
か
ら
天
保
三(

一
八
三
二)

年
ま
で
か
、
天
保
十
四(

一
八
四
三)

年
か
ら
弘
化
二(

一
八
四
五)

年
ま
で
の
間
で
あ
る
。 

④
戦
前
の
『
神
道
大
辞
典
』「
神
宮
上
卿
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

朝
廷
に
あ
り
て
神
宮
の
公
事
文
書
を
専
当
す
る
職
名
。
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
承
安
五
年
九
月
十
一
日
の
条
に
よ

れ
ば
、
大
神
宮
の
事
繁
多
に
な
っ
た
の
で
、
堀
河
天
皇
の
御
代
、
久
我
雅
実
が
内
大
臣
の
時
、
神
宮
に
関
す
る
訴
訟
を
計
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り
奏
す
べ
き
仰
せ
を
被
り
、
そ
れ
以
降
神
宮
上
卿
を
置
か
れ
た
。 

 
 
 

そ
の
後
二
条
天
皇
の
御
代
、
中
御
門
内
大
臣
宗
能
に
対
し
殊
に
神
宮
関
係
の
文
書
を
評
定
す
べ
き
勅
を
下
さ
れ
た
の
で
、 

 
 

宗
能
、
神
宮
上
卿
と
な
り
敬
神
の
余
り
、
特
に
そ
の
家
の
神
斎
を
厳
重
に
し
た
が
、
九
条
兼
実
、
神
宮
上
卿
と
な
る
や
、 

 
 

故
実
に
あ
ら
ざ
る
故
を
以
て
神
斎
を
略
し
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
い
る
。 

 
 
 

中
世
以
来
は
神
宮
伝
奏
が
こ
の
職
に
当
た
る
事
と
な
っ
た
。『
故
実
拾
要
抄
』
に
、「
神
宮
伝
奏
、
諸
社
の
伝
奏
と
は
格 

 
 
 

 
 

別
な
り
、
此
伝
奏
の
中
は
、
僧
尼
重
軽
の
服
者
等
一
切
不
入
門
内
、
家
僕
の
男
女
等
穢
有
之
時
は
令
下
宿
事
也
、」
と
記 

 
 

し
、
又
清
花
以
下
の
大
納
言
勤
之
と
あ
り
て
、
こ
の
神
宮
伝
奏
を
神
宮
上
卿
と
も
い
っ
た
事
が
『
百
一
録
』
享
保
十
三
年 

 
 

正
月
二
十
九
日
の
条
に
見
え
て
居
る
。(
９) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
玉
葉
』
の
記
事
に
よ
り
、
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
の
公
事
文
書
を
専
門
に
担
当
す
る
職
と
し
て
神
宮
上
卿

が
あ
り
、
久
我
雅
実
が
神
宮
に
関
す
る
訴
訟
を
担
当
す
る
役
割
を
担
っ
て
任
命
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 

任
命
時
期
は
堀
河
天
皇
の
在
位
期
間
で
且
つ
久
我
雅
実
の
内
大
臣
在
任
期
間
で
あ
っ
た
、
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
七
月
十
七

日
以
降
、
嘉
承
二(

一
一
〇
七)

年
七
月
十
九
日
以
前
で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
、
半
世
紀
以
上
を
経
て
、
中
御
門
宗
能
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
時
期
は
二
条
天
皇
の
在
位
期
間
で
且
つ
中
御
門
宗
能
の

在
任
期
間
で
あ
っ
た
、
応
保
元(

一
一
六
一)

年
九
月
十
三
日
以
降
、
長
寛
二(
一
一
六
四)

年
閏
十
月
十
三
日
以
前
で
あ
っ
た
。 

ま
た
中
世
以
降
は
神
宮
伝
奏
が
こ
の
職
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
神
宮
伝
奏
を
神
宮
上
卿
と
も
称
し
た
と
し
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
は
、
神
宮
上
卿
の
後
身
に
あ
た
る
職
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

⑤
平
安
期
の
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、
棚
橋
光
男
氏
は
『
玉
葉
』
承
安
二(

一
一
七
二)

年
九
月
十
四
日
条
と
十
六
日
条
の
記
事

を
引
用
し
て
、
神
宮
上
卿
は
、「
堀
川マ

マ

院
御
時
」
す
な
わ
ち
応
徳
三(

一
〇
八
六)

年
か
ら
嘉
承
二(

一
一
〇
七)

年
の
間
に
初
め

て
置
か
れ
、「
二
條
院
御
時
」
す
な
わ
ち
保
元
三(

一
一
五
八)

年
か
ら
永
万
元(

一
一
六
五)

年
の
間
以
降
常
設
と
な
っ
た
。
そ

し
て
故
内
府
宗
能
が
上
卿
で
あ
っ
た
と
き
、
神
宮
訴
訟
の
「
計
成
敗
」
を
専
ら
と
す
べ
き
勅
定
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
し
か
る

べ
き
輩
五
六
人
が
寄
せ
ら
れ
評
定
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１
０) 

⑨
玉
井
力
氏
は
、
平
安
末
期
に
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
九
条
兼
実
の
活
動
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

『
玉
葉
』
建
久
二(

一
一
九
一)

年
五
月
二
四
日
条
に
は
、
神
宮
上
卿
の
も
と
で
寄
人
を
集
め
伊
勢
国
地
頭
の
こ
と
が
評
定
さ

れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
宮
評
定
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
兼
実
執
政
期
間
に
お
い
て
、
文
治
二(

一
一
八
六)

年
、
建
久

二(

一
一
九
一)

年
、
建
久
四(

一
一
九
三)

年
の
三
回
の
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

兼
実
は
、
こ
の
評
定
に
つ
い
て
早
く
か
ら
強
い
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
承
安
二(

一
一
七
二)

年
九
月
に
上
卿
に
任
命
さ
れ
た

時
、
過
去
の
事
例
を
詳
し
く
調
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
条
天
皇
の
時
に
初
め
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
兼
実
は
、
同
朝
に

お
い
て
上
卿
、
弁
の
外
に
五
、
六
人
の
寄
人
が
定
め
ら
れ
、
上
卿
の
亭
で
訴
訟
の
評
定
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
後
白
河
院

政
下
に
お
い
て
は
既
に
廃
絶
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

兼
実
は
こ
の
評
定
を
復
活
し
た
。
文
治
二
年
と
建
久
四
年
の
場
合
、
そ
の
寄
人
の
構
成
員
を
見
る
と
い
ず
れ
の
場
合
も
大
夫
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史
、
大
外
記
、
明
法
博
士
等
、
記
録
所
の
寄
人
と
殆
ど
同
じ
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
神

宮
評
定
が
そ
の
構
成
と
言
い
、
評
定
と
言
い
、
記
録
所
と
極
め
て
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。(

１
１) 

⑥
藤
森
馨
氏
は
、『
玉
葉
』
承
安
五
年
九
月
十
一
日
条
の
記
事
に
よ
り
、「
院
政
期
の
堀
河
院
の
治
世
下
に
朝
廷
は
後
に
神
宮

伝
奏
と
い
わ
れ
る
神
宮
専
当
職
の
神
宮
上
卿
を
設
置
す
る
。
こ
の
職
は
当
初
神
宮
関
係
の
訴
訟
の
み
を
扱
っ
た
が
、
後
に
神
宮

に
関
す
る
万
般
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
職
の
設
置
も
、
朝
廷
の
神
祇
信
仰
が
、
こ
の
時
期
神
宮
を
機
軸
に
展
開

し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。(

１
２) 

⑦
さ
ら
に
藤
森
馨
氏
は
、
神
宮
上
卿
は
神
宮
伝
奏
成
立
当
初
の
呼
称
で
あ
る
と
し
て
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

神
宮
伝
奏
は
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
の
祭
祀
お
よ
び
公
事
や
訴
訟
を
は
じ
め
と
す
る
雑
務
万
般
を
取
り
扱
う
職
で
あ
り
、
平
安

時
代
後
期
以
後
、
特
定
の
政
務
を
処
理
す
る
機
関
行
事
所
が
太
政
官
内
に
設
置
さ
れ
、
こ
と
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
神

宮
伝
奏
も
神
宮
に
関
す
る
政
務
を
担
当
す
る
た
め
、
そ
う
し
た
行
事
所
の
一
つ
と
し
て
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。 

当
初
は
大
臣
も
任
命
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
は
清
華
以
下
の
大
納
言
が
勤
め
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
下
僚
に
神
宮
関
係
担
当

の
弁
・
史
が
置
か
れ
て
い
る
。
は
じ
め
神
宮
上
卿
と
い
わ
れ
、『
玉
葉
』
承
安
五
年
九
月
十
一
日
条
の
記
事
に
よ
り
院
政
期
に

源
雅
実
が
神
宮
関
係
の
訴
訟
を
計
奏
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

当
初
は
、『
玉
葉
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
神
宮
関
係
の
事
務
処
理
を
扱
う
職
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
条
天
皇
の
時

代
に
同
職
に
任
命
さ
れ
た
藤
原
宗
能
が
、
文
書
を
櫃
に
入
れ
て
そ
の
扱
い
を
厳
重
に
し
、
評
定
に
際
し
て
は
神
事
札
を
立
て
、

潔
斎
を
し
て
こ
と
に
の
ぞ
む
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
神
宮
上
卿
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
神
事
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
ま
で
な
っ
た
。 (

１
３) 

 

⑧
白
根
靖
大
氏
は
院
政
下
に
お
け
る
神
宮
上
卿
を
弁
、
寄
人
と
と
も
に
「
神
宮
奉
行
」
と
し
て
、
『
玉
葉
』
の
記
事
に
よ
り

九
条
兼
実
の
神
宮
上
卿
と
し
て
の
活
動
、
兼
実
以
前
の
神
宮
奉
行
の
活
動
、
兼
実
以
降
の
神
宮
奉
行
の
活
動
を
取
り
上
げ
て
い

る
。 そ

の
な
か
で
、
案
件
か
ら
見
れ
ば
訴
訟
や
人
事
な
ど
他
の
上
卿
・
弁
と
大
差
な
い
こ
と
を
扱
っ
て
い
た
が
、
同
じ
案
件
で
も

神
宮
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
文
書
は
神
聖
さ
を
帯
び
て
特
別
な
扱
い
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
他
の
案
件
と
切
り
離
し

て
担
当
奉
行
を
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
、
そ
の
設
置
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

ま
た
、
神
宮
上
卿
の
交
替
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
の
は
、
同
職
が
神
宮
を
対
象
に
し
て
い
る
た
め
、
禁
忌
に
縛
ら
れ
る
役
職
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
中
期
ま
で
の
「
神
宮
奉
行
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

神
宮
奉
行
は
堀
河
天
皇
下
で
臨
時
的
に
設
け
ら
れ
た
の
を
先
蹤
と
し
、
二
条
朝
に
お
い
て
神
宮
訴
訟
処
理
担
当
奉
行
と
し
て

設
置
さ
れ
た
。
構
成
は
上
卿
・
弁
・
寄
人
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
寄
人
は
置
か
れ
な
く
な
り
、
九
条
兼
実
が
上
卿
に
任

じ
ら
れ
た
頃
に
は
専
ら
上
卿
・
弁
で
事
に
臨
ん
で
い
た
。 

し
か
し
、
文
治
～
建
久
期
に
寄
人
補
任
や
上
卿
の
下
で
の
評
定
開
催
が
復
活
さ
れ
、
神
宮
訴
訟
処
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
見
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ら
れ
た
。
こ
れ
は
鎌
倉
中
・
後
期
に
お
い
て
先
例
と
さ
れ
る
に
足
る
も
の
で
、
一
つ
の
画
期
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
出
来
事

で
あ
る
。 

 

鎌
倉
中
期
の
弘
長
の
新
制
で
神
宮
訴
訟
の
興
業
が
明
文
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
訴
訟
処
理
の
適
正
化
と
い
う
点
で

は
建
暦
の
新
制
に
既
に
規
定
が
存
在
す
る
。
無
論
、
神
領
回
復
と
い
う
徳
政
基
調
が
あ
っ
た
弘
長
と
は
目
的
が
異
な
る
が
、
保

元
以
降
、
包
摂
的
に
説
か
れ
て
い
た
寺
社
の
濫
訴
・
濫
妨
制
止
を
建
暦
に
お
い
て
は
訴
訟
・
濫
妨
・
兵
杖
と
段
階
的
に
項
目
に

分
け
、
各
々
に
つ
い
て
規
制
を
加
え
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
宮
奉
行
を
中
心
と
し
た
訴
訟
処
理
シ
ス
テ

ム
の
構
築
を
背
景
と
し
て
見
直
す
と
、
建
暦
の
新
制
の
再
評
価
の
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。(

１
４) 

 

⑨
拙
稿
に
お
い
て
も
、
平
安
末
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
成
立
過
程
に
言
及
し
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
成
立
過
程

と
室
町
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
お
よ
び
神
宮
伝
奏
の
活
動
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
改
稿
し
て
、
本
章
「
神
宮
上
卿
の
成

立
」
及
び
第
二
章
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
」
と
し
て
本
論
文
に
収
載
し
て
い
る
。(

１
５) 

⑩
岡
野
浩
二
氏
は
、
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
か
ら
文
永
五(
一
二
六
八)

年
ま
で
の
神
宮
上
卿
の
人
事
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、 

十
二
世
紀
半
ば
の
神
宮
上
卿
は
頻
繁
に
交
替
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
が
禁
忌
や
触
穢
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

そ
し
て
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
に
三
つ
の
画
期
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

第
一
期
は
白
河
院
政
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
神
宮
上
卿
は
公
卿
勅
使
を
つ
と
め
た
源
雅
実
や
源
俊
明
が
神
宮
か
ら
の
言
上

を
陣
定
に
諮
っ
た
り
、
神
宮
関
係
の
定
の
上
卿
を
担
当
し
た
と
い
う
程
度
で
あ
り
、
特
定
の
任
務
遂
行
の
た
め
に
時
期
を
限
っ

て
置
か
れ
た
遷
宮
行
事
所
・
記
録
所
の
上
卿
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
た
。 

 

第
二
期
は
二
条
朝
の
平
治
の
乱
の
直
後
で
あ
る
。
東
海
・
関
東
地
方
に
勢
力
を
張
っ
た
源
義
朝
が
平
治
の
乱
で
敗
死
す
る
と
、

神
領
の
存
廃
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
神
宮
上
卿
の
藤
原
宗
能
の
邸
宅
で
寄
人
が
評
定
を
行
い
、
奉
行
弁
が
裁
許
の
宣
旨
を

作
成
し
た
。
以
後
、
神
宮
上
卿
は
常
置
と
な
り
、
神
宮
の
文
書
を
相
伝
し
、
九
条
兼
実
も
神
領
問
題
の
裁
許
に
当
た
っ
た
。 

 

第
三
期
は
文
治
・
建
久
年
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
地
頭
の
設
置
や
神
領
目
録
の
提
出
が
あ
り
、
上
卿
の
藤
原
宗
家
や

中
山
忠
親
が
寄
人
と
評
定
を
行
っ
た
。
し
か
し
そ
の
役
割
は
国
政
の
重
要
機
関
に
な
っ
た
記
録
所
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
て
い
っ

た
。
十
三
世
紀
に
は
神
宮
上
卿
は
常
置
で
は
な
く
な
っ
た
。 

 

神
宮
上
卿
の
設
置
は
祭
主
の
地
位
確
立
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
祭
主
は
伊
勢
神
宮
の
神
官
の
長
で
あ
る
が
、
遷
宮
、
社
殿

の
維
持
、
祭
礼
の
執
行
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
祢
宜
ら
下
級
神
官
と
対
立
し
た
。
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
は
祭
主
が
祢
宜

以
下
の
人
事
権
を
掌
握
し
て
、
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
。
公
卿
勅
使
や
神
宮
上
卿
は
祭
主
の
地
位
確
立
を
外
か
ら
支
援
し
た
。 

 

神
宮
上
卿
が
神
領
問
題
を
扱
っ
た
こ
と
は
朝
廷
の
神
領
の
把
握
と
関
わ
っ
て
い
た
。
十
二
世
紀
に
入
る
こ
ろ
に
朝
廷
は
神
宮

に
神
領
目
録
の
提
出
を
命
じ
、
天
永
の
記
録
所
を
設
置
し
て
、
神
領
の
整
理
・
認
定
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
保
元
記
録
所
が
設

置
さ
れ
て
も
神
宮
は
神
領
目
録
を
提
出
せ
ず
、
鎌
倉
幕
府
が
地
頭
を
設
置
し
た
の
を
受
け
て
建
久
三(

一
一
九
二)

年
に
神
領
目

録
を
提
出
し
た
。 

 

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
平
治
の
乱
の
後
に
御
厨
の
存
廃
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
天
永
の
記
録
所
の
史
料
を
も
と
に
裁
定
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を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
記
録
所
の
上
卿
を
つ
と
め
た
藤
原
宗
忠
の
子
で
、
関
係
文
書
を
相
伝
し
て
い
た
宗
能
が
登
用
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
神
宮
上
卿
が
神
領
問
題
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
文
治
の
記
録
所
が

活
動
し
、
建
久
三
年
に
神
領
目
録
が
提
出
さ
れ
る
と
、
神
宮
上
卿
や
そ
の
邸
宅
で
の
評
定
は
存
在
意
義
を
失
っ
た
。 

 

神
宮
上
卿
が
非
常
置
の
職
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
常
的
に
神
宮
の
言
上
を
天
皇
や
上
皇
に
奏
上
し
た
の
が
弁
官
や
蔵
人

で
あ
り
、
特
に
職
事
弁
官
は
伊
勢
神
宮
の
こ
と
に
当
た
る
職
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
十
三
世
紀
に
は
神
宮
職
事
の
活
動
が
活
発

で
、
神
宮
関
係
文
書
は
上
卿
で
は
な
く
吉
田
や
勘
解
由
小
路
が
つ
と
め
る
職
事
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
。(

１
６) 

 第
一
節 

神
宮
上
卿
の
成
立 

 
 (

１)
 

神
宮
上
卿
久
我
雅
実 

 

神
宮
上
卿
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
足
代
弘
訓
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、『
玉
葉
』
承
安
二(

一
一
七
二)

年
九
月
十

四
日
条
の
記
事
が
最
も
基
本
的
な
史
料
で
あ
る
。 

 

凡
神
宮
上
卿
事
、
上
古
不
定
其
人
、
堀
川マ

マ

院
御
時
、
源
太
相
國
殊
爲
上
卿
行
之
、
其
後
間
有
之
、
而
自
二
條
院
御
時
、
連 

綿
不
絶
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、
上
古
は
特
定
の
人
を
補
任
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
堀
河
天
皇
の
在
位
下
、
即
ち
、

応
徳
三(

一
〇
八
六)

年
か
ら
嘉
承
二(

一
一
〇
七)

年
の
間
、
太
政
大
臣
久
我
雅
実
が
神
宮
上
卿
と
し
て
神
宮
行
政
を
担
当
し
た
。

そ
の
後
、
暫
く
間
が
あ
り
、
二
条
天
皇
の
在
位
下
、
即
ち
、
保
元
三(

一
一
五
八)

年
か
ら
永
万
元(

一
一
六
五)

年
の
間
以
降
、

同
職
は
連
綿
と
し
て
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
の
後
、『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
、
三
十
名
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
関
連
史
料
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、「
久
我
太
政
大
臣 

○
雅
實
公
」
と
あ
り
、『
玉
葉
』
承
安
五(

一
一
七
五)

年
九
月
十
一
日
条
の

記
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 

久
我
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 
 

○
雅
實
公 

 
 

玉
海
云
、
承
安
五
年
九
月
十
一
日
、
上
古
無
被
定
置
太
神
宮
上
卿
事
、
堀
河
院
御
宇
久
我
太
相
國
為
内
大
臣
之
時
、
始 

 
 

被
仰
可
計
奏
神
宮
訴
訟
事
之
由
、
自
尓
以
降
、
定
其
人
、
奉
行
此
事
、
雖
然
敢
無
神
齊
之
儀
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、
上
古
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
堀
河
天
皇
の
在
位
下
、
即
ち
応
徳
三(

一

〇
八
六)

年
か
ら
嘉
承
二(

一
一
〇
七)

年
七
月
十
九
日
以
前
の
間
で
、
久
我
雅
実
が
内
大
臣
を
勤
め
て
い
た
と
き
、
即
ち
『
公

卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
七
月
十
七
日
以
降
、
嘉
承
二(

一
一
〇
七)

年
七
月
十
九
日
以
前
に
、
雅
実
が
天
皇

か
ら
神
宮
の
訴
訟
を
担
当
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
神
宮
の
訴
訟
に
つ
い
て
の
専
任
の
担
当
者
が
任
命
さ
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

久
我
雅
実
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
橋
本
政
宣
氏
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

雅
実
は
、
村
上
源
氏
の
嫡
流
で
あ
る
久
我
家
の
祖
で
あ
る
。
承
暦
元(

一
〇
七
七)

年
、
十
九
歳
の
と
き
従
三
位
に
昇
り
、

累
進
し
て
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
、
権
大
納
言
よ
り
内
大
臣
に
進
み
、
保
安
三(

一
一
二
二)

年
、
つ
い
に
従
一
位
右
大
臣

よ
り
太
政
大
臣
に
昇
っ
た
。
藤
原
氏
以
外
で
大
相
国
に
任
ぜ
ら
れ
た
最
初
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
急
速
な
昇
進
を
遂
げ
、
太
政
大
臣
に
ま
で
昇
っ
た
の
は
、
雅
実
祖
母
が
藤
原
道
長
の
女
尊
子
、
御
堂
関
白

の
血
筋
を
引
き
、
摂
関
家
の
庇
護
を
受
け
、
且
つ
姉
賢
子
が
白
河
天
皇
の
中
宮
と
な
り
、
堀
河
天
皇
の
外
叔
と
な
っ
た
こ

と
が
大
い
に
力
が
あ
っ
た
。(

１
７) 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
訴
訟
に
つ
い
て
の
専
任
担
当
者
が
求
め
ら
れ
た
と
き
、
雅
実
の
名
が
適
任
者
と

挙
が
っ
た
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
設
置
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
大
西
源
一
『
大
神
宮
史

要
』
に
は
、「
第
六
編 

平
安
時
代 

下 

白
河
天
皇
の
御
代
よ
り
安
徳
天
皇
の
御
代
に
至
る
」
の
冒
頭
に
、「
離
宮
院
の
火
災
」

の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
末
期
の
当
時
、
神
宮
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

本
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 
 
 

然
る
に
、
こ
れ
よ
り
後
二
百
六
十
三
年
を
経
て
、
堀
河
天
皇
の
康
和
四
年
に
、
離
宮
院
は
再
び
火
災
に
罹
っ
た
。
此
の 

 
 

火
災
は
、
皇
大
神
宮
禰
宜
延
綱
○
一
作
宣
綱
の
放
火
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
其
の
前
年
八
月
に
、
皇
大
神
宮
の
古
宮 

 
 

の
心
御
柱
が
何
処
か
へ
紛
失
す
る
と
云
う
椿
事
が
起
つ
た
。
心
御
柱
の
事
は
、
神
宮
に
於
て
は
古
来
最
も
重
し
と
せ
ら
れ 

 
 

て
い
る
か
ら
、
朝
廷
に
於
て
は
十
二
月
、
糺
問
の
た
め
に
延
綱
及
び
清
澄
に
上
洛
を
命
ぜ
ら
れ
、
廿
七
日
に
は
、
其
の
為 

 
 

に
仗
議
が
あ
り
、
軒
廊
の
御
卜
が
行
わ
れ
、
翌
四
年
の
五
月
三
十
日
、
更
に
仗
議
を
重
ね
ら
れ
た
上
、
七
月
九
日
、
延
綱 

 
 

の
禰
宜
職
を
停
止
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
延
綱
は
深
く
こ
れ
を
怨
み
十
六
日
離
宮
院
に
放
火
し
て
、
屬
曹
司
○
一
作
屬
候 

 
 

屋
一
宇
を
焼
き
、
尋
で
廿
日
に
は
外
宮
権
禰
宜
良
範
の
宿
館
に
放
火
し
た
。
其
の
こ
と
は
、
延
綱
の
落
書
に
も
認
め
ら
れ 

 
 

て
い
た
と
云
う
が
、
更
に
大
神
宮
を
焼
き
拂
い
、
神
明
を
天
の
宮
に
焼
き
上
げ
奉
る
べ
き
旨
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
と
傳
え 

ら
れ
る
。
依
て
八
月
、
弟
の
清
澄
・
延
並
以
下
、
従
者
眷
属
並
に
僧
慶
秀
等
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
審
問
の
結
果
、
延
綱
も 

終
に
屈
し
て
、
罪
状
を
承
伏
す
る
に
至
つ
た
。 

 
 
 

か
く
し
て
四
日
に
は
更
に
軒
廊
の
御
卜
を
行
わ
れ
、
十
二
日
に
は
其
の
祈
謝
の
た
め
に
、
臨
時
奉
幣
使
を
発
遣
せ
ら
れ
、 

 
 

十
九
日
重
ね
て
仗
議
が
あ
り
、
越
え
て
同
五
年
の
四
月
六
日
更
に
仗
議
が
行
わ
れ
た
が
、
当
時
の
こ
と
を
『
本
朝
世
紀
』 

に
は
、「
大
逆
真
犯
、
謀
大
逆
、
法
家
の
博
士
申
す
所
同
じ
か
ら
ず
、
議
定
未
だ
決
せ
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
仗
議
は
此 

の
後
、
五
月
八
日
及
び
廿
日
に
も
行
わ
れ
、
廿
四
日
、
検
非
違
使
左
衛
門
志
中
原
資
清
の
勘
申
に
よ
り
、
内
宮
禰
宜
荒
木 

田
延
綱
及
び
神
祇
大
副
大
中
臣
輔
弘
を
共
に
大
逆
の
真
犯
人
と
為
し
、
斬
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
決
し
た
。
六
月
九
日 

更
に
仗
議
が
あ
り
、
十
三
日
死
一
等
を
減
じ
て
流
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
八
月
十
三
日
に
は
、
延
綱
を
伊
豆
に 

流
し
、
其
の
田
宅
・
資
財
・
奴
婢
等
を
没
官
せ
ら
れ
、
ま
た
輔
弘
は
解
官
の
上
、
佐
渡
に
配
流
せ
ら
れ
、
罪
科
は
更
に
、 
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両
人
の
一
族
・
従
類
に
も
及
ん
だ
。
蓋
し
輔
弘
は
此
の
大
逆
の
謀
議
に
与
つ
た
た
め
に
、
同
犯
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 

(
中
略)

か
く
し
て
九
月
六
日
に
は
、
参
議
源
基
綱
に
宸
筆
の
宣
命
を
賜
い
、
伊
勢
に
遣
わ
し
て
神
宝
等
を
奉
ら
れ
、
事 

 
 

状
を
奉
告
せ
し
め
給
い
、
大
逆
事
件
も
茲
に
結
末
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
誠
に
神
宮
と
し
て
は
空
前
絶
後
の
一

大
不
祥
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。(

１
８) 

 

最
後
の
一
文
か
ら
も
、
上
古
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
神
宮
訴
訟
の
専
任
担
当
者
が
、
こ
の
と
き
求
め
ら
れ
た
事
情
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
棚
橋
光
男
氏
は
、『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』
の
「Ⅱ

 

院
政
期
の
訴
訟
制
度
」
に
お
い
て
「
康

和
四(

一
一
〇
二)

年
、
伊
勢
神
宮
内
宮
前
禰
宜
荒
木
田
宣
綱
罪
名
定
」
の
項
目
を
立
て
、
こ
の
事
例
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ

は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 
 

『
本
朝
世
紀
』『
中
右
記
』『
殿
暦
』『
百
練
抄
』
な
ど
の
記
述
を
総
合
す
る
と
、
政
務
処
理
の
経
過
は
以
下
の
ご
と
く

で
あ
る
。
康
和
四
年
七
月
二
十
六
日
に
、
内
大
臣
源
雅
実(

神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
と
覚
し
い)

が
伊
勢
神
宮
離
宮
院
・
外
宮

放
火
な
ら
び
に
落
書
を
訴
え
る
伊
勢
神
宮
祭
主
書
状
を
内
覧
藤
原
忠
実
の
も
と
に
持
参
、
忠
実
は
蔵
人
を
以
て
こ
れ
を
白

河
院
に
通
報
、
翌
月
八
月
十
九
日
に
陣
定
が
催
さ
れ
た
。(
後
略)(

１
９) 

 

こ
れ
に
よ
り
、
雅
実
が
神
宮
上
卿
と
し
て
、
こ
の
事
件
処
理
に
関
与
し
た
こ
と
に
初
め
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
白
根
靖 

大
氏
は
、
久
我
雅
実
が
「
可
計
奏
神
宮
訴
訟
事
」
と
い
う
任
務
を
課
さ
れ
た
の
は
、
「
康
和
四(

一
一
〇
二)

に
起
こ
っ
た
、
伊 

勢
神
宮
離
宮
院
・
外
宮
放
火
な
ら
び
に
落
書
の
事
件
の
折
に
仰
せ
を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
。」
と
し
、
同
七
月
二
八
日
に
行 

わ
れ
た
仗
議
に
お
い
て
雅
実
が
上
卿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。(

２
０) 

 

岡
野
浩
二
氏
も
、「
源
雅
実
は
、
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
七
月
に
神
宮
の
放
火
事
件
に
つ
い
て
の
陣
定
に
祭
主
の
言
上
を
提 

出
し
、
五
年
五
月
に
は
前
禰
宜
荒
木
田
宣
綱
ら
の
罪
名
定
の
上
卿
を
つ
と
め
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

２
１) 

 

『
中
右
記
』
の
記
事
に
よ
り
、
焦
点
で
あ
る
康
和
四
年
七
月
二
八
日
の
仗
議
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
く
。
同
日
条
に
は 

次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

２
２)

 

 
 

酉
時
許
、
蓬
門
之
間
、
蔵
人
大
進
為
隆
送
消
息
云
、
俄
依
大
事
可
有
仗
議
、
只
今
可
馳
参
、
則
乍
驚
陣
座
、
内
大
臣
・ 

 
 

権
大
納
言 

家
・
左
衛
門
督 

能
・
中
納
言 

季
・
右
兵
衛
督 

師
・
予
・
左
大
弁 

基
同
以
参
集
、
為
隆
仰
下
云
、 

 
 

祭
主
親
定
朝
臣
進
解
状
云
、
去
十
六
日
、
離
宮
院
属
曹
子
焼
、
已
是
放
火
也
、
後
朝
落
書
云
、
近
日
祭
主
有
違
例
事
等
、 

 
 

仍
有
此
放
火
也
、
七
日
之
中
、
不
言
上
公
家
者
、
奉
焼
太
神
宮
者
、
見
付
件
落
書
、
驚
恐
之
間
、
廿
日
夜
、
又
放
火
、
豊 

 
 

受
宮
禰
宜
宿
館
、
但
早
依
見
付
、
打
滅
留
了
、
両
度
之
事
依
為
稀
有
、
所
馳
言
上
也
者
、
而
依
此
事
、
明
日
、
相
撲
御
覧 

 
 

停
否
之
由
、
令
諸
卿
定
申
、
此
間
、
右
大
臣
殿
参
内
給
也
、
一
々
見
解
状
了
、
外
記
可
准
拠
例
、
大
略
雖
勘
申
、
不
叶
此 

 
 

例
也
、
左
大
弁
発
語
云
、
事
雖
希
有
、
火
已
滅
留
了
、
御
覧
相
撲
何
等
事
之
有
哉
、
但
至
音
楽
者
被
止
可
宜
歟
、
且
又
可 

 
 

随
勅
定
、 

 
 

予
申
云
、
相
撲
召
合
雖
恒
例
事
、
依
為
遊
興
、
天
下
風
水
損
年
先
以
被
止
、
太
神
宮
者
我
朝
家
第
一
之
所
、
已
異
諸
社
、 

 
 

聊
有
違
例
、
先
止
他
事
、
所
被
沙
汰
也
、
而
今
度
火
事
之
体
、
甚
以
希
有
也
、
就
中
落
書
之
詞
、
雖
人
之
所
為
、
公
家 
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所
可
驚
聞
食
也
、
被
止
相
撲
何
難
之
有
哉
、 

 
 

右
兵
衛
督
申
云
、
大
略
同
右
大
弁
議
、
抑
往
年
上
東
門
院
御
所
七
月
廿
一
日
焼
亡
、
其
年
被
止
相
撲
了
、
又
法
興
院
焼
亡

之
歳
、
被
止
相
撲
也
、
以
之
謂
之
、
已
為
太
神
宮
事
、
尤
可
被
止
相
撲
者
、 

帥
中
納
言
、
左
兵
衛
督
、
同
被
申
云
、
同
右
大
弁
議
、
但
可
随
勅
定
、
権
大
納
言
議
同
右
大
弁
、 

内
大
臣
被
申
云
、
凡
太
神
宮
事
、
小
恠
異
時
、
先
停
他
事
、
何
況
及
放
火
、
誠
是
朝
家
大
事
也
、
相
撲
召
合
全
不
可
有
事

也
、 

 
 
 

民
部
卿
雖
有
召
、
依
為
所
労
不
被
参
仕
、
仍
以
消
息
被
申
旨
、
同
右
兵
衛
督
議
之
由
、
内
々
所
伝
聞
也
、 

 
 

依
為
急
事
、
付
為
隆
以
詞
被
奏
聞
、
重
仰
云
、
然
者
可
有
廃
朝
歟
如
何
、
諸
卿
一
同
申
云
、
至
廃
朝
者
又
不
可
被
行
、
放

火
已
不
及
太
神
宮
宝
殿
之
故
也
、
但
止
遊
興
儀
、
先
可
被
沙
汰
此
事
也
者
、
奏
聞
之
後
、
重
仰
云
、
早
可
停
相
撲
召
合
者
、 

 
 

内
大
臣
移
着
端
座
、
召
大
外
記
師
遠
、
可
止
相
撲
之
由
被
仰
下
、
及
夜
半
、
退
出
、 

 
 

件
事
後
聞
、
依
為
小
事
、
不
可
止
相
撲
之
由
、
内
々
院
御
気
色
之
由
、
頭
弁
所
被
語
也
、 

 

冒
頭
に
み
え
る
「
蔵
人
大
進
為
隆
送
消
息
云
、
俄
依
大
事
可
有
仗
議
、
只
今
可
馳
参
、
則
乍
驚
陣
座
、(

中
略)

以
参
集
、」 

の
一
節
か
ら
は
、
事
件
の
一
報
が
伝
え
ら
れ
た
直
後
の
緊
迫
し
た
朝
廷
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
御
門
宗
忠
の
「
公 

家
所
可
驚
聞
食
也
」
と
の
発
言
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
そ
の
報
告
に
驚
愕
し
た
堀
河
天
皇
が
、
夕
刻
に
関
わ
ら
ず
、
蔵
人
に 

指
示
し
て
明
日
に
控
え
て
い
た
相
撲
御
覧
を
中
止
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
緊
急
の
仗
議
を
召
集
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

当
初
、
陣
座
に
参
集
し
た
の
が
、
内
大
臣
久
我
雅
実
以
下
七
名
の
公
卿
で
あ
り
、
後
か
ら
参
内
し
た
右
大
臣
も
含
め
る
と
、 

八
名
の
公
卿
に
よ
っ
て
仗
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
六
名
の
公
卿
が
意
見
を
述
べ
た
が
、
う
ち
五
名
が
相
撲
御
覧
の
中
止
を 

主
張
し
、
最
後
に
同
様
の
主
張
を
し
た
の
が
雅
実
で
あ
っ
た
。 

 

仗
議
の
結
果
は
、
緊
急
性
が
高
い
こ
と
に
よ
り
、
す
ぐ
さ
ま
天
皇
に
奏
聞
さ
れ
た
。
報
告
を
受
け
た
天
皇
が
、
廃
朝
の
有
無

を
下
問
す
る
と
、
一
同
の
意
見
と
し
て
、
そ
の
必
要
は
な
い
が
、
遊
興
は
中
止
と
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
旨
を
奏
聞
し
た
。 

天
皇
は
、
早
く
相
撲
召
合
は
中
止
す
べ
き
で
あ
る
と
命
じ
た
。 

こ
の
後
の
、「
内
大
臣
移
着
端
座
、
召
大
外
記
師
遠
、
可
止
相
撲
之
由
被
仰
下
、」
の
記
事
か
ら
も
、
久
我
雅
実
が
、
こ
の
仗

議
の
主
宰
者
で
あ
る
上
卿
と
し
て
天
皇
の
命
令
を
大
外
記
に
下
知
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
堀
河
天
皇
は
、
急
遽
、
神
宮
に
つ
い

て
の
仗
議
開
催
を
蔵
人
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
外
叔
に
あ
た
り
、
信
頼
す
る
雅
実
に
対
し
て
、
そ
の
仗
議
を
取
り
仕
切
る
こ

と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
神
宮
上
卿
の
成
立
で
あ
る
。 

同
八
月
四
日
条
に
は
、「
後
聞
、
内
大
臣
、
源
宰
相
参
仗
座
、
被
行
軒
廊
御
卜
、
是
伊
勢
豊
受
宮
放
火
事
云
々
、
豊
受
宮
放

火
ハ
、
又
公
家
御
藥
、
但
軽
云
々
、
離
宮
院
放
火
、
公
家
御
藥
重
者
、」
と
あ
り
、
神
宮
上
卿
雅
実
の
も
と
で
豊
受
宮
放
火
事

件
の
軒
廊
御
卜
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

同
十
二
日
条
に
は
、「
伊
勢
奉
幣
也
、
上
卿
内
大
臣
、
申
刻
被
立
使
、
是
太
神
宮
放
火
之
事
被
祈
申
、
於
南
殿
有
御
拝
云
々
、」 

と
あ
り
、
豊
受
宮
放
火
事
件
を
う
け
て
伊
勢
一
社
奉
幣
使
が
発
遣
さ
れ
、
雅
実
が
上
卿
を
勤
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
十
九
日



 

 

43 

条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

朝
間
、
召
使
来
催
云
、
俄
可
有
陣
定
、
午
未
時
許
可
参
内
者
、
申
承
了
由
、(

中
略)

申
刻
許
参
仗
座
、
内
大
臣
、
権
大
納 

 
 

言
、
家
、
治
部
卿
、
俊
、
左
兵
衛
督
、
能
、
予
、
源
宰
相
、
能
、
左
大
弁
、
基
、
参
集
、
被
下
文
書
、
予
読
上
之
、
伊
勢 

 
 

太
神
宮
前
禰
宜
荒
木
田
宣
綱
、
依
心
柱
失
事
、
前
日
、
被
解
禰
宜
職
了
、
依
豊
受
宮
并
離
宮
院
放
火
事
并
落
書
事
、
宣
綱 

 
 

舎
弟
清
高
、
信
置
、
於
官
被
問
注
、
并
宣
綱
従
者
安
久
等
、
於
検
非
違
使
庁
被
拷
問
訖
、
又
今
度
祭
主
親
定
申
、
重
又
落 

 
 

書
豊
受
宮
云
、
祭
主
又
為
御
祭
使
下
向
者
、
可
放
火
太
神
宮
者
、
如
此
事
可
定
申
者
、
令
被
申
旨
其
議
雖
異
、
大
概
又
同 

 
 

歟
、
或
権
禰
宜
清
高
、
信
置
解
職
、
被
拷
問
、
或
又
問
注
記
中
僧
中
講
師
男
末
長
頗
知
事
由
有
疑
、
召
彼
人
等
、
重
可
被 

 
 

尋
問
、
或
又
於
使
庁
被
尋
問
宣
綱
従
者
未
家
伏
、
是
不
及
三
度
拷
之
故
歟
、
早
経
拷
三
度
之
後
、
可
被
沙
汰
也
、
或
又
件 

 
 

落
書
可
召
御
覧
、
禰
宜
等
不
副
進
、
奇
恠
之
由
被
定
申
、
左
大
弁
書
定
文
、
及
深
更
、
退
出
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
度
の
事
件
を
審
議
す
る
た
め
に
、
陣
定
の
開
催
が
急
遽
決
定
さ
れ
、
雅
実
以
下
七
名
の
公
卿
が
仗
座
に

参
集
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
、
雅
実
が
神
宮
上
卿
と
し
て
取
り
仕
切
っ
た
も
の
と
考
え
る
。 

 
 (

２)
 

神
宮
上
卿
源
俊
明 

  

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
、
先
に
引
用
し
た
「
○
雅
實
公
」
の
記
事
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

○
俊
明
卿 

 

人
車
記
云
、
仁
安
四
年
三
月
廿
七
日
、
今
日
可
被
定
石
清
水
行
幸
御
祈
、
御
讀
経
僧
名
、
又
可
被
行
尊
勝
寺
灌
頂
、
為
内

覧
参
殿
下
間
、
右
大
将
、
本
神
宮
事
奉
行
、
今
行
幸
上
卿
兼
行
、
示
給
云
、
故
俊
明
卿
為
神
宮
上
卿
兼
行
行
幸
事
、
御
讀 

 

経
事
雖
、
奉
行
了
、
其
後
、
近
代
神
宮
上
卿
潔
齊
、
殊
甚
不
似
往
古
、
下
畧
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
仁
安
四(

一
一
六
九)

年
当
時
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
藤
原
師
長
が
、
石
清
水
八
幡
宮
行
幸
上
卿
と
御 

読
経
僧
名
定
上
卿
を
兼
任
し
た
際
、
か
つ
て
源
俊
明
も
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
と
き
に
行
幸
上
卿
と
僧
名
定
上
卿
を
兼
任
し

た
先
例
を
挙
げ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
其
後
、
近
代
神
宮
上
卿
潔
齊
、
殊
甚
不
似
往
古
、」
の
記
事
か
ら
は
、
そ
の
後
、
神

宮
上
卿
の
潔
斎
が
よ
り
厳
格
に
な
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。 

宮
崎
康
充
氏
は
、
俊
明
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
寛
徳
元(

一
〇
四
四)

年
に
醍
醐
源
氏
権
大
納
言
源
隆 

国
の
三
男
と
し
て
誕
生
、
承
保
二(

一
〇
七
五)

年
六
月
、
蔵
人
左
中
将
か
ら
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
、
検
非
違
使
別
当
な
ど
顕
要
の 

官
を
歴
任
し
た
の
ち
、
正
二
位
大
納
言
民
部
卿
に
至
る
。
永
久
二(

一
一
一
四)

年
に
七
一
歳
で
没
し
た
。 

 

公
事
に
通
達
し
、
数
々
の
行
事
の
上
卿
を
よ
く
勤
め
、
白
河
院
近
臣
と
し
て
朝
廷
で
重
き
を
な
し
た
。
ま
た
、
藤
原
摂
関
家

の
当
主
忠
実
と
の
交
誼
も
厚
く
、
摂
関
家
の
重
鎮
で
『
中
右
記
』
の
記
主
で
あ
る
藤
原
宗
忠
は
俊
明
を
厳
親
の
ご
と
く
に
仰
ぎ
、 

公
事
に
つ
い
て
教
え
を
蒙
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。(

２
３) 

岡
野
浩
二
氏
は
、
俊
明
に
つ
い
て
神
宮
上
卿
で
石
清
水
行
幸
の
上
卿
を
兼
務
し
た
と
の
『
兵
範
記
』
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、 
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そ
の
任
期
は
天
仁
二(

一
一
〇
九)

年
頃
に
な
る
が
、
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
五
月
に
は
、
神
宮
の
心
柱
紛
失
を
審
議
す
る
陣
定

の
上
卿
を
勤
め
て
お
り
、
同
五
年
五
月
に
支
障
を
き
た
し
た
久
我
雅
実
に
か
わ
っ
て
神
宮
の
放
火
事
件
に
関
与
し
た
荒
木
田
宣

綱
ら
の
罪
名
定
の
上
卿
を
勤
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

２
４) 

  
(

３)
 

神
宮
上
卿
三
条
実
行 

  

岡
野
浩
二
氏
は
、『
兵
範
記
』
嘉
応
元(

一
一
六
九)

年
四
月
二
六
日
条
の
記
事
に
よ
り
長
承
三(

一
一
三
四)

年
五
月
十
日
以

前
に
権
大
納
言
三
条
実
行
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

２
５)

同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

(

２
６) 

 
 

長
承
三
年
五
月
十
日
、
石
清
水
行
幸
、
上
卿
権
大
納
言
実
行
仰
僧
官
勧
賞
事
、 

 
 
 

件
卿
豊
受
太
神
宮
遷
宮
奉
行
、 

 
 

依
是
等
例
、
無
左
右
被
奉
行
了
、 

 
 
 

件
人
太
神
宮
臨
時
造
遷
行
事
也
、
元
又
為
神
宮
上
卿
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
承
三
年
五
月
十
日
の
時
点
で
は
、
太
神
宮
臨
時
造
遷
宮
行
事
官
を
勤
め
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
神
宮
上

卿
に
就
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

(

４)
 

神
宮
上
卿
藤
原
頼
長 

 
 

岡
野
浩
二
氏
は
、
藤
原
頼
長
の
『
台
記
』
久
安
四(

一
一
四
八)

年
六
月
五
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
頼
長
が
古
例
に
よ
っ
て
神

宮
か
ら
の
言
上
を
蔵
人
に
取
り
次
い
で
奏
上
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

２
７) 

同
条
に
よ
れ
ば
、「
五
日
、
辛
卯
、
師
能
朝
臣
、
殿
上
弁
、
持
来
大
神
宮
訴
文
、
使
同
朝
臣
奉
之
、」
と
あ
り
、(

２
８)
殿
上

弁
の
師
能
が
内
大
臣
藤
原
頼
長
の
も
と
に
神
宮
の
訴
訟
文
書
を
持
参
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
ま
で
に
頼
長
が
神
宮
上
卿
に

就
任
し
て
い
た
か
、
こ
の
と
き
就
任
し
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

橋
本
義
彦
氏
が
作
成
し
た
頼
長
の
「
略
年
譜
」
に
よ
り
、
当
時
の
主
要
な
事
跡
を
抜
き
出
し
て
み
る
。(

２
９) 

久
安
三(

一
一
四
七)

年
四
月
一
日
、
官
政
を
復
興
す
る
。 

同
六
月
十
七
日
、
蔵
人
所
別
当
と
な
る
。 

同
日
、
外
記
日
記
・
殿
上
日
記
の
記
載
お
よ
び
上
日
月
奏
の
励
行
を
命
ず
。 

 

同
四
年
十
一
月
七
日
、『
入
内
旧
記
部
類
』
を
作
る
。 

同
五
年
十
二
月
二
五
日
、『
天
子
冠
礼
儀
注
』
を
作
る
。 

以
上
か
ら
だ
け
で
も
頼
長
が
朝
廷
政
務
の
枢
機
に
参
画
し
て
積
極
的
に
活
動
し
、
有
職
故
実
に
も
秀
で
て
い
た
こ
と
を
窺 
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う
こ
と
が
で
き
る
。 

同
六
年
二
月
九
日
条
に
は
、「
九
日
、
丙
辰
、
午
刻
、
参
院
、
頃
之
、
範
家
下
伊
勢
怪
異
文
、
余
結
之
、
返
下
、
令
勘
例
、 

範
家
、
及
仰
神
祇
官
怠
状
事
、
依
不
参
園
并
韓
神
祭
也
、」
に
よ
れ
ば
、
頼
長
が
参
院
す
る
と
、
蔵
人
右
少
弁
平
範
家
が
神
宮

の
怪
異
を
報
告
す
る
文
書
を
持
参
し
た
。
頼
長
は
一
見
し
て
返
却
し
、
先
例
を
勘
進
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
同
十
九
日
条
に
は

次
の
よ
う
に
み
え
る
。(
３
０)

 

 
 

十
九
日
、
丙
寅
、
範
家
送
書
曰
、
明
日
、
諸
卿
於
仗
座
可
定
申
太
神
宮
柱
倒
事
、
依
遷
宮
、
去
年
、
新
取
柱
也
、
有
必
可 

 
 

参
御
之
仰
者
、
報
奏
依
疾
不
能
参
入
之
由
返
興
、
先
日
下
賜
太
神
怪
異
文
曰
、
事
不
可
遅
留
、
依
疾
不
能
早
参
、
下
侘
上
、 

 
 

早
可
被
行
御
卜
可
宜
歟
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
頼
長
が
範
家
に
先
日
の
怪
異
文
書
に
つ
い
て
、
遅
留
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
早
く
軒
廊
の
御

卜
を
行
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
指
示
し
て
い
る
。
同
四
月
十
七
日
条
に
は
、「
十
七
日
、
癸
亥
、
頭
弁
来
、
伝
勅
曰
、
伊
勢
斎
内

親
王
、
依
疾
遅
参
、
帰
京
時
、
其
路
不
詳
先
例
、
今
度
如
何
、
令
奏
可
被
用
伊
賀
路
之
由
了
、」
と
あ
り
、
頭
弁
が
、
伊
勢
斎

王
を
勤
め
た
内
親
王
が
帰
京
す
る
と
き
の
路
を
ど
う
す
べ
き
か
と
の
鳥
羽
法
皇
の
勅
問
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
頼
長
は
頭
弁
に
伊

賀
路
を
用
い
ら
れ
る
べ
き
と
の
こ
と
を
奏
聞
さ
せ
た
。 

 

藤
原
頼
長
の
『
宇
槐
記
抄
』
仁
平
元(

一
一
五
一)

年
二
月
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

３
１) 

 
 

五
日
、
丙
午
、
終
日
甚
雨
、
今
夕
下
名
、
酉
刻
、
頭
朝
隆
朝
臣
来
、
仰
加
階
任
官
等
事
、
又
仰
斎
宮
卜
定
事
、
報
奏
曰
、 

 
 

卜
定
所
、
家
成
卿
家
有
其
便
、
祭
主
清
親
卿
検
輔
親
卿
例
、
請
叙
正
三
位
、
彼
流
大
嘗
会
叙
之
、
大
嘗
会
時
、
祭
主
加
階
、 

 
 

為
流
例
、
今
以
別
功
望
申
、
不
似
彼
例
、
拒
否
之
間
、
可
在
叡
念
者
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
頭
弁
冷
泉
朝
隆
が
頼
長
を
訪
れ
、
祭
主
の
加
階
と
斎
宮
卜
定
の
こ
と
に
関
す
る
法
皇
の
下
問
を
伝
え
た
。

頼
長
は
法
皇
に
対
し
て
、
斎
宮
卜
定
所
と
し
て
四
条
家
成
邸
が
都
合
が
よ
い
こ
と
、
祭
主
大
中
臣
清
親
が
大
中
臣
輔
親
の
先
例

を
調
べ
て
正
三
位
を
叙
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
が
、
輔
親
は
大
嘗
会
の
と
き
に
叙
さ
れ
た
。
大
嘗
会
の
と
き
、
祭
主
が
加
階

さ
れ
る
の
は
慣
例
と
な
っ
て
い
た
が
、
清
親
は
、
別
の
功
績
に
よ
っ
て
加
階
を
申
請
し
て
お
り
、
そ
の
慣
例
に
は
あ
た
ら
な
い
。

故
に
拒
否
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
こ
と
を
奏
聞
し
た
。 

  
(

５)
 

神
宮
上
卿
久
我
雅
定 

 

『
宇
槐
記
抄
』
仁
平
元(

一
一
五
一)

年
四
月
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

七
日
、
太
神
宮
事
、
右
大
臣
奉
行
、
可
宜
之
由
、
使
朝
隆
朝
臣
奏
法
皇
、
其
状
如
此
歟
、
被
仰
下
太
神
宮
事
、
専
可
奉
行 

 
 

事
、
倩
案
此
事
、
付
兼
頭
、
招
謗
付
、
兼
有
懼
、
且
又
巨
細
雑
務
無
隙
上
、
大
和
国
訴
詔
如
雨
脚
、
伊
勢
訴
詔
相
加
者
、 

 
 

自
然
懈
怠
、
何
疑
之
有
乎
、
仍
欲
辞
申
也
、
右
大
臣
度
々
為
勅
使
、
参
彼
宮
、
既
蒙
其
恵
、
登
三
台
之
任
、
加
之
、
為
検 

非
違
使
別
当
之
間
、
禁
止
強
盗
、
廉
正
之
名
、
聞
干
内
外
、
隨
又
、
其
身
非
忩
劇
、
訴
詔
裁
判
無
停
滞
歟
、
就
中
、
故
入 



 

 

46 

道
太
相
国
、
為
右
大
臣
之
間
、
有
別
勅
、
奉
行
太
神
宮
事
、
干
時
法
皇
御
宇
也
、
公
私
皆
為
吉
例
、
早
被
仰
下
右
大
臣
、 

旁
有
其
便
歟
、
仍
解
状
返
献
之
、
宜
以
此
由
可
令
洩
奏
給
者
、
左
大
臣
殿
仰
旨
如
此
、
敦
任
、
恐
々
謹
言
、 

 

四
月
七
日
、 

 

皇
后
宮
権
少
進
敦
任
奉
、 

謹
々
上
、
頭
弁
殿
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
頼
長
は
法
皇
に
頭
右
大
弁
冷
泉
朝
隆
を
通
じ
て
神
宮
の
こ
と
を
右
大
臣
久
我
雅
定
が
担
当
す
る
の
が
よ
い

と
奏
聞
し
た
。
そ
の
際
に
、
頼
長
が
、
皇
后
宮
大
夫
を
勤
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、(

３
２)

皇
后
宮
権
少
進
が
そ
の
意
向
を
認
め

て
頭
弁
に
出
し
た
書
状
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
自
ら
が
神
宮
の
こ
と
を
専
一
に
担
当
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
大
小
の
雑
務
が
隙
な
く
あ
る
上
に
、
大

和
国
の
訴
訟
が
雨
足
の
よ
う
に
あ
り
、
そ
こ
に
伊
勢
か
ら
の
訴
訟
が
加
わ
れ
ば
、
自
然
に
職
務
怠
慢
に
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
っ

て
神
宮
上
卿
を
辞
職
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
。
雅
定
は
度
々
勅
使
と
し
て
神
宮
に
参
拝
し
て
お
り
、
既
に
そ
の
神
恵
を
得
て
い

る
。
ま
た
、
内
大
臣
、
右
大
臣
と
三
台
の
任
に
も
昇
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
検
非
違
使
別
当
の
任
に
あ
っ
た
間
、
強
盗
を

禁
止
し
、
清
廉
と
の
名
声
は
内
外
に
聞
こ
え
て
い
る
。
ま
た
多
忙
で
も
な
く
、
訴
訟
裁
判
の
停
滞
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。
特

に
故
入
道
太
相
国
は
右
大
臣
の
と
き
に
別
勅
に
よ
り
、
神
宮
の
こ
と
を
担
当
し
た
。
鳥
羽
法
皇
の
治
世
下
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
公
私
に
わ
た
る
先
例
を
皆
吉
例
と
し
て
、
早
く
雅
定
に
神
宮
の
こ
と
を
担
当
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
と
よ
い
。
以
上

の
旨
を
奏
聞
し
て
も
ら
い
た
い
。」 

 

岡
野
浩
二
氏
は
、「
初
期
の
神
宮
上
卿
は
、
公
卿
勅
使
を
し
ば
し
ば
つ
と
め
て
い
る
。(
中
略)

源
雅
定
も
三
度
勅
使
を
つ
と

め
て
お
り
、
仁
平
元(

一
一
五
一)

年
に
藤
原
頼
長
が
後
任
者
と
し
て
推
薦
し
た
と
き
も
「
右
大
臣
度
々
為
勅
使
、
参
彼
宮
」
と

述
べ
」
て
お
り
、「
公
卿
勅
使
と
神
宮
上
卿
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
」
こ
と
を
、
こ
の
記
事
を
一
部
引
用
し
て
明
ら
か
に
し

て
い
る
。(

３
３)

同
氏
の
い
う
よ
う
に
神
宮
上
卿
人
事
の
際
に
伊
勢
公
卿
勅
使
の
経
験
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
記
事
か
ら
は
、
雅
定
が
神
宮
上
卿
に
推
薦
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
右
大
臣
と
い
う
三
台
の
任
に
昇
進
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、『
玉
蘂
』(

３
４)

建
暦
元(
一

二
一
一)

年
三
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
就
任
を
要
請
さ
れ
て
い
た
権
大
納
言
九
条
道
家
が
頭
弁
に
固
辞
す
る
書
状

を
出
し
て
い
る
。 

そ
の
な
か
で
、「
一
日
、
仰
下
神
宮
上
卿
事
、
朝
之
大
事
、
莫
過
神
宮
、
故
先
代
上
卿
皆
是
国
之
重
臣
也
、
爰
微
臣
職
、
非

三
台
、
齢
未
満
二
旬
、
何
況
愚
昧
之
質
於
奉
行
重
事
哉
、」
と
あ
り
、
神
宮
上
卿
に
就
任
す
る
よ
う
に
仰
せ
出
さ
れ
た
が
、
朝

廷
の
大
事
は
、
神
宮
に
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
故
に
先
代
の
神
宮
上
卿
は
皆
こ
の
国
の
重
臣
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
自
ら
は
三
台

の
任
に
就
い
て
お
ら
ず
、
年
齢
も
二
十
歳
に
も
満
た
な
い
。
愚
昧
の
質
で
も
あ
り
、
神
宮
を
担
当
す
る
と
い
う
重
事
を
勤
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
来
、
神
宮
上
卿
は
三
台
の
任
に
就
い
て
い
る
朝
廷
の
重
臣
が
就
任
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

さ
ら
に
雅
定
が
検
非
違
使
別
当
の
要
職
を
経
験
し
、
実
績
を
あ
げ
、
清
廉
と
の
評
価
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
職
を
経
験
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し
て
神
宮
上
卿
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
先
述
し
た
源
俊
明
と
同
様
で
あ
る
。 

神
宮
上
卿
は
訴
訟
裁
判
を
頻
繁
に
担
当
す
る
必
要
が
あ
り
、
行
政
実
務
に
お
け
る
実
績
と
人
物
の
双
方
に
お
い
て
評
価
が
高

か
っ
た
こ
と
が
、
雅
定
が
推
薦
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
加
え
て
初
代
神
宮
上
卿
久
我
雅
実
を
父
に
も
っ
て

い
た
こ
と(

３
５)
は
、
そ
の
人
物
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 
 第

二
節 

神
宮
上
卿
の
常
置
化 

 (

１)
 

神
宮
上
卿
中
御
門
宗
能 

 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 
 

中
御
門
内
大
臣 

 
 
 
 
 
 

○
宗
能
公 

 
 

玉
海
云
、
承
安
二
年
九
月
十
六
日
、
此
間
中
御
門
中
納
言
自
然
来
會
、
問
神
事
之
間
事
、
故
内
府
依
被
奉
行
此
事
也
、
答 

 
 
 

云
、
内
府
奉
行
之
時
、
殊
神
宮
訴
訟
事
可
計
成
敗
由
、
殊
有
勅
定
、
仍
被
申
寄
、
可
然
之
輩
五
六
人
評
定
此
事
、
神
事 

 
 
 

之
条
如
此
文
書
沙
汰
之
時
外
、
強
不
密
月
水
女
、
僧
尼
、
皆
在
家
中
、
不
被
入
置
文
書
之
屋
云
々
、 

 
 
 

同
五
年
九
月
十
一
日
、
中
御
門
内
府
二
條
院
御
時
、
殊
奉
可
評
定
文
書
之
勅
、
申
寄
可
然
之
輩
集
會
家
中
、
議
定
神
宮 

 
 

之
訴
等
事
、
頗
厳
重
、
因
之
、
置
文
書
等
櫃
於
別
屋
、
在
障
之
人
、
重
軽
服
及
僧
尼
月
水
之
類
也
、
不
入
件
屋
内
、
又 

 
 

兼
定
評
議
之
日
、
其
當
日
沐
浴
、
解
除
、
於
件
置
文
書
之
屋
、
議
定
、
事
訖
之
後
、
又
以
解
斎
、
家
不
立
神
事
札
、
又 

 
 

不
禁
僧
尼
服
者
等
之
出
入
、
不
憚
佛
事
云
々
、
文
書
評
定
之
間
、
依
厳
重
、
以
今
案
雖
致
其
斎
、
敢
非
長
時
之
斎
、
同 

 
 

月
十
八
日
申
刻
中
御
門
中
納
言
被
来
、
為
問
中
御
門
内
府
神
事
之
間
事
、
所
招
引
也
、
先
年
、
雖
尋
問
彼
度
、
潔
斎
、 

殊
甚
依
不
可
叶
、
其
儀
不
委
之
、
仍
重
所
相
尋
也
、
納
言
答
云
、
惣
以
不
立
神
事
札
、
無
忌
、
僧
尼
・
障
人
等
之
儀
、 

雖
軒
廊
御
卜
、
自
敢
無
其
斎
、
即
雖
神
事
、
御
卜
無
斎
之
由
所
被
命
也
、
但
付
内
府
上
卿
之
時
、
申
寄
可
然
之
輩
、
大 

外
記
大
夫
史
明
法
博
士
等
之
類
也
、
殊
有
文
書
評
議
、
仍
其
文
書
安
置
別
棟
、
置
清
棚
、
障
人
・
僧
尼
不
入
件
屋
内
許
、 

又
其
評
定
日
、
兼
示
合
、
件
寄
人
定
其
日
、
殊
潔
斎
、
沐
浴
、
解
除
、
出
障
人
、
雖
評
定
了
日
内
、
猶
以
斎
也
、
自
翌 

日
又
解
斎
次
第
如
此
、
又
無
旬
日
斎
、
月
之
斎
儀
云
々
、 

 

二
条
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
保
元
三(

一
一
五
八)

年
八
月
十
一
日
か
ら
永
万
元(

一
一
六
五)

年
六
月
五
日
ま
で
で
あ
り
、
中

御
門
宗
能
が
内
大
臣
に
就
任
し
た
の
が
永
暦
二(

一
一
六
一)

年
九
月
十
三
日
、
退
任
し
た
の
が
長
寛
二(

一
一
六
四)

年
閏
十
月

十
三
日
で
あ
っ
た
。(

３
６) 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
内
大
臣
中
御
門
宗
能
が
二
条
天
皇
か
ら
神
宮
の
訴
訟
文
書
を
評
定
す
る
よ
う

に
と
の
勅
を
受
け
た
の
は
、
永
暦
二
年
九
月
十
三
日
か
ら
長
寛
二
年
閏
十
月
十
三
日
ま
で
の
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
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能
は
私
邸
に
寄
人
を
集
め
て
、
神
宮
の
訴
訟
を
議
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。『
玉
葉
』
承
安
二
年
九
月
十
四
日
条
に
は
、
神
宮
上

卿
に
つ
い
て
「
而
自
二
條
院
御
時
連
綿
不
絶
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
二
条
天
皇
の
在
位
下
か
ら
神
宮
上
卿
は
常
置
さ
れ
た
。 

ま
た
、
神
宮
か
ら
の
訴
訟
文
書
を
入
れ
た
櫃
は
別
屋
に
保
管
さ
れ
、
重
軽
服
者
、
僧
尼
、
月
水
の
女
性
な
ど
は
、
こ
の
屋
内

に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
か
ね
て
定
め
ら
れ
た
評
議
の
日
に
は
、
当
日
、
沐
浴
、
解
除
し
た
上
で
、
そ
の
文

書
の
あ
る
別
屋
に
て
議
定
さ
れ
た
。
そ
れ
が
終
る
と
解
斎
し
、
家
に
は
神
事
札
を
立
て
ず
、
僧
尼
服
者
な
ど
の
出
入
り
も
禁
止

せ
ず
、
仏
事
も
憚
ら
な
か
っ
た
。 

 

先
述
し
た
よ
う
に
、
久
我
雅
実
が
神
宮
上
卿
の
と
き
に
は
、「
雖
然
敢
無
神
齊
之
儀
」
で
あ
り
、
源
俊
明
の
と
き
に
は
、
御

読
経
僧
名
定
上
卿
と
兼
任
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
宗
能
の
神
宮
上
卿
在
任
中
に
神
宮
か
ら
の
訴
訟
文
書
を
清
浄
に

保
ち
、
そ
の
評
定
が
一
つ
の
神
事
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
後
述
す
る
よ
う
に
神
宮
上
卿
自

体
に
も
清
浄
性
が
求
め
ら
れ
、
神
職
的
な
性
格
を
帯
び
る
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
る
。 

 (

２)
 

神
宮
上
卿
花
山
院
忠
雅 

 

『
兵
範
記
』
仁
安
二(

一
一
六
七)

年
四
月
十
六
日
条
に
は
、「
十
六
日
癸
未
、
参
殿
下
、
内
覧
文
書
、
次
向
内
府
亭
、
宣
下

太
神
宮
文
書
等
、」
と
あ
り
、
内
大
臣
花
山
院
忠
雅
邸
に
お
い
て
神
宮
文
書
が
宣
下
さ
れ
て
お
り
、
忠
雅
が
神
宮
上
卿
を
勤
め

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

同
閏
七
月
二
五
日
条
に
は
、「
今
朝
、
内
大
臣
女
子
夭
亡
云
々
、
仍
辞
申
太
神
宮
上
卿
、
月
来
奉
行
文
書
四
櫃
下
官
許
、」
と

あ
り
、
忠
雅
は
、
自
ら
の
息
女
の
死
去
に
伴
い
、
神
宮
上
卿
を
退
任
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
、
神
宮
文
書
を
頭
権
右
中
弁
平
信

範
の
も
と
へ
送
付
し
た
。(

３
７) 

 (

３)
 

神
宮
上
卿
久
我
雅
通 

 

橋
本
義
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
久
我
雅
通
は
元
永
元(

一
一
一
八)

年
、
権
大
納
言
久
我
顕
通
の
長
男
と
し
て
誕
生
し
た
。
そ
の
後
、

叔
父
の
右
大
臣
久
我
雅
定
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
。
久
安
六(

一
一
五
〇)

年
に
参
議
に
昇
り
、
侍
従
を
兼
ね
、
仁
安
三(

一
一
六

八)

年
、
内
大
臣
に
至
っ
た
。
嘉
応
元(

一
一
六
九)

年
以
降
、
籠
居
し
た
が
、「
故
実
を
伝
ふ
る
の
人
」(

『
玉
葉
』)

と
し
て
推

重
さ
れ
た
と
い
う
。(

３
８) 

岡
野
浩
二
氏
は
、
雅
通
に
つ
い
て
「
敬
神
の
念
の
篤
い
源
雅
通(

仁
安
二
年
・
一
一
六
七
就
任)

の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
禁
忌

の
遵
守
や
作
法
は
、
藤
原
経
宗
・
師
長
に
よ
っ
て
も
改
め
ら
れ
ず
、
兼
実
も
し
ぶ
し
ぶ
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
」「
神
宮
上
卿
が
伊
勢
神
宮
の
万
般
を
関
知
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
源
雅
通
か
ら
で
あ
ろ
う
。」
と
評
価
し
て
い
る
。 

(

３
９)

『
愚
昧
記
』(

４
０)

仁
安
二(

一
一
六
七)

年
十
二
月
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 
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今
夜
、
院
御
仏
名
也
、
仍
秉
燭
之
後
、
参
七
条
川
原
御
所
、
事
々
如
常
、
但
半
夜
之
間
、
源
大
納
以
下
院
司
公
卿
扌
着 

 
 

殿
上
座
、
被
定
東
宮
朝
覲
雑
事
、
堀
川
中
納
言
忠
親
、
書
之
、 

 
 

参
会
人
々
、
左
大
臣
経
・
内
大
臣
忠
・
源
大
納
言
雅
通
、
大
神
宮
上
卿
・
按
察
公
通
・
白
川
大
納
言
師
長
・
皇
后
宮
大 

 
 

夫
実
定
・
大
宮
大
夫
公
保
・
前
中
納
言
師
仲
・
予
・
治
部
卿
光
隆
・
中
御
門
中
納
言
宗
家
・
右
衛
門
督
実
国
、
初
斎
宮 

 
 

上
・
堀
川
中
納
言
忠
親
・
東
宮
権
大
夫
邦
綱
・
源
宰
相
資
賢
・
藤
宰
相
成
頼
・
五
条
三
位
顕
広
・
左
兵
衛
督
成
範
・
大 

 
 

貳
、
頼
盛
、[

傍
線
・
波
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。] 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
納
言
久
我
雅
通
以
下
の
院
司
が
東
宮
で
あ
っ
た
守
仁
親
王
の
朝
覲
行
啓
定
に
出
席
す
る
た
め
に
後
白
河

法
皇
の
七
条
川
原
御
所
に
参
内
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
朝
覲
と
は
、
年
の
は
じ
め
に
天
皇
、
あ
る
い
は
東
宮[

成
人
し
て
い
た

場
合]

が
太
上
天
皇
ま
た
は
皇
太
后
の
宮
に
行
幸
あ
る
い
は
行
啓
し
て
拝
賀
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
。(

４
１) 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
傍
線
を
引
い
た
公
卿
は
、
す
べ
て
神
宮
上
卿
経
験
者
か
、
こ
の
後
、
同
職
に
就
任
し
た
公
卿
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
列
挙
す
る
と
、
左
大
臣
大
炊
御
門
経
宗
、
内
大
臣
花
山
院
忠
雅
、
当
時
在
任
中
で
あ
っ
た
久
我
雅
通
、

大
納
言
藤
原
師
長
、
皇
后
宮
大
夫
徳
大
寺
実
定
、
中
納
言
三
条
実
房
、
権
中
納
言
中
御
門
宗
家
の
七
名
で
あ
る
。 

こ
の
う
ち
、
忠
雅
は
雅
通
の
前
任
者
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
雅
通
の
退
任
後
、
神
宮
上
卿
は
、
経
宗
、
師
長
、
実
定
、

実
房
、
宗
家
の
順
序
で
補
任
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
全
員
が
朝
覲
行
啓
定
に
出
席
す
る
た
め
院
御
所
に
参
集
し
た
院
司
な

ど
の
公
卿
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

忠
雅
は
、
仁
安
二(

一
一
六
七)

年
三
月
十
八
日
に
は
神
宮
上
卿
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、(
４
２)

宗
家
は
、
後
述
す
る
よ
う

に
文
治
二(

一
一
八
六)

年
五
月
二
四
日
に
神
宮
訴
訟
を
評
定
し
て
い
る
。
後
白
河
法
皇
の
院
政
は
、
保
元
三(

一
一
五
八)

年
か

ら
建
久
三(

一
一
九
二)

年
三
月
十
三
日
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、(

４
３)

以
上
の
後
白
河
院
政
下
に
お
け
る
神
宮
上

卿
人
事
は
院
司
な
ど
そ
の
近
臣
公
卿
を
軸
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

例
え
ば
、『
公
卿
補
任
』(

４
４)

仁
安
二
年
の
項
に
よ
れ
ば
、
三
条
実
房
に
つ
い
て
は
、
「
行
幸
院
。
院
司
。
」
と
の
記
載
が

あ
り
、
法
皇
の
院
司
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
愚
昧
記
』
同
三
年
十
二
月
二
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

廿
五
日
、
伝
聞
、
去
廿
一
日
申
時
、
大
神
宮
正
殿
、
東
・
西
宝
殿
并
中
・
外
院
殿
舎
、
御
垣
・
門
・
鳥
居
及
袮
宜
・
内 

 
 

人
扌
宿
館
掃
地
、
焼
失
、
但
於
御
躰
者
奉
出
了
云
々
、
件
火
、
出
来
自
権
神
主
師
朝
宿
館
云
々
、
子
細
見
解
状
、
可
尋
具 

者
、
天
下
之
大
事
、
何
事
如
之
哉
、
貴
賎
不
可
不
□
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
宮
の
正
殿
を
は
じ
め
と
す
る
諸
施
設
が
焼
失
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
、
院
に
報
告
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
同
三
年
十
二
月
二
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
七
日
、
今
日
於
院
神
宮
火
事
有
僉
議
云
々
、
摂
政
以
下
束
帯
、
但
太
政
大
臣
・
按
察
使
直
衣
、
不
可
然
事
也
、
人
以
為 

 
 

失
云
々
、
人
々
申
旨
可
尋
聞
、
左
大
弁
明
後
日
可
発
遣
伊
勢
之
由
、
蒙
仰
退
出
了
云
々
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
院
御
所
に
お
い
て
神
宮
に
お
け
る
火
事
に
つ
い
て
詮
議
が
行
わ
れ
、
摂
政
藤
原
基
房
、
太
政
大
臣
花
山
院 

忠
雅
、
按
察
使
藤
原
公
通
が
出
席
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
皇
は
実
房
に
左
大
弁
源
頼
雅
を
奉
幣
使
と
し
て
伊
勢
に
発
遣
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す
る
こ
と
を
命
じ
た
。(

４
５)

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
神
宮
行
政
が
院
の
御
所
に
お
い
て
法
皇
の
決
裁
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。(

４
６) 

 (

４)
 

神
宮
上
卿
大
炊
御
門
経
宗 

 

白
根
靖
大
氏
、(

４
７)

岡
野
浩
二
氏
は
、(

４
８)

『
兵
範
記
』(

４
９)

仁
安
四(

一
一
六
九)

年
一
月
十
四
日
条
に
よ
り
、
大

炊
御
門
経
宗
が
神
宮
上
卿
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

早
旦
、
内
府
以
使
被
示
云
、
左
大
弁
母
堂
去
夜
夭
亡
畢
、
神
宮
上
卿
事
不
及
沙
汰
、
日
来
奉
行
文
書
、
早
奏
事
由
、
申
定 

 

他
人
可
送
遣
之
、
馳
参
殿
下
、
申
此
旨
、
先
仰
左
府
可
随
彼
命
云
云
、
即
詣
、
申
御
旨
、
無
左
右
被
請
申
了
、
帰
参
殿
下
、 

 

申
此
旨
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
大
臣
久
我
雅
通
が
神
宮
弁
を
勤
め
て
い
た
平
信
範(

５
０)

に
触
穢
を
理
由
に
し
て
神
宮
上
卿
退
任
の
意

向
を
伝
え
た
。
信
範
は
摂
政
藤
原
基
房
に
こ
の
旨
を
報
告
す
る
と
、
左
大
臣
大
炊
御
門
経
宗
に
打
診
し
て
そ
の
意
向
を
窺
う
よ

う
に
指
示
し
た
。
信
範
が
経
宗
に
打
診
す
る
と
、
経
宗
は
そ
の
場
で
承
諾
し
た
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
摂
政
が
「
先

仰
左
府
可
随
彼
命
」
と
即
座
に
経
宗
の
名
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
朝
廷
に
お
け
る
評
価
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

細
谷
勘
資
氏
は
、
経
宗
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

二
条
天
皇
の
信
任
も
厚
く
、
天
皇
親
政
の
実
現
を
果
た
す
た
め
、
労
を
費
や
し
た
。「
当
時
朝
之
宿
老
」「
国
之
重
臣
」

た
る
評
価
の
も
と
政
界
の
重
鎮
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
に
努
め
た
。
特
に
仁
安
二(
一
一
六
六)

年
十
一
月
よ
り
文

治
五(

一
一
八
九)

年
二
月
ま
で
の
二
四
年
間
、
左
大
臣
の
要
職
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
政
治
的
手
腕
の
高
さ
を
物
語
る

も
の
で
あ
り
、
公
事
の
経
験
も
豊
か
な
こ
と
か
ら
儀
式
作
法
に
通
じ
た
識
者
と
し
て
大
き
な
発
言
力
を
も
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。(

５
１) 

経
宗
の
神
宮
上
卿
と
し
て
の
活
動
を
み
て
い
く
。
同
十
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

十
五
日
、
壬
申
、
参
左
府
、
奉
下
神
宮
解
状
、
正
殿
、
御
船
代
、
樋
代
、
可
奉
造
事
、
仰
云
、
令
勘
下
日
時
ヨ
、 

 
 

炎
上
日
不
参
番
直
権
禰
宜
大
小
内
人
等
問
不
参
怠
、
令
弁
子
細
也
、 

 
 
 

此
事
被
返
仰
下
官
、
即
下
官
了
、 

 
 
 

御
船
代
日
時
事
可
被
仰
行
事
弁
云
々
、 

 
 

午
剋
左
大
臣
参
著
仗
座
、
被
定
申
太
神
宮
神
宝
并
御
船
代
・
樋
代
調
進
日
時
、
右
少
弁
重
方
奉
行
云
々
、 

 
 

件
神
宝
、
御
衾
二
帖
、
御
剱
楯
桙
弓
箭
等
也
、
神
宮
注
進
解
状
、
下
官
下
之
於
官
、
行
事
所
可
調
進
也
、
御
船
代
等
下 

 
 

給
日
時
宮
司
、
於
本
宮
可
調
進
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
信
範
は
、
神
宮
上
卿
経
宗
に
神
宮
解
状
を
渡
し
た
。
そ
れ
は
、
先
日
、
炎
上
し
た
内
宮
の
正
殿
、
御
船
代
、

御
樋
代
を
造
る
べ
き
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。
経
宗
は
信
範
に
調
進
日
時
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
後
、
経
宗
が
仗
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座
に
着
き
、
神
宮
神
宝
・
御
船
代
・
御
樋
代
の
調
進
日
時
を
定
め
た
。
信
範
は
神
宝
が
記
載
さ
れ
た
神
宮
解
状
を
神
祇
官
に
下

し
、
遷
宮
行
事
所
に
お
い
て
調
進
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
御
船
代
等
に
つ
い
て
は
宮
司
に
調
進
日
時
を
下
知
し
、
本
宮
に
お
い

て
調
進
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
同
二
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

今
日
午
剋
、
左
大
臣
参
著
左
仗
座
、
仰
左
少
弁
為
親
、
被
仰
可
令
勘
申
被
発
遣
伊
勢
公
卿
勅
使
日
時
由
、
為
親
召
仰
陰
陽 

 
 

寮
持
参
、
次
左
府
令
蔵
人
治
部
少
輔
兼
光
内
覧
奏
聞
、
殿
下
令
候
内
給
云
々
、
次
返
給
下
知
左
少
弁
、
次
蔵
人
宣
下
伊
勢 

 
 

幣
料
内
蔵
寮
請
奏
、
同
下
給
左
少
弁
云
々
、
上
卿
依
兼
日
奉
仰
、
当
日
不
奉
仰
、
又
不
奏
聞
、
直
召
弁
、
被
仰
日
時
勘
文 

 
 

云
々
、
次
左
府
退
出
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
経
宗
が
仗
座
に
着
き
、
左
少
弁
為
親
に
伊
勢
公
卿
勅
使
発
遣
日
時
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
為
親

は
陰
陽
寮
を
召
し
て
持
参
さ
せ
た
。
次
に
経
宗
が
蔵
人
治
部
少
輔
日
野
兼
光
に
そ
の
日
時
を
内
覧
奏
聞
さ
せ
た
。 

 

(

５)
 

神
宮
上
卿
藤
原
師
長 

 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 

妙
音
院
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 
 

○
師
長
公 

 
 

人
車
記
云
、
仁
安
四
年
二
月
二
日
、
或
人
来
云
、
左
府
息
僧
阿
闍
梨
於
山
上
頓
滅
、
仍
被
辞
申
神
宮
上
卿
、
蔵
人
少
輔
奏 

 
 
 

聞
、
被
仰
左
大
将
了
、 

 
 
 

七
日
、
今
夜
、
依
太
神
宮
造
営
事
有
仗
議
、
按
察
使
公
通
、
左
大
将
師
長
上
卿
、
皇
后
宮
大
夫
実
定
、
中
畧
、
蔵
人 

 
 
 

少
輔
下
諸
道
勘
文
於
左
大
将
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
仁
安
四(

一
一
六
九)

年
二
月
二
日
、
大
炊
御
門
経
宗
は
息
子
の
死
去
に
よ
り
、
神
宮
上
卿
を
退
任
し
て
お

り
、
そ
れ
を
う
け
て
摂
政
藤
原
基
房
が
大
納
言
藤
原
師
長
を
補
任
し
て
い
る
。
師
長
は
、
以
前
に
同
職
を
勤
め
た
藤
原
頼
長
の

二
男
で
あ
っ
た
。(

５
２)  

同
七
日
に
は
、
神
宮
造
営
の
こ
と
に
つ
い
て
仗
議
が
あ
り
、
師
長
が
神
宮
上
卿
と
し
て
主
宰
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
蔵
人
少

輔
が
師
長
に
神
宮
造
営
に
つ
い
て
の
諸
道
に
よ
る
勘
文
を
下
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
兵
範
記
』
同
三
月
二
七
日
条
に
は
次
の

よ
う
に
み
え
る
。 

今
日
可
被
定
石
清
水
行
幸
御
祈
、
御
讀
経
僧
名
、
又
可
被
行
尊
勝
寺
灌
頂
、
為
内
覧
参
殿
下
間
、
左
大
将
、
本
神
宮
事
奉

行
、
今
行
幸
上
卿
兼
行
、
示
給
云
、
故
俊
明
卿
為
神
宮
上
卿
兼
行
行
幸
事
、
御
讀
経
事
雖
、
奉
行
了
、
其
後
、
近
代
神
宮

上
卿
潔
齊
、
殊
甚
不
似
往
古
、
今
度
定
許
他
人
奉
行
有
何
難
哉
、
早
可
申
事
由
、
如
此
神
事
、
任
意
難
進
退
、
参
否
之
条 

可
随
御
定
、
今
日
外
無
日
次
云
々
、
縦
雖
有
例
、
聊
憚
思
給
者
、
即
申
殿
下
、
神
宮
事
厳
重
之
上
、
被
申
之
趣
難
避
、
早

可
催
他
上
卿
者
、 
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
藤
原
師
長
が
、
石
清
水
八
幡
宮
行
幸
上
卿
と
御
読
経
僧
名
定
上
卿
を
兼
任
し
て
い
た
が
、
神
宮

弁
平
信
範
に
「
近
代
神
宮
上
卿
潔
齊
、
殊
甚
不
似
往
古
、」
を
理
由
に
し
て
後
者
に
つ
い
て
は
「
今
度
定
許
他
人
奉
行
」
を
摂

政
藤
原
基
房
に
申
し
上
げ
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

そ
れ
に
対
し
て
信
範
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
朝
廷
は
「
神
宮
事
厳
重
」
で
あ
り
、
神
宮
上
卿
の
潔
斎
が
よ
り
厳
格

に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
年
四
月
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

(

前
略)

次
参
左
大
将
亭
、
奉
下
神
宮
解
状
、 

去
月
十
五
日
、
奉
立
固
炎
上
宮
所
心
柱
本
土
被
曳
散
事
、
仰
令
勘
例
、
便
被
下
々
官
、
々
々
遣
下
大
夫
史
許
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
弁
平
信
範
が
師
長
の
邸
宅
を
訪
れ
る
と
、
心
柱
の
本
の
土
が
曳
き
散
ら
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
先

例
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
信
範
は
大
夫
史
に
こ
の
こ
と
を
下
知
し
た
。
同
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

神
宮
上
卿
左
大
将
被
上
心
柱
本
土
被
掻
散
事
官
外
記
勘
文
等
、
副
次
第
解
等
、 

 
 
 

外
記
例
云
、
保
延
四
年
外
宮
心
柱
朽
切
、
差
西
方
顚
倒
、 

又
其
下
差
檜
皮
上
物
矢
瀉
置
事
、 

 
 
 

寛
治
三
年
榊
牛
喰
事
、
同
官
続
文
、 

 
 

即
内
覧
殿
下
、
次
持
参
院
、
奏
聞
、
仰
云
、
任
官
続
文
外
記
例
等
、
早
可
行
御
卜
者
、
向
左
大
将
亭
、
仰
御
定
旨
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
神
宮
上
卿
師
長
に
先
の
件
に
つ
い
て
の
外
記
勘
文
が
次
第
解
を
副
え
ら
れ
て
提
出
さ
れ
た
。
す
ぐ

に
摂
政
藤
原
基
房
の
内
覧
に
供
さ
れ
た
後
、
信
範
は
、
そ
れ
を
院
に
持
参
し
て
後
白
河
法
皇
に
奏
聞
し
た
。
法
皇
は
早
く
御
卜

を
行
う
よ
う
に
指
示
し
た
。 

白
根
靖
大
氏
は
以
上
の
事
実
に
言
及
さ
れ
て
、「
即
内
覧
殿
下
、
次
持
参
院
、
奏
聞
、
仰
云
、
任
官
続
文
外
記
例
等
、
早
可

行
御
卜
者
、
向
左
大
将
亭
、
仰
御
定
旨
了
、」
の
記
事
に
よ
り
、
左
大
将
＝
師
長(

神
宮
上
卿)

に
届
い
た
本
件
の
「
御
定
旨
」

は
院
の
裁
定
で
あ
っ
た
こ
と
、
天
皇
主
導
で
設
置
さ
れ
た
神
宮
奉
行
が
、
幼
主
の
出
現
に
よ
り
殿
下
か
院
の
決
済
を
仰
ぐ
よ
う

に
な
り
、
政
治
状
況
か
ら
現
実
に
は
院
が
裁
定
者
に
な
る
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。(

５
３)

同
六
日

条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

(

前
略)

心
柱
本
土
事
、
今
日
被
行
御
卜
、
随
其
趣
、
可
被
左
右
歟
、
賀
茂
怪
異
御
卜
同
可
被
載
也
、
御
卜
事
申
左
大
将
、 

被
返
報
云
、
雖
為
四
廃
日
事
、
為
急
速
之
上
、
寛
弘
元
年
八
月
二
日
甲
寅
、
承
暦
四
年
五
月
廿
日
壬
午
等
、
四
廃
日
也
、

被
行
御
卜
了
、
准
件
等
吉
例
可
申
行
也
、 

 
 

心
柱
本
土
被
掻
散
之
間
、
鎮
祭
物
等
紛
失
了
、
更
可
被
調
理
哉
否
、
粗
可
問
人
々
由
、
有
殿
下
仰
、
即
参
廻
内
大
臣
雅
通
、 

 
 

左
大
将
按
察
使
等
、
公
通
、
一
同
被
行
御
卜
、
随
其
趣
可
被
計
行
由
被
定
申
、
晩
頭
帰
参
殿
下
、
申
人
々
議
定
、
次
参
内
、 

 
 

此
間
、
左
大
将
被
候
仗
座
、
下
官
下
神
宮
解
状
・
外
記
勘
文
、
仰
云
、
伊
勢
太
神
宮
解
状
、
任
官
外
記
勘
文
、
令
官
寮
卜 

 
 

申
ョ
、
次
左
大
将
召
右
少
弁
重
方
、
被
仰
官
寮
座
可
令
敷
由
、
右
少
弁
仰
史
、
々
仰
官
掌
、
次
官
神
祇
大
副
卜
部
兼
康
、 

 
 

紀
伊
権
守
卜
部
兼
貞
、
神
祇
少
祐
大
中
臣
為
貞
、
無
官
卜
部
兼
衡
、
寮
陰
陽
頭
賀
茂
在
憲
、
図
書
頭
同
周
平
、
主
税
助 
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安
倍
時
晴
、
漏
剋
博
士
同
経
時
等
、
左
右
座
定
、
次
上
卿
下
給
奏
状
并
勘
文
於
兼
康
、
次
行
御
卜
、
卜
占
了
、
上
卿
令 

 
 

下
官
内
覧
奏
聞
、
即
返
給
、
次
被
卜
占
祭
物
事
、 

 
 
 

心
柱
本
土
事
、 

 
 
 
 

神
祇
官
卜
申
云
、
怪
所
并
天
下
、
神
事
違
例
、
穢
気
不
浄
不
信
、
所
致
之
上
、
可
有
公
家
御
慎
及
驚
恐
疾
病
憂
歟
、 

 
 
 
 

陰
陽
寮
占
申
云
、
依
怪
所
神
事
違
例
不
浄
不
信
所
致
之
上
、
公
事
御
薬
事
、
震
艮
方
奏
口
舌
事
歟
、
今
日
以
後
卌
五 

 
 
 
 

日
間
、
来
十
月
、
明
年
正
月
三
月
節
中
、
並
戊
己
日
者
、 

 
 

所
掻
散
之
祭
物
紛
失
、
残
可
掘
退
哉
否
、
令
覆
推
之
処
、
官
寮
一
同
、
不
可
掘
退
由
卜
占
申
了
、
上
卿
令
下
官
内
覧
奏
聞 

 
 

神
宮
本
解
并
御
卜
四
枚
、
即
返
給
、
仰
云
、 

 
 
 

令
慎
神
事
、
不
浄
不
信
注
進
違
例
、
祈
申
公
家
御
薬
事
、
兼
又
心
柱
祭
物
紛
失
、
課
本
役
人
、
殊
致
誠
精
、
重
任
色
数 

 
 
 

祭
埋
、
彼
所
残
元
祭
物
不
可
掘
退
由
、
依
卜
占
趣
、
宜
令
下
知
之
、 

 
 

上
卿
召
右
少
弁
重
方
、
神
宮
事
奉
行
弁
、
下
給
解
状
卜
形
等
、
被
仰
此
旨
了
、
右
少
下
知
大
夫
史
了
、 

 
 
 

件
御
卜
趣
下
官
書
写
了
、
勘
御
物
忌
為
仰
所
々
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
心
柱
本
土
の
御
卜
に
つ
い
て
、
信
範
が
師
長
に
伝
え
る
と
、
師
長
は
、
寛
弘
元(

一
〇
〇
四)

年
、
承
暦
四

(

一
〇
八
〇)

年
の
先
例
を
挙
げ
て
四
日
間
の
廃
朝
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
な
ど
を
返
報
し
た
。 

 

そ
の
後
、
摂
政
藤
原
基
房
が
信
範
に
対
し
て
、
心
柱
本
土
が
掻
き
散
ら
さ
れ
、
鎮
祭
物
な
ど
が
紛
失
し
た
件
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
調
整
が
必
要
か
、
人
々
に
問
う
よ
う
に
指
示
し
た
。
信
範
は
、
内
大
臣
源
雅
通
、
師
長
、
按
察
使
の
西
園
寺
公
通
を
廻
り
、

こ
の
こ
と
を
尋
問
し
た
。
一
同
は
、
御
卜
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
従
っ
て
対
応
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。 

 

信
範
は
摂
政
に
そ
の
旨
を
報
告
し
、
参
内
し
た
。
神
宮
上
卿
師
長
は
、
仗
座
に
候
し
、
信
範
は
神
宮
解
状
と
外
記
勘
文
を
師

長
に
渡
し
た
。
師
長
は
「
伊
勢
太
神
宮
解
状
、
任
官
外
記
勘
文
、
令
官
寮
卜
申
ョ
、
」
と
述
べ
て
、
右
少
弁
重
方
を
召
し
、
官

寮
の
座
を
敷
か
せ
る
よ
う
に
指
示
し
、
重
方
は
、
そ
れ
を
史
に
、
史
は
官
掌
に
そ
れ
ぞ
れ
指
示
し
た
。 

 

次
に
神
祇
官
側
か
ら
神
祇
大
副
卜
部
兼
康
、
卜
部
兼
貞
、
神
祇
少
祐
大
中
臣
為
貞
、
卜
部
兼
衡
、
陰
陽
寮
側
か
ら
陰
陽
頭
賀

茂
在
憲
、
図
書
頭
賀
茂
周
平
、
主
税
助
安
倍
時
晴
、
漏
剋
博
士
安
倍
経
時
が
左
右
に
着
座
し
た
。
次
に
上
卿
師
長
が
兼
康
に
解

状
と
勘
文
を
下
し
た
。
次
に
御
卜
を
行
っ
た
。
卜
占
が
終
了
す
る
と
師
長
は
信
範
に
そ
の
結
果
を
摂
政
に
内
覧
さ
せ
、
上
皇
に

奏
聞
さ
せ
た
。
次
に
祭
物
に
つ
い
て
卜
占
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
結
果
を
う
け
て
、
上
卿
師
長
が
神
宮
奉
行
弁
で
あ
る
右
少
弁
重
方
に
解
状
と
卜
形
を
下
し
、
不
浄
不
信
の
違
例
に

つ
い
て
、
神
事
を
慎
ま
せ
る
こ
と
、
心
柱
祭
物
の
紛
失
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
人
に
対
応
を
課
し
、
誠
精
を
尽
く
さ
せ
る
こ
と
、

卜
占
の
結
果
に
よ
り
、
心
柱
の
本
に
あ
る
祭
物
を
掘
り
出
し
て
撤
去
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
下
知
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

重
方
は
大
夫
史
に
下
知
し
た
。 

 

そ
の
後
も
、
同
七
日
条
に
は
、「
次
参
内
、(

中
略)

上
卿
左
大
将
参
著
仗
座
、
下
官
仰
云
、
太
神
宮
心
柱
本
土
被
掻
散
事
、 

官
寮
御
卜
趣
可
載
伊
勢
宣
命
辞
別
、」
と
あ
り
、
師
長
が
信
範
に
先
日
行
わ
れ
た
御
卜
の
結
果
を
伊
勢
に
対
す
る
宣
命
辞
別
に
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載
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 (

６)
 

神
宮
上
卿
久
我
雅
通 

 

白
根
靖
大
氏
、(

５
４)
岡
野
浩
二
氏(

５
５)

に
よ
れ
ば
、『
玉
葉
』
嘉
応
二(

一
一
七
〇)

年
十
二
月
二
七
日
条
の
記
事
に
よ

り
、
藤
原
師
長
の
後
、
再
び
内
大
臣
久
我
雅
通
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

此
日
、
於
仗
座
被
行
条
々
事
、
雖
有
催
、
脚
気
之
上
、
咳
病
相
加
、
仍
申
其
由
、
不
参
、
後
聞
、
被
行
事
等
、
伊
勢
高
宮 

 
 

御
帳
帷
、
不
待
其
替
、
解
放
、
令
納
御
倉
事
、
人
々
申
云
、
召
上
禰
宜
・
宮
司
等
、
可
被
一
決
、
同
内
宮
火
事
之
時
、
不 

 
 

参
之
輩
罪
科
事
、
人
々
申
云
、
任
法
可
被
行
、
但
宿
館
遼
遠
之
者
、
無
罪
科
歟
、
抑
会
赦
之
条
、
可
在
勅
定
者
、
已
上
、 

 
 

上
卿
内
府
云
々
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
宮
の
別
宮
多
賀
宮
の
御
帳
帷
に
つ
い
て
、
そ
の
替
え
を
待
た
な
い
で
御
倉
に
納
め
た
こ
と
、
内
宮
火
災

の
と
き
に
不
参
で
あ
っ
た
神
宮
神
主
の
こ
と
を
議
題
と
し
て
仗
議
が
行
わ
れ
た
。 

前
者
に
つ
い
て
は
、
禰
宜
・
宮
司
な
ど
を
召
喚
し
、
一
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、

法
に
基
づ
い
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
宿
館
が
遠
方
の
神
主
に
つ
い
て
は
、
罪
科
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
無
罪
と
の
勅

定
が
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
雅
通
は
、
そ
の
仗
議
の
上
卿
を
勤
め
た
。 

 

(

７)
 

神
宮
上
卿
大
炊
御
門
経
宗 

 

 

『
玉
葉
』
承
安
二(

一
一
七
二)

年
四
月
十
日
条
に
は
、「
十
日
、
戊
申
、
今
日
、
有
仗
議
云
々
、
去
仁
安
三
年
神
宮
炎
上
之 

時
、
不
参
之
輩
罪
科
事
云
々
、
左
大
臣
上
卿
也
、」
と
あ
り
、
仁
安
三(

一
一
六
八)

年
に
お
こ
っ
た
神
宮
火
災
の
と
き
に
不
参

で
あ
っ
た
神
宮
神
主
の
罪
科
を
審
議
す
る
仗
議
が
開
催
さ
れ
、
経
宗
が
上
卿
を
勤
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、 

再
び
経
宗
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

８)
 

神
宮
上
卿
九
条
兼
実 

 

九
条
兼
実
の
神
宮
上
卿
と
し
て
の
活
動
に
初
め
て
言
及
し
た
の
は
、
棚
橋
光
男
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
、『
玉
葉
』
承
安
二(

一

一
七
二)

年
九
月
十
七
日
条
の
記
事
に
よ
り
、「
訴
訟
文
書
が
上
卿
の
も
と
に
保
管
さ
れ
代
々
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
兼
実
が
難
じ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
「
官
底
」
か
訴
訟
当
事
者
か
い
ず
れ
か
に
渡
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
上
卿

の
も
と
に
保
管
す
べ
き
で
な
い
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。(

５
６) 

玉
井
力
氏
は
、『
玉
葉
』
の
記
事
に
よ
り
、
承
安
二
年
に
九
条
兼
実
が
神
宮
上
卿
に
就
任
直
後
、
当
時
は
廃
絶
し
て
い
た
「
神
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宮
評
定
」
に
強
い
関
心
を
も
ち
、
そ
の
二
条
天
皇
の
と
き
の
事
例
を
詳
し
く
調
べ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、

後
に
執
政
と
な
っ
た
兼
実
が
、
こ
れ
を
復
活
し
、
そ
の
執
政
期
間
の
文
治
二(

一
一
八
六)

年
、
建
久
二(

一
一
九
一)

年
、
同
四

(

一
一
九
三)
年
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
寄
人
を
定
め
、
神
宮
上
卿
の
も
と
で
評
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(

５
７)

白
根
靖
大
氏
は
、『
玉
葉
』
の
記
事
に
よ
り
、
承
安
二
年
九
月
十
四
日
に
兼
実
が
神
宮
上
卿
に
就
任
す
る
と
、「
太
神
宮

文
書
」
を
受
け
取
り
自
宅
に
保
管
す
る
な
ど
、
就
任
直
後
の
対
応
を
は
じ
め
、
各
方
面
に
問
い
合
わ
せ
て
同
職
に
関
す
る
情
報

収
集
に
動
い
た
こ
と
、「
神
宮
文
書
」
の
内
容
、
神
宮
上
卿
の
も
と
に
弁
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
案
件
、
祭
主
・
宮
司
→
神
宮
弁

→
神
宮
上
卿
と
い
う
訴
え
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
、
最
終
的
に
は
官
宣
旨
の
発
給
を
も
っ
て
裁
許
の
通
達
が
な
さ
れ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
一
般
の
訴
訟
処
理
と
同
様
の
実
態
で
あ
り
、「
神
宮
上
卿
」「
神
宮
弁
」
と
記
さ
れ
る 

彼
ら
は
、
神
宮
担
当
の
専
任
奉
行
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。(

５
８) 

 

岡
野
浩
二
氏
は
兼
実
の
神
宮
上
卿
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
、
家
司
に
祭
主
を
尋
問
さ
せ
た
こ
と
、
神
宮
の
怪
異
を
奏
上
し

た
こ
と
、「
神
宮
怪
異
解
状
」
な
ど
を
神
宮
弁
に
渡
し
た
こ
と
、
神
宮
の
万
般
に
わ
た
る
仕
事
を
こ
な
し
、
神
領
を
め
ぐ
る
相

論
の
裁
定
に
つ
い
て
も
陣
定
に
諮
っ
た
り
、
明
法
博
士
や
官
底
に
調
査
さ
せ
た
り
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

５
９)

 

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
以
降
、
兼
実
が
神
宮
上
卿
就
任
と
退
任
を
繰
り
返
し
た
問
題
、
つ
ま
り
後
白
河
院

政
下
の
神
宮
上
卿
人
事
を
中
心
に
明
ら
か
に
す
る
。 

『
玉
葉
』(

６
０)

承
安
二(

一
一
七
二)

年
九
月
十
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

十
四
日
、
庚
辰
、
蔵
人
左
少
弁
兼
光
来
仰
云
、
可
奉
行
太
神
宮
文
書
事
者
、
申
承
了
由
、
但
今
一
両
日
之
間
、
可
請
取
文 

 

書
之
由
、
相
含
了
、
此
事
去
朔
比
有
其
催
、
而
以
愚
昧
之
微
質
、
難
行
厳
重
之
神
事
、
仍
辞
申
了
、
而
重
又
有
此
仰
、
仍 

 

憗
領
状
、
日
来
上
卿
内
大
臣
也
、
而
依
服
仮
辞
退
替
也
、
左
府
、
左
大
将
等
可
奉
行
之
由
、
雖
有
其
仰
、
各
以
辞
遁
、
下 

 

官
先
年
有
此
催
、
因
以
遁
避
、
依
為
末
役
、
殊
所
被
仰
歟
、
今
明
依
為
物
忌
、
兼
光
於
門
外
、
以
人
所
令
申
也
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
蔵
人
左
少
弁
藤
原
兼
光
が
来
て
、
右
大
臣
兼
実
に
神
宮
文
書
を
担
当
す
る
よ
う
に
と
の
後
白
河
法
皇
の
意

向
を
伝
え
た
。
兼
実
は
承
諾
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

去
る
一
日
に
も
打
診
が
あ
り
、「
以
愚
昧
之
微
質
、
難
行
厳
重
之
神
事
」
と
の
理
由
で
辞
退
し
た
が
、
法
皇
か
ら
重
ね
て
そ

の
意
向
が
示
さ
れ
た
の
で
承
諾
し
た
。
こ
の
上
卿
は
内
大
臣
久
我
雅
通
が
勤
め
て
い
た
が
、
服
仮
に
よ
り
辞
退
し
て
交
替
し
た
。

左
大
臣
大
炊
御
門
経
宗
や
左
大
将
藤
原
師
長
な
ど
が
勤
め
る
よ
う
に
と
の
法
皇
の
意
向
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
辞
退
し
た
。

そ
こ
で
先
年
に
兼
実
に
も
打
診
が
あ
っ
た
が
辞
退
し
た
。
同
十
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

十
六
日
、
壬
午
、
早
旦
、
召
肥
後
守
光
経
、
前
出
羽
守
尹
明
等
、
文
書
事
可
致
沙
汰
之
由
、
仰
含
之
、
先
是
沐
浴
解
除
、 

 

申
刻
、
出
納
盛
俊
右
衛
門
忠
、
相
具
文
書
来
、
家
司
光
経
、
着
衣
冠
、
相
逢
、
受
取
之
、
件
出
納
不
召
上
之
、
候
中
門
平

板
敷
、
予
造
三
階
棚
一
脚
、
取
置
文
書
櫃
等
、
四
合
云
々
、
委
合
目
録
了
、
賜
請
文
、
光
経
書
之
、
侍
民
部
大
夫
貞
親
、

又
仰
付
之
也
、
余
着
衣
冠
、
出
居
上
達
部
座
、
披
見
之
、
先
第
一
櫃
一
合
、
光
経
持
参
之
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
兼
実
は
、
家
司
光
経
な
ど
に
神
宮
文
書
の
こ
と
を
取
り
図
る
よ
う
に
指
示
し
た
後
、
沐
浴
、
解
除
し
た
。 
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出
納
が
神
宮
文
書
を
持
参
し
た
。
家
司
光
経
が
衣
冠
を
着
け
て
面
会
し
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
。
予
め
邸
内
の
一
室
に
設
け
た

三
階
の
棚
一
脚
に
文
書
櫃
を
取
り
置
き
、
委
し
く
目
録
と
照
合
し
、
請
文
を
書
い
た
。
兼
実
も
衣
冠
を
着
け
て
、
そ
れ
ら
の
文

書
を
披
見
し
た
。 

同
十
一
月
二
四
日
条
に
は
、「
廿
四
日
、
早
旦
、
光
経
参
来
、
余
云
、(

中
略)

抑
、
此
上
卿
再
三
雖
令
辞
申
、
度
々
有
勅
定
、

仍
奉
行
、
殊
以
恐
申
、
加
之
、
穢
出
来
了
、
尤
可
被
仰
他
人
歟
、
凡
旁
故
障
等
子
細
示
遣
了
、」
と
あ
り
、
兼
実
は
、
就
任
三

ヶ
月
で
早
く
も
神
宮
上
卿
を
辞
退
し
た
い
意
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

同
二
九
日
条
に
は
、「
此
日
、
申
刻
許
、
自
兼
光
許
送
使
者
云
、
上
卿
御
辞
退
之
事
、
先
申
殿
下
之
処
、
可
奏
之
由
有
仰
、

令
奏
聞
之
処
、
仰
云
、
他
人
無
可
奉
行
之
人
、
尚
可
令
奉
行
歟
、」
と
あ
り
、
兼
実
は
辞
退
の
意
向
を
摂
政
藤
原
基
房
に
伝
え

た
と
こ
ろ
、
基
房
は
法
皇
に
奏
聞
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
こ
で
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
法
皇
は
、
他
に
勤
め
る
人
が
い
な
い

の
で
、
ま
だ
勤
め
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

し
か
し
、
そ
の
後
も
兼
実
は
辞
退
の
意
向
を
示
し
続
け
て
い
た
。
同
十
二
月
十
二
日
条
に
は
、
「
兼
光
参
上
、
余
召
寄
、
神

宮
上
卿
辞
退
之
間
事
相
尋
、
未
奏
聞
云
々
、」
と
あ
り
、
兼
光
が
兼
実
に
神
宮
上
卿
辞
退
の
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

兼
実
は
ま
だ
奏
聞
し
て
い
な
い
旨
を
答
え
た
。
同
二
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

廿
九
日
、
癸
亥
、
申
刻
許
、
左
大
史
隆
職
宿
禰
来
、
植
木
官
使
参
洛
哉
否
問
之
、
申
云
、
去
四
日
到
来
、
即
付
弁
兼
光
了

云
々
、
則
左
少
弁
兼
光
来
、
余
相
逢
、
来
覧
文
等
、 

 
 

一
、
植
木
事
、
達
文
書
等
、
為
覆
奏
返
付
了
、 

 
 

一
、
馬
斃
事
、
依
為
光
雅
奉
行
留
事
、 

 
 

一
、
内
宮
怪
異
事
、
茸
生
事
也
、
為
下
外
記
留
了
、 

 
 

一
、
園
田
御
厨
事
、
為
覆
奏
返
付
了
、 

 
 
 
 
 

已
上
子
細
在
目
録
、 

 
 
 
 

此
次
、
神
宮
上
卿
辞
退
之
間
事
問
之
、
答
云
、
付
泰
経
朝
臣
申
入
了
、
御
気
色
不
分
明
之
由
申
云
々
、
大
略
無
許
容 

 
 
 
 

歟
、
尚
可
相
尋
之
由
仰
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
兼
実
は
、
兼
光
が
持
参
し
た
神
宮
文
書
を
み
て
、
一
通
ず
つ
そ
の
処
理
の
仕
方
を
判
断
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
兼
光
が
、
神
宮
上
卿
辞
退
の
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
兼
実
は
、
泰
経
を
通
じ
て
申
し
入
れ
た
が
、
法
皇
の

意
向
は
分
明
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
不
許
可
で
は
な
い
か
と
回
答
し
た
。 

同
閏
十
二
月
七
日
条
に
は
、「
又
云
、
神
宮
上
卿
事
、
院
仰
云
、
申
者
尤
可
然
、
且
ハ
無
心
思
食
、
然
而
無
殊
故
障
者
、
尚

暫
可
奉
行
云
々
、」
と
あ
り
、
兼
実
が
神
宮
上
卿
の
辞
退
を
申
し
出
た
こ
と
に
対
し
て
、
後
白
河
法
皇
が
留
任
す
る
こ
と
を
命

じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
三(

一
一
七
三)

年
二
月
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

一
、
下
官
申
上
卿
辞
退
、
并
灸
治
事
、 

 
 
 
 
 

申
云
、
奏
事
之
由
之
処
、
仰
云
、
於
上
卿
事
者
、
忽
可
被
仰
誰
人
之
由
、
不
令
存
御
、
於
灸
治
者
、
早
可
令
灸
者
、 
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此
上
卿
於
事
有
恐
、
付
内
外
、
過
失
難
遁
、
愚
頑
之
性
、
不
足
器
量
、
仍
度
々
固
辞
、
尚
以
無
許
容
、
是
又
可
為
無
縁
之 

 
 

者
所
役
歟
、
左
府
左
大
将
等
内
々
被
申
入
了
、
凡
不
被
仰
云
々
、
何
為
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
兼
実
が
法
皇
に
神
宮
上
卿
辞
退
の
こ
と
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
法
皇
は
後
任
の
見
当
が
つ
か
な
い
旨
を

回
答
し
た
。
続
け
て
兼
実
は
、
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、「
此
上
卿
於
事
有
恐
、
付
内
外
、
過
失
難
遁
、
」
と
し
た
上
で
、
自
ら
の

能
力
不
足
を
理
由
に
し
て
度
々
固
辞
し
て
き
た
が
、
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
左
大
臣
や
左
大
将
な
ど
に
内
々
に
補
任
の
意
向
が

示
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
。 

同
二
三
日
条
に
は
、「
左
少
弁
兼
光
来
、
先
日
、
所
下
官
底
之
神
宮
文
書
請
文
持
来
、」
と
あ
り
、
神
宮
上
卿
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
た
後
の
神
宮
文
書
は
官
底
に
送
付
さ
れ
て
保
管
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

９)
 

神
宮
上
卿
久
我
定
房 

 

『
玉
葉
』
承
安
三(

一
一
七
三)

年
三
月
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

九
日
、
辛
丑
、
左
少
弁
兼
光
来
、
昨
日
、
遣
召
也
、
余
相
違マ

マ

、
申
神
宮
上
卿
辞
退
事
、
依
女
院
御
不
例
也
、
明
旦
奏
事
由
、 

 

可
示
左
右
之
旨
所
申
也
者
、
下
文
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
兼
実
は
左
少
弁
兼
光
に
会
い
、
女
院
御
不
例
を
理
由
と
し
て
神
宮
上
卿
の
辞
退
を
申
し
入
れ
た
。
同
十
三

日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

十
三
日
、
乙
巳
、
未
刻
、
兼
光
来
云
、
上
卿
事
、
関
白
被
申
云
、
女
院
御
不
豫
事
頗
有
煩
由
所
承
也
、
辞
申
旨
尤
可
被
拠 

 

用
、
暫
可
被
仰
之
人
難
計
、
仰
須
在
勅
定
者
、
今
朝
奏
事
由
之
処
、
仰
云
、
可
催
皇
后
宮
権
大
夫
定
房
卿
者
、
只
今
可
仰 

 

遣
、
且
所
参
啓
也
、
余
云
、
縦
被
仰
人
未
定
、
於
辞
退
条
者
、
已
以
許
容
、
然
者
、
今
日
、
可
遣
出
納
、
可
渡
文
書
也
者
、 

 

且
是
文
書
等
撰
下
官
底
之
間
、
有
相
違
事
等
、
給
出
納
、
可
仰
子
細
之
故
也
、
又
納
目
録
之
覧
筥
中
、
可
下
文
有
両
三
通
、 

 

仍
取
出
、
給
兼
光
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
兼
光
が
兼
実
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。
神
宮
上
卿
の
こ
と
に
つ
い
て
関
白
藤
原
基
房
が
、
女
院
御

不
例
は
辞
退
の
理
由
と
し
て
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
が
、
暫
く
補
任
さ
れ
得
る
人
が
い
な
い
。
今
朝
、
事
の
次
第
を
後
白
河
法
皇

に
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
法
皇
は
大
納
言
で
皇
后
宮
権
大
夫
の
源
定
房
を
補
任
す
る
意
向
を
示
し
た
の
で
、
現
在
、
仰
せ
遣
わ
せ

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
兼
実
は
、
補
任
さ
れ
る
者
が
未
定
で
も
辞
退
す
る
こ
と
は
許
可
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
日
出

納
に
文
書
を
渡
す
な
ど
と
述
べ
た
。
定
房
は
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
久
我
雅
定
の
子
で
あ
り
、
同
じ
く
同
職
を
勤
め
た
雅
通
と

兄
弟
で
あ
る
。(

６
１) 

同
七
月
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
兼
実
は
、
大
夫
史
小
槻
隆
職
と
と
も
に
法
皇
の
御
前
に
出
て
、
い
く
つ
か
の
事
柄
に
つ
い
て

尋
問
を
受
け
た
。
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

一
、
神
宮
上
卿
事
、 
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申
云
、
于
今
未
定
、
但
若
雖
被
定
仰
、
未
承
及
歟
、
凡
神
宮
事
、
当
時
如
無
、
就
中
、
禰
宜
等
可
被
召
問
之
由
、
被
下
宣 

 
 

旨
、
黙
止
未
曾
有
事
也
者
、 

神
宮
上
卿
の
こ
と
に
つ
い
て
尋
問
さ
れ
た
兼
実
は
、
同
職
は
未
定
で
あ
る
と
し
、
神
宮
行
政
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
を
報
告

し
て
い
る
。
当
時
は
既
に
定
房
が
退
任
し
て
お
り
、
後
任
が
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

(

１
０) 

神
宮
上
卿
久
我
定
房 

 

『
玉
葉
』
承
安
四(

一
一
七
四)

年
二
月
十
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

酉
剋
許
、
頭
弁
長
方
朝
臣
来
仰
云
、
神
宮
上
卿
源
大
納
言
定
房
卿
有
所
労
辞
申
、
如
本
可
奉
行
者
、
依
種
種
故
障
辞
申
了
、 

 
 

大
略
、
依
所
労
可
加
灸
治
之
由
也
、
此
上
、
内
々
頭
弁
枉
可
申
除
之
由
示
了
、
此
上
卿
極
大
事
也
、
又
付
冥
顕
有
恐
、
就 

 
 

中
近
代
事
軽
権
微
運
者
太
以
無
益
、
無
益
、[

何
固
辞
申
也
、] 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
再
び
久
我
定
房
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
お
り
、
こ
の
日
、
所
労
に
よ
り
退
任
し
た
。
そ
の
た
め
頭 

左
中
弁
八
条
長
方
が
兼
実
に
再
び
就
任
す
る
よ
う
に
と
の
後
白
河
法
皇
の
意
向
を
伝
え
た
が
、
兼
実
は
、
種
々
の
事
情
、
特
に 

所
労
に
よ
り
灸
治
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
辞
退
し
た
。 

 (

１
１) 

神
宮
上
卿
九
条
兼
実 

 

『
玉
葉
』
安
元
元(

一
一
七
五)

年
五
月
二
日
条
に
は
、「
如
一
昨
日
、
定
能
朝
臣
来
、
神
宮
上
卿
事
、
可
被
仰
之
由
、
兼
光

内
々
告
示
、
旁
可
難
奉
行
之
由
、
事
次
可
達
天
聴
〔
之
〕
旨
、
相
含
定
能
朝
臣
了
、」
と
あ
り
、
左
中
将
平
松
定
能
が
兼
実
を

訪
れ
て
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
る
よ
う
に
と
い
う
法
皇
の
内
示
を
伝
え
た
。
右
大
臣
兼
実
は
勤
め
難
い
と
の
こ
と
を
法
皇
に
伝
え

る
よ
う
に
定
能
に
伝
え
た
。 

同
四
日
条
に
は
、「
定
能
朝
臣
示
送
云
、
太
神
宮
上
卿
事
、
申
入
之
処
、
仰
云
、
右
大
臣
之
外
、
無
可
勤
仕
之
人
云
々
者
、 

何
無
勤
仕
之
人
哉
、
如
何
々
々
、
」
と
あ
り
、
定
能
が
兼
実
に
対
し
て
、
こ
の
こ
と
を
法
皇
に
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
法
皇
は
兼

実
よ
り
ほ
か
に
勤
仕
す
る
者
が
い
な
い
と
述
べ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
同
十
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

十
二
日
、
壬
辰
、
晴
、
申
刻
許
、
左
少
弁
兼
光
来
、
仰
曰
、
太
神
宮
事
、
可
計
行
〔
之
由
、
有
法
皇
詔
者
、
対
曰
、
朝
臣 

 
 

○
臣
或
之
、
或
廷
誤
、
大
事
莫
過
神
宮
、
故
先
代
〕
之
上
卿
、
皆
是
国
之
重
臣
也
、
爰
微
臣
、
齢
未
及
二
〔
毛
〕、
職
已 

帯
三
台
、
弁
満
之
恐
、
窹
寐
無
聊
、
何
況
、
奉
行
重
事
哉
、
伏
検
先
蹤
、
更
不
囘
官
職
之
高
貴
、
唯
撰
器
量
之
堪
否
者
也
、 

抑
、
先
年
承
行
此
事
之
時
、
再
三
雖
致
遁
避
、
可
応
其
撰
之
人
々
、
或
触
穢
、
或
服
仮
、
故
障
無
疑
、
因
之
、
彼
之
間
、 

暫
可
奉
行
之
由
、
聖
訓
重
疊
、
不
能
止
事
、
愗
以
掌
行
、
至
于
今
度
者
、
先
々
上
卿
、
皆
悉
無
障
、
被
仰
彼
人
々
、
為
公
、 

為
世
、
可
謂
上
計
、
就
中
、
事
雖
似
私
、
女
院
、
謂
皇
嘉
門
院
中
事
、
大
小
巨
細
莫
不
口
入
、
其
間
雑
務
多
、
象
仏
事
、 
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混
合
與
神
事
之
条
、
非
無
事
之
恐
、
加
之
、
病
侵
五
内
、
所
憑
只
三
宝
、
自
非
仏
徳
、
無
由
扶
身
、
而
奉
此
神
事
之
人
、 

出
仏
経
於
郭
外
、
禁
僧
尼
於
家
中
、
近
世
之
輩
、
神
事
之
体
、
其
法
如
不
異
祠
官
、
雖
於
理
有
妨
、
小
臣
輙
難
減
敬
神
之 

礼
、
倩
案
此
等
之
子
細
、
専
不
耐
愚
臣
之
所
役
、
敢
非
憚
君
命
、
深
以
恐
神
慮
而
已
、
伏
願
、
殿
下
曲
許
苦
請
者
、
以
此 

等
之
趣
、
宜
令
計
奏
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
左
少
弁
兼
光
が
兼
実
を
訪
れ
て
、
神
宮
の
こ
と
を
計
り
行
う
よ
う
に
と
い
う
後
白
河
法
皇
の
詔
を
伝
え
た
。 

兼
実
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
、
こ
れ
を
承
諾
し
た
。 

朝
臣
の
大
事
と
し
て
神
宮
よ
り
過
ぎ
た
も
の
は
な
い
。
故
に
先
代
の
神
宮
上
卿
は
皆
重
臣
で
あ
っ
た
。
自
ら
は
二
十
歳
に
も

満
た
な
い
う
ち
に
、
役
職
は
三
台
を
帯
び
た
が
、
神
宮
上
卿
が
勤
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
例
を
調
べ
る
と
、
官
職
の
高
貴
に 

関
わ
ら
ず
、
能
力
に
よ
っ
て
撰
ば
れ
て
い
る
。 

抑
、
先
年
、
神
宮
上
卿
に
指
名
さ
れ
た
と
き
、
再
三
辞
退
し
た
が
、
適
任
者
は
、
触
穢
、
服
仮
、
故
障
で
あ
っ
た
た
め
、
そ

の
間
、
し
ば
ら
く
の
間
、
勤
め
る
よ
う
に
法
皇
か
ら
何
度
も
命
じ
ら
れ
て
、
止
む
を
得
ず
に
勤
め
た
。
今
度
は
、
適
任
者
は
皆 

障
り
な
く
、
彼
ら
を
指
名
す
る
の
が
よ
い
。(

中
略)

愚
臣
の
所
役
と
し
て
は
絶
え
難
い
が
、
敢
え
て
君
命
を
憚
る
も
の
で
は
な

い
。(

後
略)

同
六
月
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

四
日
、
癸
丑
、
雨
下
、
未
刻
、
蔵
人
左
少
弁
兼
光
来
、
伝
法
皇
詔
云
、
神
宮
上
卿
事
令
辞
申
之
旨
、
其
理
可
然
、
但
最
末 

納
言
等
、
承
行
重
事
、
猶
不
穏
事
也
、
加
之
、
先
例
多
上
﨟
所
勤
仕
也
、
理
須
在
左
大
臣
、
而
殊
有
申
入
之
旨
等
許
、
彼 

人
々
辞
遁
、
強
出
之
、
所
請
事
已
無
理
、
但
非
重
彼
、
軽
是
之
儀
、
当
時
無
殊
障
者
、
猶
雖
暫
可
奉
行
者
、
対
曰
、
於
旨 

趣
者
、
再
三
申
入
了
、
今
詔
旨
無
所
避
、
不
得
重
請
者
、
兼
光
、
良
久
談
語
世
間
事
、
退
出
了
、
余
中
心
案
之
、
神
宮
上 

卿
事
々
沙
汰
云
、
神
事
有
恐
多
煩
、
故
万
人
欲
遁
此
役
、
微
臣
依
疎
遠
、
被
押
懸
歟
、
但
神
慮
定
有
所
量
、
何
強
遁
之
、 

 
 

左
相
被
申
旨
、
宿
老
之
者
、
可
為
先
修
繕
、
而
依
神
事
、
不
興
仏
事
、
枉
可
被
免
此
役
云
々
、
古
来
朝
之
元
老
、
所
奉
行 

 
 

来
也
、
何
依
老
被
免
哉
、
於
神
事
軽
重
者
、
非
勅
宣
事
歟
、
可
謂
無
其
理
、
粗
案
先
規
、
依
年
少
被
免
重
事
者
例
也
、
即

花
園
、
宇
治
両
左
府
是
也
、
今
優
宿
労
、
責
弱
冠
、
時
移
政
変
、
此
謂
歟
、
亥
刻
許
、
蔵
人
所
出
納
盛
俊
持
来
文
書
櫃
二

合
、
家
司
季
長
朝
臣
、
衣
冠
、
相
逢
、
合
目
録
、
請
取
之
、
占
潔
所
、
先
洗
之
、
敷
筵
立
棚
、
案
之
、
如
先
年
、
余
又
衣

冠
、
見
文
書
之
処
、
先
年
、
余
奉
行
之
時
、
更
無
相
違
、
濱
名
御
厨
文
書
一
結
所
相
加
也
、
先
是
、
仏
経
奉
出
家
中
、
僧

尼
禁
参
入
、
月
水
女
退
宿
廬
、
先
年
、
出
郭
外
、
今
度
依
式
文
、
候
宿
廬
也
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
蔵
人
左
少
弁
兼
光
が
兼
実
を
訪
れ
て
、
後
白
河
法
皇
の
詔
を
伝
え
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
兼
実
が
神
宮
上

卿
を
辞
退
し
た
い
理
由
は
当
然
で
あ
る
が
、
猶
し
ば
ら
く
勤
め
る
よ
う
に
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。
兼
実
は
承
諾
し
た
。
そ
の
後
、 

兼
実
が
「
神
宮
上
卿
事
々
沙
汰
云
、
神
事
有
恐
多
煩
、
故
万
人
欲
遁
此
役
、
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
、
神
宮
上

卿
の
人
事
が
容
易
に
は
進
ま
ず
、
兼
実
が
慰
留
さ
れ
た
理
由
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
の
後
、
蔵
人
所
出
納
盛
俊
が
神
宮
関
連
の
文
書
櫃
二
合
を
持
参
し
た
。
家
司
季
長
が
衣
冠
を
着
け
て
応
対
し
、
目
録
と
照

合
し
て
受
け
取
っ
た
。
そ
し
て
、
邸
宅
内
の
潔
所
を
探
し
て
、
そ
の
場
所
を
洗
い
、
筵
を
敷
き
、
棚
を
立
て
て
文
書
を
置
い
た
。
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兼
実
も
衣
冠
を
着
け
て
文
書
を
見
た
。
同
年
八
月
十
八
日
条
に
は
、「
為
辞
退
上
卿
、」
と
あ
り
、
兼
実
が
神
宮
上
卿
を
辞
退
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

１
２) 

神
宮
上
卿
九
条
兼
実 

 

『
玉
葉
』
安
元
元(

一
一
七
五)
年
八
月
二
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

廿
七
日
、
乙
亥
、
晴
、
未
刻
、
兼
光
来
、
仰
神
宮
上
卿
事
、
対
云
、
可
奏
承
了
由
、
但
来
月
五
日
私
有
可
参
詣
仏
寺
、
日 

 

野
、
彼
日
以
前
不
可
被
渡
文
書
、
又
細
々
宣
旨
等
被
下
他
卿
乎
、
其
後
、
以
如
消
息
、
今
一
度
可
被
仰
也
、
但
猶
可
無
便 

 

者
、
非
此
限
者
、
兼
光
答
云
、
不
可
及
沙
汰
、
可
存
此
旨
者
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
蔵
人
左
少
弁
兼
光
が
右
大
臣
兼
実
を
訪
れ
て
、
神
宮
上
卿
を
勤
仕
す
る
よ
う
に
と
の
後
白
河
法
皇
の
意
向

を
伝
え
た
。
兼
実
は
承
諾
し
た
が
、
来
月
五
日
に
仏
寺
に
参
詣
す
る
予
定
が
あ
り
、
そ
の
日
以
前
に
文
書
を
渡
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
そ
の
後
、
消
息
を
通
じ
て
、
も
う
一
度
、
そ
の
意
向
を
伝
達
し
て
も
ら
い
た
い
。
但
し
不
都
合
で
あ
れ
ば
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
兼
光
は
承
諾
す
る
旨
を
回
答
し
た
。
同
年
九
月
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

十
日
、
戊
子
、
陰
晴
不
定
、
来
刻
、
左
少
弁
兼
光
来
、
仰
曰
、
太
神
宮
上
卿
可
勤
仕
、
但
神
事
過
法
之
間
、
有
人
煩
云
々
、

因
之
、
人
別
辞
退
、
此
役
動マ

マ

無
人
于
奉
行
、
尤
不
便
宜
、
依
先
例
、
専
不
可
遵
用
近
代
之
新
儀
者
、
申
承
由
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
再
び
兼
光
が
兼
実
を
訪
れ
て
、
神
宮
上
卿
を
勤
仕
す
る
よ
う
に
と
の
後
白
河
法
皇
の
意
向
を
伝
え
た
。
そ

の
際
に
神
事
が
度
を
越
し
て
い
る
の
で
、
次
々
と
人
々
が
辞
退
し
、
こ
の
役
職
を
勤
め
る
人
が
い
な
い
。
こ
れ
は
非
常
に
不
都

合
で
あ
る
。
先
例
に
従
い
、
近
代
の
新
儀
を
遵
用
し
な
い
よ
う
に
と
の
意
向
も
申
し
添
え
た
。
兼
実
は
承
諾
し
た
。 

同
二(

一
一
七
六)

年
九
月
一
日
条
に
は
、「
依
所
労
、
神
宮
上
卿
辞
申
之
由
付
頭
弁
、
又
令
申
関
白
御
許
了
、」
と
あ
り
、
兼

実
が
所
労
に
よ
り
神
宮
上
卿
を
退
任
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

１
３) 

神
宮
上
卿
大
炊
御
門
経
宗 

 

『
玉
葉
』(

６
２)

安
元
三(

一
一
七
七)

年
正
月
十
三
日
条
に
は
、「
神
宮
上
卿
、
去
五
日
為
光
能
朝
臣
奉
行
被
仰
左
府
、
左

府
領
状
云
々
」
と
あ
り
、
同
五
日
に
左
大
臣
大
炊
御
門
経
宗
が
神
宮
上
卿
に
就
任
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

し
か
し
、
三
月
八
日
条
に
は
、「
未
刻
、
頭
右
中
将
光
能
来
仰
云
、
左
相
府
依
腫
物
、
辞
申
神
宮
上
卿
、
本
早
可
奉
行
、
又

来
十
一
日
、
可
被
発
祈
年
穀
奉
幣
、
同
可
奉
行
、
抑
、
神
宮
事
、
先
々
奉
行
之
時
、
殊
令
尋
沙
汰
之
由
聞
食
、
尤
神
妙
事
也
、

必
可
奉
行
之
者
、」
と
あ
り
、
頭
右
中
将
大
炊
御
門
光
能
が
兼
実
に
対
し
、
法
皇
の
命
令
と
し
て
経
宗
が
腫
物
に
よ
り
神
宮
上

卿
を
辞
退
し
た
の
で
、
元
の
よ
う
に
早
く
担
当
す
る
こ
と
、
祈
年
穀
奉
幣
発
遣
の
上
卿
も
勤
め
る
こ
と
を
伝
え
た
。 

さ
ら
に
、
光
能
は
、
以
前
、
兼
実
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
と
き
に
は
、
特
に
事
実
を
調
査
し
て
処
置
し
て
い
た
こ
と
を
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法
皇
が
聞
い
て
お
り
、
感
心
し
て
い
る
。
必
ず
担
当
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
条
に
、
兼
実
は
、 

「
但
当
時
沈
病
席
、
如
不
辨
東
西
、
何
況
奉
行
公
事
乎
、
今
暫
不
可
叶
、」
と
記
し
て
所
労
に
よ
り
辞
退
し
て
い
る
。 

 (

１
４) 

神
宮
上
卿
徳
大
寺
実
定 

 

『
玉
葉
』
安
元
三(

一
一
七
七)
年
三
月
十
一
日
条
に
は
、「
人
伝
云
、
神
宮
上
卿
事
、
有
可
被
仰
太
相
之
云
々
、
而
依
関
白

之
被
申
、
不
被
仰
之
、
因
之
、
下
官
奉
之
云
々
、」
と
あ
り
、
太
政
大
臣
藤
原
師
長
が
神
宮
上
卿
の
候
補
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ

た
が
、
関
白
藤
原
基
房
の
意
見
に
よ
り
指
名
さ
れ
ず
、
右
大
臣
兼
実
が
要
請
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

し
か
し
、
同
十
二
日
条
に
は
、「
自
昨
日
夜
、
風
病
猶
増
気
、
無
術
、
忽
難
復
尋
常
、
仍
送
書
於
光
能
朝
臣
、
示
可
辞
申
神

宮
上
卿
之
状
、
有
可
申
沙
汰
之
報
、」
と
あ
り
、
兼
実
が
体
調
を
理
由
に
神
宮
上
卿
を
辞
退
す
る
意
向
を
書
面
に
て
光
能
に
伝

え
て
い
る
。 

同
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
光
能
が
兼
実
を
訪
れ
て
、
先
日
、
兼
実
が
体
調
を
理
由
に
「
重
又
令
辞
申
、」
と
い
う
こ
と
に
対

し
て
、
後
白
河
法
皇
に
よ
る
「
再
三
被
仰
之
、
」
と
の
再
三
に
わ
た
る
兼
実
に
対
す
る
神
宮
上
卿
就
任
要
請
を
伝
え
て
い
る
。

「
今
強
遁
申
之
条
、
頗
遺
恨
所
思
食
也
者
、」「
内
々
示
云
、
御
気
色
頗
不
快
、
令
奉
行
御
尤
宜
歟
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
法
皇

の
強
い
意
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

兼
実
は
、「
綸
旨
重
畳
」
に
よ
り
辞
退
も
で
き
な
い
が
、
出
仕
す
る
こ
と
も
「
更
不
可
堪
」
と
し
て
、
光
能
に
そ
れ
ら
の
こ

と
を
法
皇
に
奏
聞
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
二
二
日
に
入
洛
す
る
の
で
、
そ
の
と
き
に
奏
聞
す
る
と
答
え
た
。
同
二
四

日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

光
能
朝
臣
申
云
、
神
宮
上
卿
事
、
御
所
労
、
子
細
具
以
奏
達
、
仰
云
、
尤
不
便
聞
食
、
早
可
仰
実
定
卿
云
々
、
仍
仰
彼
卿

之
処
、
已
以
領
状
、
御
辞
退
之
条
、
御
気
色
不
快
之
事
、
更
以
不
候
云
々
者
、
入
夜
、
定
能
朝
臣
示
送
云
、
御
所
労
事
、

達
叡
聞
了
、
更
無
不
快
之
御
気
色
云
云
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
九
条
兼
実
が
後
白
河
法
皇
に
対
し
て
所
労
を
理
由
に
神
宮
上
卿
辞
退
を
申
し
出
た
こ
と
に
よ
り
、
法
皇
は

光
能
に
早
く
左
大
臣
徳
大
寺
実
定
に
神
宮
上
卿
就
任
を
命
じ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
光
能
が
実
定
に
伝
え
る
と
、
実
定
は
就
任

を
承
諾
し
た
。 

 (

１
５) 

神
宮
上
卿
三
条
実
房 

 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 

三
條
左
大
臣 

 
 
 
 
 
 

○
實
房
公 
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愚
昧
記
云
、
安
元
三
年
十
月
五
日
、
石
清
水
行
幸
、
抑
八
幡
宿
院
是
極
楽
寺
也
、
予
為
神
宮
上
卿
入
門
内
之
条
可
有
憚
哉
、 

 
 

頗
以
不
審
、
仍
申
合
相
府
之
処
、
以
神
殿
為
本
躰
欤
、
又
神
事
被
憚
之
由
不
覚
悟
云
々
、
問
例
於
師
尚
之
処
、
示
云
、
先 

 
 

例
只
今
不
覚
悟
、
但
新
嘗
会
以
前
、
八
幡
行
幸
有
其
例
也
、
不
可
憚
也
云
々
、
此
例
尤
可
准
拠
也
、
仍
参
入
了
、 

 
 

(

中
略) 

廿
一
日
、
早
旦
、
沐
浴
了
、
着
衣
冠
、
於
庭
中
解
除
、
神
宮
十
二
ヶ
条
解
状
宣
下
、
先
了
、
向
予
参
宮
之
時
、
付
遅
怠
之 

 
 

解
状
、
則
奏
聞
之
処
、
可
尋
沙
汰
之
由
、
一
日
比
被
仰
之
、
仍
披
見
文
書
等
、
次
以
史
孝
周
尋
遣
隆
職
宿
禰
許
了
、 

 

『
愚
昧
記
』
治
承
元(

一
一
七
七)
年
十
月
五
日
・
二
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
権
大
納
言
三
条
実
房
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
お
り
、

神
宮
か
ら
提
出
さ
れ
た
十
二
カ
条
の
解
状
に
対
す
る
宣
下
を
担
当
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
庭
中
に
お
い
て
解

除
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
神
宮
に
対
す
る
宣
下
も
神
事
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
同
十
二
月
八

日
・
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

十
二
月
八
日
、
神
宮
訴
事
、
清
書
了
、
又
文
書
了マ

マ

調
結
之
、
明
且マ

マ

可
給
光
能
朝
臣
也
、
晩
頭
洗
髪
、
入
夜
、
沐
浴
之
後
、 

 
 

於
庭
中
解
除
之
次
、
奉
遥
拝
太
神
宮
、
是
心
中
有
祈
請
事
之
故
也
、
可
至
来
十
七
日
也
、
九
日
、
先
日
可
計
申
之
由
被
仰 

 
 

下
之
、
神
宮
訴
事
注
折
紙
二
枚
、
内
外
各
一
枚
、
相
副
文
書
ホ
、
付
頭
権
大
夫
光
能
朝
臣
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
日
、
実
房
が
神
宮
か
ら
の
訴
訟
文
書
を
清
書
す
る
な
ど
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
翌
日
、
光
能
に
渡
す
た

め
で
あ
っ
た
。
晩
頭
に
洗
髪
し
、
夜
に
入
り
、
沐
浴
の
後
、
庭
中
に
お
い
て
解
除
し
、
神
宮
に
遥
拝
し
た
。
翌
九
日
、
先
日
奏

聞
す
る
よ
う
に
後
白
河
法
皇
か
ら
命
じ
ら
れ
た
神
宮
か
ら
の
訴
訟
を
折
紙
二
枚
に
注
し
た
も
の
を
、
文
書
を
副
え
て
頭
弁
光
能

に
付
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
、
神
宮
文
書
を
取
り
扱
う
際
に
如
何
に
清
浄
性
が
求
め
ら
れ
た
か
わ
か
る
。 

  
(

１
６) 

神
宮
上
卿
中
御
門
宗
家 

 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 

中
御
門
大
納
言 ○ 

宗
家
卿 

 
 

吉
部
秘
訓
抄
云
、
一
於
上
卿
亭
神
宮
領
訴
評
定
事
、 

 
 
 

文
治
二
五
廿
四
同
記
云
、
大
夫
史
広
房
来
談
云
、
今
日
、
於
上
卿
中
御
門
大
納
言
宗
家
亭
、
今
日
、
始
有
神
宮
訴
訟 

 
 
 

評
定
事
、
上
卿
、
衣
冠
、
取
笏
、
横
座
、
半
帖
、
寄
人
一
行
、
縁
端
畳
、 

 
 

夕
拝
備
急
至
要
抄
云
、
一
、
神
宮
雑
訴
、
上
卿
第
沙
汰
、 

 
 
 

文
治
二
年 

 
 
 
 

上
卿
権
大
納
言
宗
家 

 

『
吉
部
秘
訓
抄
』
に
よ
れ
ば
、
文
治
二(

一
一
八
六)

年
五
月
二
四
日
に
神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
権
大
納
言
中
御
門
宗
家
の
邸
宅
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に
お
い
て
神
宮
訴
訟
の
評
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
夕
拝
備
急
至
要
抄
』
に
も
同
年
に
神
宮
雑
訴
が
神
宮
上
卿
中
御

門
宗
家
邸
に
お
い
て
評
定
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宗
家
は
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
中
御
門
宗
能
の
子
で
あ
る
。(

６
３)

 

 
 (

１
７) 

神
宮
上
卿
三
条
実
房 

  

『
玉
葉
』
文
治
三(

一
一
八
七)
二
月
二
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
日
、
壬
辰
、
天
陰
、
時
々
小
雨
、
親
経
来
云
、
丹
州
三
品
事
、
昨
日
被
宣
下
了
、
上
卿
兼
光
卿
、
名
字
栄
子
云
々
、
又 

 
 

申
神
宮
上
卿
之
間
事
、
右
大
将
領
状
、
欲
遣
文
書
之
処
、
本
上
卿
宗
家[

卿]

参
春
日
、
仍
未
遣
云
々
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
ま
で
に
大
納
言
三
条
実
房
が
神
宮
上
卿
に
就
任
す
る
こ
と
を
承
諾
し
、
神
宮
文
書
の
送
付
を
希
望

し
た
が
、
前
任
の
中
御
門
宗
家
が
春
日
社
に
参
詣
中
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
送
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

１
８) 

神
宮
上
卿
徳
大
寺
実
定 

 
 

『
玉
葉
』
文
治
四(

一
一
八
八)

年
六
月
二
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

今
旦
、
実
教
朝
臣
来
、
申
所
衆
滝
口
等
初
参
輩
事
、
又
申
、
神
宮
上
卿
、
可
仰
右
大
臣
旨
、
有
勅
定
之
由
、
申
之
、
即
仰 

 
 

可
仰
彼
大
臣
之
由
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
に
右
大
臣
徳
大
寺
実
定
を
補
任
す
る
よ
う
に
と
の
勅
定
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ

が
、
同
二
七
日
条
に
は
、「
廿
七
日
、
辛
卯
、
宗
隆
来
、
申
神
宮
上
卿
并
役
夫
工
上
卿
等
事
、
右
大
臣
辞
神
宮
上
卿
、
堀
川マ

マ

大

納
言
辞
遷
宮
上
卿
、」
と
あ
り
、
実
定
は
補
任
さ
れ
て
数
日
後
に
辞
任
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  
(

１
９) 

神
宮
上
卿
中
御
門
実
家 

  

岡
野
浩
二
氏
に
よ
れ
ば
、『
玉
葉
』
建
久
二(

一
一
九
一)

年
五
月
二
四
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
中
御
門
実
家
が
神
宮
上
卿
に

補
任
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。(

６
４)

同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
四
日
、
辛
未
、
天
晴
、
宗
頼
朝
臣
来
、
申
条
々
事
、
伊
勢
国
地
頭
之
間
事
也
、
先
日
、
依
頼
朝
卿
奏
請
、
遣
官
使
於 

 
 

彼
国
、
相
副
彼
卿
使
者
、
尋
捜
子
細
、
帰
参
、
文
書
及
数
合
、
仰
官
令
注
進
肝
心
之
事
也
、
余
仰
云
、
注
出
可
仰
遣
関
東 

 
 

之
事
等
、
其
上
於
神
宮
上
卿
、
実
家
卿
領
状
云
々
、
亭
、
定
寄
人
、
加
評
定
、
可
仰
遣
関
東
、
此
旨
可
奏
聞
之
由
仰
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
日
ま
で
に
大
納
言
中
御
門
実
家
が
神
宮
上
卿
へ
の
就
任
を
承
諾
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
十
月
十

二
日
条
に
は
、「
又
、
被
行
軒
廊
、
上
卿
同
人
也
、
神
宮
上
卿
藤
大
納
言
、
所
労
不
参
〔
之
〕
替
也
、」
と
あ
り
、
こ
の
時
点
に

お
い
て
も
在
任
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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第
三
節 

鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿 

 

(

１)
 

神
宮
上
卿
中
山
忠
親 

 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 

中
山
内
大
臣 

 
 
 
 
 
 
 
 

○
忠
親
公 

 
 

百
錬
抄
云
、
建
久
四
年
四
月
十
三
日
己
酉
、
於
太
神
宮
上
卿
内
大
臣
亭
、
寄
人
等
評
定
神
宮
事
、 

 
 

夕
拝
備
急
至
要
抄
云
、 

 
 
 

一
、
神
宮
雑
訴
上
卿
第
沙
汰 

 
 
 
 
 
 

建
久
四
年 

 
 
 
 
 
 
 

上
卿 

 

内
大
臣
中
山 

 

『
百
錬
抄
』
建
久
四(

一
一
九
三)

年
四
月
十
三
日
条
に
は
、
神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
内
大
臣
中
山
忠
親
の
邸
宅
に
お
い
て
寄
人

が
集
ま
り
、
神
宮
か
ら
の
雑
訴
が
評
定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

(

２)
 

神
宮
上
卿
西
園
寺
実
宗 

 

『
玉
葉
』
建
久
五(

一
一
九
四)

年
正
月
十
三
日
条
に
は
、「
十
三
日
、
乙
亥
、
晴
、
戌
刻
、
着
直
衣
、
相
伴
左
大
将
、
参
法

勝
寺
、
上
卿
実
宗
卿
奉
神
宮
事
、
仍
以
親
信
卿
為
仮
上
卿
、」
と
あ
り
、
大
納
言
西
園
寺
実
宗
が
神
宮
上
卿
に
就
任
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。 

 (

３)
 

神
宮
上
卿
大
炊
御
門
頼
実 

 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 

中
山
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 
 
 
 

○
頼
實
公 

 
 

愚
昧
記
云
、
建
久
五
年
十
二
月
廿
六
日
、
先
太
神
宮
大
宮
司
定
事
、
右
大
将
奉
行
也
、
中
畧
、
次
有
東
大
寺
供
養
定
事
、 

 
 

先
是
右
大
将
退
出
、
依
為
神
事
奉
行
也
、 

 

『
愚
昧
記
』
建
久
五(

一
一
九
四)

年
十
二
月
二
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
神
宮
大
宮
司
定
が
行
わ
れ
、
権
大
納
言
大
炊
御
門
頼
実

が
奉
行
し
た
。
こ
の
後
、
東
大
寺
供
養
定
も
行
わ
れ
た
が
、
頼
実
は
「
神
事
奉
行
」
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
退
出
し
て
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い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
当
時
の
頼
実
が
神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
頼
実
は
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
大
炊
御
門
経
宗

の
子
で
あ
る
。(

６
５) 

 
 (

４)
 

神
宮
上
卿
九
条
良
経 

 

藤
原
定
家
の
『
明
月
記
』(
６
６)

正
治
元(

一
一
九
九)

年
七
月
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

六
日
、
天
晴
、
参
角
殿
、
入
夜
、
退
下
、
神
宮
上
卿
事
、
此
間
可
被
仰
云
々
、
又
仗
議
已
被
□
□
神
宮
神
鏡
事
、
香
椎
宮

神
人
自
害
事
云
々
、
祈
年
穀
奉
幣
、
公
卿
勅
使
召
仰
、
連
々
可
出
仕
由
有
仰
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
左
少
将
藤
原
定
家
が
神
宮
上
卿
の
人
事
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
宮
神
鏡
の
事
件
が
仗
議

の
議
題
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
承
知
し
て
お
り
、
仗
議
に
出
席
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
神
宮
行
政
を
含
め
て
朝

廷
の
枢
機
を
知
り
得
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
十
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
(

前
略)

夕
参
大
臣
殿
、
左
宰
相
中
将
兼
参
入
、
又
神
祇
大
副
為
定
参
入
、
申
小
朝
熊
社
神
鏡
事
等
、
私
所
存
申
之
、
事
次

被
仰
神
宮
上
卿
神
事
間
事
、
深
更
退
出
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
定
家
が
左
大
臣
九
条
良
経
邸
を
訪
れ
た
。
左
宰
相
中
将
や
神
祇
大
副
為
定
も
参
入
し
た
。
定
家
は
、
神
宮

末
社
の
小
朝
熊
社
神
鏡
紛
失
事
件
に
つ
い
て
自
ら
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
に
良
経
か
ら
「
神
宮
上
卿
神
事
間
事
」、 

即
ち
、
神
宮
上
卿
在
任
中
の
心
構
え
に
つ
い
て
話
が
あ
っ
た
。
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
九
条
兼
実
の
次
男
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る

と
考
え
る
。(

６
７)

同
二
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る 

 

廿
二
日
、
天
晴
、
巳
時
許
参
大
臣
殿
、
仰
云
、
今
日
可
渡
神
宮
文
書
、
仍
沐
浴
之
後
、
欲
解
除
者
、
未
時
許
、
晴
光
奉
仕

御
祓
、
予
陪
膳
、
殿
下
御
衣
冠
、
於
庭
上
御
祓
了
、
有
御
拝
、
為
請
取
彼
文
書
、
家
司
親
房
束
帯
伺
候
、
以
中
門
妻
戸
内
、

為
置
所
云
々
、 

こ
の
記
事
の
存
在
は
、
既
に
岡
野
浩
二
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、(

６
８)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
定
家
が
良
経
邸
を
訪

れ
る
と
、
良
経
が
こ
の
日
神
宮
文
書
を
渡
す
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
こ
で
定
家
は
沐
浴
の
後
、
解
除
し
た
。
良
経
も
衣
冠
を
着
け
、

晴
光
の
奉
仕
で
庭
上
に
て
御
祓
い
を
受
け
た
。
定
家
は
近
侍
し
た
。
良
経
は
、
神
宮
に
御
拝
の
後
、
定
家
か
ら
神
宮
文
書
を
受

け
取
っ
た
。
家
司
の
親
房
も
束
帯
で
伺
候
し
て
お
り
、
中
門
の
妻
戸
内
を
も
っ
て
文
書
の
保
管
場
所
と
し
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
良
経
が
神
宮
上
卿
に
就
任
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
定
家
の
神
宮
行
政
に
お
け
る
役
割
は
判
然
と
し
な

い
が
、
有
職
故
実
に
通
じ
た
公
家
と
し
て
神
宮
文
書
の
管
理
を
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
同
二
五
日
条
に
は
次
の

よ
う
に
み
え
る
。 

 

廿
五
日
、
天
晴
、
旱
魃
渉
旬
、
参
大
臣
殿
、
今
日
、
依
小
朝
熊
神
鏡
定
、
可
有
御
参
内
、
公
卿
等
多
申
障
云
々
、
甚
乏
少

云
々
、
右
府
雖
有
別
院
宣
、
称
病
不
被
参
云
々
、 

こ
の
こ
と
は
、『
百
錬
抄
』(

６
９)

同
日
条
に
も
、「
七
月
廿
五
日
、
有
仗
議
、
伊
勢
太
神
宮
末
社
小
朝
熊
社
岩
上
御
鏡
紛
失
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事
也
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
良
経
を
上
卿
と
し
て
神
宮
末
社
小
朝
熊
社
の
神
鏡
紛
失
事
件
に
つ
い
て
の
仗
議
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。『
明
月
記
』
同
二
七
日
条
に
は
、「
廿
七
日
、
天
晴
、
参
大
臣
殿
、
兼
定
参
入
、
進
神
宮
文
書
、
訴
訟
記
録
所

勘
状
等
、」
と
あ
り
、
兼
定
が
良
経
の
も
と
へ
訴
訟
や
記
録
所
の
勘
状
な
ど
神
宮
文
書
を
持
参
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

５)
 

神
宮
上
卿
源
通
資 

 

『
明
月
記
』
正
治
元(

一
一
九
九)
年
十
二
月
二
一
日
条
に
は
、「
廿
一
日
、
天
晴
、
兵
部
権
少
輔
入
来
、
神
宮
文
書
、
明
日

早
旦
可
被
渡
源
大
納
言
云
々
、」
と
あ
り
、
同
二
二
日
条
に
は
、「
今
日
、
神
宮
文
書
渡
被

マ

マ

源
大
納
言
許
云
々
、」
と
あ
る
。
こ

れ
ら
に
よ
れ
ば
、
兵
部
権
少
輔
が
定
家
を
訪
れ
、
神
宮
文
書
を
明
日
権
大
納
言
源
通
資
に
渡
す
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
れ
を
う

け
て
、
翌
日
、
定
家
は
通
資
に
神
宮
文
書
を
渡
し
た
。 

通
資
は
、
当
時
の
後
鳥
羽
上
皇
の
院
政
下
に
お
い
て
執
事
を
勤
め
て
お
り
、(

７
０)

上
皇
の
信
任
が
厚
い
公
卿
で
あ
っ
た
こ

と
、
さ
ら
に
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
久
我
雅
通
の
次
男
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
選
任
さ
れ
た
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。(

７
１) 

 (

６)
 

神
宮
上
卿
九
条
道
家 

 

白
根
靖
大
氏
は
、「
後
鳥
羽
院
政
期
に
な
る
と
、
兼
実
の
孫
に
あ
た
る
九
条
道
家
も
ま
た
神
宮
上
卿
を
拝
命
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
建
暦
元(

一
二
一
一)

年
五
～
七
月
の
『
玉
蘂
』
を
眺
め
る
と
、
割
と
頻
繁
に
宣
旨
が
持
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
日
常
的
に 

案
件
処
理
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
看
取
で
き
る
。」
と
さ
れ
、
同
二
年
三
月
二
二
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
伊
勢
神
宮
以
下
に
対

し
て
訴
訟
手
続
き
の
遵
守
を
命
じ
た
「
建
暦
の
新
制
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

７
２) 

道
家
の
記
録
で
あ
る
『
玉
蘂
』
承
元
四(

一
二
一
〇)

年
十
月
十
七
日
条
に
は
、「
今
夜
、
帰
上
神
宮
文
書
了
、
召
出
納
給
之
、 

取
請
文
欤
、
帰
之
後
、
有
秡
事
、」
と
あ
り
、
権
大
納
言
九
条
道
家
が
神
宮
文
書
を
内
覧
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
当
時
、
既

に
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

７)
 

神
宮
上
卿
久
我
通
光 

 

岡
野
浩
二
氏
に
よ
れ
ば
、『
猪
隈
関
白
記
』
承
元
三(

一
二
〇
九)

年
八
月
二
二
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
権
大
納
言
久
我
通
光

が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
。(

７
３)

同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

７
４) 

 
 

廿
二
日
、
癸
未
、
雨
猶
不
止
、
今
日
、
有
陣
定
事
、
造
伊
勢
太
神
宮
行
事
官
申
、
外
院
有
穢
之
時
、
内
院
可
為
穢
哉
否 

 
 

事
、
又
雑
穢
気
、
依
造
宮
所
申
、
可
有
此
定
之
由
有
院
仰
、
遮
有
此
沙
汰
、
強
不
可
然
歟
、 

さ
ら
に
、
こ
の
記
事
の
脇
に
次
の
書
き
込
み
が
み
ら
れ
る
。 
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并
服
仮
間
事
扌
也
、
奉
行
神
宮
上
卿
源
大
納
言
通
光
卿
也
、
左
大
臣
以
下
公
卿
十
一
人
参
入
云
々
、
藤
宰
相
光
親
卿 

 
 

書
定
文
云
々
、
当
時
、
無
雖
穢
、 

以
上
に
よ
れ
ば
、
陣
定
が
行
わ
れ
、
造
伊
勢
太
神
宮
行
事
官
よ
り
、
神
宮
の
外
院
に
お
い
て
穢
れ
が
発
生
し
た
と
き
は
、
内

院
に
お
い
て
も
穢
れ
と
す
る
の
か
と
の
提
議
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
こ
の
陣
定
は
、
左
大
臣
以
下
十
一
名
の
公
卿
に

よ
っ
て
行
わ
れ
、
奉
行
を
神
宮
上
卿
久
我
通
光
が
勤
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

８)
 

神
宮
上
卿
九
条
道
家 

 

『
玉
蘂
』
承
元
四(

一
二
一
〇)

年
十
月
十
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

十
七
日
、
天
晴
、
此
日
、
軒
廊
卜
并
弓
場
始
也
、(
中
略)

於
陣
腋
招
親
房
、
問
神
祇
官
中
臣
参
否
、(

中
略)

余
仰
云
、
蔵 

 
 

人
左
衛
門
権
佐
此
方
尓
、
官
人
称
唯
退
、
召
之
、
次
親
房
入
宣
仁
門
代
、
経
座
、
後
居
余
座
下
方
、
余
居
向
奏
云
、
神
宮 

 
 

事
御
卜
候
、
即
起
進
御
所
了
、
小
時
来
云
、
聞
食
了
、(

中
略)
余
云
、
諸
司
候
哉
、
兼
定
云
、
候
、(

中
略)

小
時
親
房
来 

 
 

云
、
官
寮
被
召
著
事
如
何
、
余
云
、
置
水
コ
ソ
、
即
退
了
、
次
置
火
水
了
、
仍
召
官
人
、
召
弁
、
仰
云
、
神
祇
官
・
陰
陽 

 
 

寮
召
才
、
称
唯
、
退
了
、
次
先
神
祇
官
著
座
、
東
上
南
面
、
次
陰
陽
寮
著
座
、
西
上
南
面
、
已
上
以
中
為
上
、
皆
座
定
後
、 

 
 

余
召
云
、
為
茂
朝
臣
、
為
伊
勢
事
、
仍
召
中
臣
也
、
為
茂
進
軾
、
余
置
笏
給
本
解
、
留
外
記
例
、
仰
云
、
吉
凶
卜
申
ス
、 

 
 

帰
著
、
次
又
召
云
、
陰
陽
頭
賀
茂
朝
臣
宣
平
進
来
、
仰
云
、
九
月
十
九
日
犬
産
穢
入
宮
中
事
、
吉
凶
卜
申
ス
、
次
復
座
、 

 
 

官
寮
相
共
卜
之
、
其
間
殊
経
刻
限
了
、
皆
卜
了
、
為
茂
入
板
莒
蓋
、
進
之
、
余
留
文
、
返
給
莒
、
一
切
不
取
莒
、
仍
猶
押

遣
之
、
仍
取
了
、
次
宣
平
入
莒
、
借
官
莒
也
、
進
之
、
又
留
文
、
返
給
莒
、
余
取
文
、
披
見
、
一
礼
紙
中
巻
籠
、
次
以
官 

 
 

人
召
職
事
、
親
房
来
、
余
取
之
、
付
之
云
、
内
覧
奏
聞
、(

中
略)

次
自
下
座
退
之
由
仰
之
、
即
退
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
去
る
九
月
十
九
日
に
神
宮
に
お
い
て
触
穢
事
件
が
お
こ
っ
た
こ
と
を
う
け
て
、
十
月
十
七
日
に
軒
廊
御
卜 

が
行
わ
れ
た
。
道
家
は
神
宮
上
卿
と
し
て
こ
の
儀
式
を
取
り
仕
切
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

同
建
暦
元(

一
二
一
一)

年
三
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

早
旦
、
遣
消
息
於
頭
弁
許
、
辞
神
宮
上
卿
事
、
其
状
載
左
、 

 
 
 

一
日
、
仰
下
神
宮
上
卿
事
、
朝
之
大
事
莫
過
神
宮
、
故
先
代
上
卿
皆
是
国
之
重
臣
也
、
爰
微
臣
職
非
三
台
、
齢
未
満
二 

 
 
 

旬
、
何
愚
昧
之
質
、
於
奉
行
重
事
哉
、
粗
検
先
蹤
、
更
不
因
官
職
之
高
下
、
唯
撰
器
量
之
堪
否
者
也
、
抑
先
年
承
此
事 

 
 
 

之
時
、
雖
致
遁
避
、
本
奉
行
之
人
有
障
之
間
、
暫
可
請
取
文
書
之
由
被
仰
下
之
間
、
愗
以
掌
行
至
干
今
度
者
先
々
上
卿 

 
 
 

皆
悉
無
障
被
仰
彼
人
々
、
尤
可
為
上
計
、
就
中
叔
父
僧
都
良
海
、
年
来
宿
痾
近
日
弥
留
、
仍
無
左
右
、
請
取
文
書
之
条 

 
 
 

非
無
恐
欤
、
得
此
心
、
可
然
之
様
、
可
被
洩
奏
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 
 
 

三
月
廿
日 

 
 
 

左
大
将
判 

 
 
 
 
 

頭
弁
殿 
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追
申 

 
 
 
 
 

於
今
度
者
旁
難
治
事
等
候
、
抂
可
被
仰
他
人
也
、
如
加
詞
可
令
申
免
給
候
也
、 

 
 
 

返
事
云
、
早
奏
此
旨
、
可
申
左
右
者
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
権
大
納
言
九
条
道
家
が
頭
弁
に
書
状
を
出
し
て
、
神
宮
上
卿
退
任
を
申
請
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

道
家
が
「
朝
之
大
事
莫
過
神
宮
、
故
先
代
上
卿
皆
是
国
之
重
臣
也
、」
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
上

卿
の
位
置
づ
け
の
高
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
不
因
官
職
之
高
下
、
唯
撰
器
量
之
堪
否
者
也
、」
と
の
記
事
は
、
当

時
の
神
宮
上
卿
人
事
に
つ
い
て
、
官
職
の
高
下
よ
り
も
実
務
能
力
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る 

こ
の
書
状
の
な
か
で
「
叔
父
僧
都
良
海
、
年
来
宿
痾
近
日
弥
留
、」
と
叔
父
の
容
体
を
記
し
、
追
伸
と
併
せ
て
神
宮
上
卿
を

退
任
し
た
い
意
向
を
伝
え
て
い
る
。
親
族
の
病
気
や
死
も
穢
れ
と
な
り
、
自
ら
退
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
道
家
は
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
お
り
、
こ
の
申
請
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

同
五
月
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

依
為
神
宮
上
卿
、
不
拝
北
斗
、
昨
日
問
遣
為
定
朝
臣
状
申
状
也
、 

 

北
斗
御
拝
不
可
候
、
可
被
行
、
其
由
御
禊
候
欤
、
斎
王
群
行
日
不
可
奉
燈
北
辰
之
趣
、
依
□
□
式
条
、
神
事
之
上
卿
、 

雖
群
行
之
時
、
被
指
揮
憚
候
也
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 

五
月
六
日 

 
 

神
祇
大
副
為
定 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
家
が
神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
北
斗
七
星
を
拝
ま
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
神
祇
大
副
為
定
に

問
い
合
わ
せ
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
返
状
が
届
い
て
い
る
。
禁
忌
事
項
の
確
認
も
職
務
遂
行
の
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
十
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

未
刻
左
中
弁
宣
房
朝
臣
来
、
予
仰
云
、
月
読
宮
造
替
間
事
、
可
准
別
宮
之
由
宣
下
已
畢
、
又
可
増
寸
法
一
定
切
了
、
雖
不 

可
□
長
承
例
已
有
議
定
、
御
占
等
今
度
無
沙
汰
被
仰
下
了
、
守
神
慮
、
非
無
疑
、
若
准
長
承
例
、
被
行
御
占
欤
、
不
審
申

之
由
便
宜
可
聞
伝
奏
光
親
卿
也
、
如
此
申
状
非
無
恐
、
然
而
先
度
已
無
□
仰
下
了
、
而
可
進
忽
不
申
外
訴
依
申
諾
給
之
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
家
が
左
中
弁
宣
房
に
月
読
宮
の
造
替
を
別
宮
に
准
ず
る
よ
う
に
宣
下
さ
れ
た
こ
と
、
寸
法
を
増
や
す
こ

と
が
定
め
ら
れ
こ
と
を
伝
え
た
。
承
元
三(

一
二
〇
九)

年
九
月
十
六
日
に
は
、
第
二
八
回
内
宮
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。(

７
５)

同
六
月
十
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

十
七
日
、
天
晴
、
此
日
軒
廊
御
卜
也
、
仍
早
旦
沐
浴
解
除
如
例
、
又
以
長
俊
朝
臣
奉
書
、
抑マ

マ

遣
今
日
可
行
御
卜
之
由
於
職 

 
 

事
資
頼
大
外
記
等
許
了
、
申
刻
許
六
位
史
来
、
申
官
寮
散
状
、
中
臣
参
否
未
承
云
々
、
早
可
尋
問
之
由
仰
了
、
戌
刻
、
著 

 
 

束
帯
参
内
、
皇
居
大
炊
御
門
富
小
路
第
、
於
陣
腋
、
招
左
中
弁
宣
房
朝
臣
、
問
官
寮
参
否
、
申
皆
参
之
由
、
又
云
、
中
臣 

 
 

誰
人
参
哉
、
宣
房
問
史
、
申
云
、
兼
清
ト
申
者
也
、
則
著
陣
奥
座
、
以
官
人
招
職
事
、
蔵
人
民
部
少
輔
資
頼
来
、
就
予
座 

 
 

下
、
予
奏
云
、
大
神
宮
雑
穢
事
御
卜
候
フ
、
資
頼
退
去
、
参
御
所
、
申
此
由
、
則
帰
来
、
仰
聞
食
之
由
、
此
次
予
云
、
可 

 
 

候
陣
辺
也
者
、
雖
不
可
必
仰
、
未
練
職
事
逐
電
者
可
為
違
乱
故
也
、
退
、
次
予
起
座
、
移
著
端
座
、
以
扇
直
履
、
次
召
官 
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人
、
々
々
参
候
小
庭
、
仰
云
、
随
身
ニ
令
持
タ
ル
文
書
取
天
参
レ
、
官
人
称
唯
、
退
、
取
之
、
持
参
、
置
余
前
、
退
帰
之 

 
 

間
仰
云
、
軾
、
則
置
之
、
次
以
官
人
召
弁
、
左
中
弁
宣
房
朝
臣
就
軾
、
予
仰
可
敷
官
寮
座
之
由
、
宣
房
此
次
申
云
、
中
臣 

 
 

名
ハ
清
進
ト
申
、
退
仰
之
、
次
掃
部
敷
座
小
庭
、
西
間
ニ
ハ
敷
官
座
、
以
東
為
上
、
東
間
ニ
ハ
敷
寮
座
、
以
西
為
上
、
次 

 
 

兼
直
・
宣
房
就
神
祇
官
、
陰
陽
寮
召
才
、
式
、
仰
可
罷
寄
座
之
由
、
宣
房
微
唯
退
去
、
則
官
寮
人
上
自
西
方
、
各
著
座
、 

 
 

神
祇
官
、
前
権
大
副
卜
部
□
□
、
権
大
副
卜
部
兼
□
、
以
上
四
位
、
権
少
副
卜
部
兼
直
五
位
、
権
少
祐
大
中
臣
清
重
五
位
、 

 
 

東
上
南
面
、
陰
陽
寮
頭
賀
茂
宣
平
、
権
助
安
倍
孝
皇マ

マ

、
以
上
四
位
、
左
京
権
亮
、
同
範
実
五
位
、
西
上
何
面
、
置
占
卜
之 

雑
具
并
水
火
等
、
後
余
正
笏
、
不
向
座
奥
也
、
召
清
重
朝
臣
、
依
五
位
召
名
、
依
伊
勢
事
召
中
臣
□
、
清
重
参
就
膝
突
、

予
置
笏
、
給
本
解
、
在
続
文
、
其
例
等
、
巻
籠
一
礼
紙
、
不
解
結
語
、
法
家
勘
文
同
在
之
、
仰
云
、
吉
凶
可
令
卜
申
、
吉

凶
、
又
仰
云
、
穢
気
連
々
、
神
事
懈
怠
若
有
祟
否
同
可
卜
申
才
、
清
重
微
唯
復
座
、
次
召
陰
陽
頭
朝
臣
、
依
四
位
召
官
也
、

不
用
訓
詞
、
宣
房
朝
臣
就
軾
、
余
仰
云
、
太
神
官マ

マ

司
言
、
二
所
太
神
宮
雑
穢
事
、
吉
凶
可
令
占
申
者
、
依
不
下
文
書
、
以

詞
細
々
所
仰
也
、
又
仰
云
、
穢
気
連
々
、
子
細
如
端
、
同
可
占
申
者
、
宣
平
復
座
、
神
祇
官
令
伝
見
文
書
於
寮
官
ニ
卜マ

マ

シ
、

寮
占
之
、
此
間
経
時
刻
、
各
成
勘
文
次
第
加
署
、
先
清
重
進
卜
形
、
副
本
解
等
、
置
板
莒
蓋
占
形
、
々
々
縦
入
之
、
本
解

下
方
横
入
之
、
余
取
之
、
置
前
、
仰
云
、
連
々
穢
気
事
何
不
占
申
哉
、
早
可
書
入
者
、
仍
返
給
之
、
清
重
復
座
、
仰
之
、

兼
茂
朝
臣
申
云
、
此
事
口
宣
不
可
□
一
紙
、
可
為
別
紙
欤
、
予
仰
云
、
一
紙
常
事
也
、
然
而
一
紙
又
有
例
者
、
本
ノ
卜
形

可
返
上
也
、
仍
清
重
又
返
上
之
、
予
取
之
置
前
、
清
重
復
座
、
官
又
占
之
、
宣
平
申
云
、
公
家
御
番
火マ

マ

事
等
可
入
欤
、
仰

云
、
有
所
見
、
何
不
入
哉
、
早
可
書
入
也
、
此
間
又
経
時
刻
畢
、
此
間
、
予
召
宣
房
朝
臣
、
問
穢
気
連
々
間
事
、
依
有
猶

不
審
也
、
次
宣
平
朝
臣
借
件
板
莒
蓋
、
入
占
形
二
通
、
持
来
、
進
之
、
余
取
文
返
給
莒
、
余
各
委
見
之
、
本
解
在
外
記
例

并
法
家
勘
文
等
、
如
本
巻
、
結
之
、
卜
形
四
通
、
神
祇
官
二
通
、
陰
陽
寮
二
通
、
各
引
一
礼
紙
、
巻
一
礼
紙
、
仍
法
家
寮

為
二
通
、
并
三
通
置
座
前
、
以
官
人
召
外
記
、
外
記
参
候
小
庭
、
予
仰
云
、
莒
持
参
レ
、
則
持
参
之
就
軾
、
進
之
退
下
、

予
入
件
本
解
占
形
等
、
以
官
人
召
蔵
人
、
民
部
権
少
輔
資
頼
付
之
、
仰
可
内
覧
奏
聞
之
由
、
資
頼
取
之
、
予
云
、
今
夜
、

不
可
返
可マ

マ

者
、
可
令
退
官
寮
欤
、
資
頼
申
、
奏
事
定
及
遅
々
欤
、
近
代
皆
如
此
、
早
可
有
御
退
出
欤
、
予
然
諾
、
資
頼
退

下
、
次
予
目
、
官
寮
各
起
座
畢
、
次
掃
部
寮
撤
座
了
、
次
予
起
座
、
退
出
、
不
参
御
所
、
依
及
深
更
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
に
お
け
る
触
穢
事
件
を
う
け
て
、
軒
廊
御
卜
が
行
わ
れ
た
。
道
家
は
神
宮
上
卿
と
し
て
、
頭
弁
、
職

事
の
蔵
人
、
地
下
官
人
、
陰
陽
寮
と
神
祇
官
の
役
人
を
指
揮
し
て
、
そ
の
運
営
に
あ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
指
示
は
微
に
入
り
、

細
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

具
体
的
に
主
な
内
容
を
挙
げ
る
と
、
陣
座
に
お
い
て
出
欠
席
者
を
確
認
す
る
な
ど
し
た
後
、「
大
神
宮
雑
穢
事
御
卜
候
フ
」

と
職
事
の
蔵
人
民
部
少
輔
資
頼
を
通
じ
て
後
鳥
羽
上
皇
に
奏
聞
し
た
。
「
聞
食
之
由
」
と
承
る
と
、
列
席
者
に
集
合
を
か
け
、

陰
陽
寮
と
神
祇
官
の
役
人
を
召
し
た
。 

 

そ
こ
で
神
祇
権
少
祐
大
中
臣
清
重
に
「
吉
凶
可
令
卜
申
、」
と
命
じ
た
。
次
に
陰
陽
頭
に
「
二
所
太
神
宮
雑
穢
事
、
吉
凶
可

令
占
申
者
、」
と
命
じ
、「
穢
気
連
々
」
に
つ
い
て
も
占
申
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
後
、
道
家
の
も
と
へ
神
祇
官
か
ら
二
通
、
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陰
陽
寮
か
ら
二
通
提
出
さ
れ
た
計
四
通
の
卜
形
と
法
家
寮
の
勘
文
二
通
が
提
出
さ
れ
た
。
道
家
は
莒
を
用
意
さ
せ
て
、
そ
れ
ら

を
納
め
、
蔵
人
資
頼
を
呼
び
、
内
覧
と
奏
聞
を
指
示
し
た
。
同
二
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
九
日
、
欲
参
女
院
之
処
、
聊
有
疑
思
事
等
、
仍
召
泰
基
朝
臣
、
令
卜
之
、
申
云
、
神
事
之
間
令
参
入
給
之
条
、
可
有
憚 

 
 

也
、
頗
有
不
精
事
欤
、
仍
参
入
止
了
、
依
所
労
不
参
之
由
令
申
了
、
又
今
夜
聊
有
夢
想
事
、
仍
神
宮
上
卿
辞
退
事
、
可
叶 

 
 

神
慮
哉
否
、
同
令
占
也
、
申
云
、
可
然
也
、
早
可
辞
申
乎
、
仍
以
中
宮
大
夫
内
々
先
申
入
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
家
が
女
院
を
訪
問
し
た
い
と
考
え
た
が
、
職
務
上
疑
念
が
あ
り
、
土
御
門
泰
基
を
召
し
て
こ
れ
を
卜
さ

せ
た
と
こ
ろ
、
神
事
に
携
わ
る
間
は
、
参
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
回
答
で
あ
り
、
取
り
止
め
た
。
女
院
に
は
、
所
労
に
よ
り 

不
参
と
の
こ
と
を
伝
え
た
。 

ま
た
「
今
夜
聊
有
夢
想
事
」
は
、
神
宮
上
卿
退
任
の
理
由
と
し
て
神
慮
に
適
う
べ
き
か
ど
う
か
を
泰
基
に
占
わ
さ
せ
た
と
こ

ろ
、
適
当
で
あ
る
と
し
て
早
く
辞
退
を
申
し
出
る
べ
き
で
あ
る
と
回
答
し
た
。
そ
こ
で
道
家
は
中
宮
大
夫
を
通
じ
て
内
々
に 

申
し
入
れ
た
。
同
七
月
一
日
条
に
「
依
神
宮
上
卿
、
不
書
心
経
先
例
也
、」
と
あ
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
清
浄
性
を
保

つ
た
め
に
、
自
ら
日
常
生
活
も
厳
格
に
律
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
神
宮
上
卿
は
、
当
時
の
公
家
に
と
っ
て
非
常
に
荷
が
重
く
、

就
任
を
避
け
た
い
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

宣
房
朝
臣
申
云
、
行
事
所
日
次
猶
相
尋
之
処
、
五
日
、
七
日
可
宜
候
被
申
候
也
、
五
日
、
有
臨
時
奉
幣
、
同
日
不
可
有
苦 

 
 

候
欤
云
々
、
道
虚
日
又
勿
論
欤
云
々
、
仰
云
、
早
取
先
例
、
可
申
沙
汰
也
者
、
依
可
辞
上
卿
、
委
不
尋
沙
汰
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
房
が
道
家
に
遷
宮
行
事
所
始
の
日
次
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
道
家
は
、
早
く
先
例
に
拠
っ
て
処
理
す
る

よ
う
に
命
じ
た
。
同
四
日
条
に
も
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

四
日
、
癸
丑
、
晴
、
時
々
雨
降
、
左
中
弁
宣
房
朝
臣
来
申
、
行
事
所
始
日
次
事
申
関
白
処
、
雖
有
例
、
是
無
日
次
之
時
事 

 
 

也
、
猶
不
可
然
、
奉
幣
何
憚
有
行
事
所
始
哉
、
被
申
上
日
尤
可
然
者
、
予
仰
云
、
十
日
可
宜
也
、
此
日
下
宣
旨
二
ヶ
条 

 
 

事
、
役
工
夫

マ

マ

事
也
、
明
日
無
被
下
上
卿
、
猶
不
可
然
、
但
依
有
便
宜
候
下
知
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
再
び
宣
房
が
道
家
を
訪
れ
て
、
同
様
の
相
談
を
し
て
お
り
、
道
家
は
十
日
が
適
当
で
あ
る
と
回
答
し
た
。 

同
五
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

上
卿
辞
退
事
、
資
頼
重
不
申
左
右
、
尋
遣
之
間
、
出
納
来
、
依
受
取
文
書
云
々
、
尤
不
足
言
也
、
先
仰
御
返
事
後
こ
そ
可 

 
 

進
出
納
け
れ
、
不
心
得
、
然
而
修
秡
、
著
衣
冠
、
依
擬マ

マ

斎
也
、
然
之
間
、
資
頼
返
事
到
来
、
出
納
令
参
入
、
未
参
、
左
右 

 
 

不
足
言
也
云
々
、
此
報
又
不
心
得
、
所
詮
有
勅
許
欤
、
次
長
俊
朝
臣
衣
冠
、
相
逢
、
令
受
取
文
書
、
出
納
進
請
文
、
副
相 

 
 

具
退
出
、
其
後
、
散
斎
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
家
の
神
宮
上
卿
退
任
の
意
向
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
道
家
は
出
納
に
神
宮
文
書
を
引
き
渡
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。 
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(
９)

 

神
宮
上
卿
土
御
門
定
通 

 

『
公
卿
補
任
』(

７
６)

承
久
四(

一
二
二
二)

年
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

権
大
納
言 
正
二
位 

源
定
通 

三
十
五 

三
月
廿
日
、
依
辞
退
神
宮
上
卿
、
恐
懼
、
五
月
十
三
日
免
、 

こ
の
記
事
は
、『
公
卿
補
任
』
に
み
え
る
神
宮
上
卿
の
初
見
記
事
で
あ
る
。
こ
の
年
の
三
月
二
十
日
に
権
大
納
言
土
御
門
定 

通
が
神
宮
上
卿
を
辞
退
し
た
こ
と
に
よ
り
、
蟄
居
に
処
せ
ら
れ
、
五
月
十
三
日
に
そ
れ
を
免
じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。
定
通
は
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
久
我
雅
通
の
孫
に
あ
た
る
。(

７
７) 

 (

１
０) 

神
宮
上
卿
大
炊
御
門
師
経 

 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 

○
師
経
公 

 
 

宮
槐
記
云
、
元
仁
元
年
十
一
月
廿
日
、
改
元
定
、
今
夜
先
太
神
寶
定
、
中
宮
大
夫
上
卿
、
次
軒
廊
御
卜
、
上
卿
内
府
、
神 

 
 
 

宮
上
、
伊
勢
事
、
其
後
、
可
有
定
云
々
、 

 

こ
の
よ
う
に
『
宮
槐
記
』
元
仁
元(

一
二
二
四)

年
十
一
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
内
大
臣
大
炊
御
門
師
経
が
軒
廊
御
卜
の
上

卿
を
勤
め
た
が
、
伊
勢
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
師
経
が
担
当
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

師
経
は
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
大
炊
御
門
経
宗
の
孫
、
同
じ
く
同
職
を
勤
め
た
頼
実
の
子
に
あ
た
る
。(

７
８) 

 (

１
１) 

神
宮
上
卿
堀
川
通
具 

 

『
百
錬
抄
』
嘉
禄
元(

一
二
二
五)

年
十
二
月
二
七
日
条
に
は
、「
二
条
堀
川
源
大
納
言
亭
焼
亡
、
放
火
云
々
、
神
宮
上
卿
之

文
書
等
紛
失
云
々
、」
と
あ
り
、
こ
の
日
、
大
納
言
堀
川
通
具
亭
が
焼
失
し
、
神
宮
上
卿
の
文
書
も
紛
失
す
る
と
い
う
事
件
が

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
、
通
具
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
通
具
は
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
久
我
雅

通
の
孫
に
あ
た
り
、
同
じ
く
同
職
を
勤
め
た
土
御
門
定
通
の
兄
弟
に
あ
た
る
。(

７
９) 

 (

１
２) 

神
宮
上
卿
花
山
院
師
継 

 

神
宮
上
卿
を
勤
め
た
花
山
院
師
継
の
記
録
で
あ
る
『
妙
槐
記
』(

８
０)

文
応
元(

一
二
六
〇)

年
十
月
十
四
日
条
に
は
次
の
よ

う
に
み
え
る
。 

 
 

十
月
十
四
日
、
今
日
、
蔵
人
次
官
高
俊
神
宮
雑
穢
三
ヶ
條
宣
旨
、
即
下
右
中
辨
成
俊
朝
臣
、
件
状
書
様
、
雖
為
例
事
記
之
、 
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職
事
状
続
去
□
□
、
本
解
三
通
籠
体
紙
一
枚
、
結
中
、 

 
 

□
□
□
云
、
入
夜
、
蔵
人
次
官
高
俊
下
神
宮
宣
旨
、
其
状
云
、 

 
 

献
上 

 
 

宣
旨
、 

 
 
 
 

祭
主
隆
蔭
朝
臣
言
上
、
太
神
宮
司
言
上
、
豊
受
大
神
宮
禰
宜
等
注
進
、
去
六
月
八
日
鹿
斃
穢
出
来
、
不
供
進
二
宮
朝 

 
 
 
 

夕
御
饌
事
、 

 
 
 
 

同
朝
臣
言
上
、
同
宮
司
言
上
、
同
禰
宜
等
注
進
、
去
八
月
一
日
同
穢
依
触
及
、
不
供
進
二
宮
朝
夕
御
饌
事
、
已
上
副 

 
 
 
 

次
第
解
、 

 
 
 

仰
、
已
上
令
勘
例
、 

 
 

右
宣
旨
、
献
上
如
件
、
高
俊
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 

予
返
答
云
、
祭
主
隆
蔭
朝
臣
申
雑
穢
條
々
事
、
可
令
下
知
之
趣
、
神
宮
上
卿
事 

宣
下
之
由
、
雖
承
及
候
、
件
宣
旨
未 

 
 
 

見
給
候
、
仍
無
左
右
、
下
知
猶
豫
候
、
本
解
相
具
、
仰
詞
令
返
献
候
、
宣
旨
到
来
之
後
、
可
被
下
歟
、
謹
言
、 

 
 

宣
旨
、 

 
 
 
 

祭
主
隆
蔭
朝
臣
言
上
、
太
神
宮
司
言
上
、
豊
受
大
神
宮
禰
宜
等
注
進
、
去
六
月
八
日
、
鹿
斃
穢
出
来
、
不
供
進
二
宮 

 
 
 
 

朝
夕
御
饌
事
、 

 
 
 
 

同
朝
臣
言
上
、
同
宮
司
言
上
、
同
禰
宜
等
注
進
、
去
七
月
五
日
、
犬
産
穢
依
触
及
、
不
供
進
二
宮
朝
夕
御
饌
事
、 

 
 
 
 

同
朝
臣
言
上
、
同
宮
司
言
上
、
同
禰
宜
等
注
進
、
去
八
月
一
日
、
同
穢
依
触
及
、
不
供
進
二
宮
朝
夕
御
饌
事
、
已
上
、 

 
 
 
 

副
次
第
解
、 

 
 
 

仰
、
已
上
令
勘
例
、 

 
 

右
宣
旨
、
早
可
令
下
知
給
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 

十
月
十
四
日
、 

 
 

権
大
納
言
師
継 

 
 
 

右
中
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
宮
に
お
け
る
触
穢
に
よ
り
二
宮
朝
夕
御
饌
を
供
進
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
三
例
に
つ
い
て
祭
主
か

ら
次
第
解
が
到
来
し
た
が
、
十
月
十
四
日
、
こ
れ
に
対
し
て
蔵
人
次
官
高
俊
が
宣
旨
を
下
し
た
。
そ
れ
は
、
朝
廷
が
こ
れ
ら
の

よ
う
な
異
常
事
に
如
何
に
対
応
し
た
か
、
先
例
を
勘
申
す
る
よ
う
に
命
じ
る
内
容
で
あ
っ
た
。 

 

高
俊
は
、
権
大
納
言
花
山
院
師
継
に
こ
の
宣
旨
を
献
上
し
、
師
継
の
神
宮
上
卿
就
任
宣
下
も
伝
達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

師
継
は
高
俊
に
、
こ
の
宣
旨
を
下
知
さ
せ
、
神
宮
上
卿
就
任
を
承
諾
す
る
と
の
こ
と
を
答
え
た
。
そ
の
後
、
師
継
は
右
中
弁
平

成
俊
に
早
く
こ
の
宣
旨
を
下
知
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
同
十
八
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

十
八
日
、
今
日
、
神
宮
雑
穢
三
ヶ
條
、
勘
例
遣
高
俊
許
、
其
状
如
此
、 

 
 
 

献
上
、 
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□
奏
文
、 

官
勘
申
、
祭
主
隆
蔭
朝
臣
言
上
、
豊
愛マ

マ

大
神
宮
神
事
、 

依
雑
穢
違
例
三
箇
條
事
、 

 
 
 

右
可
令
奏
聞
給
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 
 

十
月
十
八
日 

 
 
 

権
大
納
言
師
継 

 
 
 
 
 
 

蔵
人
勘
解
由
次
官
殿 

 
 

文
殿
勘
例
等
、
大
概
取
詮
注
之
、 

 
 

一
通
、
豊
受
大
神
宮
、
去
六
月
八
日
、
鹿
斃
、
穢
触
、
及
宮
中
間
、
不
供
進
二
宮
朝
夕
御
膳
例
事
、 

 
 
 

永
承
五
年
九
月
、
承
元
四
年
七
月
被
行
御
卜
、
下
知
本
宮
、
令
祈
御
卜
之
趣
、 

 
 

一
通
、
同
宮
八
月
一
日
、
犬
産
穢
触
及
宮
中
間
、
不
供
進
二
宮
朝
夕
御
膳
例
事
、 

 
 
 

建
永
元
年
八
月
、
被
行
御
卜
、
仰
本
宮
注
進
神
事
違
例
不
浄
、
令
祈
御
卜
之
趣
、 

 
 

一
通
、
同
宮
七
月
五
日
、
犬
産
穢
触
及
宮
中
間
、
不
供
進
二
宮
朝
夕
御
膳
例
事
、 

 
 
 
 

承
元
二
年
八
月
被
行
御
卜
之
後
、
且
注
進
神
事
違
例
、
不
浄
不
信
、
可
祈
請
公
家
御
慎
口
舌
闘
諍
及
恠
所
病
事
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
師
継
が
高
俊
に
要
請
さ
れ
て
い
た
文
殿
の
勘
例
を
提
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
師
継
は
有
職
故
実
に
通
じ
、

深
く
天
皇
の
信
任
を
得
て
朝
廷
の
要
務
に
携
わ
っ
た
公
家
で
あ
る
と
さ
れ
、(

８
１)
こ
の
事
例
で
も
、
亀
山
天
皇
は
、
神
宮
に

お
け
る
不
祥
事
の
報
告
を
受
け
て
先
例
を
勘
申
す
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
同
時
に
不
在
で
あ
っ
た
神
宮
上
卿
に
信
任
し
て
い
た

師
継
を
任
命
し
、
そ
の
対
応
に
あ
た
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
。 

 (

１
３) 

弘
長
三
年
八
月
十
三
日
宣
旨 

 

後
嵯
峨
上
皇
の
院
政
下
で
あ
る
弘
長
三(

一
二
六
三)

年
八
月
十
三
日
に
出
さ
れ
た
宣
旨
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(
８
２)

 

 
 

(

前
略) 

 

一
、
可
早
速
裁
断
同
訴
訟
事
、 

 
 

仰
、
神
宮
奏
状
不
経
一
宿
、
亦
不
顧
機
嫌
、
早
可
奏
聞
、
□
□
先
規
、
可
定
上
卿
・
弁
官
、
亦
随
近
例
、
被
定
職
事
一 

 
 

人
、
是
則
依
祟
重
異
他
、
為
早
速
裁
断
也
、
宮
中
違
例
・
式
内
神
領
、
委
尋
陵
遅
運
、
致
沙
汰
、
但
誇
此
行
、
恣
莫
致 

 
 

濫
訴
、
兼
亦
諸
人
越
訴
一
切
停
止
、 

 
(

後
略) 

こ
の
宣
旨
に
つ
い
て
は
、
藤
原
良
章
氏
に
よ
っ
て
神
宮
興
行
令
の
濫
觴
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、(

８
３)

白
根
靖
大
氏
は
院

政
期
の
神
宮
奉
行
に
つ
い
て
論
ず
る
契
機
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。(

８
４)

さ
ら
に
、
岡
野
浩
二
氏
が
、「
□
□
先
規
、
可
定

上
卿
・
弁
官
、
亦
随
近
例
、
被
定
職
事
一
人
、」
に
つ
い
て
、
以
前
に
置
か
れ
た
上
卿
・
弁
を
復
活
せ
よ
、
現
在
は
職
事
一
人
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だ
け
が
神
宮
を
担
当
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
と
し
て
い
る
。(

８
５) 

こ
の
宣
旨
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
神
宮
よ
り
の
提
訴
は
日
を
お
か
ず
、
時
期
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
早
く
奏
聞
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
規
に
よ
り
上
卿
・
弁
官
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
近
年
の
例
で
は
職
事
一
人
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
宮
に
対
す
る
崇
重
が
他
と
は
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、
早
速
に
裁
断
す
る
た
め
で
あ
る
。 

 

神
宮
に
お
け
る
違
例
や
『
延
喜
式
』
で
定
め
ら
れ
た
神
領
が
廃
れ
た
場
合
に
は
、
詳
細
に
原
因
を
尋
ね
て
対
応
す
べ
き
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
特
権
を
ふ
り
か
ざ
し
て
濫
り
に
訴
訟
を
し
て
は
い
け
な
い
。
さ
ら
に
神
宮
訴
訟

に
敗
訴
し
た
当
事
者
の
越
訴
は
一
切
停
止
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

以
上
の
よ
う
に
、
神
宮
訴
訟
に
速
や
か
に
対
応
し
て
裁
断
す
る
た
め
に
、
改
め
て
専
任
の
上
卿
・
弁
官
を
定
め
る
こ
と
が
命

じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

１
４) 

神
宮
上
卿
一
条
家
経 

 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

後
光
明
峯
寺
摂
政 

 

○
家
経
公 

 
 

吉
續
記
云
、
文
永
五
年
六
月
十
五
日
、
昨
日
、
十
二
ヶ
條
意
見
、
評
定
、
神
事
々
許
有
沙
汰
云
々
、
被
置
神
宮
上
卿
、
可 

 
 
 

為
内
大
臣
之
由
一
揆
、
此
外
無
聞
事
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
吉
続
記
』
文
永
五(

一
二
六
八)

年
六
月
十
五
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
同
十
四
日
に
評
定
が
行
わ
れ
、
神

宮
上
卿
を
補
任
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
は
内
大
臣
一
条
家
経
を
あ
て
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
藤
原
良
章
氏
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
後
嵯
峨
院
政
期
に
は
、
再
三
、
神
宮
上
卿
の
設
置
が
議

さ
れ
た
お
り
、
ま
た
、
大
臣
ク
ラ
ス
の
公
卿
が
こ
れ
に
選
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
の
時
期
、
神
宮
興
行
が
重
大
な

政
策
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
し
て
い
る
。(

８
６) 

さ
ら
に
、
岡
野
浩
二
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
神
宮
上
卿
設
置
の
決
定
は
、
同
年
に
祭
主
大
中
臣
隆
蔭
と
禰
宜
荒
木
田
延

季
が
神
事
の
執
行
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
の
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
、
神
官
の
争
い
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
た

と
き
に
限
っ
て
神
宮
上
卿
が
置
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
と
し
て
い
る
。(

８
７) 

 (

１
５) 

花
山
院
師
継
の
活
動 

 

『
妙
槐
記
』
文
永
十(

一
二
七
三)

年
十
一
月
二
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

文
永
十
年
十
一
月
廿
四
日
、
去
廿
一
日
、
於
禁
裏
、
頭
中
将
実
冬
朝
臣
下
口
宣
、
豊
受
大
神
宮
心
御
柱
触
穢
、
遂
仮
殿
遷 
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宮
、
可
立
替
件
柱
事
也
、
其
状
云
、 

 
 
 

文
永
十
年
十
一
月
廿
一
日 

宣
旨 

 
 
 
 

祭
主
神
祇
権
大
副
大
中
臣
為
継
朝
臣
上
、 

 
 
 
 

豊
受
大
神
宮
禰
宜
等
注
進
、
当
宮
正
殿
心
柱 

 
 
 
 

奉
巻
絹
布
切
放
、
奉
差
御
榊
抜
落
紛
失
、
同
御 

 
 
 
 

柱
謝
懸
物
事
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

蔵
人
頭
右
近
権
中
将
実
冬
奉
、 

 
 

(

中
略)

仍
書
消
息
、
相
具
口
宣
本
解
等
、
下
左
中
弁
親
朝
々
臣
、
可
下
知
之
由
、
有
請
文
、
口
宣
即
返
上
、
此
事
最
前 

 
 

勘
例
、
行
御
卜
、
令
仮
殿
遷
宮
、
至
御
柱
立
替
事
、
予
並
左
中
弁
所
奉
行
也
、
神
宮
上
卿
未
定
間
、
仮
所
奉
行
也
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
禁
裏
に
お
い
て
、
頭
中
将
滋
野
井
実
冬
が
師
継
に
対
し
て
、
外
宮
の
心
御
柱
に
触
穢
が
発
生
し
た
た
め
、

仮
殿
遷
宮
を
行
い
、
柱
を
立
て
替
え
る
よ
う
に
と
の
亀
山
天
皇
の
命
を
口
宣
に
し
て
下
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
花
山
院
師
継
は
、

そ
の
内
容
を
消
息
に
し
て
左
中
弁
葉
室
親
朝
に
下
し
、
下
知
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
親
朝
か
ら
は
請
文
が
提
出
さ
れ
た
。 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
予
並
左
中
弁
所
奉
行
也
、
神
宮
上
卿
未
定
間
、
仮
所
奉
行
也
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
師
継
は 

神
宮
上
卿
で
は
な
く
、
同
職
人
事
が
未
定
の
た
め
、
仮
に
奉
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
皇
の
師
継
に
対
す
る
信
任

の
厚
さ
と
神
宮
上
卿
不
在
時
の
神
宮
行
政
の
実
態
と
し
て
実
務
経
験
豊
富
で
有
職
故
実
に
通
じ
て
い
る
公
卿
が
臨
時
に
担
当

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  
(

１
６) 

神
宮
上
卿
堀
川
基
具 

 

『
妙
槐
記
』
文
永
十
一(

一
二
七
四)

年
七
月
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

同
十
一
年
七
月
四
日
、
申
剋
許
、
頭
内
蔵
頭
経
業
朝
臣
来
、
示
有
宣
下
事
之
由
、
著
冠
出
逢
、
仰
云
、
以
大
納
言
源
朝
臣 

 
 

令
行
伊
勢
太
神
宮
事
、
仰
了
、
自
懐
中
取
出
口
宣
、
下
之
、
仍
取
之
、
暫
招
留
経
業
、
雑
談
、
及
日
斜
、
令
退
了
、
左
中 

 
 

弁
経
長
朝
臣
、
右
中
弁
兼
頼
朝
臣
重
服
、
左
少
弁
棟
望
軽
服
、
仍
書
消
息
、
下
右
少
弁
定
藤
了
、
其
状
等
如
例
、 

 
 
 

文
永
十
一
年
七
月
四
日 

宣
旨 

 
 
 
 

大
納
言
源
朝
臣 

基 

 
 
 
 
 

宜
令
行
伊
勢
太
神
宮
事 

 
 
 
 
 
 
 

蔵
人
頭
内
蔵
頭
藤
原
経
業
奉
、 

 
 

定
藤
請
文
、
自
是
可
進
之
由
返
答
、
翌
日
、
出
請
文
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
頭
内
蔵
頭
日
野
経
業
が
師
継
に
対
し
て
、
後
宇
多
天
皇
が
権
大
納
言
堀
川
基
具
を
も
っ
て
伊
勢
神
宮
の
こ

と
を
担
当
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
口
頭
で
伝
え
、
口
宣
も
手
渡
し
た
。
師
継
は
そ
の
旨
を
消
息
に
認
め
て
右
少
弁
葉
室
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定
藤
に
下
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
定
藤
は
請
文
を
提
出
す
る
と
返
答
し
、
翌
日
、
請
文
を
出
し
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
補
任
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

基
具
は
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
堀
川
通
具
の
孫
に
あ
た
る
。(

８
８) 

 

お
わ
り
に 

  

本
章
第
一
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
、
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
か
ら
仁
平
元(

一
一
五
一)

年
ま
で
の
就
任
者
で
あ
る
、
内

大
臣
久
我
雅
実
を
始
め
と
し
て
、
大
納
言
源
俊
明
、
内
大
臣
藤
原
頼
長
、
右
大
臣
久
我
雅
定[

官
職
は
全
て
就
任
当
時
の
も
の]

に
つ
い
て
成
立
期
の
神
宮
上
卿
の
特
色
を
み
て
お
く
。 

そ
の
成
立
は
、
康
和
四
年
に
神
宮
で
発
生
し
た
前
代
未
聞
の
大
事
件
に
驚
愕
し
た
堀
河
天
皇
が
、
急
遽
、
神
宮
に
つ
い
て
の

仗
議
開
催
を
蔵
人
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
外
叔
に
あ
た
り
、
信
頼
す
る
雅
実
に
対
し
て
、
そ
の
仗
議
を
取
り
仕
切
る
こ
と
を

命
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

雅
実
に
続
い
て
大
納
言
源
俊
明
が
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、
公
事
に
通
達
し
、
数
々
の
行
事
の
上
卿
を
よ
く
勤
め
、
白
河
院
近
臣

と
し
て
朝
廷
で
重
き
を
な
し
た
こ
と
や
、
藤
原
摂
関
家
の
当
主
忠
実
と
の
交
誼
も
厚
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
検
非
違
使
別
当

を
経
験
す
る
な
ど
行
政
実
務
に
も
長
け
て
い
た
こ
と
が
、
大
事
件
に
対
応
す
る
た
め
に
成
立
し
た
神
宮
上
卿
に
適
任
で
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。 

頼
長
に
つ
い
て
も
朝
廷
政
務
の
枢
機
に
参
画
し
て
積
極
的
に
活
動
し
、
有
職
故
実
に
も
秀
で
て
い
た
こ
と
、
神
宮
政
務
に
つ

い
て
鳥
羽
法
皇
の
下
問
に
的
確
に
回
答
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
法
皇
の
信
任
が
厚
か
っ
た
こ
と
が
同
職
に
補
任
さ
れ
た
要
因

で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
頼
長
が
自
ら
の
後
任
と
し
て
雅
定
を
推
薦
し
た
理
由
で
あ
る
。 

ま
ず
右
大
臣
と
い
う
三
台
の
任
に
昇
進
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
検
非
違
使
別
当
の
要
職
を
経
験
し
、
実
績
を
あ
げ
、

清
廉
と
の
評
価
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
職
を
経
験
し
て
神
宮
上
卿
に
任
命
さ
れ
た
の
は
先
述
し
た
俊
明
と
同
様
で
あ
る
。 

神
宮
上
卿
は
訴
訟
裁
判
を
頻
繁
に
担
当
す
る
必
要
が
あ
り
、
行
政
実
務
に
お
け
る
実
績
と
人
物
の
双
方
に
お
い
て
評
価
が
高

か
っ
た
こ
と
が
、
雅
定
が
推
薦
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
加
え
て
初
代
神
宮
上
卿
久
我
雅
実
を
父
に
も
っ
て

い
た
こ
と
は
、
そ
の
人
物
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

成
立
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
機
能
を
ま
と
め
る
と
、
①
神
宮
に
お
け
る
事
件
に
つ
い
て
の
仗
議
を
主
宰
し
た
こ
と
、
②
神

宮
に
お
け
る
怪
異
事
件
の
報
告
を
受
け
て
、
蔵
人
に
朝
廷
に
お
け
る
対
応
の
先
例
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
、
③
②

の
事
件
に
つ
い
て
、
蔵
人
に
早
く
軒
廊
の
御
卜
を
行
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
指
示
し
た
こ
と
、
④
法
皇
に
よ
る
神
宮
行
政
に
つ
い

て
の
勅
問
に
回
答
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

第
二
節
「
神
宮
上
卿
の
常
置
化
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
、
永
暦
二(

一
一
六
一)

年
～
長
寛
二(

一
一
六
四)

年
の
就
任
者

で
あ
る
中
御
門
宗
能
か
ら
文
治
二(

一
一
八
六)

年
の
中
御
門
宗
家
ま
で
の
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
先
述
し
た
成
立
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期
の
神
宮
上
卿
が
約
五
十
年
間
で
三
名
し
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
の
時
期
は
約
二
十
年
間
で
延
べ
十

六
名
の
就
任
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
神
宮
上
卿
が
常
置
化
さ
れ
た
時
期
と
い
え
よ
う
。 

 

こ
の
時
期
は
後
白
河
院
政
下
に
該
当
し
、
同
院
政
下
に
お
け
る
神
宮
上
卿
人
事
は
院
司
な
ど
そ
の
近
臣
公
卿
を
軸
と
し
て
行

わ
れ
て
お
り
、
当
時
の
神
宮
行
政
は
院
の
御
所
に
お
い
て
法
皇
の
決
裁
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
お
け

る
神
宮
上
卿
人
事
の
特
徴
は
、
同
職
経
験
者
と
同
一
親
族
か
ら
複
数
の
就
任
者
を
出
し
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
一
度
退
任
し
た
経
験
者
が
再
び
補
任
さ
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
列
記
す
る
と
、
久
我
雅
通
は
二
度
、

大
炊
御
門
経
宗
は
三
度
、
九
条
兼
実
は
五
度
、
補
任
さ
れ
て
い
る
。
三
名
の
人
事
と
も
法
皇
の
信
任
の
厚
さ
や
実
務
能
力
に
対

す
る
朝
廷
内
の
評
価
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
兼
実
で
あ
る
。 

 

最
初
の
就
任
に
際
し
て
も
、「
以
愚
昧
之
微
質
、
難
行
厳
重
之
神
事
」
と
の
理
由
で
辞
退
し
た
が
、
法
皇
か
ら
重
ね
て
そ
の

意
向
が
示
さ
れ
た
の
で
承
諾
し
た
。
こ
の
上
卿
は
内
大
臣
久
我
雅
通
が
勤
め
て
い
た
が
、
服
仮
に
よ
り
辞
退
し
て
交
替
し
た
。

そ
の
後
、
左
大
臣
大
炊
御
門
経
宗
や
左
大
将
藤
原
師
長
な
ど
が
勤
め
る
よ
う
に
と
の
法
皇
の
意
向
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ

辞
退
し
て
お
り
、
兼
実
に
打
診
が
あ
っ
た
。 

就
任
後
も
短
期
間
で
退
任
の
意
向
を
示
し
た
が
、
法
皇
は
「
他
人
無
可
奉
行
之
人
」
を
理
由
に
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の

後
も
兼
実
は
何
度
も
退
任
の
意
向
を
示
し
続
け
た
が
、
法
皇
は
後
任
が
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
認
め
な
か
っ
た
。
二
度
目
の
退

任
理
由
と
し
て
、
兼
実
は
「
神
宮
上
卿
事
々
沙
汰
云
、
神
事
有
恐
多
煩
、
故
万
人
欲
遁
此
役
、」
と
記
し
て
い
る
。
法
皇
は
三

度
目
の
就
任
を
要
請
す
る
に
際
し
て
、「
但
神
事
過
法
之
間
、
有
人
煩
云
々
、
因
之
、
人
別
辞
退
、
此
役
動
無
人
于
奉
行
、
尤

不
便
宜
、
依
先
例
、
専
不
可
遵
用
近
代
之
新
儀
者
、」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
兼
実
が
就
任
と
退
任
を
繰
り
返
し
た
理
由
は
、「
厳
重
之
神
事
」
、「
神
事
有
恐
多
煩
」、「
神
事
過
法
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
、
神
宮
上
卿
が
神
事
を
担
当
す
る
役
職
と
し
て
厳
格
に
清
浄
性
を
保
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
後
任
も
み
つ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
宮
上
卿
の

性
格
は
、
自
邸
の
別
屋
に
お
い
て
神
宮
か
ら
の
訴
訟
文
書
を
清
浄
な
状
態
で
保
管
し
、
自
ら
も
潔
斎
し
て
そ
の
評
定
に
臨
ん
だ

中
御
門
宗
能
の
就
任
以
降
、
同
職
が
常
置
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
歴
代
神
宮
上
卿
が
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

常
置
化
さ
れ
た
時
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
機
能
を
ま
と
め
る
と
、
①
神
宮
か
ら
の
解
状
に
対
す
る
宣
下
、
②
内
宮
炎
上
に

伴
う
神
宮
か
ら
の
御
船
代
、
御
樋
代
の
調
進
要
請
に
対
し
て
、
頭
弁
に
調
進
日
時
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
、
神
宮
神
宝
・

御
船
代
・
御
樋
代
の
調
進
日
時
を
定
め
た
こ
と
、
③
蔵
人
に
伊
勢
公
卿
勅
使
発
遣
日
時
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
、
陰
陽
寮

が
持
参
し
た
日
時
を
蔵
人
に
内
覧
奏
聞
さ
せ
た
こ
と
、
④
神
宮
造
営
に
つ
い
て
の
仗
議
を
主
宰
し
た
こ
と
、
⑤
神
宮
に
お
け
る

事
件
の
報
告
を
受
け
て
、
神
宮
弁
に
朝
廷
に
お
け
る
対
応
の
先
例
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
、
⑥
⑤
の
事
件
を
受
け

て
仗
議
を
開
催
し
、
卜
占
を
行
わ
せ
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
神
宮
へ
の
指
示
を
神
宮
弁
に
伝
え
た
こ
と
、
⑦
仗
議
を
開
催
し
て

神
宮
神
主
の
不
祥
事
に
つ
い
て
そ
の
罪
科
を
審
議
し
た
こ
と
、
⑧
自
邸
に
運
ば
れ
た
神
宮
文
書
を
披
見
し
て
一
通
ず
つ
そ
の
処

理
の
仕
方
を
指
示
し
た
こ
と
、
⑨
自
邸
に
お
い
て
神
宮
か
ら
の
雑
訴
を
評
定
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 
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第
三
節
「
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
、
建
久
四(

一
一
九
三)

年
の
中
山
忠
親
か
ら
文
永
十
一(

一
二

七
四)
年
の
堀
川
基
具
ま
で
の
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
時
期
は
、
約
八
十
年
で
延
べ
十
二
名
し
か
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
鎌
倉
期
に
入
り
、
神
宮
上
卿
制
度
が
次
第
に
衰
退
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
鎌
倉
前
期
に
お
い
て
は
、
建
久
九(

一
一
九
八)

年
か
ら
承
久
三(

一
二
二
一)

年
ま
で
の
後
鳥
羽
院
政
下
に
お
い
て
九

条
良
経
・
源
通
資
・
九
条
道
家
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
よ
う
に
、
活
発
に
神
宮
行
政
が
行
わ
れ
て
お
り
、
嘉
禄
元(

一
二
二
五)

年
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
常
置
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
れ
よ
り
後
は
、
し
ば
ら
く
就
任
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
後
嵯
峨
院
政
下
の
文
応
元(

一
二
六
〇)

年
に
花
山
院
師

継
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
。
弘
長
三(

一
二
六
三)

年
八
月
十
三
日
宣
旨
は
、
神
宮
行
政
の
活
性
化
を
促
そ
う
と
し
た
点
に
お
い

て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
逆
に
当
時
は
神
宮
上
卿
の
活
動
を
は
じ
め
と
す
る
神
宮
行
政
が
停
滞
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示

す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
文
永
五(

一
二
六
八)

年
に
一
条
家
経
、
同
十
一(

一
二
七
四)

年
に
堀
川
基
具
の
就
任
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
機
能
を
ま
と
め
る
と
、
①
自
邸
に
お
い
て
神
宮
か
ら
の
雑
訴
を
評
定
し
た
こ
と
、
②
神
宮
大

宮
司
定
の
上
卿
を
勤
め
た
こ
と
、
③
在
任
中
、
自
邸
に
て
神
宮
文
書
を
管
理
し
た
こ
と
、
④
神
宮
に
つ
い
て
の
陣
定
を
主
宰
し

た
こ
と
、
⑤
神
宮
で
触
穢
事
件
が
お
こ
っ
た
こ
と
を
う
け
て
行
わ
れ
た
軒
廊
御
卜
に
お
い
て
頭
弁
、
職
事
の
蔵
人
、
地
下
官
人
、

陰
陽
寮
と
神
祇
官
の
役
人
を
指
揮
し
て
、
そ
の
運
営
に
あ
た
っ
た
こ
と
、
⑥
頭
弁
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
遷
宮
行
事
所

始
の
日
次
を
回
答
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
二
章
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
後
白
河
院
政
期
に
お
い
て
成
立

し
た
伝
奏
制
度
が
分
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
弘
安
二(

一
二
七
九)

年
に
神
宮
伝
奏
の
活
動
を
初
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
お
い
て
も
神
宮
上
卿
は
補
任
さ
れ
て
お
り
、
室
町
時
代
に
お
い
て
も
神
宮
伝
奏
と 

神
宮
上
卿
が
併
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

註 

(

１)
 

薗
田
稔
・
橋
本
政
宣
編
『
神
道
史
大
辞
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
四
年) 

利
光
三
津
夫
「
薗
田
守
良
」
六
一
三
頁 

(

２)
 

前
掲
註(

１)

書 

鈴
木
義
一
「
神
宮
典
略
」 

五
一
〇
頁 

(

３)
 

『
大
神
宮
叢
書 

神
宮
典
略 

後
篇
』(

臨
川
書
店 

一
九
七
六
年) 

六
七
頁 

(

４)
 

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
〇
年) 

九
一
八
頁 

(

５)
 

伊
東
多
三
郎
「
足
代
弘
訓
」(

『
国
史
大
辞
典
』
一 

吉
川
弘
文
館 

一
九
七
九
年)

 

一
九
六
頁 

(

６)
 

神
宮
文
庫 

一
―
三
一
八
五 

(

７)
 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

徳
大
寺
家
史
料 

三
三
―
八
〇 

(

８)
 
 

拙
稿
「
神
宮
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」(

『
学
習
院
史
学
』
三
八 

二
〇
〇
〇
年) 

六
五
・
六
六
頁 



 

 

79 

(
９)

 

『
神
道
大
辞
典
』
第
二
巻 

二
三
一
頁 

平
凡
社 

一
九
三
九
年 

(

１
０)
棚
橋
光
男
『
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』(

塙
書
房 

一
九
八
三
年) 

一
〇
六
・
一
〇
七
頁 

(

１
１)

玉
井
力
「
文
治
の
記
録
所
」(

『
年
報 

中
世
史
研
究
』
十
六 

一
九
九
一
年)

 

八
・
九
頁 

(

１
２)

小
松[

藤
森]
馨
「
院
政
期
に
於
け
る
朝
廷
の
神
祇
信
仰
」(

古
代
学
協
会
編
『
後
白
河
院
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
三 

 
 
 

年) 

二
六
〇
頁 

(

１
３)

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』(

弘
文
堂 

一
九
九
四
年)

藤
森
馨
「
神
宮
伝
奏
」
の
項 

一
一
七
頁 

(

１
４)

白
根
靖
大
「
院
政
期
の
神
宮
奉
行
に
つ
い
て
」(

『
羽
下
徳
彦
先
生
退
官
記
念
論
集 

中
世
の
杜
』
一
九
九
七
年) 

二
七
～
三
八
頁 

後
に
同『
中
世
の
王
朝
社
会
と
院
政
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
〇
年)

第
一
部
第
三
章
と
し
て
収
録
。 

(

１
５)

拙
稿
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
に
つ
い
て
」(
『
学
習
院
大
学 

人
文
科
学
論
集
』
八 

一
九
九
九
年) 

八
八
～
九
六
頁 

(

１
６)

岡
野
浩
二
「
平
安
末
・
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
」(
『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
五 

二
〇
〇
〇
年) 

六
二
～
八
六
頁 

(

１
７)

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
〇
年) 

六
四
六
頁 

(

１
８)

大
西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』(

平
凡
社 

一
九
五
九
年)

 
一
六
九
～
一
七
一
頁 

(

１
９)

前
掲
註(

１
０)

棚
橋
著
書 

六
七
頁 

(

２
０)

前
掲
註(

１
４)

白
根
論
文 

三
一
頁 

(

２
１)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

七
一
頁 

(

２
２)

『
増
補
史
料
大
成 

中
右
記 

二
』(

臨
川
書
店) 

以
下
、
本
章
で
引
用
し
た
『
中
右
記
』
の
記
事
は
本
書
の
二
〇
三
・

二
〇
四
頁
に
拠
っ
た
。 

(

２
３)

『
国
史
大
辞
典 

第
十
三
巻
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
九
二
年) 

四
一
八
頁 

宮
崎
康
充
執
筆
「
源
俊
明
」
の
項 

(

２
４)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

七
一
・
七
二
頁 

(

２
５)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
五
頁 

(

２
６)

『
増
補
史
料
大
成 

兵
範
記 

五 

江
記 

平
知
信
朝
臣
記
』(

臨
川
書
店) 

二
五
頁 

(

２
７)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
七
頁 

(

２
８)

『
増
補
史
料
大
成 

台
記 

一
』(

臨
川
書
店) 

二
五
三
頁 

(

２
９)

橋
本
義
彦
『
藤
原
頼
長
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
六
四
年)

 

二
二
五
・
二
二
六
頁 

(

３
０)

『
増
補
史
料
大
成 

台
記 

二
』(

臨
川
書
店) 

十
二
頁 

(

３
１)

『
増
補
史
料
大
成 

台
記 

三
』(

臨
川
書
店) 

以
下
、
本
章
で
引
用
し
た
『
宇
槐
記
抄
』
の
記
事
は
本
書
の
一
九
一
・ 

一
九
四
頁
に
拠
っ
た
。 

(

３
２)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

一
二
一
頁 

(

３
３)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
四
頁 

(

３
４)

今
川
文
雄
校
訂
『
玉
蘂
』(

思
文
閣
出
版) 

八
五
頁  
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(
３
５)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

六
五
〇
頁 

(

３
６)
前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

三
四
八
頁 

(

３
７)

岡
野
浩
二
氏
は
、
こ
の
藤
原
忠
雅
を
は
じ
め
と
し
て
、
源
雅
通
、
藤
原
経
宗
が
親
族
の
死
亡
を
理
由
に
神
宮
上
卿
を
辞 

職
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
七
頁 

(

３
８)

『
国
史
大
辞
典 
第
十
三
巻
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
九
二
年) 

四
二
〇
頁 

橋
本
義
彦
執
筆
「
源
雅
通
」
の
項 

(

３
９)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

七
〇
・
七
一
頁 

(

４
０)

『
大
日
本
古
記
録 

愚
昧
記 
上
』(

岩
波
書
店) 

以
下
、
本
章
で
引
用
し
た
『
愚
昧
記
』
の
記
事
は
本
書
の
一
一
四 

 
 
 

・
一
八
三
・
一
八
四
頁
に
拠
っ
た
。 

(

４
１)

『
日
本
国
語
大
辞
典 

七
』(

小
学
館 
一
九
八
〇
年)

 

四
九
一
頁 

(

４
２)

前
掲
註(

１
４)

白
根
論
文 

三
二
頁 

(

４
３)

『
コ
ン
サ
イ
ス 

世
界
年
表
』(

三
省
堂 

一
九
七
六
年)

 

二
二
三
～
二
二
七
頁 

(

４
４)

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

第
五
十
三
巻 

公
卿
補
任 

第
一
篇
』(

吉
川
弘
文
館) 

四
六
三
頁 

(

４
５)

『
神
宮
史
年
表
』(

戎
光
祥
出
版 

二
〇
〇
五
年)

の
五
六
頁
に
よ
れ
ば
、
同
二
九
日
に
奉
幣
使
と
し
て
参
議
左
大
弁
源

頼
雅
が
内
宮
に
発
遣
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

(

４
６)

下
郡
剛
氏
は
、
こ
の
伊
勢
神
宮
の
焼
亡
事
件
に
つ
い
て
『
兵
範
記
』
の
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
な 

か
で
同
二
七
日
に
院
中
行
事
執
行
の
可
否
に
つ
い
て
院
御
所
議
定
が
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
日
後
の
二
九
日
に
は
、 

 
 
 

神
宮
炎
上
の
事
そ
の
も
の
に
つ
い
て
を
議
題
に
し
た
議
定
が
、
陣
座
で
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の 

理
由
に
つ
い
て
、
先
に
行
わ
れ
た
院
御
所
議
定
が
院
中
の
こ
と
を
審
議
し
、
伊
勢
神
宮
の
問
題
は
陣
定
で
審
議
す
べ
き 

も
の
と
の
認
識
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。(

同
『
後
白
河
院
政
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九 

九
年 

七
一
頁)

し
か
し
、
本
文
中
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
『
愚
昧
記
』
仁
安
三
年
十
二
月
二
七
日
条
に
は
、「
於

院
神
宮
火
事
有
僉
議
」「
左
大
弁
明
後
日
可
発
遣
伊
勢
之
由
蒙
仰
、
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
。 

(

４
７)

前
掲
註(

１
４)

白
根
論
文 

三
二
頁 

(

４
８)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
五
頁 

(

４
９)

『
増
補
史
料
大
成 

第
二
十
一
巻 

兵
範
記 

四
』(

臨
川
書
店) 

以
下
、
本
章
で
引
用
し
た
『
兵
範
記
』
の
記
事
は 

 
 
 

本
書
の
三
〇
二
・
三
〇
三
・
三
〇
五
頁
に
拠
っ
た
。 

(

５
０)

前
掲
註(

１
４)

白
根
論
文 

三
二
頁 

(

５
１)

細
谷
勘
資
「
中
御
門
経
宗
の
儀
式
作
法
と
大
炊
御
門
家
」(

十
世
紀
研
究
会
編
『
中
世
成
立
期
の
政
治
文
化
』
東
京
堂 

 
 
 

出
版 

一
九
九
九
年) 

二
八
五
頁  

(

５
２)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

一
二
一
頁 

(

５
３)

前
掲
註(

１
４)

白
根
論
文 

三
二
・
三
三
頁 
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(
５
４)

前
掲
註(

１
４)

白
根
論
文 

三
二
頁 

(

５
５)
前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
五
頁 

(

５
６)

前
掲
註(

１
０)

棚
橋
著
書 

一
〇
七
頁 

(

５
７)

玉
井
力
「
文
治
の
記
録
所
に
つ
い
て
」(

『
年
報
中
世
史
研
究 

第
十
六
号
』 

一
九
九
一
年) 

八
頁 

(

５
８)

前
掲
註(

１
４)
白
根
論
文 

二
九
頁 

(

５
９)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
八
・
七
四
・
七
五
頁 

(

６
０)

『
玉
葉 

第
一
』(

名
著
刊
行
会) 

以
下
、
本
節(

８)

～(

１
２)

で
引
用
し
た
『
玉
葉
』
の
記
事
は
、
本
書
の
二
一
九
・

二
一
一
・
二
四
〇
・
二
四
一
・
二
五
二
・
二
五
八
・
二
六
二
・
二
八
二
・
二
八
五
・
二
八
八
・
二
八
九
・
三
〇
六
・ 

三
〇
七
・
三
五
六
・
三
五
七
・
四
四
三
・
四
四
四
・
四
四
八
・
四
四
九
・
四
六
八
・
四
六
九
・
六
〇
三
頁
に
拠
っ
た
。 

(

６
１)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

六
四
九
頁 

(

６
２)

『
玉
葉 

第
二
』(

名
著
刊
行
会) 

以
下
、
本
節(
１
３)

・(

１
４)

で
引
用
し
た
『
玉
葉
』
の
記
事
は
、
本
書
の
七
・

八
・
二
四
・
二
六
頁
に
拠
っ
た
。 

(

６
３)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

三
四
七
頁 

(

６
４)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
五
頁 

(

６
５)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

三
〇
三
頁 

(

６
６)

『
明
月
記 

第
一
』(

国
書
刊
行
会) 

以
下
、
本
章
で
引
用
し
た
『
明
月
記
』
の
記
事
は
、
本
書
の
一
〇
一
・
一
〇
二
・

一
〇
五
頁
に
拠
っ
た
。 

(

６
７)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

四
四
頁 

(

６
８)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
五
頁 

(

６
９)

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

第
十
一
巻 

日
本
紀
略
後
篇 

百
錬
抄
』(

吉
川
弘
文
館)

 

一
三
〇
頁 

(

７
０)

橋
本
義
彦
「
院
政
重
職
一
覧(

白
河
院
―
後
円
融
院)

」[

『
中
世
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』(

近
藤
出
版
社 

一
九
七
三
年)] 

 
 
 

二
七
〇
頁 

(

７
１)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

六
七
〇
頁 

(

７
２)

前
掲
註(

１
４)

白
根
論
文 

三
三
・
三
四
・
三
七
頁 

(

７
３)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

六
五
頁 

(

７
４)

『
大
日
本
古
記
録 

猪
隈
関
白
記 

五
』(

岩
波
書
店)

 

八
一
頁 

(

７
５)

前
掲
註(

４
５)

書 

六
五
頁 

(

７
６)

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

公
卿
補
任 

第
二
篇
』(

吉
川
弘
文
館) 

四
三
頁 

(

７
７)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

六
四
九
頁 

(

７
８)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

三
〇
三
頁 
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(
７
９)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

六
四
九
頁 

(

８
０)
『
増
補
史
料
大
成 

第
三
十
三
巻 

平
戸
記 

二 

妙
槐
記
』(

臨
川
書
店) 

以
下
、
本
章
で
引
用
し
た
『
妙
槐
記
』

の
記
事
は
、
本
書
の
二
〇
九
・
二
一
〇
・
二
一
一
頁
に
拠
っ
た
。 

(

８
１)

矢
野
太
郎
「
妙
槐
記
解
題
」[

前
掲
註(

８
０)

書] 

一
頁 

(

８
２)

『
日
本
思
想
大
系
二
二 

中
世
政
治
社
会
思
想 

下
』(

岩
波
書
店 

一
九
八
一
年)

 

三
三
頁 

(

８
３)

藤
原
良
章
「
公
家
庭
中
の
成
立
と
奉
行
―
中
世
公
家
訴
訟
制
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
―
」(

『
史
学
雑
誌
』
九
四
―
十 

 
 
 

一 

一
九
八
五
年) 

二
頁 
後
に
、
同
『
中
世
的
思
惟
と
そ
の
社
会
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
九
七
年)

第
一
部
第
二

章
に
収
録
。 

(

８
４)

前
掲
註(

１
４)

白
根
論
文 

二
七
頁 

(

８
５)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

七
六
頁 

(

８
６)

前
掲
註(

８
３)

藤
原
論
文 

十
七
頁 

(

８
７)

前
掲
註(

１
６)

岡
野
論
文 

七
六
頁 

(

８
８)

前
掲
註(

４)

橋
本
著
書 

六
七
一
頁 
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第
二
章 

神
宮
伝
奏
の
成
立 

 

は
じ
め
に 

 

①
神
宮
伝
奏
に
関
す
る
研
究
史
は
、
そ
れ
が
実
際
に
常
置
さ
れ
て
い
た
江
戸
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
有

職
故
実
書
で
江
戸
時
代
の
朝
廷
に
関
す
る
万
般
の
こ
と
を
概
説
し
て
い
る
『
故
実
拾
要
』
巻
十
に
は
、
当
時
の
公
家
の
職
制
で

あ
る
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 

神
宮
伝
奏 

 
 

是
伊
勢
大
神
宮
ノ
伝
奏
也
、
清
花
以
下
ノ
大
納
言
人
勤
之
、
神
宮
ノ
事
ヲ
奏
ス
也
、
此
伝
奏
ヲ
被
勤
内
、
触
穢
ノ
事
有
之

時
ハ
早
速
伝
奏
辞
退
ア
ル
事
也
、
諸
社
ノ
伝
奏
ト
ハ
格
別
也
、
此
伝
奏
ノ
中
ハ
僧
尼
重
軽
ノ
服
者
等
一
切
不
入
門
内
、
家

僕
ノ
男
女
等
穢
有
之
時
ハ
令
下
宿
事
也
、
仍
門
ニ
神
宮
伝
奏
也
、
僧
尼
重
軽
不
浄
之
輩
不
可
入
門
内
ト
板
札
ニ
書
テ
常
ニ

其
門
ニ
立
ル
也
、
又
医
師
等
病
用
ノ
時
ハ
令
蒙
頭
巾
、
其
殿
ニ
入
ル
也
、
神
事
ヲ
行
フ
ヲ
ハ
構
フ
ト
云
也
、
或
被
構
神
事

也
、
其
事
ノ
終
ル
ヲ
ハ
神
事
ノ
晩
リ
ト
云
也
、(

１) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
は
伊
勢
神
宮
の
こ
と
を
奏
聞
す
る
伝
奏
で
あ
り
、
家
格
は
清
華
家
以
下
で
、
大
納
言
と
な
っ
た

人
が
勤
め
、
穢
れ
を
厳
重
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

『
故
実
叢
書
』
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
著
者
篠
崎
維
章
は
、
享
保
十(

一
七
二
五)

年
以
降
京
都
に
居
住
し
、
元
文
五(

一

七
四
〇)

年
に
没
し
て
い
る
。
本
書
の
執
筆
も
こ
の
間
に
行
わ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
の
解
説
が
神
宮
伝
奏
に
関
す
る
客
観
的
記

述
と
し
て
は
、
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。 

②
他
に
も
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
神
宮
伝
奏
の
補
任
録
が
複
数
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
『
神
宮
伝
奏
補
任
録
』
で
あ
る
。 

同
書
は
、
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
か
ら
享
保
十
九(

一
七
三
四)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
・
官
職
・
補
任
年
月
日
・
退
任
年
月

日
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

同
書
の
奥
書
に
は
、「
右
神
宮
伝
奏
補
任
録
一
冊
、
宮
内
省
図
書
寮
蔵
本
を
以
て
謄
写
す
。
昭
和
二
年
四
月
十
九
日 

加
藤

才
次
郎
」
と
あ
り
、
享
保
十
九
年
以
降
に
作
成
さ
れ
た
補
任
録
一
冊
が
昭
和
二(

一
九
二
七)

年
に
謄
写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(

２)

①
②
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
は
、
解
説
や
補
任
録
の
作
成
と
い
う
か
た
ち
で
神
宮
伝
奏
の
研
究
が
は
じ
ま
っ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

③
『
神
宮
伝
奏
歴
名
』
は
、
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
か
ら
寛
延
四(

一
七
五
一)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
・
官
職
・
補
任
期

年
月
日
・
退
任
年
月
日
・
退
任
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。(

３) 

 

④
『
神
宮
伝
奏
次
第
』
は
、
文
亀
二
年
か
ら
天
保
十
二(

一
八
四
一)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
・
官
職
・
補
任
年
月
日
・
退

任
年
月
日
・
退
任
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。(

４)

③
④
も
、
作
成
者
、
作
成
年
代
と
も
に
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
年

代
の
就
任
者
ま
で
記
し
て
い
る
か
で
、
そ
の
当
時
の
成
立
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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⑤
大
正
末
期
に
出
さ
れ
た
、
和
田
英
松
氏
の
『
修
訂
官
職
要
解
』
に
は
、
「
伝
奏
」
の
項
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う

な
記
述
が
み
え
る
。 

社
寺
に
も
伝
奏
が
あ
っ
て
、
諸
社
・
諸
寺
の
こ
と
を
執
奏
し
た
。『
雲
上
明
鑑
』
な
ど
に
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
奏
の
名
前
が
の

せ
て
あ
る
、
そ
の
な
か
に
は
、
伝
奏
一
人
で
数
社
を
兼
帯
し
て
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
伊
勢
、
賀
茂
、
石
清
水
は
、
必
ず

別
に
伝
奏
が
置
い
て
あ
る
。
伊
勢
は
、
ふ
る
く
王
代
の
記
録
に
神
宮
上
卿
と
か
い
て
あ
る
。
ま
た
『
玉
葉
』
に
「
上
古
、

大
神
宮
上
卿
を
定
め
置
か
る
る
事
な
し
。
堀
河
院
の
御
宇
、
久
我
大
相
国(

雅
実)

内
大
臣
た
る
の
時
、
始
め
て
神
宮
の
訴

訟
を
計
り
奏
す
べ
き
の
由
を
仰
せ
ら
る
。」
と
あ
る
が
、『
勘
仲
記
』
に
は
「
神
宮
奉
行
」
と
も
「
神
宮
伝
奏
」
と
も
か
い 

て
あ
る
。
賀
茂
・
石
清
水
伝
奏
も
、
足
利
時
代
に
は
す
で
に
あ
り
、『
建
内
記
』
な
ど
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
、
践
祚
、 

即
位
、
御
元
服
、
改
元
、
お
よ
び
凶
事
、
八
講
な
ど
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
臨
時
に
伝
奏
を
置
い
た
の
で
あ
る
。(

５) 

⑥
昭
和
戦
前
期
の
『
神
宮
要
綱
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
神
宮
職
官
年
表
」
に
は
、
孝
徳
天
皇
以
降
の
歴
代
天
皇
ご
と
に
、

当
時
の
祭
主
・
宮
司
・
皇
大
神
宮
禰
宜
・
豊
受
大
神
宮
禰
宜
の
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
後
土
御
門
天
皇
在
位
下
の
文
明

元(

一
四
六
九)

年
以
降
、「
神
宮
伝
奏
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
、
藤
原
資
綱
の
名
が
み
え
る
。
そ
の
あ
と
明
治
元(

一
八
六
八)

年
の
正
親
町
実
徳
に
至
る
ま
で
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。(

６) 

⑦
戦
後
は
、
菊
地
康
明
氏
の
室
町
期
の
そ
れ
へ
の
言
及
が
最
も
早
い
。
同
氏
は
『
広
橋
守
光
記
』
に
つ
い
て
紹
介
し
、
守
光

に
つ
い
て
、
権
大
納
言
町
広
光
の
男
で
文
明
十
一(

一
四
七
九)

年
に
広
橋
家
を
継
ぎ
、
長
享
元(

一
四
八
七)

年
に
叙
爵
以
後
、

弁
官
、
蔵
人
を
経
て
、
永
正
二(

一
五
〇
五)

年
に
参
議
、
同
六(

一
五
〇
九)

年
に
武
家
伝
奏
に
任
じ
ら
れ
、
同
八(

一
五
一
一)

年
に
は
神
宮
伝
奏
を
も
兼
ね
て
、
当
時
公
武
の
間
に
あ
っ
て
同
じ
く
伝
奏
勧
修
寺
尚
顕
と
と
も
に
最
も
活
躍
し
た
人
物
の
一
人

で
あ
り
、
そ
の
日
記
は
当
時
の
朝
幕
関
係
を
考
え
る
上
に
貴
重
な
史
料
と
し
て
い
る
。 

そ
の
主
要
な
記
事
の
一
つ
と
し
て
、
伊
勢
内
外
宮
仮
殿
遷
宮
に
関
し
て
内
外
宮
の
間
に
起
こ
っ
た
争
い
に
関
す
る
記
事
を
紹

介
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
室
町
期
に
お
い
て
両
宮
と
も
神
殿
の
荒
廃
が
著
し
か
っ
た
た
め
、
神
殿
造
替
の
沙
汰
を
争
う
に
到

っ
た
。
そ
の
た
め
に
永
正
九(

一
五
一
二)

年
に
幕
府
よ
り
和
談
の
儀
を
下
知
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
容
易
に
解

決
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
え
、
同
十(

一
五
一
三)

年
六
月
二
九
日
以
下
の
条
に
よ
れ
ば
、
七
月
祭
主
藤
波
伊
忠
を
遣
わ
し
て
両

宮
和
与
の
儀
を
取
計
ら
せ
た
結
果
、
十
月
に
到
り
和
談
が
始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。(

７) 

⑧
つ
ぎ
に
橋
本
義
彦
氏
は
、『
葉
黄
記
』
宝
治
元(

一
二
四
七)

年
三
月
十
二
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
伝
奏
制
の
成
立
を
後
嵯

峨
上
皇
院
政
下
の
宝
治
元
年
と
し
て
、
鎌
倉
末
期
に
は
神
宮
伝
奏
、
諸
社
寺
伝
奏
な
ど
も
出
現
し
た
と
し
て
い
る
。(

８) 

⑨
藤
原
良
章
氏
は
、
鎌
倉
期
の
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
初
め
て
本
格
的
に
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

当
時
、
神
宮
奉
行
の
交
替
を
好
機
と
し
て
訴
人
が
「
濫
訴
」
を
お
こ
す
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
神
宮
訴
訟
を
な

る
べ
く
同
一
の
担
当
奉
行
、
あ
る
い
は
記
録
所
の
よ
う
な
一
定
機
関
に
受
け
も
た
せ
よ
う
と
す
る
指
向
が
、
こ
れ
以
前
に
進
め

ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
神
宮
伝
奏
の
存
在
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
弘
安
二(

一
二
七
九)

年
四
月
十
三
日
に
、
伝
奏
で
あ
る
参
議
左
大
弁
吉
田
経
長
は
神
宮
訴
訟
の
奏
事
を
行
っ
て
い
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る
が
、
そ
の
吉
田
経
長
こ
そ
が
神
宮
伝
奏
で
あ
っ
た
。
そ
の
職
務
は
、
神
宮
奉
行
の
奏
事
を
伝
奏
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ

と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
た
、
祭
主
と
中
門
廊
で
対
面
し
、
そ
の
申
請
を
奏
聞
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。 

 

こ
の
時
期
の
伝
奏
が
六
人
で
、
後
嵯
峨
院
政
期
の
二
人
よ
り
よ
ほ
ど
多
く
、
ま
た
伝
奏
が
三
番
に
結
番
さ
れ
、
原
則
と
し
て

毎
日
「
午
刻
」
に
奏
事
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
間
は
「
不
可
有
他
事
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
時
期

に
お
け
る
伝
奏
の
重
要
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
奏
も
、
な
る
べ
く
同
一
の
訴
訟
対
象
に
関
す
る
奏
事

を
担
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
指
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
経
長
の
神
宮
伝
奏
と
し
て
の
活
動
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

永
仁
三(

一
二
九
五)

年
、
時
に
神
宮
奉
行
で
あ
っ
た
蔵
人
頭
三
条
実
躬
が
そ
の
日
記
に
「
朝
間
例
、
訴
人
済
々
如
雲
霞
門
前

成
市
、
毎
朝
之
儀
如
此
」
と
書
き
残
し
た
こ
と
、
ま
た
延
慶
二(

一
三
〇
九)

年
三
月
八
日
の
評
定
で
成
立
し
た
「
条
々
」
に
、

こ
う
し
た
〈
担
当
奉
行
制
〉
が
完
成
し
た
姿
で
立
法
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
る
な
ら
ば
〈
担
当
奉
行
制
〉
の
整
備
・
拡
大
は
中

世
公
家
政
権
に
お
け
る
雑
訴
の
興
行
を
支
え
た
一
つ
の
大
き
な
柱
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
貞
和
三(

一
三
四
七)

年
当
時
、
鎌
倉
末
期
と
同
様
に
当
時
の
公
家
政
権
に
お
い
て
も
、
伝
奏
以
下
が
出
仕
せ
ず
、

政
務
・
雑
務
が
ほ
と
ん
ど
停
滞
し
き
っ
て
お
り
、〈
担
当
奉
行
制
〉
の
機
能
が
低
下
し
て
い
た
。
こ
の
後
に
も
貞
治
三(

一
三
六

四)

年
に
神
宮
伝
奏
が
全
く
出
仕
し
な
い
た
め
、「
付
便
宜
伝
奏
、
可
奏
事
之
由
」
を
仰
せ
下
さ
れ
て
い
る
。(

９) 

⑩
室
町
期
の
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
、
菊
地
氏
に
続
い
て
言
及
し
た
の
は
飯
田
良
一
氏
で
あ
り
、
室
町
期
に
お
け
る
神
宮
と
幕

府
・
朝
廷
と
の
関
係
を
神
宮
方
の
機
能
を
通
じ
て
整
理
、
考
察
す
る
な
か
で
、
祈
祷
の
内
容
及
び
そ
の
命
令
系
統
を
明
ら
か
に

し
た
。
同
氏
は
、
神
宮
に
祈
祷
を
命
じ
る
ル
ー
ト
と
し
て
神
宮
伝
奏
→
祭
主
→
大
宮
司
→
内
・
外
宮
長
官
が
あ
っ
た
と
し
、
神

宮
伝
奏
を
通
じ
て
祈
祷
を
命
令
し
た
の
は
朝
廷
、
幕
府
、
朝
幕
の
両
者
と
三
つ
の
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(

１
０)

⑪
伊
藤
喜
良
氏
は
嘉
吉
の
乱
後
に
お
け
る
「
公
武
申
次
」
の
伝
奏
・
南
都
伝
奏
・
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。 

『
建
内
記
』
嘉
吉
三(

一
四
四
三)

年
七
月
八
日
条
の
記
事
に
よ
り
幕
府
か
ら
神
宮
大
宮
司
河
辺
氏
長
の
重
任
に
つ
い
て
執
奏

が
あ
り
、
勅
定
の
後
、
神
宮
伝
奏
日
野
資
広
が
勅
許
の
旨
を
伝
奏
奉
書
に
よ
っ
て
職
事
俊
秀
に
伝
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、 

こ
の
頃
、
彼
ら
が
し
ば
し
ば
発
す
る
伝
奏
奉
書
は
天
皇
の
意
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
り
、
勅
定
を
職
事
に
伝
え
る
と
い
う
重
要
な

役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
義
満
か
ら
義
教
期
ま
で
の
伝
奏
が
室
町
殿
の
「
仰
」
を
奉
じ
て
伝
奏
奉
書
を
発
し
て
い
た

状
況
と
異
な
り
、
彼
ら
が
活
動
し
て
い
る
場
は
公
家
支
配
機
構
内
で
あ
り
、
室
町
殿
と
の
関
係
は
薄
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る(

１
１) 

 

⑫
富
田
正
弘
氏
は
、
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
か
ら
慶
長
十
二(

一
六
〇
七)

年
ま
で
の
神
宮
伝
奏
の
一
覧
表
と
文
明
四(

一
四

七
二)

年
か
ら
慶
安
元(

一
六
四
八)

年
ま
で
の
賀
茂
伝
奏
の
一
覧
表
を
作
成
し
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

伝
奏
と
は
、
室
町
殿
の
王
権
に
と
っ
て
、
公
家
衆
・
寺
社
権
門
の
支
配
や
、
律
令
的
天
皇
＝
太
政
官
の
間
接
的
支
配
の
た
め

の
重
要
な
装
置
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
命
令
の
主
導
権
を
手
放
す
わ
け
が
な
か
っ
た
。
伝
奏
に
対
す
る
命
令
指
揮
の
主

導
権
は
な
お
室
町
殿
の
下
に
あ
っ
た
。 
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そ
こ
で
、「
公
家
側
の
政
務
」
は
、
伝
奏
の
う
ち
に
特
別
の
担
当
の
伝
奏
を
置
き
、
こ
れ
を
室
町
殿
の
支
配
下
か
ら
切
離
そ

う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
神
宮
伝
奏
と
賀
茂
伝
奏
で
あ
っ
た
。
伊
勢
神
宮
と
賀
茂
神
社
は
い
ず
れ
も
、
皇
室
と
は
特
に
由
縁
の
深

い
神
社
で
あ
り
、
室
町
殿
の
介
入
を
排
除
し
や
す
い
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
応
仁
の
乱
ま
で
に
は
、
こ
の
よ
う
な
担
当
伝

奏
の
分
化
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
特
殊
な
担
当
を
も
た
な
い
伝
奏
は
、
室
町
殿
に
主
と
し
て
仕
え
る
も
の
と
な
り
、
永
正
年
間
以
降
、
こ
れ
を

「
武
家
伝
奏
」
と
限
定
的
名
称
で
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
限
定
的
名
称
と
な
っ
た
の
は
、「
公
家
側
の
政
務
」

の
伝
奏
へ
の
命
令
権
へ
の
執
念
が
実
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
公
家
側
の
政
務
」
は
神
宮
・
賀
茂
両
伝
奏
に
対

し
て
、
独
占
的
な
命
令
権
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る(

１
２) 

 

⑬
瀬
戸
薫
氏
は
、
室
町
期
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
を
は
じ
め
と
す
る
寺

社
伝
奏
の
場
合
に
つ
い
て
も
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

室
町
期
の
寺
社
伝
奏
は
、
敷
奏
家
で
あ
る
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
っ
た
。
敷
奏
は
『
職
員
令
』
に
大
納
言
の
管
掌
事
項
の
一

つ
と
し
て
規
定
さ
れ
、「
謂
敷
陳
也
、
奏
進
也
、」
す
な
わ
ち
天
皇
に
意
見
を
申
し
の
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
三
条
西
実
隆
が
神
宮

伝
奏
に
任
じ
ら
れ
た
際
、「
可
候
敷
奏
」
と
「
神
宮
事
可
両
伝
奏
給
」
の
二
通
の
綸
旨
を
所
望
し
た
経
緯
が
『
実
隆
公
記
』
に

詳
述
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
『
諸
家
伝
』
等
に
よ
っ
て
敷
奏
補
任
年
次
の
判
明
す
る
も
の
を
表
示
す
る
と
必
ず
し
も
神
宮
伝
奏
の
み
が
敷
奏
を
前

提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
武
家
伝
奏
や
臨
時
の
伝
奏
で
も
補
任
以
前
に
敷
奏
に
加
え
ら
れ
る
例
が
確
認
で
き
る
。(

１
３)

 

⑭
明
石
治
郎
氏
は
、
後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
伝
奏
・
近
臣
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
次

の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

明
応
五(

一
四
九
六)

年
に
三
条
西
実
隆
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
と
き
の
経
緯
に
よ
り
、
当
時
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
は
伝

奏
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
と
い
う
関
係
が
必
ず
し
も
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
実
隆
は
「
可
令
候
伝
奏
」
と
い
う
綸
旨

を
得
て
お
り
、
間
違
い
な
く
伝
奏
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
室
町
殿
か
ら
伊
勢
神
宮
に
祈
祷
が
命
令
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
亀
元(

一
五

〇
一)

年
八
月
二
日
、
神
宮
伝
奏
三
条
西
実
隆
の
も
と
へ
、
武
家
伝
奏
勧
修
寺
政
顕
よ
り
「
変
異
事
」
に
つ
き
「
公
武
御
祈
」

の
命
令
を
下
す
よ
う
奉
書
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
実
隆
は
翌
日
、
前
日
付
で
奉
行
職
事
万
里
小
路
賢
房
に
神
宮
伝
奏
奉
書

を
発
給
し
た
。(

１
４) 

 

⑮
拙
稿
に
お
い
て
も
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
成
立
と
室
町
期
に
お
け
る
そ
の
活
動
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し

て
お
り
、
改
稿
し
て
本
章
の
な
か
に
収
載
し
て
い
る
。(

１
５) 

 

⑯
ま
た
、
筆
者
は
『
神
道
史
大
辞
典
』「
神
宮
伝
奏
」
の
項
を
執
筆
し
、
同
じ
く
作
成
し
た
「
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
一
覧
」

を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
の
一
覧
は
、
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
に
就
任
し
た
、
初
代
の
神
宮
上
卿
久
我
雅
実
か
ら
始
ま
り
、
慶
応

四(

一
八
六
八)

年
に
就
任
し
た
、
最
後
の
神
宮
伝
奏
正
親
町
実
徳
に
至
る
ま
で
、
延
べ
二
四
八
名
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
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就
任
者
を
網
羅
し
て
お
り
、
増
補
し
て
第
二
部
第
一
章
第
一
節
【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】
と
し
て
収
載
し
て
い
る
。(

１

６)

⑰
さ
ら
に
、
拙
稿
に
お
い
て
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
朝
廷
に
お
い
て
毎
年
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
対
し
て
一
年
で
最
初

に
伊
勢
神
宮
か
ら
の
奏
事
事
項
を
奏
上
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
の
十
五
世
紀
前

半
に
か
け
て
成
立
し
た
こ
と
、
神
宮
伝
奏
が
そ
の
準
備
過
程
や
当
日
の
儀
式
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

第
一
部
第
三
章
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」
と
し
て
収
載
し
て
い
る
。(

１
７) 

 

第
一
節 

神
宮
伝
奏
の
初
見
記
事 

  

伝
奏
制
度
は
、
鎌
倉
後
期
・
南
北
朝
期
・
室
町
初
期
を
通
じ
た
公
家
政
治
お
よ
び
公
武
関
係
の
変
化
に
伴
っ
て
、
公
家
政
治 

お
よ
び
公
武
の
交
渉
の
要
と
な
っ
た
。(

１
８)

従
来
、
中
世
の
公
家
政
治
史
お
よ
び
公
武
関
係
史
を
解
明
す
る
上
で
、
武
家
伝

奏
と
そ
の
前
身
の
役
職
で
あ
る
伝
奏
の
存
在
が
注
目
さ
れ
、
諸
先
学
に
よ
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。(

１
９) 

下
郡
剛
氏
は
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
お
い
て
奏
事
は
伝
奏
に
付
す
も
の
で
は
な
く
、
奏
者
が
直
接
に
天
皇
や
院
と
対
面
し

て
な
さ
れ
る
の
を
通
例
と
し
た
が
、
後
白
河
院
政
期
以
降
、
奏
事
目
録
が
作
成
さ
れ
、
奏
事
が
常
に
伝
奏
を
経
由
し
て
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
、(

２
０)

詳
細
な
「
後
白
河
院
政
期 

院
伝
奏
一
覧
」(

２
１)

を
作
成
し
て
、
伝
奏
制
度
は
後
白

河
院
政
期
に
お
い
て
確
立
し
た
と
し
て
い
る
。 

 

美
川
圭
氏
は
、
続
く
後
鳥
羽
院
政
期
に
伝
奏
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
院
へ
の
奏
事
伝
奏
は
専
ら
院
側
近
女
房
に 

担
わ
れ
て
い
た
こ
と
、(

２
２)

橋
本
義
彦
氏
は
後
嵯
峨
院
政
期
に
権
中
納
言
吉
田
為
経
と
参
議
葉
室
定
嗣
の
二
人
が
伝
奏
に
補

任
さ
れ
る
に
及
び
、
両
人
は
隔
日
に
出
勤
し
て
諸
人
の
奏
事
を
伝
奏
す
る
こ
と
と
し
、
以
後
、
関
東
申
次
の
管
掌
す
る
も
の
を

除
く
全
て
の
奏
事
は
、
原
則
と
し
て
伝
奏
の
専
当
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。(

２
３) 

 

こ
の
伝
奏
制
度
か
ら
神
宮
伝
奏
が
分
化
し
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
活
動
を
最
初
に
明
ら
か
に
し
た
の

は
藤
原
良
章
氏
で
あ
る
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、『
吉
続
記
』
弘
安
二(

一
二
七
九)

年
四
月
十
三
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
こ
の
日
、

伝
奏
で
あ
る
参
議
左
大
弁
吉
田
経
長
は
神
宮
訴
訟
の
奏
事
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
吉
田
経
長
こ
そ
が
神
宮
伝
奏
で
あ
っ
た
。

そ
の
職
務
は
、
神
宮
奉
行
の
奏
事
を
伝
奏
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
の
時
期
の
伝
奏
が
六
人
で
、
後
嵯
峨
院
政
期
の
二
人
よ
り
よ
ほ
ど
多
く
、
ま
た
伝
奏
が
三
番
に
結
番
さ
れ
、
原
則

と
し
て
毎
日
「
午
刻
」
に
奏
事
が
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
間
は
「
不
可
有
他
事
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ

の
時
期
に
お
け
る
伝
奏
の
重
要
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
奏
も
、
な
る
べ
く
同
一
の
訴
訟
対
象
に
関
す

る
奏
事
を
担
当
さ
せ
よ
う
と
す
る
指
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
経
長
の
神
宮
伝
奏
と
し
て
の
活
動
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
い
る
。(

２
４)

さ
ら
に
藤
原
氏
が
、
同
五
月
二
十
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
祭
主
と
中
門
廊
で
対
面
し
、
そ
の
申
請
を

奏
聞
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
と
し
て
お
り
、
同
条
に
は
、「
予
依
神
宮
伝
奏
也
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。(

２
５)

同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

２
６) 
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廿
日
、
晴
、
参
院
、
今
日
傳
奏
当
番
也
、(

中
略)

頭
弁
神
宮
并
最
勝
講
事
等
傳
奏
、
来
廿
四
日
、
八
幡
奉
幣
使
之
次
、
可 

 
被
献
神
宝
、
又
若
宮
武
田
等
社
可
被
奉
官
幣
、
是
今
度
、
神
輿
入
洛
無
先
規
、
御
敬
神
之
餘
、
如
此
被
思
食
、
可
為
何
様 

 

哉
之
由
、
以
頭
弁
被
申
合
関
白
、
両
條
何
事
之
有
哉
、
而
可
被
問
人
々
歟
之
由
被
申
、
頭
弁
帰
参
、
申
此
趣
、
即
奏
聞
、 

 

先
可
問
例
之
由
有
仰
、
々
頭
弁
了
、
祭
主
隆
景
卿
参
仕
、
候
中
門
廊
、
神
宮
条
々
、
高
宮
盗
人
参
昇
所
々
、
并
子
良
館
修 

 

造
任
先
例
、
可
被
付
功
人
事
、
可
被
停
越
訴
事
、
前
斎
宮
寮
人
之
号
可
被
止
事
、
山
僧
不
触
祭
主
、
直
被
入
神
郡
狼
藉
、 

 

向
後
可
被
停
止
事
、
為
成
朝
臣
可
被
停
止
非
分
濫
望(

為
重
所
望
事
也
、)

事
、
新
加
供
御
人
、
加
増
可
被
停
止
事
、
益
田 

 

庄
御
神
楽
用
途
事
、
付
予
申
入
傳
奏
、
予
依
神
宮
傳
奏
也
、(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
亀
山
院
政
下
に
お
い
て
参
議
吉
田
経
長
が
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、
五
月
二
十
日
は
当
番
の
日
で
参

院
し
て
い
た
。
頭
弁
か
ら
付
さ
れ
て
八
幡
奉
幣
使
の
際
に
神
宝
を
献
ず
る
こ
と
や
若
宮
武
田
社
に
も
奉
幣
す
る
こ
と
な
ど
を
奏

聞
し
て
お
り
、
伝
奏
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

さ
ら
に
祭
主
と
中
門
廊
で
出
会
い
、
神
宮
条
々
に
つ
い
て
の
奏
聞
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
記
述
に
「
予
依
神
宮
傳

奏
也
、
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
吉
田
経
長
は
、
院
の
伝
奏
を
勤
め
る
な
か
で
神
宮
に
つ
い
て
の
奏

事
を
専
門
に
扱
う
こ
と
も
求
め
ら
れ
、
自
ら
を
「
神
宮
伝
奏
」
と
称
し
た
と
考
え
る
。 

そ
の
内
容
は
、
高
宮
へ
の
盗
人
参
昇
事
件
、
子
良
館
の
修
造
に
つ
い
て
先
例
に
任
せ
て
功
人
を
付
す
こ
と
、
越
訴
の
停
止
、

前
斎
宮
寮
人
の
称
号
停
止
、
山
僧
に
よ
る
神
郡
で
の
狼
藉
停
止
、
新
た
に
供
御
人
を
加
え
て
加
増
す
る
こ
と
の
停
止
、
益
田
庄

へ
の
御
神
楽
用
途
賦
課
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
奏
事
事
項
が
多
岐
に
亙
り
、
多
数
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
も
、
神
宮
伝
奏
の

成
立
を
促
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
神
宮
伝
奏
は
常
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
『
勘
仲
記
』
弘
安
七(
一
二
八
四)

年
閏
四
月
十

八
日
条
に
「
十
八
日
、
丙
寅
、
晴
、
参
院
、
奏
聞
神
宮
已
下
條
々
事
、
前
藤
中
納
言
傳
奏
、
次
参
内
、(

後
略)
」、
同
十
九
日

条
に
「
十
九
日
、
丁
卯
、
晴
、
参
院
、
奏
神
宮
條
々
事
、
二
條
前
中
納
言
所
傳
奏
也
、(

後
略)

」、
同
二
二
日
条
に
「
廿
二
日
、 

庚
午
、
晴
、
参
院
、
以
二
條
前
中
納
言
奏
聞
條
々
事
、
神
宮
并
賀
茂
以
下
諸
人
雑
訴
等
也
、(

後
略)

」、
同
六
月
二
七
日
条
に 

「
以
二
條
前
中
納
言
奏
神
宮
事
、」
と
あ
り
、
同
十
月
二
二
日
、
二
五
日
、
二
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

２
７) 

 
 

廿
二
日
、
丙
寅
、
参
殿
下
、(

中
略)

於
御
前
内
覧
神
宮
條
々
事
、
其
内
、
玉
串
大
内
人
常
顕
申
貞
常
遺
失
事
、
去
年
九
月 

 
 

内
宮
假
殿
御
遷
宮
、
付
貞
常
左
相
殿
御
體
奉
入
御
樋
代
、
猶
奉
入
御
船
代
、
件
御
船
代
奉
置
板
敷
上
、
已
為
遺
失
、
而
左 

 
 

方
供
奉
一
禰
宜
成
行
奉
蹴
之
由
訴
之
、
去
比
予
為
奉
行
、
尋
究
可
申
之
由
、
被
下
院
宣
於
祭
主
定
世
朝
臣
了
、
尋
究
方
々 

 
 

祭
主
執
奏
、
所
内
覧
也
、
可
奏
聞
之
由
有
仰
、(

後
略) 

 
 

廿
五
日
、
己
巳
、
晴
、
参
院
、
以
吉
田
中
納
言
奏
聞
神
宮
條
々
事
、
其
内
、
玉
串
大
内
人
貞
常
遺
失
事
、
明
日
、
評
定
之 

 
 

次
、
可
申
出
之
由
有
勅
定
、
次
参
殿
中
、
條
々
事
、 

 
 

廿
六
日
、
庚
午
、
早
旦
、
参
内
、
着
到
之
後
、
退
出
、
次
参
院
、
今
日
、
御
評
定
、
神
宮
玉
串
大
内
人
常
顕
申
貞
常
遺
失 

 
 

事
、
吉
田
三
位
入
道
與
権
弁
俊
定
朝
臣
相
論
小
林
上
庄
事
、
両
條
可
申
出
之
故
也
、
上
皇
有
出
御
、
殿
下
御
参
、
先
有
御



 

 

89 

対
面
、
其
後
、
人
々
参
御
前
、
土
御
門
大
納
言
、
師
卿
、
前
平
中
納
言
、
民
部
卿
、
前
藤
中
納
言
、
二
條
前
中
納
言
、
吉

田
中
納
言
等
参
仕
、(

中
略) 

 
 
 

後
日
、
吉
田
中
納
言
注
進
、 

 
 
 
 

弘
安
七
年
十
月
廿
六
日 

 
 

一
、
神
宮
玉
串
大
内
人
常
顕
訴
申
、
遷
宮
時
貞
常
遺
失
事
、 

 
 
 
 

人
々
申
云
、
供
奉
禰
宜
等
不
存
知
之
由
書
請
文
之
上
者
、
不
可
及
沙
汰
、 

 
 

(

後
略) 

 

以
上
の
よ
う
に
、
弘
安
七
年
四
月
十
八
日
に
は
、
参
院
し
た
神
宮
奉
行
蔵
人
治
部
少
輔
勘
解
由
小
路
兼
仲(

２
８)

が
、
前
権

中
納
言
日
野
資
宣
を
通
じ
て
、
同
十
九
日
・
同
二
二
日
・
同
六
月
二
七
日
に
は
、
前
権
中
納
言
二
条
経
良
を
通
じ
て
、
同
十
月 

二
五
日
に
は
、
権
中
納
言
吉
田
経
長
を
通
じ
て
、
神
宮
の
奏
事
を
亀
山
上
皇
に
奏
聞
し
た
。 

こ
の
十
月
二
五
日
の
場
合
、
兼
仲
が
参
院
し
、
経
長
を
通
じ
て
、
前
年
九
月
の
内
宮
仮
殿
遷
宮
の
際
に
内
宮
の
神
主
が
起
こ

し
た
不
祥
事
等
に
つ
い
て
上
皇
に
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
上
皇
は
明
日
の
評
定
に
お
い
て
、
こ
の
件
を
申
し
出
る
よ
う
に
と
の
勅

定
を
下
し
て
い
る
。 

こ
の
奏
聞
は
、
同
二
二
日
に
兼
仲
が
関
白
鷹
司
兼
平
を
訪
れ
、
こ
の
件
等
が
記
さ
れ
た
奏
事
目
録
を
内
覧
に
供
し
、
兼
平
か

ら
奏
聞
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
を
受
け
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
二
六
日
に
は
、
上
皇
の
御
前
に
お
け
る
評
定
の
な
か
で
、 

こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
裁
断
に
は
及
ば
な
い
と
の
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
神
宮
の
奏
事
は
神
宮
奉
行
が
関
白
に
よ
る
奏
事
目
録
の
内
覧
を
経
た
上
で
、
当
番
の
伝
奏
に
付

し
て
上
皇
に
奏
聞
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
奏
聞
は
伝
奏
が
交
替
で
担
当
し
て
い
る
。
上
皇
の
判
断
に
よ
っ
て
は
、
院
の
評
定
で

取
り
上
げ
ら
れ
、
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

一
方
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
お
い
て
も
神
宮
上
卿
の
補
任
は
行
わ
れ
て
い
た
。
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』(

２
９)

に
は
次
の
よ
う

に
み
え
る
。 

 
 
 
 
 

○
師
信
卿 

 
 

綸
旨
抄
云
、 

 

諸
社
上
卿
事 

 
 
 

嘉
元
二
年
五
月
廿
日 

 

宣
旨 

 
 
 
 

権
大
納
言
藤
原
朝
臣
師 

 
 
 
 
 

宜
令
行
伊
勢
太
神
宮
事
、 

 
 
 
 
 
 

権
中
納
言
藤
原
實
躬
奉 

  
 
 
 

後
照
念
院
関
白 

 
 
 
 
 
 

○
冬
平
公 
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綸
旨
抄
云
、 

 

諸
社
上
卿
事 

 
 
 
 

右
大
臣 

 
 
 
 
 

宜
令
行
伊
勢
二
所
太
神
宮
事 

 
 

右
、
宣
旨
早
可
被
下
知
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 

嘉
元
三 

 
 
 
 
 
 

三
月
三
日 

 
権
中
納
言
實
躬
奉 

 
 
 
 

右
中
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
綸
旨
抄
』
の
記
事
に
よ
り
、
嘉
元
二(

一
三
〇
四)

年
五
月
二
十
日
の
宣
旨
に
よ
っ
て
権
大
納
言
花
山
院 

師
信
が
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
て
お
り
、
翌
三
年
に
は
三
月
三
日
の
宣
旨
に
よ
っ
て
右
大
臣
鷹
司
冬
平
が
同
じ
く
補
任
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
神
宮
伝
奏
の
成
立
以
降
も
、
神
宮
上
卿
が
補
任
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
摂
家
公
卿
も
い
た
こ
と
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
両
者
の
役
割
や
朝
廷
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
相
違
を
明
確
に
す
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

藤
原
氏
は
、
『
吉
口
伝
』
嘉
元
三(

一
三
〇
五)

年
二
月
六
日
条
の
記
事
が
当
時
の
神
宮
行
政
に
つ
い
て
永
久
・
建
久
の
頃
と

比
較
す
る
と
雑
訴
の
有
無
と
い
う
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
し
て
い
る
。(

３
０)

同
条
に

は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

３
１) 

 
 

神
宮
上
卿
并
政
道
事 

 
 
 

同
日
記
云
、
人
々
退
出
之
後
、
可
参
西
向
之
由
有
仰
、
有
房
卿
・
予
令
参
政
道
事
ホ
有
御
尋
、
両
人
申
所
存
、
其
次
神 

 
 
 

宮
難マ

マ

訴
被
定
上
卿
、
可
有
沙
汰
之
由
被
仰
下
、
倩
案
此
事
、
永
久
・
建
久
被
定
上
卿
、
其
後
、
中
絶
、
彼
時
代
更
無
雑 

 
 
 

訴
、
当
時
雑
訴
繁
多
之
折
節
、
於
上
卿
―
―
―
被
仰
下
之
条
、
為
訴
人
不
便
乎
、
不
可
事
行
、
此
上
者
神
宮
領
訴
訟
一 

 
 
 

向
可
為
無
沙
汰
之
儀
欤
之
由
粗
申
入
、(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
宇
多
上
皇
が
六
条
有
房
と
吉
田
定
房
を
招
い
て
政
道
に
つ
い
て
尋
ね
た
後
、
伊
勢
神
宮
の
雑
訴
に
つ
い

て
担
当
す
る
上
卿
を
補
任
し
、
処
理
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
定
房
も
当
時
は
雑
訴
が
繁
多
で
あ
り
、
専
任
の
上

卿
を
補
任
し
な
け
れ
ば
、
訴
訟
人
が
不
便
で
あ
り
、
神
宮
領
の
訴
訟
が
一
向
に
解
決
さ
れ
な
い
と
応
じ
て
い
る
。
先
述
し
た
同

三
月
三
日
に
お
け
る
右
大
臣
鷹
司
の
神
宮
上
卿
へ
の
補
任
は
、
こ
う
し
た
経
緯
の
も
と
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

第
二
節 

神
宮
伝
奏
の
制
度
的
確
立 

 

藤
原
氏
に
よ
れ
ば
、
伝
奏
や
弁
・
蔵
人
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
自
分
の
担
当
す
る
訴
訟
対
象
に
関
す
る
実
務
を
取
り
扱
う
〈
担

当
奉
行
制
〉
と
で
も
い
う
べ
き
シ
ス
テ
ム
の
完
成
形
態
は
、
降
っ
て
延
慶
二(

一
三
〇
九)

年
三
月
八
日
の
評
定
で
成
立
し
た

「
条
々
」
の
な
か
に
成
文
化
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。(

３
２)

そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 
 

条
々 
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一
、
神
宮
傳 

奏
、
可
被
定
置
其
仁
事
、 

 
 

一
、
祭
主
已
下
祠
官
等
訴
訟
、
閣
奉
行
職
事
、
直
付
傳
奏
条
、
一
切
可
停
止
事
、 

 
 

一
、
諸
社
諸
寺
傳 

奏
、
可
被
定
置
其
仁
事
、 

 
 

(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
神
宮
伝
奏
の
下
に
は
奉
行
職
事
を
設
置
し
、

祭
主
と
神
宮
神
主
等
か
ら
の
訴
訟
は
、
ま
ず
奉
行
職
事
に
付
し
て
、
最
初
に
神
宮
伝
奏
に
付
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
寺
社
ご

と
に
専
任
の
伝
奏
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
藤
原
氏
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
文
保
元(

一
三
一
七)

年
に
成
立
し
た

「
政
道
条
々
」
に
は
、
以
上
の
三
ケ
条
の
他
、
第
四
条
と
し
て
次
の
一
条
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
明
ら
か
に
し
、
伝
奏
を
含

み
こ
ん
だ
、〈
担
当
奉
行
制
〉
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
と
す
る
。(

３
３) 

 
 

一
、
神
宮
以
下
諸
社
・
諸
寺
雑
訴
日
来
他
人
奉
行
事
、
可
渡
其
寺
社
伝
奏
事
、
弁
官
・
職
事
奏
事
時
、
急
時
之
外
、
面
々 

 
 
 
 

可
付
其
寺
社
伝
奏
事
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
以
下
の
諸
社
寺
の
雑
訴
を
日
頃
他
人
が
担
当
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
伝
奏
に
任
せ
る
べ
き

こ
と
、
弁
官
・
職
事
に
奏
事
が
あ
る
と
き
は
、
急
ぎ
の
場
合
の
他
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
伝
奏
に
付
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ 

た
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
条
々
」
が
定
め
ら
れ
て
か
ら
約
八
年
後
に
再
び
同
様
の
三
ケ
条
と
新
規
に
こ
の
条
項
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
神
宮
伝
奏
を

は
じ
め
と
す
る
寺
社
伝
奏
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
機
能
し
て
お
ら
ず
、
神
宮
以
下
諸
社
寺
の
雑
訴
も
寺
社
伝
奏

は
担
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
条
々
」
と
「
政
道
条
々
」
の
規
定
に
よ
っ
て
神
宮
伝 

奏
の
設
置
が
法
的
根
拠
を
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
制
度
的
に
確
立
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。 

こ
う
し
た
な
か
で
、
そ
の
後
の
神
宮
伝
奏
の
補
任
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
平
泉
隆
房
氏
は
、『
師
守
記
』
貞
治
三(

一

三
六
四)

年
二
月
十
七
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
同
年
二
月
十
六
日
の
内
宮
正
遷
宮
の
翌
日
、
神
宮
伝
奏
で
あ
っ
た
前
権
大
納
言

四
条
隆
蔭
が
所
労
の
た
め
、
辞
職
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

３
４)

『
神
宮
史
年
表
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
、
四

条
の
後
任
と
し
て
権
中
納
言
日
野
時
光
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。(

３
５) 

ま
た
藤
原
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
が
、(

３
６)

『
師
守
記
』(

３
７)

同
年
九
月
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

神
宮
傳
奏
ハ
葉
室
大
納
言
無
子
細
候
、
然
而
当
時
不
及
出
仕
候
、
其
間
ハ
随
出
仕
、
付
便
宜
傳
奏
、
可
奏
事
之
由
、
被
仰 

 
 

下
候
云
々
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
権
大
納
言
葉
室
長
光
が
神
宮
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、
延
慶
二(

一
三
〇
九)

年
の
「
条
々
」
制
定
以
来
、

五
五
年
後
で
あ
る
が
、
就
任
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
長
光
が
出
仕
し
な
い
た
め
、
院
が
伝
奏
に
付
し
て
奏

聞
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
宮
伝
奏
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
伝
奏
が
奏
事
を
代
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

対
応
し
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
葉
室
長
光
に
つ
い
て
は
付
言
す
る
こ
と
が
あ
る
。
長
光
は
、
賀
茂
伝
奏
を
勤
め
、
院
の
要
職
で
あ
っ
た
評
定
衆
に
就
任
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し
て
、
観
応
元(

一
三
五
〇)

年
に
は
祟
光
院
大
嘗
会
伝
奏
を
兼
任
し
た
後
、
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
て
い
る
。(

３
８)

以
上
の
こ

と
に
よ
り
光
厳
上
皇
に
信
任
さ
れ
て
同
院
政
下
に
お
い
て
重
き
を
為
し
た
公
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
当
時
の
神
宮
伝
奏

が
要
職
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
在
職
者
が
出
仕
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
て

も
交
替
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
人
選
が
容
易
で
は
な
い
役
職
で
あ
っ
た
こ
と
も
い
え
る
。 

そ
の
後
、
こ
の
時
期
の
史
料
で
は
な
い
が
、
第
一
部
第
三
章
第
一
節
と
第
三
部
第
一
章
第
三
節(

１)

に
お
い
て
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
三
条
西
実
隆
の
記
録
で
あ
る
『
実
隆
公
記
』
明
応
六(

一
四
九
七)

年
一

月
三
日
条(

３
９)

に
は
、「
奏
事
始
之
儀
、
故
一
位
不
注
置
候
、
目
録
な
と
も
年
々
分
乱
来
、
令
紛
失
候
了
、
口
惜
候
、
永
和

度
保
光
卿
奏
事
始
記
虫
損
、
旁
無
正
体
候
上
、
殊
子
細
も
み
え
候
ハ
ね
と
も
、
不
存
隔
心
、
入
見
参
候
、」
と
あ
り
、「
永
和
度

保
光
卿
奏
事
始
記
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。 

第
一
部
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
奏
事
始
と
は
神
宮
奏
事
始
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、『
公
卿
補
任
』

(

４
０)

に
よ
れ
ば
、
永
和
元(

一
三
七
五)

年
か
ら
同
二
年
四
月
ま
で
、
こ
の
土
御
門
保
光
は
権
中
納
言
の
任
に
あ
り
、
『
続
史

愚
抄
』
永
和
五(

一
三
七
九)

年
三
月
二
六
日
条
に
は
、「
有
雑
訴
沙
汰
、
伝
奏
公
卿
藤
中
納
言
保
光
。(

後
略)

」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、(

４
１)

永
和
年
間
に
伝
奏
の
任
に
あ
っ
た
保
光
が
神
宮
奏
事
始
を
執
り
行
っ
て
お
り
、
保
光
は
神
宮
伝
奏
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
考
え
る
。 

『
神
宮
史
年
表
』
に
よ
れ
ば
、『
吉
田
家
日
次
記
』
の
記
事
か
ら
応
永
十(

一
四
〇
三)
年
閏
十
月
十
日
、
神
宮
伝
奏
前
権
大

納
言
坊
城
俊
任
が
嫡
子
俊
継
の
喪
に
遭
っ
た
こ
と
か
ら
軽
服
中
に
神
務
に
従
う
べ
き
か
吉
田
兼
敦
に
諮
問
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。(

４
２)

俊
任
の
経
歴
を
み
る
と
、
賀
茂
伝
奏
と
兼
任
し
て
応
永
二(

一
三
九
五)

年
に
後
円
融
院
三
回
忌
法
華
八
講
伝
奏
、 

同
九(

一
四
〇
二)

年
に
後
小
松
院
土
御
門
殿
遷
幸
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、(

４
３)

後
亀
山
院
政
下
に
お
い
て
実
務
経
験
を
積
み

重
ね
た
公
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
先
述
の
葉
室
長
光
と
同
様
の
人
選
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
節 

神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿 

 

『
康
富
記
』
応
永
二
五(

一
四
一
八)

年
八
月
四
日
・
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

４
４) 

 

四
日
、
壬
午
、
晴
、
自
大
炊
御
門
殿
、
日
時
定
次
第
可
借
進
之
由
被
仰
之
間
、
則
一
本
進
上
之
、
明
日
、
神
宮
仮
殿
御
遷 

 

宮
日
時
定
也
、
仍
為
神
宮
上
卿
御
参
之
由
、
以
御
文
被
仰
了
、(

後
略) 

 

五
日
、
癸
未
、
晴
、(

中
略)

今
夜
、
仮
殿
御
遷
宮
日
時
定
也
、
上
卿
権
大
納
言
宗
氏
卿
、
神
宮
上
卿
也
、
奉
行
職
事
頭
中 

 

将
公
保
朝
臣
、
権
右
少
弁
盛
光
、
陰
陽
頭
安
倍
泰
継
朝
臣
、
権
大
外
記
中
原
師
野
、
右
大
史
高
橋
範
職
等
参
陣
云
々
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
炊
御
門
宗
氏
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
お
り
、
権
少
外
記
中
原
康
富
に
神
宮
の
仮
殿
遷
宮
日
時
定
の
上
卿

を
勤
め
る
に
あ
た
り
、
日
時
定
の
次
第
を
借
り
た
い
と
申
し
入
れ
、
康
富
は
そ
れ
を
宗
氏
に
進
上
し
た
と
い
う
こ
と
、
翌
五
日

に
は
、
実
際
に
宗
氏
が
日
時
定
の
上
卿
と
し
て
奉
行
職
事
を
勤
め
る
三
条
西
公
保
等
と
と
も
に
参
陣
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
徳
大
寺
家
史
料
で
あ
る
三
条
実
万
編
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』(

４
５)

に
は
、
中
世
の
神
宮
上
卿
・

神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
の
記
事
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
「
吉
田
大
納
言
○
家
俊
卿
」
と
し
て
『
薩
戒
記
』
の
記
事

が
み
え
る
。 

 
 

応
永
卅
三
年
五
月
十
二
日
晩
、
頭
権
中
弁
忠
長
来
臨
、
談
云
、
伊
勢
太
神
宮
造
宮
使
宣
旨
到
来
、
上
卿
吉
田
大
納
言
、
神 

 
 

宮
上
卿
也
、
職
事
右
頭
中
将
基
世
朝
臣
也
、
下
畧 

 
 

廿
三
日
、
左
頭
中
将
来
曰
、
可
被
行
政
始
、
相
尋
日
次
、
可
令
申
沙
汰
之
由
、
吉
田
大
納
言
家
俊
太
神
宮
雑
訴
傳
奏
也
、 

 
 

奉 

院
宣
、
所
仰
遣
也
、
下
畧 

九
月
十
二
日
、
上
皇
被
仰
云
、
吉
田
大
納
言
家
俊
息
女
、
為
喝
食
、
在
大
聖
寺
、
今
日
、
頓
死
、
家
中
忽
触
穢
、
彼
大
納 

 

言
者
太
神
宮
傳
奏
也
、
役
夫
工
之
時
節
、
殊
難
治
事
也
者
勅
定
趣
、
為
太
神
事
之
身
無
左
右
、
触
穢
不
可
有
之
由
也
、
尤 

 

可
恐
也
、 

 

十
二
月
四
日
、
等
持
寺
八
講
、
今
日
、
右
大
弁
談
云
、
吉
田
大
納
言
、
家
俊
傳
奏
、
藤
大
納
言
ヽ
光
行
事
等
不
可
参
御
八 

 

講
云
々
、
是
役
夫
工
傳
奏
并
造
内
宮
行
事
上
卿
ホ
之
故
也
、
於
上
卿
者
勿
論
、
於
傳
奏
者
非
齊
月
者
強
不
可
憚
欤
如
何
、 

 

予
答
云
、
所
命
有
謂
上
卿
、
猶
非
齊
月
之
時
参
入
仏
事
、
但
不
取
布
施
上
者
、
此
事
慥
不
覚
悟
、
可
勘
先
例
也
、 

ま
ず
応
永
三
三(

一
四
二
六)

年
五
月
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
清
閑
寺
家
俊
が
伊
勢
太
神
宮
造
宮
使
宣
下
の
上
卿
を
勤
め
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
神
宮
上
卿
也
、」
と
み
え
る
。
同
二
三
日
条
に
は
、
こ
の
家
俊
に
つ
い
て
「
太
神
宮
雑
訴
傳
奏
也
、」、

同
九
月
十
二
日
条
に
は
「
太
神
宮
傳
奏
也
、」、
同
十
二
月
四
日
条
に
は
「
役
夫
工
傳
奏
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
神
宮
上
卿
と
神
宮
伝
奏
が
一
体
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

後
述
す
る
よ
う
に
宝
徳
元(

一
四
四
九)

年
よ
り
後
、
神
宮
上
卿
の
活
動
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
活
動
は
、
神
宮
伝
奏
に

吸
収
さ
れ
る
が
、
そ
の
端
緒
を
示
す
事
例
と
考
え
る
。 

ま
た
、
こ
の
年
の
十
月
十
九
日
に
は
内
宮
式
年
遷
宮
山
口
祭
・
木
本
祭
日
時
定
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
当
時
は
永
享
三(

一
四

三
一)

年
に
行
わ
れ
た
第
三
九
回
内
宮
式
年
遷
宮
に
向
け
て
の
準
備
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。(

４
６)

そ
の
「
役
夫

工
傳
奏
」
は
、
か
つ
て
の
役
夫
工
上
卿
の
役
割
が
神
宮
伝
奏
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。(

４
７) 

『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
、
続
い
て
「
○
隆
光
卿
」
と
し
て
『
薩
戒
記
』
の
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

応
永
卅
三
年
九
月
二
日
、
或
人
云
、
神
宮
上
卿
藤
大
納
言
隆
光
、
弁
左
中
辨
房
長
朝
臣
申
領
状
云
々
、 

 
 

十
月
十
九
日
、
傳
聞
、
今
日
、
有
請
印
政
、
上
卿
初
度
着
行
雨
儀
、
政
事
雖
有
例
、
不
度
幾
事
也
、
造
伊
勢
太
神
宮
山
口 

 
 

并
木
本
祭
官
符
請
印
也
、
上
卿
藤
大
納
言
隆
光
行
事
太
神
宮
上
卿
也
、
少
納
言
、
可
尋
、
辨
不
参
也
、
次
上
卿
已
下
参
陣
、

同
両
祭
日
時
定
、
請
印
以
前
、
先
可
被
行
日
時
定
也
、
而
上
卿
以
下
為
同
文
両
度
参
内
、
依
有
煩
、
如
此
、
且
延
文
例
、

并
内
条
行
之
云
々
、
辨
左
中
辨
房
長
朝
臣
、
神
宮
行
事
弁
、
参
陣
欤
、
委
可
尋
記
、 

 

十
二
月
四
日
、
等
持
寺
八
講
、
今
日
、
右
大
弁
談
云
、
吉
田
大
納
言
家
俊
傳
奏
、
藤
大
納
言
隆
光
行
事
等
不
可
参
御
八 

 

講
云
々
、
是
役
夫
工
傳
奏
并
造
内
宮
行
事
上
卿
等
之
故
也
、
下
畧
見
上
文
、 
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
家
俊
が
太
神
宮
雑
訴
伝
奏
に
在
任
中
で
あ
っ
た
同
九
月
二
日
に
藤
原
隆
光
が
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
同
十
月
十
九
日
に
は
、
造
伊
勢
太
神
宮
山
口
祭
并
木
本
祭
官
符
請
印
が
あ
り
、
隆
光
が
上
卿
を
勤
め
て
い
る
。

そ
の
際
に
「
行
事
太
神
宮
上
卿
」
と
あ
る
の
は
、
神
宮
の
遷
宮
行
事
を
担
当
す
る
役
割
が
強
調
さ
れ
た
呼
称
と
考
え
る
。
官
符

請
印
の
あ
と
、
こ
の
両
祭
の
日
時
定
が
行
わ
れ
た
。 

 

さ
ら
に
同
十
二
月
四
日
条
に
は
、
家
俊
に
つ
い
て
は
、「
役
夫
工
伝
奏
」
、
隆
光
に
つ
い
て
は
、
「
造
内
宮
行
事
上
卿
」
と
称

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
、
そ
の
役
割
の
一
部
が
強
調
さ
れ
た
呼
称
で
あ
る
と
考
え
る
。 

『
建
内
記
』(

４
８)

応
永
三
五(
一
四
二
八)

年
三
月
十
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

応
永
卅
五
三
御
記
云
、 

 
 

神
宮
禰
宜
有
闕
、
新
任
之
事
、
今
日
被
宣
下
、
傳
奏
吉
田
大
納
言
家
俊
也
、
奉
行
頭
中
将
基
世
朝
臣
依
軽
服
、
蔵
人
右
中 

 
 

弁
忠
長 

宣
下
、
則
下
吉
亞
相
云
々
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
も
家
俊
が
神
宮
伝
奏
を
勤
め
て
い
た
。
神
宮
禰
宜
に
欠
員
が
生
じ
た
た
め
に
新
し
く
禰
宜
を
補
任
す 

る
と
の
称
光
天
皇
の
命
令
が
出
さ
れ
、
軽
服
で
あ
っ
た
神
宮
奉
行
頭
中
将
持
明
院
基
世
に
代
わ
り
、
蔵
人
右
中
弁
甘
露
寺
忠
長

が
そ
の
命
令
を
宣
旨
に
よ
っ
て
下
し
た
。
こ
の
と
き
、
家
俊
は
宣
下
の
上
卿
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
宮

伝
奏
が
神
宮
上
卿
の
役
割
を
吸
収
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
る
。 

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
太
政
官
の
行
事
を
奉
行
す
る
上
卿
を
治
天
の
政
務
に
関
わ
る
伝
奏
が
勤
め
、
職
事
を
奉
行
が
勤
め
て
い

る
。
富
田
正
弘
氏
は
、
後
嵯
峨
院
政
期
以
降
に
お
け
る
治
天
の
伝
奏
―
奉
行
の
組
織
と
天
皇
＝
太
政
官
の
組
織
と
の
関
係
お
よ

び
文
書
発
給
伝
達
ル
ー
ト
で
注
目
す
べ
き
は
、
伝
奏
と
上
卿
、
奉
行
と
職
事
・
弁
官
を
同
一
人
物
が
兼
務
す
る
こ
と
が
多
い
こ

と
で
あ
る
と
す
る
。 

と
く
に
天
皇
の
勅
旨
を
太
政
官
上
卿
に
伝
え
る
職
事
が
、
治
天
の
奉
行
を
兼
務
す
る
点
が
重
要
で
あ
っ
て
、
治
天
の
命
令
を

受
け
た
伝
奏
が
、
こ
れ
を
奉
行
職
事
に
伝
達
す
る
。
そ
う
す
る
と
職
事
は
、
こ
れ
を
天
皇
に
奏
聞
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
天

皇
の
勅
命
と
し
て
口
宣
を
上
卿
に
伝
え
る
の
で
あ
り
、
機
構
的
に
治
天
が
天
皇
＝
太
政
官
を
操
縦
で
き
る
構
造
に
な
っ
て
い
た

と
指
摘
し
て
い
る
。(

４
９)

さ
ら
に
、
同
五
月
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

大
館
上
総
入
道
可
賜
使
之
由
、
有
被
仰
下
事
云
々
、
仍
遣
国
継
之
処
、
示
送
云
、
祭
主
事
、
依
通
直
卿
逝
去
、
清
忠
朝
臣 

 

本
名
清
宣
、
捧
証
文
望
申
間
、
申
入
之
処
、
於
文
書
者
御
覧
了
、
但
可
依
道
理
也
、
可
申
入 

公
家
之
由
有
御
返
事
、
仰 

 

其
旨
了
、
而
已
被 

宣
下
由
参
申 

室
町
殿
之
間
、
只
今
所
及
御
尋
也
、
凡
如
此 

宣
下
者
、
自 

公
家
不
可
有
御
談
合 

 

事
哉
之
由
被
尋
仰
云
々
、
予
則
罷
向
、
入
道
不
謁
、
所
労
未
出
仕
云
々
、
以
若
党
示
之
、
申
云
、
凡
如
此 

宣
下
事
、
細 

 
 

々
事
不
及
御
談
合
、
為
事
之
題
目
御
談
合
之
由 

勝
定
院
殿
御
時
承
及
了
、
但
不
勤
申
次
、
広
橋
定
存
知
欤
、
祭
主
事
誠

可
被
申
合
之
題
目
也
、
而
付
伝 

奏
吉
田
大
納
言
之
時
、
於 

室
町
殿
申
入
了
、
可
申 

公
家
之
由
被
仰
下
之
旨
申
入
之

間
、 

奏
聞
之
時
、
同
申
其
旨
了
由
、
先
日
、
吉
田
大
納
言
相
語
之
、
就
是
已
御
存
知
事
也
、
不
能
左
右
之
由
被
遣 

叡

慮
、
若
不
及
御
談
合
欤
之
由
所
推
量
也
、
但
神
宮
事
毎
度
若
不
及
御
談
合
哉
、 

勝
定
院
殿
御
時
、
宮
司
并
禰
宜
事
不
及
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被
申
合
、
被 

宣
下
了
、
又
宮
司
事
御
執 

奏
モ
有
之
由
所
承
及
也
、
就
之
所
推
量
也
、
凡
如
此 

宣
下
、
非
不
可
有
御

談
合
事
、
尤
可
有
申
合
事
欤
、
其
故
者
、
為
事
之
題
目
可
然
之
輩 

勅
問
先
例
也
、
然
者 

公
武
御
存
知
被
申
談
落
居
之

条
、
為
本
人
殊
可
然
事
欤
之
由
所
愚
存
也
ト
如
此
申
之
、
依
所
労
未
出
仕
、
近
日
可
申
入
此
趣
、
誠
有
其
謂
之
由
返
答
之
、 

 
 

此
御
問
、
愚
存
之
趣
不
貽
心
底
言
上
了
、
但 

叡
慮
定
非
此
趣
欤
、
難
測
者
欤
、
然
而
就 

公
武
無
私
曲
耳
、
謁
吉
田
大

納
言
、
彼
雑
談
之
趣
申
之
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
館
満
信
が
室
町
殿
足
利
義
宣
の
仰
せ
を
伝
え
る
の
で
使
者
を
遣
わ
す
よ
う
に
要
請
し
た
の
で
、
幕
府
か

ら
齋
藤
国
継
が
遣
わ
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
示
さ
れ
た
。 

「
神
宮
祭
主
大
中
臣
通
直
の
逝
去
に
伴
い
、
藤
波
清
忠
が
幕
府
に
証
文
を
提
出
し
て
祭
主
職
就
任
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
義

宣
は
そ
の
文
書
を
み
た
が
、
筋
道
を
通
す
必
要
が
あ
る
の
で
、
朝
廷
に
も
申
し
入
れ
る
よ
う
に
回
答
し
た
。
し
か
し
、
既
に
宣

下
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
藤
波
か
ら
報
告
さ
れ
た
の
で
、
ど
う
い
う
こ
と
か
尋
ね
た
い
。
こ
の
よ
う
な
宣
下
を
行
う
際
に
は
、
朝

廷
か
ら
の
談
合
が
な
く
て
も
よ
い
の
か
。」 

こ
れ
に
対
し
て
、
武
家
伝
奏
万
里
小
路
時
房
が
幕
府
に
向
か
い
、
若
党
ら
を
通
じ
て
、
大
略
し
て
以
下
の
よ
う
に
回
答
し
た
。 

「
こ
の
よ
う
な
宣
下
の
こ
と
や
細
か
な
こ
と
は
談
合
に
は
及
ば
な
い
。
そ
の
内
容
の
如
何
に
よ
っ
て
談
合
す
る
よ
う
に
と
四 

代
将
軍
足
利
義
持
の
と
き
に
承
っ
て
い
た
。
し
か
し
祭
主
の
こ
と
は
誠
に
談
合
す
べ
き
題
目
で
あ
る
。
今
般
の
件
も
神
宮
伝
奏

清
閑
寺
家
俊
に
付
し
た
際
に
義
宣
に
報
告
さ
れ
て
お
り
、
義
宣
が
朝
廷
に
申
し
入
れ
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
家
俊
に
も
伝
え

た
。
そ
こ
で
家
俊
は
こ
の
件
を
奏
聞
す
る
と
き
に
こ
の
こ
と
を
申
し
添
え
て
い
る
。 

但
し
神
宮
の
こ
と
は
毎
回
談
合
に
は
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
。
義
持
の
と
き
、
大
宮
司
や
禰
宜
の
こ
と
に
つ
い
て
は
談
合

を
行
わ
ず
、
宣
下
を
行
っ
て
い
た
。
た
だ
大
宮
司
に
つ
い
て
は
幕
府
か
ら
の
執
奏
も
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
場
合
の
宣
下
は
談
合
を
経
て
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
り
、
当
然
、
そ
の
よ
う
に
申
し
合
わ
せ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。」 

伊
藤
喜
良
氏
は
、
万
里
小
路
時
房
の
武
家
伝
奏
と
し
て
の
任
務
に
つ
い
て
、
「
私
曲
な
く
公
武
の
申
次
を
行
な
う
」
こ
と
で

あ
り
、
「
具
体
的
に
言
え
ば
、
幕
府
側
の
官
位
、
装
束
の
諮
問
、
任
官
、
伊
勢
大
神
宮
職
の
執
奏
等
を
行
な
っ
て
い
る
」
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

５
０) 

ま
た
先
に
引
用
し
た
記
事
に
よ
れ
ば
、
当
初
、
神
宮
祭
主
・
大
宮
司
の
人
事
に
つ
い
て
朝
廷
・
幕
府
間
で
談
合
し
て
決
定
す

べ
き
か
、
朝
廷
の
み
の
判
断
で
行
な
う
の
か
、
室
町
殿
義
宣
と
武
家
伝
奏
時
房
の
間
で
行
き
違
い
や
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
が
、

時
房
は
義
宣
に
そ
れ
ら
は
談
合
す
べ
き
題
目
で
あ
る
と
の
見
解
を
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
当
時
は
祭
主
・
大
宮
司
職
へ
の
就
任

を
希
望
す
る
者
は
、
室
町
殿
の
内
諾
を
得
た
上
で
朝
廷
に
申
請
し
た
り
、
そ
の
執
奏
、
つ
ま
り
推
薦
を
受
け
た
り
す
る
必
要
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
は
、
幕
府
か
ら
一
定
の
介
入
を
受
け
な
が
ら
行
な
わ
れ
て
い

た
。
そ
の
際
に
幕
府
と
の
連
絡
を
担
当
し
て
い
た
武
家
伝
奏
が
神
宮
行
政
を
統
轄
し
、
神
宮
伝
奏
は
そ
の
下
で
実
務
を
担
当
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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『
師
郷
記
』(

５
１)

永
享
二(

一
四
三
〇)

年
十
月
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
今
夜
、
於
陣
有 

内
宮
上
棟
日
時
定
、
上
卿
花
山
院
大
納
言
持
忠
卿
、
神
宮
上
卿
、
職
事
頭
右
大
弁
忠
長
朝
臣
、
神
宮
奉 

 

行
、
権
右
少
弁
嗣
光
、
右
大
史
安
倍
盛
久
等
参
陣
、
陰
陽
寮
々
頭
以
下
三
人
参
之
、
腋
陣
座
設
之
、
寮
役
料
足
三
十
疋
被 

 

下
行
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
朝
廷
に
お
い
て
内
宮
の
式
年
遷
宮
祭
祀
の
一
つ
で
あ
る
上
棟
祭
の
日
時
定
を
陣
座
に
お
い
て
行
い
、
そ
の

上
卿
を
当
時
神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
花
山
院
持
忠
が
勤
め
、
職
事
を
当
時
神
宮
奉
行
で
あ
っ
た
甘
露
寺
忠
長
が
勤
め
て
い
る
。 

『
神
宮
史
年
表
』
に
よ
れ
ば
、『
氏
経
卿
引
付
』
の
記
事
か
ら
、
永
享
十(

一
四
三
八)

年
十
一
月
二
一
日
、
神
宮
伝
奏
三
条

西
公
保
の
尋
問
に
よ
り
、
内
宮
禰
宜
等
が
解
状
を
奉
り
、
大
宮
司
を
競
望
し
て
い
た
大
中
臣
忠
氏
が
禁
忌
故
障
に
つ
き
、
大
宮

司
河
辺
長
盛
の
重
任
を
求
め
て
い
る
。(

５
２)
同
じ
く
『
氏
経
卿
引
付
』
の
記
事
か
ら
、
永
享
十
二(

一
四
四
〇)

年
三
月
三
十

日
、
神
宮
伝
奏
中
山
定
親
が
祭
主
藤
波
清
忠
を
通
じ
て
内
宮
に
来
る
二
日
よ
り
関
東
静
謐
御
祈
を
命
じ
て
い
る
。(

５
３) 

『
建
内
記
』
嘉
吉
三(

一
四
四
三)

年
二
月
二
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

５
４) 

 

今
夜
、
蔵
人
権
弁
俊
秀
来
、
明
後
日
、
廿
二
日
、
祈
年
穀
奉
幣
惣
用
事
、
已
及
三
万
疋
許
之
内
、
八
千
疋
未
下
也
、
催
促 

 

事
、
可
仰
遣
武
家
奉
行
松
田
對
馬
入
道
、
其
状
案
所
望
云
々
、
又
染
筆
了
、 

 

俊
秀
相
語
云
、
伊
勢
一
社
奉
幣
使
事
、
祈
年
穀
奉
幣
同
日
可
被
付
行
、
是
去
年
盗
人
参
昇
神
宮
事
、
為
祈
謝
云
々
、
但
同

日
事
可
尋
沙
汰
之
由
、
傳 

奏
、
日
野
新
大
納
言
資
広
卿
、
奉
書
之
間
、
相
尋
之
処
、
官
注
進
、
如
月
次
祭
被
付
行
有
例
、 

 

於
祈
年
穀
奉
幣
者
未
勘
得
云
々
、
大
外
記
業
忠
注
進
、
是
又
月
次
祭
被
付
行
例
也
、
付
傳 

奏
之
処
、
奏
聞
歟
、
所
詮
、 

 

無
祈
年
穀
之
例
者
、
難
被
付
行
、
只
可
尋
他
日
於
陰
陽
頭
之
由
、
被
仰
下
、
仍
相
尋
之
処
、
来
廿
五
日
載
風
記
、
来
廿
五 

 

日
、
可
然
之
由
、
資
広
卿
且
入
魂
云
々
、
即
以
件
日
可
申
沙
汰
、
於
上
卿
者
被
仰
資
広
之
由
、
示
俊
秀
云
々
、(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
町
資
広
が
神
宮
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、
神
宮
職
事
坊
城
俊
秀
に
伊
勢
一
社
奉
幣
を
祈
年
穀
奉
幣
と

同
日
に
付
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
先
例
を
調
査
し
て
検
討
す
る
よ
う
に
と
の
後
花
園
天
皇
の
命
令
を
奉
じ
た
伝
奏
奉
書
を

出
し
た
。 

 

俊
秀
は
神
祇
官
と
大
外
記
舟
橋
業
忠
に
先
例
を
勘
申
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
が
、
神
祇
官
は
月
次
祭
に
付
し
て
行
っ
た
先
例

は
あ
る
が
、
祈
年
穀
奉
幣
に
つ
い
て
は
先
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
外
記
も
月
次
祭
に
付
し
て
行
っ
た
先
例
が
あ
る

と
勘
申
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
俊
英
は
、
そ
の
旨
を
資
広
に
伝
え
た
。
資
広
は
、
こ
の
件
を
天
皇
に
奏
聞
す
る
と
、
天
皇
は
先

例
が
な
け
れ
ば
行
い
難
い
が
、
他
日
、
陰
陽
頭
土
御
門
有
季
に
尋
ね
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

資
広
は
こ
の
命
令
を
俊
秀
に
下
知
し
、
俊
秀
が
有
季
に
尋
ね
る
と
、
一
社
奉
幣
は
来
る
二
五
日
に
行
う
と
風
記
に
あ
り
、
こ

の
日
に
行
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
上
卿
は
資
広
に
命
じ
ら
れ
る
と
の
こ
と
を
俊
秀
に
示
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
当

時
、
天
皇
―
神
宮
伝
奏
と
い
う
神
宮
行
政
の
指
揮
系
統
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
資
広
に
つ
い
て
は
『
建
内

記
』(

５
５)

同
五
月
十
四
日
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

 

長
講
堂
伝
奏
事
、
日
野
大
納
言
資
廣
卿
、
去
年
欤
、
被
仰
神
宮
傳 

奏
之
後
、
此
事
相
兼
之
条
不
可
然
、
可
辞
申
之
由
、 
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被
仰
云
々
、
先
例
如
何
、 

 
長
講
堂
長
講
衆
十
二
和
尚
木
英
大
法
師
欠
被
補
圓
久
大
法
師
、
三
井
寺
住
侶
云
々
、
傳 

奏
未
補
之
間
、
先
可
加
下
知
之 

 

由
、
被
仰
藏
人
權
右
中
弁
俊
秀
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
講
堂
伝
奏
を
勤
め
て
い
た
資
広
が
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
た
後
、
後
花
園
天
皇
が
資
広
に
同
職
は
他
の
役

職
と
兼
任
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
て
長
講
堂
伝
奏
を
辞
任
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
述
し
た
神
宮
行
政
の

制
度
確
立
に
対
応
す
る
よ
う
に
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
た
場
合
は
神
宮
に
つ
い
て
の
政
務
に
専
念
す
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
と

考
え
る
。
同
六
月
二
八
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

日
野
大
納
言
資
廣
卿
、
下
姿
、
至
庭
上
參
仕
、
申
入
御
瘡
事
、
神
宮
傳 

奏
也
、
參
会
之
処
、
相
談
曰
、
宮
司
事
、
秩
満 

 
 

之
間
、
當
職
氏
長
重
任
事
、
武
家
執 

奏
也
、
然
前
司
忠
春
、
忠
清
事
也
、
改
名
云
々
、
望
申
之
、
仍
御
沙
汰
延
引
、
自 

 
 

旧
冬
及
今
日
未
定
、
太
不
可
然
、
氏
長
為
重
任
者
、
月
読
宮
以
私
力
可
造
進
之
由
、
申
請
之
、
殊
有
公
平
之
上
、
執 

奏 

之
上
者
不
可
有
豫
義マ

マ

欤
、(

後
略)

 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
広
が
武
家
伝
奏
万
里
小
路
時
房
と
面
会
し
て
、
神
宮
大
宮
司
河
辺
氏
長
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
幕
府
が 

氏
長
の
重
任
を
執
奏
し
た
が
、
前
任
者
の
忠
春
も
希
望
し
て
お
り
、
昨
冬
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
決
定
が
延
引
し
て
い
る
こ
と
、 

氏
長
は
重
任
さ
れ
れ
ば
、
月
読
宮
を
私
力
で
造
進
す
る
と
申
請
し
て
い
る
こ
と
や
、
幕
府
が
執
奏
し
て
い
る
以
上
、
猶
予
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
大
宮
司
の
人
事
な
ど
室
町
幕
府
の
意
向
が
絡
む
案
件
に
つ
い
て
は
、
武
家
伝
奏
―
神
宮
伝
奏
の
ラ
イ
ン
に
よ

っ
て
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
後
、
同
七
月
八
日
条
に
は
、「
蔵
人
権
弁
示
送
大
神
宮
大
宮
司
氏
長
重
任
事
、
可 

宣

下
之
由
、
伝
奏
日
野
大
納
言
資
広
卿
、
奉
書
到
来
、」
と
あ
り
、
幕
府
の
執
奏
通
り
に
氏
長
の
重
任
が
決
定
さ
れ
、
神
宮
伝
奏

資
広
か
ら
そ
の
宣
下
を
行
う
よ
う
に
と
の
伝
奏
奉
書
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

さ
ら
に
『
建
内
記
』
文
安
四(

一
四
四
七)

年
七
月
十
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

５
６) 

 

十
三
日
、
癸
卯
、 

 

頭
左
大
弁
条
々
商
量 

  
 

皇
太
神
宮
正
殿
千
木
、
鰹
木
、
覆
板
令
傾
間
事
、
件
解
状
奏
聞
之
処
、
御
修
理
已
下
事
、
任
例
可
致
其
沙
汰
之
由
、
可 

 
 

仰
武
家
之
旨
、
可
令
下
知
給
之
由
、
被
仰
下
候
、
次
同
宮
并
荒
祭
宮
鳴
動
、
櫪
御
馬
走
出
厩
事
、
先
規
如
何
候
哉
、
可 

 
 

令
尋
例
給
之
由
、
同
被
仰
下
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 

七
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宗
継 

 
 
 
 
 
 

左
大
弁
殿 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
中
御
門
宗
継
が
神
宮
職
事
坊
城
俊
秀
に
、
内
宮
正
殿
の
千
木
、
鰹
木
、
覆
板
が
傾
い
た
こ
と
を

知
ら
せ
る
解
状
を
後
花
園
天
皇
に
奏
聞
し
た
処
、
天
皇
が
修
理
な
ど
の
こ
と
は
先
例
に
従
っ
て
、
そ
の
処
置
を
す
る
よ
う
に
幕
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府
に
指
示
す
る
べ
き
と
の
旨
を
下
知
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
、
つ
ぎ
に
同
宮
と
荒
祭
宮
が
鳴
動
し
、
櫪
馬
が
厩
か
ら
走
り
出

た
こ
と
に
つ
い
て
、
先
例
は
ど
う
か
調
べ
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
下
知
し
て
い
る
。 

『
康
富
記
』
文
安
六(

一
四
四
九)

年
四
月
二
九
日
条(

５
７)

に
よ
れ
ば
、
正
親
町
持
季
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
お
り
、
足
利

義
政
に
対
す
る
征
夷
大
将
軍
并
禁
色
等
宣
下
の
上
卿
を
勤
め
て
い
る
。
さ
ら
に
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
は
、「
○
持
季
卿
」

と
し
て
『
康
富
記
』
の
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

宝
徳
元
年
八
月
廿
二
日
、
是
日
、
軒
廊
御
卜
被
行
之
、
去
六
月
廿
八
日
未
剋
、
天
気
長
閑
折
節
、
豊
受
太
神
宮
正
殿
鳴
動
、 

 
 

西
宝
殿
千
本マ

マ

鰹
木
・
覆
板
、
悉
頽
落
事
、
禰
宜
等
注
進
之
故
也
、
上
卿
権
中
納
言
藤
原
持
季
卿
、
神
宮
奉
行
上
卿
也
、
仍 

奉
行
給
、
職
事
頭
右
中
弁
藤
原
冬
房
朝
臣
、
神
宮
行
事
弁
、
職
事
也
、
下
畧
、 

 
 

廿
八
日
、
伊
勢
豊
受
太
神
宮
正
殿
、
去
六
月
廿
八
日
、
鳴
動
西
宝
殿
千
本マ

マ

・
鰹
木
・
覆
左
右
板
頽
落
事
、
廿
二
日
、
有
軒 

 
 

廊
御
卜
、
廿
三
日
、
祈
年
穀
奉
幣
宣
命
辞
別
被
載
也
、
是
日
、
禰
宜
等
可
祈
謝
申
之
由
、
宣
旨
被
成
、
神
宮
上
卿
右
衛
門 

 
 

督
持
季
、
弁
右
中
冬
房
朝
臣
、
官
務
長
興
宿
祢
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宝
徳
元(

一
四
四
九)

年
八
月
二
二
日
に
、
軒
廊
御
卜
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
六
月
二
八
日
に
外
宮
正
殿

が
鳴
動
し
、
西
宝
殿
の
千
木
・
鰹
木
・
覆
板
が
悉
く
頽
落
し
た
こ
と
を
禰
宜
等
が
注
進
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
儀
式
の
上
卿
を
勤
め
た
の
が
、
神
宮
上
卿
正
親
町
持
季
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
八
月
二
八
日
、
禰
宜
等
に
祈
謝
す
る
よ
う
に

と
の
宣
旨
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
上
卿
も
持
季
が
勤
め
た
。 

つ
ま
り
、
当
時
ま
で
は
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
が
併
置
さ
れ
て
お
り
、
神
宮
行
政
の
な
か
で
も
「
雑
訴
」「
伝
奏
奉
書
」「
奏

聞
」
は
神
宮
伝
奏
が
担
当
し
、「
宣
旨
」「
官
符
請
印
」「
日
時
定
」「
軒
廊
御
卜
」
は
神
宮
上
卿
が
担
当
し
て
お
り
、
両
者
の
間

で
役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

先
述
の
神
宮
伝
奏
中
御
門
宗
継
に
つ
い
て
、『
康
富
記
』
宝
徳
二(

一
四
五
〇)

年
十
月
二
一
日
条
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

５

８)
 

神
宮
伝
奏
・
職
事
未
補
間
事
、 

官
務
被
語
云
、
太
神
宮
千
木
・
鰹
木
堕
落
、
東
宝
殿
転
倒
事
、
禰
宜
等
注
進
、
而
神
宮
傳
奏
事
、
中
御
門
大
納
言
宗
継 

卿
被
辞
退
申
、
職
事
々
園
頭
中
将
又
被
辞
申
之
、
仍
不
及
付
申
、
此
子
細
直
参
長
橋
局
、
申
入
之
処
、
去
月
廿
八
日
以 

来
、
内
裏
丙
穢
也
、
今
月
廿
八
日
穢
限
、
以
後
、
可
被
申
之
由
有
返
答
、
神
宮
傳
奏
・
職
事
等
如
此
未
補
被
置
之
条
、 

不
可
然
云
々
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
宗
継
は
神
宮
伝
奏
、
園
基
有
は
職
事
を
そ
れ
ぞ
れ
退
任
し
て
お
り
、
後
任
も
補
任
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
官
務
壬
生
長
興
は
禰
宜
等
か
ら
注
進
の
あ
っ
た
神
宮
の
異
常
事
を
神
宮
伝
奏
と
職
事
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の

こ
と
を
長
橋
局
に
参
り
、
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
先
月
二
八
日
か
ら
今
月
二
八
日
ま
で
内
裏
丙
穢
で
あ
り
、
そ
の
後
で
申
し
入

れ
る
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
。
壬
生
は
、
後
任
が
補
任
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
宮
伝
奏
―

神
宮
職
事
の
職
制
が
、
こ
の
時
期
の
神
宮
行
政
に
お
い
て
不
可
欠
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
。 

そ
の
後
も
『
神
宮
史
年
表
』
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
の
補
任
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
に
み
え
る
『
氏
経
神
事
記
』
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の
記
事
に
よ
れ
ば
、
享
徳
四(

一
四
五
五)

年
二
月
四
日
、
大
宮
司
則
長
に
九
十
日
の
禁
忌
が
出
来
し
た
こ
と
に
よ
り
神
宮
伝
奏

町
資
広
が
祈
年
祭
の
延
引
を
祭
主
藤
波
清
忠
に
命
じ
た
。(

５
９)

さ
ら
に
、
同
書
に
み
え
る
『
氏
経
卿
引
付
』
の
記
事
に
よ
れ

ば
、
寛
正
三(
一
四
六
二)

年
九
月
二
四
日
、
町
資
広
が
同
様
に
神
宮
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、
祭
主
藤
波
清
忠
を
通
じ
て
連
続
星

変
の
御
祈
祷
を
両
宮
に
命
じ
て
い
る
。(

６
０) 

 

お
わ
り
に 

  

伝
奏
制
度
は
、
後
白
河
院
政
期
に
確
立
さ
れ
た
が
、
そ
こ
か
ら
分
化
し
た
神
宮
伝
奏
の
活
動
が
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
る
の
が
、

鎌
倉
時
代
後
期
の
亀
山
院
政
下
、
弘
安
二(

一
二
七
九)

年
に
お
い
て
で
あ
る
。 

当
時
、
亀
山
院
政
下
に
お
い
て
参
議
吉
田
経
長
が
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、
五
月
二
十
日
は
当
番
の
日
で
参
院
し
て
伝
奏
と
し

て
活
動
し
て
い
た
。
さ
ら
に
祭
主
と
中
門
廊
で
出
会
い
、
神
宮
条
々
に
つ
い
て
の
奏
聞
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
記
述

に
「
予
依
神
宮
傳
奏
也
、」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
吉
田
経
長
は
、
院
の
伝
奏
を
勤
め
る
な
か
で
神

宮
に
つ
い
て
の
奏
事
を
専
門
に
扱
う
こ
と
も
求
め
ら
れ
、
自
ら
を
「
神
宮
伝
奏
」
と
称
し
た
と
考
え
る
。 

そ
の
内
容
が
多
岐
に
亙
り
、
多
数
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
も
、
神
宮
伝
奏
の
成
立
を
促
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
神
宮
伝
奏
は
常
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
神
宮
の
奏
事
は
神
宮
奉
行
が
関
白
に
よ
る
奏
事
目
録
の
内
覧
を
経
た
上
で
、
当
番
の
伝
奏
に
付

し
て
上
皇
に
奏
聞
し
て
も
ら
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
奏
聞
は
伝
奏
が
交
替
で
担
当
し
て
い
る
。
上
皇
の
判
断
に
よ
っ
て
は
、

院
の
評
定
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

神
宮
伝
奏
の
制
度
的
確
立
は
、
延
慶
二(

一
三
〇
九)

年
三
月
八
日
、
伏
見
院
政
下
の
評
定
で
成
立
し
た
「
条
々
」
と
文
保
元

(

一
三
一
七)

年
、
後
伏
見
院
政
下
で
成
立
し
た
「
政
道
条
々
」
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
の
下
に
は
奉
行
職
事
を
設
置
し
、
祭
主
と
神
宮
神
主
等
か
ら
の
訴
訟
は
、
ま
ず
奉
行

職
事
に
付
し
て
、
最
初
に
神
宮
伝
奏
に
付
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
寺
社
ご
と
に
専
任
の
伝
奏
を
設
置
す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
。 

「
政
道
条
々
」
に
お
い
て
は
、
以
上
の
三
ケ
条
に
加
え
て
、
神
宮
以
下
の
諸
社
寺
の
雑
訴
を
日
頃
他
人
が
担
当
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
伝
奏
に
任
せ
る
べ
き
こ
と
、
弁
官
・
職
事
に
奏
事
が
あ
る
と
き
は
、
急
ぎ
の
場
合
の
他
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺

社
伝
奏
に
付
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。 

「
条
々
」
が
定
め
ら
れ
て
か
ら
約
八
年
後
に
再
び
同
様
の
三
ケ
条
と
新
規
に
こ
の
条
項
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
神
宮
伝
奏
を

は
じ
め
と
す
る
寺
社
伝
奏
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
機
能
し
て
お
ら
ず
、
神
宮
以
下
諸
社
寺
の
雑
訴
も
寺
社
伝
奏

は
担
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
条
々
」
と
「
政
道
条
々
」
の
規
定
に
よ
っ
て
神
宮
伝 

奏
の
設
置
が
法
的
根
拠
を
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
制
度
的
に
確
立
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。 
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そ
の
補
任
と
活
動
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
は
、
十
五
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
半
ば
ま
で
は
、
神
宮
伝
奏
が
神
宮
上

卿
の
役
割
を
吸
収
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
両
者
が
併
置
さ
れ
て
い
た
。 

室
町
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
役
割
は
、
①
神
宮
奏
事
始
の
準
備
と
執
行
、
②
伊
勢
一
社
奉
幣
に
関
す
る
天
皇
の
命
令
を
伝

奏
奉
書
で
職
事
に
伝
え
る
こ
と
、
③
神
宮
大
宮
司
人
事
へ
の
対
応
、
④
神
宮
か
ら
の
異
状
報
告
へ
の
対
応
、
⑤
朝
廷
か
ら
神
宮

に
対
す
る
祈
祷
命
令
の
伝
達
で
あ
っ
た
。 

 

一
方
、
神
宮
上
卿
の
役
割
は
、
①
神
宮
遷
宮
に
関
す
る
祭
祀
日
時
定
の
上
卿
、
②
同
祭
祀
に
つ
い
て
の
官
符
請
印
、
③
伊
勢 

大
神
宮
造
宮
使
宣
下
の
上
卿
、
④
神
宮
禰
宜
補
任
宣
下
の
上
卿
、
⑤
神
宮
か
ら
の
異
状
報
告
を
天
皇
に
奏
聞
し
、
そ
の
命
令
を

神
宮
職
事
に
伝
え
る
こ
と
、
⑥
神
宮
の
異
状
を
受
け
て
行
わ
れ
る
軒
廊
御
卜
の
上
卿
で
あ
り
、
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
の
間
で

役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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篠
崎
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〇
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史
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編
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治
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吉
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館 
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九
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五
三
～
三
五
七
頁 

後
に
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同
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日
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中
世
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王
権
と
王
威
』(

思
文
閣
出
版 

一
九
九
三
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部
第
四
章
に
収
録
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(

１
２)

富
田
正
弘
「
室
町
殿
と
天
皇
」(

『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年) 

三
六
・
三
七
頁 

(

１
３)

瀬
戸
薫
「
室
町
期
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」(

『
日
本
歴
史
』
五
四
三 

一
九
九
三
年) 

五
四
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(
１
４)

明
石
治
郎
「
後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
伝
奏
・
近
臣
」(

羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館 

 

一
九
九
四
年) 

五
五
・
五
六
・
六
六
・
六
七
頁 

(

１
５)

拙
稿
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
に
つ
い
て
」(

『
学
習
院
大
学 

人
文
科
学
論
集
』
八 

一
九
九
九
年) 

九
六
～
一
〇
八
頁 

(

１
６)

薗
田
稔
・
橋
本
政
宣
編
『
神
道
史
大
辞
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
四
年) 

五
一
〇
～
五
一
六
頁 

(

１
７)

拙
稿
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」(

『
皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
二
二
八 

二
〇
一
〇
年) 

(

１
８)

本
郷
和
人
「
鎌
倉
時
代
の
朝
廷
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察
」(

『
中
世
の
人
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
八
八
年) 

後
に
、
同
『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』(

東
京
大
学
出
版
会 

一
九
九
五
年)

序
章
に
収
録
。
・
森
茂
暁
『
南
北
朝
期
公 

武
関
係
史
の
研
究
』(

文
献
出
版 
一
九
八
四
年)

・
伊
藤
喜
良
「
応
永
初
期
に
お
け
る
王
朝
勢
力
の
動
向
―
伝
奏
を
中 

心
と
し
て
―
」(

『
日
本
歴
史
』
三
〇
七 
一
九
七
三
年) 

後
に
同
『
日
本
中
世
の
王
権
と
権
威
』(

思
文
閣
出
版 

一 

九
九
三
年)Ⅲ

部
第
二
章
に
収
録
。 

(

１
９)

橋
本
義
彦
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」(

同
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
七
六
年)

・
小
川
信
「
足
利

将
軍
家
の
権
力
に
関
す
る
一
考
察
―
伝
奏
の
機
能
を
通
じ
て
―
」(

『
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館 

一

九
八
〇
年
・
同
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館 
一
九
八
〇
年
に
収
録
。)

・
伊
藤
喜
良
「
伝
奏
と 

天
皇
―
嘉
吉
の
乱
後
に
お
け
る
室
町
幕
府
と
王
朝
勢
力
に
つ
い
て
―
」(
『
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
八
〇
年
、
後
に
、
前
掲
註(

１
８)

伊
藤
著
書
に
収
録
。)

・
森
茂
暁
「
足
利
義
満
政
権
と
伝
奏
」[

前
掲
註(

１
８)

森
著
書
に
収
録
。]

・
富
田
正
弘
「
室
町
殿
と
天
皇
」(

『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 
一
九
八
九
年)

・
同
「
嘉
吉
の
変

以
後
の
院
宣
・
綸
旨
―
公
武
融
合
政
治
下
の
政
務
と
伝
奏
―
」(

『
中
世
古
文
書
の
世
界
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
一

年)

・
瀬
戸
薫
「
室
町
期
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」(

『
日
本
歴
史
』
五
四
三 

一
九
九
四
年)

・
明
石
治
郎
「
後

土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
伝
奏
・
近
臣
」(

『
中
世
の
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
四
年)
・
高
田
星
司
「
室

町
殿
の
側
近
公
家
衆
に
つ
い
て
―
応
永
・
永
享
期
を
中
心
と
し
て
―
」(

『
国
学
院
雑
誌
』
九
五
―
九 

一
九
九
四
年)

・

家
永
遵
嗣
「
足
利
義
満
と
伝
奏
と
の
関
係
の
再
検
討
―
伝
奏
が
義
満
の
家
礼
で
あ
る
こ
と
の
意
味
―
」(

『
古
文
書
研

究
』
四
一
・
四
二 

一
九
九
五
年)

・
松
島
周
一
「
院
伝
奏
と
し
て
の
藤
原
定
能
―
後
白
河
院
と
藤
原
兼
実
の
交
渉
を

め
ぐ
る
断
章
―
」(

『
年
報
中
世
史
研
究
』
二
二 

一
九
九
七
年)

・
桃
崎
有
一
郎
「
室
町
殿
の
朝
廷
支
配
と
伝
奏
論
―

〈
公
武
統
一
政
権
〉
論
の
再
考
に
向
け
て
―
」(

『
室
町
・
戦
国
期
研
究
を
読
み
な
お
す
』
思
文
閣
出
版 

二
〇
〇
七

年)

・
伊
藤
瑠
美
「
鳥
羽
院
政
期
に
お
け
る
院
伝
奏
と
武
士
」(

『
歴
史
学
研
究
』
八
三
二 

二
〇
〇
七
年)

・
家
永
遵

嗣
「
室
町
幕
府
と
「
武
家
伝
奏
」・
禁
裏
小
番
」(

『
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究 

第
五
号
―
第
五
回
大
会
成
果
報
告
集

―
』
二
〇
一
三
年
） 

(

２
０)

下
郡
剛
『
後
白
河
院
政
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
九
年 

一
三
一
～
一
三
二
頁 

 
 
 

ま
た
、
松
島
周
一
氏
は
、『
玉
葉
』
安
元
三(

一
一
七
七)

年
一
月
十
四
日
条
の
記
事
に
よ
り
、
九
条
兼
実
が
後
白
河
法

皇
の
側
近
で
あ
っ
た
藤
原
定
能
を
「
伝
奏
之
人
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
定
能
が
兼
実
と
後
白
河
院
の
間
に



 

 

102 

立
っ
て
伝
奏
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
事
例
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
掲
註(

１
９)

松
島
論
文 

一
～
八
頁 

さ
ら
に
、
伊
藤
瑠
美
氏
は
、
鳥
羽
院
政
期
に
お
け
る
「
伝
奏
」
行
為
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
「
鳥
羽
院
政
期
に
は
、

「
伝
奏
」
と
い
う
語
は
す
べ
て
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
」
る
が
、
後
白
河
院
政
期
に
な
る
と
、「
職

務
を
示
す
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
伝
奏
制
度
の
成
立
過
程
を
示
す
指
摘
を
し
て
い
る
。
前
掲
註 

(

１
９)

伊
藤
論
文 

三
頁 

(

２
１)

前
掲
註(

２
０)

下
郡
著
書 

一
七
八
～
一
八
六
頁 

(

２
２)

美
川
圭
『
院
政
の
研
究
』
臨
川
書
店 

一
九
九
六
年 

一
九
九
頁 

(

２
３)

前
掲
註(

１
９)

橋
本
論
文 

六
七
頁 

(

２
４)

前
掲
註(

９)

藤
原
論
文 

九
頁 

(

２
５)

前
掲
註(

９)

藤
原
論
文 

九
・
三
七
頁 

(

２
６)

『
増
補
史
料
大
成 

第
三
十
巻 

吉
記 

二 

吉
続
記
』(

臨
川
書
店)

 

三
八
六
・
三
八
七
頁 

(

２
７)

『
増
補
史
料
大
成 

第
三
十
五
巻 

勘
仲
記 

二
』(

臨
川
書
店) 

以
下
、
本
書
で
引
用
し
た
『
勘
仲
記
』
の
記
事 

 
 
 

は
本
書
の
三
三
・
三
四
頁
に
拠
っ
た
。 

(

２
８)

藤
原
良
章
氏
は
、
勘
解
由
小
路
兼
仲
に
つ
い
て
弘
安
七(

一
二
八
四)

年
三
月
に
は
、
神
宮
奉
行
と
し
て
の
活
動
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
「
神
宮
已
下
雑
訴
事
」
に
つ
い
て
奏
聞
し
た
り
、
関
白
鷹
司
兼
平
に
内
覧
さ
せ
た
り
し
て
お

り
、
神
宮
雑
訴
の
実
務
を
兼
仲
が
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
前
掲
註(

９)

藤
原
論
文 

七
頁 

(

２
９)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

徳
大
寺
家
史
料 

三
三
―
八
〇 

(

３
０)

前
掲
註(

９)

藤
原
論
文 

十
七
・
十
八
頁 

(

３
１)

『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊 

古
代
中
世
篇 

第
六
巻
』(

汲
古
書
院)

 

三
八
三
～
三
八
五
・
五
七
二
・
五
七
三
頁 

(

３
２)

前
掲
註(

９)

藤
原
論
文 

十
頁 

(

３
３)

前
掲
註(

９)

藤
原
論
文 

十
頁 

尚
、
『
皇
室
制
度
史
料 

太
上
天
皇 

三
』(

吉
川
弘
文
館) 

二
七
九
・
二
八
〇
頁

に
は
、「
政
道
条
々
」
の
全
文
が
翻
刻
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

(

３
４)

平
泉
隆
房
「
役
夫
工
上
卿
考
―
中
世
の
伊
勢
神
宮
と
朝
廷
―
」(

金
沢
工
業
大
学
日
本
学
研
究
所
『
日
本
学
研
究
』
第 

五
号 

二
〇
〇
二
年) 

一
一
六
頁 

後
に
、
同
『
中
世
伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
六
年)

前
編

第
三
章
二
に
「
遷
宮
上
卿
考
」
と
改
題
し
て
収
録
。 

(

３
５)

『
神
宮
史
年
表
』(

戎
光
祥
出
版 

二
〇
〇
五
年)

 

八
四
頁 

(

３
６)

前
掲
註(

９)

藤
原
論
文 

三
五
・
四
二
頁 

(

３
７)

『
史
料
纂
集 

師
守
記 

第
一
』(

続
群
書
類
従
完
成
会)

 

一
三
二
・
一
三
三
頁 

(

３
８)

拙
稿
「
中
世
儀
式
伝
奏
の
補
任
」(

『
皇
學
館
論
叢
』
三
七
―
五 

二
〇
〇
四
年)  

五
頁 

(

３
９)

『
実
隆
公
記 

巻
三
下
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

三
五
九
頁 
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(
４
０)

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

公
卿
補
任 

第
二
篇
』(

吉
川
弘
文
館) 

七
一
六
・
七
一
七
・
七
一
九
・
七
二
〇
頁 

(

４
１)
『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

第
十
四
巻 

続
史
愚
抄 

中
篇
』(

吉
川
弘
文
館) 

一
二
三
頁 

(

４
２)

前
掲
註(

３
５)

書 

八
八
頁 

(

４
３)

前
掲
註(
３
８)

拙
稿 

六
頁 

(

４
４)

『
増
補
史
料
大
成 

第
三
十
七
巻 

康
富
記 

一
』(

臨
川
書
店) 

三
四
・
三
五
頁 

(

４
５)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 
徳
大
寺
家
史
料 

三
三
―
八
〇 

(

４
６)

前
掲
註(

３
５)

書 

九
〇
・
九
一
頁 

(

４
７)

役
夫
工
上
卿
に
つ
い
て
、
小
島
鉦
作
氏
は
、「
平
安
時
代
中
期
以
降
室
町
時
代
に
至
る
約
二
十
度
の
両
大
神
宮
式
年
遷 

宮
、
そ
の
間
の
年
代
を
通
算
す
れ
ば
前
後
約
四
百
年
間
の
造
営
遷
宮
は
、
そ
の
用
途
を
専
ら
役
夫
工
米
に
よ
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
当
時
廟
堂
に
あ
っ
て
、
神
宮
遷
宮
の
行
政
を
掌
理
す
る
者
を
伊
勢
遷
宮
行
事
と
い
い
、
こ
れ
を
統
裁
す
る
公

卿
を
遷
宮
上
卿
と
い
い
、
そ
の
下
に
弁
官
が
い
て
上
卿
を
輔
け
た
の
で
あ
る
が
、
前
者
を
一
名
役
夫
工
上
卿
と
い
い
、

後
者
を
ま
た
役
夫
工
行
事
と
称
し
た
こ
と
は
、
遷
宮
に
関
す
る
行
政
事
務
の
中
心
が
何
で
あ
っ
た
か
を
、
お
の
ず
か
ら

に
し
て
語
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
同
『
伊
勢
神
宮
史
の
研
究 

小
島
鉦
作
著
作
集 

第
二
巻
』(

一
九
八
五

年 

吉
川
弘
文
館) 

三
十
頁 

(

４
８)

『
大
日
本
古
記
録 

建
内
記 

一
』(

岩
波
書
店) 

一
一
七
・
一
二
八
頁 

(

４
９)

前
掲
註(

１
２)

富
田
論
文 

十
一
頁 

(

５
０)

伊
藤
喜
良
「
応
永
初
期
に
お
け
る
王
朝
勢
力
の
動
向
―
伝
奏
を
中
心
と
し
て
―
」(

『
日
本
歴
史
』
三
〇
七 

一
九
七

三
年) 

七
一
頁 

後
に
、
同
『
日
本
中
世
の
王
権
と
王
威
』(

思
文
閣
出
版 

一
九
九
三
年)

Ⅲ
部
第
二
章
に
収
録
。 

 
 
 

ま
た
、
前
掲
註(

１
９)

瀬
戸
論
文
の
表
２
「「
武
家
」
伝
奏
補
任
一
覧
」[

四
八
頁]

で
時
房
の
武
家
伝
奏
と
し
て
の
活

動
時
期
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

(

５
１)

『
史
料
纂
集 

師
郷
記 

第
一
』(

続
群
書
類
従
完
成
会)

 

一
四
六
頁 

(

５
２)

前
掲
註(

３
５)

書 

九
二
頁 

(

５
３)

前
掲
註(

３
５)

書 

九
二
頁 

(

５
４)

『
大
日
本
古
記
録 

建
内
記 

五
』(

岩
波
書
店) 

一
三
八
・
一
三
九
頁 

(

５
５)

『
大
日
本
古
記
録 

建
内
記 

六
』(

岩
波
書
店) 

十
六
・
一
〇
五
・
一
〇
六
・
一
四
一
頁 

(

５
６)

『
大
日
本
古
記
録 

建
内
記 

九
』(

岩
波
書
店) 

十
五
・
十
六
頁 

(

５
７)

『
増
補
史
料
大
成 

第
三
十
八
巻 

康
富
記 

二
』(

臨
川
書
店) 

三
九
八
頁 

(

５
８)

『
増
補
史
料
大
成 

第
三
十
九
巻 

康
富
記 

三
』(

臨
川
書
店) 

二
二
〇
頁 

(

５
９)

前
掲
註(

３
５)

書 

九
五
頁 

(

６
０)

前
掲
註(

３
５)

書 

九
七
頁 
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第
三
章 

神
宮
奏
事
始
の
成
立 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

は
じ
め
に 

  

本
章
は
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
朝
廷
に
お
い
て
毎
年
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
対
し
て
一
年
で
最
初
に
伊
勢
神
宮
か
ら
の

奏
事
事
項
を
奏
上
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
、
と
く
に
中
世
に
お
け
る
成
立
過
程
、
準
備
過
程
、
儀
式
次
第
、

式
日
、
奏
事
事
項
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
神
宮
伝
奏
の
機
能
、
ひ
い
て
は
中
世
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
一
端

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
は
八
束
清
貫
氏
が
『
後
水
尾
院
当
時
年
中
行
事
』
に
あ
る
「
神
宮
奏
事
始
」
の
項
を
引
用
し
て
、
若

干
の
言
及
を
し
て
お
り
、(

１)

所
功
氏
が
成
立
、
式
日
、
奏
事
事
項
、
儀
式
次
第
等
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、(

２)

い
ず
れ

も
簡
単
な
記
述
で
あ
り
、
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。 

 
 第

一
節 

神
宮
奏
事
始
の
成
立 

  

本
章
に
お
い
て
は
神
宮
奏
事
始
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
所
功
氏
に
よ
れ
ば
、
「
政
始
」「
官
政
始
」「
外
記
政
始
」

な
ど
律
令
太
政
官
政
治
の
年
頭
儀
礼
は
既
に
平
安
中
期(

十
～
十
一
世
紀)

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。(

３) 

 

本
稿
は
、
そ
れ
ら
が
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
南
北
朝
時

代
の
朝
廷
に
つ
い
て
詳
細
に
記
録
し
た
『
園
太
暦
』
観
応
二(

一
三
五
一)

年
一
月
二
九
日
条(

４)

に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ

き
記
事
が
み
え
る
。 

頭
中
将
来
、
奏
事
始
事
語
之
事
、 

 
 
 

廿
九
日
、
陰
晴
不
定
、
頭
中
将
伊
俊
朝
臣
来
、
謁
之
、
今
日
、
奏
事
始
也
、
政
始
一
ヶ
条
付
四
条
前
大
納
言
、
奏
之
、 

 
 
 

伝
奏
彼
卿
一
人
参
仕
、
職
事
又
一
身
云
々
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
、
朝
廷
に
お
い
て
政
務
に
関
す
る
奏
事
事
項
を
一
年
で
最
初
に
奏
上
す
る
儀
式
で
あ
る
「
奏
事
始
」 

が
行
わ
れ
、
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
箇
条
が
伝
奏
四
条
隆
蔭
に
よ
っ
て
光
厳
上
皇
に
奏
上
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
れ
が
「
奏
事
始
」
の
初
見
史
料
で
あ
る
。「
政
始
一
箇
条
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
奏
制
度
の
成
立
し
て
い
た
光
厳
院

政
下
に
お
い
て
、
年
頭
に
あ
た
り
、
政
務
を
開
始
す
る
意
義
を
も
っ
た
「
奏
事
始
」
と
い
う
儀
式
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
前
後
の
史
料
を
博
捜
し
て
も
神
宮
奏
事
始
の
事
例
は
な
く
、
最
初
に
「
奏
事
始
」
が
成
立
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
ら
が
神

宮
奏
事
始
、
賀
茂
奏
事
始(

５)

に
分
化
し
た
と
考
え
る
。 

 

森
茂
暁
氏
に
よ
れ
ば
、
光
厳
院
政
の
運
営
は
伝
奏
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
、
四
条
は
評
定
衆
を
兼
任
し
た
、
同 

院
政
の
中
枢
を
支
え
る
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。(

６) 
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ま
た
『
続
史
愚
抄
』(

７)

観
応
三(

一
三
五
二)

年
九
月
六
日
条
に
は
「
六
日
、
丙
子
、
被
仰
伝
奏
、
人
数
如
日
来
者
、
按
察

使
資
明
卿
為
人
数
、
事
々
蒙
勅
問
、」
と
あ
り
、
光
厳
院
政
下
に
お
け
る
伝
奏
は
上
皇
か
ら
頻
繁
に
勅
問
を
う
け
る
要
職
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

さ
ら
に
拙
稿
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
伝
奏
が
政
務
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
後
嵯
峨
院

政
下
に
お
い
て
も
上
皇
―
関
白
―
奉
行
な
ど
が
朝
廷
儀
式
を
準
備
す
る
体
制
で
あ
り
、
こ
れ
が
光
厳
天
皇
ま
で
続
い
た
。 

 

南
北
朝
期
の
貞
和
四(

一
三
四
八)

年
か
ら
応
安
四(

一
三
七
一)

年
に
か
け
て
、
北
朝
で
は
光
厳
上
皇
・
光
明
天
皇
・
崇
光
天

皇
・
後
光
厳
天
皇
の
下
で
践
祚
伝
奏
・
立
坊
伝
奏
・
即
位
伝
奏
・
大
嘗
会
伝
奏
・
諒
闇
伝
奏
な
ど
が
相
次
い
で
設
置
さ
れ
た
が
、

そ
れ
ら
全
て
の
初
代
就
任
者
は
別
当(

執
事
・
執
権
・
年
預)

・
評
定
衆
・
伝
奏
と
い
う
院
政
を
担
っ
た
要
職
の
い
ず
れ
か
を
勤

め
て
い
る
上
皇
の
近
臣
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
光
厳
上
皇
は
院
の
要
職
に
あ
る
自
ら
の
近
臣
を
儀
式
担
当
の
伝
奏
に
補
任
し
、
そ
の
伝
奏
を
通
じ
て
重
要
儀
式

の
準
備
を
主
導
す
る
体
制
を
確
立
し
た
。(

８) 

 

以
上
の
よ
う
な
光
厳
院
政
下
に
お
け
る
伝
奏
制
度
の
強
化
と
拡
大
は
必
然
的
に
そ
の
主
要
な
機
能
で
あ
っ
た
「
奏
事
」
の
政

務
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
上
昇
を
も
た
ら
し
、
同
院
政
下
に
お
い
て
「
奏
事
始
」
が
成
立
し
た
と
考
え
る
。 

 

所
功
氏
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奏
事
始
の
初
見
史
料
は
『
親
長
卿
記
』
文
明
十
六(
一
四
八
四)

年
一
月
二
六
日
条
に
「
今
日
、
神

宮
奏
事
始
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
氏
は
賀
茂
奏
事
始
よ
り
早
く
、
鎌
倉
中
後
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と

し
て
い
る
。(

９)

一
方
、
同
氏
に
よ
れ
ば
、
賀
茂
奏
事
始
は
文
明
二(

一
四
七
〇)

年
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
。(

１
０) 

初
め
て
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
の
準
備
過
程
と
儀
式
次
第
を
示
す
史
料
は
、
戦
国
時
代
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
三
条

西
実
隆
の
記
録
で
あ
る
『
実
隆
公
記
』
明
応
六(

一
四
九
七)

年
一
月
三
日
条(

１
１)

の
記
事
で
あ
る
。 

(

前
略)

兼
又
神
宮
伝
奏
事
已
被
治
定
候
之
条
、
尤
珍
重
候
ツ
、
固
辞
之
趣
事
旧
候
了
、
雖
然
及
再
往
之
仰
之
条
、
争
猶
可 

被
申
子
細
候
哉
、
併
神
慮
之
所
令
然
之
候
、
仍
当
月
中
内
々
被
尋
日
次
、
可
令
候
御
奏
事
始
給
之
条
可
然
存
候
、
一
帋
被 

注
下
候
了
、
加
拝
見
、
可
返
入
候
、
先
被
告
知
祭
主
候
者
可
然
候
、
書
札
事
、
故
一
位
直
書
遣
候
し
、
謹
言
、
又
状
如
件
、 

草
名
に
て
候
し
と
存
候
、
凡
伝
奏
之
時
、
対
祭
主
以
敬
神
存
宥
恕
儀
之
条
、
固
実

マ

マ

之
様
申
伝
之
旨
相
語
候
キ
、(

中
略) 

 
 

正
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
光 

(

前
略)

奏
事
始
之
儀
、
故
一
位
不
注
置
候
、
目
録
な
と
も
年
々
分
乱
来
、
令
紛
失
候
了
、
口
惜
候
、
永
和
度
保
光
卿
奏
事 

始
記
虫
損
、
旁
無
正
体
候
上
、
殊
子
細
も
み
え
候
ハ
ね
と
も
、
不
存
隔
心
、
入
見
参
候
、(

中
略)

返
々
御
奏
事
始
不
可
有 

殊
儀
候
哉
、
奉
行
頭
弁
候
歟
、(

中
略)

返
々
目
六
ハ
た
ゝ
以
職
事
付
進
、
御
奏
聞
無
子
細
候
哉
、
大
略
其
分
候
、(

中
略) 

正
月
三
日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
光 

実
隆
は
、
前
年
十
二
月
三
十
日
に
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
て
、(

１
２)

本
書
の
二
月
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
初
め
て
神
宮
奏
事
始

を
執
り
行
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
権
中
納
言
町
広
光
が
就
任
直
後
の
実
隆
に
書
状
を
送
っ
て
、
一
月
中
の
神
宮
奏
事
始

の
執
行
を
促
し
、
そ
の
準
備
と
執
行
に
つ
い
て
具
体
的
に
指
南
し
て
い
る
。 
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さ
ら
に
、「
永
和
度
保
光
卿
奏
事
始
記
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
、
実
隆
は
広
光
か
ら
そ
の
所
有
し
て
い
た
同
記
録
を
借
覧

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

第
二
部
第
一
章
第
一
節
に
掲
載
し
た
【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】
に
よ
れ
ば
、
広
光
自
身
は
神
宮
伝
奏
を
勤
め
て
い
な

い
が
、
父
の
資
広(
１
３)

に
つ
い
て
は
、
嘉
吉
三(

一
四
四
三)

年
に
在
任
し
、
享
徳
四(

一
四
五
五)

年
以
前
か
ら
応
仁
三(

一

四
六
九)

年
以
降
に
か
け
て
も
在
任
し
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
約
十
五
年
間
以
上
に
わ
た
っ
て
同
職
を
勤
め
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
広
光
が
神
宮
奏
事
始
の
記
録
を
所
有
し
て
い
た
の
も
父
資
広
が
蓄
積
し
て
い
た
神
宮
伝
奏
の
職
務
に

つ
い
て
の
諸
記
録
を
引
き
継
い
で
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
指
南
役
を
勤
め
た
理
由
も
父
か
ら
そ

の
故
実
を
口
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
永
和
度
保
光
卿
奏
事
始
記
」
の
「
奏
事
始
」
と
は
神
宮
奏
事
始
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。『
公
卿
補

任 

第
二
篇
』
に
よ
れ
ば
、
永
和
元(

一
三
七
五)

年
か
ら
同
二
年
四
月
ま
で
、
こ
の
土
御
門
保
光
は
権
中
納
言
の
任
に
あ
り
、

(

１
４)

『
続
史
愚
抄 

中
篇
』
永
和
五(

一
三
七
九)

年
三
月
二
六
日
条
に
は
、「
有
雑
訴
沙
汰
、
伝
奏
公
卿
藤
中
納
言
保
光
。(

後

略)

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、(

１
５)

永
和
年
間
に
伝
奏
の
任
に
あ
っ
た
保
光
が
神
宮
奏
事
始
を
執
り
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
神
宮
奏
事
始
は
「
奏
事
始
」
の
成
立
し
た
観
応
二(
一
三
五
一)

年
後
か
ら
永
和
五(

一
三
七
九)

年
ま

で
に
成
立
し
た
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
神
宮
奏
事
始
が
成
立
し
た
の
か
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
注
目
す
べ
き
史
料
が
あ
る
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
徳
大
寺
家
史
料
で
あ
る
三
条
実

万
編
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』(

１
６)

に
は
、
中
世
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
の
記
事
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

な
か
に
「
吉
田
大
納
言
○
家
俊
卿
」
と
し
て
み
え
る
『
薩
戒
記
』
応
永
三
三(

一
四
二
六)

年
五
月
二
三
日
条
の
記
事
で
あ
る
。 

廿
三
日
、
左
頭
中
将
来
曰
、
可
被
行
政
始
、
相
尋
日
次
、
可
令
申
沙
汰
之
由
、
吉
田
大
納
言
家
俊
太
神
宮
雑
訴
傳
奏
也
、 

 
 

奉 

院
宣
、
所
仰
遣
也
、
下
畧 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
頭
中
将
が
神
宮
伝
奏
清
閑
寺
家
俊
に
対
し
て
政
始
を
行
う
よ
う
に
後
小
松
上
皇
が
命
じ
た
の
で
、
日
次
を

勘
進
さ
せ
て
執
り
行
う
よ
う
に
伝
え
た
。
当
時
の
政
始
に
つ
い
て
は
、
年
代
は
下
る
が
、
朝
廷
に
お
い
て
官
務
を
勤
め
た
壬
生

晴
富
が
文
明
十
六(

一
四
八
四)

年
に
子
孫
の
た
め
に
記
し
た
、『
当
局
遺
誡
』(

１
７)

に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

文
明
十
六
・
十
二
・
廿
四
、
於
灯
下
書
始
也
、 

一
、
神
宮
遷
宮
廿
年
一
度
也
、
十
七
年
孟
夏
山
口
、
其
祭
物
等
官
調
進
也
、
四
年
之
間
造
替
、
造 

宮
使
被
補
時
者
、
官 

 
 

符
請
印
ノ
タ
メ
、
被
行
政
始
也
、
用
脚
造 

宮
使
沙
汰
之
、
政
始
、
年
始
被
行
事
也
、
近
代
一
向
無
其
儀
、
造 

宮

使
被
補
時
計
、
為
年
始
通
用
之
儀
被
行
也
、
政
始
文
書
、
中
ノ
棚
、
西
頬
ノ
西
面
ノ
南
ノ
端
ノ
黒
皮
籠
在
之
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
式
年
遷
宮
の
実
施
に
際
し
て
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
の
造
営
を
掌
る
令
外
官
で
あ
っ
た
、
伊
勢
大
神
宮

造
宮
使(

１
８)

を
補
任
す
る
が
、
太
政
官
符
に
請
印
す
る
た
め
に
政
始
を
行
っ
て
い
る
。
本
来
、
政
始
は
年
始
に
行
わ
れ
る 

儀
式
で
あ
る
が
、
当
時
は
全
く
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
造
宮
使
補
任
の
と
き
に
だ
け
、
年
始
の
場
合
に
も
通
用
す
る
政
始
を
行
っ

て
い
る
と
し
て
い
る
。 
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以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
応
永
三
三
年
の
政
始
も
永
享
三(

一
四
三
一)

年
の
内
宮
式
年
遷
宮
、(

１
９)

同
六(

一
四
三
四)

年
の

外
宮
式
年
遷
宮(

２
０)

に
向
け
て
伊
勢
大
神
宮
造
宮
使
を
補
任
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
政
始
に
お
い

て
神
宮
に
関
す
る
政
務
は
主
要
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
が
準
備
と
執
行
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
政
始
の
性
格
を
含
ん
で
い
た
「
奏
事
始
」
が
神
宮
奏
事
始
へ
と
変
化
し
た
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と

考
え
る
。 

『
実
隆
公
記
』(

２
１)

 

に
よ
っ
て
先
述
し
た
明
応
六(

一
四
九
七)

年
の
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
同
二
月
三
日

条
に
は
、「
帥
卿
入
夜
来
臨
、
合
宿
雑
談
、
明
日
、
神
宮
事
可
候
奏
事
始
之
支
度
也
、
其
間
事
等
相
談
、
入
夜
行
水
、
青
女
重 

服
之
間
、
落
庇
、
曳
隔
注
連
、
不
能
対
合
也
、」
と
あ
る
。 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奏
事
始
の
前
日
に
広
光
が
来
て
、
実
隆
と
明
日
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
実
隆
は
行
水
し
て
、
そ
の
妻
が
重
服
の
た
め
、
庇
を
落
と
し
、
注
連
縄
を
曳
き
、
対
面
し
な
い
よ
う
に
し
た
。
同
四
日

条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

四
日
、
丙
子
、
晴
、
早
朝
、
行
水
、
著
直
衣
、
大
帷
借
請
中
御
門
大
納
言
了
、
大
帷
、
指
貫
、
可
用
下
袴
之
処
、
難
得
上 

 
 

括
頗
聊
爾
之
儀
也
、
把
笏
、
奏
事
目
録
懐
中
之
、
今
朝
、
職
事
以
消
息
送
之
、
乗
輿
、
大
夫
将
監
重
興
直
衣
、
在
共
、
参 

 
 

内
、
堅
固
内
々
儀
也
、
極
﨟
資
直
参
仕
、
議
定
所
御
座
前
板
令
敷
円
座
、
資
直
参
入
、
相
待
之
間
、
予
先
参
詣
内
侍
所
、 

 
 

両
段
再
拝
了
、
出
御
之
由
資
直
告
之
間
、
入
布
障
子
、
跪
長
押
際
、
受
天
気
、
参
入
、
跪
円
座
際
、
聊
引
寄
円
座
、
懸
膝
、 

 
 

安
座
、
置
笏
右
円
座
下
、
取
出
奏
事
目
録
、
置
座
前
、
円
座
上
、
聊
刷
衣
裳
、
取
揚
目
六
、
披
之
、
読
申
、
毎
条
三
ケ
条
、 

伺
御
気
色
、
読
了
、
巻
目
六
、
入
懐
中
、
取
笏
、
退
円
座
、
于
時
入
御
、
深
敬
屈
、
入
御
之
後
、
退
出
、
則
有
召
之
間
、

参
常
御
所
庇
、
此
時
、
笏
入
懐
中
、
取
出
檜
扇
、
持
之
、
賜
天
盃
、
勾
当
内
侍
酌
也
、
造
宮
事
有
其
実
之
様
、
可
申
沙
汰

之
由
等
委
細
勅
語
、
条
々
令
言
上
、
退
出
、
則
奏
事
目
録
入
日
、
注
仰
詞
、
以
消
息
遣
頭
弁
了
、
今
日
、
無
為
無
事
、
珍

重
々
々
、
件
目
録
等
写
置
、
続
之
、 

 
 

(

中
略) 

 
 
 
 
 

此
日
以
愚
筆
入
之
、
仰
詞
同
以
愚
筆
注
之
、 

 
 
 

明
応
六
年
二
月
四
日
、
宣
秀
奏
事 

 
 
 
 

神
宮
条
々 

 
 
 
 
 

祭
主
伊
忠
申
造
営
事
、 

 
 
 
 

仰
早
可
申
沙
汰
、 

 
 
 
 
 

同
申
神
領
再
興
事
、 

 
 
 
 

仰
可
仰
合
武
家
、 

 
 
 
 
 

同
申
度
会
常
隆
・
同
晴
子
・
同
晨
則
等
叙
爵
事
、 

 
 
 
 

仰
可
宣
下
、 
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御
奏
事
目
録
注
仰
詞
、
返
進
候
、
謹
言
、 

腰
文
・
立
文
也
、
巻
加
件
目
録
了
、 

 
 
 
 
 

二
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

実
隆 

 
 
 
 

頭
弁
殿 

 
 
 

銘 

奏
事
目
録 

 
 
 
 
 
 
 
 

侍
従
大
納
言 

 
 
 
 

明
応
六
年
二
月
四
日
、
宣
秀
奏
事
、 

 
 
 
 
 

神
宮
条
々 

 
 
 
 
 
 

祭
主
―
―
― 

 
 
 
 
 

仰
―
― 

 
 
 
 
 
 

同
申
―
―
― 

 
 
 
 
 

仰 

 
 
 
 
 
 

同
申
―
―
― 

 
 
 
 
 

仰 

 
 
 

奏
事
目
録
一
帋
写
進
入
候
、
旁
可
参
申
候
、
誠
恐
謹
言
、 

 
 
 
 
 

二
月
四
日 

 
 
 
 
 
 

宣
秀 

 
 
 
 

三
条
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

白
紙
・
立
文
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
隆
は
、
早
朝
に
行
水
し
て
、
直
衣
を
着
け
、
笏
を
も
ち
、
職
事
か
ら
送
付
さ
れ
た
奏
事
目
録
を
懐
中
に

し
て
参
内
し
た
。
六
位
の
蔵
人
で
あ
る
極
﨟
の
資
直
も
参
仕
し
た
の
で
、
議
定
所
の
御
座
前
に
円
座
を
敷
か
せ
た
。
実
隆
は
、 

先
に
内
侍
所
に
参
り
、
両
段
再
拝
し
た
。
資
直
が
後
土
御
門
天
皇
の
出
御
を
告
げ
た
の
で
、
議
定
所
の
長
押
の
際
に
ひ
ざ
ま
づ

き
、
天
皇
の
意
を
受
け
て
参
入
し
た
。 

円
座
の
際
に
ひ
ざ
ま
づ
き
、
聊
か
円
座
を
引
き
寄
せ
、
そ
こ
に
膝
を
掛
け
て
安
座
し
、
笏
を
右
の
円
座
下
に
置
き
、
奏
事
目

録
を
取
り
出
し
て
、
座
の
前
に
置
き
、
目
録
を
取
り
上
げ
て
こ
れ
を
披
き
、
三
カ
条
を
読
み
申
し
た
。
一
カ
条
を
読
む
毎
に
天

皇
の
意
向
を
伺
っ
た
。 

読
み
終
わ
り
、
目
録
を
巻
い
て
懐
中
に
入
れ
、
笏
を
取
り
、
円
座
を
退
い
た
。
天
皇
が
入
御
し
た
の
で
深
く
敬
屈
し
、
そ
の

後
、
退
出
し
た
。
召
し
が
あ
っ
た
の
で
、
常
御
所
の
庇
に
参
り
、
笏
を
懐
中
に
入
れ
、
檜
扇
を
取
り
出
し
て
こ
れ
を
持
ち
、
勾

当
内
侍
の
酌
に
よ
り
天
盃
を
賜
っ
た
。
そ
の
際
に
内
侍
を
通
じ
て
「
造
宮
事
有
其
実
之
様
、
可
申
沙
汰
之
由
」
な
ど
の
勅
語
が

伝
え
ら
れ
、
実
隆
も
条
々
を
言
上
し
て
退
出
し
た
。
そ
の
後
、
奏
事
目
録
に
日
を
入
れ
、
仰
詞
を
記
し
て
、
消
息
と
と
も
に
頭

弁
に
遣
わ
し
た
。
以
上
が
神
宮
奏
事
始
当
日
の
早
朝
か
ら
そ
の
終
了
後
ま
で
の
流
れ
で
あ
る
。 

こ
の
明
応
六
年
の
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
は
、
初
め
て
こ
の
儀
式
の
実
態
を
示
す
史
料
が
あ
る
た
め
、
早
く
か
ら
先
学
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
相
田
二
郎
氏
は
『
日
本
の
古
文
書
』
の
な
か
で
、「
上
申
文
書
」
の
一
形
態
と
し
て
の
「
奏
事
目
録
」
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に
つ
い
て
、(

中
略)

以
降
に
引
用
し
た
記
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
明
応
六
年
の
神
宮
奏
事
始
に
関
す
る
複
数
の
史
料
に
よ

っ
て
解
説
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

「
奏
事
目
録
と
申
す
神
宮
の
奏
事
始
の
吉
書
」
に
つ
い
て
、「
平
素
は(

中
略)

款
状
を
上
る
。
こ
れ
は
内
宮
権
禰
宜
荒
木
田 

盛
員
の
款
状
で
あ
る
か
ら
、
神
祇
権
副
が
、
之
を
官
務
即
ち
史
に
執
進
す
る
。(

中
略)

更
に
之
を
受
け
た
官
務
が
神
宮
の
奉
行 

職
事
に
執
進
す
る
。(

中
略)
蔵
人
、
伝
奏
は
こ
の
執
進
せ
る
文
書
に
依
り
、
そ
の
申
請
の
奏
下
の
手
続
を
と
る
。
そ
れ
が
消
息 

宣
下
で
あ
る
。
奏
事
目
録
は
年
頭
の
吉
例
と
し
て
奉
行
の
蔵
人
が
伝
奏
の
手
を
経
て
執
奏
を
乞
は
ん
が
為
め
に
作
る
文
書
、
之 

を
披
露
状
に
巻
込
め
る
。(

中
略)

こ
丶
に
於
て
伝
奏
が
奏
聞
し
、
そ
の
勅
答
の
旨
、
即
ち
仰
詞
を
前
記
目
録
の
各
箇
条
の
次
に

記
入
し
、
之
を
奉
行
の
許
に
伝
え
る
。」(
２
２) 

 

ま
た
、「
明
応
五
年
十
二
月
、
三
条
西
実
隆
が
、
神
宮
の
伝
奏
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
翌
年
二
月
四
日
に
、
神
宮
の
奏
事
始
の

式
を
行
い
、
そ
の
時
実
隆
が
仰
詞
を
記
入
し
て
神
宮
奉
行
中
御
門
宣
秀
に
目
録
を
返
進
し
た
時
の
書
状
が
あ
る
。」
と
し
て
先

に
引
用
し
た
記
事
で
あ
る
「
神
宮
伝
奏
三
条
西
実
隆
書
状
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
記
事
に
よ
り
「
執
奏
の
日
付

の
日
の
数
を
伝
奏
が
記
入
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
。
仰
詞
も
同
様
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。 

こ
の
書
状
に
続
い
て
引
用
し
た
「
神
宮
奉
行
中
御
門
宣
秀
書
状
」
に
つ
い
て
も
、「
こ
れ
は
、
仰
詞
の
入
っ
た
目
録
を
受
け

た
宣
秀
が
、
そ
れ
を
写
し
て
三
条
実
香
に
送
っ
た
書
状
で
あ
る
。
―
―
―
と
あ
る
の
は
之
を
実
隆
が
日
記
に
写
し
て
お
い
た
の

で
、
前
出
の
文
書
の
そ
の
本
文
が
見
え
て
重
複
す
る
の
で
略
し
た
の
で
あ
る
。
実
香
に
送
っ
た
の
は
、
実
香
が
武
家
の
申
次
に

当
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
尚
、
奏
事
目
録
の
下
知
が
終
わ
る
と
、
伝
奏
か
ら
目
録
を
更
に
勾
当
内
侍
に
進
め
て
御
披
露
を

乞
う
も
の
で
あ
っ
た
。
明
応
六
年
の
翌
年
の
奏
事
始
が
、
正
月
十
四
日
に
行
わ
れ
、
そ
の
時
の
文
書
が
同
じ
く
実
隆
公
記
に
挙

げ
て
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
翌
朝
実
隆
が
内
侍
に
上
っ
た
披
露
状
も
収
め
て
あ
る
」
と
し
て
、
「
神
宮
伝
奏
三
条
西
実
隆
披

露
状
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
奏
事
目
録
の
「
一
通
は
家
の
文
書
に
納
め
、
他
の
一
通
を
御
所
に
進
め
た 

」
と
し
て
い
る
。(

２
３) 

本
郷
和
人
氏
は
、『
実
隆
公
記
』
明
応
七
年
一
月
十
四
日
条
の
神
宮
奏
事
始
の
記
事
を
も
と
に
し
て
伝
奏
の
機
能
で
あ
る
奏

事
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
①
ま
ず
職
事
が
付
さ
れ
た
文
書
を
要
約
し
、(

目
録
に
と
る)

、
そ
れ
を
伝
奏

に
託
す
。」「
②
伝
奏
は
院
の
判
断
を
求
め
、
仰
詞
を
書
き
、
日
付
を
入
れ
て
職
事
に
返
す
。
」「
③
職
事
は
②
の
案
文
を
二
通
作

成
す
る
。
そ
し
て
銘
を
加
え
、
伝
奏
の
名
を
書
い
て
、
一
通
を
院
に
、
一
通
を
伝
奏
に
進
め
る
。
」
と
あ
り
、
同
年
の
神
宮
奏

事
始
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

２
４) 

高
田
義
人
氏
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
天
皇
決
裁
の
記
録
で
あ
る
「
御
目
録
」・「
奏
書
目
録
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な

か
で
、「
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
伝
奏
の
成
立
に
伴
い
、
あ
ら
ゆ
る
奏
事
は
伝
奏
を
介
し
て
上
皇
に
奏
聞
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、 

「
奏
事
目
録
」
が
史
料
に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
し
、
先
述
し
た
相
田
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、『
実
隆
公
記
』
明
応
六

年
二
月
四
日
条
の
記
事
を
検
討
し
て
い
る
。 

 

そ
の
結
果
、「
こ
の
時
期
の
決
裁
の
記
録
の
さ
れ
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
事
に
よ
っ
て
「
仰
詞
」
と
「
日
付
」
を
書
き
込
む 
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余
白
を
も
っ
た
目
録
が
作
成
さ
れ
、
奏
文
と
と
も
に
伝
奏
に
送
ら
れ
る
。
伝
奏
は
そ
れ
を
持
っ
て
奏
上
し
、
奏
上
後
、「
仰
詞
」

と
「
日
付
」
が
伝
奏
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
の
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
「
三

条
西
実
隆
が
奏
事
目
録
を
懐
中
か
ら
取
り
だ
し
、
そ
れ
を
開
い
て
読
申
し
、
条
ご
と
に
天
皇
の
気
色
を
伺
い
、
読
み
終
わ
る
と

目
録
を
巻
い
て
懐
中
に
入
れ
て
退
出
」
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

２
５) 

 

第
二
節 

中
世
の
神
宮
奏
事
始 

 
 

本
節
に
お
い
て
は
十
六
世
紀
に
お
け
る
神
宮
奏
事
始
の
儀
式
次
第
を
明
ら
か
に
す
る
。
中
御
門
宣
胤
の
『
宣
胤
卿
記
』(

２

６)

永
正
三(

一
五
〇
六)

年
三
月
二
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

神
宮
奏
事
始
、
明
日
可
祗
候
之
由
申
入
了
、 

 
 
 
 
 
 

勾
当
内
侍
と
の
ヽ
御
局
へ 

の
ふ
胤 

 
 

神
宮
奏
事
は
し
め
に
、
あ
す
夕
か
た
し
こ
う
仕
候
へ
き
よ
し
、
御
心
え
候
て
、
御
披
露
給
へ
く
候
、
か
し
く
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
月
二
三
日
、
神
宮
伝
奏
中
御
門
宣
胤
が
天
皇
へ
の
奏
請
と
勅
旨
の
伝
達
を
つ
か
さ
ど
る
勾
当
内
侍
に
明

日
の
夕
方
に
神
宮
奏
事
始
が
あ
り
、
衹
候
す
る
こ
と
を
天
皇
に
伝
え
て
も
ら
い
た
い
旨
の
書
状
を
出
し
た
。
同
二
四
日
条
に
は

次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

申
斜
着
衣
冠
、
重
大
帷
、
持
笏
、
不
可
着
直
衣
云
々
、
参
内
、
神
宮
奏
事
始
也
、(

中
略)
先
立
寄
内
府
第
、
問
近
年
之
作 

 
 

 
 

法
、
次
参
内
、
候
便
宜
所
、
番
衆
所
、
殿
上
下
侍
、
六
位
蔵
人
藤
原
資
直
、
極
臈
、
早
祗
候
云
々
、
待
頭
弁
、
無
程
参
、

於
愚
亭
可
着
装
束
之
由
、
契
約
之
処
、
有
所
用
、
於
三
位
殿(

伯
母)

里
可
着
之
由
、
先
刻
来
、
演
説
之
、
於
殿
上
付
給
目

録
、
御
鞠
時
分
云
々
、
頭
弁
申
入
、
則
被
閣
御
鞠
、
早
出
御
儀マ

マ

定
所
、
御
引
直
衣
、
頭
弁
候
簀
子
西
廂
、
告
之
、
余
取
副

目
録
於
笏
、
入
西
面
戸
、
着
円
座
、
六
位
参
事
為
敷
之
也
、
然
今
日
資
直
参
以
前
、
已
内
々
被
敷
置
云
々
、
近
年
、
六
位

不
参
之
間
、
為
其
定
、
内
々
被
敷
歟
、
件
円
座
御
前
疊
南
、
板
上
去
二
尺
許
、
不
安
座
、
置
笏
、
披
奏
事
目
録
、
読
申
、

永
正
三
年
三
月
廿
四
日
、
尚
顕
朝
臣
奏
神
宮
条
々
、
祭
主
伊
忠
朝
臣
申
、
造
替
事
ト
読
了
、
伺
見
天
気
、
同
申
神
領
再
興

事
ト
読
之
、
又
伺
見
天
顔
、
同
申
荒
木
田
守
雄
叙
爵
事
ト
読
之
、
又
伺
見
天
気
、
毎
度
不
及
勅
答
、
其
由
許
也
、
次
巻
目

録
、
取
副
笏
、
退
円
座
、
申
入
御
、
其
体
平
伏
、
左
廻
、
経
本
路
退
、
於
便
宜
所
、
殿
上
下
侍
、
番
衆
所
、
付
仰
詞
、
入

廿
四
二
字
、
硯
筆
内
々
用
意
、
於
同
所
返
頭
弁
、
次
被
召
御
末
、
賜
天
盃
、
誠
被
聞
食
御
盃
也
、
女
官
取
杓
、
勾
当
内
侍

被
謁
、
有
仰
旨
等
、
退
出
、 

 
 
 

永
正
三
年
三
月
廿
四
日
、
尚
顕 

奏
、
五
位
職
事
ハ
奏
事
ト
書
云
々
、
此
事
不
審
、
条
々
多
時
、
袖
マ
テ
書
之
、
近
年 

 
 
 

目
録
、
神
宮
条
々
、 

 
 
 

神
宮
条
々
、 

 
 
 
 

祭
主
伊
忠
朝
臣
申
造
替
事
、 

 

無
此
一
行
、
又
同
申
字
無
之
、
不
可
然
、 
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仰
、
早
可
申
沙
汰
、 

 
 
 
 

同
申
神
領
再
興
事
、 

 
 
 

仰
、
可
仰
武
家
、 

 
 
 
 

同
申
荒
木
田
守
雄
叙
爵
事
、 

 
 
 

仰
、
可 

宣
下
、 

 
 

一
、
神
宮 

奏
事
始
、
不
着
直
衣
事
、
一
、
持
笏
事
、
他
事
不
然
、 

 
 

一
、
奉
行
職
事
近
年
不
参
也
、
雖
然
、
今
度
伝
奏
、
奉
行
各
初
度
之
間
、
所
参
也
、
頭
弁
自
旧
冬
存
知
之
、
所
参
也
、 

 
 

一
、
六
位
近
年
不
参
円
座
、
女
孺
自
外
指
入
、
置
之
、
女
孺
不
入
内
也
云
々
、
今
日
極
臈
参
候
、
為
厳
重
事
、
一
、
今
日 

 
 
 
 

不
及
神
事
事
、 

 
 

一
、
官
状
并
守
雄
款
状
等
、
置
職
事
方
、
不
及
奏
聞
事
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
午
後
四
時
半
過
ぎ
に
中
御
門
は
衣
冠
を
身
に
つ
け
、
笏
を
も
ち
、
内
大
臣
三
条
西
実
隆
邸
を
訪
れ
た
。
近

年
の
神
宮
奏
事
始
の
作
法
に
つ
い
て
質
問
し
た
後
、
参
内
し
、
便
宜
所
に
入
っ
た
。
六
位
蔵
人
富
小
路
資
直
と
神
宮
奉
行
勧
修

寺
尚
顕
も
参
内
し
た
。
勧
修
寺
は
中
御
門
に
奏
事
目
録
を
渡
し
た
。
後
柏
原
天
皇
は
蹴
鞠
を
し
て
お
り
、
勧
修
寺
が
申
し
入
れ

て
、
天
皇
は
議
定
所
に
御
引
直
衣
を
着
て
出
御
し
た
。 

 

勧
修
寺
は
西
廂
の
簀
子
に
行
き
、
こ
の
こ
と
を
告
げ
た
。
中
御
門
は
奏
事
目
録
を
笏
に
取
り
添
え
、
西
面
戸
か
ら
入
り
、
円

座
に
着
い
た
。
安
座
せ
ず
、
笏
を
置
き
、
奏
事
目
録
を
披
い
て
三
箇
条
を
読
み
上
げ
た
。
読
み
上
げ
る
ご
と
に
天
皇
の
意
向
を

伺
い
、
天
皇
は
自
ら
の
意
向
を
示
し
た
。 

 

つ
ぎ
に
奏
事
目
録
を
巻
き
、
笏
を
取
り
添
え
、
円
座
を
退
き
、
平
伏
し
て
天
皇
に
入
御
を
申
し
上
げ
た
。
左
に
廻
り
、
本
路

を
経
て
退
出
し
た
。
便
宜
所
に
お
い
て
天
皇
の
意
向
で
あ
る
仰
詞
を
書
き
、
同
所
に
お
い
て
勧
修
寺
に
返
し
た
。
御
末
に
よ
ば

れ
、
女
官
か
ら
天
盃
を
賜
っ
た
。
勾
当
内
侍
に
面
会
し
、
退
出
し
た
。
同
二
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

尚
顕
朝
臣
神
宮
奏
事
目
録
写
之
、
宿
帋
二
枚
送
之
、
表
ニ
銘
ヲ
書
、
奏
ノ
下
ニ
伝
奏
ヲ
付
、
昨
日
両
度
催
促
、
及
今
日
如

何
、
一
通
可
進
禁
裏
之
処
、
今
日
御
衰
日
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
勧
修
寺
が
奏
事
目
録
の
写
し
二
通
を
作
成
し
、
表
に
自
ら
の
名
を
記
し
、「
奏
」
の
下
に
「
伝
奏
」
の
語

を
記
し
た
。
勧
修
寺
は
中
御
門
に
そ
れ
ら
を
送
っ
た
。
同
二
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

早
旦
、
奏
事
目
録
進
禁
裏
、
一
通
ハ
置
伝
奏
方
也
、 

 
 

散
所
如
常
、
表
書
如
常
、 

神
宮
の
奏
事
の
も
く
ろ
く
ま
い
ら
せ
候
、
御
心
得
候
て
、
御
披
露
給
べ
く
候
、
か
し
こ
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
二
七
日
、
中
御
門
は
奏
事
目
録
一
通
を
禁
裏
に
進
上
し
、
も
う
一
通
同
じ
も
の
を
自
ら
の
も
と
に
残
し

た
。
以
上
、
神
宮
奏
事
始
の
儀
式
次
第
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
れ
以
降
の
場
合
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
い
。 

天
文
六(

一
五
三
七)

年
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
。
柳
原
資
定
の
『
神
宮
奏
事
始
記
』(

２
７)

同
三
月
二
九
日
条
に
は
次
の
よ
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う
に
み
え
る
。 

 
 

天
文
六
年
三
月
廿
九
日 

奏
事
始
也
、
日
次
事
兼
日
申
遣
在
冨
卿
畢
、 

 
 

神
宮 
奏
事
始
日
次 

 
 
 
 
 

今
月
廿
九
日 

戊
申 

 
 
 
 
 

来
月
一
日 
己
酉 

 
 
 
 
 
 
 

三
日 

辛
亥 

 
 
 
 
 
 

三
月
廿
二
日 

従
二
位
賀
茂
朝
臣
在
冨 

 
 

右
兼
日
付
勾
当
内
侍
、
可
為
何
日
哉
之
由
相
伺
之
処
、
可
為
廿
九
日
之
由
被
仰
下
畢
、
仍
奏
事
目
録
事
以
折
紙
申
送
頭 

 
 

中
将
許
者
也
、 

 
 
 
 

神
宮 

奏
事
始
事
、
明
日
早
々
可
申
沙
汰
候
、
然
者
目
録
今
夕
所
望
也
、
調
給
者
為
悦
候
也
、 

 
 
 
 
 
 

廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
定 

 
 
 
 
 

御
方 

 
 
 
 
 
 

中
山
殿 

 
 

天
文
六
年
三
月 

日
、
孝
親 

奏
、 

 
 
 
 
 

祭
主
朝
忠
卿
申
造
替
事
、 

 
 
 
 
 

同
申
神
領
再
興
事
、 

 
 
 
 
 

同
申
度
会
矩
光
叙
爵
事
、 

 
 
 
 
 

神
宮 

奏
事
目
録
内
々
進
入
候
、
忝
候
、
故
障
子
細
候
、
可
得
御
意
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 

三
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 

日
野
中
納
言
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奏
事
始
に
先
立
っ
て
、
神
宮
伝
奏
柳
原
資
定
が
賀
茂
在
冨
に
そ
の
日
時
の
候
補
を
勘
申
す
る
よ
う
に

命
じ
、
同
三
月
二
二
日
、
賀
茂
は
柳
原
に
三
つ
の
候
補
が
記
さ
れ
た
書
付
を
提
出
し
た
。
同
二
八
日
、
柳
原
は
勾
当
内
侍
に
そ

れ
を
提
示
し
、
ど
の
日
時
が
よ
い
か
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
後
奈
良
天
皇
は
同
二
九
日
に
行
う
よ
う
に
と
の
意
向
を
示
し
た
。 

 

こ
れ
を
う
け
て
、
柳
原
は
神
宮
奉
行
中
山
孝
親
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
、
夕
刻
ま
で
に
奏
事
目
録
を
用
意
す
る
よ
う
に
指
示
す

る
書
状
を
送
っ
た
。
同
二
九
日
、
中
山
は
奏
事
目
録
を
柳
原
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
天
皇
の
内
諾
を
得
る
べ
き
で
あ

る
と
の
書
状
を
送
っ
た
。
同
条
に
は
続
い
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
九
日
、
戊
申
、
雨
下
、
早
旦
、
着
衣
冠
、
重
大
帷
、
参 

内
、
候
外
様
番
衆
所
、
小
時
、
美
濃
守
以
緒
告
出
御
之
由
、 

 
 

予
持
芴
、
限
神
事
、
衣
冠
之
時
、
持
之
、
奏
事
目
録
懐
中
之
、
於
長
押
下
伺
御
気
色
候
也
、
起
場
、
懸
膝
、
而
昇
、
聊
膝 

 
 

行
、
而
着
円
座
、
自
懐
中
先
之
笏
右
方
置
之
、
微
々
取
出
奏
事
目
六
、
於
座
下
方
披
之
、
不
持
上
読
之
、
自
年
号
読
之
、

毎
条
目
伺
御
気
色
、
読
畢
、
巻
之
、
令
懐
中
、
取
笏
、
下
円
座
後
方
、
平
伏
、
入
御
之
後
、
退
下
、
於
男
末
令
頂
戴 

天
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盃
畢
、
可
謂
祝
意
乎
、
抑
依
天
下
触
穢
、
頗
延
引
、(

中
略)

退
朝
候
後
、
奏
事
目
六
付
仰
詞
、
遣
頭
中
将
許
、
然
者
写
取

二
通
給
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
の
場
合
と
大
筋
に
お
い
て
同
様
で
あ
り
、
神
宮
奏
事
始
は
同
年
ま
で
に
確
立
さ
れ

た
儀
式
次
第
が
そ
の
後
も
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
る
。(

２
８) 

 

第
三
節 

神
宮
奏
事
始
の
式
日
と
奏
事
事
項 

 

本
章
に
お
い
て
は
中
世
の
神
宮
奏
事
始
の
式
日
と
奏
事
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
し
史
料
的
制
約
に
よ
り
、
部
分
的 

に
し
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

明
応
六
年
二
月
四
日
の
場
合
、
神
宮
造
替
、
神
領
再
興
、
外
宮
神
主
三
名
へ
の
叙
爵
の
三
点
、
同
七
年
一
月
十
四
日
の
場
合
、 

神
宮
造
替
、
神
領
再
興
、
神
主
へ
の
加
階
の
三
点
、(

２
９)
文
亀
三(

一
五
〇
三)

年
二
月
九
日
の
場
合
、
神
領
の
再
興
と
内
宮

神
主
へ
の
叙
爵
の
二
点
、
同
四
年
二
月
十
一
日
、
永
正
二(

一
五
〇
五)
年
一
月
二
一
日
、(

３
０)

同
三
年
三
月
二
四
日
、
同
四

年
一
月
二
三
日
の
場
合
、
神
宮
造
替
、
神
領
再
興
、
内
宮
神
主
一
名
へ
の
叙
爵
の
三
点
、
同
五
年
二
月
五
日
の
場
合
、
神
宮
造

替
、
神
領
再
興
、
内
宮
神
主
八
名
へ
の
叙
爵
の
三
点
、(

３
１)

で
あ
っ
た
。 

 

天
文
五(

一
五
三
六)

年
九
月
十
四
日
の
場
合
、
神
宮
造
替
、
神
領
再
興
、
祭
主
の
神
祇
大
輔
補
任
の
三
点
、
同
六
年
三
月
二

九
日
、
同
七
年
一
月
二
二
日
、
同
八
年
一
月
二
五
日
の
場
合
、
神
宮
造
替
、
神
領
再
興
、
内
宮
神
主
一
名
へ
の
叙
爵
の
三
点
で

あ
っ
た
。(

３
２) 

 

最
初
に
式
日
は
も
っ
と
も
早
い
場
合
で
一
月
十
四
日
、
も
っ
と
も
遅
い
場
合
で
九
月
十
四
日
で
あ
り
、
一
定
し
て
い
な
か
っ

た
。
た
と
え
ば
第
二
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
天
文
六
年
の
場
合
は
三
月
二
九
日
で
あ
っ
た
が
、
賀
茂
の
勘
申
し
た
候
補
の

日
時
か
ら
天
皇
が
選
ん
で
決
定
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
柳
原
資
定
の
『
神
宮
奏
事
始
記
』
同
三
月
二
九
日
条
に
は
、

「
抑
依
天
下
蝕
穢
、
頗
延
引
、」
と
あ
り
、
こ
の
年
の
式
日
は
天
下
触
穢
に
よ
り
、
大
幅
に
延
引
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

一
方
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
同
七
年
、
同
八
年
の
場
合
は
い
ず
れ
も
陰
陽
頭
土
御
門
有
春
が
勘
申
し
た
候
補
の
日
時
か
ら
選
ば

れ
、
前
者
は
一
月
二
二
日
、
後
者
は
同
二
五
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
一
年
で
最
初
に
神
宮
の
こ
と
を
奏
上
す
る
儀
式
と
い

う
性
格
上
、
触
穢
な
ど
の
理
由
で
延
引
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
大
半
の
場
合
が
一
月
下
旬
か
ら
二
月
中
旬
ま
で
の
間
か
ら
選

ば
れ
て
い
た
。 

 

つ
ぎ
に
奏
事
事
項
は
大
半
の
場
合
、
①
神
宮
造
替
、
②
神
領
再
興
、
③
神
宮
神
主
へ
の
叙
爵
の
三
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
①
に
つ
い
て
は
神
宮
式
年
遷
宮
が
内
宮
は
寛
正
三(

一
四
六
二)

年
か
ら
天
正
十
三(

一
五
八
五)

年
ま
で
、
外
宮
は
永
享
六

(

一
四
三
四)

年
か
ら
永
禄
六(

一
五
六
三)

年
ま
で
途
絶
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。(

３
３) 

 

②
に
つ
い
て
は
平
安
時
代
に
神
宮
の
神
領
が
荘
園
化
し
て
以
降
、
そ
の
実
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
。(

３
４)

③
に
つ
い
て
内

宮
神
主
一
名
へ
の
叙
爵
の
場
合
、
柳
原
資
定
の
『
神
宮
奏
事
始
記
』
天
文
七(

一
五
三
八)

年
一
月
二
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
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日
の
奏
事
事
項
で
あ
っ
た
内
宮
権
祢
宜
荒
木
田
末
国
へ
の
叙
爵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

抑
度
会
末
国
、
同
末
則
、
去
年
令
叙
爵
畢
、
而
荒
木
田
末
国
、
同
名
字
不
審
之
由
、
後
日
相
尋
之
処
、
作
名
也
、
尤
誤
之 

 
 

由
朝
忠
卿
申
之
、
勿
論
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
荒
木
田
末
国
と
は
実
在
し
な
い
人
物
で
あ
り
、
作
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
③

は
次
第
に
形
式
的
に
申
請
す
る
だ
け
の
も
の
に
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

お
わ
り
に 

  

光
厳
院
政
下
に
お
け
る
伝
奏
制
度
の
強
化
と
拡
大
は
必
然
的
に
そ
の
主
要
な
機
能
で
あ
っ
た
「
奏
事
」
の
政
務
に
お
け
る
位

置
づ
け
の
上
昇
を
も
た
ら
し
、
同
院
政
下
の
観
応
二(
一
三
五
一)

年
、
平
安
時
代
の
政
始
を
引
き
継
ぎ
、
年
頭
に
あ
た
り
、
政

務
を
開
始
す
る
意
義
を
も
っ
た
「
奏
事
始
」
が
成
立
し
た
。 

そ
の
後
、
そ
れ
ら
が
神
宮
奏
事
始
、
賀
茂
奏
事
始
に
分
化
し
た
が
、
神
宮
奏
事
始
は
、
永
和
二(

一
三
七
六)

年
ま
で
に
成
立

し
た
。
な
ぜ
神
宮
奏
事
始
が
成
立
し
た
の
か
。 

応
永
三
三(

一
四
二
六)

年
の
政
始
も
永
享
三(

一
四
三
一)

年
の
内
宮
式
年
遷
宮
、
同
六(

一
四
三
四)

年
の
外
宮
式
年
遷
宮
に

向
け
て
伊
勢
大
神
宮
造
宮
使
を
補
任
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
政
始
に
お
い
て
神
宮
に
関
す
る
政
務
は
主
要
な
も

の
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
が
準
備
と
執
行
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
政
始
の
性
格
を
含
ん
で
い
た
「
奏

事
始
」
が
神
宮
奏
事
始
へ
と
変
化
し
た
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

そ
の
準
備
過
程
は
神
宮
伝
奏
が
賀
茂
か
土
御
門
に
そ
の
式
日
時
の
候
補
を
勘
申
す
る
よ
う
に
命
じ
、
そ
れ
が
提
出
さ
れ
る
と
、

勾
当
内
侍
を
通
じ
て
天
皇
の
意
向
を
伺
っ
た
。
神
宮
伝
奏
は
そ
の
意
向
を
う
け
て
神
宮
奉
行
に
そ
れ
を
伝
え
、
奏
事
目
録
を
用

意
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
儀
式
次
第
の
詳
細
は
第
二
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
神
宮
伝
奏
が
議
定
所
に
出
御
し
た
天
皇
に
奏

事
目
録
の
三
箇
条
を
奏
上
し
、
一
箇
条
を
奏
上
す
る
ご
と
に
天
皇
が
意
向
を
示
し
、
終
了
後
、
神
宮
伝
奏
は
奏
事
目
録
に
そ
の

仰
詞
を
書
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

式
日
は
大
半
の
場
合
が
一
月
下
旬
か
ら
二
月
中
旬
ま
で
の
間
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
。
奏
事
事
項
は
大
半
の
場
合
、
①
神
宮
造 

替
、
②
神
領
再
興
、
③
神
宮
神
主
へ
の
叙
爵
の
三
点
で
あ
っ
た
。 

 

註 (

１)
 

八
束
清
貫
『
皇
室
と
神
宮
』(

神
宮
司
庁
教
導
部 

一
九
五
七
年) 

十
三
頁 

(

２)
 

所
功
「
神
宮
奏
事
始
と
賀
茂
奏
事
始
」(

『
瑞
垣
』
一
七
九 

一
九
九
八
年) 

十
一
頁 

(

３)
 

前
掲
註(

２)

所
論
文 

九
頁 
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(
４)

 

『
園
太
暦 

巻
三
』(

続
群
書
類
従
完
成
会)

 

四
一
七
頁 

(

５)
 

賀
茂
奏
事
始
に
つ
い
て
は
、
所
功
「
賀
茂
奏
事
始
の
基
礎
的
研
究
」(

『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』

二 
一
九
九
六
年)

に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

(

６)
 

森
茂
暁
『
南
北
朝
公
武
関
係
史
の
研
究
』(

文
献
出
版 

一
九
八
四
年)

 

一
五
七
～
一
八
〇
頁 

(

７)
 

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

第
十
四
巻 

続
史
愚
抄 

中
篇
』(

吉
川
弘
文
館) 

四
頁 

(

８)
 

拙
稿
「
中
世
儀
式
伝
奏
の
成
立
」(

皇
学
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
『
史
料
』
百
九
四 

二
〇
〇
四
年) 

一
～
六
頁 

(

９)
 
 

前
掲
註(

２)

所
論
文 
十
一
頁 

(

１
０)

 

前
掲
註(

５)

所
論
文 

九
六
～
九
八
頁 

(

１
１)

『
実
隆
公
記 

巻
三
下
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

三
五
九
・
三
六
〇
頁 

(

１
２)

『
実
隆
公
記 

巻
三
上
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

三
五
一
・
三
五
二
頁 

(

１
３)

 

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
〇
年) 

四
五
二
頁 

(

１
４)

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

公
卿
補
任 

第
二
篇
』(

吉
川
弘
文
館)

 

七
一
六
・
七
一
七
・
七
一
九
・
七
二
〇
頁 

(

１
５)

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

第
十
四
巻 

続
史
愚
抄 

中
篇
』(
吉
川
弘
文
館) 

一
二
三
頁 

 

(

１
６)

 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

徳
大
寺
家
史
料 

三
三
―
八
〇 

(

１
７)

『
図
書
寮
叢
刊 

壬
生
家
文
書 

二
』(

宮
内
庁
書
陵
部) 

(

１
８)

 

中
西
正
幸
『
神
宮
式
年
遷
宮
の
歴
史
と
祭
儀
』(

大
明
堂 

一
九
九
五
年) 

三
一
頁 

(

１
９)

『
神
宮
史
年
表
』(

戎
光
祥
出
版 

二
〇
〇
五
年)

 

九
一
頁 

(

２
０)

 

前
掲
註(

１
９)

書 

九
二
頁 

(

２
１)

 

前
掲
註(

１
１)

『
実
隆
公
記
』 

四
〇
一
～
四
〇
三
頁 

(

２
２)

 

相
田
二
郎
『
日
本
の
古
文
書 

上
』(

岩
波
書
店 

一
九
四
九
年) 

七
六
四
・
七
六
八
・
七
六
九
頁 

(

２
３)

 

相
田
二
郎
『
日
本
の
古
文
書 

下
』(

岩
波
書
店 

一
九
五
四
年) 

三
七
一
・
三
七
二
頁 

(

２
４)

 

本
郷
和
人
「
鎌
倉
時
代
の
朝
廷
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察
」(

石
井
進
編
『
中
世
の
人
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館 

一
九

八
八
年)

 

一
四
〇
・
一
四
一
頁 

後
に
、
同
『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』(

東
京
大
学
出
版
会 

一
九
九
五
年)

序

章
「
朝
廷
訴
訟
の
構
造
」
と
し
て
収
録
。 

(

２
５)

 

高
田
義
人
「「
御
目
録
」「
奏
書
目
録
」
に
つ
い
て
―
平
安
時
代
に
お
け
る
天
皇
決
裁
の
記
録
―
」(

『
国
史
学
』
一

五
八 

一
九
九
五
年) 

七
九
・
八
〇
・
八
二
・
八
三
・
九
二
頁 

 
 
 

 

尚
、
下
郡
剛
氏
は
、「
後
白
河
院
政
期
、
蔵
人
の
職
務
が
煩
雑
化
し
、
ま
た
奏
事
が
常
に
院
や
天
皇
の
伝
奏
を
経
由 

し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
奏
事
の
定
形
文
書
と
し
て
奏
事
目
録
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
し
て
、
後
白 

河
院
政
期
に
奏
事
目
録
が
成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

同
『
後
白
河
院
政
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館 

 

一
九
九
九
年) 

一
三
四
頁 
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(
２
６)

 

『
増
補
史
料
大
成 

四
五 

宣
胤
卿
記 

二
』(

臨
川
書
店)

 

以
下
、
本
章
で
引
用
し
た
『
宣
胤
卿
記
』
の
記
事
は
、 

 
 
 

 
本
書
の
一
一
一
～
一
一
三
頁
に
拠
っ
た
。 

(

２
７)

 
宮
内
庁
書
陵
部 

葉
―
一
五
〇
三 

(

２
８)

 

近
世
の
儀
式
次
第
に
つ
い
て
は
、
第
三
部
第
二
章
第
二
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

(

２
９)

 

前
掲
註(

１
１)
『
実
隆
公
記
』 

四
〇
二
・
四
八
四
頁 

(

３
０)

『
実
隆
公
記 

巻
四
上
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

九
五
・
九
六
・
二
二
四
・
三
六
一
・
三
六
二
頁 

(

３
１)

 

前
掲
註(

２
６)

『
宣
胤
卿
記
』 

一
一
二
・
一
七
四
・
二
二
五
頁 

(

３
２)

 

前
掲
註(

２
７)

『
神
宮
奏
事
始
記
』
天
文
五(

一
五
三
六)

年
九
月
十
四
日
条
・
同
六
年
三
月
二
九
日
条
・
同
七
年
一 

月
二
二
日
条
・
同
八
年
一
月
二
五
日
条 

(

３
３)

 

小
島
鉦
作
『
伊
勢
神
宮
史
の
研
究 

小
島
鉦
作
著
作
集 

第
二
巻
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
五
年) 

二
七
四
～
二

七
五
頁 

(

３
４)

 

大
西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』(

平
凡
社 

一
九
五
九
年)

 
一
三
〇
～
一
三
三
頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「 ２ 
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第
二
部 

神
宮
伝
奏
の
補
任 
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第
一
章 

近
世
神
宮
伝
奏
の
補
任 

 

は
じ
め
に 

 

本
章
で
は
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
近
世
以
降
、
以
下
の
十
四
種
類
に
及

ぶ
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
一
覧
が
作
成
さ
れ
て
き
た
。 

①
『
神
宮
伝
奏
補
任
録
』(

１)

は
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
か
ら
享
保
十
九(

一
七
三
四)

年
ま
で

の
就
任
者
の
人
名
、
官
職
、
補
任
年
月
日
、
退
任
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

②
『
神
宮
伝
奏
歴
名
』(

２)

は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
、
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
か
ら
寛
延
四(

一
七
五
一)

年
ま
で

の
就
任
者
の
人
名
、
官
職
、
補
任
年
月
日
、
退
任
年
月
日
、
退
任
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

③
『
神
宮
上
卿
次
第
』(

３)

は
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
近
世
後
期
の
外
宮
祢
宜
で
国
学
者
で
も
あ
っ
た
足
代
弘
訓
が
作

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
神
宮
上
卿
と
神
宮
奉
行
の
一
覧
で
あ
り
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
上
下
二
巻
か
ら
成
る
。

上
に
は
、
序
文
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
此
書
公
卿
補
任
二
部
を
本
據
と
寸
、」
と
あ
る
こ
と
か
ら
『
公
卿
補
任
』
を
出
典
と
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

序
文
の
後
に
「
天
保
十
年
己
亥
十
月 

従
四
位
上
度
会
弘
訓
」
と
あ
り
、
天
保
十(

一
八
三
九)

年
十
月
に
弘
訓
に
よ
っ
て
完

成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
続
け
て
上
巻
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

神
宮
上
卿
次
第 

 
 
 
 
 

文
亀
二
年 

 
 

上
卿
権
大
納
言
従
二
位
藤
実
隆
卿 

 

神
宮
傳
奏 

 
 

奉
行
頭
右
中
辨
藤
賢
秀
朝
臣 

こ
の
よ
う
に
上
巻
に
は
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
か
ら
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
に
か
け
て
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
三
条
西
実
隆

と
神
宮
奉
行
を
勤
め
た
中
御
門
賢
秀
を
始
め
と
し
て
、
年
毎
に
両
職
就
任
者
の
人
名
が
、
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
は
、
官
職
、
位

階
も
あ
わ
せ
て
万
治
三(

一
六
六
〇)

年
ま
で
の
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
下
巻
は
、
寛
文
三(

一
六
六
三)

年
か
ら
天
保
四(

一

八
三
三)

年
ま
で
上
巻
と
同
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

④
江
戸
時
代
後
期
に
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
三
条
実
万
は
、
神
宮
上
卿
の
部
類
記
作
成
を
行
っ
た
。
そ
の
一
つ
に
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
徳
大
寺
家
史
料
の
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
が
あ
る
。(

４)

目
次
は
な
い
が
、
内
容
ご
と
に
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
冒
頭
部
分
に
「
神
宮
上
卿
至
要
抄
第
一
目
録
」
と
あ
り
、
改
行
し
て
「
上
卿
部 

神
斎
軽
重
間
儀
附
書
」
と
み
え
る
。 

以
下
、
見
出
し
の
順
に
番
号
を
付
す
と
、
〈
１
〉「
上
卿
部
神
斎
軽
重
間
儀
附
書
」
〈
２
〉「
奉
仰
時
并
辞
時
行
事
部
」〈
３
〉

「
神
斎
法
部
」〈
４
〉「
行
事
神
斎
部
」
で
あ
り
、〈
４
〉
の
本
文
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。 

そ
の
内
容
は
、
古
代
・
中
世
の
古
記
録
の
な
か
か
ら
朝
廷
の
神
宮
行
政
や
古
代
、
中
世
の
神
宮
上
卿
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
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し
た
も
の
で
あ
る
。 

〈
１
〉
に
は
、
平
安
時
代
の
初
代
神
宮
上
卿
久
我
雅
実
か
ら
室
町
時
代
の
大
炊
御
門
信
宗
に
い
た
る
ま
で
三
十
名
の
神
宮
上

卿
・
神
宮
伝
奏
就
任
者
な
ど
が
記
さ
れ
、
各
就
任
者
の
関
連
記
事
が
抄
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

神
宮
上
卿
至
要
抄
第
一
目
録 

 
 
 

上
卿
部 

神
斎
軽
重
間
儀
附
書 

 
 
 
 
 

雅
實
公 

久
我
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

俊
明
卿 

 
 
 
 
 

宗
能
公 

中
御
門
内
大
臣 

 
 
 
 
 

雅
定
公 

中
院
右
大
臣 

 
 
 
 
 

雅
通
公 

久
我
内
大
臣 

 
 
 
 
 

忠
雅
公 

花
山
院
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

経
宗
公 

大
炊
御
門
左
大
臣 

 
 
 
 
 

師
長
公 

妙
音
院
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

兼
實
公 

月
輪
関
白 

 
 
 
 
 

實
定
公 

後
徳
大
寺
左
大
臣 

 
 
 
 

實
房
公 

三
條
左
大
臣 

 
 
 
 

宗
家
卿 

中
御
門
大
納
言 

 
 
 
 

忠
親
公 

中
山
内
大
臣 

 
 
 
 

實
宗
公 

坊
城
内
大
臣 

 
 
 
 

頼
實
公 

中
山
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

通
資
卿 

 
 
 
 
 

道
家
公 

光
明
峯
寺
摂
政 

 
 
 
 
 

師
信
卿 

 
 
 
 
 

冬
平
公 

後
照
念
院
関
白 

 
 
 
 
 

師
継
公 

妙
光
寺
内
大
臣 

 
 
 
 
 

家
経
公 

後
光
明
峯
寺
摂
政 

 
 
 
 
 

基
具
公 

堀
川
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

持
忠
公 

鳳
栖
院
贈
太
政
大
臣 

 
 
 
 
 

宗
氏
公 

瑞
慶
院
内
大
臣 

 
 
 
 
 

家
俊
卿 

吉
田
大
納
言 
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隆
光
卿 

 

 
 
 
 
 

師
経
公 

 

 
 
 
 
 

資
廣
卿 

 
 
 
 
 

持
季
卿 

 
 
 
 
 

信
宗
公 
後
瑞
慶
院
内
大
臣 

実
万
は
、
平
安
末
期
か
ら
室
町
期
に
至
る
ま
で
の
神
宮
上
卿
就
任
者
を
網
羅
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
の
間
、『
公
卿
補
任
』
に
お
い
て
は
承
久
四(

一
二
二
二)

年
の
項
で
土
御
門
定
通
に
つ
い
て
「
三
月
廿
日
依
辞
退
神
宮
上
卿
、

恐
懼
。
」
と
の
記
事
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
の
項
で
柳
原
資
綱
に
つ
い
て
「
神
宮
傳
奏
。」

と
の
記
載
が
見
え
る
ま
で
、
同
書
に
お
い
て
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
就
任
者
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

そ
こ
で
自
ら
史
料
を
博
捜
し
て
平
安
末
期
か
ら
室
町
期
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
就
任
者
を
明
ら
か
に
し
た
三
条
実

万
の
業
績
は
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
就
任
者
一
覧
の
後
に
各
就
任
者
の
関
連
記
事
が
抄
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
序
文
が
み
え
る
。 

 
 

代
々
之
上
卿
記
録
不
詳
、
凡
可
然
之
卿
相
多
歴
之
歟
、
今
九
牛
之
一
毛
随
管
窺
、
採
録
之
、
応
永
之
比
以
降
間
有
伝
奏
之 

 
 

号
、
自
文
亀
年
間
至 

東
山
院
御
宇
之
始
、
専
称
伝
奏
、
至
行
事
之
時
者
非
此
限
、
其
後
、
改
為
上
卿
云
々
、
子
細
注
後
、
已
復
古
例
、
文
亀
以

後
之
人
々
粗
見
公
卿
補
任
、
又
先
輩
之
抄
録
存
之
、
因
不
載
于
茲
、
今
所
輯
先
賢
之
行
跡
、
如
神
斎
軽
重
之
儀
、
略
注
其

人
條
、
但
巨
細
之
行
事
、
神
齊
之
法
則
條
々
多
、
端
別
挙
各
部
抄
之
、 

序
文
の
な
か
に
「
応
永
之
比
以
降
間
有
伝
奏
之
号
、
自
文
亀
年
間
至
東
山
院
御
宇
之
始
、
専
称
伝
奏
、
至
行
事
之
時
者
非
此

限
、
其
後
、
改
為
上
卿
云
々
、」
と
あ
り
、
応
永
年
間
に
は
神
宮
伝
奏
と
の
称
号
が
み
え
、
文
亀
年
間
よ
り
江
戸
時
代
の
東
山

天
皇
在
位
下
の
始
め
に
か
け
て
は
、
専
ら
神
宮
伝
奏
と
称
し
て
い
る
。
た
だ
し
行
事
の
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
く
、
そ
の

後
、
神
宮
上
卿
と
改
称
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。 

こ
の
記
事
は
、
江
戸
時
代
に
二
度
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
三
条
実
万
が
、
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
極
め
て
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。
実
万
の
認
識
で
は
、
室
町
期
の
神
宮
伝
奏
も
神
宮
上
卿
が
名

称
を
変
更
し
た
だ
け
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
。 

そ
の
後
、
本
書
に
は
、
三
十
名
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
関
連
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
序
章

第
一
節(

１)

に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
冊
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
実
万
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
文
政
十
二(

一

八
二
九)

年
か
ら
天
保
三(

一
八
三
二)

年
ま
で
か
、
天
保
十
四(

一
八
四
三)

年
か
ら
弘
化
二(

一
八
四
五)

年
ま
で
の
間
で
あ
る
。

⑤
『
神
宮
上
卿
并
奉
行
』(

５)

は
、
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
寛
文
四(

一
六
六
四)

年
か
ら
天
保
四(

一
八
三
三)

年
ま
で
、

年
毎
の
就
任
者
の
人
名
・
官
職
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

⑥
『
神
宮
伝
奏
次
第
』(

６)

も
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
文
亀
二
年
か
ら
天
保
十
二(

一
八
四
一)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
、



 

 

121 

官
職
、
補
任
年
月
日
、
退
任
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

⑦
『
神
宮
上
卿
部
類 

公
卿
補
任
之
部
』(

７)

も
神
宮
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
か
ら
天
保
十
四(

一
八

四
三)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
、
官
職
、
補
任
年
月
日
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
奥
書
に
、「
右
、
自
文
亀
年
間
実
隆
卿
至
今

時
実
万
卿
、
伝
奏
次
第
以
公
卿
補
任
抄
録
之
、」
と
あ
り
、
出
典
が
『
公
卿
補
任
』
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
①
～
⑦

は
、
近
世
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

⑧
一
九
二
八
年
に
神
宮
司
庁
が
編
纂
し
た
『
神
宮
要
綱
』
に
は
、「
神
宮
職
官
年
表
」(

８)

と
い
う
祢
宜
以
上
の
一
覧
表
が

あ
り
、
そ
の
後
土
御
門
天
皇
以
後
の
項
に
み
え
る
「
神
宮
伝
奏
」
の
項
に
文
明
元(

一
四
六
九)

年
か
ら
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
、
補
任
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
戦
後
の
研
究
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

⑨
富
田
正
弘
氏
は
、「
神
宮
伝
奏
表
」
を
作
成
し
、
文
明
元
年
か
ら
慶
長
十
二(

一
六
〇
七)

年
ま
で
の
就
任
者
の
人
名
、
補

任
年
月
日
、
退
任
年
月
日
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
者
は
出
典
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
者
は
一
部
の
就
任
者
し
か
記
さ
れ

て
い
な
い
。(

９) 

⑩
白
根
靖
大
氏
は
、「
神
宮
上
卿
の
活
動
と
神
宮
弁
」
と
い
う
一
覧
表
を
作
成
し
、
仁
安
二(

一
一
六
七)

年
か
ら
承
安
二(

一

一
七
二)

年
ま
で
の
神
宮
上
卿
の
人
名
と
そ
の
活
動
内
容
、
神
宮
弁
の
人
名
、
そ
れ
ら
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１
０) 

⑪
拙
稿
に
お
い
て
「
中
世
期
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
補
任
」
を
作
成
し
、
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
か
ら
永
禄
八(

一
五
六
五) 

年
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
位
階
・
官
職
・
家
格
・
人
名
・
補
任
年
月
日
・
退
任
年
月
日
・
神
宮
上
卿
か
神
宮
伝
奏
か

の
別
、
そ
れ
ら
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１
１) 

⑫
拙
稿
に
お
い
て
「
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
補
任
一
覧
」
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
⑪
の
一
覧
に
接
続
し
て
お
り
、
永
禄
九(

一

五
六
六)

年
か
ら
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
ま
で
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
位
階
・
官
職
・
家
格
・
人
名
・
補
任
年
月
日
・
退

任
年
月
日
・
神
宮
上
卿
か
神
宮
伝
奏
か
の
別
、
そ
れ
ら
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１
２) 

⑬
岡
野
浩
二
氏
は
、「
神
宮
上
卿
の
人
事
」
を
作
成
し
、
康
和
四
年
か
ら
文
永
五(

一
二
六
八)

年
ま
で
の
神
宮
上
卿
の
人
名
、

官
職
、
所
見
例
、
初
見
時
の
年
齢
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１
３) 

⑭
筆
者
は
、
⑪
⑫
の
一
覧
を
あ
わ
せ
、
新
た
に
検
出
し
た
就
任
者
の
情
報
を
加
え
た
「
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
一
覧
」
を
作

成
し
た
。
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
か
ら
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
位
階
・
官
職
・
家
格
・
人
名
・

就
任
年
月
日
・
退
任
年
月
日
・
神
宮
上
卿
か
神
宮
伝
奏
か
の
別
、
そ
れ
ら
の
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１
４) 

以
上
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
本
章
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
を
網
羅
し
た
【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏

一
覧
】
を
掲
載
し
、
そ
れ
ら
の
官
職
と
家
格
、
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
化
、
近
世
に
お
け
る
補

任
と
退
任
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 
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第
一
節 

【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】 

 

本
節
で
は
神
宮
伝
奏
の
研
究
に
必
要
な
基
礎
的
作
業
と
し
て
作
成
し
た
、【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】(

以
下
、【
一
覧
】

と
略
す
。)

に
よ
っ
て
、
就
任
者
、
位
階
、
官
職
、
家
格
、
人
名
、
就
任
年
月
日
、
退
任
年
月
日
、
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

本
一
覧
は
、 [

凡
例]
に
も
あ
る
よ
う
に
、
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
か
ら
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮

伝
奏
を
対
象
と
し
、
⑭
「
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
一
覧
」
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
そ
の
後
に
検
出
し
た
就
任
者
の
情
報
を
加
え
て

作
成
し
た
。 

 

特
に
先
述
し
た
④
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
か
ら
は
、
平
安
・
鎌
倉
・
室
町
期
の
就
任
者
に
つ
い
て
、
⑩
「
神
宮
上
卿
の
活
動

と
神
宮
弁
」、
⑬
「
神
宮
上
卿
の
人
事
」
か
ら
は
、
平
安
・
鎌
倉
期
の
就
任
者
に
関
す
る
多
く
の
情
報
を
得
て
、
本
一
覧
に
反

映
さ
せ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。 
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【神宮上卿・神宮伝奏一覧】 
[凡例] 

(1) 本表は神宮上卿・神宮伝奏の一覧である。康和 2(1100)年から慶応 4(1868)年までの就任者を対象とし、『公卿補任』をはじめとする諸記録に拠って作成した。 

(2) 就任者毎に通し番号・官職・家格・人名・就任年月日と出典・退任年月日と出典を記した。出典が記されていない場合は、すべて『公卿補任』に拠った。 

(3) 就任者の官職について、前権大納言は「前権大」、権大納言は「権大」、権中納言は「権中」と略した。 

 

通し番号 官職 家格 人名 就任年月日・典拠 退任年月日・典拠 名称 

１ 内大臣 清華 久我雅実 

康和２(1100)年７月１７日以降 

『玉葉』安元元 (1175)年９月１１日条 

『中右記』康和４(1102)年９月９日条 

『公卿補任』康和２～嘉承２(1107)年条 

嘉承 2(1107)年 7月１９日以前 

『玉葉』安元元年９月１１日条 

『中右記』康和４年９月９日条 

『公卿補任』康和２～嘉承２(1107)年条 

神宮上卿 

２ 大納言  源俊明 
康和４(1103)年５月３０日以前 

『中右記』『勘仲記』弘安１１(1288)年２月９日条 

天仁２(1109)年以降 

『兵範記』仁安４(1169)年３月２７日条 
神宮上卿 

３ 権大 清華 三条実行 
長承３(1134)年５月１０日以前 

『兵範記』嘉応元(1169)年４月２６日条 

不明 

 
神宮上卿 

４ 内大臣  藤原頼長 
久安４(1148)年６月５日以前 

『台記』同日条 

仁平元(1151)年４月７日以降 

『宇槐記抄』同日条 
神宮上卿 

５ 右大臣 清華 久我雅定 
仁平元(1151)年４月７日以降 

『宇槐記抄』同日条 
不明 神宮上卿 

６ 内大臣 羽林 中御門宗能 

応保元(1161)年９月１３日以降 

『玉葉』安元元(1175)年９月１１日条 

『小朝熊神社神鏡沙汰文』・『公卿補任』 

応保元(1161)年条～長寛２(1164)年条 

長寛２(1164)年１０月１３日以前 

『玉葉』安元元(1175)年９月１１日条 

『小朝熊神社神鏡沙汰文』・『公卿補任』 

応保元年条～長寛２年条 

神宮上卿 

７ 内大臣 清華 花山院忠雅 
仁安２(1167)年４月１６日 

『兵範記』同日条 

同年７月２５日 

『兵範記』同日条 
神宮上卿 

８ 大納言 清華 久我雅通 
同２年１２月７日以前 

『愚昧記』同日条 

同４(1169)年１月１４日条 

『兵範記』同日条 
神宮上卿 

９ 左大臣 清華 大炊御門経宗 
仁安４(1169)年１月１４日 

『兵範記』同日条 

同年２月２日 

『兵範記』同日条 
神宮上卿 

１０ 大納言  藤原師長 
同４年２月２日 

『兵範記』同日条 

嘉応２(1170)年１２月２７日以前 

『玉葉』同日条 
神宮上卿 

１１ 内大臣 清華 久我雅通 
嘉応２(1170)年１２月２７日以前 

『玉葉』同日条 

承安２(1172)年４月１０日以前 

『玉葉』同日条 
神宮上卿 
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１２ 左大臣 清華 大炊御門経宗 
承安２(1172)年４月１０日以前 

『玉葉』同日条 
不明 神宮上卿 

１３ 内大臣 清華 久我雅通 不明 
承安２(1172)年９月１４日 

『玉葉』同日条 
神宮上卿 

１４ 右大臣 摂 九条兼実 
承安２(1172)年９月１４日 

『玉葉』同日条 

同３(1173)年３月１３日 

『玉葉』同日条 
神宮上卿 

１５ 大納言 清華 久我定房 
同３(1173)年３月１３日 

同 同日条 

同年７月１９日以前 

同 同日条 
神宮上卿 

１６ 大納言 清華 久我定房 不明 
同４(1174)年２月１７日 

同 同日条 
神宮上卿 

１７ 右大臣 摂 九条兼実 
安元元(1175)年５月１２日 

同 同日条 

同年８月１８日 

同 同日条 
神宮上卿 

１８ 右大臣 摂 九条兼実 
同元年９月１０日 

同 同日条 

同２(1176)年９月１日 

同 同日条 
神宮上卿 

１９ 左大臣 清華 大炊御門経宗 
同３(1177)年１月５日 

同 同 13日条 

同年３月８日 

同 同日条 
神宮上卿 

２０ 大納言 清華 徳大寺実定 
同３年３月２４日 

同 同日条 

同年１０月５日以前 

『愚昧記』治承元(1177)年 10 月 5 日 21

日条 

神宮上卿 

２１ 権大 清華 三条実房 
同３年１０月５日以前 

『愚昧記』治承元(1177)年 10月 5日・21日条 

文治２(1186)年５月２４日以前 

『夕拝備急至要抄』 
神宮上卿 

２２ 権大 羽林 中御門宗家 
文治２(1186)年５月２４日以前 

『夕拝備急至要抄』 
不明 神宮上卿 

２３ 大納言 清華 三条実房 
文治３(1187)年２月２０日以降 

『玉葉』同日条 

同４(1188)年６月２１日以前 

『玉葉』同日条 
神宮上卿 

２４ 右大臣 清華 徳大寺実定 
同４(1188)年６月２１日以前 

『玉葉』同日条 

同年６月２７日 

『玉葉』同日条 
神宮上卿 

２５ 大納言  河原実家 
建久２(1191)年５月２４日以前 

『玉葉』同日条 

同４(1193)年４月１３日以前 

『百練抄』同日条 
神宮上卿 

２６ 内大臣 羽林 中山忠親 
同４(1193)年４月１３日以前 

『百練抄』同日条 

同５(1194)年１月１３日以前 

『玉葉』同日条 
神宮上卿 

２８ 権大 清華 大炊御門頼実 
同５年１２月２６日以前 

『愚昧記』同日条 

正治元(1199)年７月２２日以前 

『明月記』同日条 
神宮上卿 
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２９ 左大臣 清華 九条良経 
正治元(1199)年７月２２日 

『明月記』同日条 

同年１２月２１日以前 

『明月記』同日条 
神宮上卿 

３０ 権大  唐橋通資 
同元年１２月２１日以前 

『明月記』同日条 
不明 神宮上卿 

３１ 権大 摂 九条道家 
承元２(1208)年１０月１７日以前 

『玉蘂』同日条 

同３(1209)年８月２２日以前 

『猪隈関白記』同日条 
神宮上卿 

３２ 権大 清華 久我通光 
同３(1209)年８月２２日以前 

『猪隈関白記』同日条 

同４(1210)年１０月１７日以前 

『玉蘂』同日条 
神宮上卿 

３３ 権大 摂 九条道家 
同４(1210)年１０月１７日以前 

『玉蘂』同日条 

建暦元(1211)年７月５日 

『玉蘂』同日条 
神宮上卿 

３４ 権大 清華 土御門定通 不明 承久４(1222)年３月２０日 神宮上卿 

３５ 内大臣 清華 大炊御門師経 
元仁元(1224)年１１月２０日以前 

『宮槐記』同日条 

嘉禄元(1225)年１０月２７日以前 

『百練抄』同日条 
神宮上卿 

３６ 大納言  堀川通具 
嘉禄元(1225)年１０月２７日以前 

『百練抄』同日条 
不明 神宮上卿 

３７ 権大 清華 花山院師継 
文応元(1260)年１０月１４日 

『妙槐記』同日条 
不明 神宮上卿 

３８ 内大臣 摂 一条家経 
文永５(1268)年６月１５日 

『吉続記』同日条 
不明 神宮上卿 

３９ 大納言  堀川基具 
文永１１(1274)年７日４日 

『妙槐記』同日条 
不明 神宮上卿 

４０ 参議 名 吉田経長 
弘安２(1279)年５月２０日以前 

『吉続記』同日条 
不明 神宮伝奏 

４１ 権大 清華 花山院師信 
嘉元２(1304)年５月２０日 

『綸旨抄』同日条 

同３(1305)年３月３日以前 

同 同日条 
神宮上卿 

４２ 右大臣 摂 鷹司冬平 
同３(1305)年３月３日 

同 同日条 
不明 神宮上卿 

４３ 前権大 羽林 四条隆蔭 不明 
貞治３(1364)年２月１７日 

『師守記』同２月１７日条 
神宮伝奏 

４４ 権中 名 日野時光 
貞治３(1364)年２月１７日 

『師守記』同日条 

同年９月１１日以前 

『師守記』同日条 
神宮伝奏 
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４５ 前権大 名 葉室長光 
同３年９月１１日以前 

『師守記』同日条 
不明 神宮伝奏 

４６ 前権大 名 坊城俊任 
応永１０(1403)年閏 10月 10日以前 

『吉田家日次記』同日条 
不明 神宮伝奏 

４７ 権大 清華 大炊御門宗氏 
同２５(1418)年８月４日以前 

『康富記』同日条 
不明 神宮上卿 

４８ 権大 名 清閑寺家俊 
同３３(1426)年５月１２日以前 

『薩戒記』 同日条 
不明 神宮上卿 

４９ 権大 名 清閑寺家俊 
同３３年５月２３日以前 

同 同日条 
不明 

太神宮雑訴伝奏 

太神宮伝奏 

(9/12条) 

５０ 権大  武者小路隆光 
同３３年９月２日 

同 同日条 
不明 

神宮上卿 

行事太神宮上卿

(10/19条) 

５１ 権大 清華 花山院持忠 
永享２(1430)年１０月７日以前 

『師郷記』同日条 
不明 神宮上卿 

５２ 権大  町資広 
嘉吉３(1443)年２月２０日 

『建内記』同日条 
不明 神宮伝奏 

５３ 権大 羽林 中御門宗継 
文安４(1447)年７月１３日以前 

同 同日条 
不明 神宮伝奏 

５４ 権中 羽林 正親町持季 
同６(1449)年４月２９日以前 

『康富記』同日条 
不明 神宮上卿 

５５ 前権大  町資広 
享徳４(1455)年２月８日以前 

『氏経神事記』同日条 

応仁３(1469)年１月１９日以降 

『氏経卿引付』同日条 
神宮伝奏 

５６ 権大 名 柳原資綱 文明元(1469)年１１月 
明応５(1496)年８月２９日 

『御湯殿の上の日記』同日条 
神宮伝奏 

５７ 権大 大臣 三条西実隆 
明応５(1496)年１２月３０日 

『実隆公記』同日条 
永正３(1506)年２月５日 神宮伝奏 

５８ 権大 名 中御門宣胤 永正３(1506)年 同８(1511)年１１月１５日 神宮伝奏 

５９ 権中 清華 広橋守光 同１０(1513)年 同１３(1516)年４月 神宮伝奏 

６０ 権中・権大 大臣 三条西公条 同１３(1516)年４月１３日 大永６(1526)年 神宮伝奏 
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６１ 権大 清華 今出川公彦 大永６(1526)年 享禄５(1532)年１月２１日 神宮伝奏 

６２ 権大 羽林 正親町実胤 享禄５(1532)年２月５日 天文５(1536)年 神宮伝奏 

６３ 権中・権大 名 柳原資定 天文５(1536)年 同８(1539)年１１月１３日 神宮伝奏 

６４ 権中 清華 広橋兼秀 同８(1539)年１１月 同９(1540)年４月１２日 神宮伝奏 

６５ 権中・権大 大臣 三条西実世 同９(1540)年４月１６日 同１２(1543)年１０月２９日 神宮伝奏 

６６ 権大・前権大 名 甘露寺伊長 同１２(1543)年１１月３日 同１５(1546)年１０月１日 神宮伝奏 

６７ 権大 羽林 正親町公叙 同１５(1546)年１０月２日 同１６(1547)年８月２３日 神宮伝奏 

６８ 権大 名 烏丸光康 同１７(1548)年 同１８(1549)年７月２６日 神宮伝奏 

６９ 権大 羽林 中山孝親 同１８(1549)年８月１６日 永禄８(1565)年６月 神宮伝奏 

７０ 権大 清華 今出川晴季 永禄８(1565)年８月２日 同９(1566)年２月１５日 神宮伝奏 

７１ 前権大 名 柳原資定 永禄９(1566)年２月 天正６(1578)年３月２７日 神宮伝奏 

７２ 権大 清華 徳大寺公維 天正６(1578)年９月１２日 同８(1580)年２月２１日 神宮伝奏 

７３ 前権大・権大 名 柳原淳光 同８(1580)年５月１日 同１５(1587)年８月８日 神宮伝奏 

７４ 権中 清華 正親町三条公仲 不明 文禄３(1594)年６月２６日 神宮伝奏 

７５ 前権大 名 柳原淳光 文禄３(1594)年７月２３日 不明 神宮伝奏 

７６ 権大 清華 西園寺実益 慶長４(1599)年 同１２(1607)年 神宮伝奏 

７７ 権大 清華 大炊御門経頼 
同１３(1608)年７月１６日 

『孝亮宿禰記』２ 同日条 

同１５(1610)年５月２日 

『孝亮宿禰記』３ 同日条 
神宮伝奏 

７８ 権大 清華 西園寺実益 
同１５(1610)年５月２日 

同３ 同日条 
同１９(1614)年１月１１日 神宮伝奏 

７９ 権大 清華 花山院定熈 
同１９(1614)年５月２６日 

同４ 同日条 
元和２(1616)年 神宮伝奏 

８０ 権大 名 中御門資胤 
元和２(1616)年１２月１３日 

同４ 同日条 
寛永２(1625)年３月１２日 神宮伝奏 

８１ 権大 名 日野資勝 
寛永３(1626)年１月８日 

『資勝卿記』４ 同日条 
不明 神宮伝奏 

８２ 権大 名 日野資勝 
同４(1627)年１月８日 

同４ 同日条 

寛永５(1628)年 

『孝亮宿禰記』１０ 同１２月２５日条 
神宮伝奏 
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８３ 権大 清華 西園寺公益 
同６(1629)年１月７日 

『孝亮宿禰記』１０ 同日条 
同８(1631)年１２月１５日 神宮伝奏 

８４ 権大 清華 花山院定好 同９(1632)年 同年 神宮伝奏 

８５ 権中 清華 徳大寺公信 
同９年７月２５日 

同１２ 同日条 
同年 神宮伝奏 

８６ 権中 羽林 中山元親 
同９年１１月１９日 

同１２ 同日条 
同１２(1635)年 神宮伝奏 

８７ 権大 清華 西園寺実晴 同１２(1635)年 
同１７(1640)年２月１７日 

『忠利宿禰記』４ 同２１日条 
神宮伝奏 

８８ 権大 清華 徳大寺公信 
寛永１７(1640)年２月１７日 

『忠利宿禰記』４ 同２１日条 

正保３(1646)年１０月１３日 

『神宮雑事』１ 同１３日条 
神宮伝奏 

８９ 権大 羽林 藪嗣良 
正保３(1646)年１０月１３日 

『神宮雑事』１ 同日条 

同４(1647)年６月６日 

同 同日条 
神宮伝奏 

９０ 権中・権大 羽林 鷲尾隆量 
同４(1647)年６月１０日 

同 同日条 

慶安２(1649)年３月５日 

同 同日条 
神宮伝奏 

９１ 権中 羽林 姉小路公景 慶安２(1649)年３月６日 
同４(1651)年２月２４日 

『神宮雑事』１ 同日条 
神宮伝奏 

９２ 権大 羽林 鷲尾隆量 
同４(1651)年２月２４日 

『神宮雑事』１ 同日条 
承応３(1654)年５月２９日 神宮伝奏 

９３ 権中 名 葉室頼業 
承応３(1654)年６月１日 

『忠利宿禰記』１２ 同日条 

同年１２月５日 

同 同日条 
神宮伝奏 

９４ 権大 羽林 鷲尾隆量 
同３年１２月５日 

同 同日条 
明暦元(1655)年１２月２日 神宮伝奏 

９５ 権大 清華 転法輪三条公富 明暦元(1655)年１２月５日 
同２(1656)年１２月１６日 

『忠利宿禰記』１４ 同２７日条 
神宮伝奏 

９６ 権大 羽林 四辻公理 
同２(1656)年１２月２７日 

『忠利宿禰記』１４ 同日条 

同３(1657)年６月２６日 

同１５ 同２７日条 
神宮伝奏 

９７ 権大 清華 久我広通 
同３(1657)年６月２６日 

同１５ 同２７日条 

同４(1658)年２月２日 

同１６ 同３日条 
神宮伝奏 

９８ 権大 名 日野弘資 
同４(1658)年２月４日 

同１６ 同日条 

万治２(1659)年１２月２日 

同１７ 同日条 
神宮伝奏 
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９９ 権大 名 柳原資行 
万治２(1659)年１２月３日 

同１７ 同日条 

同４(1661)年２月４日 

同１９ 同１０日条 
神宮伝奏 

１００ 権大 名 烏丸資慶 
同４(1661)年２月４日 

同１９ 同１０日条 

同年２月２１日 

同 同２３日条 
神宮伝奏 

１０１ 権大 羽林 油小路隆貞 
同４年２月２１日 

同１９ 同２３日条 

同年３月６日 

同 同日条 
神宮伝奏 

１０２ 権大 名 坊城俊広 
同４年３月６日 

同１９ 同８日条 

同年３月９日 

同 同１２日条 
神宮伝奏 

１０３ 権大 大臣 中院通茂 
同４年３月９日 

同１９ 同１２日条 

寛文３(1663)年６月１８日在任中 

同２１ 同日条 
神宮伝奏 

１０４ 権大 清華 大炊御門経光 寛文３(1663)年７月１９日 
同６(1666)年５月 

『神宮雑事』２ 同月条 
神宮伝奏 

１０５ 権大 清華 今出川公規 
同６(1666)年５月 

『神宮雑事』２ 同月条 

同年５月１２日 

『重房宿禰記』７ 同１３日条 
神宮伝奏 

１０６ 権大 清華 花山院定誠 
同６年５月１２日 

『重房宿禰記』７ 同１３日条 

同年１０月１日 

同８ 同９日条 
神宮伝奏 

１０７ 権大 名 坊城俊広 
同６年１１月１日 

同８ 同４日条 

同９(1669)年２月１７日 

同１３ 同２０日条・同２１日条 
神宮伝奏 

１０８ 権中 名 清閑寺熈房 
同９(1669)年２月２３日 

同１３ 同日条 

同１３(1673)年７月１０日 

同２２ 同日条 
神宮伝奏 

１０９ 権大 清華 転法輪三条実通 
同１３(1673)年７月１２日 

同２２ 同日条 

延宝３(1675)年８月２４日 

『季連宿禰記』１ 同日条 
神宮伝奏 

１１０ 権中 羽林 阿野季信 
延宝３(1675)年８月２４日 

『季連宿禰記』１ 同日条 
不明 神宮伝奏 

１１１ 権大 清華 転法輪三条実通 同４(1676)年 同５(1677)年４月２１日 神宮伝奏 

１１２ 権大 名 清閑寺熈房 
同５(1677)年４月２２日 

『季連宿禰記』１ 同２４日条 
同６(1678)年１０月２日 神宮伝奏 

１１３ 権中 清華 今出川伊季 
同６(1678)年１０月 

同１１ 同１０月１４日条 

同７(1679)年５月８日 

同１４ 同日条 
神宮伝奏 

１１４ 権中 名 柳原資廉 
同７(1679)年５月８日 

同１４ 同日条 

同年８月１２日 

同１５ 同日条 
神宮伝奏 
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１１５ 権大 名 清閑寺熈房 
同７年８月１２日 

同１５ 同日条 

同８(1680)年５月２６日 

同１９ 同日条 
神宮伝奏 

１１６ 権中 名 烏丸光雄 
同８(1680)年５月２６日 

同１９ 同日条 
不明 神宮伝奏 

１１７ 権中・権大 名 柳原資廉 天和元(1681)年 
同３(1683)年１月１２日 

『季連宿禰記』２７ 同日条 
神宮伝奏 

１１８ 権大 名 葉室頼孝 
同３(1683)年１月１２日 

『季連宿禰記』２７ 同日条 

同年２月２２日 

同 同日条 
神宮伝奏 

１１９ 権大 名 柳原資廉 同３年２月２１日在任中 同４(1684)年１月２７日 神宮伝奏 

１２０ 権大 名 烏丸光雄 天和４(1684)年１月２７日 貞享元(1684)年８月２０日 神宮伝奏 

１２１ 権中 羽林 松木宗顕 貞享元(1684)年８月２０日 
同２(1685)年６月２１日 

『季連宿禰記』２９ 同７月２６日条 
神宮伝奏 

１２２ 権大 清華 久我通誠 
同２(1685)年６月２１日 

『季連宿禰記』２９ 同７月１６日条 
元禄６(1693)年１２月２８日 神宮伝奏 

１２３ 権大 清華 今出川伊季 
元禄６(1693)年１２月２８日 

『季連宿禰記』３９ 同日条 

同７(1694)年５月１９日 

同４０ 同日条 
神宮伝奏 

１２４ 権大 清華 花山院持重 
同７(1694)年５月１９日 

同４０ 同日条 
同８(1695)年１０月１９日 神宮伝奏 

１２５ 権大 名 中御門資熈 
同８(1695)年１０月１９日 

同４２ 同日条 

同９(1696)年２月３日 

同４３ 同日条 
神宮伝奏 

１２６ 権大 清華 花山院持実 
同９(1696)年２月３日 

同４３ 同日条 
同１０(1697)年９月１９日 神宮伝奏 

１２７ 権大 羽林 清水谷実業 
同１０(1697)年９月２１日 

同４４ 同２７日条 
同年１２月２０日 神宮伝奏 

１２８ 権大 羽林 東園基量 
同１０年１２月２５日 

『基量卿記』２０ 同日条 

同１２(1699)年７月２３日 

同２４ 同日条 
神宮伝奏 

１２９ 権大 清華 花山院持実 同１２(1699)年７月２２日 
同１３(1700)年７月１２日 

『季連宿禰記』４８ 同１３日条 
神宮伝奏 

１３０ 権大 清華 徳大寺公全 
同１３(1700)年７月１２日 

『季連宿禰記』４８ 同１３日条 
宝永２(1705)年９月１１日 神宮伝奏 

１３１ 権大 清華 今出川伊季 宝永２(1705)年９月１１日 同年９月１１日 神宮伝奏 

１３２ 権中 半 高倉永福 同２年９月１１日 同年１１月２８日 神宮伝奏 
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１３３ 権大 羽林 園基勝 同２年１１月２８日 同３(1706)年９月８日 神宮伝奏 

１３４ 権大 清華 西園寺致季 同３(1706)年９月８日 
同５(1708)年閏１月２３日 

『季連宿禰記』５５ 同日条 
神宮伝奏 

１３５ 権大 大臣 中院通躬 
同５(1708)年閏１月２３日 

『季連宿禰記』５５ 同日条 

同年７月２６日 

『章弘宿禰記』７ 同２７日条 
神宮伝奏 

１３６ 権大 羽林 園基勝 
同５年７月２６日 

『章弘宿禰記』７ 同２７日条 
同６(1709)年１２月２２日 神宮伝奏 

１３７ 権大 清華 大炊御門経音 宝永７(1710)年２月１１日 同８(1711)年３月１日 神宮伝奏 

１３８ 権大 清華 醍醐昭尹 同８(1711)年３月１日 同年３月１３日 神宮伝奏 

１３９ 権中 清華 久我惟通 同８年３月１３日 同８[正徳元](1711)年１２月２３日 神宮伝奏 

１４０ 権大 清華 大炊御門経音 正徳元(1711)年１２月２３日 
同２(1712)年７月８日 

『章弘宿禰記』１３ 同日条 
神宮伝奏 

１４１ 権大 大臣 正親町三条公統 
同２(1712)年７月８日 

『章弘宿禰記』１３ 同日条 
同年１０月２４日 神宮伝奏 

１４２ 権大 大臣 正親町三条公統 同２年１１月２０日 同日 神宮伝奏 

１４３ 権大 清華 西園寺致季 同２年１１月２２日 同３(1713)年９月２６日 神宮伝奏 

１４４ 権大 大臣 正親町三条公統 同３(1713)年９月２８日 享保３(1718)年１２月７日 神宮伝奏 

１４５ 権大 清華 醍醐昭尹 享保３(1718)年１２月７日 同４(1719)年４月１７日 神宮伝奏 

１４６ 権大 清華 西園寺致季 同４(1719)年４月１８日 同年５月２３日 神宮伝奏 

１４７ 権大 清華 醍醐昭尹 同４年５月２３日 同年１１月２９日 神宮伝奏 

１４８ 権中 清華 花山院常雅 同４年１２月１日 同５(1720)年５月２５日 神宮伝奏 

１４９ 権大 清華 醍醐昭尹 同５(1720)年５月２６日 同１１(1726)年４月１３日 神宮伝奏 

１５０ 権大 清華 花山院常雅 同１１(1726)年４月１３日 同１２(1727)年４月２９日 神宮伝奏 

１５１ 権大 清華 今出川公詮 同１２(1727)年４月２９日 同年１２月１３日 神宮伝奏 

１５２ 権大 清華 西園寺致季 同１２年１２月１３日 同１３(1728)年７月１日 神宮伝奏 

１５３ 権大 清華 今出川公詮 同１３(1728)年７月１日 同１５(1730)年４月１１日 神宮伝奏 

１５４ 権大 名 清閑寺治房 享保１５(1730)年４月１２日 同１６(1731)年１０月３日 神宮上卿 

１５５ 権大 清華 転法輪三条利季 同１６(1731)年１０月３日 同１８(1733)年３月２９日 神宮上卿 

１５６ 権大 清華 徳大寺実憲 同１８(1733)年３月２９日 同１９(1734)年１０月２５日 神宮上卿 



 

 

132 

１５７ 権大 清華 大炊御門経秀 同１９(1734)年１０月２５日 元文４(1739)年１月７日 神宮上卿 

１５８ 権大 清華 広幡長忠 元文４(1739)年１月７日 同６(1741)年２月２６日 神宮上卿 

１５９ 権大 清華 醍醐兼潔 同６(1741)年２月２６日 延享４(1747)年６月２０日 神宮上卿 

１６０ 権大 羽林 中山栄親 延享４(1747)年６月２１日 寛延元(1748)年８月１５日 神宮上卿 

１６１ 権大 名 万里小路植房 寛延元(1748)年８月１５日 同年１２月１８日 神宮上卿 

１６２ 権大 清華 大炊御門経秀 同元年１２月１８日 同２(1749)年１１月９日 神宮上卿 

１６３ 権大 羽林 中山栄親 同２(1749)年１１月９日 同３(1750)年２月１４日 神宮上卿 

１６４ 権大 名 清閑寺秀定 同３(1750)年２月１４日 同年４月９日 神宮上卿 

１６５ 権大 清華 醍醐兼潔 同３年４月９日 同年４月２４日 神宮上卿 

１６６ 権大 羽林 松木宗長 同３年４月２４日 同年１２月１０日 神宮上卿 

１６７ 権大 羽林 中山栄親 同３年１２月１０日 同４(1751)年３月１６日 神宮上卿 

１６８ 権大 名 甘露寺規長 同４(1751)年３月１６日 宝暦３(1753)年１１月２９日 神宮上卿 

１６９ 権大 羽林 姉小路公文 宝暦３(1753)年１１月２９日 同４(1754)年２月１２日 神宮上卿 

１７０ 権大 清華 徳大寺公城 宝暦４(1754)年２月１２日 同年８月５日 神宮上卿 

１７１ 権大 名 勧修寺顕道 同４年８月５日 同５(1755)年１２月２７日 神宮上卿 

１７２ 権大 名 葉室頼要 同５(1755)年１２月２７日 同６(1756)年２月１５日 神宮上卿 

１７３ 権中・権大 清華 花山院兼済 同６(1756)年２月１５日 
同年６月２０日 

『正親町実連日記』１３ 同日条 
神宮上卿 

１７４ 権大 羽林 正親町実連 
同６年６月２０日 

『正親町実連日記』１３ 同日条 
同７(1757)年３月２７日 神宮上卿 

１７５ 権大 清華 花山院兼済 同７(1757)年３月２７日 同年１１月３０日 神宮上卿 

１７６ 権大 名 烏丸光胤 同７年１１月３０日 同８(1758)年１月１４日 神宮上卿 

１７７ 権大 清華 転法輪三条季晴 同８(1758)年１月１４日 同年９月２１日 神宮上卿 

１７８ 権大 羽林 庭田重熈 同８年９月２１日 同９(1759)年９月２５日 神宮上卿 

１７９ 権大 羽林 園基衡 同９(1759)年９月２５日 同１０(1760)年４月６日 神宮上卿 

１８０ 権大 清華 広幡輔忠 同１０(1760)年４月６日 同年１０月２１日 神宮上卿 

１８１ 権大 羽林 鷲尾隆熈 同１０年１０月２１日 同１１(1761)年２月１７日 神宮上卿 
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１８２ 権大 羽林 正親町実連 
同１１(1761)年２月１７日 

『正親町実連日記』１８ 同日条 
同１２(1762)年４月５日 神宮上卿 

１８３ 権大 清華 転法輪三条季晴 同１２(1762)年４月５日 同年６月２９日 神宮上卿 

１８４ 権大 羽林 鷲尾隆熈 同１２年６月２９日 同年７月１６日 神宮上卿 

１８５ 権大 清華 広幡輔忠 同１２年７月１６日 明和４(1767)年１２月６日 神宮上卿 

１８６ 権大 清華 西園寺賞季 明和４(1767)年１２月６日 同５(1768)年１月１０日 神宮上卿 

１８７ 権大 羽林 油小路隆前 同５(1768)年１０月１０日 同６(1769)年７月１日 神宮上卿 

１８８ 権大 清華 大炊御門家孝 同６(1769)年７月１日 同年７月２２日 神宮上卿 

１８９ 権大 清華 西園寺賞季 同６年７月２２日 
同７(1770)年７月２５日 

『知音宿禰記』２１ 同日条 
神宮上卿 

１９０ 権大 清華 久我信通 
同７(1770)年７月２５日 

『神宮御用諸記』 同日条 
同８(1771)年９月２７日 神宮上卿 

１９１ 権大 清華 西園寺賞季 同８(1771)年９月２７日 同９(1772)年５月１５日 神宮上卿 

１９２ 権大 羽林 油小路隆前 同９(1772)年５月１５日 安永２(1773)年８月５日 神宮上卿 

１９３ 権大 清華 大炊御門家孝 安永２(1773)年８月５日 同３(1774)年１月１９日 神宮上卿 

１９４ 権大 清華 西園寺賞季 同３(1774)年１月１９日 同４(1775)年１月１４日 神宮上卿 

１９５ 権大 羽林 中山愛親 同４(1775)年１月１４日 同年１２月２７日 神宮上卿 

１９６ 権大 清華 久我信通 同４年閏１２月２日 同５(1776)年１２月２５日 神宮上卿 

１９７ 権大 名 柳原紀光 同５(1776)年１２月２５日 同７(1778)年４月１６日 神宮上卿 

１９８ 権大 清華 転法輪三条実起 同７(1778)年４月１６日 
同年１０月２９日 

『神宮上卿記』 同１１月２５日条 
神宮上卿 

１９９ 権中 清華 花山院愛徳 同７年１０月２９日 
同年１１月２５日 

同 同日条 
神宮上卿 

２００ 権中・権大 羽林 正親町公明 
同７年１１月２５日 

『神宮上卿記』 同日条 
天明元(1781)年９月３０日 神宮上卿 

２０１ 権大 清華 大炊御門家孝 天明元(1781)年９月３０日 同年１０月１０日 神宮上卿 

２０２ 権大 羽林 正親町公明 天明元(1781)年１０月１０日 同２(1782)年２月２６日 神宮上卿 

２０３ 権大 清華 今出川実種 同２(1782)年２月２６日 同４(1784)年５月２４日 神宮上卿 

２０４ 権大 清華 徳大寺実祖 同４(1784)年５月２６日 同年８月１３日 神宮上卿 
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２０５ 権大 清華 転法輪三条実起 同４年８月１３日 同５(1785)年７月２９日 神宮上卿 

２０６ 権大 羽林 中御門宗美 同５(1785)年７月３０日 同６(1786)年４月２日 神宮上卿 

２０７ 権大 清華 花山院愛徳 同６(1786)年４月２日 享和３(1803)年５月１６日 神宮上卿 

２０８ 権大 清華 転法輪三条公修 享和３(1803)年５月１８日 同年６月４日 神宮上卿 

２０９ 権大 清華 花山院愛徳 同３年６月５日 文化３(1806)年３月２３日 神宮上卿 

２１０ 権大 清華 徳大寺公迪 文化３(1806)年３月２４日 同７(1810)年４月２９日 神宮上卿 

２１１ 権中 羽林 正親町実光 
同７(1810)年４月３０日 

『神宮上卿雑記』 同日条 

同年７月１０日 

『神宮上卿雑記』 同９年５月２１日条 
神宮上卿 

２１２ 権大 清華 花山院愛徳 同７年７月１１日 同９(1812)年２月１日 神宮上卿 

２１３ 権大 清華 大炊御門経久 同９(1812)年２月２日 
同年５月２１日 

『神宮上卿雑記』 同日条 
神宮上卿 

２１４ 権中 羽林 正親町実光 
同９年５月１９日 

『神宮上卿雑記』 同日条 
同年８月２６日 神宮上卿 

２１５ 権中 清華 花山院家厚 同９年９月１日 同１１(1814)年８月１９日 神宮上卿 

２１６ 権大 清華 大炊御門経久 同１１(1814)年８月１９日 文政２(1819)年２月１９日 神宮上卿 

２１７ 権大 清華 広幡経豊 文政２(1819)年２月２０日 同３(1820)年２月２１日 神宮上卿 

２１８ 権大 清華 大炊御門経久 文政３(1820)年２月２４日 同５(1822)年４月７日 神宮上卿 

２１９ 権大 清華 花山院家厚 同５(1822)年４月８日 同１２(1822)年３月１６日 神宮上卿 

２２０ 権大 清華 転法輪三条実万 
同１２(1822)年３月１６日 

『神宮雑誌』甲 同１８日条 
天保３(1832)年１０月１９日 神宮上卿 

２２１ 権大 清華 広幡基豊 天保３(1832)年１０月２３日 同４(1833)年１０月２日 神宮上卿 

２２２ 権大 清華 広幡基豊 同４(1833)年１０月７日 同年１０月１４日 神宮上卿 

２２３ 権中 清華 久我建通 同４年１０月２５日 同６(1835)年１１月５日 神宮上卿 

２２４ 権大 清華 広幡基豊 同６(1835)年１１月８日 同９(1838)年８月２３日 神宮上卿 

２２５ 権中 清華 久我建通 同９(1838)年８月２６日 同１２(1841)年１月９日 神宮上卿 

２２６ 権大 清華 広幡基豊 同１２(1841)年１月９日 同１４(1843)年３月２日 神宮上卿 

２２７ 権大 清華 転法輪三条実万 同１４(1843)年３月３日 
弘化２(1845)年９月８日 

『輔世卿記』１７ 同日条 
神宮上卿 
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２２８ 権大 清華 花山院家厚 
弘化２(1845)年９月９日 

『輔世卿記』１７ 同日条 
同４(1847)年６月４日 神宮上卿 

２２９ 権中 清華 徳大寺公純 同４(1847)年６月４日 嘉永元(1848)年５月２８日 神宮上卿 

２３０ 権中 清華 徳大寺公純 
嘉永元(1848)年６月１日 

同２６ 同日条 

同２(1849)年８月１０日 

『輔世卿記』３３ 同日条 
神宮上卿 

２３１ 権中 清華 徳大寺公純 
同２(1849)年８月１２日 

同３３ 同日条 

同年１０月５日 

同３４ 同日条 
神宮上卿 

２３２ 権大 清華 広幡基豊 
同２年１０月７日 

同３４ 同日条 

同３(1850)年２月５日 

同３６ 同日条 
神宮上卿 

２３３ 権大 羽林 中山忠能 
同３(1840)年２月９日 

同３６ 同日条 
同５(1852)年８月２４日 神宮上卿 

２３４ 権中 清華 広幡忠礼 嘉永５(1852)年８月２４日 
同６(1853)年２月２０日 

『神宮雑誌』乙 同日条 
神宮上卿 

２３５ 権中 清華 転法輪三条公睦 
同６(1853)年２月２１日 

『神宮雑事』乙 同日条 

同７(1854)年２月８日 

同乙 同日条 
神宮上卿 

２３６ 権大 清華 久我建通 
同７(1854)年２月８日 

同乙 同日条 
安政２(1855)年１１月５日 神宮上卿 

２３７ 権大 清華 徳大寺公純 安政２(1855)年１１月５日 同３(1866)年７月２１日 神宮上卿 

２３８ 権大 清華 徳大寺公純 同３(1866)年７月２５日 同５(1858)年７月３日 神宮上卿 

２３９ 権大 清華 大炊御門家信 同５(1858)年７月３日 同６(1859)年７月１０日 神宮上卿 

２４０ 権大 清華 広幡忠礼 同６(1859)年７月１０日 文久元(1861)年６月１５日 神宮上卿 

２４１ 権大 清華 徳大寺公純 文久元(1861)年６月１５日 同２(1862)年７月１３日 神宮上卿 

２４２ 権大 清華 広幡忠礼 同２(1862)年７月１３日 同３(1863)年８月２４日 神宮上卿 

２４３ 権中・権大 清華 醍醐忠順 同３(1863)年８月２５日 慶応３(1867)年６月２７日 神宮上卿 

２４４ 権中 清華 徳大寺実則 慶応３(1867)年６月２８日 同年８月１４日 神宮上卿 

２４５ 権大 清華 大炊御門家信 同３年８月１５日 同年９月１９日 神宮上卿 

２４６ 権大 清華 広幡忠礼 同３年９月２０日 同年１０月９日 神宮上卿 

２４７ 権中 清華 久我通久 同３年１０月９日 同４(1868)年１月１８日 神宮上卿 

２４８ 権大 清華 醍醐忠順 同４(1868)年１月１８日 同年２月５日 神宮上卿 

２４９ 権大 羽林 正親町実徳 同４年２月５日 同年４月２１日 神宮上卿 



 

 

136 

第
二
節 

神
宮
伝
奏
の
官
職
と
家
格 

  

本
節
に
お
い
て
は
、【
一
覧
】
に
基
づ
い
て
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
官
職
と
家
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
就
任

者
の
延
べ
人
数
は
、
二
四
九
人
で
あ
っ
た
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

通
し
番
号
の
一
～
二
五
は
、
平
安
期
の
神
宮
上
卿
、
二
六
～
四
二
は
、
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
、
四
三
～
五
四
は
、

室
町
期
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
、
五
五
～
七
六
は
、
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
、
七
七
～
二
四
九
は
、
江
戸
期
の
神
宮
伝
奏
・ 

神
宮
上
卿
で
あ
る
。 

 
 

 
(

１)
 

平
安
末
期
の
神
宮
上
卿 

  

平
安
期
の
神
宮
上
卿
は
、
延
べ
人
数
で
二
五
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
官
職
の
内
訳
は
、
左
大
臣
が
三
人
、
右
大
臣
が
五
人
、
内

大
臣
が
六
人
、
大
納
言
が
八
人
、
権
大
納
言
が
三
人
で
あ
っ
た
。
初
代
の
久
我
雅
実
が
内
大
臣
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し

て
大
臣
ク
ラ
ス
が
十
四
人
と
約
六
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。 

 

こ
の
時
期
の
神
宮
上
卿
の
人
事
に
つ
い
て
岡
野
浩
二
氏
は
、「
神
宮
上
卿
の
家
系
」
を
作
成
し
、
そ
の
家
系
に
着
目
す
る
と
、

村
上
源
氏
、
中
御
門
流
・
公
季
流
・
師
実
流
の
藤
原
氏
と
、
摂
関
家(

特
に
九
条
家)
に
分
類
で
き
る
と
し
て
い
る
。(

１
５) 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
家
系
で
代
々
同
職
に
就
任
し
て
い
る
事
例
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

例
え
ば
、
一
、
久
我
雅
実
―
五
、
雅
定
―
八
、
雅
通
―
十
五
、
定
房
―
三
十
、
通
資
と
い
う
よ
う
に
、
清
華
家
の
久
我
家
は
、

初
代
雅
実
以
降
、
五
代
に
わ
た
り
、
同
職
に
就
任
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
通
資
の
兄
通
親
の
子
、
三
二
、
通
光
と
そ
の
弟
の
三

四
、
定
通
、
通
光
の
兄
、
三
六
、
通
具
、
そ
の
孫
の
三
九
、
基
具
も
同
職
に
就
任
し
て
い
る
。 

三
十
、
通
資
以
降
は
、
鎌
倉
期
の
補
任
で
あ
り
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
初
頭
に
お
い
て
、
神
宮
上
卿
は
、
久
我
家
と
そ
の

一
門
の
家
職
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

羽
林
家
の
六
、
中
御
門
宗
能
―
二
二
、
宗
家
は
親
子
二
代
に
わ
た
り
、
同
職
に
就
任
し
て
い
る
。
ま
た
同
氏
の
指
摘
以
外
に

も
、
三
、
三
条
実
行
―
公
教
―
二
一
、
実
房
の
よ
う
に
祖
父
―
孫
で
就
任
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
。 

そ
の
背
景
に
は
、
第
一
部
第
一
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
に
関
す
る
政
務
は
神
事

と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
神
宮
上
卿
は
神
職
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
た
こ
と
か
ら
穢
れ
を
避
け
る
こ
と
が
厳
格
に
求
め
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
在
任
中
、
何
を
留
意
し
た
り
、
避
け
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
知
識
や
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て

い
た
同
職
経
験
者
の
家
の
子
孫
に
補
任
が
集
中
す
る
傾
向
が
出
で
き
た
と
考
え
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
数
で
み
る
と
、
摂
家
が
三
人
、
清
華
家
が
十
六
人
、
羽
林
家
が
二
人
で
あ
り
、
清

華
家
が
約
六
割
と
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か
に
摂
家
は
九
条
家
の
み
で
あ
る
が
、
清
華
家
は
、
久
我
家
の
七
人
、

三
条
家
の
三
人
、
大
炊
御
門
家
の
三
人
、
徳
大
寺
家
の
二
人
、
花
山
院
家
の
一
人
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
清
華
家
か
ら
補
任
さ
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れ
て
い
る
。
特
に
久
我
家
が
突
出
し
て
お
り
、
初
代
の
神
宮
上
卿
が
久
我
雅
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。 

一
、
雅
実
は
、
久
我
家
の
始
祖
師
房
の
孫
に
あ
た
り
、
保
安
三(

一
一
二
二)

年
、
太
政
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
。
藤
原
氏
以
外

で
大
相
国
に
任
命
さ
れ
た
最
初
で
あ
り
、(

１
６)

同
家
隆
盛
の
基
と
な
っ
た
公
卿
で
あ
る
。
三
、
三
条
実
行
は
、
藤
原
氏
北
家

に
淵
源
を
も
つ
閑
院
三
条
流
の
嫡
流
、
三
条
家
の
家
祖
で
あ
る
。(

１
７) 

七
、
花
山
院
忠
雅
は
、
藤
原
氏
北
家
花
山
院
流
の
嫡
流
花
山
院
家
家
祖
、
家
忠
の
孫
に
あ
た
る
。(

１
８)

九
、
大
炊
御
門
経

宗
は
、
藤
原
氏
北
家
花
山
院
流
の
大
炊
御
門
家
家
祖
経
実
の
子
で
あ
る
。(

１
９)

二
十
、
徳
大
寺
実
定
は
、
閑
院
徳
大
寺
流
の 

嫡
流
実
能
の
孫
で
あ
る
。
文
治
元(

一
一
五
八)

年
の
平
家
滅
亡
後
、
源
頼
朝
の
奏
請
で
議
奏
公
卿
の
一
人
と
な
り
、
翌
二
年
に 

右
大
臣
に
転
じ
、
同
五
年
、
左
大
臣
に
進
ん
だ
。(
２
０) 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
期
、
七
清
華
家
の
う
ち
五
家
の
礎
を
築
い
た
公
卿
が
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
同
一
人
物
が
繰
り
返
し
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
時
期
の
補
任
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
久
我
雅
通
が
、
八
、
十
一
、
十
三
の
三
度
、
大
炊
御
門
経
宗
が
、
九
、
十
二
、
十
九
の
三
度
、
九
条
兼
実
が
、
十

四
、
十
七
、
十
八
の
三
度
、
久
我
定
房
は
、
十
五
、
十
六
の
二
度
、
徳
大
寺
実
定
も
、
二
十
、
二
四
の
二
度
、
三
条
実
房
も
、

二
一
、
二
三
の
二
度
に
わ
た
り
、
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
理
由
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
神
宮
上
卿
は
神
職
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
た
こ
と
か
ら
穢
れ
を
避
け
る
こ
と
が
厳
格
に

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人
選
も
困
難
で
あ
り
、
経
験
者
に
再
度
就
任
を
要
請
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と

考
え
る
。 

 (

２)
 

鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏 

 

鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
う
ち
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前
者
が
延
べ
十
六
人
、
後
者
が
一
人
で
あ
っ

た
。
そ
の
官
職
の
内
訳
は
、
前
者
は
、
左
大
臣
が
一
人
、
右
大
臣
が
一
人
、
内
大
臣
が
三
人
、
大
納
言
が
三
人
、
権
大
納
言
が

八
人
で
あ
り
、
後
者
は
、
参
議
が
一
人
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
は
大
臣
ク
ラ
ス
が
五
人
と
約
四
割
に
な
り
、
平
安
末
期
と
比
較
す
る
と
低
下
し
て
い
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
そ
の
か
わ
り
に
権
大
納
言
が
大
幅
に
増
加
し
て
五
割
を
占
め
て
お
り
、
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
位
置
づ
け

の
低
下
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。 

 

神
宮
上
卿
就
任
者
の
顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、
平
安
末
期
に
お
け
る
就
任
者
の
親
族
お
よ
び
子
孫
が
十
六
人
中
十
三
人
を
占
め
る

こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
二
六
、
中
山
忠
親
は
、
七
、
花
山
院
忠
雅
の
弟
、(

２
１)

、
二
八
、
大
炊
御
門
頼
実
は
、
九
、
大

炊
御
門
経
宗
の
子
、
三
五
、
大
炊
御
門
師
経
は
頼
実
の
子
で
あ
る
。
二
九
、
九
条
良
経
は
、
九
条
兼
実
の
子
、
三
一
、
九
条
道

家
は
、
良
経
の
子
で
あ
る
。
三
七
、
花
山
院
師
継
は
、
七
、
花
山
院
忠
雅
の
曾
孫
で
あ
る
。 
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特
に
先
述
し
た
久
我
家
を
は
じ
め
と
し
て
大
炊
御
門
家
、
九
条
家
の
三
家
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
初
頭
に
お
い
て
神
宮

上
卿
を
家
職
と
し
て
勤
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
人
数
で
み
る
と
、
神
宮
上
卿
は
、
摂
家
が
四
人
、
清
華
家
が
八
人
、
羽
林
家
が
一

人
、
名
家
が
一
人
で
あ
る
。
摂
家
と
清
華
家
で
約
八
割
を
占
め
て
お
り
、
平
安
末
期
と
比
較
す
る
と
、
官
職
の
レ
ベ
ル
は
低
下

し
た
が
、
特
定
の
摂
家
、
清
華
家
が
家
職
的
に
勤
め
る
傾
向
が
引
き
続
き
顕
著
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
初
め
て
神
宮
伝
奏
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
四
十
、
吉
田
経
長
が
そ
れ
で
あ

る
。
参
議
で
且
つ
名
家
の
出
身
で
あ
り
、
成
立
時
に
お
け
る
同
職
と
神
宮
上
卿
を
比
較
す
る
と
官
職
、
家
格
と
も
に
低
い
こ
と

が
わ
か
る
。
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
あ
り
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
責
任
者
は
主
と
し
て

神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 (

３)
 

室
町
期
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿 

 

室
町
期
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
う
ち
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前
者
が
延
べ
七
人
、
後
者
が
五
人
で
あ
る
。

そ
の
官
職
の
内
訳
を
み
る
と
、
神
宮
伝
奏
は
、
前
権
大
納
言
が
三
人
、
権
大
納
言
が
三
人
、
権
中
納
言
が
一
人
で
あ
る
。
神
宮

上
卿
は
、
権
大
納
言
が
四
人
、
権
中
納
言
が
一
人
で
あ
る
。
両
者
を
合
わ
せ
る
と
、
権
大
納
言
が
約
六
割
と
多
数
を
占
め
て
お

り
、
前
権
大
納
言
を
合
わ
せ
る
と
、
約
八
割
が
権
大
納
言
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
神

宮
上
卿
に
大
臣
ク
ラ
ス
が
皆
無
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
人
数
で
み
る
と
、
神
宮
伝
奏
は
、
羽
林
家
が
二
人
、
名
家
が
四
人
で
あ
り
、
神
宮

上
卿
は
、
清
華
家
が
二
人
、
羽
林
家
が
一
人
、
名
家
が
一
人
で
あ
る
。
前
者
の
七
割
が
名
家
出
身
の
公
卿
で
占
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
一
方
、
鎌
倉
期
と
比
較
す
る
と
、
後
者
で
は
、
摂
家
が
皆
無
と
な
り
、
清
華
家
が
大
幅
に
減
少
し
た
。 

 

す
な
わ
ち
神
宮
行
政
を
担
当
す
る
公
卿
の
家
が
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
と
比
較
す
る
と
、
室
町
期
に
お
い
て
大
き
く
変
化

し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
み
る
と
、
羽
林
家
で
は
正
親
町
家
な
ど
、
名
家
で
は
、
日
野
家
、
葉
室
家
、
坊
城
家
、
清
閑
寺
家

の
公
卿
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
。 

以
上
の
背
景
に
は
、
第
一
部
第
二
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
が
併
置
さ
れ

て
い
た
が
、
神
宮
伝
奏
の
活
動
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
が
神
宮
上
卿
の
機
能
を
吸
収
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
初
代
の
神
宮
伝
奏
吉
田
経
長
が
参
議
且
つ
名
家
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
伝
奏
職
を
大
臣
ク

ラ
ス
や
摂
家
出
身
の
公
卿
が
勤
め
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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(
４)

 

戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏 

 

戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
の
う
ち
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
延
べ
二
二
人
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
神
宮

上
卿
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
官
職
の
内
訳
は
、
前
権
大
納
言
が
三
人
、
補
任
さ
れ
た
当
時
は
前
権
大
納

言
で
、
在
任
中
に
権
大
納
言
に
補
任
さ
れ
た
者
が
一
人
、
権
大
納
言
が
十
一
人
、
補
任
さ
れ
た
当
時
は
、
権
大
納
言
で
、
在
任

中
に
前
権
大
納
言
と
な
っ
た
者
が
一
人
、
権
中
納
言
が
三
人
、
補
任
さ
れ
た
当
時
は
権
中
納
言
で
、
在
任
中
に
権
大
納
言
に
補

任
さ
れ
た
者
が
三
人
で
あ
っ
た
。 

就
任
時
に
権
大
納
言
で
あ
っ
た
者
が
約
五
割
で
あ
り
、
就
任
中
に
権
大
納
言
に
昇
進
し
た
者
や
前
権
大
納
言
を
合
わ
せ
る
と
、

約
九
割
が
権
大
納
言
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傾
向
は
、
室
町
期
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
権
中
納
言
の

増
加
が
注
目
さ
れ
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
人
数
で
み
る
と
、
清
華
家
が
七
人
、
大
臣
家
が
三
人
、
羽
林
家
が
三
人
、
名
家
が 

八
人
で
あ
り
、
清
華
家
と
名
家
が
圧
倒
的
に
多
く
、
両
者
で
約
七
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
室
町
期
と
比
較
す
る
と 

清
華
家
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

就
任
者
の
顔
ぶ
れ
と
特
徴
を
み
て
い
く
。
五
五
、
町
資
広
は
、
享
徳
四(

一
四
五
五)

年
か
ら
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
に
か
け

て
約
十
四
年
間
に
も
わ
た
り
勤
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
資
広
は
柳
原
家
の
祖
、
資
明
の
孫
、
資
藤
の
子
で
あ
る
。(

２

２)

資
明
は
貞
和
四(

一
三
四
八)

年
に
北
朝
の
光
明
天
皇
が
譲
位
し
、
皇
太
子
興
仁
親
王
が
践
祚
し
た
際
に
、
践
祚
伝
奏
を
勤

め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
伝
奏
の
初
見
事
例
で
あ
る
。(

２
３) 

資
明
は
、
持
明
院
・
大
覚
寺
両
皇
統
の
抗
争
が
激
化
す
る
な
か
で
、
父
の
後
伏
見
院
執
権
俊
光
の
後
を
承
け
て
、
主
に
、
持

明
院
統
の
朝
廷
・
院
中
に
仕
え
、
特
に
、
そ
の
実
務
能
力
を
高
く
評
価
さ
れ
た(

２
４)

当
時
の
北
朝
の
有
力
な
公
家
で
あ
り
、

光
厳
院
政
下
で
は
、
伝
奏
と
評
定
衆
を
勤
め
て
お
り
、(

２
５)

勅
問
の
伝
達
を
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
上
皇
の
近
臣
中

の
近
臣
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

ま
た
、
資
広
の
後
任
と
し
て
、
五
六
、
柳
原
資
綱
が
補
任
さ
れ
、
文
明
元
（
一
四
六
九
）
年
か
ら
明
応
五
（
一
四
九
六
）
に

か
け
て
約
三
十
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
勤
め
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
後
土
御
門
天
皇
は
資
明
以
来
の
実
績
か
ら
柳
原

家
を
特
に
信
任
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。 

さ
ら
に
、
そ
の
孫
の
六
三
、
柳
原
資
定
は
、
天
文
五(

一
五
三
六)

年
か
ら
同
八(

一
五
三
九)

年
に
か
け
て
勤
め
た
後
、
七
一

に
み
え
る
よ
う
に
、
永
禄
九(

一
五
六
六)

年
か
ら
天
正
六(

一
五
七
八)

に
か
け
て
約
十
三
年
間
に
わ
た
り
勤
め
て
い
る
。
そ
の

子
、
七
三
、
柳
原
淳
光
も
天
正
八(

一
五
八
〇)

年
か
ら
同
十
五(

一
五
八
七)

に
か
け
て
約
七
年
間
に
わ
た
り
勤
め
た
後
、
七
五

に
み
え
る
よ
う
に
、
文
禄
三(

一
五
九
四)

年
に
も
補
任
さ
れ
た
。 

後
柏
原
天
皇
下
に
お
い
て
補
任
さ
れ
た
、
五
七
、
三
条
西
実
隆
は
、
明
応
五(

一
四
九
六)

年
か
ら
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
に

か
け
て
の
約
九
年
間
に
わ
た
り
勤
め
た
が
、
そ
の
子
、
六
〇
、
三
条
西
公
条
も
、
永
正
十
三(

一
五
一
六)

年
か
ら
大
永
六(

一



 

 

140 

五
二
六)

年
に
か
け
て
の
約
十
年
間
に
わ
た
り
勤
め
、
そ
の
子
、
六
五
、
三
条
西
実
世
は
、
天
文
九(

一
五
四
〇)

年
か
ら
同
十

二(

一
五
四
三)

年
に
か
け
て
の
約
三
年
間
に
わ
た
り
勤
め
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
柳
原
家
は
、
資
広
以
降
、
三
条
西
家
は
、
実
隆
以
降
、
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
行
政
を
担
う
主
要
な
公

家
の
家
々
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

五
九
、
広
橋
守
光
は
、
永
正
十(

一
五
一
三)

年
か
ら
同
十
三(

一
五
一
六)

年
に
か
け
て
勤
め
た
が
、
同
時
期
に
武
家
伝
奏
も

兼
任
し
て
い
る
。(

２
６)

さ
ら
に
同
十
四
年
に
は
、
後
柏
原
天
皇
の
即
位
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、(

２
７)

天
皇
か
ら
厚
く
信
任

さ
れ
、
公
武
に
わ
た
り
、
活
躍
し
た
公
卿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
の
子
、
六
四
、
広
橋
兼
秀
は
、
天
文
八(
一
五
三
九)

年
か
ら
同
九(

一
五
四
〇)

年
に
か
け
て
勤
め
た
が
、
兼
秀
も
武
家
伝

奏
と
兼
任
し
、(

２
８)

の
ち
に
賀
茂
伝
奏
に
補
任
さ
れ
、(

２
９)

後
奈
良
天
皇
期
に
お
い
て
要
職
を
歴
任
し
た
公
卿
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
、
神
宮
伝
奏
や
神
宮
行
政
の
位
置
づ
け
の
高
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
先
述
し
た
五
六
、
柳
原
資
綱
が
約
三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
勤
め
た
こ
と
や
、
六
九
、
中
山
孝
親
が
天
文
十
八(

一
五

四
九)

年
か
ら
永
禄
八(

一
五
六
五)

年
に
か
け
て
約
十
七
年
間
に
わ
た
り
勤
め
た
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ら
の
公
家
た
ち
の
在
任
期

間
が
長
年
月
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
平
安
末
期
の
神
宮
上
卿
が
穢
れ
の
た
め
に
頻
繁
に
交
代
し
て
い

た
こ
と
比
較
す
る
と
大
き
な
変
化
で
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
と
し
て
、
公
卿
の
な
か
で
神
宮
伝
奏
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
人
物
が
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
人

材
が
払
底
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
触
穢
を
理
由
に
し
て
一
々
交
代
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
る
。 

 
 (

５)
 

江
戸
時
代
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿 

 

江
戸
時
代
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
う
ち
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
延
べ
百
七
三
人
で
あ
る
。
そ
の
官
職
の
内

訳
は
、
権
大
納
言
が
百
四
二
人
、
権
中
納
言
が
二
六
人
、
補
任
さ
れ
た
当
時
は
権
中
納
言
で
、
在
任
中
に
権
大
納
言
に
補
任
さ

れ
た
者
が
五
人
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
江
戸
時
代
に
お
い
て
就
任
時
の
神
宮
伝
奏
の
官
職
は
権
大
納
言
が
約
八
割
を

占
め
て
お
り
、
在
任
中
に
権
大
納
言
に
任
命
さ
れ
た
者
ま
で
合
わ
せ
る
と
百
四
七
人
と
な
り
、
約
九
割
が
権
大
納
言
で
あ
っ
た
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
重
房
宿
祢
記
』(

３
０)

寛
文
九(

一
六
六
九)

年
二
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
同
日
、
関
白
鷹
司
房
輔

が
官
務
壬
生
重
房
に
権
中
納
言
が
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
先
例
を
調
べ
て
、
報
告
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
重
房
は
天
文
五(

一
五

三
六)

年
七
月
三
十
日
か
ら
同
七
年
ま
で
権
中
納
言
柳
原
資
定
が
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
先
例
を
一
紙
に
記
し
て
鷹
司
に
提
出
し

た
が
、
こ
の
と
き
鷹
司
が
壬
生
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。 

 
 

坊
城
大
納
言
俊
宏
卿
伝 

奏
辞
退
、
現
任
之
大
納
言
皆
依
辞
退
、
依
被
及
中
納
言
、
御
尋
之
由
被
仰
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鷹
司
は
権
大
納
言
坊
城
俊
広
が
神
宮
伝
奏
を
辞
退
し
た
が
、
現
任
の
権
大
納
言
が
皆
就
任
を
辞
退
し
た
の

で
、
権
中
納
言
の
な
か
か
ら
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
先
例
を
尋
ね
た
と
述
べ
た
。
そ
し
て
同
二
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
同
日
、 
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鷹
司
は
権
中
納
言
清
閑
寺
熈
房
を
よ
び
、
就
任
を
要
請
し
、
熈
房
は
す
ぐ
に
承
諾
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
と
き
に
補
任
さ
れ
た
百
八
、
清
閑
寺
熈
房
の
退
任
時
の
こ
と
に
つ
い
て
『
重
房
宿
禰
記
』
寛
文
十
三(

一
六

七
三)

年
七
月
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

及
夜
陰
、
従
日
野
頭
左
中
辨
資
茂
朝
臣
、
唯
今
清
閑
寺
中
納
言
熈
房
卿
俄
故
障
之
儀
出
来
、
神
宮
傳 

奏
辞
退
、
然
者
當

時
現
任
納
言
未
被
―
傳 

奏
之
分
可
書
付
給
云
々
、
即
披
堂
上
次
第
、
覚
悟
之
分
書
付
申
入
訖
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
神
宮
奉
行
頭
左
中
弁
日
野
資
茂
が
重
房
に
熈
房
が
故
障
の
た
め
に
神
宮
伝
奏
を
辞
職
し
た
の
で
、 

現
任
の
権
大
納
言
と
権
中
納
言
の
な
か
で
、
ま
だ
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
て
い
な
い
公
卿
を
書
き
出
す
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

重
房
は
『
堂
上
次
第
』
を
披
い
て
判
明
し
た
者
だ
け
を
書
き
出
し
、
資
茂
に
報
告
し
た
。
そ
し
て
同
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
、 

同
日
、
権
大
納
言
転
法
輪
三
条
実
通
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
時
代
前
期
の
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
は
原
則
と
し
て
権
大
納
言
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
な 

か
で
就
任
を
承
諾
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
場
合
、
権
中
納
言
の
な
か
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
な
る
べ
く
補 

任
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
者
を
選
ぶ
と
い
う
配
慮
も
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

家
格
の
内
訳
は
、
清
華
家
が
百
五
人
、
大
臣
家
が
五
人
、
羽
林
家
が
三
五
人
、
名
家
が
二
七
人
、
半
家
が
一
人
で
あ
っ
た
。 

(

３
１)

就
任
者
の
九
割
以
上
を
清
華
家
、
羽
林
家
、
名
家
の
者
が
占
め
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
家
の
者
は
い
ず
れ
も
権
大
納 

言
へ
の
任
官
が
可
能
で
あ
り
、(

３
２)

中
世
以
降
、
神
宮
伝
奏
、
神
宮
上
卿
は
原
則
と
し
て
権
大
納
言
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
る 

と
い
う
慣
例
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的
に
こ
れ
ら
の
家
の
者
が
補
任
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
更
後
に
お
け
る
就
任
者
の
家
格
の
変
化
で
あ
る
。
就
任
者
の
な

か
で
清
華
家
が
最
も
多
い
が
、【
一
覧
】
に
よ
れ
ば
、
名
称
変
更
前
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
、
延
べ
七
七
人
の
な
か
で
清
華
家
は

延
べ
三
八
人
と
約
五
割
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
享
保
十
六(

一
七
三
一)

年
に
お
け
る
名
称
変
更
以
降
の
神
宮
上
卿
就
任
者
、
延

べ
九
六
人
の
な
か
で
清
華
家
は
延
べ
六
七
人
と
約
七
割
で
あ
り
、
清
華
家
の
就
任
者
に
占
め
る
割
合
が
増
加
し
た
。
こ
の
傾
向

は
光
格
天
皇
が
即
位
し
た
安
永
八(

一
七
七
九)

年
以
降
の
就
任
者
、
延
べ
四
九
人
に
つ
い
て
は
、
い
っ
そ
う
顕
著
に
み
ら
れ
、

清
華
家
が
四
三
人
と
約
九
割
で
あ
っ
た
。 

 

清
華
家
以
外
の
六
人
は
、
す
べ
て
羽
林
家
で
あ
り
、
二
百
二
、
正
親
町
公
明
、
二
百
六
、
中
御
門
宗
美
、
二
一
一
、
正
親
町

実
光(

二
度
就
任)

、
二
三
三
、
中
山
忠
能
、
二
四
八
、
正
親
町
実
徳
で
あ
っ
た
。
第
二
部
第
三
章
第
四
節
に
お
い
て
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
、
公
明
を
は
じ
め
全
員
が
別
記
の
作
成
、
書
写
を
行
っ
た
か
、
そ
の
写
本
を
所
蔵
し
て
い
た
公
卿
で
あ
る
。 

 

ま
た
同
一
覧
と
「
武
家
伝
奏
・
議
奏
一
覧
」(

３
３)

に
よ
れ
ば
、
寛
文
三(

一
六
六
三)

年
に
成
立
し
、
江
戸
時
代
の
朝
廷
に

お
い
て
関
白
・
武
家
伝
奏
と
と
も
に
政
務
を
統
括
し
た
議
奏(

３
４)

に
就
任
し
た
神
宮
伝
奏
就
任
者
は
同
年
以
降
か
ら
名
称
変

更
前
ま
で
の
同
職
就
任
者
、
の
べ
五
十
人
の
な
か
で
は
二
四
人
、
名
称
変
更
以
降
の
神
宮
上
卿
就
任
者
、
延
べ
九
六
人
の
な
か

で
は
四
四
人
で
あ
り
、
近
世
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
就
任
者
に
占
め
る
議
奏
就
任
者
の
割
合
は
約
五
割
で
あ
っ
た
が
、
安
永

八(

一
七
七
九)

年
以
降
の
就
任
者
に
つ
い
て
は
延
べ
四
九
人
中
三
一
人
が
議
奏
に
就
任
し
、
そ
の
割
合
は
約
六
割
に
増
加
し
た
。 
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両
職
へ
の
就
任
順
序
に
つ
い
て
最
も
多
い
事
例
か
ら
順
に
三
つ
あ
げ
る
と
、
①
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
を
退
任
し
た
後
、
議

奏
に
任
命
さ
れ
た
公
卿
が
十
三
人
。
②
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
在
任
中
に
議
奏
に
任
命
さ
れ
、
両
職
を
兼
任
し
た
公
卿
が
十
二

人
。
③
議
奏
在
任
中
に
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
を
勤
め
、
両
職
を
兼
任
し
た
公
卿
が
四
人
で
あ
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
経
験
者
を
議
奏
に
登
用
し
た
り
、
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
と
議
奏
を
兼
任
さ
せ

た
り
す
る
と
い
う
人
事
が
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
ま
た
近
世
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
就
任
者
の
な
か
で
十
人

が
そ
の
退
任
後
に
武
家
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
。 

 

た
と
え
ば
第
二
部
第
三
章
第
七
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
二
二
〇
、
三
条
実
万
は
神
宮
上
卿
と
し
て
三
点
の
別

記
と
同
職
に
関
す
る
二
冊
の
部
類
記
を
作
成
し
た
が
、
改
元
伝
奏
→
神
宮
上
卿
→
孝
明
天
皇
即
位
伝
奏
→
武
家
伝
奏
の
順
序
で

昇
進
し
て
お
り
、(

３
５)

こ
の
よ
う
に
神
宮
上
卿
と
し
て
先
例
、
記
録
を
記
し
、
有
職
故
実
に
習
熟
し
た
公
卿
が
議
奏
あ
る
い

は
武
家
伝
奏
と
し
て
朝
廷
の
枢
機
に
参
画
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
そ
の
理
由
は
日
常
の
政
務
、
儀
式
が
全
て
先
例
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
た
朝
廷
に
お
い
て
有
職
故
実
に
習
熟
し
て
い
る
こ
と
が
公
卿
と
し
て
活
躍
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
近
世
後
期
、
特
に
安
永
八(

一
七
七
九)

年
に
お
け
る
光
格
天
皇
即
位
以
降
の
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
上

卿
に
任
命
さ
れ
る
条
件
は
最
低
限
、
権
大
納
言
か
権
中
納
言
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、
①
清
華
家
の
公
卿
、
②
現
職
の
議
奏
あ
る

い
は
将
来
の
議
奏
、
武
家
伝
奏
候
補
で
あ
る
有
力
公
卿
、
③
有
職
故
実
に
習
熟
し
た
有
能
な
羽
林
家
の
公
卿
、
の
少
な
く
と
も

何
れ
か
一
つ
以
上
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

近
世
前
期
の
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
も
①
②
の
条
件
は
重
視
さ
れ
た
傾
向
が
み
え
る
が
、
享
保
十
六(
一
七
三
一)

年
に
お
け
る 

神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
更
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
光
格
天
皇
即
位
以
降
の
朝
廷
に
お
い
て
①
～
③
の
条
件
を
考
慮
し
た
人
選

が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
。 

 

そ
の
理
由
は
神
宮
上
卿
が
享
和
元(

一
八
〇
一)

年
の
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
公
卿
勅
使
に
近
世
に
お
い
て
初
め
て
任
命
さ
れ

た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
光
格
天
皇
以
降
の
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
上
卿
の
位
置
づ
け
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
と
き
の
勅
使
権
大
納
言
花
山
院
愛
徳
は
第
一
回
か
ら
第
三
回
の
公
卿
勅
使
が
名
家
、
羽
林
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、

清
華
家
で
あ
り
、
光
格
天
皇
在
位
下
に
お
い
て
三
度
に
わ
た
っ
て
神
宮
上
卿
を
勤
め
、
こ
の
当
時
、
同
職
在
任
中
で
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
享
和
元(

一
八
〇
一)

年
十
月
三
十
日
か
ら
文
化
十
一(

一
八
一
四)

年
九
月
十
三
日
ま
で
議
奏
を
勤
め
、
朝
廷
の
枢
機
に

参
画
し
た
公
卿
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
人
事
の
背
景
に
は
、
こ
の
と
き
の
公
卿
勅
使
が
近
世
に
お
け
る
前
の
三
回
の
場
合
と
比
較
し
て
も
神
宮
の
内
宮
、
外
宮

へ
の
神
宝
奉
納
、
内
宮
別
宮
の
荒
祭
宮
へ
の
獅
子
形
奉
納
と
い
う
点
で
、
儀
式
書
に
則
っ
た
本
来
の
形
式
に
復
古
し
た
こ
と(

３

６)

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
光
格
天
皇
下
の
朝
廷
が
朝
廷
儀
式
と
伊
勢
神
宮
を
重
視
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 
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第
三
節 

江
戸
時
代
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
化 

  

江
戸
時
代
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
に
江
戸
時
代
中
期
の
享
保
十
六

（
一
七
三
一
）
年
以
降
、『
公
卿
補
任
』
の
表
記
が
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、『
難
波
宗
建
記
』（
３
７
）
享
保
十
三
（
一
七
二
八
）
年
一
月
二
九
日
条
に
は
次
の
よ

う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

同
廿
九
日
、
参
殿
下
、
令
対
面
給
、
御
雑
談
之
間
、（
中
略
）
予
申
云
神
宮
上
卿
近
年
多
被
用
華
族
輩
如
何
、
殿
下
仰
云

神
宮
上
卿
者
可
為
一
上
、
然
処
与
奪
右
府
者
也
、
右
府
被
与
奪
内
府
、
内
府
被
与
奪
一
之
大
納
言
、
故
近
代
大
納
言
為
上

卿
、
雖
然
於
末
之
大
納
言
者
可
有
如
何
哉
、
殊
華
族
之
外
、
依
有
此
子
細
、
難
為
上
卿
歟
、
先
帝
御
代
之
始
、
称
伝
奏
、 

 
 

称
奉
行
、
故
奉
行
多
為
貫
主
之
人
、
至
其
後
以
伝
奏
称
上
卿
、
止
奉
行
各
為
弁
、
故
用
五
位
職
事
者
也
、
称
伝
奏
之
時
者
、 

 
 

不
限
華
族
之
人
、
与
賀
茂
伝
奏
無
差
別
、
於
称
上
卿
者
英
雄
外
者
如
何
、
故
近
代
多
如
此
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
三
年
に
難
波
宗
建
と
関
白
近
衛
家
久
の
間
で
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
雑
談
が
交
わ
さ
れ
た
。(

３
８)

 

こ
の
な
か
で
難
波
が
近
年
で
は
神
宮
上
卿
に
清
華
家
の
者
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
尋
ね
る
と
、
近
衛 

は
神
宮
上
卿
は
本
来
左
大
臣
な
ど
の
高
位
の
者
が
勤
め
る
役
職
で
あ
っ
た
が
、
近
世
中
期
に
は
清
華
家
の
者
で
一
の
大
納
言
が 

勤
め
る
役
職
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
東
山
天
皇
の
時
代
の
初
め
、
貞
享
四(

一
六
八
七)
年
の
頃
は
伝
奏
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ 

て
お
り
、
そ
の
後
、
上
卿
と
い
う
名
称
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
、
伝
奏
と
称
す
る
と
き
は
清
華
家
の
者
に
限
ら
ず
、
神
宮
伝
奏
を 

勤
め
る
こ
と
が
で
き
、
上
卿
と
称
す
る
と
き
は
華
族
の
者
し
か
勤
め
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
答
え
た
。 

 

第
一
部
第
一
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
の
こ
と
を
担
当
す
る
専
門
職
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、 

平
安
末
期
の
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
に
内
大
臣
久
我
雅
実
が
神
宮
上
卿
に
任
命
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
以
後
、
文
永
五(

一 

二
六
八)

年
ま
で
の
就
任
者
に
は
内
大
臣
が
多
く
、
右
大
臣
、
左
大
臣
も
い
た
。
そ
し
て
室
町
期
以
降
に
任
命
さ
れ
た
神
宮
伝 

奏
は
清
華
家
の
者
や
権
大
納
言
が
数
多
く
勤
め
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
記
事
の
内
容
を
実
証
で
き
る
。 

つ
ぎ
に
東
山
天
皇
の
時
代
の
初
め
の
頃
は
伝
奏
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
い
た
と
あ
り
、
そ
の
あ
と
上
卿
へ
と
変
更
し
た
と

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
同
書
に
お
い
て
神
宮
奏
事
始
の
記
事
が
初
め
て
み
え
る
寛
永
九(

一
六
三
二) 

年
条
か
ら
貞
享
四(

一
六
八
八)

年
条
ま
で
は
、
例
え
ば
寛
永
九
年
条
に
「
十
一
日
、
神
宮
奏
事
始
、
奏
権
大
納
言
定
好
卿
、」

と
あ
り
、
寛
文
三(

一
六
六
三)

年
条
に
「
十
二
日
、
神
宮
奏
事
始
、
伝
奏
源
大
納
言[

通
茂]

、
奉
行
頭
右
大
弁
頼
孝
朝
臣
、」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
儀
式
の
上
卿
で
あ
る
神
宮
伝
奏
を
伝
奏
、
あ
る
い
は
奏
と
表
記
し
て
い
る
が
、
貞
享
五
年
条
か
ら
慶
応

四(

一
八
六
八)

条
ま
で
は
、
例
え
ば
貞
享
五
年
条
に
「
十
日
、
神
宮
奏
事
始
、
上
卿
源
大
納
言[

通
誠]

、
奉
行
頼
重
朝
臣
、」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
儀
式
の
上
卿
で
あ
る
神
宮
上
卿
を
文
字
通
り
上
卿
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
享
保
十
六(

一
七
三
一)

年
の
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
更
は
、
当
時
の
関
白
近
衛
家
久
の

意
向
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
そ
の
意
向
は
、
神
宮
伝
奏
か
ら
、
平
安
末
期
の
神
宮
上
卿
へ
の
復
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古
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

ま
た
近
世
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
は
名
称
が
異
な
っ
て
い
て
も
同
一
の
役
職
で
あ
る
。
例
え
ば
第
三
部
第
二
章
に

お
い
て
明
ら
か
に
し
た
神
宮
奏
事
始
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
名
称
で
あ
っ
て
も
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
に
関

す
る
公
事
の
上
卿
を
勤
め
、
神
宮
か
ら
の
奏
事
を
奏
聞
す
る
点
に
お
い
て
同
様
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
『
神
宮
雑
事
』(
３
９)

正
保
三(

一
六
四
六)

年
一
月
十
一
日
に
は
、
こ
の
日
に
行
わ
れ
た
神
宮
奏
事
始
の
記
事
が
み

え
る
が
、
そ
の
な
か
に
「
神
宮
上
卿 

徳
大
寺
大
納
言
卿
」
と
み
え
、『
公
卿
補
任
』
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
の
名
称
が
用
い
ら

れ
て
い
る
時
期
で
も
神
宮
上
卿
の
名
称
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
は
同
一
の
役
職
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

第
四
節 

近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
と
退
任 

 

『
親
綱
卿
記
』
文
禄
四(

一
五
九
五)

年
十
二
月
十
一
日
条
に
は
、
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き 

記
事
が
み
え
る
。(

４
０) 

 
 

文
祿
四
年
十
二
月
十
一
日
酉
、
神
宮
奉
行
之
事
、
従
来
年
傳
奏
三
人
可
存
知
之
由
被
仰
出
、
故
障
之
由
度
々
雖
申
入
、
無 

 
 

御
領
状
、
畏
存
候
旨
則
御
請
申
了
、
則
於
長
橋
閹
取
了
、
三
月
替
可
存
知
由
被
仰
出
了
、
一
番
勧
大
、
二
番
久
我
、
三
番 

 

予
、 

 
 
 
 
 

神
宮
傳
奏
次
第
之
事 

 
 

一
番 

勧
修
寺
大
納
言 

二
番 

久
我
大
納
言 

三
番 

中
山
大
納
言 

如
斯
相
調
、
懸
御
目
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
陽
成
天
皇
が
来
年
は
神
宮
行
政
を
三
人
の
伝
奏
が
担
当
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
中
山
親
綱
は
、
故
障
の

た
め
に
神
宮
伝
奏
就
任
を
辞
退
し
て
い
た
が
、
天
皇
の
領
状
を
得
ら
れ
ず
、
就
任
要
請
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。
さ
ら

に
長
橋
局
よ
り
、
来
年
三
月
に
は
交
替
し
、
一
番
が
勧
修
寺
晴
豊
、
二
番
が
久
我
敦
通
、
三
番
が
中
山
親
綱
と
す
る
三
番
に
編

成
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。 

 

『
公
卿
補
任
』
文
禄
五(

一
五
九
六)

年
の
項
に
は
、
三
名
の
公
卿
が
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
た
記
載
は
な
く
、
三
名
が
実
際
に

就
任
し
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
厳
格
に
清
浄
性
を
保
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
神
宮
伝
奏
の

人
事
が
円
滑
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
人
事
は
、
故
障
を
理
由
に
就
任
を
固
辞
し
て
い
た
親
綱
に
配
慮
し
て
、
三
名
に
交
代
で
そ
の
職
務
を
担
当
さ

せ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、『
孝
亮
宿
禰
記
』
寛
永
九(

一
六
三
二)

年
十
一
月
十
二
日
条
に
は

次
の
よ
う
に
み
え
る
。(

４
１)

 

 

寛
永
九
年
十
一
月
十
二
日
丙
午
、
依
使
者
、
參
姉
小
路
頭
中
將
、
被
命
云
、
神
宮
傳
奏
之
事
、
申
所
々
之
處
、
多
稱
所
勞 

 

之
由
、
干
今
御
請
申
人
無
之
、
依
之
、
所
令
延
引
也
、
猶
於
治
定
者
、
重
而
可
示
云
々
、
雖
一
日
傳
奏
無
之
條
、
神
慮
難 

 

量
者
也
、
十
九
日
癸
丑
、
神
宮
傳
奏
之
事
、
被
仰
出
中
山
中
納
言
元
親
卿
之
由
、
自
頭
中
將
有
示
、 
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
頭
中
将
姉
小
路
が
官
務
壬
生
孝
亮
に
対
し
て
、
複
数
の
公
卿
に
神
宮
伝
奏
就
任
を
要
請
し
て
い
る
が
、
多

く
の
公
卿
が
所
労
と
称
し
て
固
辞
し
、
引
き
受
け
る
公
卿
が
い
な
い
状
態
で
あ
り
、
補
任
が
延
引
し
て
い
る
。
さ
ら
に
明
正
天

皇
が
治
定
し
、
再
び
就
任
要
請
を
行
う
意
向
で
あ
る
。
一
日
と
い
え
ど
も
、
神
宮
伝
奏
が
い
な
い
状
態
に
つ
い
て
、
神
意
が
ど

う
で
あ
る
の
か
想
像
も
で
き
な
い
と
語
っ
て
お
り
、
先
述
し
た
文
禄
年
間
の
事
例
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
神
宮
伝
奏
人
事
の
困

難
さ
と
特
殊
性
が
わ
か
る
。 

本
節
で
は
、
最
初
に
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
神
宮
伝
奏
の
退
任
理
由
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。【
一
覧
】
の

九
五
、
三
条
公
富
は
『
忠
利
宿
祢
記 
十
四
』(

４
２)

明
暦
二(

一
六
五
六)

年
十
二
月
二
七
日
条
に
、「
頭
弁
被
命
云
、
神
宮

傳 

奏
三
条
右
大
将
公
富
卿
昨
日
任
内
大
臣
、
被
辞
傳 

奏
、」
と
あ
り
、
彼
の
神
宮
伝
奏
在
任
中
の
官
職
は
権
大
納
言
で
あ

る
が
、
同
二
六
日
に
内
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
神
宮
伝
奏
を
退
任
し
て
い
る
。 

 

【
一
覧
】
の
な
か
に
は
同
じ
例
が
他
に
六
例
あ
り
、
中
世
以
降
の
神
宮
伝
奏
、
神
宮
上
卿
は
内
大
臣
へ
の
任
命
が
内
定
す
る

と
、
そ
れ
を
辞
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
中
世
以
降
、
内
大
臣
は
神
宮
伝
奏
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
な
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
六
例
と
は
、
西
園
寺
実
益
・
西
園
寺
公
益
・
西
園
寺
致
季
・
花
山
院
家
厚
・
大
炊
御
門
家
信
・
広
幡
忠
礼
で

あ
る
が
、
す
べ
て
清
華
家
の
公
卿
で
あ
る
。
清
華
家
は
内
大
臣
へ
任
官
さ
れ
る
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

武
家
伝
奏
に
つ
い
て
も
平
井
誠
二
氏
は
近
く
大
臣
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
内
定
し
て
い
た
者
は
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
、『
宗
建
卿
記
』
享
保
十
九(

一
七
三
四)

年
十
一
月
条
に
み
え
る
「
花
山
院
右
大
将
儀
、
去
亥
年
被
仰
遣
通
、
伝
奏
役

儀
被
仰
付
度
被
思
召
候
得
共
、
近
年
之
内
、
任
槐
之
儀
可
有
御
沙
汰
候
得
者
、
役
儀
相
勤
候
間
茂
無
之
故
、
今
度
被
仰
付
間
敷

事
、
」
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
。(

４
３)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
両
者
を
兼
任
す
る
こ
と
が
時
間
的
に
不

可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、
瀬
戸
薫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
室
町
期
の
武
家
伝
奏
は
、
弁
官
系
の
中
流
実
務
廷
臣
を
輩
出
す
る
「
敷
奏
」

の
家
で
あ
っ
た
日
野
流
と
勧
修
寺
流
の
七
家
の
出
身
者
で
、
そ
の
約
八
割
を
占
め
て
お
り
、
参
議
以
上
権
大
納
言
ま
で
の
任
で

あ
っ
た
こ
と(

４
４)

な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
伝
奏
職
は
摂
家
・
大
臣
ク
ラ
ス
の
公
卿
が
勤
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
い

え
る
。 

神
宮
伝
奏
が
大
臣
を
兼
任
し
な
い
の
は
同
様
の
理
由
の
ほ
か
に
内
大
臣
、
左
右
大
臣
等
は
神
宮
禰
宜
の
位
階
申
請
や
大
宮
司

の
人
事
の
際
に
天
皇
か
ら
勅
問
を
う
け
、
神
宮
の
問
題
に
関
す
る
朝
廷
の
意
志
決
定
に
参
画
し
て
お
り
、
基
本
的
に
神
宮
の
こ

と
に
つ
い
て
奏
請
と
伝
宣
を
担
当
す
る
神
宮
伝
奏
と
の
兼
任
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

八
一
、
日
野
資
勝
は
『
孝
亮
宿
禰
記 

十
』(

４
５)

寛
永
五(

一
六
二
八)

年
十
二
月
二
五
日
条
に
「
神
宮
傳 

奏
日
野
大
納

言
依
所
労
辞
傳 

奏
云
々
、」
と
あ
り
、
病
気
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
。
ほ
か
に
同
じ
例
が
八
例
あ
る
。 

 

八
七
、
西
園
寺
実
晴
は
『
忠
利
宿
祢
記 

四
』
寛
永
十
七(

一
六
四
〇)

年
二
月
二
一
日
条
に
「
神
宮
傳
奏
西
園
寺
實
晴
卿
、

父
前
内
府
實
益
公
依
病
事
、(

中
略)

今
月
十
七
日
朝
前
内
府
實
益
薨
去
之
故
、
傳 

奏
辞
退
、
」
と
あ
り
、
父
の
死
去
に
よ
り

退
任
し
て
い
る
。
他
に
同
じ
く
親
族(

兄
・
叔
父
・
母
・
従
弟
・
祖
父)

の
死
去
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
例
が
十
三
例
あ
る
。 
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九
六
、
四
辻
公
理
は
『
忠
利
宿
祢
記 

十
五
』
明
暦
三(

一
六
五
七)

年
六
月
二
七
日
条
に
「
神
宮
傳 

奏
四
辻
大
納
言
公
理

卿
兄
弟
服
暇
出
来
、
仍
辞
傳 

奏
、」
と
あ
り
、
兄
弟
に
服
仮
が
で
き
た
こ
と
に
よ
り
退
任
し
た
例
が
一
例
あ
る
。 

 

九
八
、
日
野
弘
資
は
『
忠
利
宿
祢
記 

十
七
』
万
治
二(

一
六
五
九)

年
十
二
月
二
日
条
に
「
日
野
大
納
言
弘
資
卿
祖
母
依
病

事
、(

中
略)

今
日
被
辞 

神
宮
傳 

奏
云
々
、」
と
あ
り
、
祖
母
の
病
気
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
。
ほ
か
に
同
じ
く
親
族(

姑
・

父
・
妹)

の
病
気
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
例
が
三
例
あ
る
。 

 

九
九
、
柳
原
資
行
は
『
忠
利
宿
祢
記 

十
九
』
万
治
四(

一
六
六
一)

年
二
月
十
日
条
に
「
柳
原
大
納
言
家
疱
瘡
人
四
人
出
来
、

仍
去
四
日
被
辞 

神
宮
傳 

奏
、」
と
あ
り
、
家
人
の
病
気
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
。
ほ
か
に
同
じ
例
が
一
例
あ
る
。 

 

一
〇
五
、
今
出
川
公
規
は
『
重
房
宿
祢
記 

七
』
寛
文
六(

一
六
六
六)

年
五
月
十
三
日
条
に
「
神
宮
傳 

奏
今
出
川
大
納
言

依
有
故
障
子
細
、
辞
退
云
々
、」
と
あ
り
、
故
障
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
。
ほ
か
に
同
じ
例
が
二
例
あ
る
。 

 

一
〇
七
、
坊
城
俊
広
は
『
重
房
宿
祢
記 

十
三
』
寛
文
九(

一
六
六
九)

年
二
月
二
十
日
条
に
「
俊
広
卿
息
女
典
侍
依
御
産
事
、

被
辞
退
之
由
、」
と
あ
り
、
同
二
一
日
条
に
「
亜
相
報
答
云
、
去
十
七
日
神
宮
傳 

奏
辞
退
申
上
」
と
あ
り
、
娘
の
出
産
に
よ

り
退
任
し
て
い
る
。 

 

一
四
一
、
正
親
町
三
条
公
統
は
『
公
卿
補
任
』
正
徳
二(

一
七
一
二)
年
条
に
「
十
月
廿
四
日
止
神
宮
傳
奏(

内
依
触
穢
也)

、」

と
あ
り
、
触
穢
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
。 

 

一
九
八
、
三
条
実
起
は
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』(

４
６)

安
永
七(

一
七
七
八)

年
十
一
月
二
五
日
条
に
「
件
上
卿
三
条
大
納
言

実
起
卿
申
障
、」
と
あ
り
、
障
り
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
。 

 

以
上
か
ら
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
は
親
族
の
死
去
、
親
族
に
で
き
た
服
仮
、
本
人
、
親
族
、
家
人
の
病
気
、
娘
の
出
産
、
触

穢
の
際
は
辞
職
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
親
族
の
死
去
に
際
し
て
辞
職
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、『
令
義
解
』(

４
７)

「
仮
寧
令
第
廿
五
」
の
「
職
事
官
条
」
と
「
無
服
之
殤
条
」
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

凡
職
事
官
、
遭
父
母
喪
、
並
解
官
、(

中
略)

自
余
、(

中
略)

皆
給
假
、
夫
及
祖
父
母
、
養
父
母
、
外
祖
父
母
卅
日
、
三
月 

 
 

 
 

服
二
十
日
、
一
月
服
十
日
、
七
日
服
三
日
、 

 
 

凡
無
服
之
殤
、
謂
未
成
人
死
曰
殤
也
、
生
三
月
至
七
歳
、
本
服
三
月
、(

中
略)

給
假
三
日
、
一
月
服
、
二
日
、
七
日
服
一 

 
 

 
 

日
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
父
母
の
死
去
に
際
し
て
は
官
職
を
辞
し
、
そ
の
他
の
親
族
の
場
合
は
、
一
定
期
間
、
出
仕
を
控
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
に
お
い
て
も
、
こ
の
規
定
は
一
部
機
能
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
百
九
十
、
久
我

信
通
の
退
任
理
由
を
み
る
と
、『
公
卿
補
任
』
明
和
八(

一
七
七
一)

年
条
に
よ
れ
ば
、
九
月
二
七
日
に
久
我
が
実
父
の
死
去
に

よ
っ
て
服
解
、
す
な
わ
ち
実
父
の
喪
に
服
す
る
た
め
に
一
時
権
大
納
言
の
職
を
解
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
さ
ら
に
同

日
に
神
宮
上
卿
を
辞
職
し
て
い
る
こ
と
か
ら
実
父
の
死
去
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、
九
七
、
久
我
広
通
の
退
任
理
由
を
み
る
と
、『
忠
利
宿
祢
記
』
明
暦
四(

一
六
五
八)

年
二
月
三
日
条
に
よ
れ
ば
、「
三

日
七
日
服
假
、
従
弟
云
々
出
来
」
に
よ
り
辞
職
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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「
三
日
七
日
服
假
」
と
は
『
令
義
解
』「
喪
葬
令
第
廿
六
」
の
な
か
で
服
喪
期
間
を
規
定
し
た
「
服
忌
条
」
に
「
従
父
兄
弟 

姉
妹
、
兄
弟
子
、
七
日
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
場
合
、
従
弟
の
服
假
の
こ
と
で
あ
り
、
前
掲
の
「
假
寧
令
」
の
規
定
に

よ
れ
ば
、
三
日
間
の
休
暇
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
神
宮
上
卿
が
親
族
の
死
去
に
際
し
て
退
任
す
る
理
由
は
、
令
の
規
定
が
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
慣
例
と
し
て
定

着
し
て
い
た
こ
と
だ
と
も
考
え
る
が
、
た
と
え
ば
先
述
し
た
、
久
我
信
通
は
『
公
卿
補
任
』
の
同
条
に
「
十
二
月
二
日
、
除
服

出
仕
復
任
、」
と
あ
り
、
喪
が
あ
け
て
出
仕
し
、
権
大
納
言
に
復
し
て
い
る
。 

 

こ
の
ほ
か
に
も
『
公
卿
補
任
』
に
は
神
宮
上
卿
が
父
母
の
死
去
に
よ
り
辞
職
し
、
官
職
を
解
服
さ
れ
る
記
事
が
六
つ
み
え
る

が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
除
服
出
仕
し
、
元
の
官
職
に
復
任
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
神
宮
上
卿
に
復
職
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。 

 

さ
ら
に
他
の
職
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
重
房
宿
祢
記
』
寛
文
五(

一
六
六
五)

年
六
月
九
日
条
に
は
当
時
の
大
外
記 

中
原
師
定
の
重
服
に
際
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

同
九
日
、
重
軽
服
中
神
事
申
沙
汰
事
、
局
務
師
定
重
服
、
今
度
、
石
清
水
假
殿
日
時
定
申
沙
汰
之
事
可
在
如
何
之
由
、
就 

 
 

密
談
、
先
規
在
之
哉
相
勘
、
可
令
啓
之
由
申
了
、
今
日
勘
得
、
達
師
定
朝
臣
、
師
定
云
、
如
斯
之
例
於
在
之
者
、
此
例
摂

政
殿
令
持
参
、
得
御
意
給
者
、
可
為
本
望
之
由
、
就
被
命
、
令
持
参
、
申
云
、
師
定
雖
為
三
十
箇
日
穢
中
、
重
服
之
中
、 

 
 

神
事
申
沙
汰
例
如
此
之
間
、
被
仰
出
者
、
師
定
、
予
一
同
可
被
参
之
由
令
言
上
、
則
召
御
前
、
此
例
被
覧
、
為
最
之
間
、 

 
 

奉
行
左
少
弁
方
長
被
召
遣
、
被
仰
付
了
、
予
向
師
定
亭
、
右
之
趣
申
達
、
唯
今
、
従
方
長
可
令
下
知
之
由
、
以
使
申
給
云
々
、 

 
 

師
定
云
、
偏
依
引
級
、
大
慶
之
由
被
謝
詞
了
、 

 
 

晴
冨
宿
禰
口
傳
記
抄
之
、 

 
 
 

重
服
中
神
事
申
沙
汰
事
、 

 
 

貞
治
五
年
八
月
放
生
会
事
、
被
仰
下
如
例
、(

中
略)

永
享
七
年
諸
社
祭
以
下
事
毎
事
申
沙
汰
之
、
神
宮
事
挙 
奏
勿
論 

 
 

也
、
如
斯
例
進
鷹
司
摂
政
殿
、
又
達
于
大
外
記
師
定
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
重
服
中
の
師
定
が
石
清
水
八
幡
宮
の
仮
殿
遷
宮
日
時
定
神
事
を
担
当
し
て
も
よ
い
の
か
、
当
時
の
左
大
史

壬
生
重
房
と
相
談
し
、
重
房
は
中
世
に
お
い
て
重
服
中
の
左
大
史
が
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
神
事
を
担
当
し
た
例
を
調
べ
て
、
当

時
の
摂
政
鷹
司
房
輔
の
閲
覧
に
供
し
た
と
こ
ろ
、
鷹
司
は
中
原
が
こ
の
神
事
を
担
当
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
よ
り
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
服
喪
中
の
者
が
神
社
に
関
す
る
公
事
に
携
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も

一
般
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
例
の
有
無
に
よ
り
、
そ
の
都
度
、
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
『
重
房
宿
禰
記
』
寛
文
八(

一
六
六
八)

年
十
一
月
三
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

今
日
、
以
使
、
令
申
祭
主
景
忠
朝
臣
、
前
日
、
重
房
軽
服
之
内
、
従 

神
宮
申
上
叙
爵
已
下
取
次
之
事
、
往
古
之
例
引
勘 

 
 

之
所
、
不
及
其
沙
汰
、
重
服
之
時
、
令
申
沙
汰
、
況
軽
服
之
時
、
不
及
其
沙
汰
之
由 

神
宮
傳 

奏
坊
城
大
納
言
俊
廣
卿 

 
 

申
入
、
為
最
之
由
、
近
年
、
神
事
甚
也
、
上
古
臨
其
儀
、
為
潔
斎
之
沙
汰
也
、
官
・
祭
主
者
為
譜
代
職
被
申
沙
汰
之
間
、 
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不
可
及
其
儀
之
由
被
仰
、
晴
富
宿
禰
記
、
官
務
重
軽
服
之
時
、
神
宮
之
事
令
申
沙
汰
之
由
被
記
置
、
尤
不
可
及
疑
殆
者
也
、 

 
 

然
故
、
今
日
、
叙
爵
已
下
取
次
之
事
可
被
相
触
之
由
申
入
、
得
其
意
之
由
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
軽
服
中
の
左
大
史
壬
生
重
房
が
伊
勢
神
宮
か
ら
申
請
さ
れ
た
神
宮
権
祢
宜
へ
の
叙
爵
の
こ
と
な
ど
の
取
り

次
ぎ
を
控
え
る
べ
き
か
ど
う
か
先
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
先
例
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
重
服
の
と
き
で
さ
え
神

宮
に
関
す
る
政
務
を
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
軽
服
の
と
き
に
控
え
る
必
要
は
な
い
と
、
百
七
、
神
宮
伝
奏
坊
城
俊

広
へ
申
し
入
れ
た
。 

 

坊
城
は
そ
の
申
し
入
れ
は
も
っ
と
も
で
あ
り
、
近
年
、
神
事
は
度
を
過
ぎ
て
い
る
。
上
古
は
神
事
に
臨
む
際
は
潔
斎
し
て
い

た
が
、
官
務
と
祭
主
は
譜
代
の
職
と
し
て
神
宮
に
関
す
る
政
務
を
行
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
必
要
は
な
い
と
述
べ
た
。 

壬
生
は
『
晴
富
宿
祢
記
』
に
官
務
は
重
服
の
と
き
で
も
神
宮
に
関
す
る
政
務
を
行
う
と
記
さ
れ
て
お
り
、
全
く
心
配
す
る
必

要
は
な
い
。
だ
か
ら
、
今
日
、
壬
生
が
神
宮
権
祢
宜
へ
の
叙
爵
の
こ
と
な
ど
を
取
り
次
ぐ
こ
と
を
通
達
さ
れ
る
よ
う
に
申
し
入

れ
た
。
坊
城
は
了
承
し
た
と
述
べ
た
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
服
喪
中
の
者
で
あ
っ
て
も
譜
代
の
職
と
し
て
そ
れ
を
担
当
す
る
場
合
は
神
社
に
関

す
る
公
事
を
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
譜
代
の
職
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
政
務

を
他
の
者
が
代
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

賀
茂
伝
奏
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
賀
茂
伝
奏
記
』(

４
８)

寛
政
八(

一
七
九
六)

年
七
月
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に

み
え
る
。 

 
 

七
日
、
蔵
人
右
中
辨
頼
壽
書
状
到
来
、 

 
 
 

可
令
賀
茂
下
上
社
傳
奏
給
被 

 
 
 

仰
下
候
、
仍
先
内
々
申
入
候
也
、
頼
壽
謹
言
、 

 
 
 
 
 

七
月
七
日 

 
 
 
 

頼
壽 

 
 
 
 

按
察
中
納
言
殿 

 
 
 

可
令
賀
茂
下
上
社
傳
奏
之
旨
、
勤
奉
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 

七
月
七
日 

 
 
 
 

俊
親 

 
 

予
曰
、
未
労
事
篭
居
之
間
、
可
辞
申
之
思
、
雖
有
之
、
有
内
々
奉
書
子
細
、
亦
所
労
非
難
相
扶
之
間
、
申
領
承
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
坊
城
俊
親
が
蔵
人
右
中
弁
葉
室
頼
寿
か
ら
光
格
天
皇
が
賀
茂
伝
奏
を
勤
め
る
よ
う
に
命
じ
た
と
の
奉
書
を

受
け
取
り
、
坊
城
は
そ
の
こ
と
を
承
諾
す
る
書
状
を
葉
室
に
出
し
た
。 

坊
城
は
病
気
の
た
め
に
家
に
閉
じ
籠
も
っ
て
お
り
、
辞
退
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
内
々
の
奉
書
と
い
う
こ
と
は
事
情
も

あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
葉
室
か
ら
病
気
も
難
点
で
は
な
く
、
支
え
助
け
る
と
の
話
も
あ
っ
た
の
で
、
承
諾
し
た
と
記
し
て
い

る
。
さ
ら
に
同
条
に
は
、
こ
の
後
、
前
任
の
中
山
忠
尹
に
つ
い
て
「
無
服
殤
」
に
よ
っ
て
辞
退
し
た
と
の
記
述
が
み
え
る
。 

 

前
掲
の
『
令
義
解
』「
假
寧
令
」「
無
服
之
殤
条
」
に
よ
れ
ば
、
未
だ
に
成
人
し
て
い
な
い
者
の
死
を
殤
と
い
う
と
し
、
生
後
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三
ヶ
月
か
ら
七
歳
ま
で
の
者
の
こ
と
で
あ
り
、
嫡
子
、
衆
子
、
嫡
孫
、
衆
孫
、
兄
弟
の
子
の
死
去
に
際
し
て
一
定
期
間
休
暇
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
賀
茂
伝
奏
も
神
宮
伝
奏
と
同
様
に
神
事
を
担
当
す
る
神
社
伝
奏
と
し
て
親
族
の
死
去
に
際
し
て
辞
職
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
特
定
の
家
が
家
職
と
し
て
担
っ
て
い
る
場
合
に
は
交
替
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
が
、
両

者
と
も
家
職
化
し
て
お
ら
ず
、
交
替
す
る
公
卿
が
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
厳
格
な
禁
忌
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

し
か
し
賀
茂
伝
奏
の
場
合
は
任
命
さ
れ
る
際
に
病
気
が
問
題
と
さ
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
神
宮
伝
奏
ほ
ど
厳
格
な
禁
忌

は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
以
上
か
ら
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
が
親
族
の
死
去
に
際
し
て
必
ず
退
任
し
、
親
族
に
発
生
し
た
服
仮
、 

本
人
、
親
族
、
家
人
の
病
気
、
娘
の
出
産
の
際
も
退
任
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
職
の
性
格
に
関
わ
る
特
殊
な
理
由
に
よ
る
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。 

 

二
百
、
正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
安
永
七(
一
七
七
八)

年
十
一
月
二
八
日
条
に
は
、
百
九
五
、
中
山
愛
親
が
在

任
中
に
定
め
た
「
神
宮
定
条
々
」
と
い
う
神
宮
上
卿
在
任
中
の
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

三
條
大
納
言
實
起
卿
、
今
年
上
卿
之
間
、
條
々
相
尋
、
注
左
、 

 
 
 
 

神
宮
定
條
々 

 
 

一
、
常
々
、
別
火
之
間
、
雑
火
不
混
乱
事
、 

 
 

一
、
重
軽
服
者
、
常
々
不
可
参
入
事
、 

 
 

一
、
滅
在
所
僧
尼
不
可
参
入
事
、 

 
 

一
、
社
僧
之
類
并
俗
法
躰
之
者
、
常
々
出
入
無
憚
、
但
神
事
之
時
、
可
憚
事
、 

 
 

一
、
神
事
之
時
、
物
音
可
為
停
止
事
、 

 
 

一
、
吊
死
葬
礼
之
場
出
、
廟
参
、
或
寺
参
、
荒
忌
之
者
同
座
、
并
産
穢
等
者
於
他
所
致
沐
浴
、
可
出
仕
、
若
當
神
事
時
、 

 
 
 
 

解
斎
後
、
可
出
仕
、
尤
於
前
不
可
致
其
沙
汰
、
但
数
日
神
事
時
、
三
ケ
日
過
致
沐
浴
、
可
遂
出
仕
事
、 

 
 

一
、
斎
・
非
時
・
仏
供
等
可
為
停
止
事
、 

 
 

一
、
父
母
忌
日
不
可
出
仕
事
、 

 
 

一
、
神
事
之
時
、
家
中
之
輩
不
可
灸
治
、
常
々
者
不
苦
、
但
三
カ
所
以
上
者
、
懸
湯
之
上
、
入
居
間
、
無
憚
事
、 

 
 

一
、
女
房
月
障
七
ケ
日
之
間
、
不
可
入
居
間
事
、 

 
 
 
 
 
 

文
書
沙
汰
之
日
、
密
避
僧
尼
、
重
軽
服
者
、
女
抱
、
月
障
、
自
前
日
神
斎
、
灸
治
、
産
事
、
別
火
、 

 
 

(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
神
宮
上
卿
在
任
中
は
常
々
別
火
を
用
い
、
雑
火
を
混
じ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
場
合
、
別
火
を
用
い
る
と
は
神
事
を
行
う
者
が
他
の
穢
れ
を
忌
ん
で
煮
炊
き
す
る
火
を
別
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
神
宮
上
卿
が
神
事
を
行
う
職
で
あ
り
、
神
職
的
な
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
段
の
部
分

で
は
神
宮
か
ら
来
た
文
書
を
評
定
す
る
日
に
避
け
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
前
日
よ
り
神
斎
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
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と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

つ
ま
り
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
か
ら
来
た
文
書
を
評
定
す
る
こ
と
自
体
が
一
種
の
神
事
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
も
つ
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
性
格
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
人
事
が
円
滑
に
進
ま
な
い
状

態
や
厳
格
な
禁
忌
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。 

そ
れ
で
は
、
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
と
退
任
は
如
何
に
行
わ
れ
た
の
か
。
二
三
四
、
広
幡
忠
礼
の
神
宮
上
卿
退
任
に

つ
い
て
当
時
の
神
宮
奉
行
柳
原
光
愛
の
『
神
宮
雑
誌
』(

４
９)

嘉
永
六(

一
八
五
三)

年
二
月
二
十
日
条
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

二
十
日 

 
 

一
、
神
宮
上
卿
源
中
納
言
以
折
紙
被
示
云
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

忠
禮 

 
 
 
 
 
 

辞
神
宮
上
卿
之
事
、 

 
 
 

別
段
、
以
書
状
、
実
妹
紀
州
故
大
納
言
室
所
労
不
相
勝
之
間
、
称
所
労
、
辞
申
度
旨
被
示
、 

 
 

(

中
略) 

 
 

一
、
参
殿
下
、
申
次
吉
順
、
折
紙
内
覧
、
所
労
言
上
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
中
納
言 

 
 
 
 
 

辞 

神
宮
上
卿
之
事
、 

 
 
 

右
一
紙
、
有
職
事
附
御
命
、
可
奏
被
命
之
事 

 
 

一
、
参
内
、
謁
議
奏
三
条
中
納
言
、
奏
之
、
小
時
、
同
卿
傳 

宣
、
辞
退
被 

聞
食
云
々
、 

 
 

一
、
以
内
状
触
之
、 

令
辞 

神
宮
申
沙
汰
給
之
事
、 

 
 
 
 
 

被
聞
食
候
、
仍
早
々
申
入
候
也
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
月
二
十
日 

光
愛 

 
 
 
 
 
 
 
 

源
中
納
言 

 
 

一
、
剪
紙
分
配
、
殿
下
・
武
傳
代
回
覧
、 

 
 
 
 

嘉
永
六
年
二
月
二
十
日 

宣
旨 

 
 
 
 
 

忠
禮
卿 

 
 
 
 
 
 

辞 

神
宮
上
卿 

 
 
 
 
 
 
 

職
事
光
愛 

 
 

一
、
祭
主
、
四
折
一
封 

 
 
 
 
 
 

忠
禮
卿 

 
 
 
 
 
 
 

辞 

神
宮
上
卿
之
事
、
今
日 
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被
聞
食
候
、
仍
為
御
心
得
申
入
候
也
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
月
二
十
日
、
光
愛 

 
 
 
 
 
 
 

祭
主
三
位
殿 

 
 

一
、
招
官
務
、
代
石
井
監
物
来
、
於
非
蔵
人
口
面
会
、
同
上
以
演
説
仰
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
同
年
二
月
二
十
日
に
広
幡
が
紀
州
故
大
納
言
の
正
室
で
あ
る
実
妹
の
病
気
を
理
由
に
神
宮
上
卿
を
辞
し
た

い
と
の
意
向
を
柳
原
に
折
紙
で
伝
え
、
柳
原
は
関
白
鷹
司
政
通
を
訪
れ
、
そ
の
折
紙
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、
病
気
の
こ
と
を
言

上
し
た
。 

 

鷹
司
は
こ
の
こ
と
を
孝
明
天
皇
に
奏
聞
す
る
よ
う
に
命
じ
、
柳
原
は
参
内
し
て
議
奏
正
親
町
三
条
実
愛
に
謁
し
、
正
親
町
三

条
を
通
じ
て
こ
の
こ
と
を
奏
聞
し
た
。
正
親
町
三
条
は
天
皇
が
こ
の
こ
と
を
許
可
し
た
と
伝
宣
し
た
。 

 

柳
原
は
内
状
を
広
幡
に
出
し
、
こ
の
こ
と
を
伝
え
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
内
状
を
分
配
し
、
関
白
と
武
家
伝
奏
が
そ
れ
を
回
覧

し
た
。
同
日
、
柳
原
に
よ
っ
て
広
幡
が
神
宮
上
卿
を
辞
退
し
た
と
の
宣
旨
が
出
さ
れ
た
。
柳
原
は
こ
の
こ
と
を
祭
主
と
官
務
代

に
伝
え
た
。
そ
し
て
同
二
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

一
、
応
召
、
参 

内
、
橋
本
前
大
納
言
傳 

宣 

神
宮
上
卿
三
条
新
中
納
言
被 

仰
下
云
々
、 

 
 

一
、
告
上
卿
宿
帋
、 

 
 
 
 
 

神
宮
之
事
、
可
令
傳 

 
 
 
 
 

奏
給
者
、
依 

 
 
 
 
 

天
気
上
啓
、
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
月
廿
一
日
、
左
中
弁
光
愛 

 
 
 
 
 

謹
上
、
三
条
新
中
納
言
殿 

 
 
 
 

別
段
、
以
書
状
、
御
用
筥
鍵
送
之
、 

 
 

以
上
、
以
使
送
之
、
更
受
文
到
来
、 

 
 

(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
二
一
日
、
二
三
五
、
三
条
公
睦
が
新
た
に
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
柳
原
が
参

内
す
る
と
、
議
奏
橋
本
実
久
が
、
天
皇
は
三
条
を
神
宮
上
卿
に
指
名
し
た
と
伝
宣
し
、
柳
原
が
三
条
に
「
告
上
卿
宿
紙
」
で
そ

の
旨
を
伝
え
、
三
条
は
受
諾
す
る
旨
の
書
状
を
柳
原
に
出
し
た
。 

 

こ
の
「
告
上
卿
宿
紙
」
に
は
三
条
に
神
宮
の
こ
と
を
伝
奏
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
天
皇
の
命
令
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
節 

に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
当
時
、
神
宮
上
卿
が
伝
奏
の
機
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。 

 

以
下
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
柳
原
は
こ
の
こ
と
を
橋
本
に
伝
え
、
さ
ら
に
、
こ
の
三
条
の
書
状
を
分
配
し
た
。
同
日
、
柳
原
は

三
条
を
神
宮
上
卿
に
為
す
と
の
宣
旨
を
出
し
、
こ
の
こ
と
を
祭
主
と
官
務
代
に
伝
え
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
と
退
任
は
宣
旨
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
補
任
の
場
合
、
ま
ず
天
皇
の
指
名
が
あ
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り
、
そ
れ
を
伝
宣
さ
れ
た
神
宮
奉
行
が
当
人
に
伝
え
、
当
人
が
そ
れ
を
受
諾
し
た
と
の
書
状
を
神
宮
奉
行
に
出
し
、
こ
れ
を
う

け
て
神
宮
奉
行
に
よ
り
補
任
の
宣
旨
が
出
さ
れ
た
。 

 

退
任
の
場
合
は
当
人
が
辞
退
の
意
向
を
神
宮
奉
行
に
折
紙
で
伝
え
、
神
宮
奉
行
は
関
白
に
そ
の
折
紙
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、

天
皇
に
奏
聞
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
と
、
天
皇
に
そ
の
旨
を
奏
聞
し
、
天
皇
が
許
可
し
た
と
の
伝
宣
を
得
る
と
、
当
人
に
そ

の
旨
を
書
状
で
伝
え
、
退
任
の
宣
旨
が
出
さ
れ
た
。 

 

二
二
九
、
徳
大
寺
公
純
は
弘
化
四(

一
八
四
七)

年
六
月
四
日
、
嘉
永
元(

一
八
四
八)

年
六
月
一
日
、
同
二
年
八
月
十
二
日
、

安
政
二(

一
八
五
五)

年
十
一
月
五
日
、
同
三
年
七
月
二
五
日
、
文
久
元(

一
八
六
六)

年
六
月
十
五
日
の
六
度
も
神
宮
上
卿
に
補

任
さ
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
四
度
、
補
任
さ
れ
て
い
る
例
が
六
例
、
三
度
、
補
任
さ
れ
て
い
る
例
が
七
例
、
二
度
、
補 

任
さ
れ
て
い
る
例
が
二
四
例
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
数
度
に
わ
た
り
補
任
さ
れ
た
者
が
数
多
く
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
は

服
喪
や
病
気
の
際
に
は
す
ぐ
に
退
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
果
と
し
て
同
一
人
物
が
退
任
と
再
任
を
繰
り
返
す
こ
と
や
、
在

任
期
間
が
短
く
、
頻
繁
に
交
替
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

第
五
節 

神
宮
伝
奏
制
度
の
廃
絶 

 

最
後
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
は
、
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
二
月
五
日
に
補
任
さ
れ
、
同
四
月
二
一
日
に
退
任
し
た
、
二
四
九
、

正
親
町
実
徳
で
あ
る
。
そ
の
退
任
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。
当
時
の
状
況
を
概
観
す
る
と
、
同
三
年
十
二
月
九

日
、
王
政
復
古
の
宣
言
、
同
四
年
二
月
三
日
、
三
職
八
局
の
制
定
、
三
月
十
四
日
、
五
箇
条
の
御
誓
文
の
発
布
と
い
う
よ
う
に

新
し
い
政
治
体
制
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
た
。 

 

羽
賀
祥
二
「
明
治
神
祇
官
制
の
成
立
と
国
家
祭
祀
の
再
編(

上)

」
は
、
神
宮
上
卿
制
度
廃
絶
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、
次
の

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

「
明
治
新
政
府
が
出
し
た
、
神
職
・
神
社
支
配
に
関
す
る
最
初
の
法
令
は
、
明
治
元
年(

一
八
六
八)

三
月
十
三
日
の
神
祇
官

再
興
の
布
告
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
令
は
、
神
祇
官
が
い
ま
だ
設
置
さ
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
全
国
の
神
職
・
神
社
を
同

官
の
付
属
と
し
て
い
る
点
で
完
全
な
欠
陥
法
令
で
は
あ
る
が
、
三
月
十
八
日
に
は
神
祇
事
務
局
の
付
属
と
す
る
旨
修
正
さ
れ
て
、

こ
れ
に
よ
り
白
川
・
吉
田
両
家
の
神
職
・
神
社
支
配
お
よ
び
親
王
家
・
上
級
公
卿
の
執
奏
支
配
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

こ
の
法
令
で
は
、
全
国
の
神
職
・
神
社
は
す
べ
て
神
祇
事
務
局
の
管
下
に
お
か
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
近
世
朝
廷
の
「
公
」 

的
な
神
社
執
奏
の
官
職
で
あ
っ
た
、
神
宮
上
卿
・
賀
茂
伝
奏
・
石
清
水
八
幡
宮
南
曹
弁
は
、
三
月
十
八
日
に
是
迄
通
り
と
布
告

さ
れ
、
当
面
は
「
私
」
的
な
執
奏
支
配
の
廃
止
が
行
わ
れ
た
。」(

５
０) 

 

「
明
治
元
年(

一
八
六
八)

閏
四
月
二
一
日
、
神
祇
官
の
権
威
確
立
の
た
め
不
可
欠
で
あ
っ
た
、
神
宮
上
卿
・
賀
茂
社
伝
奏
・

奉
行
・
石
清
水
社
南
曹
弁
・
御
祈
奉
行
が
廃
止
さ
れ
て
、
神
社
行
政
の
統
一
的
実
施
の
た
め
の
制
度
的
条
件
が
整
っ
た
。」(

５
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１)
以
上
を
踏
ま
え
、
あ
ら
た
め
て
史
料
に
基
づ
い
て
神
宮
伝
奏
制
度
の
廃
絶
に
至
る
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。
『
太
政
類
典
』

(

５
２)
同
三
月
十
九
日
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

元
年
三
月
十
九
日 

 
 

諸
家
ニ
於
テ
神
社
執
奏
ヲ
止
メ
、
自
今
神
祇
事
務
局
ニ
於
テ
管
轄
處
理
ス
、
但
神
宮
及
加
茂
傳
奏
ハ
旧
ニ
仍
ラ
シ
ム
、 

 
 
 
 

○
布
告
書
ア
リ 

官
規
受
付
申
ニ
載
ス
達 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
宮
上
卿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

辨 

 
 
 

此
度
、
大
小
之
神
祇
、
神
祇
局
ニ
於
テ
取
扱
被
仰
出
候
共
、
伊
勢
両
宮
之
儀
、
勅
祭
并
恒
例
奏
聞
之
廉
、
是
迄
之
通
、 

 
 
 

取
計
置
、
神
祇
局
へ
可
致
傳
達
、
其
餘
之
儀
ハ
悉
皆
神
祇
局
引
受
被
仰
出
候
、
此
段
相
心
得
可
申
事
元
年
四
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春
日
氏
長
者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
曹
辨 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
政
府
は
太
政
官
布
告
を
出
し
て
、
諸
家
が
神
社
に
つ
い
て
執
奏
す
る
こ
と
を
停
止
し
、
今
後
は
神
祇
事

務
局
に
て
管
轄
・
処
理
す
る
こ
と
、
但
し
神
宮
上
卿
と
賀
茂
伝
奏
は
、
旧
来
の
通
り
で
よ
い
こ
と
を
命
じ
た
。 

さ
ら
に
、
四
月
二
五
日
に
は
、
大
小
の
神
祇
は
、
神
祇
局
に
お
い
て
取
り
扱
う
が
、
伊
勢
両
宮
の
こ
と
は
、
勅
祭
と
恒
例
の

奏
聞
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
通
り
に
取
り
計
ら
っ
た
上
で
、
神
祇
局
へ
伝
達
す
る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
ら
以
外
の
神
社
の
こ

と
は
、
す
べ
て
神
祇
局
が
引
き
受
け
る
こ
と
を
通
達
し
た
。 

ま
た
、『
公
卿
補
任
』(

５
３)

の
同
年
の
項
に
は
、「
四
月(

中
略)

廿
一
日
、
蔵
人
所
、
神
宮
上
卿
、
辨
、
賀
茂
下
上
傳
奏
、

奉
行
、
御
祈
奉
行
等
被
廃
之
、」
と
あ
り
、
蔵
人
所
、
神
宮
上
卿
、
弁
、
賀
茂
下
上
伝
奏
、
奉
行
、
御
祈
奉
行
も
慶
応
四
年
四

月
二
一
日
を
も
っ
て
廃
絶
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
世
に
お
い
て
神
宮
や
賀
茂
社
に
つ
い
て
の
祭
祀
や
奏
聞
が
、
そ
の
他
の
神
社
の
も
の
と
は
、
別
格
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
明
治
新
体
制
へ
の
移
行
に
際
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
担
っ
た
神

宮
上
卿
や
賀
茂
伝
奏
は
、
そ
れ
ら
以
外
の
神
社
執
奏
家
と
は
、
一
時
的
に
せ
よ
異
な
る
扱
い
を
受
け
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

神
宮
伝
奏
制
度
の
淵
源
は
、
平
安
末
期
の
康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
に
神
宮
上
卿
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
以
降
、
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
に
廃
絶
さ
れ
る
ま
で
、
約
七
六
九
年
間
に
わ
た
り
、
延
べ
二
四
九
人
の
公
卿
が
神
宮

伝
奏
・
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
。 
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鎌
倉
期
に
お
け
る
伝
奏
制
度
の
発
達
に
伴
い
、
弘
安
二(

一
二
七
九)

年
に
は
、
初
め
て
神
宮
伝
奏
の
活
動
が
行
わ
れ
た
が
、 

こ
の
時
期
ま
で
は
、
神
宮
上
卿
の
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。。 

鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
う
ち
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前
者
が
延
べ
十
六
人
、
後
者
が
一
人
で
あ
っ

た
。
そ
の
官
職
の
内
訳
は
、
前
者
は
、
左
大
臣
が
一
人
、
右
大
臣
が
一
人
、
内
大
臣
が
三
人
、
大
納
言
が
三
人
、
権
大
納
言
が

八
人
で
あ
り
、
後
者
は
、
参
議
が
一
人
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
は
大
臣
ク
ラ
ス
が
五
人
と
約
四
割
に
な
り
、
平
安
末
期
と
比
較
す
る
と
低
下
し
て
い
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
そ
の
か
わ
り
に
権
大
納
言
が
大
幅
に
増
加
し
て
五
割
を
占
め
て
お
り
、
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
位
置
づ
け

の
低
下
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。 

 

神
宮
上
卿
就
任
者
の
顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、
平
安
末
期
に
お
け
る
就
任
者
の
親
族
お
よ
び
子
孫
が
十
六
人
中
十
三
人
を
占
め
る
。 

特
に
先
述
し
た
久
我
家
を
は
じ
め
と
し
て
大
炊
御
門
家
、
九
条
家
の
三
家
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
初
頭
に
お
い
て
神
宮
上

卿
を
家
職
と
し
て
勤
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
人
数
で
み
る
と
、
神
宮
上
卿
は
、
摂
家
が
四
人
、
清
華
家
が
八
人
、
羽
林
家
が
一

人
、
名
家
が
一
人
で
あ
る
。
摂
家
と
清
華
家
で
約
八
割
を
占
め
て
お
り
、
平
安
末
期
と
比
較
す
る
と
、
官
職
の
レ
ベ
ル
は
低
下

し
た
が
、
特
定
の
摂
家
、
清
華
家
が
家
職
的
に
勤
め
る
傾
向
が
引
き
続
き
顕
著
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
初
め
て
神
宮
伝
奏
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
四
十
、
吉
田
経
長
が
そ
れ
で
あ

る
。
参
議
で
且
つ
名
家
の
出
身
で
あ
り
、
成
立
時
に
お
け
る
同
職
と
神
宮
上
卿
を
比
較
す
る
と
官
職
、
家
格
と
も
に
低
い
こ
と

が
わ
か
る
。
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
あ
り
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
責
任
者
は
主
と
し
て

神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

室
町
期
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
官
職
の
内
訳
を
み
る
と
、
神
宮
伝
奏
は
、
約
八
割
が
権
大
納
言
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
神
宮
上
卿
に
大
臣
ク
ラ
ス
が
皆
無
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
み
る
と
、
神
宮
伝
奏
の
七
割
が
名
家
出
身
の
公
卿
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
一
方
、
鎌
倉
期
と
比
較
す
る
と
、
神
宮
上
卿
は
、
摂
家
が
皆
無
と
な
り
、
清
華
家
が
大
幅
に
減
少
し
た
。
す
な
わ
ち
神
宮

行
政
を
担
当
す
る
公
卿
の
家
が
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
と
比
較
す
る
と
、
室
町
期
に
お
い
て
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
み
る
と
、
羽
林
家
で
は
正
親
町
家
な
ど
、
名
家
で
は
、
日
野
家
、
葉
室
家
、
坊
城
家
、
清
閑
寺
家
の
公
卿
が
神
宮
伝

奏
に
補
任
さ
れ
た
。 

以
上
の
背
景
に
は
、
第
一
部
第
二
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
が
併
置
さ
れ

て
い
た
が
、
神
宮
伝
奏
の
活
動
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
が
神
宮
上
卿
の
機
能
を
吸
収
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
初
代
の
神
宮
伝
奏
吉
田
経
長
が
参
議
且
つ
名
家
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
伝
奏
職
を
大
臣
ク

ラ
ス
や
摂
家
出
身
の
公
卿
が
勤
め
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
安
六(

一
四
四
九)

年
に
正
親
町
持
季
が
神
宮
上

卿
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
そ
の
活
動
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。 
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戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
の
顔
ぶ
れ
と
特
徴
を
み
る
と
、
柳
原
家
は
、
資
広
以
降
、
三
条
西
家
は
、
実
隆
以
降
、
戦

国
織
豊
期
の
神
宮
行
政
を
担
う
主
要
な
公
家
の
家
々
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
六
、
柳
原
資
綱
が
約

三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
勤
め
た
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ら
の
公
家
た
ち
の
在
任
期
間
が
長
年
月
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ

き
で
あ
り
、
平
安
末
期
の
神
宮
上
卿
が
穢
れ
の
た
め
に
頻
繁
に
交
代
し
て
い
た
こ
と
比
較
す
る
と
大
き
な
変
化
で
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
と
し
て
、
公
卿
の
な
か
で
神
宮
伝
奏
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
人
物
が
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
人

材
が
払
底
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
触
穢
を
理
由
に
し
て
一
々
交
代
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
る
。 

江
戸
時
代
中
期
の
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
以
降
、『
公
卿
補
任
』
の
表
記
が
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
に
変
更
さ
れ
、

慶
応
四(

一
八
六
八)

年
に
廃
絶
さ
れ
る
ま
で
同
様
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
関
白
近
衛
家
久
の

意
向
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
意
向
は
、
神
宮
伝
奏
か
ら
、
平
安
末
期
の
神
宮
上
卿
へ
の
復
古
を
目
指

す
も
の
で
あ
っ
た
。 

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
注
目
す
べ
き
こ

と
は
、
近
世
後
期
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
位
置
付
け
の
変
化
で
あ
る
。
と
く
に
安
永
八(

一
七
七
九)

年
の
光
格
天
皇
即

位
以
降
、
就
任
者
に
占
め
る
清
華
家
公
卿
の
割
合
が
増
加
し
、
神
宮
上
卿
職
を
清
華
家
と
特
定
の
羽
林
家
公
卿
が
独
占
し
、
同

職
の
家
職
化
が
進
ん
だ
。
ま
た
就
任
者
に
占
め
る
議
奏
就
任
者
の
割
合
も
増
加
し
た
。 

 

清
華
家
公
卿
の
割
合
増
加
に
つ
い
て
は
、『
難
波
宗
建
記
』
に
、「
称
伝
奏
之
時
者
、
不
限
華
族
之
人
、
与
賀
茂
伝
奏
無
差
別
、 

於
称
上
卿
者
英
雄
外
者
如
何
、
故
近
代
多
如
此
、」
と
あ
る
こ
と
や
、
平
安
末
期
の
神
宮
上
卿
は
、
清
華
家
公
卿
が
約
六
割
を 

占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
名
称
変
更
を
は
じ
め
と
す
る
、
古
代
的
な
神
宮
上
卿
に
復
古
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
の
一
環
で
あ 

っ
た
と
考
え
る
。 

こ
の
こ
と
は
享
和
元(

一
八
〇
一)

年
の
神
宮
に
対
す
る
公
卿
勅
使
が
儀
式
書
に
則
っ
た
本
来
の
形
式
に
復
古
し
、
神
宮
上
卿

が
同
勅
使
に
近
世
に
お
い
て
初
め
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
光
格
天
皇
以
降
の
朝
廷
に
お
け
る
朝
廷
儀
式
と

神
宮
重
視
の
政
策
が
、
神
宮
上
卿
と
そ
れ
を
勤
め
た
清
華
家
・
羽
林
家
公
卿
の
位
置
づ
け
の
上
昇
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
近
世
後
期
の
清
華
家
・
羽
林
家
公
卿
に
と
っ
て
神
宮
上
卿
へ
の
就
任
は
議
奏
に
登
用
さ
れ
て
朝
廷
の
枢
機
に
参
画
す

る
た
め
の
登
竜
門
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
神
宮
上
卿
を
家
職
と
す
る
こ
と
は
自
ら
の
政
治
的
基
盤
を
確
立

す
る
上
で
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 
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３
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篇
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五
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第
二
章 

近
世
神
宮
伝
奏
の
行
動
規
範 

―
『
神
宮
伝
奏
之
間
事
』
の
検
討
を
通
じ
て
― 

 

は
じ
め
に 

 

本
章
は
、
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
近
世
に
お
い
て
関
白
・
三
公

な
ど
は
、
神
祇
道
を
家
職
と
す
る
公
家
で
あ
っ
た
白
川
神
祇
伯
・
藤
波
神
宮
祭
主
な
ど
に
随
時
、
種
々
の
質
問
を
行
い
、
彼
ら

は
こ
れ
に
答
え
を
出
し
た
。
と
く
に
触
穢
に
関
わ
る
こ
と
は
、
神
祇
道
の
家
々
に
諮
問
す
る
の
が
適
当
と
さ
れ
て
い
た
。(

１)
 

近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
も
就
任
直
後
に
彼
ら
に
対
し
て
同
職
在
任
中
に
避
け
る
べ
き
触
穢
の
内
容
に
つ
い
て
質

問
し
た
。
そ
の
質
問
と
回
答
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
寛
文
十
三(

一
六
七
三)

年
九
月
に
、
神
祇
伯
白
川
雅
喬
王
が
記

し
た
『
神
宮
伝
奏
之
間
事 

転
法
輪
相
談
条
々
』(

２)
で
あ
る
。 

そ
の
原
本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、『
伯
家
記
録
考
』(

３)

に
は
、
そ
の
全
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
と

と
も
に
そ
の
解
題
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

伊
勢
神
宮
伝
奏
中
に
生
じ
た
る
触
穢
・
服
忌
に
関
す
る
事
項
三
十
二
箇
条
を
示
し
て
、
之
が
説
明
を
加
へ
た
る
も
の
な

り
。
蓋
し
本
書
は
雅
喬
王
が
寛
文
十
三
年
に
、
神
宮
伝
奏
と
な
り
し
転
法
輪
公
広
よ
り
示
さ
れ
た
る
三
条
西
実
条
の
質
問

に
答
へ
た
る
雅
陳
王
の
意
見
書
を
手
に
し
、
更
に
補
足
二
箇
条
を
加
へ
て
控
書
を
作
成
し
た
る
も
の
な
り
。
其
の
本
書
の

奥
書
左
の
如
し
。 

 
 
 

右
一
冊
者
、
転
法
輪
大
納
言
、
今
度
神
宮
伝
奏
被
仰
出
、
仍
父
、
右
対
実
条
、
種
々
被
尋
之
事
、
後
日
、
書
付
見
給
之

間
令
一
覧
、
相
違
之
事
、
少
々
書
加
、
遣
之
也
、
則
彼
一
巻
写
留
候
、
猶
先
規
可
然
、
進
退
於
有
其
例
者
、
可
用
改
也
、

必
他
人
、 

以
是
不
被
為
例
乎
、 

 
 
 

干
時
寛
文
十
三
年
九
月 

日
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
祇
伯 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寛
文
十
三
年
に
三
条
実
通
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
雅
喬
王
は
先
代
の
雅
陳
王
が
三
条

家
か
ら
の
様
々
な
質
問
に
回
答
す
る
か
た
ち
で
作
成
し
て
い
た
神
宮
伝
奏
在
職
中
の
心
構
え
を
披
見
し
、
そ
れ
に
補
足
を
加
え

て
実
通
に
送
付
し
、
そ
の
控
書
も
作
成
し
た
。
そ
れ
が
本
書
で
あ
る
。 

 

本
章
は
、『
伯
家
記
録
考
』
に
翻
刻
さ
れ
た
そ
の
記
事
を
全
文
紹
介
し
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
近
世
前

期
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
に
は
ど
の
よ
う
な
制
約
が
求
め
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

第
一
節 

全
文
紹
介 

 
 

ま
ず
表
紙
に
は
、「
神
宮
傳
奏
之
間
事
、
轉
法
輪
相
談
條
々
」
と
あ
り
、
本
文
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
便
宜
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上
、
各
項
目
毎
に
〈
１
〉
か
ら
〈
３
２
〉
ま
で
数
字
を
付
し
た
。 

伊
勢
神
宮
傳
奏
之
間
事
、 

〈
１
〉 
一
、
傳
奏
之
内
ハ
、
重
軽
服
ノ
人
、
暇
以
後
ト
イ
ヘ
共
、
常
々
可
避
家
中
事
ニ
候
哉
、
并
月
水
等
ノ
女
房
モ
、
可
為 

 
 

同
前
候
哉
事
、 

 
 
 
 
 
 
 

右
重
軽
服
之
輩
、
雖
暇
以
後
、
常
々
可
被
避
御
家
中
事
、
勿
論
也
、
但
家
屋
七
才
未
満
之
乳
母
等
ハ
、
別
火 

 
 
 
 
 
 
 

ニ
テ
許
シ
置
候
事
、
古
来
、
寛
宥
之
法
ニ
候
、
月
水
之
女
房
、
大
體
之
神
事
ニ
ハ
、
別
火
・
別
屋
ニ
テ
不
苦 

候
、
嚴
重
之
神
事
ニ
ハ
、
被
出
他
所
可
給
事
、 

〈
２
〉 

一
、
非
神
事
日
、
傳
奏
彼
是
、
他
所
ニ
テ
、
重
軽
服
ノ
人
ト
参
会
、
同
火
同
座
不
苦
、
歸
宅
、
啖
手
水
、
翌
朝
行
水
、 

 
 
 

 

祓
等
ヲ
讀
、
不
苦
候
由
、
承
候
樣
ニ
候
、
此
分
ニ
候
哉
、 

 
 
 
 
 

右
之
通
ニ
候
、 

〈
３
〉 

一
、
不
為
神
事
ノ
日
モ
、
爲
傳
奏
ノ
人
ハ
、
常
ニ
可
爲
別
火
候
哉
、
并
可
爲
別
屋
候
哉
、 

 
 
 
 
 

常
ハ
傳
奏
家
中
ノ
火
ヲ
一
ニ
テ
、
月
水
ノ
人
、
別
火
ニ
テ
宜
也
、 

〈
４
〉 

一
、
傳
奏
之
内
、
不
爲
神
事
ノ
日
、
重
輕
服
ノ
人
、
家
内
へ
往
反
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 

重
服
ハ
、
服
已
後
モ
忌
也
、
輕
服
ハ
服
以
後
、
傳
奏
居
ス
ル
家
ノ
別
屋
、
庇
縁
座
敷
迄
ハ
來
入
テ
モ
不
苦
候 

也
、 

〈
５
〉 

一
、
不
爲
神
事
日
、
輕
服
ノ
人
、
庇
縁
座
敷
迄
入
来
テ
、
其
家
ノ
合
火
食
ス
ル
事
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 

同
火
ハ
忌
也
、
同
座
ハ
如
右
、
萬
一
難
遁
用
事
有
之
人
ニ
ハ
、
月
水
ノ
方
ノ
火
可
給
事
、 

〈
６
〉 

一
、
神
叓
專
ノ
時
、
僧
尼
尤
家
中
ヲ
忌
、
若
不
叶
儀
有
之
時
、
門
外
ニ
テ
衣
袈
裟
脱
、
別
門
ヨ
リ
出
入
許
之
、
但
祈 

 
 
 
 
 

  

禱
僧
ナ
ド
ノ
事
也
、
医
師
同
前
、
但
シ
神
叓
ノ
屋
ヘ
ハ
、
不
可
入
ナ
リ
、
其
身
一
分
淸
キ
者
タ
チ
ハ
、
合
火
モ 

 
 
 

 
 
    

不
苦
樣
ニ
承
候
、
此
分
ニ
候
哉
、 

右
此
分
ニ
候
、 

但
御
神
事
之
火
ハ
、
無
用
也
、
中
清
ノ
火
ヲ
可
給
也
、 

〈
７
〉 

一
、
不
爲
神
叓
時
、
墓
所
寺
ノ
僧
尼
、
合
火
可
忌
候
哉
、 

〈
８
〉 

一
、
墓
所
寺
ノ
僧
尼
、
其
清
キ
ト
云
共
、
同
座
可
忌
候
哉
、 

 
 
 
 
 

右
可
忌
也
、 

〈
９
〉 

一
、
專
神
事
之
時
、
雖
落
髪
、
魚
鳥
ヲ
食
シ
、
妻
子
有
之
輩
、
出
入
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 

神
事
ニ
ハ
忌
、
常
ハ
不
苦
也
、
但
シ
故
ア
ッ
テ
、
医
師
等
ハ
別
門
ヨ
リ
出
入
不
苦
、 

〈
１
０
〉
一
、
不
爲
神
事
之
時
、
家
中
ニ
テ
、
僧
尼
ト
合
火
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 

其
身
一
分
清
キ
祈
禱
僧
ナ
ラ
ハ
、
不
苦
也
、 

〈
１
１
〉
一
、
不
爲
神
事
之
日
、
月
水
之
者
と
同
座
、
同
火
可
憚
候
哉
、 
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月
水
ハ
七
ヶ
日
之
憚
也
、
八
日
メ
ヨ
リ
同
座
、
同
火
不
憚
也
、
八
日
目
、
行
水
髪
ヲ
洗
、
若
七
日
過
テ
モ
血 

 
 
 
 
 

氣
有
之
人
ハ
、
以
血
氣
止
爲
期
、
而
行
水
髪
ヲ
洗
、
同
座
同
火
無
憚
者
也
、
又
一
月
ニ
両
度
、
世
俗
二
度
ナ 

リ
ト
云
、
有
之
者
、
後
之
度
者
、
血
之
日
數
可
守
之
由
、
見
服
忌
令
、 

〈
１
２
〉
一
、
他
所
ニ
テ
、
調
練
シ
タ
ル
火
ノ
物
、
爲
音
信
至
來
之
時
、
腹
用
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 

傳
奏
ノ
人
、
一
人
ハ
食
事
無
用
也
、
其
外
家
中
ノ
人
々
ニ
ハ
、
令
食
候
テ
不
苦
候
也
、
食
畢
而
漱
手
水
、
清 

 
 
 
 
 

火
ノ
惣
食
也
、 

〈
１
３
〉
一
、
常
ニ
傳
奏
ノ
家
内
ニ
居
ス
ル
人
、
他
所
ニ
テ
僧
尼
ト
同
座
、
同
火
不
苦
候
哉
、
并
月
水
ノ
者
ト
同
座
、
同
火
不

苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 

右
不
苦
候
、
但
シ
歸
宅
、
漱
手
水
、
宜
キ
也
、 

〈
１
４
〉
一
、
專
神
事
之
時
、
落
髪
之
輩
、
家
中
へ
入
來
候
事
、
以
了
簡
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 

門
外
ニ
テ
、
袈
裟
衣
ヲ
令
脱
、
別
門
ヨ
リ
入
來
不
苦
、
但
墓
所
寺
ノ
僧
尼
ハ
、
可
忌
也
、
祈
禱
僧
、
医
師
等 

ハ
、 

 
 

 

右
之
以
了
簡
、
容
之
、 

〈
１
５
〉
一
、
産
穢
之
儀
、
産
穢
之
人
ノ
居
ス
ル
屋
敷
ノ
内
ヲ
棟
各
別
ニ
、
門
ナ
ト
モ
、
別
門
ニ
テ
、
出
入
ス
ル
人
、
神
事
之 

家
中
へ
入
来
、
不
可
憚
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

七
夜
以
後
、
非
御
神
事
時
ハ
、
不
憚
之
、
御
神
事
之
時
ハ
、
往
反
忌
之
、
産
穢
之
事
、
同
火
見
服
忌
令
、 

〈
１
６
〉
一
、
産
穢
之
同
シ
屋
敷
ノ
内
、
別
屋
、
別
門
ノ
出
入
ス
ル
人
、
傳
奏
不
爲
神
事
之
時
、
同
座
、
同
火
不
可
憚
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

右
無
憚
候
、
是
も
七
夜
以
後
之
事
也
、 

〈
１
７
〉
一
、
産
穢
右
ノ
別
屋
、
別
門
ヲ
出
入
ス
ル
人
、
家
内
へ
入
來
、
此
方
ノ
火
、
同
食
ス
ル
事
、
不
苦
候
哉
、
傳
奏
神
事

之
時
、
傳
奏
ハ
尤
別
火
也
、
家
中
ノ
火
同
食
、
可
憚
之
事
也
、 

 
 
 
 
 
 
 

右
御
神
事
之
時
、
傳
奏
ニ
ハ
、
尤
別
火
也
、
右
參
入
之
人
、
七
夜
以
降
、
中
清
ノ
火
ヲ
、
同
食
不
憚
之
、
大

躰
之
御
神
事
ニ
ハ
、
可
為
此
分
、
專
御
神
事
之
時
ハ
、
在
所
ヨ
リ
往
反
憚
之
、
此
義
前
々
註
進
候
、 

〈
１
８
〉
一
、
傳
奏
不
爲
神
事
之
時
、
月
水
ノ
女
房
、
同
ジ
屋
敷
ニ
居
事
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

右
不
苦
候
、
但
シ
月
水
ノ
者
ハ
、
可
爲
別
火
候
也
、
傳
奏
ノ
人
ニ
ハ
、
可
憚
同
座
也
、 

 
 
 
 
 
 
 

又
、
三
旬
之
一
夜
神
事
、
或
ハ
毎
月
日
ヲ
定
メ
タ
ル
勤
行
等
ニ
ハ
、
家
中
ノ
別
屋
ニ
、
別
火
ニ
居
キ
不
苦
候
、

專
三
日
神
事
之
旨
ハ
、
可
出
家
中
也
、 

〈
１
９
〉
一
、
傳
奏
不
神
事
時
モ
、
尤
常
家
中
ハ
可
請
、
依
然
傳
奏
ノ
火
モ
、
皆
家
中
ノ
火
モ
、
同
火
タ
ル
へ
ク
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

此
外
ニ
候
、
但
シ
月
水
ノ
者
ハ
、
間
ヲ
隔
テ
、
別
火
タ
ル
ヘ
キ
也
、 

〈
２
０
〉
一
、
不
爲
神
事
時
、
傳
奏
之
居
所
ヨ
リ
、
召
仕
者
、
月
水
之
者
、
踏
合
往
反
之
事
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

不
苦
也
、 
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〈
２
１
〉
一
、
傳
奏
ノ
人
ノ
衣
服
ヲ
縫
事
、
月
水
ノ
人
、
七
日
以
後
ハ
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

不
苦
候
也
、
八
日
目
ヨ
リ
不
憚
之
也
、 

〈
２
２
〉
一
、
茶
道
坊
主
、
掃
除
坊
主
、
家
中
召
置
事
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

常
ハ
不
苦
、
專
神
事
之
時
ハ
、
無
用
也
、
可
出
家
中
、
依
爲
僧
形
也
、 

 
 
 
 
 
 
 

右
毎
月
、
カ
ロ
キ
御
神
事
ノ
時
ハ
、
御
別
屋
ニ
被
召
置
、
不
苦
候
事
、 

〈
２
３
〉
一
、
神
宮
傳
奏
之
間
、
他
ノ
神
供
、
宮
寺
ノ
神
供
等
戴
キ
、
食
事
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

不
苦
候
也
、
但
シ
雖
爲
祈
禱
、
弘
法
之
供
物
等
ハ
、
可
爲
無
用
候
也
、 

〈
２
４
〉
一
、
不
神
事
之
日
、
家
中
ニ
テ
雖
爲
別
棟
、
持
佛
堂
ヲ
置
キ
、
僧
物
等
ヲ
備
、
朝
暮
ノ
燒
香
、
看
經
ナ
ト
ハ
、
可
爲 

無
用
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

此
儀
ハ
傳
奏
ノ
人
ニ
テ
モ
、
神
許
、
或
神
事
之
義マ

マ

ヲ
仕
舞
、
其
以
後
、
燒
香
モ
不
苦
候
、
サ
シ
テ
神
事
之
儀
、

無
之
日
之
事
也
、 

〈
２
５
〉
一
、
傳
奏
ト
同
屋
敷
ニ
居
住
ス
ル
人
、
別
棟
タ
ラ
ハ
、
其
屋
へ
無
非
時
ニ
、
僧
ヲ
召
寄
、
法
事
令
執
行
、
其
僧
ト
同 

座
、 

 
 
 
 
 
 

同
火
ノ
事
、
雖
不
爲
神
事
日
、
可
憚
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

此
儀
、
雖
爲
居
傳
奏
屋
敷
人
、
他
所
ノ
屋
敷
ニ
テ
ハ
、
不
苦
候
也
、
傳
奏
ノ
屋
敷
ニ
テ
ハ
、
雖
爲
別
棟
無
用 

也
、
此
叓
執
行
候
人
、
傳
奏
居
ス
ル
屋
敷
へ
歸
來
テ
ハ
、
漱
手
洗
テ
、
傳
奏
ト
同
座
、
同
火
不
苦
候
也
、
但

神
事
之
時
ハ
、
尤
可
憚
也
、 

〈
２
６
〉
一
、
傳
奏
非
神
事
日
、
家
中
ノ
別
棟
ニ
テ
、
祈
禱
僧
召
寄
、
祈
禱
ナ
ト
ス
ル
事
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

傳
奏
ノ
同
シ
家
中
タ
リ
共
、
神
事
之
屋
ニ
テ
ハ
無
用
、
別
屋
ニ
テ
ハ
、
不
可
苦
候
也
、 

〈
２
７
〉
一
、
傳
奏
非
神
事
日
、
同
シ
家
中
ニ
居
人
、
寺
々
廟
参
、
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

不
苦
、 

 
 
 
 
 
 
 

但
別
門
ヲ
出
入
シ
テ
、
其
日
ハ
一
夜
、
別
屋
ニ
居
テ
、
翌
朝
、
行
水
シ
テ
ヨ
リ
同
座
、
同
火
不
苦
候
也
、
但 

爲
御
名
代
廟
參
ノ
人
ハ
、
此
分
也
、
私
ノ
廟
參
ノ
人
ハ
、
一
夜
他
所
ニ
宿
シ
、
翌
日
、
清
行
水
、
髪
ヲ
洗
、 

可
被
召
入
候
也
、 

〈
２
８
〉
一
、
二
親
ノ
正
忌
ハ
、
常
ノ
神
事
ニ
ア
ラ
ザ
ル
日
モ
、
其
人
一
人
ハ
、
家
中
ニ
テ
別
火
也
、
但
神
事
之
日
ハ
、
家
中

ヲ
前
ノ
夜
ヨ
リ
出
テ
、
當
日
一
日
、
他
所
ニ
居
テ
、
翌
朝
、
行
水
シ
テ
歸
宅
、
可
宜
候
也
、 

 
 
 
 
 
 

右
一
ヶ
條
、
先
日
此
通
ニ
、
承
候
樣
ニ
候
、
此
分
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

大
方
此
分
ニ
候
、
但
行
水
之
事
等
、
書
加
進
獻
候
、
又
家
主
并
妻
子
七
才
未
滿
之
乳
母
人
等
ハ
、
雖
神
事
之 

日
、
別
屋
ニ
テ
置
申
候
、
是
も
翌
朝
用
行
水
候
也
、 

 
 
 
 
 
 
 

頭
註[

此
二
行
点
通
、
彼
方
へ
書
付
遣
也
、] 
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〈
２
９
〉
一
、
庇
屋
物
之
事
、
神
事
之
人
ト
食
合
事
、
不
苦
候
由
候
、
輕
服
月
水
ノ
者
ト
モ
、
同
食
不
苦
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

不
苦
候
也
、
但
先
神
事
之
人
、
随
分
食
シ
、
其
餘
ヲ
、
後
ニ
不
浄
ノ
人
、
食
シ
不
苦
、
是
權
火
准
據
也
、
其 

 
 
 
 
 
 
 

以
後
、
又
、
神
事
ノ
人
、
食
用
可
爲
無
用
也
、 

 
 
 
 

頭
註 

[
庇
屋
火
ノ
事
、
サ
マ
テ
吟
味
雖
無
之
、
事
清
キ
人
ト
食
合
義マ

マ

、
氣
味
悪
由
、
右
被
命
之
間
、
權
火
准
據
、 

〈
３
０
〉
一
、
餅
ハ
ナ
マ
、
白
餅
ハ
、
不
浄
之
人
ト
、
食
合
不
苦
候
、
蒸
物
タ
ル
ニ
依
テ
也
、
但
小
豆
ヲ
入
テ
調
タ
ル
ア
カ
色 

 
 
 
 
 
 

ナ
ル
餅
ハ
、
小
豆
ヲ
煮
故
ニ
有
憚
、
店
屋
ニ
テ
、
調
タ
ル
小
豆
ヲ
加
ヘ
タ
ラ
ハ
、
不
可
有
憚
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

此
分
ニ
候
、
小
豆
店
屋
ニ
テ
、
煮
調
タ
ル
ヲ
求
メ
、
指
加
へ
ら
る
分
ハ
、
不
苦
候
也
、 

同
十
月
六
日
、
以
書
付
被
尋
條
々
、 

 
 
 

御
尋
申
候
、
覺
、
轉
法
輪
使
者
口
上
書
、
白
川
樣
云
々
、
此
請
可
申
入
候
也
、 

〈
３
１
〉
一
、
墓
所
寺
よ
り
、
庭
前
之
草
花
、
内
々
根
共
ニ
、
可
所
望
之
由
、
約
束
申
候
處
、
此
中
、
彼
方
よ
り
、
草
花
召
寄 

之
樣
ニ
と
、
申
來
候
ニ
付
、
事
尋
申
候
、
唯
今
、
彼
寺
衆
、
清
キ
時
分
ト
云
共
、
傳
奏
居
ル
御
家
中
江
、
墓
所 

寺
之
地
ニ
、
生
タ
ル
草
花
タ
ラ
ハ
、
此
方
之
庭
前
ニ
植
置
事
、
可
爲
無
用
候
哉
、 

 
 
 
 
 
 
 

不
苦
義
ニ
候
、
然
而
暫
他
ノ
屋
敷
ニ
、
カ
リ
ニ
先
被
植
之
候
而
、
其
後
、
貴
方
へ
被
移
候
ハ
、
御
氣
味
能
可 

 
 
 
 
 
 
 

有
之
候
歟
、 

〈
３
２
〉
一
、
不
爲
神
事
之
時
、
不
叶
有
用
所
而
、
墓
所
寺
之
僧
、
其
寺
ノ
浄
不
浄
ヲ
決
シ
、
其
僧
モ
、
一
分
於
清
キ
ニ
者
、

後
別
門
白
衣
ノ
沙
汰
ニ
及
バ
ズ
ニ
テ
、
令
入
傳
奏
御
住
居
ノ
別
屋
江
、
令
來
入
、
不
可
苦
候
、
但
火
ハ
月
水
方

之
火
ヲ
給
候
而
、
可
渡
候
、
暫
時
ニ
而
モ
、
用
事
相
違
候
事
も
、
墓
所
寺
僧
タ
ラ
ハ
、
家
内
へ
者
、
可
爲
無
用

候
哉
、 

右
、
二
ヶ
条
、
今
日
承
度
儀
之
故
、
所
存
書
入
申
候
、
如
此
ニ
候
、
此
外
、
又
其
以
後
、
出
来
候
得
共
、
先

此
分
後
々
事
ニ
候
、
示
給
候
共
、
可
爲
本
望
候
也
、 

 
 第

二
節 

内
容 

  

先
に
紹
介
し
た
内
容
に
つ
い
て
一
項
目
ず
つ
明
ら
か
に
す
る
。〈
１
〉
は
、
神
宮
伝
奏
の
間
は
、
重
軽
服
の
人
を
暇
が
終
わ

っ
て
か
ら
も
常
々
家
内
に
入
れ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
か
、
ま
た
月
水
中
の
女
房
も
そ
う
で
あ
る
べ
き
か
と
の
問
い
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
、
重
軽
服
の
者
た
ち
は
、
服
仮
が
終
わ
っ
て
以
後
も
常
々
家
中
で
は
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
の
は
勿
論
で

あ
る
。
但
し
家
屋
で
七
歳
未
満
の
子
の
乳
母
ら
は
、
別
火
に
て
許
す
と
い
う
こ
と
が
古
来
か
ら
の
寛
宥
の
法
で
あ
る
。
月
水
の 

女
房
は
、
大
体
の
神
事
に
は
、
別
火
・
別
屋
で
よ
く
、
厳
重
の
神
事
に
は
、
他
の
場
所
に
出
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

〈
２
〉
は
、
神
事
で
は
な
い
日
に
は
、
神
宮
伝
奏
が
他
所
に
て
重
軽
服
の
人
と
参
会
し
て
同
火
同
座
す
る
こ
と
は
問
題
な
く
、 

帰
宅
し
て
口
を
漱
ぎ
、
手
水
を
し
て
、
翌
朝
に
行
水
し
て
祓
な
ど
を
読
め
ば
問
題
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
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か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
そ
の
通
り
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

〈
３
〉
は
、
神
事
で
は
な
い
日
も
、
神
宮
伝
奏
は
、
常
に
別
火
、
別
屋
に
す
る
べ
き
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
日
常

は
、
神
宮
伝
奏
家
中
の
火
を
一
つ
に
し
て
、
月
水
の
人
は
別
火
に
す
る
の
が
よ
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

〈
４
〉
は
、
神
宮
伝
奏
の
在
任
中
、
神
事
で
は
な
い
日
に
は
、
重
軽
服
ノ
人
が
家
内
へ
出
入
り
す
る
こ
と
は
、
問
題
な
い
か

と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
重
服
は
、
服
以
後
も
忌
む
べ
き
で
あ
る
。
軽
服
は
、
服
以
後
、
神
宮
伝
奏
が
居
住
す
る
家
の
別

屋
の
庇
縁
座
敷
ま
で
は
来
入
し
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
５
〉
は
、
神
事
で
は
な
い
日
、
軽
服
の
人
が
庇
縁
座
敷
ま
で
来
て
、
そ
の
家
の
合
火
に
よ
る
食
事
を
と
る
こ
と
は
問
題
な

い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
同
火
は
忌
む
べ
き
で
あ
る
。
同
座
は
右
の
通
り
で
よ
い
。
万
一
、
避
け
難
い
用
事
が
あ
る

人
に
は
、
月
水
の
方
の
火
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
６
〉
は
、
神
事
を
専
ら
に
す
る
と
き
、
僧
尼
は
と
り
わ
け
家
中
で
は
忌
む
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
と
き

は
、
門
外
に
て
衣
袈
裟
を
脱
ぎ
、
別
の
門
か
ら
な
ら
ば
出
入
り
を
許
す
。
た
だ
し
祈
祷
僧
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
医
師
も
同
様

で
あ
る
。
た
だ
し
神
事
の
屋
に
は
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
身
一
分
清
き
者
た
ち
は
合
火
も
問
題
な
い
。
こ
の
よ
う
に
承

知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
そ
れ
で
よ
い
が
、
た
だ
し
御
神
事
の
火
は
用
い
て
は
い
け
な

い
。
中
清
の
火
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
７
〉
は
、
神
事
が
行
わ
れ
な
い
と
き
、
墓
所
寺
の
僧
尼
と
合
火
す
る
こ
と
は
、
忌
む
べ
き
か
と
の
問
い
で
あ
る
。 

〈
８
〉
は
、
墓
所
寺
の
僧
尼
は
、
清
い
と
い
え
ど
も
、
同
座
は
忌
む
べ
き
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
忌
む
べ
き
で
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
９
〉
は
、
神
事
を
専
ら
に
す
る
と
き
、
落
髪
し
て
い
て
も
、
魚
鳥
を
食
べ
て
、
妻
子
あ
る
者
は
、
出
入
り
す
る
こ
と
は
問

題
な
い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
神
事
の
と
き
に
は
、
忌
む
べ
き
で
あ
る
。
常
は
問
題
な
い
。
但
し
医
師
等
は
別
門
か

ら
出
入
り
す
れ
ば
問
題
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
１
０
〉
は
、
神
事
で
は
な
い
と
き
は
、
家
中
に
て
僧
尼
と
合
火
す
る
の
は
問
題
な
い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
そ

の
身
が
一
分
清
い
祈
祷
僧
な
ら
ば
問
題
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
１
１
〉
は
、
神
事
で
は
な
い
と
き
は
、
月
水
の
者
と
同
座
や
同
火
を
憚
る
べ
き
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
月
水
は 

七
日
間
は
憚
り
、
八
日
目
は
、
行
水
し
て
髪
を
洗
う
。
も
し
七
日
を
過
ぎ
て
も
血
気
が
あ
る
人
は
、
血
気
が
止
ま
っ
た
日
を
境

と
し
、
行
水
し
て
髪
を
洗
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
同
座
・
同
火
は
憚
り
な
い
。
ま
た
、
一
ヶ
月
に
二
度
、
こ
れ
が
あ
れ
ば
、
血
の

日
数
を
守
る
よ
う
に
と
の
こ
と
が
服
忌
令
に
み
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 

〈
１
２
〉
は
、
他
所
に
て
火
を
通
し
、
調
理
し
た
食
品
が
贈
ら
れ
て
き
た
時
、
食
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
か
と
い
う
問
い
で 

 
 

で 
 
 

あ
る
。
回
答
は
、
神
宮
伝
奏
は
、
食
べ
て
は
い
け
な
い
が
、
そ
の
他
の
家
中
の
人
々
に
は
食
べ
さ
せ
て
も
問
題
は
な
い
。
た
だ 

 
 
 
 
 

し
食
後
に
口
を
漱
ぎ
、
手
水
を
し
て
、
清
火
に
よ
る
食
事
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 

〈
１
３
〉
は
、
常
に
神
宮
伝
奏
の
家
内
に
居
住
す
る
人
が
、
他
所
に
て
僧
尼
と
同
座
・
同
火
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
か
、
ま 
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た
、
月
水
の
者
と
同
座
・
同
火
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
問
題
な
い
が
、
た
だ
し
帰
宅
し
て 

 
 
 
 
 

口
を
漱
ぎ
、
手
水
を
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

〈
１
４
〉
は
、
神
事
を
専
ら
に
す
る
と
き
、
落
髪
の
者
が
家
中
に
入
る
こ
と
は
問
題
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
回
答

ハ 
 
 

は
、
門
外
に
て
袈
裟
衣
を
脱
ぎ
、
別
門
か
ら
入
れ
ば
問
題
は
な
い
。
但
し
墓
所
寺
の
僧
尼
は
忌
む
べ
き
で
あ
る
。
祈
祷
僧
・
医 

 
 
 
 
 

師
等
は
、
先
述
の
よ
う
に
す
れ
ば
問
題
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

師 
 
 
 
 

〈
１
５
〉
は
、
産
穢
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
人
の
居
住
す
る
屋
敷
の
な
か
で
、
棟
や
門
を
別
に
し
た
り
、
出
入
り
す
る
人

が 
 
 

が
神
事
の
家
中
に
入
っ
て
来
る
こ
と
を
憚
っ
た
り
し
な
く
て
よ
い
の
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
七
夜
以
後
、
神
事
で
は

い 
 
 

な
い
と
き
は
、
憚
る
必
要
は
な
い
。
神
事
の
と
き
に
は
、
行
き
来
す
る
こ
と
は
忌
む
べ
き
で
あ
る
。
産
穢
の
こ
と
、
同
火
の
こ

と 
 
 

は
、
服
忌
令
に
み
え
る
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 

〈
１
６
〉
は
、
産
穢
の
同
じ
屋
敷
の
な
か
で
、
別
屋
、
別
門
か
ら
出
入
り
す
る
人
と
、
神
宮
伝
奏
が
神
事
を
行
わ
な
い
と
き 

 
 
 
 
 

に
同
座
・
同
火
を
憚
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
憚
る
必
要
は
な
い
が
、
こ
れ
は
七
夜
以
後
の
こ
と

で 
 
 

で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
１
７
〉
は
、
産
穢
で
別
屋
・
別
門
を
出
入
り
す
る
人
が
家
内
へ
入
っ
て
、
こ
の
方
の
火
と
同
食
す
る
こ
と
は
、
問
題
な
い 

か
。
神
宮
伝
奏
が
神
事
の
と
き
、
神
宮
伝
奏
は
と
り
わ
け
別
火
で
あ
り
、
家
中
の
火
で
同
食
す
る
の
は
、
憚
る
べ
き
か
と
の
問 

い
で
あ
る
。 

回
答
は
、
神
事
の
と
き
、
神
宮
伝
奏
に
は
、
と
り
わ
け
別
火
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
参
入
し
て
く
る
人
は
、
七
夜
以
後
、

中
清
の
火
を
も
っ
て
同
食
す
る
こ
と
は
、
憚
る
必
要
は
な
い
。
大
体
の
神
事
の
と
き
に
は
、
こ
れ
で
よ
い
。
神
事
を
専
ら
に
す

る
と
き
に
は
、
在
所
か
ら
の
行
き
来
は
、
憚
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
々
の
項
目
で
注
進
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
１
８
〉
は
、
神
宮
伝
奏
が
、
神
事
で
は
な
い
と
き
、
月
水
の
女
房
と
同
じ
屋
敷
に
居
住
す
る
こ
と
は
、
問
題
な
い
か
と
の

問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
問
題
は
な
い
。
た
だ
し
月
水
の
者
は
、
別
火
た
る
べ
き
で
あ
り
、
神
宮
伝
奏
と
は
同
座
を
憚
る
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
三
旬
の
一
夜
神
事
、
あ
る
い
は
毎
月
、
日
を
定
め
た
勤
行
な
ど
に
は
、
家
中
の
別
屋
に
、
別
火
に
し
て
居
住

さ
せ
れ
ば
問
題
は
な
い
。
三
日
間
に
わ
た
る
神
事
の
場
合
は
、
家
中
を
出
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
１
９
〉
は
、
神
宮
伝
奏
が
神
事
で
は
な
い
と
き
は
、
神
宮
伝
奏
の
火
も
家
中
の
火
も
同
火
で
よ
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。 

回
答
は
、
こ
の
ほ
か
の
方
法
が
適
切
で
あ
り
、
但
し
月
水
の
者
は
、
間
隔
を
と
り
、
別
火
と
す
る
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
２
０
〉
は
、
神
事
で
は
な
い
と
き
、
神
宮
伝
奏
の
居
所
よ
り
召
使
や
月
水
の
者
が
往
復
す
る
こ
と
は
、
問
題
な
い
か
と
の 

問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
問
題
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
２
１
〉
は
、
神
宮
伝
奏
の
衣
服
を
縫
う
こ
と
に
つ
い
て
、
月
水
の
人
も
七
日
目
以
降
は
問
題
な
い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。

回
答
は
、
八
日
目
以
降
は
憚
る
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
２
２
〉
は
、
茶
道
坊
主
、
掃
除
坊
主
を
家
中
に
召
し
お
く
こ
と
は
問
題
な
い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
日
常
は
問
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題
な
い
が
、
神
事
を
専
ら
に
す
る
と
き
は
、
無
用
で
あ
り
、
僧
形
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
家
中
か
ら
出
す
べ
き
で
あ
る
。 

毎
月
の
軽
い
神
事
の
と
き
は
、
別
屋
に
召
し
お
い
た
ら
問
題
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
２
３
〉
は
、
神
宮
伝
奏
の
間
は
、
他
の
神
供
宮
寺
の
神
供
な
ど
を
戴
い
て
食
事
を
す
る
の
は
、
問
題
な
い
か
と
の
問
い
で

あ
る
。
回
答
は
、
問
題
は
な
い
。
但
し
祈
祷
を
行
う
と
い
え
ど
も
、
弘
法
の
供
物
な
ど
は
無
用
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
２
４
〉
は
、
神
事
で
は
な
い
日
、
家
中
に
て
別
棟
で
あ
る
が
、
持
仏
堂
を
お
き
、
僧
物
な
ど
を
備
え
、
朝
暮
の
焼
香
や
看

経
な
ど
を
行
う
こ
と
は
無
用
で
あ
る
べ
き
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
こ
の
こ
と
は
、
神
宮
伝
奏
で
も
神
事
が
さ
し
て
な

い
日
で
、
神
許
、
或
い
は
神
事
の
儀
を
終
え
た
後
は
、
焼
香
す
る
こ
と
も
問
題
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
２
５
〉
は
、
神
宮
伝
奏
と
同
じ
屋
敷
に
居
住
す
る
人
が
、
別
棟
な
ら
ば
、
そ
の
屋
へ
非
時
で
は
な
い
時
に
僧
を
召
し
寄
せ
、

法
事
を
執
行
さ
せ
、
そ
の
僧
と
同
座
、
同
火
す
る
こ
と
は
神
事
の
日
で
は
な
く
て
も
憚
る
べ
き
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、 

こ
の
こ
と
は
、
他
の
屋
敷
に
て
は
問
題
な
い
が
、
神
宮
伝
奏
の
屋
敷
に
て
は
、
別
棟
で
あ
っ
て
も
憚
る
べ
き
で
あ
る
。
法
事
を

執
行
し
た
人
が
、
神
宮
伝
奏
の
居
住
す
る
屋
敷
へ
帰
る
と
、
口
を
漱
ぎ
、
手
を
洗
っ
て
、
神
宮
伝
奏
と
同
座
、
同
火
す
る
こ
と

は
問
題
な
い
。
た
だ
し
神
事
の
時
は
、
と
り
わ
け
憚
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
２
６
〉
は
、
神
宮
伝
奏
が
神
事
で
は
な
い
日
に
、
家
中
の
別
棟
に
て
祈
祷
僧
を
召
し
寄
せ
、
祈
祷
な
ど
を
す
る
こ
と
は
問

題
な
い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
神
宮
伝
奏
の
同
じ
家
中
で
あ
っ
て
も
、
神
事
の
屋
に
て
は
憚
る
べ
き
で
あ
る
が
、
別

屋
に
て
は
問
題
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
２
７
〉
は
、
神
宮
伝
奏
が
神
事
で
は
な
い
日
に
、
同
じ
家
中
に
住
む
人
が
寺
々
に
廟
参
す
る
の
は
問
題
な
い
か
と
の
問
い

で
あ
る
。
回
答
は
、
問
題
な
い
。
た
だ
し
別
門
を
出
入
り
し
て
、
そ
の
日
は
一
晩
、
別
屋
に
て
過
ご
し
、
翌
朝
、
行
水
を
済
ま

せ
て
か
ら
同
座
・
同
火
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
。
た
だ
し
名
代
と
し
て
廟
参
の
人
は
、
こ
れ
で
よ
い
が
、
私
的
な
廟
参
の
人
は
、 

一
夜
、
他
所
に
宿
泊
し
、
翌
日
、
行
水
し
、
髪
を
洗
っ
て
か
ら
招
き
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
２
８
〉
は
、
両
親
の
正
忌
日
は
、
常
の
神
事
で
は
な
い
日
も
神
宮
伝
奏
一
人
は
、
家
中
に
て
別
火
で
あ
る
。
但
し
神
事
の

日
は
、
家
中
を
前
の
夜
か
ら
出
て
、
当
日
一
日
、
他
所
に
て
過
ご
し
、
翌
朝
、
行
水
し
て
帰
宅
す
る
。
以
上
で
よ
い
か
と
の
問

い
で
あ
る
。
回
答
は
、
大
方
そ
れ
で
よ
い
。
但
し
行
水
の
こ
と
な
ど
は
、
先
日
書
き
加
え
て
進
献
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
家

主
な
ら
び
に
妻
子
、
七
歳
未
満
の
子
の
乳
母
な
ど
は
、
神
事
の
日
と
い
え
ど
も
別
屋
に
て
過
ご
さ
せ
、
こ
れ
も
翌
朝
行
水
を
用

い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
２
９
〉
は
、
庇
屋
物
が
神
事
の
人
と
同
じ
食
事
を
す
る
こ
と
は
、
問
題
な
い
か
、
ま
た
、
軽
服
や
月
水
の
者
と
も
同
じ
食

事
を
す
る
こ
と
も
問
題
な
い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
問
題
な
い
。
但
し
、
神
事
の
人
が
随
分
食
べ
、
そ
の
余
り
を
後

に
不
浄
の
人
が
食
べ
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
権
火
に
准
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
神

事
の
人
が
食
べ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

〈
３
０
〉
は
、
餅
は
ナ
マ
や
白
餅
は
、
不
浄
の
人
と
同
じ
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
、
問
題
な
い
。
蒸
し
物
だ
か
ら
で
あ
る
。 

但
し
小
豆
を
入
れ
て
調
え
た
赤
色
の
餅
は
、
小
豆
を
煮
る
の
で
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
店
屋
に
て
調
え
た
小
豆
を
加
え
た
な
ら
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ば
、
避
け
る
必
要
は
あ
る
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
そ
れ
で
よ
い
。
小
豆
店
屋
に
て
煮
調
え
ら
れ
た
も
の
を
求
め
、
さ

し
加
え
ら
れ
た
も
の
は
問
題
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
３
１
〉
は
、
三
条
家
が
、
墓
所
寺
よ
り
庭
前
の
草
花
を
内
々
に
根
と
と
も
に
所
望
し
、
そ
れ
ら
を
分
け
て
も
ら
う
こ
と
を 

寺
と
約
束
し
た
と
こ
ろ
、
彼
方
よ
り
草
花
を
召
し
寄
せ
る
よ
う
に
申
し
て
来
た
の
で
尋
ね
る
が
、
唯
今
、
そ
の
寺
衆
は
清
い
時

分
と
い
え
ど
も
、
墓
所
寺
の
地
に
生
え
た
草
花
で
あ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
が
い
る
家
中
の
庭
前
に
植
え
る
こ
と
は
無
用
で
あ
ろ
う

か
と
の
問
い
で
あ
る
。 

回
答
は
、
問
題
な
い
。
し
か
し
、
暫
く
他
の
屋
敷
に
、
仮
に
先
に
こ
れ
を
植
え
て
、
そ
の
後
、
貴
方
へ
移
せ
ば
気
持
ち
が
よ
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

〈
３
２
〉
は
、
神
事
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
墓
所
寺
の
僧
が
、
そ
の
寺
の
浄
か
不
浄
を
決
め
て
、
そ
の
僧
も
一
分
清
き
に
お

い
て
は
、
後
に
別
門
か
ら
白
衣
を
着
け
て
、
神
宮
伝
奏
の
居
住
し
て
い
な
い
別
屋
に
入
ら
せ
た
り
、
短
い
時
間
で
も
、
用
事
で

は
な
く
て
も
、
墓
所
寺
の
僧
侶
が
、
家
内
に
入
る
の
は
問
題
な
い
か
と
の
問
い
で
あ
る
。
回
答
は
、
問
題
な
い
。
但
し
火
は
月

水
方
の
火
を
渡
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 第

三
節 

神
宮
伝
奏
の
神
職
的
性
格 

 

〈
１
〉
か
ら
〈
３
２
〉
の
問
答
の
内
容
に
よ
っ
て
、
こ
の
『
神
宮
伝
奏
之
間
事
』
の
内
容
を
概
観
す
る
と
、
質
問
の
す
べ
て

が
、
神
宮
伝
奏
在
任
中
に
、
本
人
や
そ
の
家
人
が
、
そ
の
住
居
に
お
け
る
日
常
生
活
や
外
出
先
に
お
い
て
具
体
的
に
何
を
避
け

た
り
、
注
意
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

質
問
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
み
て
い
く
。
ま
ず
、
重
服
の
者
、
軽
服
の
者
、
月
水
の
女
房
、
祈
祷
僧
、
医
師
、

墓
所
寺
の
僧
尼
、
茶
道
坊
主
、
掃
除
坊
主
、
不
浄
の
人
の
家
内
へ
の
出
入
り
や
そ
れ
ら
の
人
々
と
の
同
居
、
同
座
、
同
火
、
同

食
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
本
人
か
家
人
か
、
あ
る
い
は
、
神
事
の
時
か
神
事
で
は
な
い
時
か
で
相
違
が
あ

り
、
不
可
で
あ
る
か
、
別
火
、
別
棟
、
別
門
、
手
水
や
行
水
な
ど
の
潔
斎
で
対
応
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
他
所
で
火
を
通
し
て
調
理
さ
れ
た
食
品
、
産
穢
、
月
水
の
人
が
神
宮
伝
奏
の
衣
服
を
縫
う
こ
と
、
宮
寺
の
神
供
、
看

経
や
焼
香
な
ど
の
仏
事
、
法
事
の
執
行
、
祈
祷
僧
に
よ
る
祈
祷
、
寺
院
参
詣
、
両
親
の
正
忌
日
、
墓
所
寺
の
草
花
の
移
植
な
ど

の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
神
宮
伝
奏
本
人
か
家
人
か
、
あ
る
い
は
、
神
事
の
時
か
神
事
で
は
な
い
時
か
で
相
違

が
あ
り
、
不
可
か
、
別
火
、
別
棟
、
別
門
、
潔
斎
に
よ
っ
て
対
応
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
質
問
に
は
神
職
的
な
立
場
で
あ
っ
た
神
宮
伝
奏
と
そ
の
家
人
が
、
死
や
血
の
穢
れ
お
よ
び

仏
教
を
、
ど
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
ど
の
程
度
避
け
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
判
断
の
根
拠
を
得
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た

も
の
と
考
え
る
。
第
二
部
第
一
章
で
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
神
宮
伝
奏
の
就
任
者
が
頻
繁
に
交
代
し
た
最
大
の
理
由
は
、

こ
う
し
た
日
常
生
活
に
お
け
る
厳
格
な
規
範
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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実
際
に
神
宮
伝
奏
が
就
任
直
後
に
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
も
み
て
お
く
。
東
園
基
量
の
『
基
量
卿
記
』(

４)

元
禄
十(

一

六
九
七)
年
十
二
月
二
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

一
、
家
内
令
潔
斎
、
行
水
沙
汰
之
後
、
改
火
、
着
衣
冠
候
、 

(

中
略) 

 
 

一
、
向
藤
波
亭
、
神
事
之
間
義
申
談
了
、 

 
 

一
、
重
軽
服
之
輩
可
遣
外
事
、 

 
 

一
、
月
水
之
女
房
別
火
、
不
可
同
座
、
但
隔
間
、
不
苦
事
、 

 
 

一
、
ヒ
ト
モ
ジ
之
事
神
事
憚
哉
否
答
不
及
、
其
沙
汰
雖
神
斎
中
令
食
事
云
々
、 

 
 

一
、
外
ニ
テ
重
軽
服
之
人
参
会
者
、
帰
宅
之
後
、
令
行
水
也
、 

 
 

(

後
略) 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
園
は
、
神
宮
伝
奏
に
就
任
す
る
と
、
最
初
に
家
内
を
潔
斎
し
、
行
水
し
て
身
を
浄
め
た
後
、
家
人
と
は

火
を
改
め
、
衣
冠
を
着
け
た
。
そ
し
て
、
神
宮
祭
主
藤
波
の
も
と
を
訪
れ
、
神
宮
伝
奏
在
任
中
の
心
得
を
教
示
さ
れ
て
い
る
。 

そ
れ
ら
を
み
る
と
、
重
軽
服
の
人
た
ち
を
外
に
出
す
こ
と
、
月
水
の
女
房
は
別
火
に
し
、
同
座
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

間
隔
を
あ
け
れ
ば
問
題
は
な
い
こ
と
、
外
出
先
に
て
重
服
や
軽
服
の
人
と
参
会
し
た
場
合
は
、
帰
宅
し
た
後
、
行
水
を
す
る
こ

と
な
ど
で
あ
り
、『
神
宮
伝
奏
間
之
事
』
に
お
け
る
問
答
の
内
容
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

『
神
宮
伝
奏
之
間
事
』
に
み
え
る
よ
う
な
問
答
が
交
わ
さ
れ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
質
問
の
な
か
に
「
神
事

之
時
」
や
「
不
為
神
事
之
時
」
と
み
え
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
「
神
事
」
と
は
、
主
と
し
て
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
に
つ

い
て
の
儀
式
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
準
備
を
担
当
し
た
神
宮
伝
奏
は
、
清
浄
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
神
職
的
な
性
格
が
極
め
て
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
東
園
基
量
は
、
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
た
直
後
、
家
内
を
潔
斎
し
、
行
水
し
て
身
を
浄
め
、
火
を
改
め

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
祭
主
藤
波
か
ら
神
宮
伝
奏
在
任
中
の
心
得
を
教
示
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
は
、

そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
慣
例
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
。 

 

註 

(

１)
 

高
埜
利
彦
「
江
戸
時
代
の
神
社
制
度
」(

『
日
本
の
時
代
史 

十
五 

元
禄
の
社
会
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇

三
年) 

二
八
七
頁 

後
に
、
同
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)

Ⅱ

部
第
一
章
に
収
録
。 

(

２)
 

宮
内
庁
書
陵
部 

三
五
五
―
六
七 
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(
３)

 

曾
根
研
三
『
伯
家
記
録
考
』(

西
宮
神
社
社
務
所 

一
九
三
三
年) 

解
題
が
一
四
一
～
一
四
二
頁
に
記
さ
れ
て
お
り
、 

 
 
 

そ
の
翻
刻
が
三
三
九
～
三
四
四
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

(

４)
 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
〇
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「 ２ 

             

あ 
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第
三
章 

近
世
神
宮
伝
奏
の
記
録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

は
じ
め
に 

 

本
章
に
お
い
て
は
、
近
世
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
記
録
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
性
格
、
内
容
、
相
互
関
係
な
ど
か
ら
、
特

に
近
世
後
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は
、
公
卿
に
よ
る
記
録
の
書
写
、
作
成
活
動
な
ど
か
ら
近

世
公
家
社
会
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
一
節 

【
近
世
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
記
録
一
覧
】 

 

近
世
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
記
録
を
網
羅
的
に
収
集
し
て
作
成
し
た
、
後
掲
の
【
近
世
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
記
録
一
覧
】

(

以
下
、
【
一
覧
】
と
略
す
。)

に
よ
れ
ば
、
近
世
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
就
任
者
が
、
そ
の
備
忘
録
と
し
て
作
成
し
た
、
現

存
し
て
い
る
日
次
記
・
別
記
・
そ
れ
ら
の
写
本
な
ど
は
、
全
部
で
三
八
点
で
あ
る
。 

第
二
部
第
一
章
第
三
節
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
六(

一
七
三
一)

年
以
降
、
神
宮
伝
奏
は
、
名
称
が
神
宮
上
卿
と
変
更
さ
れ
た
。

名
称
変
更
前
の
神
宮
伝
奏
の
記
録
と
変
更
後
の
神
宮
上
卿
の
記
録
を
比
較
す
る
と
、
後
者
に
は
、
前
者
に
は
な
い
顕
著
な
特
徴

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
者
の
相
違
は
、
近
世
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
性
格
や
朝
廷
の
伊
勢
神
宮
行
政
を
考
え
る
上
で
、 

極
め
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
考
え
る
。 

そ
の
内
訳
は
、
日
次
記
が
八
点
で
あ
り
、
自
筆
本
か
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
で
あ
る
。
ま
た
、
別
記
と
そ
れ
ら
の
写

本
、
即
ち
、
本
人
以
外
の
公
家
が
自
筆
本
を
書
写
し
た
も
の
が
三
十
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
名
称
変
更
前
の
神
宮
伝
奏
の
別
記

は
、
五
点
で
あ
る
の
に
対
し
、
名
称
変
更
後
の
神
宮
上
卿
の
別
記
と
そ
れ
ら
の
写
本
は
、
二
五
点
に
の
ぼ
り
、
十
八
世
紀
半
ば

以
降
、
そ
の
作
成
と
書
写
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

三
十
点
の
別
記
と
そ
れ
ら
の
写
本
の
記
者
を
出
身
家(

家
臣
も
含
む
。)

別
に
み
る
と
、
三
条
家
が
七
点
、
徳
大
寺
家
が
七
点
、 

正
親
町
家
が
六
点
、
今
出
川
家
が
三
点
、
久
我
家
、
葉
室
家
、
庭
田
家
、
中
山
家
、
坊
城
家
、
松
木
家
、
大
炊
御
門
が
各
一
点 

で
あ
り
、
特
定
の
清
華
家
、
羽
林
家
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
記
録
作
成
が
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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【近世神宮伝奏・神宮上卿記録一覧】 

[凡例] 

(1) 本表は、近世の神宮伝奏・神宮上卿とその家臣がその職務内容を記録した日次記・別記・部類記の一覧である。 

(2) 以下のように略した。仮題→(仮)・自筆本→(自)・写本→(写)・東京大学史料編纂所謄写本→(謄)・何冊目か→①②など・国立公文書館→(国)・宮内庁書陵部→(宮)・東京大学史料編纂所→

(東)・東京大学史料編纂所徳大寺家史料→(徳)・京都大学付属図書館→(京)・専修大学図書館菊亭文庫→(菊)・神宮文庫→(神)・東京大学史料編纂所正親町家史料→(正)・蓬左文庫大炊御門

家史料→(大)・東京大学史料編纂所写真帖→(東写) 

(3) 20は外題・内題ともになかったが、18の抜書であるため、『神宮上卿間之事』(抄)とした。 

(4) 5の一部が翻刻され、『史料纂集』85・89に収められている。 

番号 外題 記者 所収年月日 

冊数・所蔵先・架蔵番号 

1 『資勝卿記』 柳原紀光(写) ④ 慶長 2(1597)・9・22～寛永 6(1629)・9  

全 4冊・(国)・263－80 

2 『神宮傳奏日次記』 葉室頼業(自) ① 承応 3(1654)・6・1～同・8・30 ② 同・9・1～同・同・6  

全 2冊・(宮)・葉―1545 

3 『中院通茂日記』 中院通茂(自) ① 寛文 2(1662)・1・1～同・12・21  

全 15冊・(東)・6173―340 

4 『伊勢御傳奏日帳』 三条家家臣(自) ① 寛文 13(1673)・8・19～不明 ② 延宝 3(1675)・１・7～同 4・11・4 

全 2冊・(神)・1－12103－65,66 

5 『貞暦』 久我通誠(自) 貞享 2(1685)・7・1～元禄 5(1692)・12・30 

全 92冊・(宮)・414－35 

6 『基量卿記』 (謄) ⑳ 元禄 10(1697)・7・22～同・12・晦日 ○21  同 11・１・１～同・5・3 

全 28冊・(東)・2073－100 

7 『神宮御用記』 徳大寺公全(自) 元禄 14(1701)・1・3～同・10・19 

1冊・(京)・菊シ－81 

8 『公全公記』 徳大寺公全(自) ⑮ 元禄 16(1703)・１・１～同・12・29 

１冊・(徳)・41－2 

9 『神宮雑事傳奏記』 今出川公詮(自) 享保 14(1729)・5・28～同・8・22 

1冊・(菊)・7－110 
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10 『神宮傳奏記録』 三条利季(自) 享保 16(1731)・10・3～同 17・5・25 

１冊・(神)・1－12103－67 

11 『神宮上卿記』 正親町実連等(写) 延享 4(1747)・6・21～寛延 4(1751)・１・29 

1冊・(正)・28－405 

12 『神宮上卿記』 徳大寺公城(自) 宝暦 4(1754)・2・12～同・8・5 

1冊・(京)・菊シ－85 

13 『神宮上卿雑記』 正親町実連(自) 宝暦 6(1756)・6・20～同 12(1762)・4・5 

1冊・(正)・270 

14 『神宮上卿事』 庭田重熈(自) 宝暦 8(1758)・5・21～同 9・9・22 

1冊・(宮)・264－61 

15 『神宮傳奏日記』 正親町家家臣(自) 宝暦 11(1761)・2・17～同 12・閏 4・5 

1冊・(神)・1－12103－68 

16 『神宮御用日記』 

 

久我信通(自) 明和 7(1770)・7・25～同 8・9・27 

1冊・(神)・1－12103－44 

17 『神宮上卿記』 中山愛親(自) 安永 4(1775)・1・14～同・11・2 

1冊・(正)・27－383 

18 『神宮上卿間之事』 正親町公明(自) 安永 7(1778)・11・25～同 9・12・4 

1冊・(正)・28－409 

19 『神宮上卿記』 坊城俊克(写) 安永 7・11・25～同 9・12・4 

1冊・(東)・4112－114 

20 『神宮上卿間之事』(抄) 今出川実種(写) 安永 7・11・28～同 9(1780)・１・22 

1冊・(菊)・8－101 

21 『公明卿記』 正親町公明(自) ○50安永 10(1781)・1・11～天明 2(1782)・2・26 

1冊・(東写)・6173－361－22  

22 『公明卿記』 (謄) ⑬ 安永 10・3・10～天明 2・2・26 

1冊・(東)・2073－145 

23 『神宮申沙汰之記』 今出川実種(自) 天明 2・2・26～同 3・10・3 

1冊・(菊)・8－003 

24 『神宮上卿日記』 松木宗美(写) 天明 4(1784)・8・13～同 5・6・28 

1冊・(国)・142－400 
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25 『神宮上卿日記』 不明(写) 天明 4・9・2～同 5・5・28 

1冊・(神)・1－3004 

26 『神宮上卿雑記』 正親町実光(自) 文化 7(1810)・4・30～同 9・8・16 

1冊・（正）・26－368 

27 『神宮上卿之記』 大炊御門経久(自) ① 文化 15(1818)・1・4～同・11・24 ② 文政 2(1819)・1・3～同・2・16 

③ 文政 5(1822)・1・5～3・12 

全 3冊・(大)・149 

28 『実万公記』 三条実万(謄) ⑥ 天保 2(1831)・1・1～同・12・19 

全 11冊・(東)・2073－149 

29 『神宮上卿記』 三条実万(自) ① 文政 12(1829)・3・16～同・6・20 ② 同・8・11～同・12・23 

③ 天保 3(1832)・１・１～同・8・8 ④ 同・8・9～同・10・17 

全 4冊・(東)・4112－101 

30 『遷宮奉行記』 三条実万(自) 文政 12・3・16～同・6・5 

1冊・(徳)・33－69 

31 『遷宮奉行記 草稿』 徳大寺公純(写) 文政 12・6～同 13・1・29 

1冊・(徳)・35－36 

32 『神宮上卿記 乙』 三条実万(自) 文政 13(1830)・7・2～不明 

1冊・(神)・１－12103 

33 『神宮上卿至要抄』 三条実万(自) 1冊・(東)・4112－103 

34 『神宮上卿至要抄』 三条実万(自) 1冊・(徳)・33－80 

35 『神宮上卿間記』 徳大寺公純(写) 天保 15(1844)・1・1～同・10・４ 

1冊・(徳)・33－84 

36 『遷宮申沙汰雑記草』 徳大寺公純(写) ① 嘉永元(1848)・5・12～同・12・21 ② 同 2・1・25～同・12・5 

1冊・(徳)・35－8 

37 『神宮申沙汰雑誌草稿』 徳大寺公純(写) 嘉永 2(1849)・1・1～同・10・5 

1冊・(徳)・35－47 

38 『神宮申沙汰雑誌』 徳大寺実則(自) 慶応 3(1867)・6・28～同・8・14 

1冊・(徳)・33－65 
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第
二
節 

中
山
栄
親
の
『
神
宮
上
卿
記
』 

 

享
保
十
六(
一
七
三
一)

年
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
更
の
あ
と
、
最
初
に
ま
と
ま
っ
た
神
宮
上
卿
の

記
録
を
の
こ
し
た
の
が
、
中
山
栄
親
で
あ
っ
た
。
栄
親
の
記
し
た
、
十
一
『
神
宮
上
卿
記
』(

以
下
、
史
料
番
号
は
、
す
べ
て

【
一
覧
】
の
番
号)

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
正
親
町
家
の
公
卿
を
は
じ
め
と
し
て
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
公
家
衆
に
多
大
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
冒
頭
の
延
享
四(

一
七
四
七)

年
六
月
二
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

六
月
廿
一
日
、
蔵
人
右
少
弁
益
房
仰
神
宮
上
卿
可
奉
行
之
由
申
可
令
存
知
之
旨
、
日
来
醍
醐
大
納
言
奉
行
依
服
暇
之
事
、 

 
 

辞
申
、
三
条
大
納
言
雖
被
仰
、
申
所
労
云
々
、 

此
上
卿
上
古
不
定
其
人
、
堀
川
院
御
時
、
源
大
相
国
殊
為
上
卿
行
之
、
其
後
、
間
有
、
自
二
条
院
御
時
連
綿
、
於
文
書 

 
 

者
二
条
院
御
時
文
書
也
、
多
是
僧
尼
申
文
之
由
等
見
月
輪
殿
御
記
、 

平
日
、
神
事
之
体
、
古
今
不
一
決
欤
、
因
玉
葉
、
按
之
、
久
我
内
大
臣
、
妙
音
院
太
政
大
臣
ホ
密
、
花
山
院
太
政
大
臣
、 

 
 

中
御
門
内
大
臣
ホ
不
密
、
花
山
院
相
国
難
、
久
我
内
府
云
、
如
公
卿
勅
使
精
進
屋
云
々
、
中
御
門
内
府
按
文
書
沙
汰
之
外
、 

 
 

強
不
密
、
今
度
、
申
談
花
山
院
、
又
以
人
々
旧
按
并
当
時
之
習
、
用
捨
之
記
左
、 

 
 
 

仏 

殊
潔
斎
之
日
、
不
逢
僧
尼
、
不
然
之
時
、
対
面
、
消
息
共
無
憚
、
忠
雅
公
説 

 
 
 
 
 
 

栄
按
拠
元
暦
例
幣
御
記
者
、
神
事
当
日
不
可
見
消
息
、 

 
 
 
 
 

平
生
仏
事
之
沙
汰
不
憚
、
但
於
不
吉
事
者
、
不
可
沙
汰
、
祭
主
親
隆
公
説 

 
 
 
 
 

難
有
堂
舎
之
所
并
尼
法
師
御
許
於
公
所
者
参
入
不
憚
、
但
不
可
入
堂
中
、
同
説 

 
 
 
 
 

栄
按
拠
忠
雅
公
説
、
仏
経
不
忌
、
今
度
、
聊
依
有
存
旨
、
出
郭
外
、 

 
 
 
 
 

又
不
書
心
経
、
峯
殿
説
、
又
按
滅
在
之
僧
尼
、
不
有
此
限
、 

 
 
 

重
軽
服 

 
 
 
 
 
 

軽
服
日
数
之
人
、
雖
除
服
、
不
可
入
家
中
、
但
自
脇
門
参
入
、
強
不
憚
、
親
隆
卿
説 

 
 
 
 
 
 

重
服
一
切
不
可
入
家
中
、
峯
殿
説 

 
 
 
 
 
 
 

近
代
之
習
、
請
大
内
人
補
任
於
祭
主
入
家
中
云
々
、
栄
按
神
祇
式
曰
、
凡
祢
宜
・
大
内
人
・
物
忌
父
・
小
内

人
ホ
遭
親
喪
、
不
敢
触
穢
、
及
着
素
服
、
四
十
九
日
之
後
、
祓
清
、
復
任
、
拠
此
式
文
欤
、
同
式
又
曰
凡
二 

所
大
神
宮
祢
宜
、
大
小
内
人
、
物
忌
、
諸
別
宮
内
人
、
物
忌
ホ
並
任
度
会
人
云
々
、
非
度
会
郡
人
之
者
何
私

可
補
任
哉
、
又
天
永
二
年
五
月
十
四
日
、
外
宮
内
人
度
会
清
時
以
三
月
服
、
参
宮
、
明
法
進
勘
文
、
公
卿
有

仗
議
、
被
罪
科
、
中
右
記
於
重
軽
有
参
差
欤
、
所
詮
有
疑
、
則
不
如
不
為
之
、 

月
障 

 
 
 

 
 

在
家
中
、
無
憚
、
宗
能
公
説 

 
 
 
 

  

栄
按
可
住
別
屋
、
若
無
其
所
者
、
以
注
連
可
為
隔
、 
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自
初
日
計
之
第
八
日
朝
、
沐
浴
之
後
、
可
召
仕
、
但
七
ケ
日
以
後
、
尚
有
其
事
者
止
、
次
日
可
召
仕
、 

 
 
 
 
 

女
犯 

 
 
 
 

   
翌
朝
、
沐
浴
、
当
時
之
習
、 

灸 
 
 
 
 

   

灸
治
之
人
可
忌
三
ケ
日
、
忠
雅
公
説 

 
 
 
 

   

非
潔
斎
時
、
於
別
屋
無
憚
、
但
其
後
、
沐
浴
、
解
除
、
神
祇
権
大
副
卜
部
兼
庸
説 

 
 
 
 

火 

 
 
 
 
 

正
ク
不
浄
之
人
ト
不
可
有
同
火
、
於
転
々
事
者
無
憚
、
兼
康
説 

 

旬 

強
不
可
修
祓
、
忠
雅
公
説 

斎
月 

二
月
上
十
ケ
日
、
四
月
上
十
四
ケ
日
、
六
月
上
十
八
ケ
日
、
九
月
同
、
六
月
、
十
二
月
同
、
六
九
月
ホ

已
上
、
御
祭
日
并
初
日
可
有
御
祓
之
旨
、
承
安
二
年
九
月
十
六
日
、
兼
康
注
進
月
輪
殿
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

栄
按
二
月
祈
年
祭
、
四
月
神
衣
祭
、
六
月
月
次
祭
、
九
月
神
嘗
祭
、
十
二
月
月
次
祭
ホ
欤
、
当
時
中
絶
之

条
強
不
可
及
祓
欤
、
九
月
公
家
幣
使
発
遣
也
、
可
随
右
状
、 

産
事 

 
 
 
 
 

 

妊
者
着
帯
之
後
、
不
憚
、
兼
康
記 

 
 
 
 
 

 

産
穢
七
ケ
日
以
後
、
使
往
反
無
憚
、
其
身
依
近
代
之
例
、
三
十
ケ
日
不
可
参
入
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
就
任
を
命
じ
ら
れ
た
栄
親
は
、『
玉
葉
』
に
み
え
る
神
宮
上
卿
成
立
に
つ
い
て
の
記
事
を
引
用

し
、
平
日
や
神
事
の
と
き
の
心
得
は
、
古
今
か
ら
一
定
の
も
の
は
な
く
、『
玉
葉
』
の
記
事
、
花
山
院
に
相
談
し
て
得
ら
れ
た

内
容
、
公
家
衆
の
古
記
録
や
当
時
の
慣
習
を
取
捨
し
て
ま
と
め
た
と
し
て
い
る
。 

続
い
て
『
玉
葉
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
記
録
中
に
記
さ
れ
た
、
神
宮
上
卿
在
任
中
の
穢
れ
を
避
け
る
た
め
の
心
得
と
穢
れ
た

と
き
の
対
処
法
が
項
目
別
に
記
さ
れ
て
い
る
。
栄
親
は
、
仁
安
二(

一
一
六
七)

年
に
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
花
山
院
忠
雅

(

１)

や
長
寛
三(

一
一
六
五)

年
か
ら
寿
永
二(

一
一
八
三)

年
ま
で
神
宮
祭
主
を
勤
め
た
大
中
臣
親
隆(

２)

の
説
と
と
も
に
「
栄

按
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
説
を
書
き
加
え
て
い
る
。 

以
上
の
背
景
に
は
、
当
時
、
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
へ
と
名
称
変
更
が
な
さ
れ
て
既
に
十
数
年
が
経
過
し
て
お
り
、
中
山

栄
親
が
神
宮
上
卿
の
淵
源
と
し
て
平
安
時
代
に
成
立
し
た
神
宮
上
卿
の
あ
り
方
を
模
範
と
し
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。 

そ
し
て
、
第
二
部
第
二
章
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
神
祇
伯
白
川
や
神
宮
祭
主
藤
波
に
神
宮
伝
奏

と
し
て
の
心
得
を
質
問
し
て
い
た
江
戸
時
代
は
じ
め
の
公
卿
た
ち
と
は
対
照
的
に
、
自
ら
古
記
録
を
博
捜
し
て
神
宮
上
卿
在
任

中
の
心
得
を
抄
記
し
た
中
山
栄
親
は
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
公
卿
で
あ
る
と
考
え
る
。 

そ
れ
で
は
、
中
山
栄
親
お
よ
び
中
山
家
と
は
、
ど
の
よ
う
な
公
家
で
あ
ろ
う
か
。
栄
親
は
、
宝
永
六(

一
七
〇
九)

年
、
有
職

故
実
を
家
職
と
し
た
中
山
家
に
兼
親
を
父
と
し
て
生
ま
れ
た
。
彼
は
、
文
化
十
一(

一
八
一
四)

年
に
七
四
歳
で
没
す
る
ま
で
、
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(
３)

朝
廷
の
要
職
を
歴
任
し
た
が
、
そ
の
昇
進
順
序
を
み
る
と
、
中
御
門
天
皇
凶
事
伝
奏
→
新
嘗
会
伝
奏
→
桜
町
天
皇
近
習
衆

→
内
々
衆
→
賀
茂
伝
奏
→
明
年
革
令
当
否
諸
道
勘
申
宣
下
伝
奏
→
改
元
伝
奏
→
桜
町
天
皇
譲
位
伝
奏
→
神
宮
上
卿
→
議
奏
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
儀
式
の
伝
奏
や
神
社
伝
奏
を
歴
任
し
て
議
奏
に
就
任
し
、
朝
廷
の
枢
機
に
参
画
す
る
と
い
う
近
世
の
天
皇
・

摂
家
側
近
公
卿
の
典
型
的
な
昇
進
順
序
で
あ
っ
た
。(

４) 

さ
ら
に
、
こ
れ
以
降
、
中
山
家
か
ら
は
、
栄
親
の
息
子
で
あ
り
、
光
格
天
皇
の
側
近
と
し
て
議
奏
に
就
任
し
、
尊
号
一
件
に 

際
し
て
幕
府
に
処
罰
さ
れ
た
愛
親(

５)

、
愛
親
の
曾
孫
で
あ
り
、
議
奏
・
国
事
御
用
掛
を
勤
め
、
明
治
天
皇
の
外
祖
父
で
も
あ

っ
た
忠
能(

６)

と
い
う
近
世
後
期
の
朝
廷
に
お
い
て
政
治
的
に
活
躍
し
た
公
卿
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
公
卿
た
ち
が
神
宮
上
卿
に
就
任
し
、
古
代
の
神
宮
上
卿
を
模
範
と
し
て
、
栄
親
の
よ
う
に
『
玉
葉
』
を
詳
記
し
た

り
、
詳
細
な
別
記
を
作
成
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
宮
上
卿
の
性
格
が
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

第
三
節 

徳
大
寺
公
城
の
『
神
宮
上
卿
記
』 

 

徳
大
寺
公
城
の
十
二
『
神
宮
上
卿
記
』
宝
暦
四(

一
七
五
四)

年
二
月
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
徳
大
寺
は
、
神
宮
奉
行
万
里
小

路
韶
房
か
ら
の
書
状
を
通
じ
て
神
宮
の
こ
と
を
担
当
す
る
よ
う
に
と
の
摂
政
一
条
道
香
の
意
向
を
う
け
、
そ
れ
を
受
諾
す
る
旨

の
請
文
を
提
出
し
た
。
同
条
に
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

予
則
家
内
神
事
、
抑 

神
宮
上
卿
神
斎
之
事
、(

中
略)

家
司
へ
申
付
了
、
如
左
、 

一
、 

家
内
清
火
、
差
別
之
事
、 

予
一
人
清
火
也
、
仍
膳
部
調
味
之
輩
、
同
清
火
ニ
入
也
、
但 

母
儀
并
老
女
一
人
、
同
清
火
也
、
其
餘
男
女
皆
中
火 

也
、
其
外
来
者
雑
火
也
、
仍
行
水
之
後
、
家
内
之
中
火
を
令
食
也
、(

中
略)

又
臨
時
之
参
内
、
又
他
所
出
行
等
節
、 

帰
宅
之
後
、
行
水
也
、
但
於
他
所
不
食
雑
火
者
不
及
行
水
也
、 

一
、 

予
一
向
廓
参
之
事
停
止
也
、
正
忌
之
節
者
神
宮
弁
方
へ
申
通
置
、
参
詣
翌
日
家
内
一
統
鑽
火
也
、 

一
、
灸
治
之
事
不
憚
、
灸
治
了
之
後
、
即
剋
行
水
也
、(

中
略) 

 
 

一
、
月
水
之
女
房
ハ
予
同
間
を
憚
、
七
日
過
、
八
日
朝
行
水
、
其
後
、
不
憚
、(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
徳
大
寺
は
神
宮
上
卿
へ
の
就
任
が
決
ま
る
と
、
家
司
に
自
ら
や
家
内
の
心
得
に
つ
い
て
申
し
付
け
て
い
る
。 

例
え
ば
、
神
宮
上
卿
は
、
清
火
に
て
過
ご
す
必
要
が
あ
る
た
め
、
同
家
の
調
理
を
担
当
す
る
者
も
そ
の
清
火
を
用
い
る
こ
と
、

ま
た
、
臨
時
の
参
内
や
他
所
へ
出
向
い
た
と
き
な
ど
は
、
帰
宅
の
後
、
行
水
す
る
こ
と
、
た
だ
し
、
他
所
に
お
い
て
雑
火
に
て

調
理
さ
れ
た
食
事
を
と
ら
な
け
れ
ば
行
水
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
寺
院
参
詣
の
翌
日
は
、
家
内
全
体
で
き
り
も
み
し
て
火
を

お
こ
す
こ
と
、
灸
治
は
問
題
な
い
が
、
終
了
後
す
ぐ
に
行
水
す
る
こ
と
、
月
水
の
女
房
は
同
座
す
る
こ
と
を
憚
る
こ
と
、
但
し

七
日
間
で
あ
り
、
八
日
朝
に
行
水
し
た
後
は
、
問
題
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。 

 

清
華
家
で
内
々
の
家
で
あ
り
、
四
箇
の
大
事
、
有
職
故
実
、
雅
楽
を
家
職
と
し
た
徳
大
寺
家(

７)

か
ら
は
、
第
二
部
第
一
章
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第
一
節
の
「
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
」
に
よ
れ
ば
、
安
元
三(

一
一
七
七)

年
に
就
任
し
た
実
定
を
初
め
と
し
て
、
公
維
・

公
信
・
公
全
・
実
憲
・
公
城
・
実
祖
・
公
迪
・
公
純
・
実
則
と
い
う
多
数
の
公
卿
が
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
た
。
以

上
の
こ
と
や
有
職
故
実
を
家
職
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
公
城
が
就
任
し
た
当
時
、
同
家
に
は
、
神
宮
上
卿
の
在
任
中
の
心
得

も
家
説
と
し
て
集
積
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

第
四
節 

正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
と
公
家
社
会 

 

近
世
神
宮
上
卿
の
記
録
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
が
作
成
し
た
写
本
で
あ
る
。
例
え
ば
、
坊
城
俊
克
写
本
、 

十
九
『
神
宮
上
卿
記
』
に
は
、
三
つ
の
奥
書
が
あ
る
。 

①
「
右
之
一
本
、
内
密
正
親
町
大
納
言
公
明
卿
借
用
、
令
書
写
卆
、
不
可
他
見
、
天
明
四
年
九
月
一
日(

花
押)

」 

②
「
這
一
策
、
正
親
町
前
大
納
言
公
明
卿
記
也
、
三
條
大
納
言
實
起
卿
借
請
、
被
書
写
、
被
秘
蔵
之
處
、
予
強
借
求
、
令 

 
 

書
写
、
深
蔵
函
底
、
努
丶
不
可
出
困
者
也
、
寛
政
二
年
九
月
七
日 

権
大
納
言(

花
押)

」 

③
「
此
一
冊
借
受
右
大
将
家
厚
卿
、
令
僮
筆
書
冩
訖
、
弘
化
四
年
四
月 
頭
左
中
辨
藤
俊
克
」(

番
号
、
筆
者
。) 

 
 
 

①
～
③
の
奥
書
に
よ
っ
て
、
本
書
の
成
立
過
程
を
み
る
。
①
に
よ
れ
ば
、
こ
の
写
本
は
、
正
親
町
公
明(

安
永
七
・
十
一
・

二
五
～
天
明
元
・
九
・
三
十 

同
・
十
・
十
～
同
二
・
二
・
二
六
在
任)

自
筆
の
神
宮
上
卿
在
任
中
の
別
記
、
十
八
『
神
宮
上 

卿
間
之
事
』
と
記
事
の
所
収
年
月
日
が
同
一
で
あ
り
、
そ
の
記
事
も
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
、
天
明
四(

一
七
八
四)

年
に
同
職
を
勤
め
て
い
た
三
条
実
起(

安
永
七
・
四
・
十
六
～
十
・
二
九 

天
明
四
・
八
・
十
三
～
同
五
・
七
・
二
九
在
任)

が
、
公
明
に
同
書
を
借
り
て
書
写
し
た
。 

②
に
よ
れ
ば
、
寛
政
二(

一
七
九
〇)

年
に
、
同
職
を
勤
め
て
い
た
花
山
院
愛
徳(

天
明
六
・
四
・
二
～
享
和
三
・
五
・
十
六

在
任)

が
、
実
起
に
①
の
写
本
を
借
り
て
書
写
し
た
。
③
に
よ
れ
ば
、
弘
化
四(

一
八
四
七)

年
に
、
神
宮
奉
行
を
勤
め
て
い
た

坊
城
俊
克
が
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
愛
徳
の
子
、
家
厚(

文
化
九
・
九
・
一
～
同
十
一
・
八
・
十
九 

文
政
五
・
四
・
八

～
同
十
二
・
三
・
十
六 

弘
化
二
・
九
・
九
～
同
四
・
六
・
四
在
任)

に
②
の
写
本
を
借
り
て
書
写
し
、
成
立
し
た
の
が
本
書 

で
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
十
八
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
は
、
少
な
く
と
も
、
約
五
十
年
間
に
わ
た
っ
て
、
神
宮
上
卿
、
神
宮
奉

行
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
、
別
記
と
し
て
の
価
値
を
も
っ
た
と
い
え
る
。
確
か
に
、
同
書
は
、
現
存
す
る
神
宮
伝
奏
、
神
宮
上
卿

の
別
記
の
な
か
で
も
、
古
記
録
等
の
抜
書
が
豊
富
で
あ
り
、
質
、
量
と
も
に
群
を
抜
い
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
希
少
価
値
の
高

い
記
録
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

他
に
も
、
こ
の
よ
う
な
神
宮
上
卿
の
日
次
記
、
別
記
の
写
本
は
、
六
点
あ
り
、
光
格
天
皇
在
位
下
の
十
八
世
紀
後
半
以
降
、 

神
宮
上
卿
が
同
職
経
験
者
の
別
記
を
借
り
て
、
書
写
し
た
こ
と
、
そ
の
写
本
は
、
家
の
財
産
と
し
て
所
蔵
さ
れ
、
父
か
ら
子
へ

と
引
き
継
が
れ
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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ま
た
、
名
称
変
更
前
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
記
録
の
な
か
に
、
こ
う
し
た
別
記
の
写
本
が
一
点
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
こ
と
は
、
名
称
変
更
後
に
お
け
る
神
宮
上
卿
記
録
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
神
宮
上
卿
は
、
別
記
の
書
写
な
ど
を
通
じ
て
、
何
を
習
得
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
先
述
し

た
、
十
八
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
安
永
七(

一
七
七
八)

年
十
一
月
二
五
日
条
の
記
事
で
あ
る
。 

 

神
宮
上
卿
之
事
、
以
左
少
弁
頼
凞
被
仰
、
則
進
請
文
、
祓
清
家
中
、
服
者
出
郭
、
月
障
女
房
住
別
屋
、
沐
浴
、
遙
拝
、
敬

神
之
至
也
、(

中
略)

頃
日
、
件
上
卿
三
条
大
納
言
実
起
卿
申
障
、
花
山
院
中
納
言
愛
徳
卿
亦
服
仮
辞
申
、
仍
被
仰
予
、
予 

 

至
昨
廿
四
日
、
軽
服
日
数
限
也
、
今
日
、
忽
奉
神
宮
事
、
宜
慮
有
恐
者
、
仍
修
祓
、
沐
浴
了
、
但
不
可
致
長
日
斎
之
由
、 

 

古
賢
之
所
意
也
、
且
宝
暦
中
厳
君
御
奉
行
之
時
、
其
定
也
、
但
神
事
之
法
猶
可
尋
先
輩
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
公
明
は
、
神
宮
上
卿
就
任
を
承
諾
し
た
後
、
家
中
を
祓
い
清
め
、
服
者
を
外
に
出
し
、
月
障
の
女
房
を
別

屋
に
移
し
た
。
さ
ら
に
、
沐
浴
し
、
神
宮
に
遙
拝
し
た
。
三
条
実
起
が
障
り
、
花
山
院
愛
徳
が
服
仮
に
よ
り
、
相
次
い
で
退
任

し
、
公
明
が
任
命
さ
れ
た
。 

公
明
も
昨
日
ま
で
軽
服
期
間
で
あ
り
、
今
日
、
神
宮
上
卿
職
を
引
き
受
け
た
の
で
、
修
祓
、
沐
浴
し
た
。
た
だ
し
、
長
期
間

の
斎
戒
を
行
う
必
要
は
な
い
こ
と
が
古
賢
の
見
解
で
あ
る
こ
と
、
宝
暦
年
間
に
厳
君
が
同
職
の
と
き
に
、
こ
の
こ
と
を
定
め
た 

こ
と
、
神
事
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
先
輩
公
卿
に
尋
ね
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。 

こ
の
厳
君
と
は
、
彼
の
父
、
実
連
と
考
え
ら
れ
、
同
二
八
日
条
に
は
、「
宝
暦
中
、
家
君
両
度
令
奉
行
候
、
彼
間
之
御
記
申

出
、
覧
之
、」
と
あ
り
、
公
明
が
実
連
に
そ
の
記
録
を
読
み
た
い
旨
を
申
し
出
て
、
読
ん
だ
。
さ
ら
に
、
同
条
に
は
、
次
の
よ

う
な
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

三
条
大
納
言
実
起
卿
、
今
年
、
上
卿
之
間
、
条
々
相
尋
、
注
左
、 

 
 
 
 

神
宮
定
条
々
、 

 
 

一
、
常
々
別
火
之
間
、
雑
火
不
混
乱
事
、 

 
 

一
、
重
軽
服
者
、
常
々
不
可
参
入
事
、 

 
 

一
、
滅
在
所
僧
尼
不
可
参
入
事
、 

 
 

一
、
社
僧
之
類
并
俗
法
体
之
者
常
々
出
入
、
無
憚
、
但
神
事
之
時
、
可
憚
事
、 

 
 

一
、
医
師
・
画
師
ホ
法
体
之
者
、
潔
斎
之
外
無
憚
事
、 

 
 

一
、
神
事
之
時
、
物
音
可
為
停
止
事
、 

 
 

一
、
神
事
之
時
、
死
穢
之
沙
汰
、
堅
停
止
、
平
日
、
於
無
拠
事
者
、
密
尋
問
、
強
無
憚
事
、 

 
 

一
、
吊
死
葬
礼
之
場
出
、
廟
参
、
或
寺
参
、
荒
忌
之
者
同
座
并
産
穢
ホ
者
、
於
他
所
致
沐
浴
、
可
出
仕
、
若
当
神
事
時
、 

 
 
 
 

解
斎
後
、
可
出
仕
、
尤
於
前
不
可
致
其
沙
汰
、
但
数
日
神
事
時
者
、
三
十
日
過
致
沐
浴
、
可
遂
出
仕
事
、 

 
 

一
、
父
母
忌
日
不
可
出
仕
事
、 

 
 

一
、
斎
、
非
時
、
仏
供
ホ
可
為
停
止
事
、 
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一
、
神
事
之
時
、
家
中
之
輩
不
可
灸
治
、
常
々
者
不
苦
、
且
三
ケ
所
以
上
者
懸
湯
了
、
入
居
間
、
無
憚
事
、 

 
 

一
、
女
房
月
障
七
ケ
日
之
間
、
不
可
入
居
間
事
、 

 
 
 
 
 

文
書
沙
汰
之
日
、
密
避
僧
尼
、
重
軽
服
、
女
犯
、
月
障
、
自
前
日
神
斎
、
灸
治
、
産
事
別
火
、 

 
 
 
 

平
日 

 
 

一
、
滅
在
之
僧
尼
不
逢
之
、
其
余
僧
尼
面
会
不
憚
、 

 
 

一
、
重
服
一
切
憚
之
、 

 
 

一
、
軽
服
日
数
自
脇
門
参
入
、
不
憚
、 

 
 

一
、
月
障
在
家
中
無
憚
、
注
連
外
面
会
不
憚
、 

 
 

一
、
女
犯
、
翌
朝
、
沐
浴
、 

 
 

一
、
灸
治
於
別
屋
無
憚
、
但
事
了
、
沐
浴
、 

 
 

一
、
火
正
リ
不
浄
之
人
ト
不
同
火
、
於
転
々
事
者
無
憚
、 

 
 

一
、
産
着
帯
之
後
、
不
憚
産
穢
、
卅
ケ
日
不
面
会
、
玉
葉
承
安
五
九
廿
一
日
記
文
、
無
長
日
之
斎
、
右
次
第
中
山
前
亜
相 

愛
親
卿
上
卿
之
時
、
被
定
旨
、
予
今
度
用
之
、 

 
 
 
 

右
、
実
起
卿
注
記
之
趣
也
、
近
日
之
例
大
略
如
此
欤
、
猶
可
勘
注
也
、 

 
 
 
 

愛
親
卿
進
止
如
故
亜
相
栄
親
卿
所
意
云
々
、
彼
記
被
借
与
之
間
、
祓
抄
之
記
、
如
左
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
神
宮
定
条
々
」
と
い
う
神
宮
上
卿
在
任
中
の
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
。
全
部
で
二
十
箇
条
に
わ
た
り
、

具
体
的
に
は
、
穢
れ
を
避
け
る
た
め
の
心
得
と
穢
れ
た
と
き
の
対
処
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
山
愛
親(

安
永
四
・
一
・
十
四

～
同
・
十
二
・
二
七
在
任)

が
、
神
宮
上
卿
在
任
中
に
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
三
条
実
起
も
同
職
就
任
後
に
用
い
た
と

い
う
。
公
明
は
、
実
起
の
記
録
か
ら
自
ら
の
別
記
に
そ
れ
ら
を
書
写
し
た
。 

そ
の
後
、
公
明
は
愛
親
と
会
い
、
愛
親
は
公
明
に
自
己
の
行
動
の
指
針
は
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
、
父
の
栄
親(
延
享
四
・

六
・
二
一
～
寛
延
元
・
八
・
十
五 

同
二
・
十
一
・
九
～
同
三
・
二
・
十
四 

同
・
十
二
・
十
～
同
四
・
三
・
十
六
在
任)
の 

考
え
に
基
づ
く
と
述
べ
、
栄
親
の
日
次
記
『
中
山
大
納
言
栄
親
卿
記
』
を
公
明
に
貸
し
、
公
明
は
、
そ
の
記
事
を
自
ら
の
別
記

に
書
写
し
た
。
同
条
に
は
、
続
い
て
、
そ
の
抄
出
記
事
が
み
え
る
。 

中
山
大
納
言
栄
親
卿
記
曰
、 

此
上
卿
上
古
不
定
其
人
、
堀
川
院
御
時
、
源
大
相
国
殊
為
上
卿
行
之
、
其
後
、
間
有
、
自
二
条
院
御
時
連
綿
、
於
文
書 

 
 

者
二
条
院
御
時
文
書
也
、
多
是
僧
尼
申
文
之
由
等
見
月
輪
殿
御
記
、 

 
 

平
日
、
神
事
之
体
、
古
今
不
一
決
欤
、
因
玉
葉
、
按
之
、
久
我
内
大
臣
、
妙
音
院
太
政
大
臣
ホ
密
、
花
山
院
太
政
大
臣
、 

 
 

中
御
門
内
大
臣
ホ
不
密
、
花
山
院
相
国
難
、
久
我
内
府
云
、
如
公
卿
勅
使
精
進
屋
云
々
、
中
御
門
内
府
按
文
書
沙
汰
之
外
、 

 
 

強
不
密
、
今
度
、
申
談
、
花
山
院
人
以
人
々
旧
按
并
当
時
之
習
、
用
捨
之
記
左
、 

 
 
 

仏 

殊
潔
斎
之
日
、
不
逢
僧
尼
、
不
然
之
時
、
対
面
、
消
息
共
無
憚
、
忠
雅
公
説 
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栄
按
拠
元
暦
例
幣
御
記
者
、
神
事
当
日
不
可
見
消
息
、 

 
 
 
 
 

平
生
仏
事
之
沙
汰
不
憚
、
但
於
不
吉
事
者
、
不
可
沙
汰
、
祭
主
親
隆
公
説 

 
 
 
 
 

難
有
堂
舎
之
所
并
尼
法
師
御
許
於
公
所
者
参
入
不
憚
、
但
不
可
入
堂
中
、
同
説 

 
 
 
 
 

栄
按
拠
忠
雅
公
説
、
仏
経
不
忌
、
今
度
、
聊
依
有
存
旨
、
出
郭
外
、 

 
 
 
 
 

又
不
書
心
経
、
峯
殿
説
、
又
按
滅
在
之
僧
尼
、
不
有
此
限
、 

 
 
 

重
軽
服 

 
 
 
 
 
 

軽
服
日
数
之
人
、
雖
除
服
、
不
可
入
家
中
、
但
自
脇
門
参
入
、
強
不
憚
、
親
隆
卿
説 

 
 
 
 
 
 

重
服
一
切
不
可
入
家
中
、
峯
殿
説 

 
 
 
 
 
 
 

近
代
之
習
、
請
大
内
人
補
任
於
祭
主
入
家
中
云
々
、
栄
按
神
祇
式
曰
、
凡
祢
宜
・
大
内
人
・
物
忌
父
・
小
内

人
ホ
遭
親
喪
、
不
敢
触
穢
、
及
着
素
服
、
四
十
九
日
之
後
、
祓
清
、
復
任
、
拠
此
式
文
欤
、
同
式
又
曰
凡
二 

所
大
神
宮
祢
宜
、
大
小
内
人
、
物
忌
、
諸
別
宮
内
人
、
物
忌
ホ
並
任
度
会
人
云
々
、
非
度
会
郡
人
之
者
何
私

可
補
任
哉
、
又
天
永
二
年
五
月
十
四
日
、
外
宮
内
人
度
会
清
時
以
三
月
服
、
参
宮
、
明
法
進
勘
文
、
公
卿
有

仗
議
、
被
罪
科
、
中
右
記
於
重
軽
有
参
差
欤
、
所
詮
有
疑
、
則
不
如
不
為
之
、 

月
障 

 
 
 

 
 

在
家
中
、
無
憚
、
宗
能
公
説 

 
 
 
 

  

栄
按
可
住
別
屋
、
若
無
其
所
者
、
以
注
連
可
為
隔
、 

 
 
 

 
 

自
初
日
計
之
第
八
日
朝
、
沐
浴
之
後
、
可
召
仕
、
但
七
ケ
日
以
後
、
尚
有
其
事
者
止
、
次
日
可
召
仕
、 

 
 
 
 
 

女
犯 

 
 
 
 

   

翌
朝
、
沐
浴
、
当
時
之
習
、 

灸 
 
 
 
 

   

灸
治
之
人
可
忌
三
ケ
日
、
忠
雅
公
説 

 
 
 
 

   

非
潔
斎
時
、
於
別
屋
無
憚
、
但
其
後
、
沐
浴
、
解
除
、
神
祇
権
大
副
卜
部
兼
庸
説 

 
 
 
 

火 

 
 
 
 
 

正
ク
不
浄
之
人
ト
不
可
有
同
火
、
於
転
々
事
者
無
憚
、
兼
康
説 

 

旬 

強
不
可
修
祓
、
忠
雅
公
説 

斎
月 

二
月
上
十
ケ
日
、
四
月
上
十
四
ケ
日
、
六
月
上
十
八
ケ
日
、
九
月
同
、
六
月
、
十
二
月
同
、
六
九
月
ホ

已
上
、
御
祭
日
并
初
日
可
有
御
祓
之
旨
、
承
安
二
年
九
月
十
六
日
、
兼
康
注
進
月
輪
殿
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

栄
按
二
月
祈
年
祭
、
四
月
神
衣
祭
、
六
月
月
次
祭
、
九
月
神
嘗
祭
、
十
二
月
月
次
祭
ホ
欤
、
当
時
中
絶
之

条
強
不
可
及
祓
欤
、
九
月
公
家
幣
使
発
遣
也
、
可
随
右
状
、 

産
事 
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妊
者
着
帯
之
後
、
不
憚
、
兼
康
記 

 
 
 
 
 

 

産
穢
七
ケ
日
以
後
、
使
往
反
無
憚
、
其
身
依
近
代
之
例
、
三
十
ケ
日
不
可
参
入
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
愛
親
は
、
父
栄
親
の
『
神
宮
上
卿
記
』
の
冒
頭
部
分
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ

を
み
る
と
、
愛
親
は
、「
神
宮
定
条
々
」
の
作
成
に
お
い
て
父
栄
親
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
た
。
例
え
ば
、
前
掲
の
「
軽

服
日
数
自
脇
門
参
入
不
憚
、」
と
の
規
定
は
、
同
じ
く
前
掲
の
『
中
山
大
納
言
栄
親
卿
記
』
の
「
軽
服
日
数
之
人
、
雖
除
服
、

不
可
入
家
中
、
但
自
脇
門
参
入
、
強
不
憚
、
親
隆
卿
説
」
と
の
記
事
に
拠
っ
て
定
め
た
と
み
ら
れ
る
。 

 

こ
の
記
事
は
、『
玉
葉
』(

８)

承
安
二(

一
一
七
二)

年
十
二
月
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
九
条
兼
実
が
祭
主
大
中
臣
親 

隆
に
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
尋
問
し
、
こ
の
な
か
で
、
九
条
が
「
一
、
家
中
、
軽
服
日
数
之
内
、
除
服 

人
可
入
哉
否
事
、」
と
尋
問
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
親
隆
の
「
不
可
入
也
、
但
自
脇
門
参
末
々
枝
屋
、
強
不
可
苦
、」
と
の
回
答

を
栄
親
が
抄
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
、「
神
宮
定
条
々
」
最
後
の
規
定
に
は
、「
玉
葉
、
承
安
五
九
廿
一
日
記
文
、
無
長
日
之
斎
、
」
と
あ
り
、『
玉
葉
』
の

記
事
に
よ
り
、
神
宮
上
卿
で
あ
っ
て
も
長
期
間
の
斎
戒
は
、
必
要
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
中
山
栄
親
の
十
一
『
神
宮
上
卿
記
』
寛
延
三(
一
七
五
〇)

年
十
二
月
十
一
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に

み
え
る
。 

 
 

一
、
於
内
内
々
申
請
、
摂
政
殿
曰
、
近
代
神
宮
上
卿
常
如
祠
官
ホ
、
豈
可
然
哉
、
仍
人
々
遁
申
、
今
度
、
因
玉
葉
承
安
五

年
九
月
廿
一
日
記
文
、
不
可
致
長
日
之
斎
、
只
聊
可
存
用
捨
候
命
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
摂
政
一
条
道
香
が
中
山
に
、
近
年
の
神
宮
上
卿
は
神
職
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
で
よ
い
の
か
、
だ
か
ら
、 

人
々
は
同
職
を
避
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
度
か
ら
、『
玉
葉
』
承
安
五
年
九
月
二
一
日
条
に
よ
り
、
神
宮
上
卿
は
長
期

間
の
斎
戒
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
指
示
し
た
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、「
神
宮
定
条
々
」
の
二
十
箇
条
目
は
、
一
条
の
指
示
を

栄
親
が
自
ら
の
記
録
に
記
し
、
そ
れ
を
愛
親
が
披
見
し
て
、
盛
り
込
ん
だ
と
考
え
る
。 

 

『
兼
香
公
記
』(

９)

に
よ
れ
ば
、
元
文
五(

一
七
四
〇)

年
五
月
三
十
日
、
一
条
道
香
邸
に
中
山
栄
親
・
五
条
為
範
・
高
辻
総

長
・
庭
田
重
熈
な
ど
の
公
卿
が
集
ま
り
、
一
条
が
主
催
し
た
「
中
右
記
会
」
と
い
う
『
中
右
記
』
の
学
習
会
が
開
か
れ
た
。
同

書
は
、
右
大
臣
を
勤
め
た
中
御
門
宗
忠
の
日
記
で
あ
り
、
宗
忠
が
参
仕
し
た
諸
政
務
・
諸
儀
式
が
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ

と(

１
０)

に
よ
り
、
当
時
、
右
大
臣
で
あ
っ
た
一
条
が
職
務
遂
行
の
参
考
に
資
す
る
た
め
に
同
書
を
学
習
し
た
と
考
え
る
。 

 

こ
の
「
中
右
記
会
」
は
、
他
に
も
六
月
五
日
、
三
十
日
、
七
月
二
十
日
に
開
か
れ
、
ま
た
、「
玉
葉
会
」
が
閏
七
月
二
十
日
、 

二
五
日
、「
玉
葉
・
中
右
記
会
」
が
三
十
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
条
邸
に
お
い
て
開
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
中
山
は

出
席
し
て
い
た
。(

１
１) 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
中
山
が
『
中
山
大
納
言
栄
親
卿
記
』
に
『
玉
葉
』
を
は
じ
め
、
古
代
、
中
世
の
記
録
中
に
記
さ
れ
た
、 

神
宮
上
卿
が
避
け
る
べ
き
穢
れ
に
関
す
る
公
家
の
説
を
書
写
し
、
自
説
も
書
き
加
え
て
い
る
こ
と
、
一
条
が
中
山
に
神
宮
上
卿

の
心
得
と
し
て
『
玉
葉
』
の
記
事
を
用
い
る
こ
と
を
指
示
し
た
こ
と
は
、
両
者
の
『
玉
葉
』
学
習
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
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考
え
る
。 

 

次
に
、
十
八
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
の
同
条
に
は
、『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
神
宮
年
中
祭
祀
式
日
の
記
事
、『
園
太
暦
』
の
旬

日
の
と
き
、
神
宮
上
卿
が
神
宮
遙
拝
を
い
か
に
行
う
か
問
題
に
な
っ
た
記
事
、
『
上
卿
故
実
』
・
『
玉
葉
』・
『
山
槐
記
』・『
観
音

寺
相
国
記
』
の
神
宮
上
卿
が
避
け
る
べ
き
穢
れ
に
関
す
る
記
事
、『
神
皇
先
規
録
』・『
中
右
記
』
の
祭
主
が
三
位
以
上
に
叙
さ

れ
た
記
事
、『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』・『
続
日
本
紀
』
の
神
宮
神
主
の
職
名
、
定
員
、
補
任
次
第
の
記
事
、『
神
皇
先
規
録
』・『 

玉
葉
』
・
『
百
練
抄
』
の
神
宮
祢
宜
へ
の
叙
位
制
限
の
記
事
が
抄
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、『
延
喜
式
』・『
神
皇
先
規
録
』・『
中
山
大
納
言
栄
親
卿
記
』
の
大
神
宮
司
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
記
事
、『
西
宮
記
』 

・
『
伊
勢
太
神
宮
例
文
』
の
大
神
宮
司
補
任
の
記
事
、
出
典
は
不
明
だ
が
、
近
世
に
お
け
る
神
宮
祢
宜
へ
の
叙
位
例
と
同
職
の

辞
職
例
、
中
近
世
に
お
け
る
権
祢
宜
へ
の
叙
位
例
、『
百
練
抄
』
の
伊
勢
神
人
訴
訟
の
記
事
、『
吉
黄
記
』
の
神
宮
関
連
事
項
の 

奏
上
記
事
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』・『
大
神
宮
参
詣
記
』
の
内
宮
炎
上
例
、『
神
皇
先
規
録
』
の
伊
勢
公
卿
勅
使
の
記
事
、『 

吉
記
』
の
伊
勢
斎
宮
神
事
潔
斎
の
記
事
、『
神
皇
先
規
録
』・『
神
宮
雑
例
集
』
な
ど
の
斎
宮
と
斎
宮
寮
成
立
の
記
事
が
抄
出
さ 

れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
先
例
故
実
は
、
公
明
が
神
宮
上
卿
の
教
養
と
し
て
集
積
し
た
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
例
え
ば
、
神
宮
上
卿 

が
避
け
る
べ
き
穢
れ
や
祭
主
、
祢
宜
、
権
祢
宜
へ
の
叙
位
な
ど
は
、
近
世
の
朝
廷
に
お
い
て
も
、
よ
く
問
題
に
な
り
、
神
宮
上

卿
が
直
面
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
公
明
が
以
上
の
記
事
を
抄
出
し
た
理
由
は
、
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
の
担
当
者
と
し

て
、
そ
れ
ら
の
先
例
集
積
の
必
要
性
を
認
識
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

【
一
覧
】
の
記
録
上
、
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
古
記
録
の
抄
出
が
み
え
る
の
は
、
本
書
が
最
初
で
あ
り
、
別
記
の
な
か
で

も
、
そ
の
記
録
の
抄
出
は
、
質
、
量
と
も
に
群
を
抜
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
本
書
の
作
成
を
可
能
に
し
た
公
明
の
公
卿
と
し

て
の
教
養
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
。 

 

二
一
『
公
明
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
明
和
三(

一
七
六
六)

年
十
月
五
日
に
、
前
関
白
一
条
道
香
邸
に
公
明
、
愛
親
、
阿
野
公
繩 

が
集
ま
り
、『
公
事
根
源
』
な
ど
を
読
み
合
わ
せ
た
。
同
書
は
一
条
兼
良
の
著
書
で
あ
る
と
の
説
が
有
力
で
あ
り
、
室
町
時
代

の
宮
中
を
中
心
と
し
た
年
中
行
事
の
あ
り
方
と
そ
の
根
源
が
記
さ
れ
て
い
る
。(

１
２) 

 

さ
ら
に
、
同
九
日
、
同
四
年
六
月
十
四
日
、
同
二
一
日
に
も
一
条
邸
に
お
い
て
同
様
の
読
書
会
が
開
か
れ
、
公
明
は
毎
回
出

席
し
た
。
同
二
一
日
、
公
明
は
こ
の
読
書
会
後
、
愛
親
邸
を
訪
れ
、
二
人
で
『
中
右
記
』
を
読
ん
だ
。 

 

同
六
年
一
月
二
二
日
、
四
条
隆
師
が
公
明
邸
を
訪
れ
、『
禁
秘
抄
』
を
読
み
合
わ
せ
た
。
同
書
は
順
徳
天
皇
の
著
書
で
あ
り
、

宮
中
の
宝
物
・
殿
舎
、
毎
日
お
よ
び
毎
月
の
恒
例
お
よ
び
臨
時
の
公
事
・
神
事
・
仏
事
な
ど
の
次
第
、
天
皇
と
側
近
の
臣
の 

心
得
る
べ
き
故
実
、
芸
能
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。(

１
３) 

 

同
二
七
日
に
も
、
同
様
に
『
禁
秘
抄
』
を
読
み
合
わ
せ
、
四
条
は
公
明
に
疑
問
点
を
質
問
し
た
。
同
七
年
閏
六
月
十
一
日
に

は
、
四
条
の
要
望
に
よ
り
、
二
人
で
『
名
目
抄
』
を
読
み
合
わ
せ
た
。
同
書
は
洞
院
実
熙
の
著
書
で
あ
り
、
公
家
常
用
の
用
語

に
読
み
仮
名
を
付
し
、
簡
単
な
註
を
つ
け
た
室
町
時
代
前
期
の
有
職
書
で
あ
る
。(

１
４) 
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同
六
年
一
月
二
六
日
、
公
明
は
内
大
臣
九
条
道
前
邸
を
訪
れ
、『
玉
葉
』
・
『
北
山
抄
』
を
読
み
合
わ
せ
た
。
後
者
は
藤
原
公

任
の
撰
で
あ
り
、
平
安
時
代
中
期
に
成
立
し
た
儀
式
書
で
あ
る
。(

１
５)

同
二
七
日
、
同
七
年
五
月
二
九
日
、
同
六
月
十
日
、 

同
三
十
日
、
閏
六
月
十
日
、
同
七
月
十
日
に
も
九
条
邸
に
お
い
て
同
様
の
読
書
会
が
開
か
れ
、
公
明
は
毎
回
出
席
し
て
い
た
。 

二
回
目
以
降
は
、
順
次
、
庭
田
重
熈
・
中
山
栄
親
・
中
山
愛
親
も
出
席
し
た
。 

こ
れ
に
よ
り
、
公
明
は
公
卿
と
し
て
の
教
養
の
一
端
を
摂
家
・
羽
林
家
公
卿
と
の
古
記
録
や
有
職
故
実
書
の
読
書
会
に
お
い

て
形
成
し
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
近
世
公
卿
が
、
古
記
録
を
博
捜
し
、
古
代
、
中
世
に
お
け
る
神
宮
の

祭
祀
、
朝
廷
の
神
宮
に
関
す
る
政
務
や
神
宮
上
卿
に
関
す
る
先
例
故
実
を
集
積
す
る
作
業
が
、
中
山
栄
親
に
は
じ
ま
り
、
そ
の

子
、
愛
親
を
通
じ
て
、
正
親
町
公
明
に
受
け
継
が
れ
、
十
八
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
に
結
実
し
た
背
景
に
は
、
彼
ら
が
摂
家
の

主
宰
す
る
、
こ
れ
ら
の
読
書
会
な
ど
を
通
じ
て
学
問
的
交
流
を
も
ち
、
有
職
故
実
の
教
養
を
培
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、「
神
宮
定
条
々
」
は
、
栄
親
が
書
写
し
た
記
録
の
な
か
で
、『
玉
葉
』
を
は
じ
め
、
古
代
・
中
世
の
記

録
に
お
い
て
神
宮
上
卿
の
心
得
が
記
さ
れ
た
箇
所
な
ど
に
基
づ
い
て
愛
親
が
作
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、『
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
旧
蔵
書
目
録
お
よ
び
解
説
』
に
よ
れ
ば
、
中
山
家
と
正
親
町
家
は
、
公
明
の
祖
父
、

公
通
の
弟
、
篤
親
が
中
山
英
親
の
嗣
と
な
っ
て
以
来
、
深
い
関
係
に
あ
り
、
公
明
の
父
、
実
連
も
、
実
は
篤
親
の
孫
、
栄
親
の

弟
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
愛
親
と
公
明
は
血
縁
的
に
は
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
人
は
親
し
い
関
係

に
あ
っ
た
ら
し
く
、
正
親
町
家
旧
蔵
書
中
に
も
公
明
が
写
し
た
と
推
測
さ
れ
る
愛
親
の
著
作
が
多
く
見
出
せ
る
。(

１
６) 

 

こ
の
よ
う
に
近
世
後
期
の
神
宮
上
卿
は
就
任
後
、
最
初
に
親
族
を
は
じ
め
と
す
る
同
職
経
験
者
の
記
録
を
披
見
、
書
写
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
同
職
在
任
中
の
穢
れ
を
避
け
る
た
め
の
心
得
と
穢
れ
た
と
き
の
対
処
法
を
学
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ

と
を
第
二
部
第
二
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
、
寛
文
年
間
に
神
宮
伝
奏
三
条
が
白
川
神
祇
伯
に
そ
れ
ら
を
質
問
し
た
こ
と
と

比
較
す
る
と
、
そ
の
在
り
方
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

二
十
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』(

抄)

は
、
十
八
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
の
一
部
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
記
者
名
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
専
修
大
学
付
属
図
書
館
菊
亭
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
安
永
七(

一
七
七
八)

年
以
降
、
今
出
川
家
の
な

か
で
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
公
卿
は
、
今
出
川
実
種(

天
明
二
・
二
・
二
六
～
同
四
・
五
・
二
四
在
任)

の
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
今
出
川
が
前
任
者
の
正
親
町
公
明
に
十
八
の
書
を
借
り
て
、
書
写
し
た
も
の
と
考
え
る
。 

三
条
実
起
の
別
記
、
二
四
『
神
宮
上
卿
日
記
』
の
冒
頭
で
あ
る
天
明
四(

一
七
八
四)

年
八
月
十
三
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に

み
え
る
。 

 

一
、
神
宮
上
卿
之
事
、
蔵
人
右
中
弁
以
昶
定
被
仰
下
、
則
進
請
文
、
清
祓
家
中
、
服
者
出
郭
外
、
月
障
女
房
住
別
屋
、 

神
宮
定
条
々
先
年
之
通
治
定
畢
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
条
は
、
神
宮
上
卿
就
任
を
受
諾
す
る
と
、
家
中
を
祓
い
清
め
、
服
者
を
郭
外
に
出
し
、
月
障
の
女
房
を 

別
屋
に
移
し
た
。
そ
の
後
、「
神
宮
定
条
々
」
は
、
先
年
の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、「
神
宮
定

条
々
」
が
神
宮
上
卿
就
任
者
の
心
得
と
し
て
定
着
し
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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さ
ら
に
、
三
条
実
万(

文
政
十
二
・
三
・
十
六
～
天
保
三
・
十
・
十
九 

同
十
四
・
三
・
三
～
弘
化
二
・
九
・
八
在
任)

の
別

記
、
二
九
『
神
宮
上
卿
記
』
文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
三
月
十
六
日
条
に
は
、
「
神
宮
定
条
々
事 

祖
公
御
記
」
と
あ
り
、
続

い
て
、
前
述
の
十
八
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
に
み
え
る
、
中
山
愛
親
が
定
め
た
「
神
宮
定
条
々
」
が
全
文
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

「
祖
公
御
記
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
所
蔵
し
て
い
た
祖
父
、
実
起
の
記
録
を
書
写
し
た
と
考
え
る
。 

 

以
上
、
近
世
後
期
の
神
宮
上
卿
が
如
何
に
そ
の
心
得
を
学
ん
だ
の
か
明
ら
か
に
し
た
。「
神
宮
定
条
々
」
だ
け
を
例
に
と
っ

て
も
、
三
条
実
起
・
正
親
町
公
明
・
今
出
川
実
種
・
三
条
実
起
・
花
山
院
愛
徳
・
三
条
実
万
と
延
べ
六
人
の
神
宮
上
卿
に
よ
っ

て
書
写
さ
れ
た
。 

 

少
な
く
と
も
、
愛
親
が
神
宮
上
卿
に
在
任
し
た
安
永
四(

一
七
七
五)

年
か
ら
実
万
が
神
宮
上
卿
と
し
て
そ
れ
ら
を
書
写
し
た

文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
に
至
る
ま
で
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
神
宮
上
卿
の
心
得
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
は
、
彼
ら
が
神
宮
上
卿
就
任
者
間
に
お
い
て
有
職
故
実
を
公
開
、
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
波
祭
主
、
白
川

神
祇
伯
の
回
答
に
頼
ら
ず
に
、
主
体
的
に
同
職
を
勤
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
十
一
『
神
宮
上
卿
記
』

に
よ
れ
ば
、
寛
延
三(

一
七
五
〇)

年
十
二
月
十
一
日
に
、
摂
政
一
条
道
香
が
神
宮
上
卿
中
山
栄
親
に
「
近
代
、
神
宮
上
卿
常
如

祠
官
ホ
、
豈
可
然
哉
、
仍
人
々
遁
申
、」
と
語
っ
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
の
神
宮
上
卿
が
神
職
の
よ
う
に
清
浄
性
の

保
持
を
厳
し
く
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
公

卿
が
同
職
へ
の
就
任
を
避
け
て
い
た
。 

 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
中
山
栄
親
が
神
宮
上
卿
を
同
二
月
十
四
日
に
免
じ
ら
れ
、
同
十
二
月
十
日

に
再
任
さ
れ
る
ま
で
、
三
人
の
神
宮
上
卿
が
就
任
し
た
が
、
重
服
、
上
皇
の
法
事
へ
の
出
席
を
理
由
と
し
て
、
相
次
い
で
退
任

し
、
三
人
目
の
松
木
宗
長
に
つ
い
て
は
、「
不
堪
、
度
々
内
々
可
免
之
旨
申
遂
、
」
と
あ
り
、
そ
の
職
自
体
に
堪
え
る
こ
と
が
で

き
ず
、
度
々
、
内
々
に
免
じ
て
も
ら
い
た
い
旨
を
申
し
出
て
、
退
任
し
た
。 

 

こ
の
た
め
に
、
二
人
の
公
卿
が
同
職
に
指
名
さ
れ
た
が
、
両
名
と
も
に
所
労
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
辞
退
し
、
中
山
が
指
名

さ
れ
て
お
り
、
先
に
引
用
し
た
一
条
関
白
の
発
言
は
、
以
上
の
事
態
を
指
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
二
二
『
公
明
卿
記
』 

天
明
元(

一
七
八
一)

年
七
月
二
五
日
条
に
は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
な
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

神
宮
上
卿
事
、
自
安
永
七
年
冬
至
今
年
、
秋
已
及
三
箇
年
餘
、
無
故
障
之
儀
、
雖
愚
不
肖
之
身
、
全
所
不
背
神
慮
歟
、
恐

悦
之
至
候
、
所
然
、
安
永
八
年
冬 

先
帝
登
霞
、
今
年
、
既
當
三
回
聖
忌
、
一
日
未
陪
法
筵
、
且
不
拝
謁
御
廟
、
旧
臣
之 

 
 

意
緒
有
不
快
之
処
、
仍
雖
非
有
所
労
之
障
、
件
上
卿
暫
可
被
仰
他
卿
給
哉
、
且
又
、
就
家
父
例
、
再
於
被
仰
上
卿
事
者
、

重
疂
恐
悦
、
此
節
暫
辞
申
度
候
事
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
公
明
が
意
欲
的
に
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
の
年
は
桃
園
天
皇
の
三
回
忌

に
あ
た
り
、
公
明
は
そ
の
御
廟
に
拝
謁
し
た
い
の
で
、
同
職
を
退
任
し
た
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
父
、
実
連
が
二
度
、
同
職
に
任

命
さ
れ
た
先
例
が
あ
り
、
再
び
同
職
に
任
命
さ
れ
た
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
後
、
公
明
は
同
九
月
三
十
日
に
退
任
し
、
同
十
月
十
日
に
再
び
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
公
明
は
実
際
に
関
白 
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九
条
尚
実
に
こ
の
旨
を
伝
え
、
そ
れ
が
聞
き
届
け
ら
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

宗
長
と
公
明
を
比
較
す
る
と
、
個
々
の
公
卿
に
よ
っ
て
神
宮
上
卿
職
に
対
す
る
意
識
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
先
述
し
た
神
宮
上
卿
の
別
記
を
作
成
・
書
写
・
披
見
し
た
公
明
を
は
じ
め
と
す
る
公
卿
は
、 

同
職
を
極
め
て
意
欲
的
に
勤
め
た
公
卿
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
、
公
明
が
父
、
実
連
の
先
例
に
基
づ
い
て
再
度
の
任
命
を 

希
望
し
た
こ
と
は
、
公
明
の
同
職
を
家
職
と
す
る
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
彼
ら
が
後
年
、
武
家
伝
奏
や
議
奏
に
昇
進
す
る
な
ど
摂
家
と
と
も
に
近
世
後
期
朝
廷
の
中
枢
を
担
っ
た
こ
と
も
注
目

す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
彼
ら
が
有
職
故
実
を
集
積
し
、
そ
れ
ら
に
習
熟
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
天
皇
・
摂
家
の
信

任
を
得
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。 

 

近
世
に
お
け
る
正
親
町
家
は
内
々
衆
の
一
員
と
し
て
、
代
々
の
天
皇
や
上
皇
の
厚
い
信
頼
を
得
、
公
家
社
会
の
な
か
で
、
一

定
の
役
割
を
果
た
し
た
。
す
な
わ
ち
、
実
豊(

一
六
一
九
～
一
七
〇
三)

は
後
水
尾
院
よ
り
霊
元
天
皇
の
近
侍
を
命
じ
ら
れ
、
つ

い
で
武
家
伝
奏
を
勤
め
て
い
る
。
そ
の
後
も
正
親
町
家
か
ら
は
、
実
豊
の
子
、
公
通(

一
六
五
三
～
一
七
三
三)

と
公
通
の
孫
、 

公
明
が
武
家
伝
奏
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
同
家
は
羽
林
家
と
し
て
頭
中
将
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
代
々
有
職
故
実
に
関
心
が
深
く
、 

蔵
書
の
収
集
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
。(

１
７)

近
世
の
正
親
町
家
は
実
豊
・
公
通
・
公
成
・
公
梁
・
実
連
・
公
明
・
実
光
・
実
徳

と
八
代
に
わ
た
り
、(

１
８)

実
連
・
公
明
・
実
光
・
実
徳
の
四
人
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
。 

 

特
に
、
三
条
実
起
の
別
記
の
写
本
、
二
四
『
神
宮
上
卿
日
記
』
天
明
四(

一
七
八
四)

年
八
月
十
三
日
条
に
は
、「
先
年
、
件 

上
卿
正
親
町
大
納
言
公
明
卿
、
右
卿
之
留
今
度
内
密
借
用
、
其
趣
ヲ
以
万
事
令
取
斗
畢
、」
と
あ
り
、
十
八
『
神
宮
上
卿
間
之

事
』
は
近
世
後
期
の
神
宮
上
卿
に
と
っ
て
、
手
引
き
書
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
、
同
書
は
公
明
後
の

正
親
町
家
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。 

 

実
光(

文
化
七
・
四
・
三
十
～
同
・
七
・
十 

同
九
・
五
・
十
九
～
同
・
八
・
二
六
在
任)

は
、
二
六
『
神
宮
上
卿
雑
記
』
文

化
七(

一
八
一
〇)

年
五
月
一
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 
 

沐
浴
、
家
中
避
不
浄
、
改
火
、
抑
神
宮
上
卿
之
事
之
間
、
人
々
所
致
過
分
、
但
大
同
小
異
歟
、
専
随
安
永
度
厳
君
御
所
意 

 
 

者
也
、
宝
暦
祖
考
御
記
、
安
永
厳
君
御
記
従
文
庫
取
出
、
拝
見
、
其
余
先
輩
記
一
覧
、
又
近
例
右
大
将
、
中
宮
権
大
夫
等 

 
 

可
借
請
者
也
、 

 

こ
れ
は
実
光
が
神
宮
上
卿
に
就
任
し
た
直
後
の
記
事
で
あ
る
が
、
多
く
の
同
職
就
任
者
が
、
清
浄
性
の
保
持
を
過
分
な
ほ
ど

行
っ
て
い
た
こ
と
、
実
光
は
同
職
在
任
中
の
心
得
に
つ
い
て
、
父
、
公
明
の
考
え
に
従
う
方
針
で
あ
る
こ
と
、
祖
父
、
実
連
、 

父
、
公
明
の
記
録
を
文
庫
か
ら
出
し
て
、
拝
見
し
た
こ
と
、
そ
の
他
の
同
職
就
任
者
な
ど
の
記
録
も
拝
見
、
拝
借
し
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。 

 

『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
近
衛
右
大
将
は
、
花
山
院
愛
徳
、
中
宮
権
大
夫
は
、
徳
大
寺
公
迪
で
あ
り
、(

１
９)

両
者
と
も

に
実
光
の
前
任
と
前
々
任
の
神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
。 
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以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
実
連
以
来
、
正
親
町
家
に
と
っ
て
家
職
と
も
な
っ
た
神
宮
上
卿
を
勤
め
る
上
で
、
代
々
の
当
主
が
作

成
、
保
存
し
て
き
た
別
記
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
部
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
、
安
永
八(

一
七
七
九)

年
以
降
、
神
宮
上
卿
職
を
清
華
家
公
卿
が
ほ
と
ん
ど
独
占
し
た
な
か
で
、
正
親
町
家
の
当

主
が
、
実
連
以
降
、
同
職
に
補
任
さ
れ
続
け
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
有
職
故
実
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。 

 

第
五
節 

三
条
家
の
神
宮
上
卿
記
録 

 
 

近
世
の
三
条
家
は
、
公
広
・
実
秀
・
公
富
・
実
通
・
公
充
・
利
季
・
季
晴
・
実
起
・
公
修
・
実
万
・
公
睦
と
十
一
代
に
わ
た

り
、(

２
０)

公
富
・
実
通
・
利
季
・
季
晴
・
実
起
・
公
修
・
実
万
・
公
睦
の
八
人
が
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
。
そ
の

う
ち
利
季
・
実
起
・
実
万
の
三
名
が
同
職
に
関
す
る
別
記
を
作
成
し
た
。 

 

先
述
し
た
実
起
の
別
記
の
写
本
、
二
四
『
神
宮
上
卿
日
記
』
の
奥
書
に
は
、
「
右
日
記
者
、
三
条
大
納
言
奉
行
中
留
内
密
借

用
、
写
之
、
可
為
他
見
無
用
者
也
、
天
明
五
年
巳
八
月 

権
大
納
言
藤
原(
花
押)

」
と
あ
り
、
同
書
は
当
時
の
神
宮
上
卿
松
木 

宗
美
が
三
条
か
ら
別
記
を
借
り
、
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

さ
ら
に
、
三
五
『
神
宮
上
卿
間
記
』
は
そ
の
表
紙
に
「
実
万
公
記
写
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
万(

文
政
十
二
・
三
・
十

六
～
天
保
三
・
十
・
十
九
、
同
十
四
・
三
・
三
～
弘
化
二
・
九
・
八
在
任)

の
日
次
記
、
二
八
『
実
万
公
記
』
の
写
本
で
あ
る
。 

 

記
者
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
徳
大
寺
家
史
料
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
実
万
の
同
職
退
任
後
、 

一
人
あ
い
だ
を
挟
ん
で
就
任
し
た
徳
大
寺
公
純(

弘
化
四
・
六
・
四
～
嘉
永
元
・
五
・
二
八
、
同
・
六
・
一
～
同
二
・
八
・
十
、 

同
・
八
・
十
二
～
同
・
十
・
五
、
安
政
二
・
十
一
・
五
～
同
五
・
七
・
三
在
任)

が
実
万
に
二
八
を
借
り
て
、
書
写
し
た
と
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三
条
家
は
閑
院
流
藤
原
氏
の
嫡
流
家
で
あ
り
、
左
右
大
臣
を
官
途
の
上
限
と
す
る
清
華
家
と
し
て
摂
家
に
次
ぐ
家
柄
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
実
万
は
十
代
前
半
に
お
い
て
侍
講
か
ら
朝
廷
に
出
仕
す
る
上
で
必
要
な
有
職
故
実
の
知
識
を
学
び
、
仁
孝 

天
皇
の
側
近
と
な
る
よ
う
に
十
七
歳
と
い
う
異
例
の
早
さ
で
天
皇
の
御
会
に
参
加
を
許
さ
れ
て
お
り
、(

２
１)

そ
の
厚
い
信
任

を
得
て
い
た
。(

２
２) 

 

彼
の
記
し
た
、
三
十
『
遷
宮
奉
行
記
』
文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
三
月
十
六
日
条
に
は
、「
余
自
少
年
浴
天
恩
、
昇
進
異
他
、」 

「
廿
三
歳
任
大
納
言
、
近
代
人
々
昇
亜
相
之
期
、
頗
不
運
多
、
廿
六
七
以
後
垂
三
十
、」
と
あ
り
、
同
天
皇
下
に
お
い
て
異
例

の
昇
進
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
万
が
同
年
度
神
宮
式
年
遷
宮
に
際
し
て
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
こ

う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

そ
の
後
も
実
万
は
改
元
伝
奏
→
議
奏
→
孝
明
天
皇
即
位
伝
奏
→
武
家
伝
奏
→
内
大
臣
の
順
序
で
要
職
を
歴
任
し
、(

２
３)

仁
孝
天
皇
・
孝
明
天
皇
下
に
お
い
て
朝
廷
政
務
の
枢
機
に
参
画
し
て
お
り
、(

２
４)

近
世
後
期
朝
廷
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
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き
公
卿
で
あ
る
。
ま
た
、
神
宮
上
卿
に
関
す
る
記
録
を
六
点
作
成
し
、
有
職
故
実
の
集
積
に
熱
心
な
公
卿
で
あ
っ
た
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
三
条
家
に
と
っ
て
も
神
宮
上
卿
は
家
職
的
な
役
職
で
あ
り
、
当
主
・
家
臣
に
よ
る
同
職
に
関
す
る
別

記
の
作
成
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
家
の
別
記
も
正
親
町
家
の
別
記
と
同
様
に
他
家
の
同
職
就
任
者
の
参
考
と
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。 

 

三
十
『
遷
宮
奉
行
記
』
文
政
十
二
年
三
月
二
十
日
条
に
は
「
今
日
、
奏
事
、
文
政
五
年
本
宮
山
口
祭
日
時
定
之
記
、
寛
政
二

年
別
宮
遷
御
日
時
定
之
記
、
或
如
御
祈
解
状
奏
聞
之
類
、
先
輩
之
日
記
借
得
之
、
粗
所
見
覚
悟
也
、
」
と
あ
り
、
三
条
は
神
宮

神
主
の
出
し
た
両
宮
別
宮
山
口
祭
以
下
日
時
宣
下
を
要
請
す
る
解
状
を
奏
聞
す
る
に
際
し
て
、
寛
政
二(

一
七
九
〇)

年
当
時
の

神
宮
上
卿
花
山
院
愛
徳
、
文
政
五(

一
八
二
二)

年
当
時
の
神
宮
上
卿
大
炊
御
門
経
久
の
記
録
を
は
じ
め
、
同
職
就
任
者
の
記
録

を
博
捜
し
て
、
そ
の
参
考
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

同
六
月
五
日
、
両
宮
の
立
心
御
柱
祭
・
正
遷
宮
祭
日
時
定
が
執
行
さ
れ
、
内
宮
は
同
九
月
二
日
、
外
宮
は
同
五
日
に
執
行
す

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
三
条
は
内
宮
の
上
卿
を
勤
め
、
万
里
小
路
が
外
宮
の
上
卿
を
勤
め
た
が
、
三
条
は
同
条
に
文
化
六(

一

八
〇
九)

年
当
時
の
神
宮
上
卿
徳
大
寺
公
迪
の
記
録
を
書
写
し
た
。
そ
の
内
容
は
同
年
に
お
い
て
公
迪
が
同
上
卿
を
勤
め
た
際

の
所
作
で
あ
り
、
実
万
は
こ
の
上
卿
を
勤
め
る
に
際
し
て
公
迪
の
子
、
公
純
に
こ
の
記
録
を
借
り
た
と
考
え
る
。 

 

三
一
『
遷
宮
奉
行
記 

草
稿
』
は
、
三
十
『
遷
宮
奉
行
記
』
の
続
編
で
あ
る
が
、
公
純
が
神
宮
上
卿
と
し
て
担
当
し
た
、
嘉

永
二(

一
八
四
九)

年
度
神
宮
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
が
記
さ
れ
た
、
三
六
『
遷
宮
申
沙
汰
雑
記
草
』
と
公
純
が
作
成
し
た
、
三

七
『
神
宮
申
沙
汰
雑
誌
草
稿
』
の
筆
跡
と
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
三
六
の
嘉
永
元(

一
八
四
八)

年
五
月
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
、 

公
純
が
実
万
に
『
文
政
十
二
年
記
』
と
い
う
記
録
を
借
り
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
三
一
の
記
録
は
公
純
が
実
万
に
借

り
た
『
文
政
十
二
年
記
』
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
神
宮
上
卿
三
条
実
万
は
同
職
経
験
者
で
あ
る
清
華
家
公
卿
の
記
録
に
拠
っ
て
神
宮
神
主
の
解
状
奏
上 

や
立
心
御
柱
祭
・
正
遷
宮
祭
日
時
定
上
卿
を
勤
め
た
。
ま
た
、
そ
の
後
、
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
徳
大
寺
公
純
と
密
接
な
関
係
を

有
し
、
徳
大
寺
は
同
職
就
任
後
、
三
条
が
記
し
た
神
宮
式
年
遷
宮
準
備
に
関
す
る
記
録
を
閲
覧
、
書
写
し
、
そ
の
職
務
の
参
考

に
し
た
。 

 

こ
の
こ
と
は
安
永
八(

一
七
七
九)

年
以
降
、
清
華
家
公
卿
と
特
定
の
羽
林
家
公
卿
の
み
が
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
を

は
じ
め
、
近
世
後
期
朝
廷
に
お
い
て
清
華
家
・
羽
林
家
が
中
世
以
来
、
朝
廷
の
実
務
を
担
っ
て
き
た
弁
官
家
に
か
わ
っ
て
、
朝

廷
運
営
の
中
枢
に
参
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、(

２
５)

彼
ら
が
神
宮
上
卿
に
関
す
る
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
役
職
を

勤
め
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
有
職
故
実
を
集
積
し
、
そ
れ
ら
を
提
供
し
合
う
、
相
互
扶
助
的
な
関
係
を
形
成
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
本
章
第
八
節
に
お
い
て
も
、
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。 
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第
六
節 

三
条
実
万
の
部
類
記
作
成 

  

実
万
は
神
宮
上
卿
在
任
中
の
心
得
と
し
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の
三
三
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』（
外
題
）
を
編
纂
し

た
。
同
書
の
内
題
は
、『
神
宮
雑
要
類
聚 

神
宮
上
卿
至
要
抄
備
急
』
で
あ
り
、
目
次
に
は
、
①
「
奉
仰
時
、
行
事
部 

辞
時

儀
附
書
」
②
「
神
斎
法
部
」
③
「
神
斎
行
事
部
」
④
「
奏
事
次
第
」（
番
号
、
筆
者
。
）
と
あ
り
、
③
の
本
文
の
記
述
は
み
ら
れ

な
い
。 

 

そ
の
内
容
は
『
玉
葉
』・『
玉
蘂
』・『
明
月
記
』・『
拾
芥
抄
』・『
江
家
次
第
』・『
禁
秘
抄
』・『
公
式
令
』・『
新
任
弁
官
抄
』・『 

吉
記
』・『
愚
昧
記
』・『
人
車
記
』・『
台
記
』・『
親
長
卿
記
』・『
後
深
心
院
関
白
記
』・『
延
喜
太
神
宮
式
』
の
な
か
か
ら
朝
廷
の

神
宮
行
政
や
古
代
・
中
世
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
徳
大
寺
家
史
料
に
も
、
三
四
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
が
あ
る
。
目
次
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
内
容
ご
と
に
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
①
「
上
卿
部
神
斎
軽
重
間
儀
附
書
」
②
「
奉
仰
時
并
辞
時
行
事
部
」
③
「
神

斎
法
部
」
④
「
行
事
神
斎
部
」（
番
号
、
筆
者
。）
と
あ
り
、
④
の
本
文
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。 

 
 
 

③
に
は
、「
曩
祖
三
条
左
大
臣
実
房
公
・
光
明
峯
寺
摂
政
道
家
公
等
有
旬
日
解
除
之
儀
、
見
彼
自
記
、
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

本
書
は
徳
大
寺
家
史
料
で
あ
る
が
、
三
条
実
房
を
祖
先
と
す
る
実
万
が
作
成
し
た
と
考
え
る
。 

 

内
容
は
、
三
三
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
と
同
じ
記
録
を
含
む
古
代
・
中
世
の
古
記
録
の
な
か
か
ら
朝
廷
の
神
宮
行
政
や
古
代
、 

中
世
の
神
宮
上
卿
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
三
と
三
四
で
は
、
目
次
と
内
容
に
相
違
し
て
い
る
箇
所
が
み

ら
れ
る
が
、
三
三
①
と
三
四
②
、
三
三
②
と
三
四
③
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
記
事
を
抄
出
し
て
い
る
箇
所
が
多
く
み
ら
れ
る
。 

 

三
四
①
に
は
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
就
任
者
が
記
さ
れ
、
各
就
任
者
の
関
連
記
事
が
抄

記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

代
々
之
上
卿
記
録
不
詳
、
凡
可
然
之
卿
相
多
歴
之
歟
、
今
九
牛
之
一
毛
随
管
窺
、
採
録
之
、
応
永
之
比
以
降
間
有
伝
奏
之 

 
 

号
、
自
文
亀
年
間
至
東
山
院
御
宇
之
始
、
専
称
伝
奏
、
至
行
事
之
時
者
非
此
限
、
其
後
、
改
為
上
卿
云
々
、
子
細
注
後
、 

 
 

已
復
古
例
、
文
亀
以
後
之
人
々
粗
見
公
卿
補
任
、
又
先
輩
之
抄
録
存
之
、
因
不
載
于
茲
、
今
所
輯
先
賢
之
行
跡
、
如
神
斎 

 
 

軽
重
之
儀
、
略
注
其
人
条
、 

 

こ
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
近
世
に
お
い
て
は
数
種
類
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
就
任
者
一
覧
が
作
成
さ
れ
た
。
第
二
部
第

一
章
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
三
四
の
一
覧
以
外
は
、
い
ず
れ
も
『
公
卿
補
任
』
か
ら
抄
出
し
た
と

み
ら
れ
る
が
、
三
条
の
そ
れ
は
自
ら
古
記
録
を
博
捜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
三
四
②
に
は
『
玉
葉
』
な
ど
に
み
え
る
神
宮
上
卿
の
神
斎
に
関
す
る
記
事
が
抄
出
さ
れ
て
い
る
が
、
冒
頭
に
「
上
卿 

神
事
之
体
、
古
来
人
々
所
為
不
同
、」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、『
玉
葉
』
の
記
事
と
し
て
「
兼
実
公
所
案
云
、
依
神
宮
上
卿
神
事
潔

斎
之
条
無
指
本
説
、
又
律
令
格
式
全
無
所
見
、」
と
あ
り
、
神
宮
上
卿
の
神
事
潔
斎
に
関
し
て
は
個
々
の
神
宮
上
卿
毎
に
そ
の

内
容
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
確
固
と
し
た
規
定
が
な
く
、
そ
の
都
度
、
先
例
に
基
づ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
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よ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
近
世
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
以
上
の
こ
と
と
、
第
二
部
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

享
保
十
六(
一
七
三
一)

年
の
神
宮
上
卿
へ
の
名
称
変
更
が
平
安
時
代
末
期
に
成
立
し
、
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
設
置
さ
れ
て
い
た

神
宮
上
卿
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
三
条
は
壬
生
官
務
の
先
例
勘
申
に
頼
ら
ず
に
、
自
ら
古

代
・
中
世
の
神
宮
上
卿
制
度
を
研
究
し
、
そ
の
在
り
方
を
模
範
と
し
て
、
同
職
を
勤
め
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
。 

 

さ
ら
に
、
三
三
、
三
四
に
つ
い
て
、
近
世
後
期
の
外
宮
祢
宜
で
、
国
学
者
で
も
あ
っ
た
足
代
弘
訓
（
２
６
）
が
実
万
と
公
家

の
書
簡
を
収
載
し
た
、『
三
条
・
竹
屋
両
卿
御
書
簡
』（
２
７
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
実
万
か
ら
弘
訓
宛
の
書
簡
が
み
え
る
。 

 
 

(

前
略) 

 
 

一
、
上
卿
至
要
備
忘 

 
 
 
 

右
先
年
上
卿
中
草
稿
之
物
二
冊
、
管
見
疎
漏
之
至
、
赤
面
候
得
共
、
一
覧
頼
入
候
、
乞
叱
正
申
候
事
ニ
有
之
候
、
先

年
、
辞
申
上
卿
候
後
、
至
当
時
、
自
然
他
事
急
忙
、
上
卿
之
事
条
暫
閣
之
候
へ
と
も
、
以
前
、
少
々
為
備
忘
、
令 

 
 
 
 

抄
出
、
置
立
条
目
、
部
類
之
志
有
之
分
ハ
、
何
卒
追
而
一
覧
頼
申
度
存
候
所
、
当
春
愚
息
上
卿
被 

仰
下
候
間
、 

 
 
 
 

猶
又
読
愚
志
候
様
令
致
度
と
存
候
事
ニ
候
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
万
が
神
宮
上
卿
退
任
後
、
在
任
中
に
記
し
た
、
二
冊
の
『
神
宮
上
卿
至
要
抄
』
に
つ
い
て
、
弘
訓
に
一

覧
の
上
、
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
そ
れ
は
嘉
永
六(

一
八
五
三)

年
に
同
職
に
就
任
し
た
息
子
の
公
睦
に
読
ま
せ

る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
、
実
万
と
弘
訓
の
関
係
に
つ
い
て
、『
三
条
大
納
言
以
下
足
代
翁
へ
書
簡
』(

２
８)

に
は
、
次
の
よ
う
な
実
万
か
ら

弘
訓
へ
の
書
状
が
み
え
る
。 

 
 

度
会
弘
訓
神
主
捜
索
皇
朝
之
史
書
、
其
用
意
也
、
甚
深
切
足
、
可
感
嘆
矣
、
為
慰
其
労
、
付
与
硯
一
枚
耳
、
此
硯
者
自
禁

中
拝
謁
之
物
也
、 

  
 

嘉
永
二
年
五
月
一
日 

  
 
 
 
 
 
 
 

権
大
納
言
実
万 

 

こ
の
書
状
に
つ
い
て
、
榊
原
賴
輔
氏
は
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
文
政
十(

一
八
二
七)

年
に
関
白
鷹
司
政
通
が
勅

使
を
通
じ
て
神
宮
に
種
々
の
質
問
を
し
た
。
そ
の
と
き
、
外
宮
一
禰
宜
松
木
範
彦
は
そ
の
旨
を
弘
訓
に
問
い
合
わ
せ
て
、
そ
の

回
答
を
答
申
し
た
と
こ
ろ
、
勅
使
の
意
に
か
な
っ
た
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
な
朝
廷
か
ら
の
質
問
が
数
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
、
そ
の
都
度
、
弘
訓
が
回
答
を
作
成
し
た
。
こ
の
こ
と
が
仁
孝
天

皇
の
耳
に
も
入
り
、
天
皇
か
ら
「
古
本
を
拽
索
し
、
新
著
述
を
上
れ
」
と
の
命
を
う
け
た
。
弘
訓
は
、『
続
日
本
後
紀
』
人
名

部
類
三
冊
・『
文
徳
天
皇
実
録
』
人
名
部
類
二
冊
、『
三
代
実
録
』
人
名
部
類
十
冊
、『
文
徳
実
録
故
事
成
語
考
』
十
冊
を
稿
し
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て
上
洛
し
、
ま
ず
日
頃
か
ら
目
を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
る
実
万
に
検
分
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
ら
の
天
皇
へ
の
献
上
を
願
い
出
た
。 

 

そ
の
後
、
実
万
か
ら
口
頭
に
て
右
の
史
料
に
み
え
る
諭
旨
が
あ
り
、
こ
の
書
状
は
、
そ
れ
を
弘
訓
が
実
万
に
依
頼
し
て
文
書

に
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。(

２
９) 

実
万
が
足
代
に
先
述
の
よ
う
な
依
頼
を
し
た
理
由
は
、
こ
う
し
た
弘
訓
の
学
問
に
対
し
て
信
頼
し
て
い
た
こ
と
と
、
序
章
第

一
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
足
代
が
天
保
十(

一
八
三
九)

年
に
『
神
宮
上
卿
次
第
』(

３
０)

と
い
う
神
宮
上
卿
就
任

者
の
一
覧
を
作
成
し
て
お
り
、
同
職
に
関
す
る
知
見
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

先
に
み
た
よ
う
に
、
近
世
の
三
条
家
に
と
っ
て
神
宮
上
卿
は
家
職
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
、
実
万
は
そ
の
意
識
を
強

く
も
ち
、
子
孫
の
参
考
と
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
て
、
三
三
、
三
四
を
作
成
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
実
万
の
家
職
意
識
は
次
の
事
例
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
十
『
遷
宮
奉
行
記
』
文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
三
月
二
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
清
水
谷
実
揖
が
三
条
を
訪
れ
、
明
日
、
内
宮
別
宮
山
口
祭
等
日
時
定
上
卿
を
勤
め
る
こ
と
を
報

告
し
、
「
明
和
例
以
職
事
奏
日
時
勘
文
、
今
度
、
亦
一
定
如
此
云
々
、」
な
ど
、
こ
の
儀
式
に
関
し
て
質
問
し
た
。 

 

三
条
は
「
為
殿
上
弁
時
、
雖
非
職
事
、
以
弁
奏
之
、
況
職
事
兼
帯
之
弁
、
旁
有
其
便
歟
之
由
存
之
、
仍
去
年
頭
弁
奏
之
、
且 

其
例
多
歟
、
先
祖
実
房
此
所
為
、」
な
ど
と
回
答
し
、
同
家
の
家
記
に
記
さ
れ
た
先
例
な
ど
を
踏
ま
え
て
回
答
し
た
。
ま
た
、

三
条
は
昨
年
自
ら
が
同
上
卿
を
勤
め
た
際
の
別
記
を
清
水
谷
に
送
っ
た
。 

 

第
七
節 

神
宮
上
卿
三
条
実
万
の
活
動 

  

そ
れ
で
は
、
実
万
は
同
家
に
集
積
さ
れ
た
先
例
に
基
づ
い
て
、
神
宮
上
卿
と
し
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
の
か
。
文
政
十

三(

一
八
三
〇)

年
閏
三
月
十
九
日
に
発
生
し
た
、
内
宮
近
く
の
民
家
か
ら
の
出
火
に
端
を
発
す
る
内
宮
別
宮
荒
祭
宮
以
下
の
諸

殿
舎
焼
失
へ
の
対
応
を
例
に
と
っ
て
み
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』
に
詳
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
四
月
一
日
、
神
宮
側
か
ら
朝
廷
に
こ
の
事
件
が
報
告
さ
れ
た
。
八
月
一
日
、
三
条
家
の
諸
大
夫
丹
波
正
高

の
書
状
が
内
宮
長
官
、
同
祢
宜
中
と
宇
治
会
合
中
に
そ
れ
ぞ
れ
届
い
た
。
前
者
の
内
容
は
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
類
焼
が
な
い

よ
う
に
内
宮
近
辺
の
人
家
、
売
店
を
移
転
し
、
そ
の
場
所
を
火
除
地
と
し
た
い
と
い
う
提
案
に
応
じ
、
撤
去
を
承
諾
し
て
も
ら

い
た
い
と
の
要
請
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
内
宮
長
官
・
同
祢
宜
中
と
宇
治
会
合
中
は
丹
波
と
山
田
奉
行
へ
そ
れ
を
承
諾
す
る
請 

書
を
提
出
し
た
。 

 

天
保
三(

一
八
三
二)

年
六
月
七
日
、
朝
廷
が
神
宮
に
火
除
地
を
設
け
る
と
の
仁
孝
天
皇
の
意
向
を
伝
え
る
御
教
書
を
下
し
た
。 

こ
の
意
向
は
幕
府
に
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
二
五
日
、
幕
府
の
命
令
が
山
田
奉
行
に
よ
っ
て
内
宮
年
寄
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
そ

れ
は
内
宮
の
御
厩
近
辺
の
住
居
を
撤
去
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
跡
地
を
含
む
約
一
六
一
二
坪
の
土
地
を
幕
府
が
買
い
上
げ
て
、
火
除

地
を
設
け
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
八
月
八
日
に
は
火
除
地
の
地
な
ら
し
が
行
わ
れ
、
そ
の
完
成
を
み
た
。(

３
１) 

 

さ
ら
に
、
二
八
『
実
万
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
保
二(

一
八
三
一)

年
九
月
八
日
、
御
所
に
お
い
て
、
関
白
鷹
司
政
通
が
実
万
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に
、
先
日
、
前
京
都
所
司
代
の
本
庄
伯
耆
守
発
が
上
洛
し
、
鷹
司
に
対
し
て
幕
府
に
お
い
て
老
中
な
ど
が
こ
の
件
を
審
議
し
た

と
こ
ろ
、
問
題
が
あ
る
と
し
、
朝
廷
側
が
提
出
し
た
撤
去
場
所
の
絵
図
に
対
し
て
、
幕
府
が
作
成
し
た
絵
図
に
記
さ
れ
た
程
度

の
住
居
を
撤
去
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
、
伊
勢
に
下
向
し
て
い
た
家
臣
に
そ
の
絵
図
が
正
確
か
確
認

さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

実
万
は
自
邸
に
お
い
て
以
前
伊
勢
に
下
向
し
て
い
た
丹
波
に
鷹
司
か
ら
預
か
っ
た
絵
図
を
見
せ
る
と
、
丹
波
は
「
是
程
有
除 

地
者
可
宜
」
と
返
答
し
た
。
同
九
日
、
実
万
は
鷹
司
邸
を
訪
れ
、
こ
の
こ
と
を
記
し
た
書
状
を
提
出
し
た
。
こ
の
住
居
の
撤
去

に
関
連
し
、
二
八
『
実
万
公
記
』
天
保
二
年
九
月
八
日
条
に
は
、「
人
屋
取
払
之
事
、
最
初
下
官
発
起
、
所
申
入
殿
下
、
〃
〃

令
承
引
給
、」
と
あ
り
、
同
九
日
条
に
は
、「
此
事
雑
例
集
四
至
之
条
、
長
寛
之
官
符
符
号
者
歟
、」
と
あ
る
。 

 

ま
た
、『
神
宮
雑
例
集
』
に
は
、
長
寛
二(

一
一
六
四)

年
、
同
三
年
に
外
宮
四
至
内
の
人
家
か
ら
火
事
が
発
生
し
、
宮
中
に

危
険
が
迫
っ
た
こ
と
か
ら
、
太
神
宮
司
の
請
に
よ
り
、
宮
中
近
接
し
た
人
家
の
撤
去
を
命
じ
る
旨
の
官
宣
旨
が
下
さ
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。(

３
２) 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
実
万
は
こ
の
先
例
を
念
頭
に
お
い
て
、
内
宮
付
近
の
住
居
を
撤
去
し
、
火
除
地
を
造
成
す
る
こ
と
を

企
画
し
、
関
白
鷹
司
政
通
に
提
案
し
て
、
鷹
司
が
こ
れ
を
認
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鷹
司
は
京
都
所
司
代
か
武
家
伝
奏
を
通
じ

て
幕
府
に
こ
の
こ
と
を
提
案
し
た
と
推
測
で
き
、
幕
府
も
こ
れ
を
採
用
し
、
山
田
奉
行
に
そ
れ
を
実
施
さ
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

第
八
節 

徳
大
寺
実
則
の
『
神
宮
申
沙
汰
雑
誌
』 

 

神
宮
上
卿
制
度
は
、
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
四
月
二
一
日
に
正
親
町
実
徳
の
退
任
を
も
っ
て
廃
絶
さ
れ
た
が
、
神
宮
上
卿
の 

記
録
と
し
て
最
後
に
記
さ
れ
た
の
が
、
徳
大
寺
公
純
の
子
、
実
則
の
別
記
、
三
八
『
神
宮
申
沙
汰
雑
誌
』
で
あ
る
。
そ
の
慶
応

三(

一
八
六
七)

年
六
月
二
八
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

晴
、
暑
熱
、
難
耐
、
巳
半
漏
、
自
頭
左
中
弁
勝
長
朝
臣
送
消
息
并
神
宮
御
用
箱
鍵
等 

 
 
 
 

神
宮
雑
事
可
令
伝 

奏
給
之
旨
被
仰
下
候
、
仍
先
内
々
申
入
候
也
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
長 

 
 
 
 

徳
大
寺
中
納
言
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勝
長 

 
 

請
文
小
奉
書
捻
文 

 
 
 

神
宮
雑
事
可
令
伝 

奏
之
旨
奉
了
、
早
可
存
知
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

六
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
則 

 
 

〆 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
則 

 
 
 
 
 

御
用
莒
鍵
落
手
之
旨
以
書
状
申
送
、 

 
 

一
、
元
上
卿
醍
醐
大
納
言
忠
順
卿
也
、
因
姨
仮
服
、
昨
日
被
辞
申
云
々
、 
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一
、
御
礼
之
義
、
厳
親
御
記
令
捜
索
之
処
、
承
置
斗
也
、
於
今
度
同
様
承
置
了
、 

 
 

一
、
承
了
、
沐
浴
、
家
中
清
浄
、
遠
不
浄
、
重
軽
服
者
并
月
水
女
房
別
棟
・
別
火
也
、
先
規
雖
如
此
、
大
方
宥
置
、
月
障 

 
 
 
 

女
七
ヶ
日
ノ
後
、
沐
浴
、
出
仕
、
但
七
日
已
後
、
尚
有
其
事
本
以
止
為
限
、 

○
定
規 

 
 

一
、
家
中
余
以
下
一
統
同
火
、
清
火
也
、 

一
、
火
正
清
不
浄
ノ
人
ト
不
混
火
於
転
々
事
无
憚
、 

 
 

一
、
行
向
他
処
、
帰
家
之
後
、
必
沐
浴
、
但
不
逢
重
服
者
并
不
浄
之
輩
不
混
雑
火
之
時
、
不
及
其
沙
汰
、
帰
家
之
後
、
用 

 
 
 
 

塩
水
、 

 
 

一
、
披
露
物
之
節
、
一
夜
神
事
終
、
解
斎
、 

 
 

一
、
非
滅
在
所
僧
尼
参
、
対
面
、
消
息
共
無
憚
、 

一
、
滅
在
所
僧
尼
参
入
停
止
事
、 

 
 

一
、
重
軽
服
者
一
切
憚
之
、 

一
、
軽
服
日
数
之
人
雖
除
服
不
可
入
家
中
、
但
有
無
止
事
者
、
脇
門
参
入
、
強
不
禁
事
、 

 
 

一
、
家
中
之
者
灸
治
於
別
家
無
憚
、
従
事
了
、
沐
浴
、
出
仕
之
事
、 

 
 

一
、
女
犯
、
翌
朝
、
沐
浴
、 

一
、
余
灸
治
三
ヶ
日
憚
之
、 

 
 

一
、
産
着
帯
之
後
、
不
憚
、
産
穢
卅
ヶ
日
不
面
会
、
七
ヶ
日
以
後
、
使
往
反
無
憚
、 

 
 

一
、
雖
有
堂
舎
之
所
、
非
滅
在
所
寺
院
行
向
不
憚
、
但
不
可
入
堂
事
、 

 
 
 
 
 

賞
季
公
・
実
起
公
・
愛
徳
公
・
祭
主
并
近
例
実
万
公
基
豊
公
ホ
如
此
云
々
、
仍
家
公
弘
化
度
大
略
如
此
、
令
宥
用

給
由
在
御
記
、 

 
 

一
、
就
公
用
有
無
止
事
者
、
雖
重
服
之
人
之
許
、
使
往
反
、
消
息
共
強
不
憚
、
但
新
忌
之
人
許
可
有
憚
、 

 
 

右
之
条
々
以
弘
化
四
年
御
記
抜
萃
訖
、(

傍
線
筆
者) 

 
 

一
、
従
祭
主
許
以
政
所
被
賀
、
以
使
謝
申
送
、 

 
 

一
、
余
伝
奏
被 

仰
下
之
事
、
一
列
親
縁
ヶ
所
、
除
重
軽
服
之
所
、
以
家
僕
状
吹
聴
了
、 

 
 

一
、
以
小
座
敷
為
清
間
、
敷
改
畳
、
張
注
連
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奉
行
甘
露
寺
勝
長
が
実
則
に
消
息
と
神
宮
御
用
箱
の
鍵
を
送
っ
た
。
そ
の
消
息
は
、
孝
明
天
皇
が
実

則
に
神
宮
雑
事
を
伝
奏
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
内
々
に
伝
達
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
実
則
は
、
請
文
を
提
出
し
て 

承
諾
、
沐
浴
し
て
家
中
を
清
め
た
。 

続
い
て
「
定
規
」
と
し
て
、
十
四
ヶ
条
に
わ
た
る
神
宮
上
卿
在
任
中
の
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
傍
線
を
付
し

た
六
ヶ
条
が
先
に
掲
出
し
た
、
十
八
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
中
の
「
神
宮
定
条
々
」
と
同
様
の
規
定
で
あ
り
、
波
線
を
付
し
た

四
ヶ
条
は
、「
神
宮
定
条
々
」
に
は
な
い
。 

そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
例
え
ば
、「
家
中
余
以
下
一
統
同
火
、
清
火
也
、
」
と
の
規
定
は
、「
神
宮
定
条
々
」
の
「
常
々
別
火
之

間
、
雑
火
不
混
乱
事
、」
と
の
規
定
と
比
較
す
る
と
、
神
宮
上
卿
の
み
で
は
な
く
、
家
人
す
べ
て
が
同
一
の
清
火
を
用
い
る
と

い
う
点
で
よ
り
厳
格
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
三
ヶ
条
に
つ
い
て
も
神
宮
上
卿
が
穢
れ
を
避
け
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る
た
め
の
厳
格
な
規
定
が
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
こ
の
「
定
規
」
は
、
神
宮
上
卿
就
任
者
の
西
園
寺
賞
季
・
三
条
実
起
・
三
条
実
万
・
広
幡
基
豊
・
藤
波
祭
主
な
ど
の

別
記
・
教
示
な
ど
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
弘
化
四(

一
八
四
七)

年
当
時
に
神
宮
上
卿
を
勤
め
て
い
た
徳
大
寺
公
純
が
作
成
し
、
そ

れ
を
子
の
実
則
が
公
純
の
記
録
か
ら
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

そ
の
後
、
祭
主
藤
波
が
政
所
を
通
じ
て
そ
の
就
任
を
賀
し
、
実
則
は
使
者
を
通
じ
て
謝
し
た
。
さ
ら
に
、
任
命
さ
れ
た
こ
と

を
親
族
に
家
僕
を
通
じ
て
吹
聴
し
た
。
そ
し
て
、
小
座
敷
を
清
間
と
す
る
た
め
、
畳
を
張
替
え
て
注
連
縄
を
張
っ
た
。 

 

お
わ
り
に 

  

桃
園
天
皇
在
位
下
の
十
八
世
紀
半
ば
か
ら
近
世
末
期
の
十
九
世
紀
後
半
に
か
け
て
、
中
山
栄
親
・
中
山
愛
親
・
正
親
町
公
明
・ 

三
条
実
万
な
ど
多
く
の
神
宮
上
卿
が
盛
ん
に
そ
の
記
録
の
作
成
、
親
族
を
始
め
と
す
る
神
宮
上
卿
経
験
者
の
記
録
の
披
見
、
書

写
を
行
っ
た
。
特
に
、
愛
親
が
定
め
た
神
宮
上
卿
在
任
中
の
心
得
で
あ
っ
た
「
神
宮
定
条
々
」
は
、
公
明
な
ど
延
べ
六
人
の
神

宮
上
卿
に
よ
っ
て
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
ま
で
の
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
披
見
、
書
写
さ
れ
続
け
た
。
ま
た
、

実
万
は
有
職
故
実
と
し
て
古
代
・
中
世
の
神
宮
上
卿
を
研
究
し
た
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
白
川
神
祇
伯
・
藤
波
神
宮
祭
主
・
壬
生
官
務
の
回
答
・
先
例
勘
申
に
頼
ら
ず
に
同
職
を
家
職
と
し
て
主
体

的
に
勤
め
よ
う
と
し
た
清
華
家
・
羽
林
家
公
卿
の
意
識
の
高
ま
り
に
よ
る
と
考
え
る
。 

 

そ
し
て
彼
ら
が
後
年
武
家
伝
奏
や
議
奏
に
登
用
さ
れ
る
な
ど
新
し
く
近
世
後
期
朝
廷
の
中
枢
を
担
っ
た
こ
と
も
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
彼
ら
が
有
職
故
実
を
集
積
し
、
そ
れ
ら
に
習
熟
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
天
皇
・
摂
家
に
信
任
を
得
た

こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
安
永
八(

一
七
七
九)

年
以
降
、
清
華
家
公
卿
と
特
定
の
羽
林
家
公
卿
の
み
が
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
を

は
じ
め
、
近
世
後
期
朝
廷
に
お
い
て
清
華
家
・
羽
林
家
が
中
世
以
来
、
朝
廷
の
実
務
を
担
っ
て
き
た
弁
官
家
に
か
わ
っ
て
、
朝

廷
運
営
の
中
枢
に
参
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
彼
ら
が
神
宮
上
卿
に
関
す
る
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
役
職
を
勤
め
る

こ
と
に
必
要
不
可
欠
な
有
職
故
実
を
集
積
し
、
そ
れ
ら
を
提
供
し
合
う
、
相
互
扶
助
的
な
関
係
を
形
成
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
と
三
条
実
万
の
活
動
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
は
寛
永
七(

一
六
三
〇)

年
以
降
、 

尊
号
一
件
を
除
い
て
、
幕
末
に
至
る
ま
で
、
摂
家[

摂
政
・
関
白
・
大
臣]

―
武
家
伝
奏
―
議
奏
に
よ
っ
て
朝
廷
を
統
制
し
た
。 

(

３
３)

神
宮
伝
奏
も
こ
の
朝
廷
統
制
機
構
の
下
に
位
置
付
け
ら
れ
、
摂
政
・
関
白
の
指
示
を
神
宮
奉
行
・
官
務
に
伝
え
る
こ
と

を
は
じ
め
と
す
る
神
宮
行
政
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
こ
と
が
主
要
な
役
割
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
第
三
部
第
五
章
第
三
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
正
親
町
が
関
白
に
朝
廷
儀
式
の

準
備
過
程
の
復
旧
を
提
案
し
、
関
白
も
認
め
、
そ
れ
が
実
現
し
て
お
り
、
十
九
世
紀
前
半
に
実
万
は
関
白
を
通
じ
て
幕
府
に
採
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用
さ
れ
る
具
体
的
な
政
策
提
言
を
行
っ
て
お
り
、
両
者
と
も
明
ら
か
に
そ
の
従
来
の
立
場
を
超
え
る
活
動
を
行
っ
た
。
両
者
の

提
案
は
彼
ら
が
集
積
し
た
先
例
故
実
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
近
世
後
期
に
お
け
る
清
華
家
・
羽
林
家
公
卿
の
政
治
的
基

盤
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

註 

(

１)
 

 

第
二
部
第
一
章
第
一
節
「
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
」 

(

２)
 

「
祭
主
補
任
・
大
嘗
会
寿
詞
奏
上
一
覧
」(

『
大
中
臣
祭
主
藤
波
家
の
歴
史
』
続
群
書
類
従
完
成
会 

一
九
九
三
年) 

三
五
八
～
三
六
四
頁 

(

３)
 

 

橋
本
政
宣
編
『
公
家
辞
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
〇
年) 

三
一
五
・
三
二
二
頁 

(

４)
 

 

拙
稿
「
近
世
儀
式
伝
奏
の
補
任
」(

『
人
文
』
三 

学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所 

二
〇
〇
四
年) 

一
三
八
頁 

(

５)
 

『
国
史
大
辞
典
』
十(

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
五
年) 
川
田
貞
夫
「
中
山
愛
親
」
の
項 

六
七
一
・
六
七
二
頁 

(

６)
 

 

前
掲
註(

５)

書 

小
西
四
郎
「
中
山
忠
能
」
の
項 

(

７)
 

 

前
掲
註(

３)

書 

百
六
十
頁 

(

８)
 

 

『
玉
葉 

第
一
』(

名
著
刊
行
会)

 

二
五
一
・
二
五
二
頁 

(

９)
 
 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
〇
〇 

(

１
０)

 

『
図
書
寮
典
籍
解
題 

歴
史
篇
』
養
徳
社 

一
九
五
〇
年 

九
六
頁 

(

１
１)

 

前
掲
註(

４)

拙
稿 

一
四
〇
頁 

(

１
２)

 

『
国
史
大
辞
典
』
四(

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
三
年)

 

日
野
西
資
孝
「
公
事
根
源
」
の
項 
七
五
八
頁 

(

１
３)

 

前
掲
註(

１
２)

書 

日
野
西
資
孝
「
禁
秘
抄
」
の
項 

六
八
九
・
六
九
〇
頁 

(

１
４)

 

『
国
史
大
辞
典
』
十
三(

吉
川
弘
文
館 

一
九
九
二
年) 

鈴
木
真
弓
「
名
目
鈔
」
の
項 

五
三
七
頁 

(

１
５)

 

『
国
史
大
辞
典
』
十
二(

吉
川
弘
文
館 

一
九
九
一
年) 

飯
田
瑞
穂
「
北
山
抄
」
の
項 

六
九
一
・
六
九
二
頁 

(

１
６)

 

島
薗
進
・
磯
前
順
一
編
『
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
旧
蔵
書
目
録
お
よ
び
解
説
』
東
京
堂
出
版 

一
九
九
六
年 

 
 
 

二
三
九
頁 

(

１
７)

 

前
掲
註(

１
６)

書 

一
八
五
・
一
八
六
頁 

(

１
８)

 

『
公
卿
諸
家
系
図
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

五
四
・
五
五
頁 

(

１
９)

 

『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

公
卿
補
任 

第
五
篇
』(

吉
川
弘
文
館) 

一
九
六
・
一
九
七
頁 

(

２
０)

 

前
掲
註(

１
８)

書 

四
二
・
四
三
頁 

(

２
１)

 

佐
竹
朋
子
「
三
条
実
万
の
思
想
形
成
に
つ
い
て
」(

『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要 

史
学
編
』
四 

二
〇
〇
五
年)

 

三
四
・
三
八
・
三
九
・
四
六
頁 

(

２
２)
 

徳
富
猪
一
郎
『
三
条
実
万
公 

三
条
実
美
公
』(

梨
木
神
社
鎮
座
五
十
年
記
念
奉
賛
会 

一
九
三
五
年) 

十
二
頁 
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(
２
３)

「
近
世
儀
式
伝
奏
一
覧
」［
前
掲
註(

４)

拙
稿
］ 

一
三
二
～
一
三
六
頁 

(

２
４)

 
大
塚
武
松
「
三
条
実
万
」(

『
中
央
史
壇
』
七
九 

一
九
二
六
年) 

二
五
二
～
二
六
六
頁
・
前
掲
註(

２
１)

徳
富
論

文 
九
～
八
十
頁
・
巌
谷
修
「
三
条
実
万
事
略
」(

『
日
本
史
蹟
協
会
叢
書
別
編
十
二 

伝
記
三
』
東
京
大
学
出
版
会 

一
九
七
三
年)

 

二
九
～
三
一
頁
・
羽
賀
祥
二
「
開
国
前
後
に
お
け
る
朝
幕
関
係
」(

『
日
本
史
研
究
』
二
〇
七 

 

一
九
七
九
年)
・
箱
石
大
「
安
政
期
朝
廷
に
お
け
る
政
務
機
構
の
改
変
―
「
外
夷
一
件
御
評
議
御
用
」
の
創
設
を
中
心

に
―
」(

『
国
史
学
』
一
四
五 

一
九
九
一
年) 

(

２
５)

 

前
掲
註(

４)

拙
稿 

百
三
二
～
百
四
一
頁 

(

２
６)

 

『
国
史
大
辞
典
』
一(

吉
川
弘
文
館 

一
九
七
九
年)

 

伊
東
多
三
郎
「
足
代
弘
訓
」 

一
九
六
頁 

(

２
７)

 

神
宮
文
庫 

三
―
一
七
八
四 

(

２
８)

 

同 

一
―
一
七
八
三 

(

２
９)

 

榊
原
賴
輔
『
足
代
弘
訓
』(

印
刷
者
・
発
行
者 

山
村
淺
次
郎 

一
九
二
三
年)

 
 

二
四
八
～
二
五
一
頁 

(

３
０)

 

神
宮
文
庫 

一
―
三
一
八
五 

(

３
１)

 

大
西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』(

神
宮
司
庁
教
学
課 

平
凡
社
よ
り
一
九
六
〇
年
発
行
本
の
復
刻 

二
〇
〇
一
年) 

 

七
三
三
・
七
三
四
・
七
三
七
・
七
三
八
・
七
四
〇
～
七
四
三
頁 

(

３
２)

 

前
掲
註(

３
１)

書 

一
五
九
・
一
六
〇
頁 

(

３
３)

 

高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」(

『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年)

 

五
二
～
五
六
頁 

後
に
、
同

『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)

Ⅰ

部
第
一
章
に
収
録
。 
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第
一
章 

戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

は
じ
め
に 

 

本
章
は
戦
国
織
豊
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能
及
び
朝
廷
の
神
宮
行
政
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

最
初
に
当
該
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
研
究
史
を
概
観
す
る
。 

①
菊
地
康
明
氏
の
言
及
が
最
も
早
い
。
同
氏
は
『
広
橋
守
光
記
』
に
つ
い
て
紹
介
し
、
守
光
に
つ
い
て
、
権
大
納
言
町
広
光

の
男
で
文
明
十
一(

一
四
七
九)

年
に
広
橋
家
を
継
ぎ
、
長
享
元(

一
四
八
七)

年
に
叙
爵
以
後
、
弁
官
、
蔵
人
を
経
て
、
永
正
二

(

一
五
〇
五)

年
に
参
議
、
同
六(

一
五
〇
九)

年
に
武
家
伝
奏
に
任
じ
ら
れ
、
同
八(

一
五
一
一)

年
に
は
神
宮
伝
奏
を
も
兼
ね
て
、

当
時
公
武
の
間
に
あ
っ
て
同
じ
く
伝
奏
勧
修
寺
尚
顕
と
と
も
に
最
も
活
躍
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
日
記
は
当
時
の
朝

幕
関
係
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
し
て
い
る
。 

そ
の
主
要
な
記
事
の
一
つ
と
し
て
、
伊
勢
内
外
宮
仮
殿
遷
宮
に
関
し
て
内
外
宮
の
間
に
起
こ
っ
た
争
い
に
関
す
る
記
事
を
紹

介
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
室
町
期
に
お
い
て
両
宮
と
も
神
殿
の
荒
廃
が
著
し
か
っ
た
た
め
、
神
殿
造
替
の
沙
汰
を
争
う
に
到

っ
た
。
そ
の
た
め
に
永
正
九(

一
五
一
二)

年
に
幕
府
よ
り
和
談
の
儀
を
下
知
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
容
易
に
解

決
し
な
か
っ
た
も
の
と
み
え
、
同
十(

一
五
一
三)

年
六
月
二
九
日
以
下
の
条
に
よ
れ
ば
、
七
月
祭
主
藤
波
伊
忠
を
遣
わ
し
て
両

宮
和
与
の
儀
を
取
計
ら
せ
た
結
果
、
十
月
に
到
り
和
談
が
始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。(

１) 

②
室
町
期
の
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
、
菊
地
氏
に
続
い
て
言
及
し
た
の
は
飯
田
良
一
氏
で
あ
り
、
室
町
期
に
お
け
る
神
宮
と
幕

府
・
朝
廷
と
の
関
係
を
神
宮
方
の
機
能
を
通
じ
て
整
理
、
考
察
す
る
な
か
で
、
祈
祷
の
内
容
及
び
そ
の
命
令
系
統
を
明
ら
か
に

し
た
。
同
氏
は
、
神
宮
に
祈
祷
を
命
じ
る
ル
ー
ト
と
し
て
神
宮
伝
奏
→
祭
主
→
大
宮
司
→
内
・
外
宮
長
官
が
あ
っ
た
と
し
、
神

宮
伝
奏
を
通
じ
て
祈
祷
を
命
令
し
た
の
は
朝
廷
、
幕
府
、
朝
幕
の
両
者
と
三
つ
の
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(

２)

③
伊
藤
喜
良
氏
は
嘉
吉
の
乱
後
の
武
家
伝
奏
・
南
都
伝
奏
・
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

『
建
内
記
』
嘉
吉
三(

一
四
四
三)

年
七
月
八
日
条
の
記
事
に
よ
り
幕
府
か
ら
神
宮
大
宮
司
河
辺
氏
長
の
重
任
に
つ
い
て
執
奏

が
あ
り
、
勅
定
の
後
、
神
宮
伝
奏
日
野
資
広
が
勅
許
の
旨
を
伝
奏
奉
書
に
よ
っ
て
職
事
俊
秀
に
伝
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、 

こ
の
頃
、
彼
ら
が
し
ば
し
ば
発
す
る
伝
奏
奉
書
は
天
皇
の
意
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
り
、
勅
定
を
職
事
に
伝
え
る
と
い
う
重
要
な

役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
義
満
か
ら
義
教
期
ま
で
の
伝
奏
が
室
町
殿
の
「
仰
」
を
奉
じ
て
伝
奏
奉
書
を
発
し
て
い
た

状
況
と
異
な
り
、
彼
ら
が
活
動
し
て
い
る
場
は
公
家
支
配
機
構
内
で
あ
り
、
室
町
殿
と
の
関
係
は
薄
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る(

３) 

 

④
富
田
正
弘
氏
は
、
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
か
ら
慶
長
十
二(

一
六
〇
七)

年
ま
で
の
神
宮
伝
奏
の
一
覧
表
と
文
明
四(

一
四

七
二)

年
か
ら
慶
安
元(

一
六
四
八)

年
ま
で
の
賀
茂
伝
奏
の
一
覧
表
を
作
成
し
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

伝
奏
と
は
、
室
町
殿
の
王
権
に
と
っ
て
、
公
家
衆
・
寺
社
権
門
の
支
配
や
、
律
令
的
天
皇
＝
太
政
官
の
間
接
的
支
配
の
た
め
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の
重
要
な
装
置
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
命
令
の
主
導
権
を
手
放
す
わ
け
が
な
か
っ
た
。
伝
奏
に
対
す
る
命
令
指
揮
の
主

導
権
は
な
お
室
町
殿
の
下
に
あ
っ
た
。 

そ
こ
で
、「
公
家
側
の
政
務
」
は
、
伝
奏
の
う
ち
に
特
別
の
担
当
の
伝
奏
を
置
き
、
こ
れ
を
室
町
殿
の
支
配
下
か
ら
切
離
そ

う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
神
宮
伝
奏
と
賀
茂
伝
奏
で
あ
っ
た
。
伊
勢
神
宮
と
賀
茂
神
社
は
い
ず
れ
も
、
皇
室
と
は
特
に
由
縁
の
深

い
神
社
で
あ
り
、
室
町
殿
の
介
入
を
排
除
し
や
す
い
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
応
仁
の
乱
ま
で
に
は
、
こ
の
よ
う
な
担
当
伝

奏
の
分
化
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
特
殊
な
担
当
を
も
た
な
い
伝
奏
は
、
室
町
殿
に
主
と
し
て
仕
え
る
も
の
と
な
り
、
永
正
年
間
以
降
、
こ
れ
を

「
武
家
伝
奏
」
と
限
定
的
名
称
で
呼
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
限
定
的
名
称
と
な
っ
た
の
は
、「
公
家
側
の
政
務
」

の
伝
奏
へ
の
命
令
権
へ
の
執
念
が
実
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
「
公
家
側
の
政
務
」
は
神
宮
・
賀
茂
両
伝
奏
に
対

し
て
、
独
占
的
な
命
令
権
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る(

４) 

 

⑤
瀬
戸
薫
氏
は
、
室
町
期
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
を
は
じ
め
と
す
る
寺

社
伝
奏
の
場
合
に
つ
い
て
も
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

室
町
期
の
寺
社
伝
奏
は
、
敷
奏
家
で
あ
る
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
っ
た
。
敷
奏
は
『
職
員
令
』
に
大
納
言
の
管
掌
事
項
の
一

つ
と
し
て
規
定
さ
れ
、「
謂
敷
陳
也
、
奏
進
也
、」
す
な
わ
ち
天
皇
に
意
見
を
申
し
の
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
三
条
西
実
隆
が
神
宮

伝
奏
に
任
じ
ら
れ
た
際
、「
可
候
敷
奏
」
と
「
神
宮
事
可
両
伝
奏
給
」
の
二
通
の
綸
旨
を
所
望
し
た
経
緯
が
『
実
隆
公
記
』
に

詳
述
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
『
諸
家
伝
』
等
に
よ
っ
て
敷
奏
補
任
年
次
の
判
明
す
る
も
の
を
表
示
す
る
と
、
必
ず
し
も
神
宮
伝
奏
の
み
が
敷
奏
を

前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
武
家
伝
奏
や
臨
時
の
伝
奏
で
も
補
任
以
前
に
敷
奏
に
加
え
ら
れ
る
例
が
確
認
で
き
る
。(

５)
 

⑥
明
石
治
郎
氏
は
、
後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
伝
奏
・
近
臣
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
次

の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

明
応
五(

一
四
九
六)

年
に
三
条
西
実
隆
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
と
き
の
経
緯
に
よ
り
、
当
時
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
は
伝

奏
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
と
い
う
関
係
が
必
ず
し
も
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
実
隆
は
「
可
令
候
伝
奏
」
と
い
う
綸
旨

を
得
て
お
り
、
間
違
い
な
く
伝
奏
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
室
町
殿
か
ら
伊
勢
神
宮
に
祈
祷
が
命
令
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
亀
元(

一
五

〇
一)

年
八
月
二
日
、
神
宮
伝
奏
三
条
西
実
隆
の
も
と
へ
、
武
家
伝
奏
勧
修
寺
政
顕
よ
り
「
変
異
事
」
に
つ
き
「
公
武
御
祈
」

の
命
令
を
下
す
よ
う
奉
書
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
実
隆
は
翌
日
、
前
日
付
で
奉
行
職
事
万
里
小
路
賢
房
に
神
宮
伝
奏
奉
書

を
発
給
し
た
。(

６) 

⑦
さ
ら
に
、
拙
稿
に
お
い
て
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
朝
廷
に
お
い
て
毎
年
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
対
し
て
一
年
で
最
初
に

伊
勢
神
宮
か
ら
の
奏
事
事
項
を
奏
上
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
、
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
の
十
五
世
紀
前
半

に
か
け
て
成
立
し
た
こ
と
、
神
宮
伝
奏
が
そ
の
準
備
過
程
や
当
日
の
儀
式
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
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第
一
部
第
三
章
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。(

７) 
⑧
間
瀬
久
美
子
氏
は
、
天
正
十
三(

一
五
八
五)

年
に
内
宮
と
外
宮
の
間
で
お
こ
っ
た
神
宮
式
年
遷
宮
の
前
後
争
論
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
柳
原
淳
光
邸
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
の
糺
明
の
た
め
、
官
務
左
大
史
小
槻
朝
芳
・
頭
中
将
中

山
慶
親
・
右
大
臣
今
出
川
晴
季
・
権
大
納
言
勧
修
寺
晴
豊
と
同
中
山
親
綱
・
神
祇
伯
白
川
雅
英
・
吉
田
兼
見
の
八
名
が
集
ま
っ

た
こ
と
な
ど
神
宮
伝
奏
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。(

８) 

⑨
神
田
裕
理
氏
も
、
間
瀬
氏
と
同
様
に
天
正
十
三
年
度
神
宮
式
年
遷
宮
の
前
後
争
論
を
取
り
上
げ
る
な
か
で
神
宮
伝
奏
に
言

及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
両
宮
の
申
状
は
正
親
町
天
皇
が
目
を
通
し
、
神
宮
伝
奏
・
柳
原
淳
光
と
公
家
衆
が
談
合
を
加

え
、
内
宮
に
理
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
と
し
、
天
皇(

朝
廷)

へ
訴
え
ら
れ
た
当
相
論
は
、
朝
廷
内
で
神
宮
伝
奏
を
中
心
と
し
た

公
家
衆
に
よ
っ
て
評
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
神
宮
伝
奏
の
当
該
期
に
お
け
る
具
体
的
活
動
の
好
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 (

９)
 

以
上
の
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
朝
廷
が
衰
微
し
た
と
さ
れ
る
当
該
期
に
お
い
て
も
、
朝
廷
は
、
神
宮
へ
の
祈
祷
命
令
、
神
宮

大
宮
司
の
任
命
、
神
宮
式
年
遷
宮
の
準
備
、
神
宮
奏
事
始
を
行
っ
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
は
、
そ
れ
ら
に
密
接
に
関
与
し
て
い
た
。

ま
た
、
神
宮
伝
奏
に
任
命
さ
れ
る
た
め
に
は
、
天
皇
に
意
見
を
申
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
「
敷
奏
」
と
い
う
立
場
に
あ
る
こ

と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
職
の
位
置
づ
け
の
高
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

本
章
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
後
柏
原
天
皇
、
後
奈
良
天
皇
、
正
親
町
天
皇
の
各
在
位
下
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能

と
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
行
政
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
一
節 

戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
就
任
者 

 

神
宮
伝
奏
の
就
任
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
第
一
章
第
一
節
の
【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て

い
る
が
、
あ
ら
た
め
て
本
章
に
お
い
て
対
象
と
す
る
時
期
の
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
人
名
・
家
格
・
就
任
年
月
日
・
退
任
年
月
日

を
当
該
期
の
天
皇
ご
と
に
列
記
す
る
。 

後
土
御
門
天
皇
期[

一
四
六
四
～
一
五
〇
〇
年] 

 

町
資
広 

 
 
 
 

名 
 

享
徳
四(

一
四
五
五)

年
二
月
八
日
以
前
～
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
一
月
十
九
日
以
降 

柳
原
資
綱 

 
 
 

名 
 

文
明
元(

一
四
六
九)

年
十
一
月
～
明
応
五(

一
四
九
六)

年
八
月
二
九
日 

 

三
条
西
実
隆 

 
 

大
臣 

明
応
五(

一
四
九
六)

年
十
二
月
三
十
日
～
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
二
月
五
日 

後
柏
原
天
皇
期[

一
五
〇
〇
～
一
五
二
六
年] 

 

中
御
門
宣
胤 

 
 

名 
 

永
正
三
年
～
同
八(

一
五
一
一)

年
十
一
月
十
五
日 

 

広
橋
守
光 

 
 
 

清
華 

永
正
十(

一
五
一
三)

年
～
同
十
三(

一
五
一
六)

年
四
月 

 

三
条
西
公
条 

 
 

大
臣 

永
正
十
三
年
四
月
十
三
日
～
大
永
六(

一
五
二
六)

年 

後
奈
良
天
皇
期[

一
五
二
六
～
一
五
五
七
年] 
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今
出
川
公
彦 

 
 

清
華 

大
永
六
年
～
享
禄
五(

一
五
三
二)

年
一
月
二
一
日 

 

正
親
町
実
胤 

 
 

羽
林 

享
禄
五
年
二
月
五
日
～
天
文
五(

一
五
三
六)

年 

 

柳
原
資
定 

 
 
 

名 
 

天
文
五
年
～
同
八(

一
五
三
九)

年
十
一
月
十
三
日 

 

広
橋
兼
秀 

 
 
 

清
華 

天
文
八
年
十
一
月
～
同
九(

一
五
四
〇)

年
四
月
十
二
日 

 

三
条
西
実
世 

 
 

大
臣 

天
文
九
年
四
月
十
六
日
～
同
十
二(

一
五
四
三)

年
十
月
二
九
日 

 

甘
露
寺
伊
長 

 
 

名 
 

天
文
十
二
年
十
一
月
三
日
～
同
十
五(

一
五
四
六)

年
十
月
一
日 

 

正
親
町
公
叙 

 
 

羽
林 

天
文
十
五
年
十
月
二
日
～
同
十
六(

一
五
四
七)

年
八
月
二
三
日 

 

烏
丸
光
康 

 
 
 

名 
 

天
文
十
七(
一
五
四
八)

年
～
同
十
八(

一
五
四
九)

年
七
月
二
六
日 

 

中
山
孝
親 

 
 
 

羽
林 

天
文
十
八
年
八
月
十
六
日
～
永
禄
八(

一
五
六
五)

年
六
月 

正
親
町
天
皇
期[

一
五
五
七
～
一
五
八
六
年] 

 

今
出
川
晴
季 

 
 

清
華 

永
禄
八(

一
五
六
五)

年
八
月
二
日
～
同
九
年
二
月
十
五
日 

柳
原
資
定 

 
 
 

名 
 

永
禄
九(

一
五
六
六)

年
二
月
～
天
正
六(

一
五
七
八)

年
三
月
二
七
日 

 

徳
大
寺
公
維 

 
 

清
華 

天
正
六
年
九
月
十
二
日
～
同
八(

一
五
八
〇)
年
二
月
二
一
日 

 

柳
原
淳
光 

 
 
 

名 
 

天
正
八
年
五
月
一
日
～
同
十
五(

一
五
八
七)
年
八
月
八
日 

後
陽
成
天
皇
期[

一
五
八
六
～
一
六
一
一
年] 

 

正
親
町
三
条
公
仲 

大
臣 

不
明
～
文
禄
三(

一
五
九
四)

年
六
月
二
六
日 

 

柳
原
淳
光 

 
 
 

名 
 

文
禄
三
年
七
月
二
三
日
～
不
明 

 

西
園
寺
実
益 

 
 

清
華 

慶
長
四(

一
五
九
九)

年
～
同
十
二(

一
六
〇
七)

年 

 

大
炊
御
門
経
頼 

 

清
華 

慶
長
十
三(

一
六
〇
八)

年
七
月
十
六
日
～
同
十
五(

一
六
一
〇)

年
五
月
二
日 

 

西
園
寺
実
益 

 
 

清
華 

慶
長
十
五
年
五
月
二
日
～
同
十
九(

一
六
一
四)

年
一
月
十
一
日 

以
上
の
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
と
し
て
の
活
動
を
史
料
上
か
ら
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
の
が
、
町
資
広
、
柳
原
資
綱
、
三

条
西
実
隆
、
中
御
門
宣
胤
、
柳
原
資
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
五
名
の
神
宮
伝
奏
と
し
て
の
機
能
を
明
ら

か
に
す
る
。 

 

第
二
節 

後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能 

 

『
神
宮
史
年
表
』
に
は
、
後
土
御
門
天
皇
期
に
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
町
資
広
と
柳
原
資
綱
の
活
動
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
記
載 

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
両
名
の
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
。(

１
０) 
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(
１)

 

町
資
広
の
場
合 

 

『
氏
経
卿
引
付
』
の
記
事
に
よ
り
、
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
で
き
る
。
寛
正
五(

一
四
六
四)

年
九
月
十
一
日
、
伝
奏
町
資

広
が
奉
書
を
祭
主
藤
波
清
忠
に
送
付
し
て
、
内
宮
仮
殿
遷
宮
延
引
に
つ
い
て
同
宮
禰
宜
等
の
解
状
を
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
た
だ

ち
に
女
房
奉
書
を
幕
府
神
宮
方
頭
人
に
下
さ
れ
た
こ
と
を
通
知
し
た
。
同
十
二
月
二
十
日
、
資
広
が
奉
書
を
造
伊
勢
大
神
宮
使

藤
波
秀
忠
に
送
り
、
内
宮
仮
殿
遷
宮
山
口
祭
が
来
る
二
九
日
と
仰
せ
下
さ
れ
た
。 

文
正
元(

一
四
六
六)

年
十
二
月
二
一
日
、
資
広
が
御
教
書
を
祭
主
藤
波
清
忠
に
下
し
て
来
年
将
軍
足
利
義
政
が
重
厄
の
た
め

に
年
中
祈
祷
す
べ
き
こ
と
を
下
知
し
た
。
同
二
年
三
月
九
日
、
変
異
に
よ
り
資
広
が
祭
主
藤
波
清
忠
に
命
じ
て
両
宮
に
公
武
御

祈
祷
を
執
行
さ
せ
た
。
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
一
月
十
九
日
、
資
広
が
祭
主
藤
波
清
忠
に
命
じ
て
両
宮
禰
宜
等
に
玉
体
安
穏
・

天
下
静
謐
及
び
武
家
の
安
穏
を
祈
ら
せ
た
。 

 
 

 
(

２)
 

柳
原
資
綱
の
場
合 

 

『
氏
経
神
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
文
明
二(

一
四
七
〇)

年
八
月
四
日
、
神
宮
伝
奏
柳
原
資
綱
が
祭
主
藤
波
秀
忠
に
凶
徒
誅
罰
御 

祈
を
行
う
よ
う
に
両
宮
に
下
知
さ
せ
た
。『
文
明
年
中
内
宮
引
付
』
に
よ
れ
ば
、
同
三
年
八
月
六
日
、
変
異
に
よ
り
、
資
綱
が

祭
主
藤
波
秀
忠
に
公
武
御
祈
を
両
宮
に
下
知
さ
せ
た
。 

 

以
下
、
同
書
に
よ
る
。
同
年
十
月
二
日
、
二
星
合
に
よ
り
資
綱
が
祭
主
藤
波
秀
忠
に
来
る
八
日
よ
り
七
日
間
の
公
武
御
祈
を

両
宮
に
下
知
さ
せ
た
。
同
年
十
二
月
四
日
、
彗
星
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
り
資
綱
が
祭
主
藤
波
秀
忠
に
七
日
間
の
御
祈
を
両
宮

に
下
知
さ
せ
た
。 

 

同
四
年
八
月
二
四
日
、
内
宮
禰
宜
等
が
昨
冬
の
彗
星
出
現
と
今
年
の
内
侍
所
鳴
動
に
つ
い
て
の
御
祈
の
請
文
を
進
上
し
な
い

こ
と
に
よ
り
、
資
綱
が
神
宮
祭
主
に
命
じ
て
催
促
し
た
。
同
六(

一
四
七
四)

年
二
月
十
二
日
、
変
異
に
よ
り
資
綱
が
祭
主
藤
波

秀
忠
を
通
じ
て
公
武
御
祈
と
将
軍
義
尚
の
年
中
御
祈
を
両
宮
に
命
じ
た
。
同
七(

一
四
七
五)

年
三
月
七
日
、
京
中
の
火
災
に
よ

り
資
綱
が
祭
主
藤
波
秀
忠
を
通
じ
て
御
祈
を
両
宮
に
命
じ
ら
れ
た
。 

 

『
親
長
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
文
明
十
九(

一
四
八
七)

年
四
月
十
九
日
、
去
年
、
外
宮
炎
上
に
よ
り
後
土
御
門
天
皇
が
神
祇
権

大
副
吉
田
兼
倶
に
御
正
体
の
安
否
を
検
知
さ
せ
よ
う
と
し
、
こ
の
日
、
神
宮
伝
奏
柳
原
資
綱
を
召
し
て
こ
の
こ
と
を
諮
問
し
た
。 

 

『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
明
応
五(

一
四
九
六)

年
八
月
二
九
日
、
資
綱
が
神
宮
伝
奏
を
辞
任
し
た
。『
実
隆
公

記
』
に
よ
れ
ば
、
同
十
月
三
十
日
、
資
綱
は
老
衰
に
よ
り
職
に
堪
え
ざ
る
こ
と
に
よ
り
改
補
せ
ら
れ
た
い
と
の
こ
と
で
、
こ
の

日
、
神
祇
伯
白
川
忠
富
王
が
勅
命
を
も
っ
て
三
条
西
実
隆
を
訪
れ
、
こ
の
旨
を
伝
え
た
。
実
隆
は
妻
の
重
服
を
理
由
に
し
て
、

こ
れ
を
固
辞
し
た
が
、
同
十
二
月
三
十
日
、
天
皇
は
綸
旨
を
下
し
て
実
隆
を
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
せ
た
。 

 
 



 

 

201 

第
三
節 

後
柏
原
天
皇
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能 

  
(

１)
 

三
条
西
実
隆
の
場
合 

 

三
条
西
家
は
、
四
箇
の
大
事
・
有
職
故
実
・
和
歌
を
家
職
と
し
、
同
家
の
な
か
で
も
実
隆
は
後
土
御
門
・
後
柏
原
・
後
奈
良

の
三
代
の
天
皇
に
歴
任
し
、
和
歌
・
連
歌
を
能
く
し
和
漢
の
学
・
有
職
故
実
に
通
じ
、
そ
の
博
識
練
達
の
才
と
温
厚
篤
実
な
人

柄
か
ら
公
武
の
間
に
厚
い
信
任
を
受
け
て
中
世
和
学
興
隆
の
中
心
と
な
り
、
近
世
の
古
典
復
興
の
土
台
を
築
い
た
。(

１
１) 

  
[

イ] 

就
任
の
経
緯 

 

第
二
節(

２)

に
お
い
て
若
干
言
及
し
て
い
る
が
、
あ
ら
た
め
て
『
実
隆
公
記
』(

１
２)

に
よ
っ
て
実
隆
の
神
宮
伝
奏
就
任
の

経
緯
か
ら
み
て
い
く
。
明
応
五(

一
四
九
六)

年
十
二
月
二
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

廿
四
日
、
丁
酉
、
陰
、
神
宮
伝
奏
事
以
女
房
奉
書
重
而
有
仰
之
儀
、
再
往
之
上
、
且
者
神
慮
又
難
測
、
先
可
存
知
歟
、
猶 

明
日
祗
候
之
次
、
可
申
入
之
由
献
請
文
了
、
平
生
神
事
之
儀
、
又
奏
事
始
以
下
之
事
等
不
審
之
間
、
内
々
招
帥
卿
、
相 

談
、
晩
頭
入
来
、
数
刻
雑
談
、
条
々
有
被
示
之
事
等
、
難
尽
筆
端
矣
、 

 
 

女
房
奉
書
続
之
、 

 
 

(

端
裏
書) 

 
 

「
仰
、
明
応
五
、
十
二
、
廿
四
、」 

 
 

神
宮
の
て
ん
そ
う
の
事
、
は
く
し
て
も
う
ち
く
お
ほ
せ
ら
れ
候
つ
る
。
し
も
月
に
な
り
候
て
お
ほ
せ
ら
れ
候
ハ
ん
す
る 

 
 

と
お
ほ
し
め
し
て
候
へ
ハ
、
い
ま
に
御
し
こ
う
候
ハ
す
候
、
し
せ
ん
ひ
ろ
う
事
も
候
ハ
ん
す
る
と
お
ほ
し
め
し
て
、
た 

 
 
 

ゝ
い
ま
お
ほ
せ
ら
れ
候
、
御
そ
ん
ち
候
へ
く
候
、
せ
ん
下
な
と
候
事
に
て
候
ハ
ゝ
、
か
さ
ね
て
申
さ
れ
候
へ
く
候 

 
 
 

よ
し
申
と
て
候
、
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

侍
従
大
納
言
と
の
へ 

 

先
述
し
た
よ
う
に
、
同
十
月
三
十
日
に
実
隆
は
妻
の
重
服
を
理
由
に
し
て
後
土
御
門
天
皇
に
よ
る
就
任
要
請
を
固
辞
し
て
い

る
が
、
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
年
末
に
な
っ
て
女
房
奉
書
に
よ
っ
て
再
度
の
就
任
要
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

天
皇
の
念
頭
に
は
、
年
明
け
に
控
え
て
い
る
神
宮
奏
事
始
の
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
実
隆
は

「
再
往
之
上
、
且
者
神
慮
又
難
測
、
先
可
存
知
歟
」
と
承
諾
す
る
意
向
を
固
め
て
い
る
。 

さ
ら
に
「
平
生
神
事
之
儀
、
又
奏
事
始
以
下
之
事
等
」
に
つ
い
て
不
明
で
あ
る
た
め
、
前
権
中
納
言
町
広
光
を
招
い
て
内
々

に
相
談
し
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
第
一
章
第
一
節
に
掲
載
し
た
【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】
に
よ
れ
ば
、
広
光
自
身
は
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神
宮
伝
奏
を
勤
め
て
い
な
い
が
、
父
の
資
広(

１
３)

に
つ
い
て
は
、
嘉
吉
三(

一
四
四
三)

年
に
在
任
し
、
享
徳
四(

一
四
五
五)

年
以
前
か
ら
応
仁
三(

一
四
六
九)

年
以
降
に
か
け
て
在
任
し
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
約
十
五
年
間
以
上
に
わ
た
っ
て
同
職

を
勤
め
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。
同
二
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

神
宮
伝
奏
事
、
謁
伯
卿
、
今
日
、
依
母
正
忌
、
昼
間
不
参
云
々
、
先
度
愚
存
分
巨
細
申
入
、
其
後
、
無
音
之
間
、
安
堵
之 

 
 

処
、
昨
日
、
重
而
勅
定
、
強
而
及
固
辞
之
条
且
者
神
慮
難
測
、
所
詮
先
可
存
知
之
由
申
入
之
、
追
而
又
可
辞
申
歟
、
以
前 

 
 

申
状
具
披
露
否
不
審
之
趣
談
之
処
、
長
講
堂
伝
奏
事
、
被
仰
中
御
門
大
納
言
了
、
然
上
者
此
伝
奏
事
就
是
非
実
隆
可
存
知 

 
 

之
由
叡
慮
在
之
歟
、
只
先
令
存
知
者
可
然
也
云
々
、
予
云
、
此
上
兎
角
不
及
申
入
歟
、
宗
綱
卿
な
と
存
知
者
勿
論
、
其
外 

 
 

又
当
時
無
其
仁
歟
、
然
者
先
可
存
知
也
、
先
奉
行
職
事
々
可
被
定
之
哉
、
傍
頭
存
知
之
条
近
例
也
、
守
光
朝
臣
可
然
歟
、 

 
 

仍
下
官
伝
奏
事
令
存
知
者
、
先
可
賜
一
通
也
、
所
謂
可
候
敷
奏
之
由
被
仰
之
、
又
神
宮
事
可
令
申
沙
汰
之
由
同
可
給
一
通 

 
 

也
、
或
同
時
賜
之
、
又
他
日
被
仰
之
事
在
之
、
其
後
、
奏
事
始
之
儀
雖
如
形
、
可
致
其
沙
汰
也
、
此
等
之
子
細
巨
細
可
被 

 
 

披
露
之
由
相
触
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
隆
は
面
会
し
た
神
祇
伯
忠
富
王
に
対
し
て
「
重
而
勅
定
」
や
「
神
慮
難
測
」
に
よ
り
就
任
を
承
諾
し
た

が
、
「
追
而
又
可
辞
申
歟
」
と
率
直
に
打
ち
明
け
て
お
り
、
不
承
不
承
の
就
任
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
天
皇
は
こ

の
人
事
に
先
立
っ
て
権
大
納
言
中
御
門
宣
胤
を
長
講
堂
伝
奏
に
補
任
し
て
お
り
、
実
隆
も
「
此
伝
奏
事
就
是
非
実
隆
可
存
知
之

由
叡
慮
」
を
感
じ
と
り
、
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。(

１
４)

同
三
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

及
晩
一
通
到
来
、
其
状
云
、 

 
 
 

神
宮
事
可
令
伝
奏
給
者
、
依
天
気
言
上
、
如
件
、 

 

 
 
 
 

十
二
月
卅
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

左
中
弁
宣
秀
奉 

 
 
 

進
上
、
侍
従
大
納
言
殿 

 
 

一
通
得
其
意
、
先
可
候
敷
奏
之
由
、
同
可
賜
一
通
歟
之
由
内
々
申
遣
頭
弁
了
、
又
一
通
到
来
、
畏
入
之
由
付
勾
当
内
侍
申 

 
 

入
之
、
同
申
遣
伯
卿
許
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
隆
は
正
式
に
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。(

１
５)

芳
賀
幸
四
郎
氏
は
、「
実
隆
は
そ
の
誠
実
な
性

格
の
故
に
後
土
御
門
天
皇
の
信
任
を
え
、
天
性
の
能
書
を
見
込
ま
れ
て
『
慈
鎮
和
尚
経
文
之
和
歌
』
な
ど
の
書
写
や
『
古
今
集
』

に
朱
点
を
加
え
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
ま
た
宿
直
の
晩
に
は
『
散
ら
ぬ
桜
の
物
語
』『
秋
の
夜
長
物
語
』『
宇
治
大
納
言
物
語
』

な
ど
を
読
進
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。
ま
た
当
時
十
二
歳
の
勝
仁
親
王(

後
の
柏
原
天
皇)

の
学
問
の
相
手
を
命
ぜ
ら
れ
て
い

た
」
と
し
て
い
る
。(

１
６) 

こ
う
し
て
築
か
れ
て
い
た
実
隆
へ
の
信
頼
感
が
、
約
三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
勤
め
た
柳
原
資
綱
の
後
任
と
し
て
、
天
皇
が
実

隆
を
指
名
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 
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[

ロ]
 

神
宮
式
年
遷
宮
再
興
に
向
け
て
の
活
動 

 

実
隆
が
神
宮
伝
奏
と
し
て
神
宮
奏
事
始
を
勤
め
た
こ
と
は
、
第
一
部
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
る
。

本
節
で
は
『
実
隆
公
記
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
の
活
動
を
み
て
い
く
。 

 

先
述
し
た
よ
う
に
明
応
六(

一
四
九
七)

年
の
神
宮
奏
事
始
に
お
け
る
奏
事
の
第
一
項
目
は
、「
祭
主
伊
忠
申
造
営
事
、」
で
あ

っ
た
。『
実
隆
公
記
』(

１
７)
同
八
月
二
一
日
条
に
は
、「
祭
主
伊
忠
来
、
内
宮
造
替
事
、
正
官
文
書
到
来
、
可
付
奉
行
之
由
相

談
者
也
、」
と
あ
り
、
同
二
六
日
条
に
は
、「
神
宮
造
替
事
、
次
第
解
到
来
、
仍
及
晩
、
参
内
、
於
議
定
所
奏
聞
、」
と
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
祭
主
藤
波
伊
忠
が
実
隆
に
内
宮
よ
り
造
替
を
要
請
す
る
文
書
が
届
け
ら
れ
た
の
で
、
奉
行
に
付
す
こ
と

に
つ
い
て
相
談
し
た
こ
と
、
そ
の
後
、
神
宮
造
替
に
つ
い
て
の
次
第
解
も
到
来
し
た
の
で
、
議
定
所
に
お
い
て
天
皇
に
奏
聞
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
同
九
月
三
日
条
に
は
、「
抑
就
造
宮
事
、
摂
津
掃
部
頭
・
清
筑
後
前
司[ 

 
]

同
道
来
、
室
町
殿
仰
云
、

厳
密
可
申
沙
汰
之
由
也
、
細
河マ

マ

返
事
未
及
一
途
云
々
、
則
対
面
、
暫
相
談
、
彼
造
替
間
事
等
了
、」
と
あ
り
、
こ
の
件
に
つ
い

て
摂
津
掃
部
頭
や
清
筑
後
守
が
実
隆
を
訪
問
し
、
将
軍
足
利
義
澄
が
「
厳
密
可
申
沙
汰
」
と
命
じ
て
い
る
が
、
管
領
細
川
政
元

が
そ
の
方
針
に
従
っ
て
い
な
い
旨
を
伝
え
て
い
る
。 

 

こ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
一
連
の
動
き
は
、
神
宮
式
年
遷
宮
が
、
内
宮
に
お
い
て
寛
正
三(

一
四
六
二)

年
以
降
、
外
宮
に
お
い
て
は
永
享
六(

一
四
三
四)

年
以
降
、
途
絶
し
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。 

 [

ハ
］ 

神
宮
へ
の
祈
祷
命
令 

 

 

『
実
隆
公
記
』
明
応
八(

一
四
九
九)

年
五
月
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

九
日
、
戊
辰
、
霽
、
御
祈
事
調
一
通
、
遣
守
光
朝
臣
許
、 

 
 
 
 

二
星
合
御
祈
事
、
従
来
十
四
日
一
七
ヶ
日
殊
可
抽
精
誠
之
由
、
可
令
下
知
神
宮
給
之
旨
、
天
気
所
候
也
、
仍
言
上 

 
 
 
 

如
件
、
尚
顕
誠
恐
謹
言
、 

 
 
 

 

五
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
少
弁
尚
顕 

 
 
 

進
上
侍
従
大
納
言
殿 

 

職
事
御
教
書
如
此
、
予
下
知
体
、 

 
 

二
星
合
御
祈
事
、
従
来
十
四
日
一
七
ヶ
日
殊
可
抽
精
誠
之
由
、
可
令
下
知
神
宮
給
之
旨
、
被
仰
下
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 

 

五
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
隆 

 
 
 

頭
弁
殿 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
右
少
弁
勧
修
寺
尚
顕
が
実
隆
に
神
宮
に
対
し
て
「
二
星
合
御
祈
」
を
命
じ
る
よ
う
に
と
の
後
土
御
門
天
皇
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の
命
令
を
伝
え
る
御
教
書
を
出
し
、
実
隆
は
神
宮
奉
行
広
橋
守
光
に
こ
の
旨
を
伝
え
る
伝
奏
奉
書
を
出
し
て
い
る
。
神
宮
へ
の

祈
祷
命
令
を
示
す
記
事
は
他
に
も
あ
り
、
同
文
亀
元(

一
五
〇
一)

年
七
月
二
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

御
祈
事
御
教
書
到
来
、
伊
長
御
祈
奉
行
也
、 

 

就
炎
旱
、
雨
御
祈
事
、
別
而
可
令
抽
精
誠
之
旨
、
可
令
下
知
神
宮
給
之
由
、
天
気
所
候
也
、
仍
言
上
如
件
、
伊
長
誠
恐 

 

謹
言
、 

 
 
 

七
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
少
弁
伊
長
奉 

 

進
上 

侍
従
大
納
言
殿 

予
下
知
体
、
翌
日
、
早
朝
、
遣
賢
房
朝
臣
許
了
、 

 
 
 

就
炎
旱
、
雨
御
祈
事
、
別
而
可
令
抽
精
誠
之
旨
、
可
令
下
知
神
宮
給
之
由
被
仰
下
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 

七
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
隆 

 
 
 
 

頭
右
中
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
祈
奉
行
甘
露
寺
伊
長
が
実
隆
に
神
宮
に
対
し
て
炎
旱
に
つ
き
「
雨
御
祈
」
を
命
じ
る
よ
う
に
と
の
後
柏

原
天
皇
の
命
令
を
伝
え
る
御
教
書
を
出
し
、
実
隆
は
神
宮
奉
行
万
里
小
路
賢
房
に
こ
の
旨
を
伝
え
る
伝
奏
奉
書
を
出
し
て
い
る
。 

 [

ニ]
 

神
宮
神
主
の
叙
爵
申
請 

 

『
実
隆
公
記
』
明
応
八
年
五
月
十
二
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

抑
神
宮
権
禰
宜
叙
爵
事
所
望
、
昨
日
、
御
得
日
間
、
今
朝
可
被
伺
之
由
付
勾
当
内
侍
申
之
、
到
来
之
間
、
則
加
下
知
了
、 

 
 
 

度
会
貞
胤
叙
爵
事
、
時
元
宿
禰
状
、
副
次
第
解
、
如
此
可
有
御
奏
聞
候
也
、
誠
恐
謹
言
、 

 
 
 
 
 

五
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

守
光 

 
 
 
 

進
上 

侍
従
大
納
言
殿 

白
紙
也
、 

 
 
 

度
会
貞
胤
叙
爵
の
事
、
次
第
の
解
ま
い
ら
せ
候
、
心
え
候
て
、
御
ら
ん
候
へ
く
候
、
か
し
こ
、 

 
 
 
 
 
 

勾
当
内
侍
と
の
申
給
へ 

 
 
 
 
 

さ
ね
隆 

 
 

勅
許
之
由
返
報
之
間
、
則
書
消
息
、
下
頭
弁
、 

 
 
 

度
会
貞
胤
宜
叙
従
五
位
下
、
可
令
宣
下
給
之
由
被
仰
下
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 

五
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
隆 

 
 
 
 

頭
弁
殿 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奉
行
の
頭
弁
広
橋
守
光
が
実
隆
に
対
し
て
、
自
ら
と
小
槻
時
元
の
書
状
に
添
え
て
外
宮
権
禰
宜
正
六

位
上
、
度
会
貞
胤
の
叙
爵
を
申
請
す
る
次
第
解
を
送
付
し
た
。
実
隆
は
、
こ
の
こ
と
を
勾
当
内
侍
に
対
す
る
消
息
に
よ
っ
て
奏

聞
し
た
と
こ
ろ
、
勅
許
を
得
た
の
で
、
神
宮
奉
行
に
対
し
て
、
度
会
貞
胤
叙
爵
の
こ
と
を
宣
下
す
る
よ
う
に
後
柏
原
天
皇
が
仰
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せ
下
さ
れ
た
と
の
こ
と
を
伝
奏
奉
書
に
よ
っ
て
下
知
し
て
い
る
。 

  
 

[

ホ] 
神
宮
禰
宜
の
補
任 

  

『
実
隆
公
記
』(

１
８)
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
九
月
十
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

抑
神
宮
禰
宜
事
御
執
奏
之
儀
、
摂
津
中
務
大
輔
示
送
之
、
以
使
者
申
之
、
予
不
謁
之
、
及
晩
参
内
、
申
入
之
、
則
勅
許
、 

 
 

藤
波
則
来
、
禰
宜
任
料
送
之
、
旨
趣
可
記
之
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
摂
津
中
務
大
輔
が
使
者
を
通
じ
て
実
隆
に
対
し
神
宮
禰
宜
に
つ
い
て
執
奏
し
て
も
ら
い
た
い
旨
を
伝
え
た
。 

実
隆
は
こ
れ
を
受
け
て
参
内
し
、
幕
府
が
推
薦
し
た
人
物
に
つ
い
て
執
奏
し
た
と
こ
ろ
禰
宜
補
任
の
勅
許
を
得
た
。 

 

[

ヘ]
 

内
宮
神
馬
の
進
献 

 

『
実
隆
公
記
』
同
四
年
二
月
十
一
日
条
に
は
、「
内
宮
櫪
御
馬
解
状
到
来
、
写
留
之
、」
と
あ
り
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

御
馬
事
次
第
解
、
此
正
印
文
書
以
下
被
留
御
所
了
、 

 
 
 

皇
太
神
宮
神
主 

 
 
 

注
進
可
早
被
経
次
第
上
奏
、
任
先
例
、
被
牽
進
当
宮
櫪
御
馬
事
、 

 
 

右
当
宮
櫪
御
馬
今
月
三
日
令
直
給
之
条
驚
存
者
也
、
任
先
例
、
不
日
、
可
被
牽
進
、
今
御
代
始
折
節
、
件
御
馬
欠
如
、
太 

 
 

以
不
可
然
、
雖
為
片
時
、
難
被
打
置
、
以
夜
継
日
、
為
被
引
進
、
註
進
言
上
如
件
、
以
解
、 

 
 
 
 
 

文
亀
三
年
十
二
月 

日
、
大
内
人
正
六
位
上
荒
木
田
神
主
行
久
上 

 
 
 

禰
宜
従
四
位
下
荒
木
田
神
主
守
朝 

 
 
 

禰
宜
正
五
位
下
荒
木
田
神
主
守
則 

 
 
 

(

中
略) 

 
 

皇
太
神
宮
櫪
御
馬
、
去
年
十
二
月
三
日
令
直
給
之
由
、
禰
宜
等
正
印
注
進
到
来
候
、
可
被
牽
進
佇
御
馬
之
旨
、
可
令
申
上 

 
 

給
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 

正
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
祇
権
大
副
判 

 
 

進
上 

新
四
位
史
殿 

 
 
 

進
上 

 
 
 
 

祭
主
伊
忠
朝
臣
書
状
一
通
、 

 
 
 
 

皇
太
神
宮
禰
宜
等
申
櫪
御
馬
事
、
副
本
解
、 

 
 
 

右
進
上
如
件
、 
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正
月
廿
日 

 
 
 
 
 

左
大
史
小
槻
時
元 

 
 
 

進
上
、
頭
右
中
弁
殿 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
宮
の
神
主
た
ち
が
朝
廷
に
対
し
て
連
名
で
神
馬
を
要
請
す
る
次
第
解
を
送
付
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
次
第
解
に
よ
れ
ば
、
同
三
年
十
二
月
三
日
、
内
宮
の
神
馬
が
亡
く
な
っ
た
が
、
先
例
で
は
、
日
を
お
か
ず
に
新
し
い
神
馬
を

牽
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
は
後
柏
原
天
皇
の
御
代
始
で
あ
り
、
神
馬
が
欠
け
て
い
る
の
は
極
め
て
不
適
切
で
あ
る
。

片
時
も
放
置
で
き
な
い
の
で
、
夜
を
日
に
継
い
で
神
馬
を
進
献
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
を
う
け
て
、
同
四
年
正
月
二
十
日
、
神
宮
祭
主
が
左
大
史
壬
生
時
元
に
そ
の
内
容
お
よ
び
神
馬
を
進
献
さ
れ
る
よ
う
に

要
請
し
て
も
ら
い
た
い
旨
が
記
さ
れ
た
書
状
と
内
宮
禰
宜
ら
の
次
第
解
を
送
付
し
た
。
壬
生
は
神
宮
奉
行
万
里
小
路
に
そ
れ
ら

を
進
上
し
て
い
る
。
同
二
月
十
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

抑
皇
太
神
宮
御
馬
事
、
官
不
能
勘
例
、
纔
延
徳
之
度
儀
、
注
折
帋
、
送
之
由
、
奉
行
職
事
申
送
之
間
、
頗
聊
爾
雖
不
可
然
、 

 

弥
為
遅
々
基
之
間
、
則
先
奏
聞
、
任
近
例
以
消
息
相
触
頭
人
了
、
此
事
内
々
相
談
帥
卿
了
、 

 
 
 

皇
太
神
宮
櫪
御
馬
去
年
十
二
月
三
日
令
直
給
之
由
注
進
了
、
早
任
先
例
可
被
召
進
之
由
、
可
有
申
沙
汰
之
旨
、
被
仰
下 

 
 
 

候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 

二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実
隆 

 
 
 
 

摂
津
中
務
大
輔
殿 

 

掃
部
頭
殿
と
書
之
、
忘
脚
之
処
、
報
其
旨
之
間
、
書
改
遣
了
、 

 
 

官
折
帋
如
此
、 

 
 
 

皇
太
神
宮
櫪
御
馬
事
、
延
徳
二
年
七
月
十
九
日
、
自
室
町
殿
被
牽
進
、
黒
毛
、
云
々
、
近
日
、
令
直
給
之
由
、
依
公
武

注
進
、
自
禁
裏
被
申
入
歟
、
仍
被
牽
進
之
、
送
状
清
筑
後
守
元
定
、
調
之
、
頭
人
摂
津
掃
部
頭
加
草
名
云
々
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
元
上 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
三
条
西
は
内
宮
の
神
馬
に
つ
い
て
天
皇
に
奏
聞
し
た
後
、
消
息
を
通
じ
て
室
町
幕
府
に
お
い
て

神
宮
頭
人
の
任
に
あ
っ
た
摂
津
掃
部
頭
に
内
宮
の
神
馬
が
去
年
十
二
月
三
日
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
注
進
し
、
早
く
先
例
に
任

せ
て
新
し
い
神
馬
を
進
献
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
は
か
る
べ
き
と
の
こ
と
が
天
皇
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
達
し
た
。 

室
町
幕
府
の
神
宮
行
政
を
担
当
し
た
機
関
は
、
神
宮
方
で
あ
っ
た
。
応
永
三(

一
三
九
六)

年
以
前
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
職
員

が
、
頭
人
・
開
闔
・
国
分
奉
行
で
あ
っ
た
。(

１
９)

飯
田
良
一
氏
に
よ
れ
ば
、
『
武
家
名
目
抄
』
に
よ
り
、
神
宮
開
闔
に
つ
い

て
「
神
宮
開
闔
は
伊
勢
両
宮
の
こ
と
は
何
事
と
な
く
う
け
給
り
沙
汰
す
る
奉
行
人
な
り
。
故
に
神
宮
奉
行
と
も
云
へ
り
。」、
あ

る
い
は
頭
人
に
関
し
て
「
京
都
将
軍
家
の
は
じ
め
、
引
付
衆
の
内
よ
り
神
宮
開
闔
の
職
を
置
れ
て
、
両
宮
の
事
を
専
当
せ
し
め
、

猶
事
の
遅
滞
あ
ら
ん
事
を
恐
れ
て
、
引
付
頭
人
一
人
を
し
て
両
宮
の
事
務
を
管
領
せ
し
む
。
こ
れ
神
宮
頭
人
な
り
。」
と
し
て

い
る
。(

２
０) 

続
い
て
官
務
壬
生
時
元
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
の
先
例
を
記
し
た
折
紙
に
は
、
内
宮
の
神
馬
に
つ
い
て
、
延
徳
二(

一
四
九

〇)

年
に
室
町
将
軍
足
利
義
材
か
ら
黒
毛
の
馬
が
進
献
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
近
日
に
神
馬
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
天
皇
か
ら
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幕
府
に
神
馬
の
進
献
を
申
し
入
れ
て
実
現
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
永
正
元(

一
五
〇
四)

年
三
月
二
三
日
条
に
は
次
の
よ

う
に
み
え
る
。 

 
 

今
日
、
摂
津
中
務
大
輔
送
使
者
云
、
尤
可
参
申
処
、
不
私
之
故
障
之
子
細
在
之
、
仍
以
使
者
所
申
也
、
太
神
宮
櫪
御
馬
、 

 
 

去
廿
日
既
被
牽
進
了
、
可
得
其
意
云
々
、
尤
珍
重
、
則
此
趣
可
披
露
□
、
返
答
則
以
消
息
申
入
禁
裏
了
、
尤
珍
重
之
由
被 

 
 

仰
下
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
摂
津
掃
部
守
が
神
宮
伝
奏
三
条
西
に
使
者
を
通
じ
て
内
宮
の
神
馬
を
今
月
二
十
日
に
進
献
し
た
こ
と
を
伝

え
、
三
条
西
は
消
息
を
通
じ
て
天
皇
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。 

 
 (

２)
 

中
御
門
宣
胤
の
場
合 

 

三
条
西
実
隆
の
後
任
と
し
て
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
た
の
が
、
中
御
門
宣
胤
で
あ
る
。
儒
学
・
有
職
故
実
を
家
職
と
し
た
中
御

門
家(

２
１)

は
、
貞
和
五(

一
三
四
九)

年
に
初
代
の
即
位
伝
奏
と
な
っ
た
宣
明
な
ど
実
務
に
優
れ
た
公
卿
を
輩
出
し
て
い
る
。

(

２
２)

と
く
に
、
宣
胤
は
、
嘉
吉
三(

一
四
四
三)

年
、
二
歳
に
て
叙
爵
、
寛
正
二(

一
四
六
一)

年
に
は
後
花
園
天
皇
の
蔵
人
頭
、

同
五
年
に
後
土
御
門
天
皇
の
蔵
人
頭
に
補
任
さ
れ
、
文
正
元(

一
四
六
六)

年
に
参
議
と
な
り
、
長
享
二(

一
四
八
八)

年
に
は
権

大
納
言
に
昇
進
し
た
。
大
永
五(

一
五
二
二)

年
十
一
月
に
八
四
歳
で
没
し
た
。
宣
胤
は
学
識
豊
か
で
、
応
仁
の
乱
に
よ
る
朝
儀

の
荒
廃
を
嘆
き
、
そ
の
復
興
を
志
し
、
後
進
の
指
導
に
も
あ
た
っ
た
。(

２
３) 

 

さ
ら
に
、
宣
胤
は
、
長
享
二(

一
四
八
八)

年
、
嘉
楽
門
院
崩
御
に
伴
う
諒
闇
伝
奏
→
同
年
、
貢
馬
伝
奏
→
延
徳
四(

一
四
九

二)

年
、
改
元
伝
奏
→
明
応
二(

一
四
九
三)

年
、
貢
馬
伝
奏
→
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
、
神
宮
伝
奏
と
い
う
よ
う
に
、
後
土
御

門
天
皇
の
下
で
様
々
な
儀
式
の
伝
奏
を
歴
任
し
、(

２
４)

伝
奏
職
に
習
熟
し
た
上
で
、
神
宮
伝
奏
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
が
、
先
述
し
た
三
条
西
実
隆
の
活
動
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
直
接
幕

府
側
と
の
交
渉
も
担
当
す
る
な
ど
要
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 
 
 [

イ]
 

就
任
の
経
緯 

 

『
宣
胤
卿
記
』(

２
５)

に
よ
っ
て
宣
胤
の
神
宮
伝
奏
就
任
の
経
緯
か
ら
み
て
い
く
。
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
二
月
五
日
、
三

条
西
実
隆
は
、
内
大
臣
就
任
に
伴
っ
て
神
宮
伝
奏
を
退
任
し
た
。
同
六
日
条
に
は
、「
神
宮
伝
奏
事
、
猶
可
存
知
之
由
仰
旨
、

頭
弁
申
送
之
、」
と
あ
り
、
同
七
日
条
に
は
、「
頭
弁
来
、
神
宮
伝
奏
事
、
御
返
事
如
何
云
々
、
度
々
仰
之
上
者
、
可
申
領
状
歟
、

然
者
以
吉
日
可
申
入
之
由
返
答
了
、」
と
み
え
る
。 

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
後
柏
原
天
皇
は
頭
弁
を
通
じ
て
宣
胤
に
度
々
そ
の
就
任
を
要
請
し
て
お
り
、
宣
胤
は
何
ら
か
の
理
由
で

固
辞
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
内
諾
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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天
皇
が
度
々
宣
胤
に
就
任
を
要
請
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
宣
胤
が
既
に
神
宮
伝
奏
と
し
て
活
動
し
て
い
た
同
八
月
二

八
日
、
二
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

 

廿
八
日
、
晴
、
賜
女
房
奉
書
、
下
姿
に
て
ち
ら
と
可
参
云
々
、
則
参
勾
当
内
侍
局
妻
、
被
仰
下
云
、
来
月
御
懺
法
講
伝
奏 

事
、
中
山
中
納
言
被
仰
定
之
処
、
申
所
労
之
由
辞
申
、
忽
御
事
欠
之
間
、
可
存
知
之
由
、
被
仰
下
、
近
年
知
行
無
正
体
、

無
僕
、
殊
老
屈
難
叶
之
由
、
申
入
之
処
、
重
而
種
々
被
仰
下
、
先
罷
帰
、
加
思
案
、
可
申
入
之
由
申
之
、
退
出
了
、(

後

略)

廿
九
日
、
小
雨
、
彼
岸
初
日
也
、
御
懺
法
講
伝
奏
事
、
以
文
申
領
状
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
胤
は
後
柏
原
天
皇
か
ら
後
土
御
門
院
七
回
忌
の
御
懺
法
講
伝
奏
へ
の
就
任
を
要
請
さ
れ
、
一
度
は
断
っ

た
が
、
天
皇
か
ら
度
重
な
る
要
請
が
あ
り
、
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
古
代
の
神
宮
上
卿
や
近
世
の
神
宮
伝
奏
は
、

厳
格
に
清
浄
性
を
保
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
が
、
当
時
は
、
先
に
引
用
し
た
二
八
日
条
に
「
中
山
中
納
言
被
仰
定
之
処
、
申
所

労
之
由
辞
申
、
忽
御
事
欠
之
間
、」
と
あ
る
よ
う
に
朝
廷
儀
式
を
取
り
仕
切
る
実
務
に
長
け
た
公
卿
が
払
底
し
て
い
た
も
の
と

考
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
天
皇
が
信
頼
し
て
後
土
御
門
院
七
回
忌
の
御
懺
法
講
の
運
営
を
任
す
こ
と
の
で
き
る
公
卿

が
宣
胤
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

つ
ま
り
宣
胤
は
、
後
柏
原
天
皇
の
朝
廷
運
営
を
中
枢
で
支
え
て
い
た
公
卿
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
宣
胤
が
天
皇

か
ら
神
宮
伝
奏
へ
の
就
任
を
繰
り
返
し
て
要
請
し
た
理
由
も
主
と
し
て
こ
こ
に
あ
り
、
さ
ら
に
当
時
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
の
要

件
と
し
て
、〈
１
〉
原
則
と
し
て
権
大
納
言
で
あ
る
こ
と
、〈
２
〉
有
職
故
実
を
家
職
と
し
、
朝
廷
の
実
務
を
代
々
担
っ
て
き
た

公
家
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、〈
３
〉
実
務
に
練
達
し
た
学
識
豊
か
な
公
卿
で
あ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。 

同
二
月
十
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

神
宮
伝
奏
事
申
領
状
、
長
講
堂
伝
奏
事
辞
申
之
由
、
申
遣
頭
弁
、 

 
 

神
宮
伝 

奏
事
、
有
存
旨
、
雖
故
障
申
入
候
、
度
々
蒙
仰
、
致
固
辞
之
条
其
恐
候
間
、
可
存
知
仕
候
、
内
々
可
得
御
意 

 
 

候
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 

二
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宣
胤 

 
 
 

頭
弁
殿 

 
 

神
宮
事
可
令
伝 

奏
給
者
、 

 
 

天
気
言
上
如
件
、 

 
 
 

二
月
十
二
日 

 

右
中
弁
尚
顕
奉 

 
 

進
上
、
中
御
門
大
納
言
殿 

此
一
通
、
後
日
到
来
了
、
在
神
宮
文
書
中
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
胤
が
頭
弁
に
長
講
堂
伝
奏
を
辞
職
し
て
神
宮
伝
奏
就
任
を
承
諾
す
る
旨
を
正
式
に
申
し
入
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
神
宮
奉
行
勧
修
寺
尚
顕
が
宣
胤
に
神
宮
の
こ
と
を
伝
奏
す
る
よ
う
に
と
い
う
天
皇
の
命
令
を
書
状
で
伝
達
し

て
い
る
。 

宣
胤
が
神
宮
伝
奏
と
し
て
神
宮
奏
事
始
を
勤
め
た
こ
と
は
、
第
一
部
第
三
章
第
二
節
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
通
り
で
あ
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る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
『
宣
胤
卿
記
』
に
よ
っ
て
、
宣
胤
が
同
職
に
就
任
し
た
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
状
況
を
み

て
お
く
。
同
三
年
三
月
二
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

申
斜
、
着
衣
冠
、
重
大
帷
、
持
笏
、
不
可
着
直
衣
云
々
、
参
内
、
神
宮
奏
事
始
也
、
此
伝
奏
、
近
年
侍
従
大
納
言
実
隆
卿 

也
、
依
去
月
五
日
任
槐
、
余
可
存
知
之
由
、
被
仰
下
、
有
存
旨
、
度
々
辞
申
之
処
、
依
再
往
仰
、
終
去
月
十
二
日
申
領
状
、 

祖
父
依
武
家
、
普
広
門
院
殿
、
御
執
奏
、
為
此
伝
奏
、
古
来
厳
重
之
儀
、
人
々
所
望
也
、
然
神
宮
造
替
経
数
通
、
不
及
沙

汰
、
内
宮
寛
正
三
年
十
二
月
廿
七
日
遷
宮
、
至
当
年
四
十
五
年
歟
、
外
宮
永
享
六
年
九
月
十
六
日
遷
宮
、
至
当
年
七
十
三

年
歟
、
外
宮
炎
上
以
後
、
無
造
営
、
雖
有
禰
宜
欠
、
今
三
欠
、
内
宮
二
人
、
外
宮
一
人
、
経
年
序
、
無
望
申
体
、
如
此
時

節
、
伝
奏
可
有
所
存
歟
、
奏
事
始
事
、
前
伝
奏
当
年
未
奏
事
云
々
、
有
故
障
、
及
今
日
、
尤
恐
怖
、
頭
弁
毎
事
受
余
諷
諫
、

目
録
書
様
等
、
近
年
分
不
宜
、
中
納
言
宣
秀
卿
職
事
時
、
注
置
一
冊
、
在
河
東
、
昨
日
召
寄
、
披
見
、
如
存
旨
、
先
立
寄

内
府
第
、
問
近
年
之
作
法
、
次
参
内
、
候
便
宜
所
、(

後
略)

 

 

最
初
に
宣
胤
が
神
宮
伝
奏
に
就
任
す
る
ま
で
の
経
緯
が
記
さ
れ
た
後
、
神
宮
式
年
遷
宮
が
数
度
に
わ
た
り
途
絶
し
て
お
り
、 

内
宮
は
、
寛
正
三(

一
四
六
二)

年
十
二
月
二
七
日
に
遷
宮
さ
れ
て
以
降
四
五
年
、
外
宮
は
、
永
享
六(

一
四
三
四)

年
九
月
十
六

に
遷
宮
さ
れ
て
以
降
七
三
年
が
経
過
し
て
い
る
。
外
宮
は
炎
上
以
後
造
営
は
な
か
っ
た
。
禰
宜
に
も
欠
員
が
三
人
生
じ
て
お
り
、

内
宮
二
人
、
外
宮
一
人
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
神
宮
伝
奏
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
と
慨
嘆
し
て
い
る
。 

ま
た
、
神
宮
奏
事
始
も
前
任
の
神
宮
伝
奏
が
今
年
に
入
っ
て
故
障
を
理
由
に
し
て
未
だ
に
行
わ
ず
に
今
日
に
至
っ
た
。
頭
弁

は
宣
胤
の
諷
諫
を
う
け
て
い
る
。
目
録
の
書
様
が
近
年
の
分
は
適
切
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
御
門
宣
胤
が
職
事
の
と
き
に

記
し
た
一
冊
が
河
東
に
あ
り
、
昨
日
取
り
寄
せ
て
披
見
し
た
。
今
日
は
、
神
宮
奏
事
始
で
あ
る
が
、
ま
ず
内
大
臣
三
条
西
実
隆

邸
に
立
ち
寄
り
、
近
年
の
神
宮
奏
事
始
の
作
法
を
質
問
し
た
あ
と
、
参
内
し
て
便
宜
所
に
入
っ
た
。 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
神
宮
式
年
遷
宮
や
神
宮
禰
宜
の
人
事
が
、
一
向
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
神
宮
奏
事
始
も
三
月
下
旬

に
漸
く
行
わ
れ
る
な
ど
、
神
宮
行
政
が
極
め
て
停
滞
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
条
西
実
隆
の
後
任
と
し
て
宣
胤
に
白
羽
の

矢
が
立
て
ら
れ
た
の
も
、
後
柏
原
天
皇
が
、
豊
富
な
学
職
と
経
験
を
も
つ
宣
胤
に
神
宮
行
政
の
振
興
を
期
待
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
と
考
え
る
。 

 
 
 [

ロ]
 

神
宮
式
年
遷
宮
再
興
に
向
け
て
の
活
動 

 

そ
れ
で
は
、
宣
胤
は
、
神
宮
伝
奏
と
し
て
、
こ
う
し
た
状
況
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。
同
三
年
四
月
二
一
日
条
に
は

次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
一
日
、
晴
、
或
行
者
、
実
名
玄
養
、
号
大
覚
坊
、
太
神
宮
千
日
籠
両
度
内
、
有
度
々
奇
瑞
云
々
、
記
其
旨
、
持
来
、
雖 

 
 

強
不
信
用
、
可
捨
置
之
条
、
又
恐
怖
、
所
詮
以
事
次
、
内
々
申
入
、
於
彼
注
記
者
不
入
見
参
、
凡
又
軽
忽
、
無
殊
子
細
、 

 
 

造
替
遅
々
事
也
、 
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神
宮
ざ
う
た
い
の
事
、
武
家
に
は
御
ぶ
さ
た
候
と
も
、
い
く
度
も
仰
出
さ
れ
候
は
ん
ず
る
事
に
て
候
、
天
下
の
重
事
、 

 
 
 

た
ゞ
此
事
と
存
候
、
さ
候
程
に
、
多
年
参
籠
の
行
者
の
候
が
、
た
び
た
び
き
ず
い
の
事
に
て
、
ま
か
り
の
ぼ
り
候
て
、 

 
 
 

貞
宗
に
も
申
候
へ
ば
、
公
家
よ
り
仰
出
さ
れ
候
て
、
申
さ
た
し
候
べ
き
よ
し
申
候
と
申
候
、
奇
瑞
の
事
は
、
神
宮
よ
り 

 
 
 

も
注
進
申
候
は
ぬ
事
に
て
候
程
に
、
申
入
候
べ
き
事
に
て
も
候
は
ず
候
、
た
ゞ
な
に
と
な
く
、
武
家
へ
被
申
候
は
ゞ
、 

 
 
 

し
か
る
べ
く
存
候
、
か
や
う
に
や
と
、
大
が
い
文
の
あ
ん
を
ま
ゐ
ら
せ
ら
れ
候
、
こ
の
よ
し
御
心
え
候
て
、
御
ひ
ろ
う 

 
 
 

給
べ
く
候
、
か
し
く
、 

 
 

自
是
進
案
也
、 

 
 
 
 
 

早
々
可
被
仰
之
由
御
返
事
有
之
、 

 
 
 

神
宮
さ
う
た
い
の
事
、
廿
一
ね
ん
に
つ
く
り
か
へ
ら
れ
候
事
に
て
候
に
、
両
宮
と
も
に
、
い
く
め
ぐ
り
と
も
な
く
、
う 

 
 
 

ち
を
か
れ
候
事
、
天
下
の
た
め
あ
ま
り
あ
さ
ま
し
き
事
に
て
候
、
く
に
ぐ
に
よ
り
、
さ
た
し
候
事
に
て
な
り
候
事
に
て 

 
 
 

候
へ
ば
、
い
か
や
う
に
も
、
か
た
く
仰
つ
け
ら
れ
候
は
ゞ
、
し
か
る
べ
く
、
お
ぼ
し
め
し
候
、
こ
の
よ
し
、
む
ろ
ま
ち

ど
の
へ
い
そ
ぎ
申
さ
れ
候
べ
く
候
、
か
し
く
、 

 
 
 
 
 
 

頭
弁
ど
の
へ
、
父
前
中
納
言
在
国
之
間
、
伝
奏
代
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
胤
の
も
と
へ
、
あ
る
行
者
が
、
神
宮
に
参
籠
し
て
い
る
う
ち
に
度
々
あ
っ
た
奇
瑞
の
内
容
を
記
し
た
も

の
を
持
参
し
た
。
神
宮
造
替
が
遅
滞
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
宣
胤
は
、
武
家
伝
奏
で
あ
っ
た
勧
修
寺
政
顕
が
加
賀
国
に
下
向

し
た
た
め
、
そ
の
代
行
を
勤
め
て
い
た
、
子
の
尚
顕(

２
６)

に
書
状
を
送
っ
た
。 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
造
替
の
こ
と
に
つ
い
て
、
幕
府
は
一
向
に
す
す
め
て
い
な
い
が
、
天
皇
が
幾
度
も
執
行
を
命
じ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
天
下
の
重
事
と
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
に
多
年
神
宮
に
参
籠
し
て
い
た
行
者
が
、
度
々
奇

瑞
を
経
験
し
、
上
洛
し
て
幕
府
の
奉
行
に
報
告
す
る
と
、
朝
廷
か
ら
幕
府
に
神
宮
造
替
の
こ
と
を
す
す
め
る
よ
う
に
命
じ
る
の

が
よ
い
と
述
べ
た
。 

奇
瑞
の
こ
と
は
、
神
宮
か
ら
も
注
進
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
幕
府
に
報
告
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
神
宮
造

替
を
要
請
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
で
ど
う
か
と
文
案
を
差
し
上
げ
る
の
で
、
こ
の
内
容
を
心
得
て
幕
府
に
披
露

す
る
よ
う
に
命
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
文
案
を
み
る
と
、
神
宮
造
替
は
、
二
一
年
毎
に
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
両
宮
と
も
に
何
度
も
放
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
天
下
の
た
め
、
非
常
に
嘆
か
わ
し
い
。
国
々
よ
り
資
金
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
で
も
厳
重
に
命
じ
て
も
よ
い
と
の
後
柏
原
天
皇
の
意
向
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
室
町
将
軍
足
利
義
澄
へ
急
ぎ

伝
え
る
よ
う
に
と
の
内
容
で
あ
っ
た
。
同
二
八
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 

廿
八
日
、
陰
、
小
雨
、
神
宮
造
替
事
、
遣
状
於
伊
勢
守
貞
宗
朝
臣
、
玄
養
来
、
伝
之
、 

 
 

太
神
宮
造
替
事
、
一
向
被
打
置
之
条
、
為
天
下
国
家
、
太
以
不
可
然
之
由
、
自 

禁
裏
被
出
女
房
奉
書
、
頭
弁
披
露
申 

 
 

候
、
申
次
左
京
大
夫
局
、
去
廿
二
日
、
早
速
被
仰
付
候
様
、
申
御
沙
汰
肝
要
候
、
就 

神
宮
伝 

奏
如
此
申
候
、
可
得 

 
 

御
意
候
、
恐
々
謹
言
、 
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四
月
廿
八
日 

 
 
 

伊
勢
守
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
胤
は
幕
府
の
奉
行
に
神
宮
造
替
の
こ
と
に
つ
い
て
書
状
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
神
宮
造
替
が

一
向
に
行
わ
れ
ず
に
い
る
こ
と
は
、
天
下
国
家
と
し
て
極
め
て
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
旨
を
禁
裏
よ
り
女
房
奉
書
を
通
じ
て
幕

府
に
伝
え
る
こ
と
を
頭
弁
が
上
申
し
、
二
十
二
日
に
左
京
大
夫
局
を
申
次
と
し
て
出
さ
れ
た
。
早
速
、
天
皇
か
ら
命
じ
ら
れ
た

よ
う
に
幕
府
側
も
す
す
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
女
房
奉
書
を
出
す
こ
と
を
考
え
、
そ
の
文
案
を
作
成
し
た
の
は
、
宣
胤
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

同
五
月
二
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

神
宮
造
替
条
々
注
進
事
遅
々
、
何
様
次
第
候
様
、
以
外
事
、
於
無
所
見
者
、
雖
経
日
数
可
為
同
前
候
歟
、
相
談
祭
主
、
早
々 

 
 

可
申
是
非
之
御
返
事
之
由
、
可
被
仰
官
候
、 

 
 
 
 
 

頭
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
胤
が
頭
弁
勧
修
寺
尚
顕
に
書
状
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
神
宮
側
か
ら
神
宮
造
替
に
つ
い
て
の

注
進
状
が
遅
滞
し
て
お
り
、
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
。
日
数
が
経
過
し
て
も
同
前
で
は
な
い
の
か
、
祭
主
に
相
談
し
、
早
々
に

是
非
の
返
事
を
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
こ
と
を
官
務
壬
生
時
元
に
伝
え
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
二
八
日
条
に
は

次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
八
日
、
晴
、
神
宮
造
替
方
事
、
伊
忠
朝
臣
、
行
賢
等
注
進
、
并
時
元
宿
禰
状
、
頭
弁
送
之
、
先
内
々
備
叡
覧
、
被
返
下 

 
 

後
、
遣
摂
津
掃
部
頭
、
余
可
持
参
室
町
殿
之
由
申
遣
之
処
、
不
可
及
持
参
之
由
申
之
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
胤
の
指
示
に
よ
り
、
神
宮
造
替
に
つ
い
て
祭
主
藤
波
伊
忠
な
ど
か
ら
官
務
へ
注
進
状
が
届
け
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
は
、
官
務
の
書
状
と
と
も
に
頭
弁
を
通
じ
て
宣
胤
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
た
。
宣
胤
は
ま
ず
天
皇
の
叡
覧 

に
備
え
た
後
、
そ
れ
ら
を
神
宮
頭
人
摂
津
掃
部
頭
に
遣
わ
し
た
。
同
九
月
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

祭
主
伊
忠
朝
臣
来
、
役
夫
工
米
事
、
摂
津
掃
部
頭
依
所
労
不
出
仕
、
飯
尾
大
和
守
一
人
披
露
不
可
叶
之
由
、
申
之
、
重
而 

 
 

申
武
家
者
可
然
之
由
申
之
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
祭
主
藤
波
が
来
て
、
造
大
神
宮
役
夫
工
米
の
件
で
幕
府
を
訪
れ
た
が
、
摂
津
掃
部
頭
は
所
労
に
よ
り
出 

仕
し
て
お
ら
ず
、
神
宮
開
闔
飯
尾
大
和
守
一
人
に
し
か
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
報
告
し
た
。
宣
胤
は
、
繰
り
返
し

て
幕
府
に
依
頼
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
述
べ
た
。 

 

造
大
神
宮
役
夫
工
米
は
、
神
宮
式
年
遷
宮
の
際
、
造
替
費
用
と
し
て
諸
国
の
荘
園
・
公
領
に
課
さ
れ
た
臨
時
課
税
の
こ
と
で

あ
る
。
室
町
期
に
入
る
と
、
幕
府
は
、
そ
れ
ま
で
朝
廷
に
あ
っ
た
役
夫
工
米
の
賦
課
・
免
除
権
を
獲
得
し
、
役
夫
工
米
を
幕
府 

段
銭
の
中
に
再
編
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
幕
府
権
力
の
推
移
・
衰
退
と
と
も
に
賦
課
範
囲
が
東
国
、
そ
し
て
関
東
諸
国
へ
と 

限
定
さ
れ
て
い
き
、
ま
た
未
進
も
顕
著
と
な
っ
て
い
っ
た
。
ゆ
え
に
、
造
営
の
遅
滞
、
式
年
の
延
引
と
い
う
事
態
も
避
け
難
く
、 

つ
い
に
寛
正
三(

一
四
六
二)

年
の
正
遷
宮
を
最
後
と
し
て
、
役
夫
工
米
の
制
も
廃
絶
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。(

２
７) 
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祭
主
藤
波
は
、
こ
の
役
夫
工
米
の
再
興
を
幕
府
側
に
依
頼
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

神
宮
造
替
催
促
文
、
進
案
、
所
申
入
也
、
被
出
之
、
遣
頭
弁
、
武
家
伝
奏
、
父
卿
在
国
之
間
、
為
代
、
可
申
入
武
家
也
、 

 
 

頭
弁
来
、
為
広
卿
亜
相
事
執
奏
云
々
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
胤
が
神
宮
造
替
催
促
文
の
案
を
作
成
し
、
そ
れ
が
天
皇
に
裁
可
さ
れ
た
の
で
、
武
家
伝
奏
の
代
行
を
勤

め
て
い
た
勧
修
寺
尚
顕
に
遣
わ
し
て
幕
府
に
申
し
入
れ
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
同
七
日
条
に
は
、
「
頭
弁
来
、(

中
略)

神
宮
造 

替
事
、
先
日
御
返
事
今
日
自
武
家
御
申
、
早
々
可
被
仰
付
云
々
、」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
以
降
、『
宣
胤
卿
記
』
に
は

神
宮
式
年
遷
宮
関
連
の
記
事
が
み
え
な
く
な
る
。
そ
の
再
興
は
、
外
宮
の
場
合
、
永
禄
六(

一
五
六
三)

年
、
内
宮
の
場
合
、
天

正
十
三(

一
五
八
五)

年
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。(

２
８)  

 
 [

ハ]
 

神
宮
神
主
の
叙
爵
・
加
階
申
請 

 

同
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
九
月
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

十
一
日
、
晴
、
祭
主
伊
忠
朝
臣
上
洛
事
、
同
子
量
忠
叙
爵
事
、
権
禰
宜
荒
木
田
守
晨
従
上
事
、
同
守
梁
・
守
孚
・
尚
遂
等 

 
 

 

叙
爵
事
、
以
文
申
入
、
則
勅
許
、
遣
奉
書
於
頭
弁
、(

中
略) 

 
 
 

正
四
位
下
大
中
臣
伊
忠
朝
臣
宜
従
三
位
、
従
五
位
下
荒
木
田
守
晨
宜
叙
従
五
位
上
、
大
中
臣
量
忠
、
荒
木
田
守
梁
、
同 

 
 
 

守
孚
、
同
尚
遂
、
以
上
、
宜
叙
従
五
位
下
、
可
令 

 

 
 
 

宣
下
給
之
由
、
被
仰
下
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 

九
月
十
一
日
、 

 
 
 
 

宣
胤 

 
 
 
 

頭
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
祭
主
藤
波
伊
忠
が
上
洛
し
、
自
ら
と
そ
の
子
や
神
宮
神
主
た
ち
の
叙
爵
・
加
階
を
申
請
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
勅
許
が
出
さ
れ
た
の
で
、
宣
胤
は
頭
弁
に
こ
の
こ
と
を
伝
達
す
る
伝
奏
奉
書
を
出
し
た
。 

 

第
四
節 

後
奈
良
天
皇
・
正
親
町
天
皇
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能
―
柳
原
資
定
の
場
合
― 

 
 (

１)
 
 

柳
原
資
定
の
神
宮
伝
奏
記
録 

 
 

柳
原
家
は
、
儒
学
・
有
職
故
実
を
家
職
と
し
、(

２
９)

南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
家
祖
の
資
明
を
は
じ
め
何
人
も
の

実
務
能
力
に
秀
で
た
公
卿
を
輩
出
し
た
。(

３
０)

明
応
四(

一
四
九
五)

年
に
量
光
を
父
と
し
て
生
ま
れ
た
資
定(

３
１)

も
例
外

で
は
な
く
、
そ
の
朝
廷
に
お
け
る
経
歴
を
み
る
と
、
天
文
四(

一
五
三
五)

年
、
権
中
納
言
→
同
五
年
、
神
宮
伝
奏
→
後
奈
良
院

即
位
伝
奏
→
同
八(

一
五
三
九)

年
、
権
大
納
言
→
弘
治
三(

一
五
五
七)

年
、
後
奈
良
院
凶
事
伝
奏
→
永
禄
二(

一
五
五
九)

年
、
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正
親
町
院
即
位
伝
奏
→
賀
茂
伝
奏
→
同
九(

一
五
六
六)

年
、
神
宮
伝
奏
と
い
う
よ
う
に
、(

３
２)

伊
勢
・
賀
茂
の
神
社
伝
奏
や

重
要
儀
式
の
伝
奏
を
歴
任
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
後
奈
良
・
正
親
町
天
皇
の
即
位
伝
奏
を
勤
め
た
こ
と
は
両
天
皇
か
ら
の

信
任
の
厚
さ
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。 

 

管
見
に
よ
れ
ば
資
定
が
作
成
し
た
神
宮
伝
奏
の
別
記
と
そ
の
写
本
が
計
四
点
の
こ
さ
れ
て
い
る
。 

①
『
神
宮
奏
事
始
記 
天
文
五
年
至
同
八
年 

完
』(

宮
内
庁
書
陵
部 

葉
―
一
五
〇
三) 

②
『
神
宮
奏
事
始
記
并
奉
幣
之
儀 

天
文
』(

専
修
大
学
付
属
図
書
館 

菊
亭
文
庫 

シ
―
八
七) 

③
『
伊
勢
神
宮
雑
事
記
』(

宮
内
庁
書
陵
部 

葉
―
一
六
三
六) 

④
『
神
宮
申
沙
汰
記
』(

宮
内
庁
書
陵
部 
葉
―
一
三
六
八) 

①
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
函
号
が
葉
―
一
五
〇
三
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
葉
室
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た

記
録
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
内
題
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

天
文
五
九
十
四 

同
六
年
三
廿
九 

 
 
 

神
宮
奏
事
始
記 

 
 
 
 

禰
宜
職
闕
替
事 

同
年
十
二
十
二 

 
 

天
文
七
正
廿
二 

奏
事
始 

 
 

同
八
年
正
廿
五 

奏
事
始 

奉
行
惟
房
朝
臣 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
文
五(

一
五
三
六)

年
か
ら
同
八(

一
五
三
九)

年
ま
で
の
神
宮
奏
事
始
の
記
事
と
同
五
年
の
神
宮
禰
宜
職

交
替
の
記
事
が
主
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

②
は
、
専
修
大
学
付
属
図
書
館
の
菊
亭
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
菊
亭
と
は
今
出
川
家
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
史
料
は
、

同
家
の
所
蔵
し
て
い
た
写
本
で
あ
る
。 

 

そ
の
内
題
を
み
る
と
、「
神
宮
奏
事
始
記
」
と
あ
り
、
そ
の
記
事
内
容
は
、
①
の
宮
内
庁
書
陵
部
が
所
蔵
す
る
史
料
と
同
一

で
あ
る
。
そ
の
記
事
の
あ
と
に
、「
天
正
六
年
十
月
廿
六
日
、
権
大
納
言
藤
原
公
維 

在
判
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

天
正
六(

一
五
七
八)

年
九
月
十
二
日
か
ら
同
八
年
二
月
二
一
日
ま
で
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
徳
大
寺
公
維
が
、
そ
の
在
任
中
の
同

六
年
十
月
二
六
日
に
柳
原
家
か
ら
借
り
出
し
た
①
を
書
写
し
終
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

伊
勢 

天
文
七 

 
 

一
社
奉
幣
申
沙
汰
記 

并
陣
儀
諸
司 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
行
ホ
事 

 

先
述
し
た
よ
う
に
、
①
の
天
文
七(

一
五
三
八)

年
五
月
十
五
日
条
に
は
、「
右
一
社
奉
幣
事
別
記
也
、
仍
不
載
之
、」
と
あ
り
、

②
の
「
一
社
奉
幣
申
沙
汰
記
」
と
同
一
の
史
料
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

天
文
七
年
十
月
廿
九
日
、
伊
勢
一
社
奉
幣
使
発
遣
、
予
奉
行
、
干
時
神
宮
伝
奏
也
、
用
此
次
第
、
職
事
蔵
人
右
中
弁
資
将
、 

 
 

弁
宣
治
、
外
記
英
名
、
史
少
内
記
康
雄
参
也
、 
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右
条
々
予
所
申
沙
汰
也
、
上
卿
又
同
存
知
也
、
追
而
可
記
置
也
、 

天
正
六
年
十
月
廿
八
日 

 
 

権
大
納
言
藤
原
公
維
立
判 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
年
十
月
二
九
日
に
発
遣
さ
れ
た
伊
勢
一
社
奉
幣
に
つ
い
て
、
資
定
が
神
宮
伝
奏
と
し
て
行
っ
た
こ
と
を

記
し
た
原
本
が
あ
り
、
徳
大
寺
公
維
は
天
正
六
年
十
月
二
八
日
に
そ
れ
を
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
徳

大
寺
に
よ
る
二
度
の
書
写
作
業
に
よ
り
、
本
史
料
が
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

資
定
は
、
天
文
五
年
～
同
八(
一
五
三
九)

年
十
一
月
十
三
日
と
永
禄
九(

一
五
六
六)

年
二
月
～
天
正
六(

一
五
七
八)

年
三
月

二
七
日
の
二
度
に
わ
た
り
、
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
が
、
そ
の
二
度
目
の
退
任
の
後
、
同
職
に
就
任
し
た
の
が
、
徳
大
寺
公
維
で

あ
っ
た
。
書
写
の
時
期
は
、
そ
の
就
任
の
直
後
で
あ
り
、
自
ら
の
職
務
の
参
考
と
す
る
た
め
に
、
前
任
者
で
あ
る
資
定
の
別
記

を
借
り
出
し
て
書
写
し
た
と
考
え
る
。 

③
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
二
冊
か
ら
成
る
。
一
冊
目
の
外
題
に
は
、『
伊
勢
神
宮
雑
事
記 

資
定
卿
記

抜
書 

共
二
』
と
あ
る
よ
う
に
、『
資
定
卿
記
』
を
抄
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
内
題
に
は
次
の
よ
う
に
み

え
る
。 

 
 

神
宮
申
沙
汰
事 

天
文
八 

 
 
 
 
 

内
宮
六
禰
宜
譲
職
事
、 

 
 
 
 
 

内
外
宮
四
禰
宜
闕
替
事
、 

 
 
 
 
 

同
大
宮
司
重
任
斗 

 
 

同
元
亀
元
七 

内
宮
禰
宜
職
転
補
事 

 
 
 
 
 

款
状
写
留
了 

 

さ
ら
に
本
文
の
手
前
に
は
、
葉
室
の
蔵
書
印
が
あ
り
、
葉
室
家
の
所
蔵
し
て
い
た
史
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
冊
目
の 

外
題
も
一
冊
目
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
内
題
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 

天
文
七 

一
社
奉
幣
申
沙
汰 

 
 
 
 

天
正
二
六
已
来 

内
宮
假
殿
遷
宮
次
第
解
以
下 

 
 
 
 

永
禄
九
三 

奏
事
始
木
本
祭
陣
儀
ホ
事 

 
 

神
宮
事 

 
 

資
定
卿
記
抜
書
也 

 
 
 
 

嘉
吉
二
六
十
二 

薩
戒
記
ホ
抜
書
一
巻
之
中 

 
 
 
 

天
正
三
・
同
四 

④
も
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
外
題
に
「
神
宮
申
沙
汰
記 

資
定
」
と
あ
り
、
内
題
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

天
文
七
一
社
奉
幣
申
沙
汰 

 
 

天
正
二
六
已
来
、
内
宮
假
殿
遷
宮
次
第
解
以
下 

 
 

永
禄
九
三
、
奏
事
始
、
木
本
祭
陣
儀
ホ
事 
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神
宮
事 

 
 
 
 
 
 

資
定
卿
記
抄
出 

 
 

嘉
吉
三
六
十
二
、
薩
戒
記
ホ
抜
書
一
巻
之
中 

 
 

天
正
三
・
同
四 

 

ま
た
、
奥
付
に
は
、
葉
室
の
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
、「
蔵
人
頭
右
大
辨
藤
原
頼
重(

花
押)

」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
ま

ず
同
書
の
内
題
は
、
③
『
伊
勢
神
宮
雑
事
記
』
の
二
冊
目
の
内
題
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
記
事
内
容
も
同
一
で

あ
る
。
さ
ら
に
奥
付
の
公
家
は
、
貞
享
四(

一
六
八
七)

年
十
二
月
三
十
日
か
ら
元
禄
四(

一
六
九
一)

年
三
月
六
日
ま
で
頭
右
大

弁
の
任
に
あ
っ
た
葉
室
頼
重
で
あ
る
。(

３
３) 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
同
書
は
頼
重
が
頭
右
大
弁
在
任
中
に
葉
室
家
が
所
蔵
し
て
い
た
③
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
頼
重
の
父
頼
孝
、
祖
父
頼
業
と
も
に
神
宮
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、
同
家
が
神
宮
伝
奏
の
記
録
を
集
積

し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

(

２)
 
 

神
宮
禰
宜
の
交
替 

 

資
定
が
奏
聞
し
た
、
天
文
六(

一
五
三
七)

年
の
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
第
三
章
第
二
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し

て
お
り
、
こ
こ
で
は
神
宮
禰
宜
の
交
替
に
つ
い
て
①
『
神
宮
奏
事
始
記
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
同
天
文
五(

一
五
三
六)

年
十
二
月
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

九
日
、
雨
下
、
自
中
原
摂
津
守
許
、
神
宮
禰
宜
職
事
、
御
執 

奏
之
趣
、
以
一
通
申
之
、
仍
所
披
露
也
、 

  
 
 
 

大
神
宮
度
会
神
主
是
彦
替
職
事
、
任
先
規
御
執 

奏
之
趣
、
可
有
申
沙
汰
趣
可
申
入
旨
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 

十
二
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
造
判 

 
 
 
 

柳
原
殿 

 
 
 
 
 

人
々
御
中 

 
 

右
付
勾
当
内
侍 

奏
之
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
幕
府
の
奉
行
中
原
元
造
よ
り
資
定
の
も
と
へ
神
宮
禰
宜
職
の
こ
と
に
つ
い
て
幕
府
か
ら
天
皇
に
執
奏
す
る

旨
の
文
書
が
一
通
届
け
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
宮
神
主
度
会
是
彦
の
交
替
に
つ
い
て
先
規
の
よ
う
に
幕
府
が
後
任
を
推

挙
す
る
の
で
朝
廷
が
取
り
計
ら
う
こ
と
を
申
請
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

豊
受
太
神
宮
一
禰
宜
是
彦
闕
替
事
、
度
会
貴
彦
所
望
事
、
早
可
令 

 
 
 
 

宣
下
候
之
由
被
仰
下
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 

十
二
月
十
二
日 

 
 
 
 

資
定 

 
 
 
 
 

蔵
人
右
少
弁
殿 
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天
文
五
年
十
二
月
十
二
日 

 
 
 

宣
旨 

 
 
 
 
 

豊
受
太
神
宮
権
禰
宜
正
五
位
下
度
会
神
主
貴
彦
、
宜
転
補
同
宮
禰
宜
闕
替
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蔵
人
右
少
弁
藤
原
宣
治
奉 

 
 

口
宣
一
枚
献
上
候
、
早
可
令
下
知
所
、
仍
言
上
、
如
件
、 

 
 
 
 
 

十
二
月
十
二
日 

 
 

右
少
弁
宣
治
奉 

 
 

進
上
、
日
野
中
納
言
殿 

  
 

口
宣
一
枚
返
献
之
、
早
可
令
下
知
給
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 

十
二
月
十
二
日 

 
 

権
中
納
言
資
定 

 
 
 
 

右
少
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
蔵
人
右
少
弁
中
御
門
宣
治
宛
に
外
宮
一
禰
宜
度
会
是
彦
の
退
任
に
伴
い
、
同
権
禰
宜
度
会
貴
彦
が

禰
宜
職
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
後
奈
良
天
皇
が
早
く
宣
下
す
る
よ
う
に
仰
せ
下
さ
れ
た
こ
と
を
下
知
し
た
。
そ
れ

を
う
け
て
中
御
門
は
度
会
貴
彦
を
外
宮
禰
宜
に
補
任
す
る
と
の
口
宣
案
を
資
定
宛
に
出
し
た
。
資
定
は
中
御
門
に
そ
の
口
宣
案

を
返
却
し
、
早
く
下
知
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

  
(

３)
 

神
宮
式
年
遷
宮
の
再
興
活
動
と
神
宮
怪
異
事
件
へ
の
対
応 

 

①
『
神
宮
奏
事
始
記
』
の
天
文
六(

一
五
三
七)

年
六
月
五
日
条
に
よ
れ
ば
、「
神
宮
造
替
事
、
次
第
解
到
来
、(

中
略)

付
勾

当
内
侍
」
と
あ
り
、
外
宮
神
主
よ
り
神
宮
造
替
を
申
請
す
る
次
第
解
が
資
定
の
も
と
へ
届
け
ら
れ
、
資
定
は
勾
当
内
侍
に
そ
れ

を
付
し
て
奏
聞
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

神
宮
造
替
事
、
次
第
解
令 

奏
聞
之
処
、
誠
近
年
無
沙
汰
被
歎
思
食
、
於
正
遷
宮
者
急
度
難
事
行
候
哉
、
先
仮
殿
計
武
家 

 

被
仰
出
、
可
有
其
沙
汰
之
由
仰
候
、
此
旨
可
令
下
知
給
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 

六
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
定 

 
 
 

頭
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
定
は
頭
弁
日
野
晴
光
に
書
状
を
出
し
た
。
そ
れ
は
、
後
奈
良
天
皇
に
神
宮
造
替
の
次
第
解
を
奏
聞
し
た

と
こ
ろ
、
天
皇
は
近
年
造
替
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
正
遷
宮
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
、
ま
ず
仮
殿
遷
宮

を
幕
府
に
指
示
し
て
行
う
よ
う
に
命
じ
た
の
で
、
こ
の
旨
を
下
知
す
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
七
年
二
月
七
日
条

に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

次
第
解
到
来
、
披
見
之
処
、
神
宮
造
替
恠
異
事
也
、
依
請
印
文
書
即
令
持
参
、
付
勾
当
内
侍
局
、
奏
聞
解
状
ホ
注
左
、 

皇
太
神
宮
神
主 
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注
進
可
早
被
経
次
第
御
沙
汰
、
急
当
宮
遷
御
節
間
事
、 

右
件
御
遷
宮
被
閣
諸
事
、
被
遂
行
遷
御
節
者
、
一
天
安
全
、
四
海
平
定
、
聖
運
増
長
、
武
運
長
久
御
祈
祷
不
可
過
之
、
御

造
営
依
遅
引
、
御
仮
殿
以
外
朽
損
也
、
昇
殿
之
時
者
大
床
御
階
等
以
種
々
支
度
致
其
調
事
、
天
下
表
事
神
宮
珍
事
無
調
法 

者
可
有
昇
殿
退
転
、
然
者
猶
以
凶
事
也
、
爰
去
月
晦
日
夜
半
、
瑞
垣
玉
垣
御
門
炎
焼
、
玉
垣
、
荒
垣
者
悉
令 

頽
落
、
瑞 

籬
如
形
、
以
調
法
相
残
者
志
哉
、
玉
垣
者
御
門
計
同
前
、
雖
相
残
□
以
令
焼
失
、
年
中
三
ヶ
度
祭
礼
、
当
月
十
六
日
干
夜

半
可
奉
備
御
饌
時
節
、
神
居
殿
内
東
西
如
足
音
両
度
奉
鳴
渡
事
、
脅
荒
祭
殿
同
夜
如
同
奉
鳴
渡
候
、
不
思
議
子
細
何
事
如 

之
乎
、
以
夜
継
日
、
被
急
御
造
替
者
、
天
長
地
久
、
諸
国
饒
、
万
民
快
楽
御
祈
祷
、
何
事
過
之
乎
、
仍
注
進
如
件
、 

 
 

天
文
六
年
十
二
月
日 

大
内
人
正
六
位
上
権
禰
宜
荒
木
田
神
主
行
定 

禰
宜
正
四
位
上
荒
木
田
神
主
守
兼 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
守
武 

 
 

(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
造
替
が
な
い
た
め
社
殿
が
朽
ち
損
じ
て
い
る
こ
と
、
火
災
や
怪
異
事
件
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
、
速

や
か
に
神
宮
造
替
を
行
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
た
、
内
宮
神
主
の
次
第
解
が
資
定
に
届
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
同

条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

神
宮
禰
宜
ホ
注
進
之
次
第
解
即
令 

奏
達
候
、
抑
玉
垣
・
荒
垣
焼
失
并
社
頭
鳴
動
事
被
驚
思
食
候
、
先
例
如
何
哉
、
急
速 

 
 

可
勘
進
之
由
可
被
下
知
両
局
之
旨
被
仰
出
候
、
将
又 

宮
中
可
為
廃
朝
候
哉
、
同
可
被
相
尋
候
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
、
こ
の
次
第
解
を
後
奈
良
天
皇
に
奏
達
し
た
と
こ
ろ
、
玉
垣
・
荒
垣
の
焼
失
や
社
頭
に
お
け
る
鳴

動
に
つ
い
て
驚
か
れ
、
先
例
は
ど
う
か
速
や
か
に
勘
進
す
る
こ
と
を
両
局
に
下
知
す
る
こ
と
と
、
宮
中
は
廃
朝
に
す
る
べ
き
か 

も
両
局
に
尋
ね
る
こ
と
を
命
じ
た
。 

同
条
に
よ
れ
ば
、
資
定
は
頭
弁
に
こ
の
こ
と
を
下
知
し
て
お
り
、
同
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
左
大
史
壬
生
伊
治
が
「
太
神
宮
玉

垣
・
荒
垣
焼
亡
并
御
殿
鳴
動
事
」
の
先
例
を
勘
進
し
、
大
外
記
清
原
枝
賢
が
「
依 

神
宮
炎
上
可
被
行
廃
朝
否
先
例
事
」
を
勘

進
し
て
い
る
。
同
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

 

九
日
癸
丑
、
女
房
奉
書
到
来
、
神
宮
造
替
事
可
被
仰
出
武
家
、
為
御
使
可
示
申
、
然
者
可
被
相
副
勧
修
寺
中
納
言
尹
豊
卿 

 

云
々
、
畏
而
承
候
由
申
之
、
仍
而
巳
刻
許
参
内
、
被
仰
下
云
、
造
替
事
当
時
定
而
急
速
不
可
事
行
歟
、
然
者
被
加
御
思
案 

 

を
而
、
一
段
雖
可
被
仰
出
、
自 

神
宮
注
進
候
上
者
、
先
此
段
可
申
入
之
由
仰
也
、
資
定
申
云
於
造
替
之
儀
者
只
今
不
可 

 

為
其
沙
汰
、
然
者
就
旧
冬
怪
事
、
一
社
奉
幣
事
為
武
家
可
有
申
沙
汰
之
由
可
被
仰
出
歟
之
由
言
上
之
処
、
其
分
相
意
得
可 

 

申
入
候
旨
、
勅
答
、
即
令
勧
修
寺
同
道
、
参
武
家
之
処
、
暫
可
相
待
之
由
、
畠
山
中
務
大
夫
入
魂
、
仍
数
剋
衹
候
、
小
時 

 
 

為
申
次
大
館
左
衛
門
佐
出
逢
之
条
、
予 

勅
定
旨
申
云
、
神
宮
造
替
事
依
無
其
沙
汰
仮
殿
近
年
破
損
、
然
者
神
官
昇
殿 

 
 

難
叶
之
由
申
之
間
、
急
速
被
遂
造
営
之
節
者
可
為
珍
重
、
就
中
去
年
十
一
月
晦
日
、
玉
垣
・
荒
垣
令
焼
失
畢
、
又
同
十
二 

 
 

月
十
六
日
夜
半
備
神
膳
之
時
節
、
神
居
御
殿
如
人
之
足
音
東
西
鳴
動
畢
、
同
荒
祭
殿
内
同
前
鳴
動
希
代
之
頽
目
也
、
然
者 
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為
一
天
下
別
而
可
有
御
祈
祷
之
由
注
進
之
条
、
於
造
替
者
追
雖
有
其
沙
汰
、
不
日
先
被
発
遣
一
社
奉
幣
者
目
出
可
被
思
食 

 
 

之
由 

勅
定
旨
申
処
、
被
仰
下
候
、
而
造
替
并
奉
幣
事
急
速
雖
不
可
相
調
、
各
被
仰
聞
者
可
被
申
返
事
、
此
旨
両
人
相
意 

 
 

得
可
披
露
之
由
上
意
也
、
又
依
為 

勅
使
両
人
御
対
面
也
、
事
訖
退
、
令
参 

内
、
申
此
旨
、
退
出
、
得
聞
此
段
難
相
調 

 
 

之
由
被
申
旨
、
摂
津
守
付
勧
修
寺
申
之
云
々
、
是
又
不
得
其
意
者
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
定
の
も
と
に
女
房
奉
書
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
神
宮
造
替
の
こ
と
を
幕
府
に
命
ず
る
よ
う
に
、

そ
の
際
に
は
、
資
定
が
勧
修
寺
尹
豊
を
伴
っ
て
使
者
を
勤
め
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
資
定
が
参
内
す
る
と
、 

後
奈
良
天
皇
は
、
神
宮
造
替
を
現
在
速
や
か
に
行
う
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
神
宮
か
ら
注
進
さ
れ
た
上
は
、
ま

ず
幕
府
に
こ
の
こ
と
を
命
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
資
定
は
、
神
宮
造
替
の
儀
は
現
在
行
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
神
宮
の
怪
異
事
件
に
つ

い
て
一
社
奉
幣
の
こ
と
を
幕
府
が
取
り
計
ら
っ
て
行
う
よ
う
に
天
皇
よ
り
命
じ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
進
言
し
た
と
こ
ろ
、
天

皇
は
幕
府
に
そ
の
よ
う
に
申
し
入
れ
る
よ
う
に
勅
答
し
た
。 

 

こ
れ
を
う
け
て
資
定
は
勧
修
寺
を
伴
っ
て
幕
府
を
訪
問
す
る
と
、
し
ば
ら
く
待
つ
よ
う
に
指
示
さ
れ
た
。
そ
こ
に
資
定
が 

懇
意
に
し
て
い
た
畠
山
中
務
大
夫
が
訪
れ
た
。
そ
の
後
、
将
軍
へ
の
申
次
と
し
て
大
館
左
衛
門
佐
と
も
面
会
し
、
資
定
は
、
両

名
に
天
皇
の
勅
定
と
し
て
次
の
こ
と
を
述
べ
た
。 

神
宮
造
替
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
仮
殿
が
近
年
破
損
し
、
神
主
が
昇
殿
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

速
や
か
に
造
営
を
行
わ
れ
た
な
ら
ば
結
構
な
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
昨
年
十
一
月
晦
日
に
、
玉
垣
・
荒
垣
が
焼
失
し
、
同
十

二
月
十
六
日
夜
半
、
神
膳
を
供
え
る
時
節
に
神
殿
に
人
の
足
音
の
よ
う
な
鳴
動
が
あ
り
、
荒
祭
宮
の
社
殿
に
お
い
て
も
同
様
に

鳴
動
し
た
。
そ
う
で
あ
る
の
で
、
特
別
に
祈
祷
を
行
う
こ
と
を
注
進
し
た
。
ま
た
、
造
替
に
お
い
て
は
追
っ
て
そ
の
指
示
を
す

る
が
、
日
を
お
か
ず
に
、
ま
ず
一
社
奉
幣
を
発
遣
さ
れ
れ
ば
目
出
た
く
思
し
召
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

資
定
は
両
名
に
造
替
や
奉
幣
を
速
や
か
に
準
備
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
返
事
を
す
る
こ
と
を
心
得

て
将
軍
に
披
露
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
の
後
、
資
定
は
朝
廷
に
参
内
、
報
告
し
て
退
出
し
た
。
こ
の
と
き
勧
修
寺
を
通
じ

て
神
宮
開
闔
中
原
摂
津
守
が
準
備
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
聴
い
た
。 

同
三
月
二
七
日
条
に
は
、「
自
頭
弁
許
、
神
宮
、
外
宮
也
、
造
替
事
申
次
第
解
到
来
、
同
外
宮
一
禰
宜
度
会
備
彦
神
主
加
級

事
ホ
也
、
即
付
勾
当
内
侍
披
露
候
、」
と
あ
り
、
外
宮
か
ら
朝
廷
に
再
び
造
替
を
申
請
す
る
次
第
解
と
外
宮
一
禰
宜
の
加
階
申

請
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
次
第
解
に
は
、「
近
年
御
朽
損
之
故
、
去
九
月
御
壁
板
令
離
落
」
や
「
去
四
月
御
造
営
儀
、
雖
具
致 

注
進
、
干
今
不
被
及
御
沙
汰
之
条
、
御
頽
落
待
日
而
已
神
宮
慨
歎
不
過
之
矣
、」
と
の
現
状
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

同
二
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
頭
弁
に
書
状
を
送
り
、
こ
の
次
第
解
を
天
皇
に
奏
達
し
た
と
こ
ろ
、
幕
府
に
神
宮
造
替
を 

行
う
よ
う
に
と
の
勅
定
を
下
知
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
さ
ら
に
外
宮
神
主
度
会
備
彦
を
正
四
位
下
に
叙
す
こ
と
を
宣
下
す
る

よ
う
に
と
の
天
皇
の
意
向
も
頭
弁
に
書
状
を
通
じ
て
伝
え
た
。 

同
五
月
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、「
一
社
奉
幣
之
事
御
延
引
、
不
可
然
之
由
以
消
息
申
遣
摂
津
守
許
者
也
、」
と
あ
り
、
資
定
が



 

 

219 

消
息
を
通
じ
て
中
原
摂
津
守
に
先
日
天
皇
の
意
向
と
し
て
申
し
入
れ
た
一
社
奉
幣
が
現
在
に
至
る
ま
で
延
引
し
て
お
り
、
今
月

中
の
発
遣
が
天
皇
の
意
向
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
中
原
は
資
定
に
「
神
宮
一
社
奉
幣
事
披
露
仕
候
処
、
要
脚
次
第
可
被
示
之
由
、
得
其
意
可
申
入
候
旨
」
と
の

返
信
を
送
り
、
一
社
奉
幣
の
こ
と
を
将
軍
足
利
義
晴
に
披
露
し
た
と
こ
ろ
、
費
用
次
第
で
あ
る
と
の
回
答
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝

え
た
。
さ
ら
に
、
同
条
に
は
、「
右
一
社
奉
幣
事
別
記
也
、
仍
不
載
之
、
」
と
あ
る
。 

 

同
七
月
十
一
日
条
に
は
、「
神
宮
内
造
宮
使
事
、
次
第
解
到
来
、」
と
あ
り
、
資
定
の
も
と
に
内
宮
の
造
宮
使
補
任
を
申
請
す

る
次
第
解
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
造
宮
使
と
は
、
神
宮
式
年
遷
宮
の
た
め
に
お
か
れ
た
臨
時
の
役
職
で
あ
り
、
同
遷

宮
が
国
家
的
重
事
と
さ
れ
て
き
た
た
め
、
と
く
に
造
宮
使
を
任
命
し
て
一
切
の
事
務
を
管
掌
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
。(

３
４)

 

 

し
か
し
、
神
宮
式
年
遷
宮
が
途
絶
し
て
い
た
当
時
は
、
造
宮
使
の
補
任
も
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
申
請
は
、
内
宮
側
に
よ

る
式
年
遷
宮
の
再
興
を
目
指
し
た
動
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
資
定
は
天
皇
に
こ
の
次
第
解
を
奏
聞
し
、
勅 

許
が
下
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 

神
祇
大
副
大
中
臣
朝
臣
宜
被
補
造 

 
 

 
 

皇
太
神
宮
使
、
早
可
令 

宣
下
給
之
由
被
仰
下
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 

七
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
定 

 
 
 
 
 

頭
弁
殿 

 
 

(

中
略) 

 
 
 
 

天
文
七
年
七
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 

宣
旨 

 
 
 
 
 
 

神
祇
大
副
大
中
臣
朝
臣 

 
 
 
 
 
 
 

宜
令
補
造
皇
太
神
宮
使 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蔵
人
頭
右
大
弁
藤
原
晴
光 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
皇
が
神
宮
祭
主
を
「
造
皇
太
神
宮
使
」
に
補
任
す
る
こ
と
を
早
く
宣
下
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を 

資
定
が
頭
弁
に
書
状
を
通
じ
て
伝
え
た
。
そ
れ
を
う
け
て
頭
弁
が
そ
の
補
任
の
宣
旨
を
出
し
た
。 

 (

４)
 

天
文
七
年
伊
勢
一
社
奉
幣
使
の
発
遣 

  

本
章
第
四
節(

２)

・(

３)

に
お
い
て
は
、
①
『
神
宮
奏
事
始
記 

天
文
五
年
至
同
八
年 

完
』
に
記
事
に
よ
り
明
ら
か
に
し

た
が
、
こ
こ
で
は
②
『
神
宮
奏
事
始
記
并
奉
幣
之
儀 

天
文
』
の
記
事
に
よ
っ
て
伊
勢
一
社
奉
幣
使
の
発
遣
に
つ
い
て
明
ら
か

に
す
る
。 

 

こ
の
天
文
七(

一
五
三
八)

年
十
月
二
九
日
の
一
社
奉
幣
発
遣
は
、
第
四
節(

３)

に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
同
二
月

九
日
、
神
宮
伝
奏
柳
原
資
定
が
後
奈
良
天
皇
に
一
社
奉
幣
を
提
案
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
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同
五
月
十
五
日
の
段
階
で
は
、
費
用
の
問
題
を
理
由
に
延
引
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
現
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に

つ
い
て
②
所
収
の
「
一
社
奉
幣
申
沙
汰
記
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
同
七
月
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

一
社
奉
幣
料
事
被
仰
付
候
間
、
御
さ
た
次
第
可
致
下
行
之
旨
、
宜
得
御
意
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 

七
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
造
判 

 
 
 
 

柳
原
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
幕
府
の
中
原
摂
津
守
元
造
が
資
定
に
対
し
て
、
一
社
奉
幣
料
に
つ
い
て
は
、
朝
廷
か
ら
指
示
さ
れ
次
第
、

下
行
す
る
と
の
将
軍
の
許
可
を
得
た
こ
と
を
書
状
に
よ
っ
て
伝
え
た
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

折
帋 

 
 
 

伊
勢
一
社
奉
幣
料
為 

武
家
御
申
沙
汰
候
、
然
者
発
遣
日
時
可
被
撰
進
候
、
奉
行
職
事
未
相
定
候
而
、
且
内
々
令
存
也
、 

 
 
 
 
 
 

三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
定 

 
 
 
 
 
 

修
理
大
夫
殿 

 
 
 
 
 
 
 

陰
陽
頭
殿
如
此
可
書
之
、 

 
 
 

可
被
行 

伊
勢
太
神
宮
一
社
奉
幣
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

今
月
廿
日
、
辛
卯 

 
 
 

時
辰
申 

 
 
 
 
 
 
 

廿
五
日
、
丙
申 

 
 

時
辰
申 

 
 
 
 
 
 
 

廿
八
日
、
巳
亥 

 
 

時
辰
申 

 
 
 
 
 
 

七
月
二
二
日 

 
 

 

修
理
大
夫
有
春 

  
 

右
加
銘
、
風
記
、
付
勾
当
内
侍
、
進
上
之
、
御
覧
之
後
、
五
日
早
旦
、
申
出
、
以
摂
津
守
進 

武
家
畢
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
修
理
大
夫
安
倍
有
春
に
伊
勢
一
社
奉
幣
日
を
撰
進
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
土
御

門
は
三
つ
の
日
時
を
撰
進
し
た
。
資
定
は
、
こ
れ
を
勾
当
内
侍
に
付
し
て
天
皇
に
進
上
し
た
。
そ
の
御
覧
の
後
、
中
原
摂
津
守

を
通
じ
て
幕
府
へ
も
届
け
た
。 

 

同
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
大
宮
伊
治
が
資
定
を
訪
れ
、
一
社
奉
幣
日
時
定
陣
儀
下
行
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で

「
可
申
聞
諸
司
ヽ
ヽ
下
行
事
、」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
同
七
日
条
に
は
、「
一
社
奉
幣
日
時
定
陣
儀
下
行
事
、
諸
司
問
答
之 

趣
申
遣
摂
津
守
許
」
と
あ
り
、
資
定
は
中
原
に
諸
司
と
問
答
し
て
ま
と
め
た
左
記
の
よ
う
な
下
行
の
一
覧
を
送
っ
た
。 

 
 
 
 

一
社
奉
幣
下
行
方
事 

 
 

七
千
疋 

延
徳
已
来
、
如
此
、 

 
 

行
事
官 

諸
司
配
分 

 
 

貳
千
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祭
主
卿 

 
 

貳
千
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
田
侍
従 

 
 
 

同
陣
儀
下
行 
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五
百
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
卿 

 
 

参
百
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奉
行
職
事 

 
 

参
百
疋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁 

但
職
事
兼
行
弁
者
別
不
可
及
書
立
、 

 
 

(

中
略) 

 
 
 

以
上
、
万
貳
千
九
百
疋 

 
 
 

此
外 

 
 

御
太
刀
白 

 

二
振 

 
 

御
馬 

 
 
 

二
疋 

 
 
 

右
相
副
書
状
、
持
遣
摂
津
守
許
畢
、 

 

同
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
中
原
に
「
一
社
奉
幣
陣
儀
下
行
事
、
先
日
注
進
候
了
、
仍
日
次
可
為
何
日
候
哉
、
上
意
之

趣
承
仰
候
者
、
可 

奏
達
候
、」
と
の
書
状
を
送
り
、
一
社
奉
幣
陣
儀
下
行
は
何
日
に
出
る
の
か
、
将
軍
足
利
義
晴
の
意
向
を

承
知
し
た
な
ら
ば
奏
達
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
同
十
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
中
原
が
資
定
に
「
当
時
、
要
脚
無
御
座
候
而
近
日
之
儀
不
可
相
調
候
」
と
の
書

状
を
送
り
、
費
用
が
な
い
た
め
、
近
日
中
に
下
行
を
用
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
回
答
し
た
。
し
か
し
、
八
月
二
六
日
条
に

は
、
中
原
が
資
定
に
「
陣
儀
并
衛
士
御
訪
以
下
以
上
千
九
百
疋
也
、
其
内
令
減
少
、
以
上
千
五
百
疋
分
令
申
沙
汰
者
可
然
之
由
、 

内
々 

上
意
之
旨
相
示
候
、」[

傍
線
は
史
料
の
通
り
に
付
し
た
。]

と
の
書
状
を
送
り
、
千
五
百
疋
で
あ
れ
ば
用
意
で
き
る
と

す
る
将
軍
の
内
々
の
意
向
を
示
し
た
。 

 

同
九
月
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
再
び
中
原
が
資
定
に
書
状
を
送
り
、
正
式
に
こ
の
こ
と
を
将
軍
の
意
向
と
し
て
伝
え
た
。
こ
れ

を
う
け
て
中
原
は
こ
の
こ
と
を
勾
当
内
侍
に
付
し
て
天
皇
に
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、
天
皇
も
「
下
官
於
申
沙
汰
者
不
及
是
非
、」

と
こ
れ
を
承
諾
す
る
意
向
を
示
し
た
。 

 

同
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
一
社
奉
幣
日
時
と
し
て
「
今
月
廿
九
日
、
巳
亥 

時
申
」
と
安
倍
有
春
か
ら
撰
進
さ
れ
、「
廿

九
日
之
分
令
治
定
畢
、
然
者
示
送
奉
行
職
事
者
也
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
に
よ
っ
て
こ
の
日
が
正
式
に
治
定
さ
れ
た
。 

同
条
に
よ
れ
ば
、
行
事
官
左
史
生
が
「
伊
勢
一
社
奉
幣
御
発
遣
、
神
祇
官
小
庁
・
仮
屋
并
東
門
・
小
門
材
木
事
」
を
注
進
し

て
お
り
、
一
社
奉
幣
を
発
遣
す
る
神
祇
官
の
建
物
を
建
築
あ
る
い
は
修
繕
す
る
た
め
の
材
木
を
申
請
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

ま
た
、
資
定
が
中
原
に
出
し
た
五
枚
の
伝
奏
切
符
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
一
枚
を
掲
出
し
て
お
く
。 

 
 
 
 

切
符 

(

中
略) 

 
 

伊
勢
一
社
奉
幣
陣
儀
下
行
并
衛
士
御
訪
ホ
以
上
千
五
百
疋
之
分
可
令
付
渡
給
候
也
、 

 
 
 
 

九
月
十
五
日 

 

陣
儀
下
行
事
、
問
答
経
数
日
、
仍
今
日
切
符
書
遣
候
畢
、 

 
 
 
 
 

摂
津
守
殿
へ 
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こ
の
伝
奏
切
符
が
、
朝
廷
か
ら
幕
府
に
対
す
る
朝
廷
儀
式
費
用
の
支
払
命
令
書
の
役
割
を
果
た
し
、
幕
府
は
こ
れ
を
公
方
御

倉
に
送
付
し
て
支
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。(

３
５)

さ
ら
に
、
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

一
社
奉
幣
発
遣
以
前
、
小
庁
普
請
并
仮
屋
材
木
ホ
事
、
行
事
官
注
進
如
此
候
、
任
例
可
令
申
沙
汰
給
候
也
、 

 
 
 
 

廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
定 

 
 
 
 

摂
津
守
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
中
原
に
先
述
し
た
行
事
官
の
注
進
を
送
付
し
、
材
木
を
用
意
す
る
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。
こ
う

し
て
準
備
が
進
め
ら
れ
、
十
月
二
九
日
に
伊
勢
一
社
奉
幣
使
が
発
遣
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
度
治
定
さ
れ
た
日
か
ら

一
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
神
祇
官
の
普
請
に
日
数
を
要
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

  
(

５)
 

天
正
三
年
内
宮
仮
殿
遷
宮 

 

こ
こ
で
は
、
天
正
三(

一
五
七
五)

年
三
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
内
宮
仮
殿
遷
宮
に
向
け
て
神
宮
伝
奏
柳
原
資
定
が
ど
の
よ
う

に
活
動
し
た
の
か
、
③
『
伊
勢
神
宮
雑
事
記
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
で
は
本
書
二
冊
目
の
「
天
正
二
六
已
来 

内

宮
假
殿
遷
宮
次
第
解
以
下
」
の
記
事
に
よ
り
内
宮
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。 

同
天
正
二(

一
五
七
四)

年
五
月
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

皇
太
神
宮
神
主 

注
進
可
早
被
経
次
第
上 

奏
、
當
宮
御
假
殿
日
時
急
間
事 

 
 

右
當
宮
御
朽
損
以
外
之
間
、
遷
御
早
々
可
然
者
也
、
御
事
始
、
地
鎮
祭
、
御
柱
立
心
御
柱
立
、
後
鎮
祭
、
可
奉
渡
御
御
躰

日
時
可
被
仰
付
條
々
、
聖
運
長
久
・
国
家
安
全
御
祈
祷
不
可
過
之
候
、
仍
注
進
如
件
、
以
解
、 

 
 
 
 

天
正
二
年
五
月
日 

大
内
人
権
禰
宜
正
六
位
上
荒
木
田
神
主
行
定 

 
 

禰
宜
従
四
位
上
荒
木
田
神
主
守
雄 

 
 

(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
皇
大
神
宮
神
主
が
連
名
で
、
損
壊
し
て
い
る
社
殿
の
仮
殿
遷
宮
を
早
急
に
行
う
こ
と
を
希
望
し
、
遷
宮
諸

祭
典
の
日
時
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
同
六
月
七
日
条
に
は
、「
日
時
定
事
可
為
陣
儀
事
也
、
然
共
只
今

難
相
調
之
由
周
養
上
人
申
」
と
あ
り
、
周
養
上
人
が
資
定
を
訪
ね
、
現
時
点
で
は
日
時
定
陣
儀
の
費
用
を
用
意
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
。
た
だ
し
周
養
上
人
が
勧
進
に
よ
っ
て
得
た
金
銭
が
天
正
三
年
の
内
宮
仮
殿
遷
宮
の
費
用
と
な
っ

た
こ
と
は
大
西
源
一
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。(

３
６) 

同
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
右
中
弁
に
日
時
定
の
こ
と
に
つ
い
て
書
状
を
送
り
、「
内
宮
假
殿
遷
宮
事
、
始
木
造
始
日

時
事
、
任
例
早
可
勘
進
之
由
可
令
下
知
陰
陽
頭
之
由
被
仰
下
候
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
木
造
始
日
時
を
早
く
勘
進
す
る
よ
う
に 

陰
陽
頭
に
下
知
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 
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内
宮
假
殿
遷
宮
神
宝
御
装
束
之
儀
、
行
事
所
依
無
之
、
未
為
其
沙
汰
之
儀
、
神
慮
難
測
被
思
召
候
、
所
詮
任
先
例
行
事
所 

 
 

家
屋
敷
之
事
、
以
先
之
差
図
之
旨
、
急
度
被
申
付
候
者
可
為
神
妙
之
由
也
、
女
房
奉
書
如
此
候
、
別
而
可
被
抽 

神
忠
事 

 
 

珍
重
候
、
猶
委
細
者
行
事
官
干
俊
可
申
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 

六
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
定 

 
 
 
 
 

村
井
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
幕
府
の
村
井
貞
勝
に
内
宮
仮
殿
遷
宮
に
伴
う
神
宝
御
装
束
に
つ
い
て
、
そ
の
行
事
所
の
設
置
を
要

請
し
て
い
る
。
同
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
陰
陽
頭
か
ら
資
定
の
も
と
へ
、
次
の
よ
う
な
内
宮
仮
殿
遷
宮
諸
祭
典
の
日
時
定
勘
例

が
届
け
ら
れ
た
。 

 
 

假
殿
遷 

宮
之
日 

 
 
 
 

九
月
十
三
日
、
甲
申
、
時
亥 

 
 
 
 

十
二
二
日
、
乙
酉
、 

時
亥 

 
 
 
 

廿
八
日
、
己
亥
、 

 

時
戌 

同
十
八
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

内
宮
假
殿
遷
宮
斗
始
日
時
勘
文
令 

奏
聞
候
處
、
早
可
令 

宣
下
給
之
由
被
仰
下
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 

六
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
定 

 
 
 
 
 

右
中
弁
殿 

 
 
 
 

右
日
時
勘
文
風
記
巻
籠
一
通
、
予
令
下
知
畢
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
資
定
が
右
中
弁
に
書
状
と
日
時
を
記
し
た
風
記
を
送
り
、
日
時
勘
文
を
正
親
町
天
皇
に
奏
聞
し
た
と
こ
ろ
、

早
く
宣
下
す
る
よ
う
に
仰
せ
下
さ
れ
た
こ
と
を
下
知
し
た
。
し
か
し
、
同
八
月
十
一
日
条
に
は
、「
太
神
宮
造
替
事
、
依
役
夫

工
難
事
行
令
延
引
、」
と
あ
り
、
役
夫
工
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
仮
殿
遷
宮
は
延
引
さ
れ
た
。
し

か
し
、『
神
宮
史
年
表
』
に
よ
れ
ば
、
天
正
三(

一
五
七
五)

年
三
月
十
六
日
に
は
実
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
文
十
一(
一
五

四
二)

年
以
来
、
実
に
三
三
年
ぶ
り
の
内
宮
仮
殿
遷
宮
で
あ
っ
た
。(

３
７) 

 
 お

わ
り
に 

  

以
上
の
よ
う
に
、
本
章
に
お
い
て
は
戦
国
織
豊
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
人
事
、
機
能
と
朝
廷
の
神
宮
行
政
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
後
土
御
門
天
皇
の
在
位
期
間
、
約
三
六
年
間
の
な
か
で
柳
原
資
綱
が
約
三
十
年
間
に

わ
た
っ
て
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
こ
と
で
あ
る
。
退
任
理
由
も
老
衰
を
理
由
に
自
ら
申
し
出
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
資
綱
に
対

す
る
信
任
の
厚
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 

さ
ら
に
、
三
条
西
実
隆
、
中
御
門
宣
胤
、
柳
原
資
定
は
、
い
ず
れ
も
有
職
故
実
に
優
れ
、
天
皇
の
信
任
が
厚
い
公
卿
で
あ
っ
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た
。
と
く
に
後
土
御
門
天
皇
が
自
ら
の
「
勅
命
」
を
固
辞
し
た
実
隆
に
「
綸
旨
」
を
下
し
て
就
任
さ
せ
た
こ
と
は
、
当
時
の
神

宮
伝
奏
人
事
が
、
天
皇
の
肝
い
り
で
行
わ
れ
た
、
極
め
て
重
要
な
人
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
行
政
は
、
天
皇
―
神
宮
伝
奏
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
天

皇
は
神
宮
伝
奏
の
人
選
に
自
ら
留
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
は
、
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
関
連
儀
式
が
、
幕
府
か
ら
の
費
用
や
設
備
の
提
供
を
受
け
て
行
わ
れ
た
り
、
神

宮
禰
宜
職
の
人
事
が
幕
府
の
意
向
を
う
け
て
行
わ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
朝
廷
の
神
宮
行
政
が
幕
府
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に

展
開
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
神
宮
伝
奏
は
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
責
任
者
と
し
て
幕
府
の
神
宮
方
と
直
接
折
衝
し

た
り
、
天
皇
や
朝
廷
の
意
向
を
彼
ら
に
伝
え
た
り
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。 

戦
国
織
豊
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能
を
ま
と
め
る
と
、
①
神
宮
奏
事
始
の
準
備
と
執
行
、
②
内
宮
仮
殿
遷
宮
の
執
行
準

備
、
③
幕
府
や
朝
廷
の
意
向
を
受
け
て
神
宮
に
祈
祷
命
令
を
下
す
こ
と
、
④
神
宮
式
年
遷
宮
再
興
に
向
け
て
の
活
動
、
⑤
神
宮

神
主
に
よ
る
叙
爵
・
加
階
申
請
へ
の
対
応
、
⑥
神
宮
禰
宜
補
任
要
請
へ
の
対
応
、
⑦
内
宮
へ
の
幕
府
に
よ
る
神
馬
進
献
に
向
け

て
の
活
動
、
⑧
神
宮
に
お
け
る
怪
異
事
件
へ
の
対
応
、
⑨
伊
勢
一
社
奉
幣
使
発
遣
に
向
け
て
の
活
動
で
あ
る
。 

宣
胤
や
資
定
の
神
宮
伝
奏
と
し
て
の
活
動
に
は
、
以
下
の
注
目
す
べ
き
こ
と
が
み
え
る
。
一
つ
は
、
宣
胤
が
永
正
四(

一
五

〇
七)

年
九
月
三
日
、
神
宮
造
替
催
促
文
の
案
を
作
成
し
、
そ
れ
が
天
皇
に
裁
可
さ
れ
た
の
で
、
武
家
伝
奏
の
代
行
を
勤
め
て

い
た
勧
修
寺
尚
顕
に
遣
わ
し
て
幕
府
に
申
し
入
れ
る
よ
う
に
要
請
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
は
、
天
文
七(

一
五
三
八)

年
二
月
九
日
に
神
宮
伝
奏
柳
原
資
定
が
神
宮
に
お
け
る
怪
異
事
件
へ
の
対
応
と
し
て
後

奈
良
天
皇
に
一
社
奉
幣
を
提
案
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
十
月
二
九
日
の
伊
勢
一
社
奉
幣
使
発
遣
が
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

朝
廷
・
幕
府
と
も
に
衰
微
す
る
な
か
で
、
神
宮
式
年
遷
宮
が
途
絶
、
仮
殿
遷
宮
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
も
、

宣
胤
や
資
定
は
、
主
体
的
に
神
宮
伝
奏
を
勤
め
、
単
に
奏
請
と
伝
宣
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
神
宮
行
政
の
責
任
者
と
し
て
、

積
極
的
に
そ
の
牽
引
役
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

註 

(

１)
 

菊
地
康
明
「
広
橋
守
光
記
に
就
て
」(

『
書
陵
部
紀
要
』
三 

一
九
五
三
年) 

四
九
・
五
三
・
五
四
頁 

(

２)
 

飯
田
良
一
「
室
町
幕
府
と
伊
勢
神
宮
―
神
宮
方
の
活
動
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」(

『
白
山
史
学
』
十
九)

一
九
七
七
年 

三
五
～
五
六
頁 

(

３)
 

伊
藤
喜
良
「
伝
奏
と
天
皇
―
嘉
吉
の
乱
後
に
お
け
る
室
町
幕
府
と
王
朝
権
力
に
つ
い
て
―
」(

豊
田
武
先
生
古
稀
記
念

会
編
『
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
〇
年) 

三
五
三
～
三
五
七
頁 

後
に
、
同
『
日
本
中
世

の
王
権
と
王
威
』(

思
文
閣
出
版 

一
九
九
三
年)

第
四
章
に
収
録
。 

(

４)
 

富
田
正
弘
「
室
町
殿
と
天
皇
」(

『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年) 

三
六
～
三
七
頁 

(

５)
 

瀬
戸
薫
「
室
町
期
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」(

『
日
本
歴
史
』
五
四
三 

一
九
九
三
年) 

五
四
頁 
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(
６)

 

明
石
治
郎
「
後
土
御
門
天
皇
期
に
お
け
る
伝
奏
・
近
臣
」(

羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
政
治
と
宗
教
』
吉
川
弘
文
館 

 

一
九
九
四
年) 

五
五
・
五
六
・
六
六
・
六
七
頁 

(

７)
 

拙
稿
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」(

『
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
二
二
八 

二
〇
一
〇
年) 

(

８)
 

間
瀬
久
美
子
「
伊
勢
・
賀
茂
正
遷
宮
前
後
争
論
を
め
ぐ
る
朝
幕
関
係
覚
書
」(

今
谷
明
・
高
埜
利
彦
編
『
中
近
世
の
宗 

 
 
 

教
と
国
家
』
岩
田
書
院 

一
九
九
八
年) 

二
七
七
～
三
〇
九
頁 

(

９)
 

神
田
裕
里
『
戦
国
・
織
豊
期
の
朝
廷
と
公
家
社
会
』(

校
倉
書
房 

二
〇
一
一
年) 

一
八
〇
～
一
八
七
頁 

(

１
０)

神
宮
司
庁
編
『
神
宮
史
年
表
』(

戎
光
祥
出
版 

二
〇
〇
五
年) 

九
九
・
一
〇
一
～
一
〇
四
・
一
一
〇
・
一
一
二
頁 

(

１
１)

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
〇
年) 

一
九
二
・
一
九
三
頁 

(

１
２)

『
実
隆
公
記 

巻
三
上
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

以
下
、
本
章
第
三
節(

１)[

イ]

で
引
用
し
た
『
実
隆
公
記
』
の
記

事
は
、
同
書
の
三
四
六
～
三
四
八
・
三
五
二
頁
に
拠
っ
た
。 

(

１
３)

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
〇
年) 

四
五
二
頁 

(

１
４)

こ
の
記
事
後
半
の
三
行
に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
⑤
瀬
戸
薫
氏
の
論
文[

前
掲
註(

５)]

に
お
い
て
敷

奏
と
寺
社
伝
奏
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

(

１
５)

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た
⑥
明
石
治
郎
氏
の
論
文[

前
掲
註(

６)
]

に
お
い
て
伝
奏
と
神
宮

伝
奏
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

(

１
６)

芳
賀
幸
四
郎
『
三
条
西
実
隆
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
六
〇
年) 

十
三
頁 

(

１
７)

『
実
隆
公
記 

巻
三
下
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

以
下
、
本
章
第
三
節(

１)[

ロ]

～[
ニ]
で
引
用
し
た
『
実
隆
公
記
』 

 
 
 

の
記
事
は
、
同
書
の
四
三
四
・
四
三
五
・
四
三
七
・
六
五
一
・
六
五
三
・
七
一
八
・
七
一
九
頁
に
拠
っ
た
。 

(

１
８)

『
実
隆
公
記 

巻
四
上
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

以
下
、
本
章
第
三
節(

１)[

ホ]
[

へ]

で
引
用
し
た
『
実
隆
公
記
』

の
記
事
は
、
同
書
の
六
五
・
二
二
五
・
二
二
六
・
二
二
八
・
二
四
九
頁
に
拠
っ
た
。 

(

１
９)

百
瀬
今
朝
雄
「
段
銭
考
」(

寶
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
六
七
年) 

 
 
 

十
三
～
十
七
頁
・『
神
道
史
大
辞
典
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
四
年) 

西
山
克
「
神
宮
奉
行
」
の
項 

五
一
七
頁 

(

２
０)

前
掲
註(

２)

飯
田
論
文 

三
六
頁 

(

２
１)

前
掲
註(

１
１)

書 

五
三
八
頁 

(

２
２)

拙
稿
「
中
世
儀
式
伝
奏
の
成
立
」(

『
史
料
』
百
九
四 

二
〇
〇
四
年) 

三
・
四
頁 

同
「
中
世
儀
式
伝
奏
の
補
任
」(

『
皇
學
館
論
叢
』
三
七
―
五 

二
〇
〇
四
年) 

五
・
八
・
十
・
十
一
頁 

(

２
３)

前
掲
註(

１
１)

書 

五
三
八
頁 

(

２
４)

「
中
世
儀
式
伝
奏
一
覧
」[

前
掲
註(

２
２)

拙
稿
「
中
世
儀
式
伝
奏
の
補
任
」]

 
 

十
頁 

(

２
５)

『
増
補
史
料
大
成 

四
五 

宣
胤
卿
記 

二
』(

臨
川
書
店) 

以
下
、
本
章
で
引
用
し
た
『
宣
胤
卿
記
』
の
記
事
は
、 

 
 
 

本
書
の
九
六
・
一
〇
一
・
一
〇
三
・
一
一
一
・
一
一
五
・
一
一
六
・
一
二
〇
・
一
三
二
・
一
三
四
・
一
三
五
・
一
三
六
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頁
に
拠
っ
た
。 

(

２
６)
前
掲
註(

５)

瀬
戸
論
文 

五
〇
・
五
一
頁 

 

(

２
７)

前
掲
註(

１
９)

『
神
道
史
大
辞
典
』 

詫
間
直
樹
「
造
大
神
宮
役
夫
工
米
」
の
項 

六
〇
七
・
六
〇
八
頁 

(

２
８)

小
島
鉦
作
『
伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
五
年) 

十
七
頁 

(

２
９)

前
掲
註(

１
１)
書 

四
四
三
頁 

(

３
０)

前
掲
註(

２
２)

拙
稿
「
中
世
儀
式
伝
奏
の
成
立
」 

二
～
五
頁 

同
拙
稿
「
中
世
儀
式
伝
奏
の
補
任
」 

五
・
六
頁 

(

３
１)

前
掲
註(

１
１)

書 

四
四
六
頁 

(

３
２)

「
中
世
儀
式
伝
奏
一
覧
」［
前
掲
註(
２
２)

拙
稿
「
中
世
儀
式
伝
奏
の
補
任
」］ 

十
二
頁
・
前
掲
註(

１
０)

書 

四
四

六
頁
・
第
二
部
第
一
章
第
一
節
【
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
一
覧
】 

(

３
３)

前
掲
註(

１
１)

書 

四
九
七
頁 

(

３
４)

前
掲
註(

１
９)

『
神
道
史
大
辞
典
』 

鈴
木
義
一
「
造
宮
使
」
の
項 

六
〇
四
頁 

 

(

３
５)

桑
山
浩
然
「
中
期
に
お
け
る
室
町
幕
府
政
所
の
構
成
と
機
能
」(

寶
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
社
会
経
済
史

研
究
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
六
七
年) 

一
三
二
・
一
三
三
頁 

(

３
６)

大
西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』(

平
凡
社 

一
九
五
九
年)

 

三
四
九
・
三
五
〇
頁 

(

３
７)

前
掲
註(

１
０)

書 

一
二
四
・
一
二
一
頁 
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第
二
章 

近
世
の
神
宮
奏
事
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

は
じ
め
に 

  

本
稿
は
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
朝
廷
に
お
い
て
毎
年
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
対
し
て
一
年
で
最
初
に
伊
勢
神
宮
か
ら
の

奏
事
事
項
を
奏
聞
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
、
と
く
に
近
世
に
お
け
る
準
備
過
程
、
式
日
、
儀
式
次
第
、
奏

事
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

具
体
的
に
は
神
宮
伝
奏
を
は
じ
め
摂
政
、
関
白
、
神
宮
奉
行
が
準
備
過
程
と
儀
式
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
、
ひ
い
て
は
近

世
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
一
端
と
奏
事
事
項
に
み
る
、
こ
の
儀
式
が
神
宮
権
祢
宜
に
と
っ
て
有
し
て
い
た
意
味
を
明
ら

か
に
す
る
。 

 

下
橋
敬
長
『
幕
末
の
宮
廷
』
に
よ
れ
ば
、
主
た
る
正
月
の
朝
廷
行
事
は
元
日
朝
賀
、
元
日
節
会
、
二
日
の
御
掃
除
始
、
五
日

の
披
露
始
、
御
湯
殿
始
、
七
日
の
白
馬
節
会
、
八
日
～
十
四
日
の
御
修
法
、
十
一
日
の
神
宮
奏
事
始
、
十
二
日
の
賀
茂
奏
事
始
、 

十
六
日
の
踏
歌
節
会
、
十
八
日
の
御
歌
会
始
、
二
十
日
～
三
十
日
の
官
位
勅
問
で
あ
る
。 

 

こ
の
な
か
で
披
露
始
は
公
卿
の
位
階
披
露
、
神
宮
奏
事
始
は
神
宮
権
祢
宜
の
位
階
奏
聞
、
賀
茂
奏
事
始
は
賀
茂
社
神
主
の
位

階
奏
聞
、
官
位
勅
問
は
堂
上
、
地
下
、
社
家
、
僧
侶
の
官
位
宣
下
を
行
う
儀
式
で
あ
っ
た
。(

１) 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
政
務
は
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
限
定
さ
れ
て
い
た
朝
廷
政
務
の
な
か
で
も
皇
祖 

神
を
祀
る
神
社
に
関
す
る
も
の
と
し
て
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
は
八
束
清
貫
氏
が
『
後
水
尾
院
当
時
年
中
行
事
』
に
あ
る
「
神
宮
奏
事
始
」
の
項
を
引
用
し
て
、
若

干
の
言
及
を
し
て
お
り
、(

２)

所
功
氏
が
成
立
、
式
日
、
奏
事
事
項
、
儀
式
次
第
等
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、(

３)

い
ず
れ

も
簡
単
な
記
述
で
あ
る
。 

そ
こ
で
第
一
部
第
三
章
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」
に
お
い
て
中
世
に
お
け
る
成
立
過
程
、
準
備
過
程
、
儀
式
次
第
、
式
日
、

奏
事
事
項
を
明
ら
か
に
し
、
本
章
に
お
い
て
は
、
近
世
の
神
宮
奏
事
始
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
、
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の

機
能
や
神
宮
行
政
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 
 第

一
節 

神
宮
奏
事
始
の
準
備
過
程 

 
 (

１)
 

元
和
五
年
の
場
合 

 

本
章
に
お
い
て
は
近
世
に
お
け
る
神
宮
奏
事
始
の
準
備
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
初
に
元
和
五(

一
六
一
九)

年
の
場
合
を

み
る
。
日
野
資
勝
の
『
資
勝
卿
記
』(

４)

同
一
月
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 
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昨
日
八
日
ニ
神
宮
奉
行
頭
左
中
弁
業
光
朝
臣
よ
り
有
使
者
、
長
橋
殿
ニ
テ
被
伺
候
処
、
来
十
一
日
、
如
例
年
奏
事
始
可 

 
 

有
之
由
被
仰
出
候
、
則
今
日
晩
よ
り
神
事
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奉
行
柳
原
業
光
が
長
橋
局
を
通
じ
て
神
宮
奏
事
始
の
式
日
を
後
水
尾
天
皇
に
伺
っ
た
処
、
天
皇
が
例

年
通
り
今
月
十
一
日
に
行
う
よ
う
に
命
じ
た
。
同
九
日
、
柳
原
は
神
宮
伝
奏
日
野
資
勝
に
使
者
を
通
じ
て
こ
の
こ
と
を
伝
達
し

た
。 

 

同
条
に
よ
れ
ば
、「
来
十
一
日
、
可
有 

奏
事
始
之
由
、
目
録
可
調
給
者
也
、
謹
言
、」
と
あ
り
、
同
日
、
日
野
は
柳
原
に
奏

事
目
録
を
用
意
す
る
よ
う
に
命
じ
る
書
状
を
出
し
た
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
十
日
、
柳
原
は
日
野
に
奏
事
目
録
を
提
出
し
た
。
以

上
の
こ
と
に
よ
り
近
世
前
期
に
お
け
る
準
備
過
程
の
大
筋
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か

明
ら
か
に
す
る
。 

  
(

２)
 

貞
享
三
年
の
場
合 

 

貞
享
三(

一
六
八
六)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
久
我
通
誠
の
『
通
誠
公
記
』(

５)

同
一
月
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み

え
る
。 

 
 

今
日
、
神
宮
奏
事
始
日
限
之
事
、
以
老
中
愛
宕
前
宰
相
奏
聞
、
可
為
来
九
日
旨
被
仰
下
了
、
則
奉
行
令
下
知
了
、 

 
 
 
 

神
宮
奏
事
始
之
事
、
来
九
日
可
令
申
沙
汰
候
、
可
目
録
調
給
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 
 
 

正
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権
大
納
言
通
誠 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
久
我
通
誠
が
老
中
愛
宕
通
幸
を
通
じ
て
霊
元
天
皇
に
神
宮
奏
事
始
の
式
日
を
伺
い
、
天
皇
は
今

月
九
日
と
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
久
我
は
神
宮
奉
行
園
基
勝
に
こ
の
こ
と
と
奏
事
目
録
の
作
成
を
命
じ
る
書
状
を
出
し
た
。
園 

基
勝
の
『
神
宮
奏
事
始
記
』(

６)

同
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

神
宮
奏
事
始
之
事
、
来
九
日
可
令
申
沙
汰
之
状
、
謹
所
請
如
件
、 

 
 
 
 

正
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
中
将
基
勝
請
文 

 
 

来
九
日
、
可
有 

神
宮 

奏
事
始
之
由
、
任
例
可
被
下
知
之
条
、
如
件
、 

 
 
 
 

正
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
中
将
判 

 
 
 
 
 

四
位
史
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
園
は
久
我
に
そ
れ
ら
を
承
知
し
た
旨
の
書
状
を
出
し
、
官
務
壬
生
季
連
に
今
月
九
日
に
神
宮
奏
事
始
が
あ

る
こ
と
を
神
宮
祭
主
藤
波
景
忠
に
下
知
す
る
よ
う
に
命
じ
る
書
状
を
出
し
た
。
同
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 
 
 

奏
事
目
録 

 
 

申 

 
 
 

大
神
宮 
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神
領
再
興
事
、 

 
 
 

爵
事
、 

 
 
 

祈
年
祭
幣
使
再
興
事
、 

 
 
 
 
 
 
 

祭
主
従
三
位
景
忠 

 
 

荒
木
田
重
嘉
申
叙
爵
事
、
款
状
二
通
献
之
、
此
旨
被
申
上
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 
 

正
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

祭
主
従
三
位
判 

 
 
 
 
 

四
位
史
殿 

 
 

(

中
略) 

 
 

進
上
、 

 
 
 
 

祭
主
景
忠
卿
書
状
一
通 

 
 
 
 

目
録
一
紙 

祈
年
祭
幣
使
再
興
并
神
領
再
興
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

荒
木
田
重
嘉
申
叙
爵
事
副
款
状
、 

 
 

右
、
進
上
如
件
、 

 
 
 
 
 
 

正
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
大
史
小
槻
季
連 

 
 

進
上
頭
中
将
殿 

 
 

(

中
略) 

 
 

奏
事
目
録
一
紙
献
之
、 

 
 

可
令 

奏
聞
給
、
仍
言
上
、
如
件
、 

 
 
 

正
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 

左
中
将
基
勝
奉 

 
 

進
上
源
大
納
言
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藤
波
が
壬
生
に
奏
事
目
録
と
神
宮
権
祢
宜
の
叙
爵
款
状
を
送
り
、
藤
波
か
ら
園
へ
送
ら
れ
た
。
さ
ら
に
園

が
久
我
に
奏
事
目
録
を
送
っ
た
。『
通
誠
公
記
』
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

未
剋
許
参
内
、
以
老
中
愛
宕
前
相
公
羽
林
、
明
日
奏
事
始
剋
限
之
事
、
何
時
可
奏
哉
之
事
申
上
、
明
日
辰
剋
可
奏
之
由
被 

 
 

仰
下
之
間
、
退
出
了
、
次
参
殿
下
、
明
日
辰
剋
奏
事
始
之
由
申
入
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
久
我
通
誠
が
参
内
し
、
老
中
愛
宕
通
福
を
通
じ
て
天
皇
に
明
日
の
神
宮
奏
事
始
の
刻
限
を
伺
い
、 

天
皇
は
辰
刻
に
奏
上
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
久
我
は
関
白
一
条
兼
輝
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
、
園
に
書
状
に
よ
っ
て
伝
達
し
た
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
元
和
五(

一
六
一
九)

年
の
場
合
と
大
筋
に
お
い
て
同
様
で
あ
っ
た
が
、
変
化
し
た
こ
と
は
神
宮
伝
奏
が

天
皇
に
式
日
奏
聞
を
行
い
、
関
白
に
神
宮
奏
事
始
の
時
刻
を
報
告
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

同
年
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
だ
が
、『
兼
輝
公
記
』(

７)

天
和
四(

一
六
八
四)

年
一
月
九
日
条
に
は
、「
午
後
、

柳
原
大
納
言
、
頭
中
将
ホ
入
来
、
謁
之
、
談
奏
事
始
目
六
、」
と
あ
り
、
神
宮
伝
奏
柳
原
資
簾
、
神
宮
奉
行
中
山
篤
親
が
関
白 
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一
条
を
訪
れ
、
奏
事
目
録
に
つ
い
て
相
談
し
た
。 

 

同
十
日
条
に
も
「
柳
原
大
納
言
入
来
、
談
奏
事
始
事
、」
と
あ
り
、
再
び
柳
原
が
一
条
を
訪
れ
、
神
宮
奏
事
始
の
こ
と
を
相

談
し
て
お
り
、
当
時
、
関
白
の
指
示
に
よ
り
準
備
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 (

３)
 

元
禄
十
六
年
の
場
合 

 

元
禄
十
六(

一
七
〇
三)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
徳
大
寺
公
全
の
『
公
全
公
記
』(

８)

同
一
月
四
日
条
に
は
、「
頭
弁
、

予
両
人
神
宮
奏
事
始
日
限
、
議 

奏
当
番
以
池
尻
前
中
納
言
窺
処
、
如
例
年
来
十
一
日
辰
剋
被
仰
出
、」
と
あ
り
、
同
五
日
条

に
は
「
頭
弁
へ
奏
事
始
目
録
之
事
示
遣
了
、」
と
あ
り
、
こ
こ
ま
で
は
同
年
の
準
備
過
程
も
貞
享
三(

一
六
八
六)

年
の
そ
れ
と

ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
が
、
同
八
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

従
頭
弁 

奏
事
始
目
録
、
款
状
ホ
来
、
此
次
神
祇
権
少
副
加
階
款
状
来
、
則
高
野
前
中
納
言
へ
入
見
参
由
以
消
息
示
遣
、 

 
 

神
宮
奏
事
始
目
録
、
款
状
ホ
入
見
参
候
、
可
令
披
露
候
哉
、
仍
得
御
意
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 

正
月
八
日 

 
 
 

高
野
前
中
納
言
殿 

柳
原
前
大
納
言
為
軽
服
之
間
、
不
遣
之
、 

 
 

可
令
披
露
之
由
返
答
来
、
殿
下
へ
持
参
、
入
内
覧
之
処
、
可
令
披
露
之
由
被
仰
、
参 

内
、
議
当
番
以
池
尻
中
納
言
此
通 

 
 

可
載
目
録
之
由
窺
之
処
、
可
載
由
被
仰
出
、
目
録
、
款
状
ホ
於
当
所
頭
弁
へ
渡
了
、
退
出
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奉
行
日
野
輝
光
か
ら
神
宮
伝
奏
徳
大
寺
公
全
に
奏
事
目
録
の
原
案
と
神
宮
権
祢
宜
の
提
出
し
た
叙
位

の
請
願
書
で
あ
る
款
状
な
ど
が
届
け
ら
れ
た
。
徳
大
寺
は
武
家
伝
奏
高
野
保
春
に
そ
れ
ら
を
見
せ
、
披
露
し
て
も
よ
い
か
内
諾

を
得
た
い
と
の
書
状
を
出
し
た
。
高
野
は
披
露
す
る
よ
う
に
と
回
答
し
た
。 

 

こ
れ
を
う
け
て
徳
大
寺
は
そ
れ
ら
を
関
白
近
衛
基
熙
の
内
覧
に
い
れ
た
。
近
衛
は
東
山
天
皇
に
披
露
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

徳
大
寺
は
参
内
し
、
議
奏
池
尻
勝
房
を
通
じ
て
天
皇
に
そ
れ
ら
を
奏
事
目
録
に
掲
載
し
て
も
よ
い
か
伺
う
と
、
天
皇
は
掲
載
す

る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
徳
大
寺
は
そ
れ
ら
を
日
野
に
渡
し
た
。
同
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

従
頭
弁
奏
事
目
録
来
、 

 
 
 
 

白
紙
也
、
奏
事
目
録
一
紙
献
上
之
、
可
令 

奏
聞
給
、
仍
言
上
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

正
月
十
一
日 

右
大
弁
輝
光 

 
 
 
 

進
上
、
徳
大
寺
大
納
言
殿 

 
 

得
其
意
之
由
返
答
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
野
か
ら
徳
大
寺
に
奏
事
目
録
が
届
け
ら
れ
た
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
武
家
伝
奏
、
関
白
に
奏
事
目
録

の
原
案
と
款
状
の
披
露
許
可
を
得
た
上
で
、
天
皇
に
披
露
し
、
奏
事
目
録
へ
の
掲
載
許
可
を
得
る
点
は
貞
享
三(

一
六
八
六)

年
の
場
合
と
比
較
す
る
と
大
き
く
変
化
し
た
点
で
あ
る
。 
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(

４)
 

延
享
五
年
の
場
合 

 

延
享
五(
一
七
四
八)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
中
山
栄
親
の
『
神
宮
上
卿
記
』(

９)

同
一
月
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に

み
え
る
。 

 
 

参
内
、
奏
事
始
日
限
如
式
、
剋
限
如
例
可
申
沙
汰
哉
之
旨
申
、
摂
政
命
曰
、
日
時
共
依
請
告
旨
於
議
奏
大
蔵
卿
、
次
送
消 

 
 

息
於
益
房
、
請
文
ホ
続
左
、 

 
 
 

来
十
一
日 

神
宮
奏
事
始
可
申
沙
汰
候
、
目
録
可
調
給
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 
 

正
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

栄
親 

 
 
 
 
 

右
少
弁
殿 

 
 
 

来
十
一
日 

神
宮
奏
事
始
可
有
御
沙
汰
、
目
録
可
調
進
之
旨
謹
奉
候
也
、
益
房 

 
 
 

誠
恐
謹
言
、 

 
 
 
 
 

正
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

益
房 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
中
山
栄
親
は
摂
政
一
条
道
香
に
神
宮
奏
事
始
の
式
日
と
刻
限
を
例
年
と
同
様
で
ど
う
か
と
打
診

し
、
一
条
か
ら
同
意
を
得
て
、
神
宮
奉
行
清
閑
寺
益
房
に
そ
の
旨
を
知
ら
せ
、
奏
事
目
録
を
作
成
す
る
よ
う
に
命
じ
る
書
状
を

出
し
た
。
清
閑
寺
は
そ
れ
を
承
諾
す
る
旨
を
回
答
し
た
。 

 

同
八
日
、
清
閑
寺
が
中
山
に
申
請
目
録
一
枚
と
款
状
十
通
を
送
っ
た
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
天
皇
の
幼
少
時
に
は
摂
政
が
そ

の
代
行
と
し
て
式
日
と
刻
限
を
決
定
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

午
剋
許
参
、
内
覧
款
状
十
通
於
摂
政
、
仰
曰
可
載
奏
事
目
録
者
、
以
消
息
仰
益
房
、 

 
 

祭
主
三
位
申
請
目
録
一
紙
并
荒
木
田
、
度
会
ホ
申
加
階
之
事
可
被
載
目
録
之
由
、
摂
政
殿
御
気
色
之
状
、
如
例
、 

 
 
 

正
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権
大
納
言
栄
親 

 
 
 
 
 
 
 

右
少
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
山
は
一
条
に
款
状
十
通
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、
一
条
は
奏
事
目
録
の
掲
載
許
可
を
与
え
た
。
こ
れ
を
う

け
て
中
山
は
清
閑
寺
に
こ
の
こ
と
を
伝
達
し
た
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
元
禄
十
六(

一
七
〇
三)

年
の
場
合
と
比
較
す
る
と
武
家

伝
奏
に
よ
る
款
状
の
内
覧
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 (

５)
 

宝
暦
七
年
の
場
合 

 

宝
暦
七(

一
七
五
七)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
正
親
町
実
連
の
『
神
宮
上
卿
雑
記
』(

１
０)

同
一
月
四
日
条
に
は
次
の

よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

詣
関
白
家
、
奏
事
始
日
限
如
式
、
剋
限
可
為
如
例
可
申
沙
汰
之
旨
、
内
々
以
諸
大
夫
申
入
之
処
、
可
窺
之
旨
被
命
置
、
参 
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内
、
以
議
奏
東
久
世
前
宰
相
同
事
窺
之
処
、
日
時
共
依
請
被 

仰
下
、
次
送
消
息
於
資
枝
、
請
文
ホ
続
左
、 

来
十
一
日
、
神
宮
奏
事
始
可
申
沙
汰
候
、
目
録
可
調
給
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 

正
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

実
連 

 
 
 
 
 
 
 

蔵
人
頭
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 

追
言
上
、
剋
限
之
事
、
同
承
候
也
、 

来
十
一
日
、
神
宮
奏
事
始
可
有
之
、
目
録
可
被
調
之
旨
謹
奉
候
也
、 

 
 
 

資
枝 

恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 

正
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

資
枝 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
正
親
町
実
連
が
関
白
一
条
道
香
に
神
宮
奏
事
始
の
式
日
と
刻
限
を
例
年
と
同
様
で
ど
う
か
と
打

診
し
、
一
条
は
桃
園
天
皇
に
奏
聞
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
正
親
町
が
天
皇
に
議
奏
を
通
じ
て
奏
聞
し
、
天
皇
は
例
年
通
り
に
す

る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

正
親
町
は
神
宮
奉
行
中
御
門
資
枝
に
奏
事
目
録
を
用
意
す
る
よ
う
に
命
じ
る
書
状
を
出
し
、
中
御
門
は
承
諾
す
る
旨
の
書
状

を
出
し
た
。
同
九
日
条
に
は
「
一
、
巳
半
剋
斗
、
参
関
白
、
入
内
覧
款
状
十
通
、」
と
あ
り
、
正
親
町
が
一
条
に
祭
主
か
ら
提

出
さ
れ
た
款
状
と
目
録
を
内
覧
に
い
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
神
宮
上
卿
が
関
白
に
式
日
時
の
内
諾
を
求
め
た
こ
と
は
元
禄
十
六(

一
七
〇
三)

年
の
場
合
と
比
較
し

て
大
き
く
変
化
し
た
点
で
あ
る
。 

 
 

 
(

６)
 

安
永
八
年
の
場
合 

 

安
永
八(

一
七
七
九)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』(

１
１)

同
一
月
四
日
条
に
は
次

の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

詣
博
陸
下
、
家
司
季
光
朝
臣
出
逢
、
神
宮
奏
事
始
式
日
可
窺
申
之
由
申
入
、
可
然
旨
被
報
了
、
以
野
宮
中
納
言
窺
申
式
日

例
刻
、
可
令
存
知
被
仰
下
、
即
退
出
、
更
参
申
博
陸
了
、
行
事
弁
頼
熈
許
授
消
息
、 

 
 
 
 

来
十
一
日
、
剋
限
夘
剋
候
也
、
神
宮
奏
事
始
可
申
沙
汰
候
、
目
録
可
調
給
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 

正
月
四
日 

 

公
明 

 
 
 
 
 
 

蔵
人
弁
殿 

 
 

請
文
云
、 

 
 
 
 

来
十
一
日
、
追
言
上
、
剋
限
夘
剋
之
由
同
承
候
也
、
神
宮
奏
事
始
可
令
申
沙
汰
給
、
目
録
可
調
之
由
、
謹
奉
候
也
、 

 
 
 
 

頼
熈
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 

正
月
四
日 

 

頼
熈 
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
が
関
白
九
条
尚
実
に
家
司
を
通
じ
て
神
宮
奏
事
始
の
式
日
を
奏
聞
す
る
こ
と
の
了

承
を
求
め
、
九
条
は
了
承
し
た
。
正
親
町
は
参
内
し
、
議
奏
野
宮
定
和
を
通
じ
て
後
桃
園
天
皇
に
式
日
と
刻
限
を
伺
い
、
天
皇

は
例
年
通
り
に
行
う
こ
と
を
命
じ
た
。
正
親
町
は
近
衛
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。 

 

さ
ら
に
神
宮
奉
行
葉
室
頼
熈
に
こ
の
こ
と
を
伝
達
し
、
奏
事
目
録
作
成
を
命
じ
る
書
状
を
出
し
た
。
葉
室
は
正
親
町
に
そ
れ

ら
を
承
知
し
た
旨
の
書
状
を
出
し
た
。
同
八
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

晩
頭
、
自
行
事
弁
頼
熈
許
到
来
、 

 
 

祭
主
寛
忠
朝
臣
申
請
目
録
一
紙
、
荒
木
田
、
度
会
等
申
加
級
之
事
、
款
状
十
通
副
之
、
可
令
奏
聞
給
哉
、
仍
言
上
如
件
、 

 
 

頼
熈 

謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

正
月
十
一
日 

右
少
弁
頼
熈
奉 

 
 

進
上
、
権
中
納
言
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
葉
室
が
正
親
町
に
添
状
と
と
も
に
祭
主
藤
波
寛
忠
か
ら
提
出
さ
れ
た
申
請
目
録
一
紙
と
神
宮
権
祢
宜
の
款

状
を
送
っ
た
。
同
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

参
関
白
、
祭
主
申
請
目
録
一
紙
、
権
禰
宜
等
申
加
級
款
状
十
通
并
訓
書
内
々
覧
之
、
可
載
奏
事
目
録
候
哉
之
由
申
入
、
被 

 
 

謁
云
、
無
子
細
、
可
載
目
録
之
由
、
文
書
各
返
給
、
次
参 

内
、
付
野
宮
中
納
言
、
同
内
々
窺
申
了
、
文
書
返
給
、
下
知 

于
弁
許
、
内
々
消
息
也
、 

内
々
申
窺
候
也
、 

祭
主
寛
忠
朝
臣
申
請
目
録
一
紙
、
両
宮
権
禰
宜
等
申
加
階
之
事
、
款
状
十
通
副
之
、
可
被
載
目
録
候
也
、
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 

正
月
九
日 

 
 
 
 
 

公
明 

 
 
 
 
 
 
 

蔵
人
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
親
町
が
九
条
に
そ
れ
ら
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、
奏
事
目
録
へ
の
掲
載
の
可
否
を
伺
い
、
九
条
は
掲
載
を

許
可
し
た
。
正
親
町
は
野
宮
を
通
じ
て
天
皇
に
そ
れ
ら
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、
掲
載
の
可
否
を
伺
っ
た
。
正
親
町
は
葉
室
に
両

者
か
ら
掲
載
の
許
可
を
得
た
こ
と
を
伝
え
る
書
状
を
出
し
た
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
宝
暦
七(

一
七
五
七)

年
の
場
合
と
大
筋
に

お
い
て
同
様
で
あ
っ
た
。 

 
 

 
(

７)
 

天
明
五
年
の
場
合 

 

天
明
五(

一
七
八
五)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
条
実
起
の
『
神
宮
上
卿
日
記
』(

１
２)

同
一
月
三
日
条
に
は
次
の
よ

う
に
み
え
る
。 

 
 

仙
洞
御
礼
、
参 

院
之
処
、
鷲
尾
中
納
言
隆
建
卿
、
賀
茂
伝
奏
也
、
面
会
、
来
五
日
、
神
宮 

奏
事
始
可
相
伺
之
旨
申
談
、 

 
 

近
例
之
由
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
三
条
実
起
が
参
院
し
た
際
に
賀
茂
伝
奏
鷲
尾
隆
建
と
面
会
し
、
五
日
に
神
宮
奏
事
始
の
日
時
を
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摂
政
九
条
尚
実
に
伺
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
同
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

一
、
詣
殿
下
御
里
亭
、
或
於 

宮
中
申
入
、
着
衣
冠
、
奴
袴
、
或
直
衣
、
以
諸
大
夫
朝
山
式
部
丞 

神
宮 

奏
事
始
式
日

可
為
例
剋
哉
之
由
窺
、
奏
事
始
可
為
式
日
、
剋
限
午
剋
之
旨
被
示
聞
、
此
次
来
八
日
或
十
日
款
状
内
覧
之
事
申
入
之 

 
 
 
 

処
、
承
知
ニ
て
、
来
八
日
午
剋
、
内
覧
ニ
可
入
之
旨
也
、
直
参
内
、
議
奏
六
条
前
中
納
言
届
斗
ニ
て
相
済
、
若
殿
下

御
返
答
ニ
剋
限
不
被
仰
下
之
時
者
、
議
奏
よ
り
剋
限
被
示
候
事
、 

 
 

一
、
剋
限
被
仰
出
之
後
、
神
宮
弁
へ
以
消
息
申
送
、
弁
在
朝
之
時
、
面
会
申
入
、 

 
 
 
 
 
 
 

恐
々
剋
限
可
為
午
剋
候
也
、 

 
 
 
 
 
 

来
十
一
日 

 
 
 
 
 
 

神
宮 

奏
事
始
可
申
沙
汰 

 
 
 
 
 
 

目
録
可
令
調
給
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 

正
月
五
日 

 

実
起 

 
 
 
 
 
 

蔵
人
右
中
弁
殿 

 
 
 
 

今
度
、
弁
参 

内
、
故
面
会
ニ
て
申
入
卆
、
序
款
状
到
来
候
ハ
丶
、
来
八
日
巳
剋
迄
ニ
可
被
付
之
由
、
弁
へ
申
送
候 

 
 
 
 

事
、 

 
 

一
、
祭
主
へ
者
自
弁
被
申
入
候
事
、 

 
 

一
、
鬼
間
構
之
事
、
修
理
職
奉
行
江
自
弁
通
達
有
之
事
、 

 
 

一
、
内
侍
之
事
、
上
卿
、
弁
催
ニ
及
不
申
事
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
安
永
八(

一
七
七
九)

年
の
場
合
と
比
較
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
神
宮
上
卿
が
神
宮
奉
行
に
対
し
て
款

状
、
目
録
な
ど
を
八
日
の
巳
剋
ま
で
に
持
参
す
る
こ
と
、
祭
主
に
式
日
時
を
通
達
す
る
こ
と
、
修
理
職
奉
行
に
式
場
と
な
る

鬼
間
の
設
え
を
す
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
、
内
侍
に
は
神
宮
上
卿
、
神
宮
奉
行
か
ら
促
す
必
要
は
な
い
こ
と
を
指
示
し
て
お

り
、
神
宮
上
卿
か
ら
神
宮
奉
行
に
対
す
る
指
示
が
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

同
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
祭
主
藤
波
寛
忠
か
ら
三
条
に
対
し
て
神
宮
奏
事
始
に
お
い
て
位
階
を
申
請
す
る
神
宮
権
祢
宜
の
交

名
一
紙
が
送
ら
れ
た
。
同
八
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

一
、
自
弁
許
消
息
到
来
、
款
状
十
通
、
目
録
一
紙
、
次
第
解
ホ
被
送
之
、 

 
 

一
、
詣
殿
下
御
許
、
或
於 

宮
中
覧
了
、
以
諸
大
夫
朝
山
式
部
少
丞
、
覧
款
状
十
通
、
目
録
一
紙
并
加
階
交
名
訓
付
二 

 
 

 
 
 
 

通
、
内
外
宮
各
一
紙
等
、
右
可
載
目
録
之
由
申
入
、
件
交
名
書
体
如
左
、
御
覧
相
済
、
可
載
目
録
之
旨
御
返
答
、 

 
 

 
 
 
 

御
所
労
ニ
付
、
御
面
会
無
之
旨
被
仰
下
卆
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奉
行
か
ら
三
条
に
款
状
十
通
な
ど
が
届
け
ら
れ
た
。
三
条
は
諸
大
夫
朝
山
を
通
じ
て
摂
政
九
条
尚

実
に
そ
れ
ら
を
閲
覧
し
て
も
ら
い
、
奏
事
目
録
に
掲
載
し
て
よ
い
か
尋
ね
た
。
九
条
は
そ
れ
を
許
可
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て

三
条
は
神
宮
奉
行
に
書
状
を
通
じ
て
摂
政
か
ら
掲
載
許
可
が
出
た
こ
と
を
伝
え
た
。 
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(

８)
 

文
化
十
五
年
の
場
合 

  

文
化
十
五(
一
八
一
八)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
大
炊
御
門
経
久
の
『
神
宮
上
卿
記
』(

１
３)

同
一
月
四
日
、
五
日
条

に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

四
日
、
万
里
小
路
中
納
言
書
状
遣
、
明
五
日
奏
事
始
式
日
剋
限
ホ
窺
、
巳
刻
可
参
関
白
家
之
旨
申
遣
、
承
知
之
旨
被
答
了
、 

 
 
 
 

五
日
、
披
露
始
也
、
神
宮
上
卿
、
賀
茂
伝
奏
申
合
、
同
剋
可
窺
事
也
、 

 
 

五
日
、
巳
刻
許
参
博
陸
、
以
諸
大
夫
申
入
也
、
神
宮
奏
事
始
式
日
剋
限
ホ
如
例
可
窺
哉
之
旨
申
入
、
少
時
如
例
可
窺
被
命
、 

 
 

不
令
謁
給
、
直
参 

内
、
万
里
小
路
同
伴
也
、
議
奏
属
園
池
前
宰
相
、
神
宮
奏
事
始
式
日
刻
限
ホ
相
窺
、
少
時
豊
岡
前
宰 

 
 

相
被
招
曰
、
奏
事
始
式
日
刻
限
ホ
来
十
一
日
辰
剋
被
行
之
旨
被
仰
出
之
旨
伝 

宣
、
謹
奉
、
頭
弁
俊
明
在
朝
之
間
、
面
会
、 

 
 

奏
事
始
式
日
刻
限
、
来
十
一
日
辰
剋
被
行
旨
被
仰
出
、
如
例
可
請
取
申
入
了
、 

 
 
 

一
、
祭
主
へ
通
達
ノ
事
、
一
、
御
殿
御
装
束
ノ
事
、 

 
 
 

一
、
款
状
、
目
録
ホ
八
日
辰
剋
可
被
越
ノ
事
、 

 
 

右
各
弁
へ
申
入
ノ
事
、
謁
博
陸
、
今
日
、
御
参
中
、
故
八
景
間
参
、
御
不
参
ニ
ハ
御
里
亭
参
事
、
奏
事
始
来
十
一
日
辰
刻 

 
 

被
行
之
旨
被
仰
出
、
且
八
日
目
録
、
款
状
内
覧
之
事
御
差
支
有
無
同
窺
事
、
八
日
内
覧
之
旨
被
命
、
此
後
、
帰
宅
了
、
祭 

 
 

主
三
位
、
二
品
ホ
依
故
障
先
例
有
之
哉
、
政
所
へ
相
尋
之
処
、
明
和
三
年
度
例
書
付
持
参
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
明
五(

一
七
八
五)

年
の
場
合
と
比
較
す
る
と
神
宮
上
卿
か
ら
神
宮
奉
行
に
対
す
る
指
示
の
内
容
が
類
似

し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
同
年
の
準
備
過
程
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

  
(

９)
 

天
保
十
五
年
の
場
合 

  

天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
条
実
万
の
『
神
宮
上
卿
間
記
』(

１
４)

同
一
月
四
日
、
五
日
条
に

は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

四
日 

 
 

明
五
日
披
露
始
云
々
、
奏
事
始
式
日
剋
限
等
可
伺
定
也
、
先
例
与
賀
茂
伝
奏
同
時
申
沙
汰
也
、
相
共
可
参
入
于
殿
下
也
、 

 

 
 

辰
半
剋
許
可
参
会
之
旨
示
合
于
権
中
納
言
了
、 

 
 

五
日 

 
 

辰
半
剋
許
、
行
水
、
不
及
神
事
、
着
衣
冠
、
指
貫
、
詣
于
殿
下(

中
略)

即
黄
門
被
参
入
、
相
共
招
種
田
、
予
申
云
神
宮
奏 

 
 

事
始
式
日
十
一
日
剋
限
辰
剋
如
例
可
伺
定
哉
之
由
也
、
権
中
納
言
被
申
賀
茂
奏
事
始
事
、
即
答
如
例
可
伺
定
云
々
、
退
散
、 

 
 

参
内
、(

中
略)

予
属
議
奏
云
神
宮
奏
事
ノ
始
式
日
剋
限
等
伺
申
也
、
賀
茂
伝
奏
同
上
、
小
時
同
卿
伝
宣
、
式
日
十
一
日
剋 

 
 

限
辰
剋
被
仰
出
云
々
、
先
於
廊
下
招
頭
弁
、
仰
件
事
、
条
々
如
例
可
商
量
之
由
示
了
、 
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一
、 

奏
事
目
録
如
例
可
被
調
事
、 

一
、 

小
御
所
議
定
所
御
装
束
可
被
沙
汰
事
、 

一
、 
可
被
達
于
祭
主
事
、 

一
、 

来
八
日
巳
剋
迄
款
状
已
下
可
被
送
事
、 

一
、 

送
状
テ
祭
主
許
、
訓
付
交
名
款
状
写
ホ
明
日
巳
剋
迄
可
被
送
之
旨
申
遣
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
化
十
五(
一
八
一
八)

年
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
三
条
は
「
先
例
与
賀
茂
伝
奏
同
時
申
沙
汰
也
、」
と

記
し
て
お
り
、
前
掲
の
大
炊
御
門
経
久
の
記
録
で
あ
る
『
神
宮
上
卿
之
記
』
な
ど
を
参
考
に
し
た
と
考
え
る
。 

 

(

１
０) 

嘉
永
二
年
の
場
合 

  

最
後
に
嘉
永
二(

一
八
四
九)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
徳
大
寺
公
純
の
『
神
宮
申
沙
汰
雑
誌
草
稿
』(

１
５)

同
一
月
五

日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

少
時
橋
本
亜
相
参
入
、
両
人
招
諸
大
夫
、
予
先
申
云
来
十
一
日
神
宮
奏
事
始
如
例
辰
剋
被 

仰
出
哉
申
入
、
次
亜
相
賀
茂 

 
 

奏
事
始
式
日
致
例
、
少
時
答
如
例
可
伺
云
々
、
両
人
直
参
朝
、
先
予
属
正
房
卿
、
残
番
加
勢
也
、
神
宮
奏
事
始
来
十
一
日 

 
 

辰
剋
可
被
仰
出
哉
言
上
、
退
入
、(

中
略)

少
時
伝
宣
、
伺
之
通
被 

仰
出
云
々
、
直
退
朝
、
参
入
、
殿
下
同
上
被
仰
出
之 

 
 

旨
、
并
来
八
日
款
状
已
下
内
々
奏
聞
、
御
内
覧
可
有
哉
申
入
、
少
時
、
八
日
内
々
奏
聞
之
儀
御
承
諾
、
御
内
覧
有
之
候
、 

 
 

直
帰
畢
、
今
日
、
資
宗
朝
臣
参
朝
之
間
、
奏
事
始
式
日
来
十
一
日
辰
剋
被
仰
出
旨
申
渡
、
如
例
申
含
条
々
注
左
、 

一
、 

奏
事
目
六
如
例
可
被
調
之
事
、 

一
、 

小
御
所
議
定
所
御
装
束
可
被
沙
汰
事
、 

一
、 

祭
主
江
可
被
達
事
、 

一
、 

来
八
日
巳
剋
迄
ニ
款
状
已
下
可
被
相
送
事
、 

 
 

各
承
諾
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
明
五(

一
七
八
五)

年
、
文
化
十
五(

一
八
一
八)

年
、
天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、

光
格
天
皇
下
に
お
け
る
天
明
五
年
の
準
備
過
程
が
幕
末
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
節 

神
宮
奏
事
始
の
儀
式
次
第 

 
 (

１)
 

寛
永
四
年
の
場
合 

 
 

近
世
の
神
宮
奏
事
始
の
式
日
に
つ
い
て
は
『
神
宮
雑
事
』(

１
６)

寛
文
八(

一
六
六
八)

年
一
月
六
日
条
に
官
務
壬
生
重
房
が
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摂
政
鷹
司
房
輔
に
提
出
し
た
「
神
宮
奏
事
始
例
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
亀
二(

一
五
〇
二)

年
を
最
初
と 

し
て
、
記
載
の
な
い
年
も
多
い
が
、
寛
文
七(

一
六
六
七)

年
ま
で
の
式
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
式
日
は
一
定
し
て
い
な
い
が
、
近
世
以
降
、
そ
の
多
く
が
一
月
十
一
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の

日
が
式
日
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

本
章
に
お
い
て
は
近
世
神
宮
奏
事
始
の
儀
式
次
第
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
初
に
寛
永
四(

一
六
二
七)

年
の
場
合
を
み
る
。
日

野
資
勝
の
『
資
勝
卿
記
』
同
一
月
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

早
旦
、
行
水
已
後
、
着
装
束
、
重
大
帷
子
、
日
出
時
分
参
内
、
布
衣
一
人
、
白
丁
一
人
其
外
青
侍
袴
ニ
テ
召
具
之
、
昇
高 

 
 

遣
戸
、
沓
脱
、
先
ニ
頭
中
将
元
親
朝
臣
参
会
、
即
申
次
也
、
尓
時
、
出
御
、
予
持
笏
、
於
長
押
内
、
先
御
礼
、
次
伺
御
気 

 
 

色
、
参
進
、
而
聊
引
寄
円
座
、
着
座
、
置
笏
右
方
、
自
懐
中
取
出
目
六
、
読
之
、
毎
条
右
ノ
方
へ
結
テ
伺
御
気
色
、
読
訖
、 

 
 

懐
中
目
録
、
取
笏
、
下
円
座
、
謹
而
申
入
御
、
入
御
後
、
則
退
出
シ
テ
、
奏
事
目
録
付
仰
詞
、
遣
頭
左
中
将
之
処
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
日
野
資
勝
は
日
の
出
頃
に
参
内
し
、
つ
ぎ
に
後
水
尾
天
皇
が
出
御
し
た
。
神
宮
伝
奏
は
笏
を
も

ち
、
長
押
の
内
に
お
い
て
天
皇
に
拝
礼
し
、
機
嫌
を
伺
っ
た
。
参
進
し
、
少
し
円
座
を
引
き
寄
せ
、
着
座
し
た
。
笏
を
右
方
に

置
き
、
懐
中
よ
り
奏
事
目
録
を
取
り
出
し
、
読
み
上
げ
た
。 

 

一
項
目
読
む
ご
と
に
目
録
を
右
に
結
ん
で
、
天
皇
の
意
向
を
伺
っ
た
。
読
み
終
わ
っ
て
、
奏
事
目
録
を
懐
中
に
入
れ
、
笏
を

取
り
、
円
座
を
降
り
て
、
天
皇
に
入
御
を
申
し
入
れ
た
。
天
皇
が
入
御
し
た
後
、
神
宮
伝
奏
も
退
出
し
て
奏
事
目
録
に
仰
詞
を

書
き
入
れ
、
神
宮
奉
行
に
そ
れ
を
遣
わ
し
た
。
以
上
が
近
世
前
期
に
お
け
る
儀
式
次
第
の
大
筋
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
、
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
。 

 

(

２)
 

天
和
四
年
の
場
合 

  

天
和
四(

一
六
八
四)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
条
兼
輝
の
『
兼
輝
公
記
』
同
一
月
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
注
目

す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

辰
剋
、
着
衣
冠
、
紅
単
、
檜
扇
、
参
内
、
依
奏
事
始
也
、
召
具
、
諸
大
夫
一
人
、
布
直
垂
、
布
衣
両
輩
、
沓
持
、
笠
持
、 

 
 

乍
儲
関
白
座
、
数
代
不
参
、
乍
儲
座
不
参
事
理
如
何
、
永
正
、
大
永
、
関
白
参
勤
雖
無
所
見
、
亀
山
、
後
宇
多
已
来
至
後 

 
 

円
融
、
関
白
、
丞
相
必
参
勤
、
奏
事
始
者
議
定
始
、
奏
神
宮
雑
事
儀
也
、
議
定
日
参 

内
之
上
者
、
奏
事
始
不
参
無
謂
、 

 
 

永
正
、
大
永
者
依
朝
廷
衰
微
、
如
節
会
、
御
裾
、
諸
宣
下
内
覧
多
不
参
、
而
朝
参
少
、
是
装
束
不
具
、
或
依
里
亭
遠
、
難 

 
 

協
、
仍
難
用
先
例
、
然
而
年
久
断
絶
、
故
以
右
大
将
昨
鳥
伺
御
内
意
、
可
参 

内
之
由
勅
許
、
仍
今
日
所
参 

内
也
、
向

後
毎
年
件
ホ
日
可
参
而
巳
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
、
関
白
一
条
兼
輝
は
神
宮
奏
事
始
を
勤
め
る
た
め
に
参
内
し
た
。
こ
れ
ま
で
も
式
場
に
関
白
の
座

が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
関
白
は
数
代
に
わ
た
り
参
勤
し
て
い
な
か
っ
た
。 



 

 

238 

 
中
世
以
来
、
関
白
、
大
臣
は
必
ず
参
勤
し
て
い
た
が
、
永
正
、
大
永
年
間
に
朝
廷
が
衰
微
し
、
関
白
が
節
会
、
御
裾
、
諸
宣

下
内
覧
の
多
く
に
参
勤
し
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
装
束
が
不
備
と
な
り
、
里
亭
が
遠
方
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
先
例
に
従
う
こ

と
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
に
関
白
の
参
勤
は
久
し
く
断
絶
し
て
い
た
。 

 

一
条
は
関
白
の
参
勤
を
再
興
し
た
い
理
由
と
し
て
奏
事
始
は
議
定
始
で
あ
り
、
神
宮
の
こ
と
を
奏
上
す
る
儀
式
で
あ
る
。
議

定
日
に
参
内
し
た
な
ら
ば
、
奏
事
始
に
参
勤
し
な
い
理
由
は
な
い
と
し
、
昨
日
、
霊
元
天
皇
に
武
家
伝
奏
花
山
院
定
誠
を
通
じ

て
参
勤
し
た
い
旨
を
奏
上
し
、
勅
許
を
得
た
の
で
参
内
し
た
。 

 

実
際
の
儀
式
に
お
い
て
寛
永
四(
一
六
二
七)

年
の
場
合
と
比
較
し
て
変
化
し
た
の
は
同
条
に
「
予
窺
天
気
、
目
伝 

奏
、
伝

奏
進
、
引
寄
円
座
、
置
笏
、
自
懐
中
取
出
目
録
、
読
之
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
条
が
天
皇
の
機
嫌
を
伺
い
、
神
宮
伝
奏
柳
原

資
廉
に
目
配
せ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
柳
原
が
奏
事
目
録
を
奏
聞
し
た
こ
と
で
あ
る
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
翌
貞
享
二(

一
六
八
五)

年
の
場
合
も
一
条
は
参
勤
し
て
同
様
の
役
割
を
果
た
し
た
。 

 

(

３)
 

貞
享
三
年
の
場
合 

  

貞
享
三(

一
六
八
六)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。『
兼
輝
公
記
』
同
一
月
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が

み
え
る
。 

 
 

入
常
御
門
、
候
便
宜
所
、
事
未
始
前
、
招
近
臣
東
園
中
納
言
、
奏
云
奏
事
始
毎
度
儲
伝
奏
座
、
然
而
不
着
座
、
置
着
円
座
、 

 
 

其
体
如
職
事
奏
聞
、
奏
事
始
作
法
雖
不
慥
、
叙
位
除
目
時
、
執
筆
先
着
座
、
依
関
白
命
、
移
着
執
筆
円
座
、
是
作
法
大
臣
、 

 
 

納
言
無
差
別
、
准
此
例
、
於
奏
事
始
先
着
座
、
次
依
関
白
命
移
着
円
座
、
可
協
時
宜
歟
、
此
ホ
事
可
任
叡
慮
、
宜
可
有
奏 

 
 

聞
、
小
暫
東
園
中
納
言
被
伝
勅
云
、
予
所
申
有
其
謂
、
先
令
着
座
、
移
円
座
、
可
然
歟
、
予
仍
命
右
旨
於
神
宮
伝
奏
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
、
神
宮
奏
事
始
の
前
に
一
条
は
議
奏
東
園
基
量
を
便
宜
所
に
招
き
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
要
請
し
た
。

神
宮
奏
事
始
に
お
い
て
は
毎
度
神
宮
伝
奏
の
座
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
神
宮
伝
奏
は
着
座
せ
ず
、
円
座
に
着
座
し
て
い
る
。

そ
れ
は
職
事
奏
聞
の
よ
う
で
あ
り
、
神
宮
奏
事
始
の
作
法
に
つ
い
て
は
不
確
か
で
あ
る
が
、
叙
位
、
除
目
の
と
き
、
執
筆
は
ま

ず
着
座
し
、
関
白
の
命
令
に
よ
っ
て
円
座
に
移
動
す
る
。 

 

こ
の
作
法
は
大
臣
、
納
言
と
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
先
例
に
准
じ
て
神
宮
奏
事
始
に
お
い
て
も
、
ま
ず
神
宮
伝
奏
の
座
に
着

座
し
、
つ
ぎ
に
関
白
の
命
令
に
よ
っ
て
円
座
に
移
動
す
る
の
が
適
切
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
霊
元
天
皇
の
意
向
に
任
せ
る

べ
き
で
あ
り
、
奏
聞
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
東
園
が
一
条
に
そ
の
よ
う
に
す
る
の
が
適
切

で
は
な
い
か
と
の
勅
命
を
伝
達
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
条
は
久
我
に
こ
の
こ
と
を
命
じ
た
。『
通
誠
公
記
』
同
日
条
に
は
次
の

よ
う
に
み
え
る
。 

辰
剋
許
参
内
、
衣
冠
、
重
持
笏
、
衣
冠
、
持
笏
事
先
例
也
、
頭
中
将
同
被
参
、
即
剋
殿
下
御
参
之
間
、
事
具
之
由
、
頭
中 

 
 

将
相
伴
、
一
同
以
老
中
東
園
中
納
言
奏
之
、
有
暫
出
御
議
定
所
、
議
定
所
構
注
左
、
次
関
白
入
簾
中
、
着
座
、
次
予
懐
中 
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目
録
、
入
簾
中
、
着
座
、
頭
中
将
廉
外
伺
公
、
次
関
白
被
窺
御
気
色
、
殿
下
予
気
色
、
次
予
請
気
色
、
起
座
、
膝
行
、
着 

 
 

円
座
、
其
儀
、
先
右
足
少
引
寄
円
座
於
前
、
着
之
、
次
置
笏
於
右
方
、
自
懐
中
取
出
目
録
、
読
之
、
一
ケ
条
読
之
、
結
申
、 

 
 

窺
御
気
色
、
次
第
三
ケ
条
読
了
、
懐
中
目
録
、
次
取
笏
、
膝
退
、
平
伏
、
申
入
御
、
次
入
御
、
出
廉
外
、
殿
下
御
退
出
了
、 

 
 

次
予
件
目
録
銘
加
、
下
職
事
、
直
下
之
間
、
不
及
一
通
、
其
儀
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
ノ
字
并
仰
詞
加
之
、 

 
 
 

貞
享
三
年
正
月
九
日 
基
勝
奏
、 

 
 
 
 

神
宮
条
々 

 
 
 
 
 

祭
主
景
忠
卿
申
、
祈
年
祭
幣
使
再
興
事
、 

 
 
 
 

仰
、
早
可
致
其
沙
汰
、 

 
 
 
 
 

同
申
、
神
領
再
興
事
、 

 
 
 
 

仰
、
可
被
仰
出
武
家
、 

 
 
 
 
 

同
申
、
荒
木
田
重
嘉
叙
爵
事
、 

 
 
 
 

仰
、
可
令
宣
下
、 

 
 

如
此
相
加
了
、
次
頭
中
将
件
之
目
録
銘
相
加
、
書
改
、
二
通
賜
予
之
間
、
頭
中
将
一
同
以
老
中
右
大
将
件
一
通
献
之
、
御 

 
 

 
 

所
留
、
此
次
珎
重
申
上
并
以
表
使
女
房
右
京
大
夫
、
勾
当
内
侍
申
入
祝
詞
了
、
於
今
一
通
目
録
者
予
方
留
之
了 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
述
し
た
一
条
の
命
令
に
よ
っ
て
神
宮
伝
奏
久
我
通
誠
は
議
定
所
に
入
る
と
、
ま
ず
伝
奏
の
座
に
着
座
し
、 

一
条
が
天
皇
の
機
嫌
を
伺
い
、
神
宮
伝
奏
に
合
図
し
て
、
円
座
に
移
動
さ
せ
、
奏
事
目
録
を
奏
聞
さ
せ
た
。 

 

一
条
兼
輝
に
つ
い
て
は
天
和
二(

一
六
八
二)

年
に
上
官
の
左
大
臣
近
衛
基
熙
を
異
例
に
越
え
て
関
白
に
な
り
、
霊
元
天
皇
の

朝
廷
再
興
を
支
持
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、(

１
７)

神
宮
奏
事
始
に
お
け
る
関
白
の

参
勤
を
再
興
し
た
こ
と
や
先
例
に
倣
う
よ
う
に
神
宮
伝
奏
へ
儀
式
上
の
所
作
を
指
示
し
た
理
由
も
理
解
で
き
る
。 

 

(

４)
 

貞
享
五
年
の
場
合 

  

貞
享
五(

一
六
八
八)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。『
兼
輝
公
記
』
同
一
月
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
摂
政
一
条
兼
輝
が
議
定
所

に
着
座
す
る
と
、
神
宮
伝
奏
久
我
通
誠
が
奏
事
目
録
を
持
参
し
、
一
条
は
そ
れ
を
内
覧
し
た
。 

 

そ
の
後
、「
就
議
定
所
簾
下
、
付
内
侍
奏
聞
、
依
幼
主
無
出
御
、」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
条
が
議
定
所
の
簾
下
に
お
い
て
奏
事

目
録
を
内
侍
に
付
し
て
東
山
天
皇
に
奏
聞
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
し
か
し
天
皇
は
当
時
十
三
歳(

１
８)

と
幼
主
で
あ
っ
た

こ
と
に
よ
り
出
御
は
し
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
奏
事
目
録
が
返
却
さ
れ
、
久
我
は
そ
れ
を
受
け
と
っ
て
退
出
し
、
一
条
も

退
出
し
た
。 
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(
５)

 

元
禄
四
年
の
場
合 

  

元
禄
四(
一
六
九
一)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
条
の
あ
と
に
関
白
と
な
っ
た
近
衛
基
熙
の
『
基
熙
公
記
』(

１
９)

同
一
月
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
近
衛
は
事
前
に
奏
事
目
録
を
内
覧
し
、
神
宮
奏
事
始
に
参
勤
し
た
。
同
条
に
は
「
有
御
気
色
、

余
伝
尓
之
、
次
上
卿
起
座
、
進
円
座
、
置
笏
、
取
出
懐
中
、
目
之
、
一
々
読
之
、」
と
あ
り
、
実
際
の
儀
式
に
お
い
て
神
宮
伝

奏
に
合
図
し
、
奏
聞
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
天
和
四(

一
六
八
四)

年
、
貞
享
三(

一
六
八
六)

年
の
準
備
過
程
が
引
き
継
が
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
天
和
四
年
か
ら
貞
享
五
年
に
か
け
て
一
条
が
行
っ
た
関
白
参
勤
の
再
興
、
神
宮
伝
奏
へ
の
儀
式
所
作
の

指
示
、
摂
政
に
よ
る
奏
事
目
録
の
内
覧
に
よ
っ
て
、
神
宮
奏
事
始
の
性
格
が
神
宮
伝
奏
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
儀
式
か
ら
摂
政
、

関
白
の
指
示
の
下
で
神
宮
伝
奏
が
行
う
儀
式
へ
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 (

６)
 

元
禄
十
六
年
の
場
合 

  

元
禄
十
六(

一
七
〇
三)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
徳
大
寺
公
全
の
『
公
全
公
記
』
同
一
月
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に

み
え
る
。 

 
 

晴
夘
剋
、
参 

内
、
着
衣
冠
、
単
、
持
笏
、
頭
弁
、
予
両
人
参
之
由
議
奏
迄
申
入
了
、
関
白
不
参
也
、
辰
剋
許 

出
御
之 

 
 

由
、
議
定
所
西
庇
候
、
頭
弁
簾
際
候
、
告 

出
御
之
由
、
余
参
進
、
入
議
定
所
内
、
直
着
円
座
、
置
笏
、
披
目
録
、
読
一 

 
 

ケ
条
了
、
窺
天
気
、
平
伏
、
又
一
ケ
条
読
、
如
初
平
伏
、
又
一
ケ
条
読
了
、
平
伏
、
以
上
、
三
ケ
条
也
、
巻
目
録
、
懐
中
、 

 
 

持
笏
、
退
出
、
伏
而
申
入
御
、
ゝ
ゝ
之
後
、
出
簾
外
、
目
録
尓
仰
詞
書
付
、
頭
弁
遣
了
、
以
表
使
余
祭
主
頭
弁 

奏
事
始 

 
 

首
尾
能
珍
重
存
由
勾
当
内
侍
迄
申
入
之
処
、
目
出
思
食
之
由
被 

仰
下
了
、
於
男
末 

天
盃
拝
領
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
関
白
近
衛
基
熙
の
不
参
に
よ
り
、
そ
の
指
示
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
他
の
大
筋
は
貞
享
三(

一
六
八
六)

年
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
。 

 

(

７)
  

延
享
五
年
の
場
合 

  

延
享
五(

一
七
四
八)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
中
山
栄
親
の
『
神
宮
上
卿
記
』
同
一
月
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み

え
る
。 

 
 

十
一
日
、
早
旦
、
参
内
、
紅
単
、
取
笏
、
摂
政
坐
清
涼
殿
西
庇
、
設
畳
北
面
、
予
着
円
座
、
読
目
録
、
如
前
例
畢
、
退
座
、 

 
 

加
表
書
日
仰
詞
ホ
、
授
益
房
、
取
案
一
枚
、
従
議
定
所
簾
下
付
内
侍
奏
聞
、
不
返
賜
、
次
於
申
口
賜
天
盃
、(

後
略) 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奏
事
始
は
一
月
十
一
日
に
行
わ
れ
、
清
涼
殿
の
西
庇
に
着
座
し
た
、
摂
政
一
条
道
香
に
対
し
、
神
宮 
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上
卿
中
山
栄
親
が
奏
事
目
録
を
読
み
、
一
条
が
回
答
し
た
。
中
山
は
退
出
後
に
そ
の
仰
詞
を
奏
事
目
録
に
書
き
、
そ
の
写
し
を

内
侍
に
付
し
て
当
時
八
歳
で
あ
っ
た
桃
園
天
皇
に
奏
聞
し
た
。 

 

こ
の
こ
と
に
よ
り
同
じ
く
天
皇
が
年
少
で
あ
っ
た
時
期
の
神
宮
奏
事
始
で
あ
っ
て
も
先
に
明
ら
か
に
し
た
貞
享
五(

一
六
八

八)

年
の
場
合
と
異
な
る
こ
と
は
摂
政
が
事
前
に
奏
事
事
項
に
回
答
し
、
実
質
上
、
天
皇
の
代
行
と
し
て
こ
の
儀
式
を
勤
め
た

こ
と
で
あ
る
。 

  
(

８)
 

宝
暦
七
年
の
場
合 

  

宝
暦
七(

一
七
五
七)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
正
親
町
実
連
の
『
神
宮
上
卿
雑
記
』
同
一
月
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う

に
み
え
る
。 

 
 

十
一
日
、
早
旦
、
参
内
、
紅
単
、
取
笏
、
関
白
坐
清
涼
殿
、
設
畳
北
面
、
予
着
円
座
、
此
時
円
座
以
左
手
寄
北
、
読
目
録
、

其
儀
於
右
方
閉
目
録
、
於
中
央
上
之
読
了
、
畢
退
座
、
加
表
書
、
奏
事
目
録
書
之
日
仰
詞
ホ
授
資
枝
、(

中
略)

案
紙
一
紙
、

杉
原
、
授
議
奏
、
又
一
枚
与
祭
主
、
又
一
枚
関
白
殿
進
也
、
弁
之
沙
汰
也
、
次
於
申
口
賜
天
盃
、(

後
略) 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
延
享
五(

一
七
四
八)

年
の
場
合
と
同
様
に
桃
園
天
皇
の
出
御
が
な
く
、
神
宮
上
卿
正
親
町
実
連
が
関
白
一

条
道
香
に
対
し
て
奏
事
目
録
を
読
み
、
一
条
が
回
答
し
た
。
中
山
は
退
出
後
に
そ
の
仰
詞
を
奏
事
目
録
に
書
い
た
。
議
奏
に
奏

事
目
録
の
写
し
を
渡
し
た
が
、
桃
園
天
皇
へ
の
奏
聞
は
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
こ
と
に
よ
り
天
皇
が
成
人
後
も
体
調
の
こ
と
な
ど
何
ら
か
の
理
由
で
出
御
し
な
か
っ
た
場
合
、
関
白
が
天
皇
の
代
行 

を
勤
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  
(

９)
 

安
永
八
年
の
場
合 

  

安
永
八(

一
七
七
九)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
記
』
同
一
月
十
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に

み
え
る
。 

 
 

卯
半
剋
、
着
衣
冠
、
参
内
、
左
少
辨
頼
熈
着
束
帯
、
参
上
、
関
白
辰
剋
計
令
参
給
、
直
衣
、
予
、
頼
熈
等
謁
申
、
可
有
内 

 
 

 
 

覧
哉
申
入
之
後
、
被
着
議
定
所
西
庇
座
、
次
予
経
庇
、
南
行
、
着
同
座
、
奏
事
目
録
取
副
于
笏
、
逃
左
足
候
、
須
臾
直
左 

 
 

足
候
、
気
色
、
関
白
目
許
、
予
降
座
、
参
進
、
置
笏
右
方
、
取
直
目
録
、
置
座
前
、
跪
候
、
関
白
披
見
、
返
給
、
予
取
副 

 
 

笏
、
関
白
被
仰
云
、
可
奏
聞
、
予
退
出
、
関
白
起
座
、
此
後
事
具
之
由
、
附
万
里
小
路
前
大
納
言
申
入
、
辰
半
剋
許
、
出 

 
 

御
議
定
所
、
此
間
関
白
被
着
西
庇
座
、
予
同
取
副
目
録
于
笏
、
着
座
、
須
臾
起
座
、
搴
御
簾
、
昇
長
押
、
被
着
御
前
座
、 

 
 

次
予
起
座
、
搴
御
簾
、
昇
長
押
、
懸
右
膝
、
起
、
歩
行
両
三
歩
、
次
膝
行
、
三
度
、
先
右
足
、
着
御
前
円
座
、
以
左
手
着 

 
 

之
、
押
円
座
、
次
取
渡
目
録
左
手
、
置
笏
右
方
、
次
取
渡
目
録
右
手
、
於
右
方
披
之
、
持
廻
前
方
、
披
文
、
聊
押
下
、
読 
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上
、
安
永
八
年
正
月
十
六
日
、
頼
熈
奏
神
宮
条
々
、
祭
主
寛
忠
朝
臣
申
神
領
再
興
事
、
押
合
右
方
、
伺
天
気
、
又
持
廻
前 

 
 

方
、
読
上
、
同
申
祈
年
祭
幣
使
再
興
事
、
同
前
、
毎
段
如
此
了
、
巻
文
、
取
副
于
笏
、
膝
退
、
先
左
足
三
度
、
起
両
三
歩 

候
、
長
押
下
、
平
伏
、
申
入
御
、
此
間
入
御
、
関
白
降
座
、
平
伏
了
、
復
座
、
予
下
長
押
、
搴
御
簾
、
退
去
、
次
関
白
起 

座
、
退
入
、
此
後
、
予
書
奏
事
目
録
銘
并
日
ノ
二
字
仰
詞
等
、
授
左
少
弁
頼
熈
云
々
、
書
上
卿
官
名
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
二
字
予
書
之
、 

 
 

権
中
納
言 

頼
熈
書
之
、 

 
 
 
 

安
永
八
年
正
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 

頼
熈
奏 

 
 
 
 
 

神
宮
条
々 

 
 
 
 
 
 

祭
主
寛
忠
朝
臣
申
神
領
再
興
事
、 

 
 

仰
詞
予
書
之
、
仰
、
早 

可
仰
武
家
、 

 
 
 
 
 
 

同
申
祈
年
祭
幣
使
再
興
事
、 

 
 
 
 
 

仰
、
早
可
致
其
沙
汰
、 

 
 
 
 
 
 

同
申
従
五
位
下
荒
木
田
神
主
盛
臣 

 
 
 
 
 
 

同
久
老
、
同
氏
歴
、
同
弘
大
、
同
興
古 

 
 
 
 
 
 

等
申
従
五
位
上
、
度
会 

 
 
 
 
 
 

神
主
貞
等
、
同
算
彦
、
同
貞
賀
、 

 
 
 
 
 
 

同
末
邦
、
同
末
博
等
申
正
五
位
下
事
、 

 
 
 
 
 

仰
、
早
可
宣
下
、 

此
銘
予
書
之
、
奏
事
目
録 

 
 

謁
申
関
白
賀
、
無
異
、
頼
熈
進
目
録
写
一
紙
、
次
付
万
里
小
路
前
大
納
言
、
賀
申
、
可
付
女
房
之
由
被
示
之
、
頼
熈
付
件 

 
 

卿
献
写
一
紙
、
付
女
房
言
上
、
暫
時
於
申
口
上
、
賜
天
盃
、
退
去
之
後
、
付
女
房
畏
申
了
、
頼
熈
目
録
一
紙
與
予
、
又
一 

 
 

紙
与
祭
主
寛
忠
朝
臣
、
権
禰
宜
等
加
級
口 

宣
案
下
左
大
史
云
々
、
今
日
、
祭
主
権
大
副
参
候
、
申
賀
詞
、
流
例
云
々
、 

 
 

退
出
、
巳
半
剋
過
解
斎
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
午
前
七
時
、
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
が
衣
冠
を
着
け
、
参
内
し
た
。
神
宮
奉
行
葉
室
頼
熈
も
束
帯
を
着
け
、

参
内
し
た
。
午
前
八
時
、
関
白
九
条
尚
実
が
直
衣
を
着
け
、
参
内
し
た
。
神
宮
上
卿
と
神
宮
奉
行
が
関
白
に
謁
見
し
、
奏
事
目

録
を
内
覧
す
る
か
ど
う
か
申
し
入
れ
た
後
、
関
白
は
議
定
所
の
西
庇
座
に
着
し
た
。 

 

神
宮
上
卿
も
庇
座
に
着
し
、
笏
に
目
録
を
取
り
副
え
て
、
座
を
降
り
、
笏
を
右
方
に
置
き
、
参
進
し
た
。
目
録
を
取
り
直
し
、 

関
白
の
座
の
前
に
置
い
た
。
関
白
が
目
録
を
披
見
し
、
返
し
た
。
神
宮
上
卿
が
笏
を
取
る
と
関
白
が
奏
聞
せ
よ
と
命
じ
、
神
宮

上
卿
は
唯
と
答
え
、
退
出
し
た
。
関
白
も
起
座
し
た
。 

 

午
前
八
時
半
、
後
桃
園
天
皇
が
議
定
所
に
出
御
し
た
。
こ
の
間
、
関
白
が
西
庇
座
に
着
き
、
神
宮
上
卿
も
目
録
を
笏
に
取
り

副
え
、
同
座
に
着
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
関
白
が
起
座
し
、
御
簾
を
搴
げ
、
長
押
を
昇
り
、
御
前
の
座
に
着
し
た
。 
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神
宮
上
卿
も
起
座
し
、
御
簾
を
搴
げ
、
長
押
を
昇
り
、
御
前
の
円
座
に
着
し
た
。
目
録
を
左
手
に
取
り
渡
し
、
笏
を
右
方
に

置
き
、
目
録
を
右
手
に
取
り
渡
し
、
右
方
に
お
い
て
こ
れ
を
披
き
、
前
方
に
持
ち
廻
し
、
披
い
た
目
録
を
少
し
押
し
下
げ
、「 

安
永
八
年
正
月
十
六
日
、
頼
熈
奏
す
。
神
宮
条
々
、
祭
主
寛
忠
朝
臣
申
す
。
神
領
再
興
事
。」
と
読
み
上
げ
た
。 

 

右
方
に
目
録
を
押
し
合
わ
せ
、
天
皇
の
意
向
を
伺
い
、
ま
た
前
方
に
持
ち
廻
し
、「
祈
年
祭
幣
使
再
興
の
事
、
ヽ
ヽ
ヽ
」
と 

読
み
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
読
み
終
わ
り
、
目
録
を
巻
き
、
笏
に
取
り
副
え
、
長
押
を
降
り
、
平
伏
し
て
、
天
皇
に
入
御

さ
れ
る
よ
う
に
申
し
た
。
天
皇
が
入
御
し
た
。
関
白
が
座
を
降
り
、
平
伏
し
、
座
に
戻
っ
た
。
神
宮
上
卿
は
長
押
を
降
り
、
御

簾
を
搴
げ
、
退
去
し
た
。
関
白
も
起
座
し
、
退
入
し
た
。 

 

こ
の
あ
と
神
宮
上
卿
は
奏
事
目
録
に
銘
、
日
付
け
、
申
請
事
項
に
対
す
る
天
皇
の
意
向
で
あ
る
仰
詞
等
を
書
き
、
神
宮
奉
行

に
授
け
た
。
そ
し
て
関
白
に
謁
見
し
、
賀
び
を
申
し
た
。
神
宮
奉
行
が
目
録
の
写
し
一
紙
を
持
参
し
、
議
奏
万
里
小
路
政
房
に

そ
れ
を
渡
し
、
賀
び
を
申
し
た
。
議
奏
は
目
録
の
写
し
を
女
房
に
渡
す
よ
う
に
指
示
し
た
。
神
宮
奉
行
は
写
し
を
議
奏
に
献
じ
、 

同
じ
も
の
を
女
房
に
渡
し
て
賀
び
を
申
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
申
口
に
お
い
て
神
宮
上
卿
が
天
盃
を
賜
っ
た
。 

 

神
宮
上
卿
は
退
去
後
に
女
房
に
謝
辞
を
述
べ
た
。
神
宮
奉
行
が
目
録
一
紙
を
神
宮
上
卿
に
渡
し
、
ま
た
一
紙
を
祭
主
に
渡

し
、
権
祢
宜
等
加
級
の
口
宣
案
を
官
務
に
渡
し
た
。
神
宮
上
卿
は
午
前
十
一
時
過
ぎ
に
解
斎
し
た
。 

 

さ
ら
に
同
書
に
よ
れ
ば
、
同
九
年
一
月
十
三
日
、
摂
政
九
条
尚
実
が
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
に
議
奏
橋
本
実
理
を
通
じ
て
今

月
二
二
日
巳
刻
に
神
宮
奏
事
始
を
行
う
よ
う
に
命
じ
た
。
正
親
町
は
神
宮
奉
行
坊
城
俊
親
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
、
奏
事
目
録
の

作
成
を
命
じ
た
。
同
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

 
 
 
 

幼
主
之
時
、
奏
事
始
儀
以
寛
延
之
趣
談
申
、
摂
政
殿
最
可
然
旨
被
決
定
、
其
趣
如
左
、 

 
 
 
 

摂
政
殿
御
坐
尓
鬼
間
代
、
公
明
参
進
、
着
円
座
、
読
申
奏
事
目
録
、
条
々
執
御
気
色
畢
、
退
座
、
書
加
仰
詞
、
下
弁 

 
 
 
 

俊
親
、
此
後
、
就
内
侍
候
所
、
案
一
枚
不
返
賜
、 

 
 

伝
聞
宝
暦
内
前
公
摂
政
中
内
覧
了
、
付
内
侍
奏
聞
云
々
、
此
儀
如
何
、
社
司
訴
訟
奏
申
、
幼
主
無
其
理
、
於
如
奉
幣
宣
命 

 

者
猶
奏
之
者
、
自
余
文
書
以
覧
摂
政
為
奏
聞
者
可
然
乎
、
仍
如
此
申
行
訖
、
公
被
諾
給
、 

前
年
十
月
に
後
桃
園
天
皇
が
崩
御
し
、
同
八
年
十
一
月
二
五
日
に
八
歳
で
践
祚
し
た
の
が
光
格
天
皇
で
あ
っ
た
。
当
然
、
神

宮
奏
事
始
に
出
御
し
て
奏
聞
を
う
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
正
親
町
は
先
述
し
た
延
享
五(

一
七
四
八)

年
に
摂
政
一
条
道
香

が
天
皇
の
代
行
を
勤
め
た
先
例
を
摂
政
九
条
に
伝
え
、
九
条
が
自
ら
天
皇
の
代
わ
り
に
神
宮
上
卿
の
奏
聞
を
う
け
、
回
答
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
。 

 

正
親
町
の
伝
聞
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
は
他
に
も
先
例
が
あ
り
、
宝
暦
年
間
に
摂
政
近
衛
内
前
が
文
書
を
内
覧
後
、
内
侍 

に
付
し
て
天
皇
に
奏
聞
し
て
い
た
が
、
社
司
の
訴
訟
を
契
機
と
し
て
天
皇
が
幼
少
の
と
き
は
奉
幣
の
宣
命
は
奏
聞
す
る
が
、
ほ

か
の
文
書
は
摂
政
に
内
覧
さ
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
奏
聞
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。 

 

同
十
九
日
、
坊
城
が
正
親
町
に
祭
主
の
申
請
目
録
と
神
宮
権
祢
宜
の
加
階
申
請
書
を
添
状
と
と
も
に
送
っ
た
。
同
二
一
日
、

正
親
町
が
九
条
に
そ
れ
ら
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、
奏
事
目
録
掲
載
の
許
可
を
得
た
。
同
二
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 
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巳
剋
許
着
衣
冠
吉
服
、
参
内
、
摂
政
令
参
給
、
左
少
弁
俊
親
、
束
帯
、
授
奏
事
目
録
、
先
摂
政
御
坐
于
鬼
間
代
、
予
参
進
、 

 
 

着
円
座
、
目
録
取
別
笏
、
読
申
目
録
条
々
、
執
御
気
色
、
退
座
、
書
加
仰
詞
、
下
目
録
於
俊
親
、
此
後
、
案
二
枚
俊
親
送 

 
 

之
、
一
枚
付
内
侍
候
所
、
進
上
之
、
不
返
賜
也
、
一
枚
留
私
、
又
謁
申
殿
下
、
賀
申
、
俊
親
進
案
一
枚
、
又
一
枚
、
白
紙 

 
 

也
、
送
六
条
前
中
納
言
、
以
女
房
賀
申
入
了
、
暫
時
於
御
三
間
ノ
西
、
申
口
代
、
賜
天
盃
、
当
代
初
度
、
畏
申
了
、
退
出
、 

 
 

解
斎
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
奏
事
始
が
行
わ
れ
、
同
十
三
日
の
決
定
通
り
、
鬼
間
代
に
お
い
て
正
親
町
が
九
条
に
奏
事
目
録
を
奏

聞
し
た
。
近
衛
内
前
在
任
中
以
降
の
「
文
書
以
覧
摂
政
為
奏
聞
」
と
い
う
慣
例
は
貞
享
五(

一
六
八
八)

年
の
神
宮
奏
事
始
に
つ

い
て
一
条
兼
輝
が
『
兼
輝
公
記
』
同
一
月
十
日
条
に
「
幼
主
無
出
御
、
摂
政
時
儀
、
先
例
不
分
明
、
准
彼
是
令
了
、」「
就
議
定 

所
簾
下
、
付
内
侍
奏
聞
、
依
幼
主
無
出
御
、」
と
記
し
て
い
る
こ
と
と
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。 

 

内
前
に
つ
い
て
は
幕
府
の
朝
廷
統
制
の
要
と
し
て
の
立
場
に
忠
実
で
あ
り
、(

２
０)

摂
政
、
関
白
在
任
期
間
が
歴
代
二
位
の 

二
十
年
十
一
ケ
月
の
長
期
に
わ
た
り
、
強
大
な
権
力
を
も
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と(

２
１)

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
先
述
の
よ
う
に
安
永
年
間
の
神
宮
奏
事
始
に
お
い
て
関
白
が
奏
事
目
録
の
内
覧
を
行
い
、
摂
政
が
天
皇

の
代
行
を
勤
め
た
こ
と
は
延
享
・
宝
暦
年
間
に
お
い
て
摂
政
・
関
白
の
権
限
が
拡
大
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。(

２
２)

 

 

(

１
０) 

天
明
五
年
の
場
合 

 

天
明
五(

一
七
八
五)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
神
宮
上
卿
三
条
実
起
の
『
神
宮
上
卿
日
記
』
同
一
月
十
一
日
条
に
は
次

の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

一
、
鬼
間
構
点
検
之
事
、
件
構
修
理
職
設
之
、
円
座
者
六
位
蔵
人
設
之
、 

 
 

一
、
台
盤
所
妻
戸
可
開
置
之
由
命
六
位
蔵
人
事
、 

 
 

一
、
謁
申
殿
下
、
弁
一
同
也
、
事
具
之
由
申
入
、
此
已
前
自
弁
目
録
一
紙
被
送
之
、
今
度
、
具
之
由
議
奏
、
殿
下
ホ
へ 

 
 
 
 

予
よ
り
不
申
、
自
弁
申
入
卆
、 

 
 

一
、
事
具
之
由
、
議
奏
衆
へ
も
申
入
候
事
、 

 
 

一
、
奏
事
目
録
取
副
于
笏
参
進
、
於
鬼
間
南
庇
、
伺
殿
下
御
気
色
、
御
目
許
之
後
、
昇
長
押
、
着
円
座
、
斜
向
殿
下
方
、 

 
 

 
 
 
 

置
笏
右
方
、
披
文
書
、
当
眼
前
、
読
之
、
一
段
読
了
、
押
合
右
方
候
、
殿
下
御
気
色
承
伏
、
次
又
当
眼
前
、
披
之
、 

 
 
 
 

読
之
、
凡
三
段
也
、
毎
度
如
初
読
了
、
後
巻
之
、
取
笏
、
退
入
、 

 
 

一
、
謁
申
殿
下
、
恐
悦
申
入
了
、
弁
一
同
也
、 

 
 

一
、
於
蔵
人
所
書
仰
詞
、
下
弁
事
、 

 
 

一
、
御
塞
之
事
、
議
奏
中
へ
申
入
候
事
、 

 
 

一
、
以
表
使
内
侍
被
廻
候
様
申
入
候
事
、 
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一
、
奏
事
目
録
写
二
紙
、
宿
紙
仰
詞
者
弁
書
加
之
、
一
紙
留
上
卿
許
、
一
紙
於
台
盤
所
妻
戸
下
付
内
侍 

奏
之
、
被
留 

 
 
 
 
 

御
前
事
、 

 
 

一
、
奏
終
之
後
、
議
奏
中
へ
恐
悦
申
入
、
今
日
、
中
山
大
納
言
也
、
以
表
使
勾
当
内
侍
江
恐
悦
申
入
候
事
、
弁
一
同
也
、 

 
 

一
、
招
祭
主
三
位
、
恐
悦
申
入
候
由
為
心
得
申
入
候
事
、 

 
 

一
、
中
山
大
納
言
被
招
、
唯
今 

天
盃
給
候
間
、
申
口
へ
可
参
之
旨
也
、 

 
 

一
、
於
申
口
賜 

天
盃
、
三
献
有
加
、
右
御
礼
以
表
使
申
入
事
、
如
例
、
事
訖
、
退
出
、
解
斎
、 

 
 

一
、
無
滞
相
済
ニ
付
、
吉
田
両
宮
、
春
日
、
夫
よ
り
上
御
霊
へ
社
参
、
畢
、
申
刻
退
出
、
上
御
霊
よ
り
帰
家
、
秉
燭
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
三
条
実
起
は
、
ま
ず
式
場
の
鬼
間
が
設
え
ら
れ
た
か
点
検
し
た
。
こ
の
設
え
は
修
理
職
が
行
い
、 

円
座
は
六
位
蔵
人
が
用
意
し
た
。
つ
ぎ
に
六
位
蔵
人
に
台
盤
所
の
妻
戸
を
開
け
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
三
条
は
神
宮
奉
行
と
と

も
に
摂
政
九
条
尚
実
に
謁
見
し
、
準
備
が
整
っ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
さ
ら
に
議
奏
衆
へ
も
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。 

 

三
条
は
奏
事
目
録
を
笏
に
取
り
添
え
て
参
進
し
、
鬼
間
の
南
庇
に
お
い
て
九
条
の
意
向
を
伺
い
、
目
で
合
図
さ
れ
た
こ
と
を 

う
け
て
、
長
押
を
昇
り
、
円
座
に
着
い
た
。
そ
し
て
関
白
の
方
を
向
き
、
笏
を
右
方
に
置
き
、
奏
事
目
録
を
披
き
、
眼
前
に
当

て
読
ん
だ
。
一
ケ
条
読
ん
で
、
右
方
に
押
し
合
わ
せ
、
九
条
の
意
向
を
承
っ
た
。
こ
れ
を
三
ケ
条
に
わ
た
っ
て
行
い
、
目
録
を 

巻
き
、
笏
に
取
り
添
え
、
退
入
し
た
。 

 

つ
ぎ
に
神
宮
奉
行
と
と
も
に
九
条
に
謁
見
し
、
恐
悦
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
蔵
人
所
に
お
い
て
目
録
に
仰
詞
を
書
い

て
神
宮
奉
行
に
手
渡
し
た
。
議
奏
衆
に
式
場
を
閉
じ
る
こ
と
を
要
請
し
、
表
使
を
通
じ
て
内
侍
に
来
る
よ
う
に
伝
え
た
。 

 

そ
し
て
目
録
の
写
し
を
二
つ
作
成
し
た
。
宿
紙
の
仰
詞
は
神
宮
奉
行
が
書
き
、
一
つ
は
三
条
の
も
と
に
お
き
、
も
う
一
つ
は

台
盤
所
の
妻
戸
下
に
お
い
て
内
侍
に
付
し
、
光
格
天
皇
に
奏
聞
さ
れ
、
天
皇
の
も
と
に
お
か
れ
た
。 

 

奏
聞
の
後
、
議
奏
中
山
愛
親
、
続
い
て
表
使
を
通
じ
て
勾
当
内
侍
に
恐
悦
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
祭
主
藤
波
寛
忠
を
招
い
て

朝
廷
に
恐
悦
で
あ
る
こ
と
を
申
し
入
れ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
中
山
が
今
か
ら
天
盃
を
賜
う
の
で
、
申
口
に
来
る
よ
う
に
指
示

し
た
。
三
条
は
申
口
に
お
い
て
三
献
を
賜
い
、
例
の
よ
う
に
表
使
を
も
っ
て
御
礼
を
述
べ
、
退
出
し
、
解
斎
し
た
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
安
永
九(

一
七
八
〇)

年
の
儀
式
次
第
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
式
場
の
点
検
や
六
位
蔵
人
に
対
す

る
指
示
な
ど
従
来
ま
で
な
か
っ
た
神
宮
上
卿
の
役
割
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
(

１
１) 

文
化
十
五
年
の
場
合 

  

文
化
十
五(

一
八
一
八)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
大
炊
御
門
経
久
の
『
神
宮
上
卿
之
記
』
同
一
月
十
一
日
条
に
は
次
の

よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

早
旦
、
沐
浴
、
卯
剋
許
着
直
衣
、
単
紅
、
参
内
、
少
時
、
予
、
俊
明
朝
臣
共
参
勤
之
由
、
議
奏
甘
露
寺
大
納
言
届
、
面
会
、 

 
 

同
殿
下
申
、
八
景
間
、 
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一
、
六
位
参
上
、
如
例
御
殿
御
装
束
令
奉
仕
ノ
事
、 

 
 

一
、
六
位
御
装
束
具
之
由
告
之
、
予
俊
明
朝
臣
相
共
議
奏
言
上
、
次
殿
下
申
上
、
点
見
如
例
、 

 
 

一
、
少
時
、
議
奏
甘
露
寺
大
納
言
被
告
曰
、
今
日
出
御
無
之
旨
被
示
了
、
殿
下
無
出
御
之
旨
申
上
、 

 
 

一
、
俊
明
朝
臣
内
侍
奏
聞
之
旨
一
紙
被
書
付
、
被
申
入
之
旨
也
、 

 
 

此
後
、
内
覧
、
奏
聞
也
、
俊
明
朝
臣
よ
り
被
告
ノ
事
、
清
手
水
如
例
、
小
御
所
南
庇
座
、
目
録
懐
中
也
、
内
覧
、
如
例
、 

 
 

起
座
、
回
簀
子
、
入
東
庇
、
北
ヨ
リ
三
ノ
間
、
北
庇
布
障
子
下
参
、
垂
簾
、
左
手
簾
ア
ケ
、
右
手
ニ
而
目
録
、
入
簾
下
、 

 

少
時
、
奏
聞
了
、
返
給
、
本
路
退
下
、 

 
 

一
、
此
後
、
目
録
書
仰
十
一
之
二
字
、
奏
事
目
録
之
銘
ホ
予
書
之
、 

 
 

一
、
属
議
奏
、
勾
当
掌
侍
ホ
申
珍
重
、
予
、
弁
相
共
申
上
也
、
次
殿
下
申
上
也
、 

 
 

一
、
賜
天
盃
如
例
、
属
議
奏
勾
当
掌
侍
畏
申
也
、 

 
 

一
、
目
録
写
弁
献
上
如
例
、 

 
 

一
、
同
一
紙
殿
下
進
入
、
如
例
、 

 
 

一
、
同
一
紙
被
送
議
奏
、
如
例
、 

 
 

一
、
同
一
紙
被
送
祭
主
家
政
所
、
如
例
、 

 
 
 
 
 

但
祭
主
故
障
ニ
付
、
政
所
へ
被
送
候
了
、 

 
 

一
、
同
一
紙
被
送
予
、
如
例
、 

 
 

一
、
御
装
束
撤
却
、
六
位
へ
命
了
、
弁
下
知
也
、 

 
 

一
、
謁
殿
下
、
賀
申
并
無
事
相
済
御
届
申
入
了
、
予
弁
相
共
申
也
、
御
祝
酒
如
例
、
此
後
、
退
出
、
解
斎
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
に
よ
る
式
場
の
点
検
や
六
位
蔵
人
に
対
す
る
指
示
な
ど
天
明
五(

一
七
八
五)
年
の
場
合
と
類
似

点
が
あ
り
、
同
年
の
事
例
が
踏
襲
さ
れ
た
と
考
え
る
。 

  
(

１
２) 

天
保
十
五
年
の
場
合 

  

天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
条
実
万
の
『
神
宮
上
卿
間
記
』
同
一
月
十
一
日
条
に
は
次
の
よ
う

に
み
え
る
。 

 
 

十
一
日
、
天
蔭
、
時
々
日
光
現
、
今
日
、
奏
事
始
也
、
仍
遅
明
出
寝
、
理
髪
、
浴
了
、
着
衣
冠
、
参
内
、
乗
網
代
輿
、
共

人
諸
大
夫
一
人
、
布
衣
両
人
、
頭
弁
既
以
参
入
、
相
共
届
申
之
参
仕
之
由
於
議
奏
坊
城
、
先
是
殿
下
使
来
于
非
蔵
人
口
云
、

今
日
依
歓
楽
不
参
給
与
免
内
覧
云
々
、
此
間
御
装
束
具
之
由
新
蔵
人
告
之
者
、
伴
奉
行
向
小
御
所
、
新
蔵
人
又
従
来
、
検

知
御
装
束
、
殿
下
雖
不
参
、
其
座
猶
設
之
先
例
也
、
依
修
朝
文
、
不
参
也
、
鋪
設
如
例
者
、
余
頭
弁
相
共
届
議
奏
、
御
装

束
事
具
之
旨
申
入
、
関
白
不
参
候
、
免
内
覧
旨
申
入
、
辰
半
刻
許 

出
御
之
旨
当
番
議
奏
被
告
之
、
頭
弁
被
候
御
裾
之
間
、



 

 

247 

参
上
于
常
御
所
、
余
手
水
於
申
沙
汰
間
縁
、
懐
中
奏
事
目
録
、
先
是
頭
弁
授
于
予
、
向
議
定
所
、
自
簀
子
昇
長
押
、
西
方
、

自
座
前
、
着
座
、
此
面
取
出
扇
、
置
前
、
経
須
臾 

出
御
于
東
庇
、
議
奏
飛
鳥
井
左
兵
衛
督
、
自
西
廂
南
面
杉
戸
簾
中
密

被
告
其
由
者
、
取
扇
、
懐
中
、
起
座
、
出
簀
子
、
東
行
、
更
此
折
経
同
簀
子
、
昇
御
座
、
次
間
長
押
、
懸
左
膝
、
平
伏
候
、

天
気
、
先
々
上
卿
皆
如
此
、
昇
長
押
候
、
天
気
、
賀
茂
奏
事
始
、
伝
奏
於
簀
子
候
、
天
気
、
以
何
可
為
是
哉
、
先
随
近
々

之
習
、
静
膝
行
、
以
左
手
引
寄
円
座
、
着
之
、
不
安
座
、
西
面
、
出
扇
、
置
前
、
自
懐
中
取
出
目
録
、
於
左
脇
披
之
、
持

廻
、
聊
引
上
之
、
頗
声
出
、
読
申
之
、
三
度
候
天
気
了
、
毎
度
、
横
目
録
、
平
伏
、
微
唯
、
於
左
方
巻
之
、
入
懐
中
之
、

取
扇
、
又
懐
中
了
、
降
円
座
、
後
方
、
申
入
御
、
唯
平
伏
也
、
于
時
御
裾
御
剱
之
役
人
参
進
、
即 

立
御
、
令
入
布
障
子

御
、
其
後
、
起
座
、
退
入
、
経
本
路
候
便
所
、
小
時
、
議
奏
当
番
被
招
者
、
可
賜 

天
盃
云
々
、
予
依
議
奏
不
及
誘
引
、

一
身
参
上
、
表
使
誘
引
如
常
、
於
申
云
賜 
天
盃
、
三
献
、
二
献
之
時
有
加
、
了
、
予
、
頭
弁
ホ
触
議
奏
、
賀
申
奏
事
始

無
異
之
事
、
予
賜 

天
盃
之
事
畏
申
之
、
雖
両
役
依
為
別
事
於
廊
下
以
非
蔵
人
衹
奏
、
又
於
同
所
与
弁
相
共
以
表
使
申
之
、

翌
日
、
賀
茂
伝
奏
広
橋
中
納
言
於
役
所
被
申
之
、
此
事
去
年
有
談
歟
、
予
今
年
不
思
惟
、
先
年
上
卿
之
時
、
為
議
奏
尚
如

今
日
令
進
退
候
旨
見
日
記
、
仍
所
為
如
此
、
猶
可
勘
、
以
女
房
申
入
如
例
、
奏
事
目
録
仰
詞
銘
等 

入
御
之
後
、
直
書
之
、

下
頭
弁
了
、
件
写
頭
弁
執
筆
、
宿
帋
附
議
奏
、
予
頭
弁
ホ
相
共
属
之
了
、
又
一
帋
、
宿
帋
頭
弁
被
授
、
予
又
一
紙
授
于
祭

主
也
、
事
了
、
於
申
沙
汰
間
有
一
献
候
事
、
先
是
先
祭
主
令
来
此
所
了
、
予
先
飲
之
、
頭
弁
被
乞
盃
、
余
擬
也
、
即
被
返

盃
、
次
祭
主
先
余
盃
亦
写
也
、
返
盃
了
、
撤
之
、
陪
膳
、
非
蔵
人
也
、
其
後
、
退
出
、
頭
弁
相
伴
参
入
于
殿
下
、
以
家
司

奏
事
始
無
異
之
由
賀
申
之
、
頭
弁
同
之
、
又
被
進
奏
事
目
録
之
写
了
、
申
置
、
退
散
、
帰
畢
、
此
後
、
解
斎
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
保
十
五
年
の
場
合
は
関
白
不
参
の
た
め
、
そ
の
内
覧
は
免
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
他
は
大
筋
に
お
い
て
天

明
五(

一
七
八
五)

年
、
文
化
十
五(

一
八
一
八)

年
と
同
様
で
あ
っ
た
。 

  
(

１
３) 

嘉
永
二
年
の
場
合 

  

最
後
に
嘉
永
二(

一
八
四
九)

年
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
徳
大
寺
公
純
の
『
神
宮
申
沙
汰
雑
誌
草
稿
』
同
一
月
十
一
日
条

に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

十
一
日
、
夘
半
剋
、
沐
浴
、
参
朝
、
位
袍
、
紅
単
、
奴
袴
、
帖
帋
、
桧
扇
、
候
申
沙
汰
間
、
先
是
奉
行
参
朝
、
互
賀
申
、 

 
 

被
示
云
、
六
位
蔵
人
参
上
之
間
、
御
装
束
訖
云
々
、
点
検
未
無
之
候
、
両
人
参
朝
之
旨
、
届
議
卿
聡
長
卿
、
予
六
位
ホ
相 

 
 

伴
、
議
定
所
、
小
御
所
構
ホ
点
検
訖
、
今
日
、
殿
下
御
参
、
御
座
構
之
訖
、
少
時
従
執
柄
示
給
云
御
血
症
ニ
付
、
御
不
参 

 
 

ニ
候
、
内
覧
被
免
事
、
仍
両
人
御
装
束
出
来
、
且
殿
下
御
不
参
、
内
覧
被
免
旨
言
上
、
臨
期
御
不
参
御
座
、
不
授
先
規
也
、 

 
 

辰
半
比
被
招
両
人
聡
長
卿
云
、
臨
期 

出
御
不
被
為
有
、
以
内
侍
可
奏
聞
、
両
人
謹
唯
退
入
、
仍
六
位
蔵
人
招
寄
、
殿
下 

 
 

御
不
参
、
臨
期
、
出
御
不
被
為
有
、
以
内
侍
奏
聞
之
間
、
内
侍
廻
以
表
使
可
示
命
訖
、
少
時
、
唯
今
内
侍
被
廻
云
々
、
仍 

 
 

予
奏
事
目
六
懐
中
、
直
向
小
御
所
、
従
東
簀
子
昇
北
一
間
、
候
簾
下
、
内
侍
被
兼
候
之
間
、
予
直
進
、
目
六
取
出
、
以
左 
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手
垂
簾
、
以
右
手
件
奏
事
目
六
授
之
、
内
侍
以
衣
袖
被
取
、
少
逆
退
、
相
待
奏
聞
了
、
返
賜
、
進
簾
下
、
以
左
手
垂
簾
、 

 
 

以
右
手
取
目
六
、
少
退
、
目
録
懐
中
、
直
経
本
路
、
退
出
、
候
便
所
、
件
目
六
裁
仰
詞
、
如
例
直
下
奉
行
、
其
後
、
同
伴
、 

 
 

向
役
所
、
奏
聞
相
済
旨
言
上
、
便
奉
行
写
献
上
、
少
時
予
一
人
聡
長
卿
被
招
、
賜
天
盃
了
、
直
正
房
卿
誘
引
、
加
勢
也
、 

 
 

於
申
口
賜
之
、
二
献
訖
、
有
加
又
一
献
、
已
上
三
献
、(

中
略)

其
後
、
於
申
沙
汰
間
、
有
三
献
之
儀
、
其
後
、
同
伴
、
退 

 
 

朝
、
参 

殿
下
、
申
次
良
典
奏
事
始
無
異
相
済
旨
申
入
、
同
上
賀
申
、
奉
行
写
被
進
入
申
置
也
、
直
帰
畢
、
午
前
、
解
斎
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
筋
に
お
い
て
天
明
五(

一
七
八
五)

年
、
文
化
十
五(

一
八
一
八)

年
、
天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
の
場
合

と
同
様
で
あ
り
、
天
明
五
年
の
儀
式
次
第
が
幕
末
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
節 

神
宮
奏
事
始
の
奏
事
事
項 

  
(

１)
 

祈
年
祭
幣
使
の
再
興 

 

本
章
に
お
い
て
は
近
世
に
お
け
る
神
宮
奏
事
始
の
奏
事
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
。『
資
勝
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
慶
長
三(

一
五

九
八)

年
の
奏
事
事
項
は
社
殿
造
替
、
神
領
再
興
、
内
宮
権
祢
宜
一
名
へ
の
叙
爵
、
即
ち
従
五
位
下
の
授
与
で
あ
り
、
元
和
五(

一

六
一
九)

、
同
六
年
、
寛
永
三(

一
六
二
六)

年
、
同
四
年
、
同
五
年
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。 

 

平
井
誠
二
氏
は
天
和
四(

一
六
八
四)

年
、
貞
享
三(

一
六
八
六)

年
の
神
宮
奏
事
始
に
お
い
て
祈
年
祭
幣
使
の
再
興
が
奏
聞
さ

れ
た
こ
と
、
朝
廷
と
神
宮
の
意
向
は
永
正
の
頃
よ
り
式
年
遷
宮
の
途
絶
と
と
も
に
祈
年
祭
も
途
絶
し
て
い
た
が
、
式
年
遷
宮
は

既
に
再
興
さ
れ
て
お
り
、
祈
年
祭
も
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
幣
使
を
再
興
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
で
一
致
し
て
い
た
こ
と
、
し
か
し

幣
使
は
再
興
さ
れ
ず
、
幕
末
ま
で
奏
事
内
容
と
し
て
奏
上
し
続
け
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(
２
３) 

 

『
季
連
宿
祢
記
』(

２
４)

天
和
四
年
一
月
十
日
条
に
よ
れ
ば
、
同
年
の
奏
事
事
項
は
祈
年
祭
幣
使
再
興
、
神
領
再
興
、
内
宮

権
祢
宜
一
名
へ
の
叙
爵
で
あ
り
、
続
い
て
同
条
に
官
務
壬
生
季
連
は
「
抑
目
六
三
ケ
条
之
中
、
端
一
ケ
条
ハ
近
年
、
造
替
事
ト

書
之
、
然
ニ
祈
年
幣
使
再
興
事
ト
書
之
条
、
今
年
、
改
テ
書
之
歟
、
尤
可
有
其
謂
事
也
、」
と
記
し
て
お
り
、
同
年
か
ら
奏
事

事
項
の
な
か
で
社
殿
造
替
が
祈
年
祭
幣
使
再
興
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

神
宮
式
年
遷
宮
は
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
内
宮
は
寛
正
三(

一
四
六
二)

年
か
ら
天
正
十
三(

一
五
八
五)

年
ま
で
、
外
宮
は
永

享
六(

一
四
三
四)

年
か
ら
永
禄
六(

一
五
六
三)

年
ま
で
途
絶
し
て
お
り
、(

２
５)

仮
殿
遷
宮
と
い
う
仮
の
社
殿
を
設
け
、
破
損

し
た
社
殿
か
ら
御
神
体
を
遷
す
こ
と
だ
け
が
行
わ
れ
て
い
た
。(

２
６)

以
上
の
こ
と
に
よ
り
社
殿
造
替
は
中
世
以
来
、
神
宮
の

切
実
な
要
請
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
近
世
の
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
神
宮
式
年
遷
宮
も
順
調
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
奏
上
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
。 

こ
れ
に
か
わ
っ
て
奏
事
事
項
と
な
っ
た
の
が
、
祈
年
祭
幣
使
再
興
で
あ
っ
た
。
祈
年
祭
は
室
町
期
に
お
い
て
途
絶
し
、
元
禄
十

二(

一
六
九
九)

年
に
形
ば
か
り
再
興
さ
れ
た
が
、
祈
年
祭
幣
使
が
再
興
さ
れ
る
の
は
明
治
二(

一
八
六
九)

年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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(
２
７)

こ
の
祈
年
祭
幣
使
再
興
に
つ
い
て
は
朝
廷
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
。『
兼
香
公
記
』(

２
８)

に
よ
れ
ば
、

寛
保
二(
一
七
四
二)

年
一
月
九
日
に
神
宮
奏
事
始
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
桜
町
天
皇
が
関
白
一
条
兼
香
に
祈
年
穀
奉
幣
使
、
祈
年

祭
幣
使
を
再
興
し
た
い
の
で
、
武
家
伝
奏
久
我
通
兄
、
葉
室
頼
胤
を
参
内
さ
せ
、
こ
の
こ
と
を
伝
達
す
る
と
述
べ
た
。 

一
条
は
議
奏
武
者
小
路
公
野
に
両
名
を
参
内
さ
せ
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
同
十
六
日
、
天
皇
は
久
我
と
葉
室
に
こ
の
意
向
を

伝
達
し
た
。
同
二
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

而
見
両
伝 

奏
、
此
日
丹
後
守
へ
行
向
、
申
候
内
書
付
、
写
被
送
、 

 
 
 

祈
年
祭
、
伊
勢
へ
之
幣
使
被
立
度
御
沙
汰
候
、
祈
年
穀
奉
幣
使
も
春
秋
両
度
被
立
度
御
沙
汰
候
、
祈
年
穀
奉
幣
之
儀
、 

 
 
 

古
来
ハ
廿
二
社
へ
幣
使
を
被
立
候
事
ニ
候
得
共
、
上
七
社
斗
へ
可
被
立
候
、
各
両
三
年
之
内
ニ
御
再
興
被
遊
度
と
の
思 

召
ニ
候
、
此
旨
関
東
へ
可
被
仰
遣
由
内
々
御
沙
汰
候
事
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
両
名
は
京
都
所
司
代
土
岐
頼
稔
を
訪
れ
て
、
天
皇
の
意
向
を
伝
え
、
幕
府
へ
取
り
次
ぐ
こ
と
を
要
請
し
た
。

し
か
し
、
同
二
月
八
日
、
土
岐
が
一
条
を
訪
れ
、
新
嘗
会
再
興
後
、
間
も
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
幕
府
に
取
り
次
ぐ
こ
と
に

難
色
を
示
し
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。(

２
９) 

 

同
二
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
要
請
の
際
に
両
名
が
土
岐
に
渡
し
た
書
付
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

一
、
祈
年
祭
之
事
、
天
和
以
来
、
毎
年
正
月 

神
宮
奏
事
始
之
目
録
ニ
祈
年
祭
幣
使
再
興
之
事
ト
被
載
候
儀
故
、
兼
々
御 

 
 
 
 

再
興
被
遊
度 

思
召
候
事
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
桜
町
天
皇
は
祈
年
祭
幣
使
の
再
興
が
神
宮
奏
事
始
に
お
け
る
奏
事
事
項
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
幕
府
に 

対
し
て
こ
の
こ
と
を
要
請
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

  
(

２)
 

両
宮
権
禰
宜
各
五
名
へ
の
加
階 

 

『
通
誠
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
貞
享
四(

一
六
八
七)

年
の
奏
事
事
項
は
祈
年
祭
幣
使
再
興
、
神
領
再
興
、
内
宮
の
権
祢
宜
五
名 

と
外
宮
権
祢
宜
五
名
へ
の
従
四
位
上
授
与
で
あ
り
、
同
じ
位
階
授
与
で
も
同
三
年
の
場
合
、
内
宮
権
禰
宜
一
名
、
し
か
も
同
三 

年
一
月
八
日
条
に
は
「
自
勢
州
申
叙
爵
款
状
未
到
来
之
時
、
以
作
名
奏
之
流
例
也
、
今
度
未
到
来
之
間
、
以
作
名
申
之
、」
と 

あ
る
よ
う
に
、「
作
名
」、
す
な
わ
ち
架
空
の
人
物
を
設
定
し
て
叙
爵
し
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
そ
の
内
容
が
大
き
く
変
化
し
た
。 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
和
田
朋
子
氏
は
同
三
年
十
二
月
三
日
、
祭
主
藤
波
景
忠
が
神
宮
伝
奏
久
我
通
誠
に
神
宮
奏
事
始
の
と
き

に
加
階
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
要
請
し
、
同
二
一
日
に
霊
元
天
皇
の
勅
許
が
出
さ
れ
る
ま
で

の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

３
０)

同
三
年
十
二
月
三
日
条
に
は
こ
の
要
請
理
由
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

其
子
細
者
、
神
宮
権
祢
宜
極
位
正
四
位
上
也
、
雖
然
申
叙
爵
之
後
、
令
加
階
事
毎
度
御
代
始
惣
位
階
拝
之
時
歟
、
又
者
御 

 
 

 
 

祈
賞
ニ
被
下
歟
之
両
条
之
外
、
令
拝
叙
之
事
無
之
、
然
ニ
近
年
、
為
御
祈
賞
加
階
被
成
下
之
事
邂
逅
也
、
雖
叙
四
位
正
上 

 
 

輩
、
件
之
子
細
故
、
令
拝
叙
之
日
無
之
間
、
両
宮
権
禰
宜
四
、
五
人
計
雖
老
輩
、
申
叙
爵
之
後
、
不
令
加
階
、
卒
者
数
多 
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有
之
、
然
間
自
明
年
奏
事
始
自
両
宮
五
人
歟
、
十
人
歟
加
階
之
事
令
申
上
度
之
旨
、
殊
ニ
賀
茂
氏
人
之
輩
奏
事
始
之
時
、 

 
 

申
加
階
之
間
、
以
此
傍
例
景
忠
卿
願
望
之
旨
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
権
禰
宜
の
極
位
は
正
四
位
上
で
あ
る
が
、
叙
爵
さ
れ
た
あ
と
に
加
階
さ
れ
る
こ
と
は
天
皇
代
始
の
惣

位
階
、
す
な
わ
ち
各
天
皇
の
代
始
め
に
行
わ
れ
た
神
宮
禰
宜
、
権
禰
宜
全
員
へ
の
位
階
授
与
の
と
き
か
、
御
祈
賞
と
し
て
の
位

階
授
与
の
と
き
し
か
な
く
、
近
年
、
後
者
も
稀
で
あ
る
。 

 

こ
の
た
め
に
正
四
位
上
を
極
位
と
す
る
権
禰
宜
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
叙
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
両
宮
権
禰
宜
の
な
か
で
老
輩 

と
い
え
ど
も
、
叙
爵
さ
れ
た
あ
と
、
加
階
、
す
な
わ
ち
従
五
位
上
以
上
の
位
階
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
死
去
す
る
権
禰
宜

が
多
数
い
る
。
ゆ
え
に
来
年
の
神
宮
奏
事
始
よ
り
両
宮
で
五
人
か
十
人
の
権
禰
宜
へ
の
加
階
申
請
を
行
い
た
い
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
賀
茂
奏
事
始
に
お
い
て
賀
茂
社
の
氏
人
が
加
階
申
請
を
行
っ
た
傍
例
も
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
同
八
日
条
に
み
え
る
藤
波
が
久
我
に
そ
の
要
請
を
記
し
た
「
口
上
之
覚
」
に
は
、
「
二
宮
権
祢
宜
四
百
人
程
度
有
之
候

得
者
、
自
上
首
次
第
毎
年
十
人
計
宛
預
加
級
候
者
、
賜
一
階
輩
者
不
及
申
、
残
輩
茂
連
々
巡
番
可
相
当
与
、
数
百
権
任
一
同
毎

春
可
為
恐
悦
候
歟
、
以
上
、」
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
四
年
一
月
十
日
条
に
み
え
る
外
宮
権
禰
宜
五
名
の
加
階
申
請
書
に
は
「
謂

其
年
齢
則
弘
光
者
八
十
九
歳
、
友
弘
者
八
十
一
歳
、
延
佳
者
七
十
三
歳
、
常
好
者
六
十
九
歳
、
貞
慶
者
六
十
八
歳
也
、」
と
あ

る
。 

 

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
神
宮
権
禰
宜
に
と
っ
て
神
宮
奏
事
始
に
お
い
て
加
階
が
勅
許
さ
れ
る
こ
と
が
如
何
に
僥
倖
で
あ
っ
た
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
は
『
神
宮
雑
事
』
寛
文
七(

一
六
六
七)

年
一
月
三
日
条
に
官
務
壬
生
重
房
の
見
解
と
し
て 

「
三
箇
条
目
録
者
為
祝
辞
申
上
事
、」
と
記
さ
れ
、
先
述
の
「
口
上
之
覚
」
に
も
「
叙
爵
申
輩
無
之
時
者
、
作
名
ニ
而
申
上
候

故
、
目
録
三
ケ
条
共
無
実
ニ
成
候
歟
、」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
神
宮
奏
事
始
は
形
だ
け
の
恒
例
儀
式
の
性
格
が
強
か
っ
た
。 

 

し
か
し
貞
享
四(

一
六
八
七)

年
か
ら
認
め
ら
れ
た
新
し
い
奏
事
事
項
に
よ
っ
て
神
宮
奏
事
始
は
単
な
る
正
月
の
恒
例
儀
式

か
ら
神
宮
権
禰
宜
が
年
に
一
度
加
階
申
請
が
で
き
る
機
会
と
し
て
彼
ら
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
儀
式
へ
と
変

化
し
た
の
で
あ
る
。 

 

正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
安
永
八(

一
七
七
九)

年
の
奏
事
事
項
は
祈
年
祭
幣
使
再
興
、
神
領
再
興
、
内

宮
権
禰
宜
五
名
へ
の
従
五
位
上
授
与
と
外
宮
権
禰
宜
五
名
へ
の
正
五
位
下
授
与
で
あ
っ
た
。
同
一
月
八
日
条
に
み
え
る
度
会
貞

算
に
よ
る
加
階
申
請
書
に
は
「
去
貞
享
四
年
以
来
、
正
月 

奏
事
始
之
日
、
二
所
皇
大
神
宮
権
禰
宜
各
五
人
毎
年
順
次
賜
位
一

階
、
」
と
あ
る
。 

 

さ
ら
に
『
神
宮
申
沙
汰
雑
誌
草
稿
』
嘉
永
二(

一
八
四
九)

年
一
月
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
同
年
の
奏
事
事
項
も
同
様
で
あ
り
、

両
宮
権
禰
宜
各
五
名
へ
の
加
階
申
請
は
貞
享
四
年
以
降
、
奏
事
事
項
と
し
て
他
の
二
箇
条
と
と
も
に
定
着
し
、
幕
末
に
至
る
ま

で
奏
上
さ
れ
続
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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(
３)

 

天
皇
の
仰
詞 

 

そ
れ
で
は
奏
事
事
項
に
対
す
る
天
皇
の
仰
詞
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。『
通
誠
公
記
』
貞
享
三(

一
六
八
六)

年
一
月

九
日
条
に
よ
れ
ば
、
祈
年
祭
幣
使
再
興
に
つ
い
て
は
「
仰
、
早
可
致
其
沙
汰
、」、
神
領
再
興
に
つ
い
て
は
「
仰
、
可
被
仰
出
武

家
、
」
、
荒
木
田
重
嘉
に
つ
い
て
は
「
仰
、
可
令
宣
下
、」
で
あ
っ
た
。 

 

一
方
、
正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
記
』
安
永
八(

一
七
七
九)

年
一
月
十
六
日
条
に
お
い
て
も
、
祈
年
祭
幣
使
再
興
に
つ
い

て
は
「
仰
、
早
可
致
其
沙
汰
、」、
神
領
再
興
に
つ
い
て
は
「
仰
、
早
可
仰
武
家
、
」、
両
宮
権
禰
宜
各
五
名
へ
の
加
階
に
つ
い
て

は
「
仰
、
早
可
宣
下
、」
で
あ
り
、
三
箇
条
の
奏
事
事
項
と
と
も
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
仰
詞
も
定
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

祈
年
祭
幣
使
再
興
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
通
り
実
現
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
神
領
再
興
に
つ
い
て
は
寛
永
十(

一
六
三
三)

年
に
山
田
奉
行
花
房
幸
次
が
度
会
郡
二
見
郷
の
神
領
地
を
復
旧
さ
せ
、
同
十
六(

一
六
三
九)

年
に
同
郡
前
山
の
神
領
地
復
旧
を

斡
旋
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、(

３
１)

仰
詞
を
う
け
て
朝
廷
が
幕
府
に
要
請
し
た
も
の
で
は
な
く
、
近
世
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な

事
例
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
近
世
の
神
宮
奏
事
始
に
お
い
て
奏
上
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
は
位
階
授
与
だ
け
で
あ
っ
た
。 

 

お
わ
り
に 

 

近
世
に
お
け
る
神
宮
奏
事
始
の
準
備
過
程
は
一
月
四
日
に
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
そ
の
式
日
を
伺
い
、
例
年
通
り
に
行
う
よ
う 

に
命
令
を
う
け
る
と
神
宮
奉
行
に
対
し
て
奏
事
目
録
の
作
成
を
指
示
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
式
日
は
一
月
十
一
日
で
あ

り
、
式
場
は
議
定
所
、
清
涼
殿
、
鬼
間
代
、
鬼
間
、
小
御
所
と
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。 

儀
式
次
第
は
辰
刻
か
辰
半
刻
頃(

午
前
八
時
か
午
前
八
時
三
十
分
頃)

に
式
場
に
出
御
し
た
天
皇
に
対
し
、
神
宮
伝
奏
が
伊
勢 

神
宮
か
ら
き
た
三
箇
条
の
奏
事
事
項
が
記
さ
れ
た
奏
事
目
録
を
奏
聞
し
、
一
箇
条
を
奏
聞
す
る
毎
に
天
皇
の
意
向
を
伺
う
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
入
御
後
、
神
宮
伝
奏
も
退
出
し
、
奏
事
目
録
に
天
皇
の
仰
詞
を
書
い
て
神
宮
奉
行
に
渡
し
た
。 

江
戸
幕
府
は
寛
永
七(

一
六
三
〇)

年
以
降
、
尊
号
一
件
を
除
い
て
幕
末
に
至
る
ま
で
摂
家[

摂
政
・
関
白
・
大
臣]

―
武
家
伝

奏
―
議
奏
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
朝
廷
を
統
制
し
た
。(

３
２)

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
神
宮
奏
事
始
の
準
備
も
天
和
四(

一
六
八
四)

年
以
降
、
摂
政
、
関
白
の
指
示
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。 

さ
ら
に
天
和
四(

一
六
八
四)

年
か
ら
貞
享
五(

一
六
八
八)

年
に
か
け
て
一
条
兼
輝
が
行
っ
た
関
白
参
勤
の
再
興
、
神
宮
伝
奏

へ
の
儀
式
所
作
の
指
示
、
摂
政
に
よ
る
奏
事
目
録
の
内
覧
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
は
神
宮
伝
奏
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
儀
式
か

ら
摂
政
、
関
白
の
指
示
に
よ
り
神
宮
伝
奏
が
行
う
儀
式
へ
と
変
化
し
た
。 

 

ま
た
、
第
二
部
第
一
章
第
一
節
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
は
享
保
十
六(

一
七
三
一)

年
以
降
、
名
称
が
神
宮
上
卿
に
変
更
さ
れ
、

同
第
三
章
第
四
節
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
安
永
八(

一
七
七
九)

年
以
降
、
白
川
神
祇
伯
、
藤
波
祭
主
、
壬
生
官
務
の
回
答
や
先
例



 

 

252 

勘
申
に
頼
ら
ず
、
家
職
と
し
て
主
体
的
に
勤
め
よ
う
と
し
た
清
華
家
、
羽
林
家
公
卿
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
彼
ら
は
盛
ん
に
そ

の
記
録
を
作
成
し
、
親
族
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
神
宮
上
卿
の
記
録
を
披
見
し
た
り
、
書
写
し
た
り
し
た
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
神
宮
奏
事
始
の
準
備
過
程
に
お
い
て
も
天
明
五(

一
七
八
五)

年
以
降
、
神
宮
上
卿
か
ら
神
宮
奉
行
に
対
す 

る
指
示
が
よ
り
詳
細
な
も
の
に
な
り
、
同
年
の
準
備
過
程
と
儀
式
次
第
が
幕
末
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

奏
事
事
項
は
当
初
、
社
殿
造
替
、
神
領
再
興
、
内
宮
権
祢
宜
一
名
へ
の
叙
爵
で
あ
っ
た
が
、
天
和
四(

一
六
八
四)

年
以
降
は 

祈
年
祭
幣
使
再
興
、
神
領
再
興
、
内
宮
権
禰
宜
一
名
へ
の
叙
爵
、
貞
享
四(

一
六
八
七)

年
以
降
は
祈
年
祭
幣
使
再
興
、
神
領
再

興
、
両
宮
権
禰
宜
各
五
名
へ
の
加
階
に
変
化
し
、
幕
末
ま
で
同
様
で
あ
っ
た
。
近
世
の
神
宮
奏
事
始
に
お
い
て
奏
聞
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
は
位
階
授
与
だ
け
で
あ
っ
た
。 

貞
享
四
年
に
内
宮
、
外
宮
権
祢
宜
の
加
階
申
請
が
新
し
く
奏
事
事
項
と
し
て
認
め
ら
れ
て
以
降
、
神
宮
奏
事
始
は
単
な
る
正

月
の
恒
例
儀
式
か
ら
神
宮
権
祢
宜
が
年
に
一
度
加
階
申
請
が
で
き
る
機
会
と
し
て
彼
ら
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も

つ
儀
式
へ
と
変
化
し
た
。 

 

註 

(

１)
 

 

平
凡
社 

一
九
五
九
年 

三
四
～
七
七
頁 

(

２)
 

 

八
束
清
貫
『
皇
室
と
神
宮
』(

神
宮
司
庁
教
導
部 

一
九
五
七
年) 

十
三
頁 

(

３)
 

 

所
功
「
神
宮
奏
事
始
と
賀
茂
奏
事
始
」(

『
瑞
垣
』
一
七
九 

一
九
九
八
年) 
十
一
頁 

(

４)
 
 

国
立
公
文
書
館 

二
六
三
―
八
〇 

(

５)
 

 

『
史
料
纂
集 

八
五 

通
誠
公
記 

第
一
』(

続
群
書
類
従
完
成
会) 

(

６)
 
 

宮
内
庁
書
陵
部 

葉
―
一
三
九
四 

(

７)
 
 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
二
九 

(

８)
 
 

同 

徳
大
寺
家
史
料 

四
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―
二 

(

９)
 
 

同 

正
親
町
家
史
料 

二
八
―
四
〇
五 

(

１
０)

 

同 

正
親
町
家
史
料 

二
三
―
二
七
〇 

(

１
１)

 

同 

正
親
町
家
史
料 

二
八
―
四
〇
九 

(

１
２)

 

国
立
公
文
書
館 

一
四
二
―
四
〇
〇 

(

１
３)

 

逢
左
文
庫 

大
炊
御
門
家
史
料 

一
四
九
―
二 

(

１
４)

 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

徳
大
寺
家
史
料 

三
三
―
八
四 

(

１
５)

 

同 

三
五
―
四
七 

(

１
６)

 

宮
内
庁
書
陵
部 

Ｆ
一
〇
―
六
九
五 

(

１
７)
 

高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」(

『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年) 

六
六
頁 

後
に
、
同
『
近
世
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の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)Ⅰ

部
第
一
章
に
収
録
。 

ま
た
霊
元
天
皇
の
親
政
、
同
上
皇
の
院
政
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。 

久
保
貴
子
「
天
和
・
貞
享
期
の
朝
廷
と
幕
府
―
霊
元
天
皇
を
め
ぐ
っ
て
―
」(

『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科 

紀
要
』
別
冊
十
四 

一
九
八
八
年[

の
ち
に
改
稿
、
改
題
し
て
『
近
世
の
朝
廷
運
営
』〈
岩
田
書
院 

一
九
九
八
年
〉 

第
二
章
に
「
霊
元
天
皇
の
朝
廷
運
営
」
と
し
て
収
録
。])

・
山
口
和
夫
「
霊
元
院
政
に
つ
い
て
」(

『
中
近
世
の
宗 

教
と
国
家
』
岩
田
書
院 

一
九
九
八
年) 

(

１
８)

 

「
歴
代
天
皇
一
覧
」(

児
玉
幸
多
編
『
日
本
史
小
百
科 

天
皇
』
東
京
堂
出
版 

一
九
七
八
年) 

二
六
三
～
二
七
八

頁 

以
下
、
天
皇
の
年
齢
は
同
書
に
拠
っ
た
。 

(

１
９)

 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
七
五 

(

２
０)

 

高
埜
利
彦
「
後
期
幕
藩
制
と
天
皇
」(

『
講
座
・
前
近
代
の
天
皇
』
二 

青
木
書
店 

一
九
九
三
年) 

一
九
八
頁 

 
 
 
 

後
に
、
同
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 
二
〇
一
四
年)Ⅰ

部
第
二
章
に
収
録
。 

(

２
１)

 

石
川
和
外
「
近
世
准
三
后
考
」(

『
日
本
歴
史
』
二
〇
〇
〇
年) 

六
六
・
六
七
頁 

(

２
２)

 

宝
暦
期
の
朝
廷
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註(

２
０)

高
埜
論
文
、
一
八
一
～
一
九
八
頁
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。 

(

２
３)

 

平
井
誠
二
「
近
世
の
大
中
臣
祭
主
家
」(

藤
波
家
文
書
研
究
会
編
『
大
中
臣
祭
主
藤
波
家
の
歴
史
』
続
群
書
類
従
完

成
会 

一
九
九
三
年) 

一
九
八
頁 

(

２
４)

 

宮
内
庁
書
陵
部 

Ｆ
九
―
一
三
四 

(

２
５)

 

小
島
鉦
作
『
伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
八
五
年) 

十
五
頁 

(

２
６)

 

中
西
正
幸
『
伊
勢
の
遷
宮
』(

国
書
刊
行
会 

一
九
九
一
年) 

一
三
二
頁 

(

２
７)

 

大
西
源
一
『
大
神
宮
史
要
』(

平
凡
社 

一
九
五
九
年)

 

六
二
八
～
六
三
三
頁 

(

２
８)

 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
一
八 

(

２
９)

 

高
埜
利
彦
氏
は
延
享
元(

一
七
四
四)

年
に
祈
年
穀
奉
幣
に
准
じ
て
三
〇
三
年
ぶ
り
に
発
遣
さ
れ
た
上
七
社
奉
幣
使

の
再
興
過
程
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』(

東
京
大
学
出
版
会 

一
九

八
九
年)

 

四
四
～
四
八
頁 

(

３
０)

 

和
田
朋
子
「
近
世
朝
廷
に
お
け
る
公
家
―
久
我
通
誠
の
日
記
を
中
心
に
―
」(

『
橘
史
学
』
十
五 

二
〇
〇
〇
年) 

一
〇
五
頁 

(

３
１)

 

前
掲
註(

２
７)

大
西
書 

四
五
四
頁 

(

３
２)

 

前
掲
註(

１
７)

高
埜
論
文 

四
八
～
四
九
頁 
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第
三
章 

近
世
神
宮
神
主
へ
の
叙
位 

 

は
じ
め
に 

 

本
章
に
お
い
て
は
、
近
世
伊
勢
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
を
取
り
上
げ
る
。
近
世
朝
廷
に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
は
、

重
要
政
務
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
朝
廷
機
構
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
。 

こ
の
神
宮
禰
宜
の
位
階
に
つ
い
て
は
、
石
川
達
也
氏
に
よ
る
先
行
研
究
が
あ
る
。
同
氏
は
、
天
明
六(

一
七
八
六)

年
の
三
・

四
禰
宜
の
従
三
位
叙
位
手
続
き
を
神
宮
の
史
料
に
よ
っ
て
分
析
し
、「
宗
廟
」
た
る
神
宮
に
お
い
て
も
全
国
的
な
神
職
位
階
上

昇
と
は
無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
社
の
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
自
分
た
ち
の
さ
ら
な
る
上
昇
、
神
社
界
に
お
い
て

の
一
番
上
位
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
経
済
的
な
負
担
も
顧
み
ず
精
力
的
に
活
動
し
、
そ
れ
を
果
た
し
た
こ
と
や
叙
位
手
続
き
の

実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１) 

た
だ
同
氏
の
研
究
は
、
時
期
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
近
世
全
体
を
通
じ
た
解
明
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
に
お
い
て
は
、

第
一
節
で
寛
永
三(

一
六
二
六)

年
、
第
二
節
で
承
応
三(

一
六
五
四)

年
、
第
三
節
で
寛
文
九(

一
六
六
九)

～
十
三(

一
六
七
三)

年
・
元
禄
十
六(

一
七
〇
三)

年
、
第
四
節
で
延
享
四(

一
七
四
七)

年
、
第
五
節
で
天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
に
お
け
る
神
宮
神

主
へ
の
叙
位
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。 

そ
れ
に
よ
っ
て
、
神
宮
伝
奏
を
は
じ
め
、
関
白
・
神
宮
奉
行
・
官
務
・
祭
主
が
そ
れ
ら
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か

に
し
、
近
世
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
の
変
化
を
解
明
す
る
。 

ま
た
、
第
二
節
で
は
承
応
年
間
に
発
生
し
た
外
宮
下
級
神
主
へ
の
叙
爵
・
加
階
と
そ
れ
に
伴
う
訴
訟
事
件
を
取
り
上
げ
る
。 

近
世
神
宮
の
神
主
が
位
階
に
関
し
て
起
こ
し
た
争
論
に
つ
い
て
平
井
誠
二
氏
は
慶
安
四(

一
六
五
一)

年
二
月
に
発
生
し
た
、

伊
勢
神
宮
の
正
権
禰
宜
等
に
対
す
る
即
位
恩
賞
と
し
て
の
総
位
階
昇
進
再
興
問
題
に
関
す
る
争
論
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。 

そ
の
概
略
は
、
祭
主
藤
波
友
忠
が
要
請
を
挙
奏
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
外
宮
禰
宜
等
は
朝
廷
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
が
、

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
寺
社
奉
行
へ
訴
え
た
処
、
幕
府
は
朝
廷
に
お
け
る
解
決
を
望
ん
だ
た
め
、
朝
廷
に
お
い
て
両
者

の
主
張
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
承
応
元(

一
六
五
二)

年
五
月
、
後
光
明
天
皇
が
総
位
階
勅
許
の
方
針
を
示
し
た
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。（
２
）
こ
の
よ
う
に
神
宮
神
主
は
、
近
世
を
通
じ
て
絶
え
ず
朝
廷
に
自
ら
の
位
階
上
昇
を
求
め
て
い
た
こ
と

か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
叙
位
が
も
っ
て
い
た
意
味
に
つ
い
て
も
解
明
す
る
。 

 

第
一
節 

寛
永
三
年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位 

  

本
節
に
お
い
て
は
、
寛
永
三(

一
六
二
六)

年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
を
検
討
し
、
近
世
初
期
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行

政
の
一
端
を
解
明
す
る
。
神
宮
伝
奏
日
野
資
勝
の
『
資
勝
卿
記
』（
３
）
同
六
月
五
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 
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荒
木
田
并
度
会
等
申
叙
爵
事
、
此
旨
可
被
申
上
之
状
、
如
件
、 

 
 
 
 

六
月
一
日 

 
 
 
 

神
祇
権
少
副 

判 

 
 
 
 
 

四
位
史
殿 

 
 

進
上 

 
 
 

祭
主
友
忠
書
状 

 

一
通 

 
 
 

荒
木
田
・
度
会
等
申
叙
爵
事 

 
 
 

小
折
紙
副 

二
枚 

 
 

右
、
進
上
、
如
件
、 

 
 
 
 
 

六
月
五
日 

 
 

大
史
孝
亮 

 
 

進
上
、 

 

頭
左
中
弁
殿 

 
 

小
折
紙 

 
 
 

申 

 
 
 
 

従
五
位
下 

 
 
 
 
 
 
 

荒
木
田
神
主
氏
是 

 
 

（
中
略
） 

 
 
 

申 

 
 
 
 

従
五
位
下 

 
 
 
 
 
 

度
会
神
主
貞
治 

 
 

（
中
略
） 

 
 

小
折
紙
二
枚
別
ツ
ゝ
ミ
而
来
候
也
、 

 
 
 

荒
木
田
・
度
会
等
申
叙
爵
之
事
、
小
折
紙
二
通
相
副
之
、
早
可
有
御 

奏
達
候
哉
、
誠
恐
謹
言
、 

 
 
 
 

六
月
五
日 

 
 
 

進
上 

 

日
野
大
納
言
殿 

 
 

右
、
小
折
紙
、
祭
主
書
状
・
官
務
状
相
副
、
披
露
申
候
ヘ
ハ
、
両
伝
奏
ヘ
御
談
合
と
被 

仰
候
テ
、
持
参 

 
 

申
候
ヘ
ハ
、
無
別
儀
ノ
由
御
返
答
、
披
露
候
て
、
勅
許
也
、 

 
 
 

荒
木
田
氏
是
、
重
彦
、
定
清
、
尚
茂
、
氏
長
、
武
存
、
守
昭
、
奥
視
、
経
昌
、
并
度
会
貞
治
、
文
安
、
光
次
、
正
城
、

貞
和
、
末
光
、
貞
光
、
正
真
等
叙
爵
事
、
早
可
令 

宣
下
給
之
由
被 

仰
下
候
也
、
謹
言 

 
 
 
 

六
月
五
日 

 
 
 
 
 
 

頭
弁
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
祭
主
藤
波
友
忠
が
官
務
壬
生
孝
亮
に
神
主
が
叙
爵
申
請
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
壬
生
は
神
宮
奉
行
烏
丸 
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光
賢
に
祭
主
の
書
状
一
通
と
両
宮
神
主
に
よ
る
叙
爵
申
請
の
小
折
紙
二
枚
を
送
っ
た
。
烏
丸
は
日
野
に
こ
れ
ら
の
小
折
紙
二
枚 

を
添
え
、
早
く
奏
聞
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
書
状
を
送
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
日
野
は
、
小
折
紙
二
枚
を
祭
主
書
状
一
通
と 

官
務
書
状
一
通
を
添
え
て
、
後
水
尾
天
皇
に
披
露
し
た
処
、
武
家
伝
奏
三
条
西
実
条
、
中
院
通
村
に
談
合
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

日
野
が
両
名
に
そ
れ
ら
を
持
参
す
る
と
問
題
は
な
い
と
回
答
し
た
の
で
、
日
野
は
再
び
天
皇
に
披
露
し
勅
許
を
得
た
。
こ
れ 

に
よ
り
、
日
野
は
烏
丸
に
天
皇
が
早
く
位
階
を
宣
下
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
た
。 

 

第
二
節 

承
応
三
年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
を
め
ぐ
る
訴
訟
事
件 

  

本
節
に
お
い
て
は
、
承
応
三(

一
六
五
四)

年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
を
め
ぐ
る
訴
訟
事
件
を
取
り
上
げ
る
。『
大
神 

宮
史
要
』（
４
）
に
は
、「
承
応
の
神
訴
」
と
し
て
、
そ
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
件
は
豊
宮
崎
文
庫
を
創
設
す
る
な
ど
神
宮
の
学
問
に
功
績
が
あ
っ
た
外
宮
権
禰
宜
出
口
延
佳
・
宮 

掌
大
内
人
源
弘
正
・
内
人
秦
末
清
に
対
し
て
、
承
応
三
年
に
後
光
明
天
皇
よ
り
位
階
昇
進
の
命
令
が
あ
り
、
加
階
・
叙
爵
の
口 

宣
案
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
不
服
と
し
た
外
宮
禰
宜
達
が
、
そ
の
叙
爵
・
加
階
の
取
り
消
し
を
求
め
て
朝
廷
に
訴
訟
を
起
こ 

し
た
事
件
で
あ
っ
た
。 

 

『
祠
官
賞
爵
沙
汰
文
』（
５
）
と
『
参
洛
記 

全
』（
６
）
に
は
、
事
件
の
詳
細
な
経
過
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
四
人

へ
の
叙
位
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
『
参
洛
記 

全
』
承
応
三
年
四
月
十
四
日
条
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

 
 

（
前
略
）
出
口
氏
度
会
延
良
神
主
者
、
権
禰
宜
中
、
四
十
有
臈
、
而
文
庫
籍
中
、
六
十
有
餘
之
首
長
也
、（
中
略
）
出
口

氏
偶
記
燈
火
之
夜
話
、
皆
及 

神
道
之
事
、
名
之
曰
陽
復
記
、
此
記
刊
行
世
、
故
菊
亭
前
亜
相
公
、
参
内
之
次
、
被
献
上

之
、
於
御
記
録
所
、
既
備
叡
覧
之
由
、
以
其
次
、
延
良
述
作
之
名
、
末
清
・
弘
正
等
、
同
硯
席
之
交
、
彼
是 
神
訴
之
中
、

皆
達 

叡
聞
矣
、
其
後
、
林
羅
山
父
子
二
人
、
共
書
文
庫
記
、
神
宮
使
介
、
在
洛
之
砌
、
献
于
油
小
路
宰
相
殿
、
盖
以
為

職
事
也
、
宰
相
殿
以
此
記
被
呈
伏
原
殿
、
伏
原
殿
又
被
進
覧
于
御
記
録
書
、
盖
以
為
御
師
範
也
、
尓
時
猶
文
庫
営
建
之
張

本
、
及
二
三
子
之
事
之
由
、
厥
後
、
傳 

奏
鷲
尾
大
納
言
隆
量
卿
、
以
生
等
之
実
名
、
度
々
被
達 

上
聞
之
由
、
介
者
告

報
之
、
其
頃
、
禰
宜
職
相
論
之
御
裁
許
、
見
于
禰
宜
職
沙
汰
文
、
前
祭
主
非
例
ノ
御
沙
汰
、
見
于
惣
位
階
沙
汰
文
、
数
度

之
勘
例
、
毎
度
之
証
文
、
就
御
尋
、
令
献
覧
之
者
、
神
宮
顕
然
者
、 

 

出
口
延
佳
は
後
期
度
会
神
道
の
創
唱
者
で
あ
る
。
こ
の
と
き
後
光
明
天
皇
が
読
ん
だ
『
陽
復
記
』
は
彼
の
主
要
な
著
作
の
一

つ
で
、
彼
の
神
道
思
想
の
神
髄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
７
） 

 

天
皇
も
『
正
保
遺
事 

全
』（
８
）
に
「
帝
、
仏
道
及
ひ
旧
弊
を
さ
け
さ
せ
給
ひ
（
中
略
）
程
朱
の
説
を
信
し
さ
せ
給
ふ
御

事
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
陽
復
記
』
の
思
想
に
共
鳴
し
た
。
さ
ら
に
源
弘
正
等
三
人
が
延
佳
の
同
学
の
士
と
し
て
外
宮

の
豊
宮
崎
文
庫
設
立
に
関
わ
っ
た
こ
と
も
天
皇
の
耳
に
入
っ
て
お
り
、
天
皇
は
外
宮
下
級
神
主
四
人
の
功
績
を
高
く
評
価
し
、

異
例
と
も
言
え
る
別
勅
に
よ
る
叙
位
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。 
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『
祠
官
賞
爵
沙
汰
文
』
に
よ
れ
ば
、
承
応
三(

一
六
五
四)

年
四
月
十
四
日
、
こ
の
四
人
（
秦
末
清
は
名
代
の
塩
瀬
重
香
）
が

上
洛
し
、
同
十
七
日
、
神
宮
伝
奏
鷲
尾
隆
量
を
訪
れ
た
。
鷲
尾
は
四
人
に
対
し
て
先
日
の
奏
事
の
際
に
功
績
の
あ
る
神
主
に
賞

を
与
え
る
べ
き
と
の
勅
定
が
下
り
、
祭
主
に
こ
れ
を
下
知
す
る
と
日
を
置
か
ず
し
て
四
人
が
参
洛
し
た
こ
と
は
神
妙
で
あ
る
と

し
て
天
皇
に
こ
れ
を
伝
え
る
と
語
っ
た
。 

 

同
十
八
日
、
鷲
尾
は
弘
正
を
召
し
て
権
禰
宜
の
加
階
が
禰
宜
の
加
階
を
越
え
た
例
と
大
内
人
が
叙
位
さ
れ
た
先
例
の
所
見
が

あ
れ
ば
、
注
進
す
る
よ
う
に
命
じ
、
こ
れ
は
天
皇
の
意
向
で
は
な
く
、
自
ら
の
内
々
の
意
向
で
あ
る
と
述
べ
た
。 

 

同
十
九
日
、
弘
正
は
鷲
尾
の
邸
宅
に
参
り
、
昨
日
、
先
例
二
通
を
提
出
し
、
ま
た
延
佳
が
今
回
加
階
さ
れ
れ
ば
、
父
の
位
を

越
え
て
し
ま
う
の
で
加
階
を
断
る
旨
の
辞
状
も
渡
し
た
。 

 

同
二
三
日
、
鷲
尾
が
参
内
し
、
こ
の
延
佳
の
辞
状
を
天
皇
に
見
せ
、
四
人
が
参
洛
し
た
旨
を
奏
上
す
る
と
、
天
皇
は
延
佳
が

父
の
位
を
越
え
な
い
た
め
に
加
階
を
断
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
心
情
を
汲
ん
で
父
延
伊
に
加
階
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

さ
ら
に
弘
正
・
末
清
・
正
清
に
は
恩
爵
を
与
え
、
こ
の
加
階
・
叙
爵
の
件
に
つ
い
て
日
吉
大
社
に
参
詣
の
た
め
志
賀
に
逗
留

中
の
関
白
二
条
光
平
に
も
諮
問
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
さ
ら
に
『
参
洛
記 

全
』
同
二
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。 

 
 

同
廿
四
日
、
雨
天
、
依 

命
両 

勅
使
発
向
于
志
賀
之
処
、
二
条
殿
下
御
父
子
、
父
前
摂
政
左
府
御
諱
康
道
公
・
子
関
白

従
一
位
御
諱
光
平
公
、
共
同
亭
御
座
、
勅
意
関
召
、
而
関
白
殿
仰
曰
、
延
良
有
功
之
上
、
存
孝
之
由
、
叡
感
尤
儀
也
、
父

延
伊
加
級
之
儀
、
急
可
被 

宣
下
、
弘
正
・
末
清
・
正
清
等
縱
雖
有
労
功
之
不
同
、
共
以
尽
神
忠
之
由
、
達
上
聞
之
上
者
、

雖
不
及
有
旧
例
、
其
勘
文
亦
分
明
、
則
三
人
同
可
預
栄
爵
事
勿
論
也
、
是
亦
急
可
被
宣
下
也
、
両 

勅
使
承
此
旨
、
直
被

窺
前
摂
政
殿
御
機
嫌
之
処
、
微
笑
曰
、
抽
賞
之
恩
詔
、
感
孝
之 

叡
慮
専
任
于
当
関
白
之
議
定
、
速
可
被
下
知
者
、
分
之

宜
也
、
左
府
不
及
再
評
之
由
、
仰
也
、
両 

勅
使
承
関
白
御
父
子
之
旨
、
而
同
日
及
暮
帰
京
、
直
参
内
、
右
之
趣
有 

勅

答
、
天
気
弥
御
感
之
上
、
明
日
四
人
可
捧
小
折
紙
之
由
勅
定
也
、
傳 

奏
・
職
事
承 

勅
命
、
自 

朝
退
、
而
入
夜
、
従

傳 

奏
召
正
清
曰
、
今
日
、
関
白
父
子
之
御
機
嫌
、
天
朝
之
御
気
色
、
各
冥
加
之
至
、
神
助
之
極
、
可
存
有
難
之
由
、
仰

也
、
正
清
稽
首
合
爪
、
而
急
退
出
、
告
報
焉
、
吾
儕
等
不
覚
手
舞
足
蹈
、
速
認
小
折
紙
、
明
日
可
献
之
由
、
議
定
焉
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
鷲
尾
と
神
宮
奉
行
中
御
門
宗
良
は
天
皇
の
意
向
を
関
白
に
伝
え
、
こ
の
件
に
つ
い
て
諮
問
し
た
。

関
白
は
天
皇
の
意
向
を
も
っ
と
も
と
し
た
上
で
、
四
人
の
加
階
と
叙
爵
を
急
ぎ
宣
下
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
ま
た
鷲
尾
は
直

接
神
主
に
叙
爵
・
加
階
申
請
の
小
折
紙
提
出
を
指
示
し
た
。 

 

『
祠
官
賞
爵
沙
汰
文
』
に
よ
れ
ば
、
同
二
五
日
、
四
人
は
小
折
紙
を
神
宮
奉
行
に
提
出
し
、
同
二
六
日
、
四
人
の
加
階
・
叙

爵
が
宣
下
さ
れ
た
。
宣
下
の
上
卿
は
神
宮
伝
奏
鷲
尾
が
勤
め
、
口
宣
案
は
蔵
人
頭
で
も
あ
る
神
宮
奉
行
が
奉
じ
た
。 

 

同
二
七
日
、
官
務
壬
生
忠
利
か
ら
祭
主
河
辺
定
長
へ
四
人
に
口
宣
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
早
く
下
知
す
る
よ
う
に
と
の
文
書
が

出
さ
れ
、
さ
ら
に
祭
主
か
ら
大
宮
司
河
辺
精
長
に
こ
の
こ
と
を
承
知
す
る
よ
う
に
と
の
文
書
が
出
さ
れ
た
。
同
五
月
二
日
、
大

宮
司
が
外
宮
禰
宜
達
に
こ
の
こ
と
を
下
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
十
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 
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今
後
弘
正
・
末
清
・
正
清
等
以
自
分
之
申
状
預
叙
爵
、
相
副
口
宣
案
・
次
第
下
文
等
神
宮
到
来
、
拝
閲
候
処
、
源
・
秦
之

両
氏
被
付
候
、
彼
三
人
者
終
不
預
叙
爵
者
之
後
胤
止
申
、
殊
異
姓
之
者
仁
天
御
座
候
、
故
神
宮
之
承
知
可
為
如
何
之
段
、

一
禰
宜
常
晨
江
申
理
候
処
、
自
分
仁
京
都
江
被
申
達
候
由
、
何
様
之
儀
候
哉
、
不
得
其
意
候
、
抑
当
宮
祠
官
等
自
往
古
不

交
他
姓
、
以
度
会
姓
被
恩
補
儀
候
、
然
処
、
源
・
秦
之
両
氏
以
当
宮
之
権
任
任
、
奉
捺
正
印
之
事
、
云
新
儀
、
云
非
例
、

神
鑑
尤
難
測
奉
存
候
、
併
神
宮
之
古
法
无
陵
怠
候
様
被
仰
付
、
於
被
下
者
、
可
為
御
神
忠
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

五
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 

（
中
略
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
禰
宜
満
彦
（
在
判
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

二
禰
宜
全
彦
（
在
判
） 

 
 
 

進
上
祭
主
殿
政
所 

 
 
 
 

同
日
、
捧
鷲
尾
大
納
言
家
并
司
庁
之
状
、
同
之
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
宮
禰
宜
が
こ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
た
訴
状
を
出
し
、
度
会
姓
以
外
の
源
・
秦
の
両
氏
に
叙
爵
が
為
さ

れ
、
そ
の
結
果
、
権
禰
宜
に
任
じ
ら
れ
る
の
は
「
新
儀
」
で
あ
り
、「
非
例
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
外
宮
祠

官
は
古
来
度
会
姓
以
外
の
者
は
交
え
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
書
に
よ
れ
ば
神
宮
伝
奏
鷲
尾
は
同
十
八
日
、
次

の
書
状
を
家
臣
の
勝
月
頼
重
に
出
さ
せ
た
。 

 
 

飛
札
趣
、
則
令
披
露
候
、
然
者
今
度
弘
正
・
末
清
・
正
清
等
叙
爵
就
御 

勅
許
、
異
姓
之
輩
預
叙
爵
候
旧
例
无
之
旨
、
右

三
人
者
先
年
被
補
大
内
人
職
候
輩
故
、
被
任
旧
例
、
今
度
五
位
御 

勅
許
候
、
尤
大
内
人
預
叙
爵
候
事
、
旧
例
数
多
数
勘

進
被
申
候
、
各
如
被
仰
候
、
異
姓
無
之
候
者
、
可
被
補
権
任
候
得
共
、
此
三
人
者
異
姓
故
叙
爵
迄
候
、
委
子
細
之
段
者
祭

主
殿
・
宮
司
殿
江
御
尋
尤
候
、
各
旧
記
若
御
取
持
无
之
候
者
、
御
両
所
江
御
申
候
而
可
有
一
覧
候
、
恐
惶
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
納
言
家 

 
 
 
 
 

五
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 

勝
月
数
馬
頼
重
（
在
判
） 

 
 
 

外
宮
二
禰
宜
殿 

 
 
 
 
 

三
禰
宜
殿 

 
 
 
 
 

（
後
略
） 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
内
人
が
叙
爵
さ
れ
て
い
る
先
例
は
数
多
く
あ
り
、
異
姓
で
な
け
れ
ば
権
任
、
つ
ま
り
権
禰
宜
に
補
任
さ

れ
る
が
、
こ
の
三
人
は
異
姓
だ
か
ら
叙
爵
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 

神
宮
伝
奏
鷲
尾
の
回
答
に
も
関
わ
ら
ず
、
外
宮
禰
宜
達
は
禁
河
を
越
え
て
上
洛
し
、（
９
）
七
月
八
日
、
鷲
尾
の
後
任
で
あ

る
神
宮
伝
奏
葉
室
頼
業
・
神
宮
奉
行
中
御
門
宗
良
・
官
務
壬
生
忠
利
の
邸
宅
を
訪
ね
た
が
、
対
面
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
九

日
、
関
白
二
条
か
ら
叱
責
さ
れ
、
武
家
伝
奏
清
閑
寺
共
房
・
野
宮
定
逸
か
ら
は
伊
勢
神
宮
の
こ
と
は
そ
の
担
当
者
に
訴
え
る
よ

う
に
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
訴
訟
を
起
こ
し
た
外
宮
禰
宜
等
の
意
識
を
示
す
の
が
七
月
十
日
の
次
の
記
事
で
あ
る
。 

 
 

今
日
午
刻
、
外
宮
長
官
使
者
京
着
、
被
捧
口
状
於
傳
奏
・
奉
行
・
官
務
殿
、 
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口
上
之
覚 

 
 

（
前
略
） 

 
 

一
、
禰
宜
中
我
等
各
別
に
罷
成
候
子
細
は
、
口
宣
下
候
上
は
、
尤
口
宣
之
下
知
可
承
知
仕
事
と
我
等
存
候
、
又
禰
宜
中
被

申
候
者
、
此
度
之
儀
非
例
候
間
、
上
々
へ
御
断
可
申
上
候
、
其
上
口
宣
返
候
例
も
有
之
事
候
と
被
申
候
間
、
我
等
申

候
は
、
口
宣
可
返
申
と
の
事
、
无
勿
体
事
候
と
、
様
々
意
見
申
候
へ
ど
も
、
曽
合
点
不
仕
候
、 

 
 

一
、
右
三
人
之
者
等
之
儀
、
如
何
様
之
子
細
以
合
点
不
被
仕
候
哉
と
、
重
而
相
尋
候
へ
ば
、
後
々
神
宮
へ
入
込
申
と
被
申

候
間
、
我
等
申
候
は
、
神
宮
へ
入
込
申
間
敷
と
の
書
物
為
可
取
申
と
申
候
へ
ど
も
、
兎
角
、
不
被
合
点
仕
候
、
禰
宜

中
畢
竟
之
所
存
者
、
口
宣
用
申
間
敷
と
の
事
候
、
我
等
者
口
宣
可
用
申
と
依
存
候
、
各
別
に
罷
成
候
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

七
月
八
日 

 
 
 
 
 
 

外
宮
一
禰
宜
常
晨 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
宮
禰
宜
は
異
姓
の
者
が
叙
爵
さ
れ
れ
ば
、
彼
ら
が
権
禰
宜
へ
の
任
命
を
要
求
し
、
外
宮
内
部
へ
入
り
込

む
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
外
宮
神
主
に
と
っ
て
の
叙
爵
・
加
階
の
も
つ
意
味
に
あ
る
。 

 

『
外
宮
近
代
禰
宜
朝
恩
録
』（
１
０
）
に
は
、
近
世
外
宮
禰
宜
の
位
階
昇
進
年
月
日
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
次
の

よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

二
禰
宜
正
四
位
下
度
会
神
主
因
彦
、
禰
宜
四
十
二
年
、
寛
永
十
五
年
三
月
一
日
、
補
権
禰
宜
、
寛
永
十
五
年
三
月
二
日
、

叙
爵
、
正
保
四
年
七
月
十
八
日
、
任
禰
宜
、
信
彦
替
、
承
応
二
年
九
月
十
一
日
、
叙
従
五
位
上
、
御
代
始
賞
、（
後
略
） 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
外
宮
禰
宜
に
な
り
得
る
度
会
氏
直
系
の
神
宮
家
出
身
で
権
禰
宜
に
補
任
さ
れ
た
神
主
は
そ
の
後
、
必
ず
叙

爵
さ
れ
、
欠
員
が
出
れ
ば
、
禰
宜
に
補
任
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
外
宮
に
お
い
て
叙
爵
さ
れ
た
神
主
は
必
ず

権
禰
宜
か
禰
宜
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
去
年
以
来
、
三
日
市
場
家
の
一
門
が
権
禰
宜
へ
の
任
命
を
内
宮
に
要
求
し
、
叙
爵
を
願
い
出
て
、
紛
争
を
続
け
て

お
り
、
外
宮
禰
宜
の
神
経
も
過
敏
に
な
っ
て
い
た
。（
１
１
） 

 

『
祠
官
賞
爵
沙
汰
文
』
に
よ
れ
ば
、
同
二
四
日
、
出
口
延
佳
・
源
弘
正
・
塩
瀬
重
香
・
秦
正
清
が
神
宮
伝
奏
葉
室
を
訪
ね
、

勘
例
を
渡
す
と
神
宮
伝
奏
葉
室
は
別
勅
に
よ
っ
て
叙
位
さ
れ
た
上
は
勘
例
を
一
覧
す
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
た
。
同
九
月
五
日

条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

五
日
、
及
暮
参
傳 

奏
黄
門
、
有
御
対
面
、
今
日 

奏
聞
事
訖
之
旨
被
仰
、
次
参
総
官
、
詳
被
告
所
聞
于
黄
門
之
語
云
、

今
日
黄
門
與
宗
良
朝
臣
共
被
参
内
、
携
訴
状
等
、
進 

御
前
、
先
残
置
勘
例
、
奏
覧 

禰
宜
訴
状
、
次
延
良
等
陳
状
、
次

祭
主
・
宮
司
口
状
、
次
宮
司
・
禰
宜
問
答
状
、
次
一
禰
宜
口
状
、
即 

竜
顔
読
之
、
頗
有 

逆
鱗
、
勅
語
云
、
曲
事
乃
事

申
須
者
等
也
、
読
訖
、
所
残
置
之
勘
例
触
天
覧
、
有 

勅
問
、
被 

奏
云
、
是
双
方
所
進
之
勘
例
也
、
勅
定
云
、
如
勘
例

者
不
及 

覧
之
也
、
傳 

奏
不
知
朕
意
、
私
取
勘
例
、
因
之
禰
宜
及
異
議
、
此
叙
位
被
依
例
而
授
之
者
也
、
只
奉
為
宗
廟

賞
有
功
而
已
、
其
勘
例
将
持
帰
也
、
即
被
返
下
、
自
以 

玉
手
令
取 

奏
文 

入
御
、
其
後
傳
奏
・
職
事
被
退
下
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
葉
室
は
勘
例
、
禰
宜
の
訴
状
、
延
良
等
の
陣
状
、
祭
主
・
宮
司
の
口
状
、
宮
司
・
禰
宜
達
の
問
答
状
、
一
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禰
宜
の
口
状
を
後
光
明
天
皇
に
提
出
し
、
そ
の
判
断
を
仰
い
だ
。
天
皇
は
こ
れ
ら
を
読
み
、
激
怒
し
た
。
さ
ら
に
神
宮
伝
奏
が

個
人
的
に
勘
例
を
提
出
さ
せ
た
た
め
に
禰
宜
が
異
議
に
及
ん
だ
と
し
、
こ
の
叙
位
は
先
例
に
基
づ
か
ず
に
授
け
た
も
の
で
あ
り
、

伊
勢
神
宮
に
対
し
て
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
授
け
た
だ
け
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

 

そ
の
後
、
明
暦
元(
一
六
五
五)

年
八
月
条
・
万
治
二(

一
六
五
九)

年
七
月
二
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
外
宮
禰
宜
達
は
天
皇
の
裁

断
を
も
不
服
と
し
て
寺
社
奉
行
に
訴
え
出
た
が
、
勅
命
と
い
う
こ
と
で
訴
え
は
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

当
時
、
伊
勢
神
宮
神
主
が
叙
爵
・
加
階
さ
れ
る
の
は
、
天
皇
即
位
の
際
に
全
て
の
禰
宜
・
権
禰
宜
へ
加
階
さ
れ
る
総
位
階
の

場
合
、
臨
時
に
神
主
自
ら
叙
爵
・
加
階
を
申
請
す
る
場
合
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
如
何
に
そ
の
功
績
が
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た

に
せ
よ
、
天
皇
が
自
ら
の
意
志
で
伊
勢
神
宮
の
下
級
神
主
へ
恩
賞
と
し
て
叙
爵
・
加
階
を
命
じ
る
こ
と
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ

た
。 

 

さ
ら
に
、
そ
れ
が
通
常
、
叙
爵
さ
れ
な
い
下
級
神
主
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
外
宮
禰
宜
達
は
従
来
の
伊
勢

神
宮
神
主
の
階
層
を
崩
す
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
抱
き
、「
口
宣
用
申
間
敷
、
」「
口
宣
可
返
申
、
」
と
い
う
よ
う
に
激
し
く

反
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

第
三
節 

寛
文
・
元
禄
年
間
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位 

  

近
世
朝
廷
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
関
連
公
事
は
、
そ
の
準
備
を
担
当
す
る
神
宮
伝
奏
が
事
前
に
神
斎
を
行
っ
た
こ
と
（
１
２
）

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
神
事
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
担
当
す
る
神
宮
伝
奏
は
清
浄
性
の
保
持
を
厳
し
く
求
め
ら
れ
た
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
、
神
宮
伝
奏
は
就
任
す
る
と
、
最
初
に
、
家
内
を
潔
斎
し
、
行
水
す
る
な
ど
し
て
身
を
浄
め
た
。
（
１
３
） 

 

近
世
に
お
い
て
関
白
・
三
公
な
ど
は
、
神
祇
道
を
家
職
と
す
る
公
家
で
あ
っ
た
白
川
神
祇
伯
・
藤
波
神
宮
祭
主
な
ど
に
随
時
、

種
々
の
質
問
を
行
い
、
彼
ら
は
こ
れ
に
答
え
を
出
し
た
。
特
に
、
触
穢
に
関
わ
る
こ
と
は
神
祇
道
の
家
々
に
諮
問
す
る
の
が
適

当
と
さ
れ
て
い
た
。（
１
４
） 

 

第
二
部
第
二
章
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
も
身
を
浄
め
た
後
、

彼
ら
に
同
職
在
任
中
に
避
け
る
べ
き
触
穢
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
例
え
ば
、『
神
宮
傳
奏
之
間
事 

転
法
輪
相
談
条
々
』

（
１
５
）
は
、
寛
文
十
三(

一
六
七
三)

年
に
三
条
実
通
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
際
、
白
川
雅
喬
王
が
、
先
代
の
雅
陳
王
に 

よ
り
、
三
条
家
か
ら
の
様
々
な
質
問
に
回
答
す
る
か
た
ち
で
作
成
さ
れ
て
い
た
、
神
宮
伝
奏
在
職
中
の
心
構
え
を
披
見
し
、
そ

れ
に
補
足
を
加
え
て
実
通
に
送
付
し
た
が
、
そ
の
控
書
が
本
書
で
あ
る
。 

ま
た
、
近
世
前
期
朝
廷
の
伊
勢
神
宮
行
政
に
つ
い
て
は
、『
神
宮
雑
事
』（
１
６
）
に
詳
記
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
全
六
冊
か

ら
な
り
、
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）
年
一
月
十
一
日
か
ら
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
五
月
二
日
ま
で
の
記
事
を
収
め
て
い
る
。 

 

一
冊
目
は
、
壬
生
忠
利
が
伊
勢
神
宮
行
政
に
関
係
す
る
記
事
に
つ
い
て
記
し
た
別
記
で
あ
り
、
二
冊
目
か
ら
六
冊
目
ま
で
は
、

官
務
壬
生
重
房
の
従
者
、
奥
西
重
好
が
『
重
房
宿
禰
記
』（
１
７
）
中
の
伊
勢
神
宮
行
政
に
関
係
す
る
記
事
を
抄
記
し
た
と
推
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定
で
き
る
別
記
で
あ
る
。(

１
８) 

 

近
世
前
期
の
壬
生
官
務
と
そ
の
従
者
が
こ
う
し
た
別
記
を
作
成
し
た
理
由
は
、『
神
宮
雑
事
』
寛
文
七(

一
六
六
七)

年
九
月

二
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
官
務
壬
生
重
房
が
神
宮
奉
行
今
城
定
淳
に
「
凡
於 

神
宮
者
不
引
他
社
之
例
、
又
於
他
社
者
不
引 

神

宮
例
之
由
、
先
達
之
為
口
伝
、
為
故
実
之
間
、
諸
社
例
不
可
勘
進
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
壬
生
が
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
政

務
を
特
別
な
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
官
務
の
職
務
遂
行
の
上
で
参
考
に
で
き
る
よ
う
に
、
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
政
務
の
先
例

集
と
も
い
う
べ
き
同
書
の
作
成
を
企
図
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

本
節
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
同
書
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
寛
文
年
間
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
過
程
を
取
り
上
げ
、
近
世

前
期
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能
を
は
じ
め
と
す
る
伊
勢
神
宮
行
政
と
叙
位
を
求
め
る
神
宮
神
主
の
意
識
に
つ
い
て

明
ら
か
に
す
る
。 

 

『
神
宮
雑
事
』
に
よ
れ
ば
、
寛
文
九
年
四
月
一
日
、
祭
主
藤
波
景
忠
が
官
務
壬
生
重
房
に
自
ら
と
両
官
禰
宜
の
叙
位
を
申
請

す
る
小
折
紙
と
勘
例
を
提
出
し
、
壬
生
は
そ
れ
ら
を
神
宮
奉
行
烏
丸
光
雄
に
伝
え
た
。
同
三
日
に
は
、
神
宮
伝
奏
清
閑
寺
熈
房

が
壬
生
へ
そ
の
小
折
紙
を
披
露
す
る
と
述
べ
た
。 

 

同
十
一
日
に
は
、
祭
主
景
忠
よ
り
内
容
一
禰
宜
荒
木
田
氏
冨
の
正
三
位
を
申
請
す
る
小
折
紙
・
申
文
・
勘
例
・
外
宮
五
禰
宜

以
下
の
叙
位
を
申
請
す
る
小
折
紙
・
勘
例
が
到
来
し
、
そ
れ
ら
を
神
宮
奉
行
烏
丸
光
雄
に
届
け
た
。 

 

同
十
六
日
に
は
、
関
白
鷹
司
房
輔
が
官
務
に
氏
冨
の
正
三
位
申
請
に
つ
い
て
、
一
禰
宜
に
対
す
る
正
三
位
叙
位
の
先
例
が
あ

る
か
尋
ね
た
。
重
房
は
先
例
を
調
べ
た
が
、
所
見
は
な
か
っ
た
こ
と
を
回
答
し
た
。
鷹
司
は
壬
生
に
対
し
て
、
明
日
、
伺
候
す

る
よ
う
に
命
じ
た
。
同
十
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

同
十
七
日
、
令
伺
候
関
白
殿
、
被
尋
仰
云
、
今
度
両
宮
正
員
禰
宜
一
級
申
上
、
并
内
宮
一
禰
宜
三
位
氏
富
正
三
位
申
上
、

去
々
年
既
被
叙
従
三
位
、
其
間
不
幾
、
今
年
又
正
三
位
為
早
速
、
去
々
年
被
宥
一
禰
宜
之
労
、
既
為 
勅
許
、
先
例
皆
以

及
七
旬
之
後
也
、
氏
富
為
六
十
余
之
沙
汰
也
、
然
間
三
位
七
旬
已
後
為
先
例
之
間
、
於
正
三
位
者
其
例
可
為
希
有
、
今
度

御
沙
汰
有
間
敷
之
由
、
被
仰
訖
、
正
三
位
先
例
不
及
所
見
之
由
、
書
付
可
進
之
由
、
被
仰
、
即
於
御
前
書
之
、
令
呈
進
者

也
、 

 
 

正
三
位
之
事
、
引
勘
候
処
、
不
得
所
見
事
、
於
従
三
位
者
元
徳
已
来
、
流
例
候
歟
、
四
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

重
房 

如
此
横
折
書
之
、
殿
下
為
御
覚
悟
之
由
、
被
仰
之
、
尤
不
及
甘
心
者
也
、 

（
後
略
） 

 

鷹
司
は
今
度
、
両
宮
禰
宜
の
叙
位
申
請
と
内
容
一
禰
宜
氏
冨
の
正
三
位
申
請
が
あ
り
、
一
昨
年
、
既
に
氏
冨
は
従
三
位
に
叙

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
、
少
し
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
年
、
正
三
位
に
叙
さ
れ
る
の
は
早
速
で
あ
る
等
の

理
由
で
、
今
度
の
氏
冨
へ
の
叙
位
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。 
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さ
ら
に
、
鷹
司
は
正
三
位
へ
の
叙
位
の
先
例
を
所
見
し
て
い
な
い
の
で
、
書
付
を
送
る
よ
う
に
命
じ
、
壬
生
は
す
ぐ
に
御
前

に
お
い
て
、「
正
三
位
加
階
の
先
例
を
調
べ
た
処
、
所
見
を
得
な
か
っ
た
が
、
従
三
位
に
つ
い
て
は
元
徳
以
来
、
先
例
が
伝
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
記
し
、
関
白
に
提
出
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
神
宮
行
政
を
統
括
し
た
鷹
司
に
と
っ
て
自
ら
の
決
定
の
根
拠
と
し
て
、
壬
生
家
に
集
積
さ
れ
た
先
例
が
必
要

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
二
一
日
条
、
同
二
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

同
廿
一
日
、
従
祭
主
景
忠
、
宮
司
精
長
二
男
叙
爵
事
、
小
折
紙
勘
例
到
来
、
同
廿
二
日
令
挙
奏
、 

申 

従
五
位
下 

大
中
臣
長
春 

大
中
臣
長
春
申
叙
爵
事
、
此
旨
早
可
被
申
之
状
、
如
件
、 

 
 

四
月
廿
一
日 

神
祇
権
少
副
〈
判
〉 

左
大
史
殿 

（
後
略
） 

同
廿
三
日
、
従
清
閑
寺
黄
門
少
時
可
入
来
之
由
、
仍
参
彼
亭
、
仰
云
、
昨
日
可
披
露
之
処
、
依
御
不
例
、
不
及
其
儀
、
可

為
廿
五
日
披
露
之
由
定
訖
、
又
昨
日
宮
司
二
男
叙
爵
事
不
可
有
異
議
歟
之
由
被
尋
問
、
余
云
、
先
例
之
趣
廻
愚
案
之
処
、

不
可
及
異
議
歟
之
由
申
入
訖
、
然
者
可
披
露
之
由
仰
了
、 

 

同
二
一
日
、
藤
波
が
壬
生
に
大
宮
司
河
辺
精
長
の
次
男
長
春
の
叙
爵
を
申
請
す
る
小
折
紙
と
長
春
か
ら
の
勘
例
を
送
っ
た
。

同
二
三
日
に
は
、
神
宮
伝
奏
清
閑
寺
熈
房
が
壬
生
に
来
る
よ
う
に
命
じ
、
壬
生
が
そ
の
邸
宅
を
訪
れ
る
と
、
清
閑
寺
が
昨
日
の

叙
位
申
請
に
つ
い
て
異
議
は
な
い
か
と
尋
ね
た
。
壬
生
は
先
例
を
検
討
し
た
処
、
異
議
に
は
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
と
回
答

し
た
。 

 

清
閑
寺
は
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
披
露
す
る
と
述
べ
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
が
神
宮
神
主
の
叙
位
申
請
を
披
露
す
る
か
否
か
の

判
断
を
官
務
の
意
見
に
よ
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
二
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

同
廿
五
日
、
清
閑
寺
熙
房
卿
エ
令
参
入
、
同
奉
行
頭
左
中
弁
光
雄
朝
臣
参
会
、
其
趣
今
般
申
上
祭
主
景
忠
位
階
事
、
去
々

年
、
寛
文
七
年
叙
従
四
位
下
、
其
年
序
不
幾
、
又
先
例
連
年
又
中
一
年
等
之
例
、
是
者
為 

朝
賞
例
、
景
忠
昇
進
之
次
第
、

如
華
族
之
昇
進
甚
不
可
然
之
由
、
今
日
殿
下
并
雅
章
卿
・
実
豊
卿
被
議
定
、
又
内
宮
一
禰
宜
氏
富
正
三
位
事
、
去
々
年
、

叙
従
三
位
、
其
年
序
是
又
不
幾
、
又
先
例
正
三
位
為
一
人
、
従
三
位
之
時
、
被
経
御
沙
汰
、
被
宥
一
禰
宜
之
労
、
被
叙
従

三
位
訖
、
是
又
今
般
正
三
位
所
申
上
、
不
可
然
之
由
、
被
議
定
、
又
外
宮
一
禰
宜
・
二
禰
宜
是
又
去
々
年
被
叙
一
階
許
、

然
自
正
三
位
者
浅
位
之
間
、
可
被
宥
之
由
、
被
議
定
、
又
荒
木
田
従
二
禰
宜
至
十
禰
宜
、
度
会
一
同
一
階
可
被 

宣
下
歟

之
由
、
被
議
定
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
閑
寺
が
烏
丸
と
壬
生
に
こ
の
日
清
閑
寺
が
鷹
司
と
武
家
伝
奏
飛
鳥
井
雅
章
、
正
親
町
実
豊
に
対
し
て
披

露
し
た
祭
主
と
禰
宜
の
叙
位
申
請
に
関
す
る
鷹
司
、
飛
鳥
井
、
正
親
町
に
よ
る
議
定
の
結
果
を
伝
達
し
た
。 

 

し
か
し
、
同
二
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
議
定
の
結
果
に
つ
い
て
清
閑
寺
と
壬
生
の
間
で
次
の
よ
う
な
遣
り
取
り
が
あ
っ
た
。 



 

 

263 

 
 

同
廿
六
日
、
令
参
入
清
閑
寺
中
納
言
熙
房
卿
仰
云
、
景
忠
事
氏
富
事
不
可
有
勅
許
者
、
残
祠
官
之
輩
小
折
紙
可
披
露
歟
如

何
之
由
雖
申
入
殿
下
、
御
返
答
之
趣
不
分
明
之
由
被
談
聞
、
在
暫
時
、
熙
房
卿
預
来
儀
、
其
趣
者
倩
被
廻
思
案
之
処
、
今

般
祭
主
景
忠
一
階
、
内
宮
一
禰
宜
氏
富
正
三
位
去
々
年
拝
叙
之
故
、
及
早
速
之
御
沙
汰
、
不
及
披
露
、
然
処
、
外
宮
一
禰

宜
・
二
禰
宜
是
又
去
々
年
拝
叙
之
処
、
此
両
人
斗
、
今
年
可
賜
一
級
之
事
不
可
然
、
加
思
案
之
間
、
此
趣
令
尋
問
殿
下
并

武
家
傳
奏
雅
章
卿
・
実
豊
卿
、
今
年
可
停
歟
如
何
、
被
問
所
存
之
由
、
余
云
、
御
思
案
之
旨
令
甘
心
之
由
申
入
訖
、
今
年

為
式
年
之
遷
宮
、
為
其
賞
可
賜
一
級
歟
之
由
、
望
請
歟
、
又
一
禰
宜
神
体
奉
仕
之
故
、
一
級
申
歟
之
由
、
在
御
尋
、
此
条

於
為
賞
者
不
及
先
例
、
又
賞
者
遷
宮
已
後
可
有
御
沙
汰
事
也
、
兼
被
行
賞
事
如
何
之
由
答
申
、
又
神
体
奉
仕
之
勤
、
重
役

之
故
、
一
級
申
之
由
、
外
一
禰
宜
所
申
也
、
毎
度
遷
宮
被
下
一
級
、
不
知
其
例
之
由
、
殿
下
申
入
之
由
、
被
談
仰
訖
、
唯
、

今
度
所
申
者
臨
時
加
階
也
、
於
賞
御
沙
汰
者
不
叶
道
理
之
由
談
仰
、
為
尤
之
由
申
入
訖
、
又
賞
例
為
意
得
可
勘
給
之
由
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
閑
寺
は
壬
生
に
外
宮
一
禰
宜
と
同
二
禰
宜
へ
の
叙
位
に
つ
い
て
も
、
適
当
で
は
な
い
と
し
て
、
議
定
の 

結
論
に
反
対
の
意
見
を
述
べ
、
そ
の
旨
を
鷹
司
、
飛
鳥
井
、
正
親
町
に
も
伝
え
、
彼
ら
の
意
向
を
尋
問
し
た
。
そ
し
て
、
壬
生 

も
清
閑
寺
の
意
見
に
賛
成
し
た
。
以
上
の
経
緯
の
上
、
同
三
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

同
卅
日
、
従
神
宮
傳
奏
清
閑
寺
中
納
言
熙
房
卿
可
参
入
之
由
、
則
令
馳
参
、
祭
主
景
忠
同
参
入
、
其
趣
者
、 

 
 

一
、
内
宮
一
禰
宜
従
三
位
氏
富
正
三
位
之
事
、
去
々
年
従
三
位
所
望
之
時
、
先
輩
及
七
旬
、
皆
以
被
叙
従
三
位
、
然
処
、

氏
富
為
六
旬
余
、
可
有
如
何
之
処
、
被
宥
恕
一
禰
宜
廿
箇
年
余
、
禰
宜
労
五
十
箇
年
遷
宮
奉
仕
之
功
、
彼
此
既
為 

勅

許
、
又
正
三
位
之
例
於
二
宮
常
真
一
箇
度
、
是
又
為
希
有
、
自
叙
従
三
位
以
降
、
其
間
不
幾
之
間
、
就
早
速
之
御
沙

汰
、
無
宣
下
之
旨
、
可
致
下
知
之
旨
、
被
命
訖
、 

一
、
外
宮
一
禰
宜
・
二
禰
宜
是
又
去
々
年
自
叙
一
階
以
降
、
其
間
不
幾
、
為
早
速
之
故
、
無 

宣
下
之
旨
同
可
加
下
知
之

由
、 

一
、
従
内
宮
二
禰
宜
至
十
一
階 

勅
許
之
事
可
加
下
知
云
々
、 

一
、
従
外
宮
三
禰
宜
至
于
十
一
階 

勅
許
之
事
可
加
下
知
云
々
、 

 
 

一
、
宮
司
精
長
一
階
同
二
男
一
階 

勅
許
之
事
可
加
下
知
云
々
、 

 
 

一
、
祭
主
景
忠
一
階
事
、
去
々
年
自
叙
一
階
以
降
、
其
間
不
幾
、
殊
父
友
忠
為 

勅
勘
、
又
先
例
在
連
年
、
或
中
一
年
之

例
、
是
者
皆
為 

朝
賞
之
例
、
難
因
准
歟
、
於 

勅
勘
之
子
孫
、
昇
進
一
二
代
減
于
先
例
法
也
、
雖
然
先
景
忠
当
年

一
級
者
為
早
速
之
由
可
加
下
知
云
々
、 

 
 

（
後
略
） 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
清
閑
寺
が
壬
生
と
藤
波
に
対
し
、
各
々
の
申
請
に
関
す
る
宣
下
と
勅
許
の
有
無
を
伝
達
し
、
問
題
と
な
っ 

た
外
宮
一
禰
宜
と
二
禰
宜
に
対
す
る
叙
位
の
宣
下
は
清
閑
寺
の
主
張
通
り
に
見
送
ら
れ
た
。 

 

同
書
に
よ
れ
ば
、
同
十
一
月
二
四
日
、
再
び
祭
主
が
内
宮
一
禰
宜
氏
冨
の
正
三
位
加
階
を
申
請
し
た
。
し
か
し
、
十
二
月 

二
五
日
に
は
、
勅
許
が
出
さ
れ
な
い
こ
と
が
壬
生
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
翌
寛
文
十(

一
六
七
〇)

年
五
月
二
一
日
条
、
二 
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二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

同
十
年
五
月
廿
一
日
、
従
祭
主
景
忠
朝
臣
、
内
宮
一
禰
宜
氏
富
内
々
申
正
三
位
款
状
・
勘
例
到
来
、
即
令
挙
達
了
、（
後 

略
）
同
廿
二
日
、
従
神
宮
傳
奏
清
閑
寺
中
納
言
熙
房
卿
、
可
令
参
入
之
由
、
即
令
参
彼
亭
、
祭
主
景
忠
朝
臣
同
被
招
、
其 

趣
氏
富
正
三
位
事
、
令 

奏
達
之
処
、
此
儀
可
有
如
何
哉
之
由
、
被
勅
問
摂
関
家
之
処
、
各
所
存
被
申
、
就
其
意
見
不
同
、 

今
般
勅
許
不
被
仰
出
、
重
而
可
有
御
沙
汰
之
由
、
被 

仰
出
之
間
、
可
得
其
意
之
由
、
被
命
之
、
令
領
掌
之
由
、
答
訖
、 

尋
申
云
、
人
々
意
見
之
旨
、
如
何
之
由
、
仰
云
、
自
従
三
位
其
中
間
不
幾
之
故
也
、
又
於
御
祈
祷
之
賞
者
、
為
隔
別
之
沙 

汰
之
由
也
、
愚
案
云
、
従
叙
従
三
位
以
降
、
経
四
箇
年
歟
、
尤
為
早
速
、
又
被
宥
長
日
御
祈
祷
之
功
者
、
又
各
別
也
、
抑 

上
階
御
免
之
事
、
不
可
有
容
易
之 
勅
許
事
歟
、
被
叙
従
三
位
之
時
、
御
沙
汰
之
次
第
不
分
明
之
由
、 

（
中
略
） 

勅
問
之
人
々
意
見
之
辞
、
令
所
望
、
注
之
、 

関
白
房
輔
公 

鷹
司
殿 

以
一
箇
度
之
勘
例
者
可
有
如
何
哉
、
其
上
、
中
早
速
候
、
雖
然
、
於
一
箇
度
茂
有
例
之
上
者
、
可
被
用
之
歟
、
弐
余
社
之 

例
、
略
所
見
候
間
、
以
此
准
拠
苦
間
敷
候
歟
、
殊
以 

神
宮
之
儀
候
間
、 

右
大
臣
兼
晴
公 

九
条
殿 

勘
例
一
有
之
候
上
者
、
難
被
叙
候
歟
、
雖
然
於
款
状
之
趣
者 

勅
許
苦
間
敷
候
哉
、
猶
可
在 

叡
慮
、 

前
摂
政
光
平
公 

二
条
殿 

雖 

神
宮
之
儀
候
、
例
一
箇
度
、
其
上
中
早
速
之
事
候
間
、
正
三
位
之
儀
過
分
候
歟
、
雖
然
猶
可
在 

聖
断
、 

内
大
臣
基
熙
公 

近
衛
殿 

款
状
之
趣
尤
候
歟
、
雖
然
先
例
唯
一
人
之
外
無
之
、
其
上
、
中
早
速
候
間
、
雖 

神
宮
之
儀
、
今
聊
可
有
御
吟
味
候
歟
、 

飛
鳥
井
前
大
納
言
雅
章
卿 

中
早
速
候
間
、
難
被
宥
歟
、
雖
然
可
在 

叡
慮
、 

正
親
町
前
大
納
言
実
豊
卿 

如
何
様
共 

叡
慮
次
第
尓
存
候
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
二
二
日
に
、
三
度
目
の
申
請
が
な
さ
れ
て
お
り
、
同
二
三
日
に
は
、
清
閑
寺
が
壬
生
と
藤
波
に
対
し
、

氏
冨
の
正
三
位
へ
の
叙
位
申
請
を
奏
聞
し
た
処
、
霊
元
天
皇
は
こ
の
件
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
摂
家
衆
と
武
家
伝
奏
に
勅
問

さ
れ
、
各
が
意
見
を
述
べ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
、
今
回
、
勅
許
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
。 

 

こ
の
後
、
同
七
月
七
日
に
四
度
目
の
申
請
が
、
翌
寛
文
十
一
年
二
月
十
二
日
に
は
五
度
目
の
申
請
が
祭
主
よ
り
行
わ
れ
て
い

る
が
、
何
れ
も
却
下
さ
れ
、
勅
許
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
加
階
申
請
問
題
に
関
連
し
、
同
十
二
月
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

同
年
十
二
月
三
日
、
従
神
宮
傳
奏
清
閑
寺
中
納
言
熙
房
卿
、
可
参
入
之
由
、
即
令
参
彼
亭
、
被
命
云
、
今
日
以
東
園
大
納
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言
基
賢
卿
被 

仰
出
者
、
神
宮
事
、
自
今
以
後
、
諸
事
委
細
加
評
判
可
令 

奏
聞
、
不
被
経 

勅
問
、
可
被 

仰
出
之
間
、

可
存
此
旨
之
由
、
被 

仰
出
、
熙
房
申
云
、
雖
為
身
不
屑
、
蒙
此 

仰
、
眉
目
之
由
、
申
上
、
雖
然
、
諸
事
不
勘
之
間
、

官
務
重
房
与
遂
評
判
、
可
経 

奏
之
由
、
迄
于
基
賢
卿
申
入
、
向
後
、
可
被
評
判
之
由
也
、
次
又
内
宮
一
禰
宜
氏
富
正
三

位
事
、
被 
勅
問
之
処
、
摂
関
家
異
見
之
趣
不
分
明
、
従
三
位
猶
以
及
御
疑
貽
之
由
、
被
仰
出
、
然
間
正
三
位
事
、
委
遂

評
判
、
於
可
被
叙
道
理
者
、
可
被
叙
之
由
、
被 

仰
出
、
可
加
評
判
之
由
、
申
上
云
々
、
熙
房
於
所
存
者
、
不
可
被
叙
、

重
房
如
何
之
由
、
被
尋
問
、
申
云
、
於
正
三
位
者
、
於
両
宮
唯
為
一
人
、
最
以
不
可
為
容
易
歟
、
猶
所
存
追
而
可
被
談
之

由
也
、 

 

こ
の
記
事
は
清
閑
寺
が
壬
生
に
語
っ
た
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
霊
元
天
皇
が
、
そ
の
側
近
で
あ
っ
た
議
奏
東
園
基

賢
を
通
じ
て
清
閑
寺
に
対
し
、
伊
勢
神
宮
の
こ
と
は
、
今
後
、
諸
事
に
つ
い
て
詳
し
く
審
判
を
加
え
て
か
ら
奏
聞
し
、
摂
家
衆
、

武
家
伝
奏
へ
の
勅
問
を
経
な
い
で
、
天
皇
が
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
し
と
命
じ
た
。
清
閑
寺
は
こ
の
命
令
を
承
知

し
た
と
返
答
し
た
が
、
諸
事
を
調
べ
ら
れ
な
い
の
で
、
官
務
と
審
判
を
し
て
奏
上
す
る
こ
と
を
東
園
に
申
し
入
れ
る
と
、
東
園

は
、
今
後
、
審
判
を
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

次
に
、
東
園
は
天
皇
が
荒
木
田
の
正
三
位
申
請
に
つ
い
て
摂
家
へ
諮
問
し
た
処
、
摂
家
の
意
見
の
内
容
が
は
っ
き
り
せ
ず
、

天
皇
は
荒
木
田
の
従
三
位
へ
の
加
階
で
さ
え
、
疑
い
を
持
っ
て
お
り
、
故
に
、
荒
木
田
の
正
三
位
へ
の
加
階
の
こ
と
は
清
閑
寺

が
詳
し
く
審
判
し
て
、
叙
さ
れ
る
の
が
道
理
な
ら
ば
、
叙
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
命
じ
た
こ
と
を
述
べ
た
の
で
、
清
閑
寺
は
、

こ
の
件
に
つ
い
て
審
判
を
加
え
る
と
申
し
上
げ
た
。 

 

清
閑
寺
は
、
自
ら
の
意
見
は
叙
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
壬
生
は
如
何
か
と
尋
ね
る
と
、
壬
生
は
、
正
三
位
は

両
宮
の
中
で
た
だ
一
人
を
叙
す
る
も
の
で
あ
り
、
容
易
に
行
う
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。 

 

江
戸
幕
府
は
寛
永
七(

一
六
三
〇)

年
以
降
、
尊
号
一
件
を
除
い
て
、
幕
末
に
至
る
ま
で
摂
家
［
摂
政
・
関
白
・
大
臣
］
―
武

家
伝
奏
―
議
奏
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
朝
廷
を
統
制
し
た
が
、（
１
９
）
さ
ら
に
、
摂
政
・
関
白
・
摂
家
の
大
臣
な
ど
摂
家
公
卿

は
勅
問
衆
を
構
成
し
、
公
家
官
位
叙
任
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
朝
廷
政
務
に
関
し
て
、
天
皇
の
勅
問
に
預
か
っ
て
い
た
。（
２

０
）
こ
の
二
つ
の
命
令
は
、
朝
廷
統
制
機
構
や
勅
問
衆
が
伊
勢
神
宮
行
政
に
関
与
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
自
ら
の
側
近
公
卿
で

あ
っ
た
神
宮
伝
奏
に
強
力
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
天
皇
―
神
宮
伝
奏
の
指
揮
系
統
を
形
成
し
、
神
宮
行
政

を
統
括
し
よ
う
と
考
え
た
霊
元
天
皇
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。（
２
１
）
し
か
し
、
清
閑
寺
家
は
伊
勢
神

宮
に
関
す
る
諸
事
を
審
判
す
る
た
め
に
必
要
な
有
職
故
実
の
蓄
積
を
十
分
に
行
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

第
二
部
第
一
章
第
二
節(

５)

に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
は
家
職
化
し
て
お
ら

ず
、
権
大
納
言
、
権
中
納
言
の
公
卿
が
持
ち
回
り
で
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
有
職
故
実
に
詳
し
い
公
卿
が
補
任
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
神
宮
伝
奏
が
神
宮
に
関
す
る
諸
事
に
つ
い
て
意
見
を
具
申
す
る
際
に
は
、
官
務
と
の
評
議

を
必
要
と
し
た
場
合
が
多
か
っ
た
。 

 

神
宮
の
禰
宜
は
叙
位
申
請
を
如
何
な
る
意
識
に
よ
っ
て
行
っ
た
の
か
。
荒
木
田
氏
富
は
こ
れ
以
降
も
正
三
位
へ
の
叙
位
申
請
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を
二
回
に
亙
っ
て
行
っ
た
が
、
従
三
位
へ
の
昇
進
か
ら
間
も
無
い
こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
何
れ
も
却
下
さ
れ
た
。
次
に
掲
げ

る
の
は
同
十
三(

一
六
七
三)

年
三
月
十
二
日
条
に
み
え
る
六
回
目
の
申
請
の
際
に
氏
富
か
ら
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
款
状
で
あ

る
。 

 
 

皇
大
神
宮
一
禰
宜
従
三
位
荒
木
田
神
主
氏
富
申
進
祭
主
裁
事
、 

 

請
特
蒙 

天
恩
、
因
准
先
例
、
被
叙
正
三
位
、
弥
抽
朝
祈
暮
賽
之
懇
誠
状
、 

右
、
謹
検
旧
貫 

太
神
宮
禰
宜
者 

朝
廷
奉
祈
之
職
・
皇
家
清
撰
之
器
也
、
因
茲
、
浴
代
賞
・
臨
時
之
恩
沢
、
蒙
加
階
・
栄
爵

之
鴻
慈
者 

聖
代
明
時
之
佳
例 
神
宮
古
今
之
通
規
也
、
故
因
准
先
例
、
以
従
三
位
氏
富
可
被
叙
正
三
位
之
旨
、
去
寛
文
九
年

以
来
、
愁
訴
雖
及
数
通
、
終
不
関 

天
恩
、
渇
望
之
情
、
寤
寐
小
心
者
歟
、
倩
案 

神
宮
之
古
風 

文
武
天
皇
御
宇
、
以
改
赤

冠
、
勅
授
位
記
之
日
、
於
内
宮
祠
官
者
叙
従
七
位
上
、
於 

外
宮
神
職
者
賜
正
八
位
下
、
而
後
依 

称
徳
天
皇
御
宇
、
把
笏
之

長
宣
、
仁
明
天
皇
之
御
宇
、
越
階
之
遺 

詔
、
如
今
、
二
宮
禰
宜
等
倶
雖
叙
正
六
位
下
、
階
級
之
正
従
、
相
当
之
高
卑
、
各
有

差
別
、
然 

外
宮
一
禰
宜
常
真
去
元
亀
三
年
自
従
三
位
被
叙
正
三
位 

内
宮
一
禰
宜
何
減
一
等
哉
、
加
之
、
賀
茂
之
社
司
折
月

中
之
桂
、
春
日
之
神
宮
紐
雲
上
之
交
、
何
况
吾
神 

天
照
皇
太
神
宮
者
万
徳
、
万
世
之
宗
廟
、
七
千
余
座
之
祖
神
也
、
奉
仕
之

禰
宜
等
豈
比
餘
社
之
神
職
哉
、（
中
略
）
豈
無
御
憐
察
哉
、
伏
望
者
因
准
先
例
、
以
従
三
位
氏
冨
為
恩
叙
正
三
位
者
、
御
裳
月

清
長
増
可
憐
之
光
神
道
風
静
永
傳
無
射
韻
者
哉
、
不
任
至
信
之
情
、
氏
冨
、
誠
惶
誠
恐
謹
言
、 

 
 
 

寛
文
十
三
年
三
月 

日 

皇
太
神
宮
従
三
位
荒
木
田
氏
冨
款
状
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
氏
冨
は
、
度
重
な
る
正
三
位
へ
の
叙
位
申
請
理
由
を
外
宮
一
禰
宜
の
正
三
位
へ
の
叙
位
が
元
亀
三(

一
五

七
三)

年
に
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
内
宮
一
禰
宜
だ
け
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
内
宮
は
、「
万
徳
、
万
世
之

宗
廟
、
七
千
余
座
之
祖
神
」
で
あ
り
、
そ
の
禰
宜
は
他
社
の
神
職
と
比
較
で
き
な
い
存
在
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
四
月

二
一
日
に
氏
冨
を
正
三
位
に
叙
す
る
旨
の
口
宣
案
が
下
知
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
内
宮
禰
宜
に
対
す
る
最
初
の
正
三
位
へ
の
叙
位

で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
、
同
正
月
十
二
日
、
外
宮
一
禰
宜
度
会
全
彦
が
正
四
位
下
か
ら
従
三
位
へ
の
叙
位
を
申
請
し
た
。
こ
の
申
請
に
つ
い

て
は
、
神
宮
奉
行
柳
原
資
廉
が
送
ら
れ
て
き
た
外
宮
一
禰
宜
の
従
三
位
叙
位
者
の
勘
例
の
中
に
南
朝
に
よ
る
宣
下
の
例
が
記
載

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
立
腹
し
、
さ
ら
に
祭
主
藤
波
景
忠
も
こ
う
し
た
先
例
は
所
見
が
な
く
、
咎
め
ら
れ
る
べ
き
と
の
見
解
を
示

し
た
。
神
宮
奉
行
及
び
官
務
の
見
解
を
受
け
、
同
二
四
日
に
は
、
神
宮
伝
奏
清
閑
寺
熈
房
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

同
廿
四
日
、
従
神
宮
傳
奏
清
閑
寺
中
納
言
熙
房
卿
、
奉
行
柳
原
頭
左
中
弁
資
廉
朝
臣
・
祭
主
景
忠
朝
臣
被
相
招
、
度
会
全

彦
申
上
階
事
、
今
度
不
可 

奏
聞
、
款
状
・
勘
例
可
被
返
、
就
其
儀
可
参
入
云
々
、
即
令
参
入
彼
亭
、
資
廉
朝
臣
・
景
忠

朝
臣
参
会
、
熙
房
卿
仰
云
、
全
彦
申
上
階
之
事
、
此
儀
当
年
所
令
申
、
甚
以
不
被
甘
心
、
其
謂
、
去
年
及
大
訴
、
既
可
被

解
任
当
職
歟
之
由
、
及
御
沙
汰
、
雖
然
宥
免
有
之
処
、
当
年
不
顧
其
儀
、
猥
企
大
望
之
条
、
言
語
道
断
之
次
第
也
、
更
以

不
可
有
奏
達
、
款
状
・
勘
例
被
還
却
、
又
勘
例
之
内
、
令
引
南
都
之
例
、
古
今
僧
俗
勘
例
、
終
不
引
南
朝
之
例
、
令
書
載

之
段
、
尤
以
其
罪
多
、
又
永
禄
之
禄
字
令
書
誤
、
叙
位
・
除
目
之
時
、
若
書
過
如
斯
之
時
、
称
難
書
、
其
申
文
折
留
不
被
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任
叙
云
々
、
今
度
、
興
国
等
被
尋
其
子
細
、
雖
被
沙
汰
申
文
、
不
及
披
露
之
故
、
不
能
其
儀
、
已
来
、
諸
事
可
相
慎
、
此

趣
被
相
招
、
被
経
次
第
、
此
趣
重
房
令
申
達
祭
主
、
令
承
伏
也
、
其
後
有
小
時
、
令
帰
、 

 

清
閑
寺
が
柳
原
・
藤
波
を
招
き
、
度
会
全
彦
上
階
の
こ
と
を
奏
聞
せ
ず
、
そ
の
款
状
と
勘
例
を
返
す
よ
う
に
命
じ
、
そ
の
理

由
と
し
て
、
去
年
、
全
彦
は
大
訴
に
及
び
、
一
禰
宜
を
解
任
さ
れ
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
た
が
、
宥
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
今

年
、
こ
の
よ
う
な
大
望
を
企
て
る
の
は
言
後
道
断
で
あ
る
こ
と
、
勘
例
の
中
に
南
朝
か
ら
宣
下
さ
れ
た
例
を
引
用
し
て
い
る
が
、

現
在
ま
で
そ
の
例
を
引
用
し
て
い
る
勘
例
は
一
つ
も
無
く
、
そ
の
罪
は
重
い
こ
と
、
勘
例
の
中
で
永
禄
の
禄
と
い
う
字
を
書
き

誤
っ
て
お
り
、
叙
位
・
除
目
の
と
き
に
書
き
誤
っ
た
場
合
、
難
書
と
称
し
て
叙
任
さ
れ
な
い
こ
と
を
挙
げ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
神
宮
伝
奏
は
神
宮
神
主
の
叙
位
申
請
に
つ
い
て
、
そ
の
適
否
を
審
査
し
、
披
露
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
権

現
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

同
六
月
九
日
に
は
、
再
度
、
全
彦
の
正
四
位
下
か
ら
従
三
位
へ
の
加
階
申
請
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
款
状
と
勘
例
に
加
え

て
出
さ
れ
た
全
彦
の
口
上
覚
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

（
前
略
）
上
階
之
儀
、
両
宮
ニ
か
き
ら
す
、
賀
茂
・
春
日
之
社
職
等
も
猶
有
之
由
、
殊
ニ
当
春
、
春
日
正
之
預
・
権
之
預

り
等
如
き
も
被
叙
従
三
位
候
由
承
及
候
、（
中
略
）
天
下
宗
廟
之
一
禰
宜
と
志
て
、
餘
社
社
職
之
位
階
ニ
を
と
里
申
儀
、

不
絶
汗
顔
奉
存
候
、
願
者
、
被
任
先
例
、
早
ク
被
叙
従
三
位
候
者
、
弥
可
奉
抽 

寳
祚
悠
久
・
国
家
安
寧
之
御
祈
祷
、
精

誠
候
也
、 

寛
文
十
三
年
六
月 

 
 

外
宮
一
禰
宜
全
彦 

 

『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
、
同
二
月
五
日
、
春
日
社
の
正
預
と
権
預
が
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
。
全
彦
は
、
「
天
下
宗
廟
之
一

禰
宜
」
と
し
て
他
社
の
神
職
の
位
階
に
劣
る
こ
と
は
恥
ず
か
し
い
と
し
、
早
く
従
三
位
へ
叙
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
。
同
十

一
日
に
は
全
彦
を
従
三
位
に
叙
す
る
旨
の
口
宣
案
が
出
さ
れ
た
。 

 

こ
の
後
、
元
禄
年
間
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
を
み
る
。
神
宮
伝
奏
徳
大
寺
公
全
の
『
公
全
公
記
』
（
２
２
）
元
禄
十

六(

一
七
〇
三)

年
三
月
二
八
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

晴
、
武
家
伝
奏
へ
以
書
状
度
会
末
轉
、
永
相
ホ
款
状
入
見
参
之
処
、
如
例
可
令
披
露
之
由
返
答
、
申
剋
計
関
白
参
候
処
、

御
他
行
之
由
、
諸
大
夫
小
林
主
税
頭
預
置
了
、
当
番
夕
替
也
、
従
関
白
使
給
、
款
状
子
細
無
之
候
間
、
可
令
披
露
之
由
、

二
通
返
給
、
議
奏
当
番
以
右
衛
門
督
申
上
之
処
、
則 

勅
許
、
頭
弁
ヘ
以
書
状
下
知
了
、
有
依

マ

マ

所
労
、
不
参
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
徳
大
寺
公
全
が
武
家
伝
奏
に
神
宮
神
主
度
会
末
轉
、
永
相
な
ど
の
款
状
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
例

の
通
り
披
露
す
る
よ
う
に
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
次
に
、
徳
大
寺
は
関
白
近
衛
基
煕
邸
を
訪
れ
、
近
衛
が
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、

諸
大
夫
に
款
状
を
預
け
た
。 

 

そ
の
後
、
近
衛
の
使
者
が
来
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
の
で
披
露
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
伝
え
、
そ
れ
ら
を
返

却
し
た
。
こ
れ
を
う
け
て
徳
大
寺
は
議
奏
石
井
行
豊
を
通
じ
て
東
山
天
皇
に
披
露
し
た
処
、
勅
許
が
下
さ
れ
た
の
で
、
神
宮
奉

行
日
野
輝
光
に
書
状
を
も
っ
て
こ
の
こ
と
を
伝
え
、
下
知
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。 
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第
四
節 

延
享
四
年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位 

  

本
節
に
お
い
て
は
、
近
世
中
期
の
延
享
年
間
に
お
け
る
神
宮
大
宮
司
へ
の
叙
位
を
検
討
し
、
近
世
中
期
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢

神
宮
行
政
の
変
化
を
解
明
す
る
。
神
宮
上
卿
中
山
栄
親
の
『
神
宮
上
卿
記
』
（
２
３
）
延
享
四(

一
七
四
七)

年
十
月
十
日
条
に

は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

十
日
午
斜
参
内
、
相
具
款
状
二
通
、
例
書
一
通
、
正
権
禰
宜
交
名
二
通
、
覧
文
書
五
通
於
摂
政
、
命
曰
、
於
里
第
可
有
熟

覧
間
、
院
奏
之
事
於
新
中
納
言
可
申
有
無
、
於
里
亭
問
送
案
内
於
彼
卿
、
可
奏
聞
御
気
色
之
由
答
来
、
直
参
摂
政
御
許
、

申
彼
返
答
、
命
曰
可
院
奏
、
文
書
五
通
返
賜
、
参
桜
町
殿
、
召
御
前
、
奏
之
、
仰
曰
、
正
権
禰
宜
等
一
級
可
為
如
例
、
大

宮
司
上
階
之
事
於
禰
宜
ホ
例
者
何
事
之
有
乎
、
被
任
摂
政
之
意
、
可
被
宣
下
歟
、
猶
可
被
尋
右
府
以
下
歟
、
可
在
彼
意
者
、

称
唯
、
参
摂
政
、
申
御
旨
、
命
曰
、
何
事
之
有
乎
、
各
可 

宣
下
者
、
参
院
申
此
由
、
又
参
内
、
告
宣
下
之
事
、
於
別
当
、

退
出
、
以
消
息
仰
右
少
弁
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
神
宮
上
卿
中
山
栄
親
が
神
宮
正
権
禰
宜
の
款
状
な
ど
を
も
っ
て
参
内
し
、
摂
政
一
条
道
香
に
そ
れ
ら
を
見
せ 

る
と
、
一
条
は
自
邸
に
て
内
覧
す
る
間
に
、
桜
町
上
皇
へ
の
奏
聞
許
可
を
院
伝
奏
八
条
隆
英
を
通
じ
て
得
る
よ
う
に
指
示
し
た
。 

中
山
が
八
条
に
そ
れ
ら
の
控
え
を
送
る
と
、
八
条
は
奏
聞
す
る
よ
う
に
と
の
上
皇
の
意
向
を
伝
え
た
。 

 

こ
れ
を
う
け
て
、
中
山
が
上
皇
に
奏
聞
す
る
と
、
上
皇
は
正
権
禰
宜
へ
の
叙
位
は
例
の
通
り
行
う
よ
う
に
と
述
べ
、
続
い
て 

大
宮
司
河
辺
長
矩
の
従
三
位
へ
の
叙
位
は
、
禰
宜
な
ど
の
先
例
が
あ
り
、
何
の
問
題
が
あ
る
の
か
、
一
条
の
意
向
に
任
せ
て
、 

宣
下
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に
右
大
臣
以
下
に
も
尋
ね
る
べ
き
か
、
一
条
の
意
向
に
任
せ
る
と
述
べ
た
。 

 

中
山
は
一
条
に
上
皇
の
意
向
を
報
告
す
る
と
、
一
条
は
、
何
の
問
題
も
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
宣
下
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。 

中
山
は
参
院
し
て
、
こ
の
こ
と
を
報
告
し
、
参
内
し
て
宣
下
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
退
出
後
、
清
閑
寺
益
房
に
も
消 

息
を
も
っ
て
伝
え
た
。 

 

こ
の
大
宮
司
の
従
三
位
へ
の
叙
位
に
つ
い
て
、
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』（
２
４
）
に
は
、「
大
宮
司 

上
階
之
例
、
長
矩
、
延
享
四
年
九
月
廿
一
日 

叙
従
三
位 

御
代
始
賞 

初
例
也
、
」
と
あ
り
、
続
い
て
先
に
引
用
し
た
『
神 

宮
上
卿
記
』
延
享
四
年
十
月
十
日
条
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

明
按
大
宮
司
上
階
今
度
初
例
、
仙
院
之
叡
慮
、
執
政
之
御
意
見
、
栄
親
卿
記
、
竊
案
可
称
善
乎
如
何
、
古
来
、
大
宮
司
不

上
階
、
定
而
有
其
故
歟
、
但
於
代
始
賞
者
譲
与
他
人
、
無
子
細
、
大
略
見
建
久
六
年
月
輪
殿
記 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
大
宮
司
は
古
来
か
ら
従
三
位
に
叙
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
度
、
上
皇
の
叡
慮
と
摂
政 

の
意
向
に
よ
り
、
そ
れ
が
勅
許
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

先
に
引
用
し
た
『
神
宮
上
卿
記
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
上
皇
は
「
被
任
摂
政
之
意
、
可
被
宣
下
歟
、
猶
可
被
尋
右
府
以
下
歟
、」 

と
述
べ
、
摂
政
は
「
何
事
之
有
乎
、
各
可 

宣
下
者
、」
と
述
べ
て
お
り
、
本
章
第
三
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
寛
文
十
（
一

六
七
〇
）
年
に
内
宮
一
禰
宜
へ
の
正
三
位
叙
位
を
勅
許
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
霊
元
天
皇
が
関
白
を
は
じ
め
、
右
大
臣
以
下
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の
摂
家
衆
と
武
家
伝
奏
に
勅
問
し
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
摂
家
の
立
場
が
上
昇
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
五
節 
天
保
十
五
年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位 

  

本
節
に
お
い
て
は
、
近
世
後
期
の
天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
を
検
討
し
、
近
世
後
期
の
朝
廷 

に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
の
変
化
を
解
明
す
る
。
神
宮
上
卿
三
条
実
万
の
『
神
宮
上
卿
間
記
』（
２
５
）
同
五
月
二
七
日
条
に 

は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
七
日
、
祭
主
来
臨
中
示
云
、
四
禰
宜
可
申
従
三
位
、
禰
宜
ホ
隔
中
三
年
、
加
級
是
例
也
、
然
処
至
今
年
為
中
二
年
、
雖

然
先
例
至
四
禰
宜
之
時
、
必
申
上
階
、
依
之
、
欲
令
申
之
処
、
中
置
未
満
可
為
何
様
哉
、
先
例
中
置
未
満
、
上
階
無
之
、

但
一
禰
宜
必
叙
正
三
位
、
是
不
拘
年
限
有
先
例
、
准
之
者
不
苦
歟
、
非
四
座
者
雖
年
間
相
隔
不
申
上
階
云
々
、 

爰
守
民
雖
為
四
禰
宜
至
中
三
年
上
階
、
然
者
四
禰
宜
於
早
速
不
申
上
階
歟
、
可
守
年
限
事
歟
、
然
而
件
守
民
所
労
不
仕
之

旨
也
、
仍
早
不
申
置
、
旦マ

マ

今
四
禰
宜
年
齢
相
長
之
間
、
若
雖
不
隔
年
限
、
申
望
可
無
子
細
歟
条
々
談
申
候
云
々
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

守
淳 

 
 

安
永
二
年
八
月
八
日 

叙
従
三
位 

五
六
才 

同
年
十
二
月
三
日 
叙
正
三
位
、
依
一
座
、 

氏
彦 

 
 

安
永
十
年
五
月
廿
三
日 

叙
従
三
位 

五
十
七
才 

同
年
七
月
廿
八
日 

叙
正
三
位
、
依
一
座
、 

経
高 

 
 

安
永
十
年
七
月
四
日 

叙
従
三
位 

四
十
才 

同
年
十
一
月
十
九
日 

叙
正
三
位
、
依
一
座
、 

文
化
十
四
年
九
月
廿
一
日 

叙
正
四
位
上 

三
十
才 

文
政
四
年
二
月
三
日 

叙
従
三
位
、
三
十
四
才
、
依
四
座
、 

右
中
三
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

今
度
承
事
、 

 
 
 
 
 
 

申
従
三
位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
波
禰
宜
正
四
位
上
荒
木
田
氏
朝
四
十
二
才 

 
 
 
 

件
人
早
速
進
四
座
之
間
、
自
然
不
限
年
限
云
々
、 

 
 

従
勘
考
可
返
答
由
答
了
、
絶
無
子
細
歟
之
由
存
候
者
也
、
今
日
、
於 

内
謁
、
博
陸
申
此
事
、
示
給
云
、
就
職
申
之
儀
、 

不
可
有
子
細
、
賀
茂
社
禰
宜
是
亦
補
職
之
時
、
不
拘
年
限
、
上
階
有
其
願
、
然
者
雖
不
満
年
限
、
進
四
座
之
故
、
申
趣
有

之
者
可
然
云
々
、
謁
頭
弁 

行
事
弁
、
示
此
事
、
無
別
存
云
々
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
祭
主
藤
波
教
忠
が
神
宮
上
卿
三
条
実
万
に
以
下
の
こ
と
を
述
べ
た
。
内
宮
四
禰
宜
の
従
三
位
申
請
に

つ
い
て
、
禰
宜
な
ど
は
三
年
間
隔
で
叙
位
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
の
禰
宜
の
場
合
、
今
年
で
中
二
年
で
あ
る
。
し
か

し
、
先
例
で
は
、
四
禰
宜
に
補
任
さ
れ
た
と
き
に
必
ず
従
三
位
を
申
請
し
て
お
り
、
今
回
は
、
そ
れ
ら
に
倣
っ
て
申
請
し
た
い
。 
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確
か
に
三
年
未
満
で
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
先
例
は
な
い
が
、
一
禰
宜
は
必
ず
正
三
位
に
叙
さ
れ
、
年
限
に
拘
わ
ら
ず
叙
さ
れ

て
い
る
先
例
が
あ
り
、
こ
れ
に
倣
え
ば
問
題
な
い
の
で
は
な
い
か
。
四
禰
宜
で
な
け
れ
ば
、
三
年
経
過
し
て
い
て
も
従
三
位
申

請
を
し
な
い
。
ま
た
、
荒
木
田
守
民
は
四
禰
宜
に
補
任
さ
れ
、
三
年
経
過
し
て
、
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
。 

 

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
補
任
さ
れ
て
、
早
速
に
上
階
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
の
か
。
年
限
を
守
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。

し
か
し
、
守
民
は
所
労
に
よ
り
、
出
仕
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
早
速
に
申
請
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
今
の
四
禰
宜
は
年
齢

が
高
い
の
で
、
も
し
年
限
を
経
て
い
な
く
て
も
申
請
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
三
条
は
勘
考
し
た
上
で
回
答
す
る
と
述
べ
、
こ
の
こ
と
を
関
白
鷹
司
政
通
に
相
談
し
た
。
鷹
司
は
賀
茂
社
の

禰
宜
が
補
任
さ
れ
た
と
き
、
年
限
に
拘
わ
ら
ず
、
従
三
位
申
請
を
す
る
の
で
、
神
宮
の
禰
宜
が
年
限
に
満
た
な
く
て
も
四
禰
宜

に
補
任
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
従
三
位
申
請
す
る
こ
と
は
、
問
題
な
い
と
答
え
た
。
三
条
は
神
宮
奉
行
烏
丸
光
政
に
こ
の
こ
と

を
伝
え
た
。
同
二
九
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

廿
九
日
、
祭
主
来
臨
、
面
之
、
過
日
、
示
被
談
四
禰
宜
申
上
階
事
、
可
無
子
細
、
就
職
申
也
、
不
可
有
余
議
、
進
四
禰
宜

之
時
、
申
上
階
ト
云
事
、
先
例
在
款
状
、
今
度
、
不
満
年
限
事
、
子
細
可
被
載
款
状
歟
、
但
一
禰
宜
申
正
三
位
之
時
、
不

満
中
置
事
不
載
之
者
、
祭
主
云
、
別
ニ
不
満
中
置
事
不
載
款
状
歟
、
猶
可
勘
考
云
々
、
依
其
次
第
、
至
明
日
可
及
披
露
歟
、

重
而
可
申
云
々
、
後
刻
余
当
番
参 

内
之
間
、
祭
主
被
参
入
、
過
刻
、
被
調
之
処
、
一
禰
宜
申
正
三
位
之
時
、
款
状
子
細

繁
多
也
、
仍
今
度
聊
可
書
加
歟
之
旨
被
談
也
、
雖
未
満
年
間
云
々
、
如
斯
進
四
座
之
輩
、
必
授
賜
正
三
位
云
々
、
此
分
可

書
入
歟
云
々
、
尤
可
然
之
由
答
了
、
此
趣
可
達
彼
地
之
間
、
披
露
暫
延
引
云
々
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
条
が
藤
波
に
四
禰
宜
の
従
三
位
申
請
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
と
回
答
し
、
四
禰
宜
に
昇
進
し
た
と
き
に
、

従
三
位
を
申
請
す
る
こ
と
は
、
先
例
が
款
状
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
今
度
、
年
限
に
満
た
な
い
こ
と
も
、
款
状
に
記
載
さ
れ
る

べ
き
か
、
但
し
一
禰
宜
の
正
三
位
申
請
の
と
き
は
、
こ
の
こ
と
を
記
載
し
な
い
と
述
べ
た
。 

 

祭
主
は
、
特
に
年
限
に
満
た
な
い
こ
と
を
款
状
に
記
載
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
さ
ら
に
勘
考
す
る
と
述
べ
、
三
条
は
、
そ

の
結
果
に
よ
っ
て
明
日
披
露
す
る
か
ど
う
か
決
定
す
る
と
述
べ
た
。
そ
の
後
、
三
条
は
議
奏
当
番
と
し
て
参
内
し
、
藤
波
も
参

入
し
た
。 

 

藤
波
は
、
先
刻
調
べ
た
と
こ
ろ
、
一
禰
宜
の
正
三
位
申
請
の
と
き
、
款
状
は
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
今

度
も
款
状
に
は
、
年
限
に
は
満
た
な
く
て
も
、
四
禰
宜
に
補
任
さ
れ
た
者
は
、
必
ず
正
三
位
に
叙
さ
れ
る
こ
と
を
書
き
加
え
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
三
条
は
そ
う
す
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
後
、
こ
の
こ
と
を
伊
勢
に
伝
え
る
た
め
、
披

露
は
し
ば
ら
く
延
引
さ
れ
た
。
同
六
月
八
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

八
日
、
祭
主
示
送
曰
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

申 

従
三
位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
二
才 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
波
禰
宜
正
四
位
上
荒
木
田
氏
朝 

 
 
 
 
 

右
之
者
、
明
日
八
日
、
令
披
露
候
、
仍
御
按
内
申
入
候
也
、 
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六
月
七
日 

 
 
 
 

   

教
忠 

三
条
大
納
言
殿 

 
 
 
 
 
 
 

仍
別
書
被
送
款
状
之
写
、
且
過
日
示
談
之
条
被
謝
了
、 

一
、
如
例
以
切
紙
于
窺
殿
下
、
無
子
細
被
答
命
、
付
議
奏
、
内
々
言
上
、
坊
城
前
大
納
言
承
諾
云
々
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藤
波
が
三
条
に
明
日
内
宮
禰
宜
正
四
位
上
荒
木
田
氏
朝
の
従
三
位
申
請
を
披
露
し
た
い
の
で
案
内
す
る
と

の
旨
の
書
状
を
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
三
条
は
先
例
の
通
り
関
白
鷹
司
に
書
状
を
送
り
、
そ
の
意
向
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、

問
題
は
な
い
と
回
答
し
た
の
で
、
議
奏
坊
城
俊
明
に
奏
聞
の
承
諾
を
得
た
。
同
九
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

早
朝
、
頭
弁
示
送
曰
、 

 
 
 
 

皇
太
神
宮
禰
宜
正
四
位
上
荒
木
田
氏
朝
神
主
申
従
三
位
之
事
、
副
款
状
、
次
第
解
如
此
早
可
令
奏
聞
給
哉
、
誠 

恐
謹
言
、 六

月
八
日 

 
 
 

光
政 

三
条
大
納
言
殿 

次
第
解 

 
 

禰
宜
荒
木
田
氏
朝
申
一
級
之
事
、
款
状
一
通
献
之
、
早
可
被
申
上
之
状
、
如
件
、 

 
 
 

 

六
月
八
日 

 
 

神
祇
権
大
副 

 
 
 

 

左
大
史
殿 

進
上 

 
 

祭
主
朝
臣
書
状 

 
 

一
通 

 
 
 

禰
宜
荒
木
田
氏
朝
神
主
申
一
級
之
事
、
款
状
一
通
副
之
、 

 
 

右
、
進
上
如
件
、 

 
 
 
 
 
 

六
月
八
日 

 
 

左
大
史
小
槻
以
寧 

 
 
 
 
 

進
上
蔵
人
頭
左
大
弁
殿 

款
状
如
左 

浴
之
、
書
折
紙
、 

 
 

申
従
三
位 

 
 
 
 
 
 
 

四
十
二
才 

 
 
 

 

禰
宜
正
四
位
上
荒
木
田
氏
朝 

即
参
入
、
殿
下
内
覧
了
、
進
入
写
、
参
内
、
付
坊
城
前
大
納
言
、
奏
之
、
小
時 

伝
宣
、
勅
許
云
々
、
頭
弁
参
朝
之 

間
、
直
下
之
、
退
出
、
解
斎
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
早
朝
、
烏
丸
が
三
条
に
書
状
を
送
り
、
こ
の
申
請
の
款
状
と
祭
主
か
ら
官
務
へ
の
次
第
解
、
官
務
か
ら
神

宮
奉
行
へ
の
次
第
解
を
送
る
の
で
、
早
く
奏
聞
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
三
条
は
鷹
司
に
款
状
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、
参
内
し
、
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坊
城
を
通
じ
て
仁
孝
天
皇
に
奏
聞
し
た
。
勅
許
が
下
さ
れ
、
三
条
は
す
ぐ
に
烏
丸
に
伝
達
し
た
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
天
保
年
間
に
お
い
て
は
、
先
例
と
異
な
る
位
階
申
請
の
と
き
、
関
白
が
適
当
と
判
断
し
た
場
合
に
、

初
め
て
款
状
が
神
主
か
ら
祭
主
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
官
務
、
神
宮
奉
行
を
経
て
神
宮
上
卿
に
わ
た
り
、
神
宮
上
卿
は
款

状
を
関
白
の
内
覧
に
供
し
、
そ
の
内
諾
を
得
て
、
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
に
奏
聞
さ
れ
た
。 

 

お
わ
り
に 

  

寛
永
三(

一
六
二
六)

年
の
場
合
、
神
宮
神
主
の
位
階
申
請
は
、
ま
ず
神
宮
祭
主
が
官
務
に
伝
え
、
そ
の
後
、
神
宮
奉
行
・
神

宮
伝
奏
の
順
序
で
上
申
さ
れ
た
。
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
奏
聞
す
る
と
、
天
皇
は
武
家
伝
奏
の
内
諾
を
得
る
よ
う
に
命
じ
、
神
宮

伝
奏
が
内
諾
を
得
て
、
再
び
奏
聞
し
、
勅
許
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
神
宮
伝
奏
は
、
神
宮
奉
行
に
天
皇
が
早
く
位
階

を
宣
下
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
た
。 

 

承
応
三(

一
六
五
四)

年
の
場
合
は
、
天
皇
の
意
向
に
よ
り
、
恩
賞
と
し
て
下
級
神
主
に
位
階
が
授
与
さ
れ
た
特
殊
な
事
例
で

あ
る
。
天
皇
は
、
位
階
授
与
の
勅
定
を
出
し
た
後
、
神
宮
伝
奏
を
通
じ
て
関
白
に
諮
問
し
た
。
関
白
は
天
皇
の
意
向
を
も
っ
と

も
と
し
た
上
で
、
位
階
を
急
ぎ
宣
下
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。 

 

こ
れ
を
う
け
て
、
神
宮
伝
奏
は
神
主
に
位
階
申
請
の
小
折
紙
提
出
を
指
示
し
た
。
神
主
は
小
折
紙
を
神
宮
奉
行
に
提
出
し
、

神
主
に
位
階
が
宣
下
さ
れ
た
。
宣
下
の
上
卿
は
神
宮
伝
奏
が
勤
め
、
口
宣
案
は
蔵
人
頭
で
も
あ
る
神
宮
奉
行
が
奉
じ
た
。 

 

寛
文
九(

一
六
六
九)

年
の
場
合
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
こ
と
は
、
ま
ず
神
宮
伝
奏
が
、
関
白
・
武
家
伝
奏
に
披
露
し
、
そ
の

判
断
を
仰
い
だ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
朝
廷
政
務
を
専
門
に
担
当
し
た
神
宮
伝
奏
は
神
宮
神
主
へ
の
叙

位
申
請
に
際
し
、
そ
の
適
否
を
判
断
し
、
自
ら
の
意
志
で
却
下
し
た
り
、
関
白
・
武
家
伝
奏
へ
意
見
具
申
し
、
そ
れ
を
両
者
の

決
定
に
反
映
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
一
定
の
権
限
を
有
し
て
い
た
。 

さ
ら
に
、
同
十
年
に
お
け
る
内
宮
一
禰
宜
藤
波
氏
富
の
正
三
位
申
請
に
つ
い
て
、
天
皇
は
摂
政
・
関
白
・
内
大
臣
な
ど
摂
家

公
卿
と
武
家
伝
奏
に
勅
問
し
た
。
当
時
の
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
に
関
す
る
政
務
は
、
関
白
・
武
家
伝
奏
に
よ
る
指
示
の
下
で
神

宮
伝
奏
・
神
宮
奉
行
・
官
務
・
祭
主
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
。 

そ
の
後
、
こ
の
件
に
関
し
て
、
霊
元
天
皇
が
、
清
閑
寺
に
対
し
、
伊
勢
神
宮
の
こ
と
は
、
今
後
、
諸
事
に
つ
い
て
詳
し
く
審

判
を
加
え
て
か
ら
奏
聞
し
、
摂
家
衆
、
武
家
伝
奏
へ
の
勅
問
を
経
な
い
で
、
天
皇
が
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で

あ
る
と
命
じ
た
。
清
閑
寺
は
こ
の
命
令
を
承
知
し
た
と
返
答
し
た
が
、
諸
事
を
調
べ
ら
れ
な
い
の
で
、
官
務
と
審
判
を
し
て
奏

上
す
る
こ
と
を
東
園
に
申
し
入
れ
る
と
、
東
園
は
、
今
後
、
審
判
を
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

次
に
、
東
園
は
天
皇
が
荒
木
田
の
正
三
位
申
請
に
つ
い
て
摂
家
へ
諮
問
し
た
処
、
摂
家
の
意
見
の
内
容
が
は
っ
き
り
せ
ず
、

天
皇
は
荒
木
田
の
従
三
位
へ
の
加
階
で
さ
え
、
疑
い
を
持
っ
て
お
り
、
故
に
、
荒
木
田
の
正
三
位
へ
の
加
階
の
こ
と
は
清
閑
寺

が
詳
し
く
審
判
し
て
、
叙
さ
れ
る
の
が
道
理
な
ら
ば
、
叙
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
命
じ
た
こ
と
を
述
べ
た
の
で
、
清
閑
寺
は
、
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こ
の
件
に
つ
い
て
審
判
を
加
え
る
と
申
し
上
げ
た
。 

 

清
閑
寺
は
、
自
ら
の
意
見
は
叙
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
壬
生
は
如
何
か
と
尋
ね
る
と
、
壬
生
は
、
正
三
位
は

両
宮
の
中
で
た
だ
一
人
を
叙
す
る
も
の
で
あ
り
、
容
易
に
行
う
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。 

 

こ
の
二
つ
の
命
令
は
、
朝
廷
統
制
機
構
や
勅
問
衆
が
伊
勢
神
宮
行
政
に
関
与
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
自
ら
の
側
近
公
卿
で
あ

っ
た
神
宮
伝
奏
に
強
力
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
天
皇
―
神
宮
伝
奏
の
指
揮
系
統
を
形
成
し
、
神
宮
行
政
を

統
括
し
よ
う
と
考
え
た
霊
元
天
皇
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
清
閑
寺
家
は
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
諸
事
を
審
判
す
る
た
め
に
必
要
な
有
職
故
実
の
蓄
積
を
十
分
に
行
っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
神
宮
伝
奏
は
家
職
化
し
て
お
ら
ず
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
権
大
納
言
、
権
中
納
言
の
公
卿
が
持

ち
回
り
で
担
当
し
て
お
り
、
有
職
故
実
に
詳
し
い
公
卿
が
補
任
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
神
宮
伝
奏
が
神

宮
に
関
す
る
諸
事
に
つ
い
て
意
見
を
具
申
す
る
際
に
は
、
官
務
と
の
評
議
を
必
要
と
し
た
場
合
が
多
か
っ
た
。 

 

元
禄
十
六(

一
七
〇
三)

年
の
場
合
も
、
最
初
に
武
家
伝
奏
、
次
に
関
白
が
款
状
を
内
覧
し
、
そ
れ
ら
の
天
皇
に
対
す
る
披
露

を
許
可
す
る
と
、
神
宮
伝
奏
が
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
に
款
状
を
披
露
し
、
勅
許
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

延
享
四(

一
七
四
七)

年
の
場
合
、
最
初
に
摂
政
が
款
状
を
内
覧
し
、
神
宮
上
卿
に
桜
町
上
皇
の
意
向
を
伺
う
よ
う
に
指
示
し

た
。
上
皇
は
「
被
任
摂
政
之
意
、
可
被
宣
下
歟
、
猶
可
被
尋
右
府
以
下
歟
、」
と
述
べ
、
摂
政
は
「
何
事
之
有
乎
、
各
可 

宣

下
者
、
」
と
述
べ
て
お
り
、
寛
文
十(

一
六
七
〇)

年
に
内
宮
一
禰
宜
へ
の
正
三
位
叙
位
を
勅
許
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
霊

元
天
皇
が
関
白
を
は
じ
め
、
右
大
臣
以
下
の
摂
家
衆
と
武
家
伝
奏
に
勅
問
し
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
摂
家
の
立
場
が
上
昇
し

た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
の
場
合
、
先
例
と
異
な
る
位
階
申
請
に
つ
い
て
、
関
白
が
適
当
と
判
断
し
た
と
き
に
、
初
め
て
款

状
が
神
主
か
ら
祭
主
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
官
務
、
神
宮
奉
行
を
経
て
神
宮
上
卿
に
わ
た
り
、
神
宮
上
卿
は
款
状
を
関
白

の
内
覧
に
供
し
、
そ
の
内
諾
を
得
て
、
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
に
奏
聞
し
た
。 

 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
祭
主
が
内
宮
四
禰
宜
へ
の
従
三
位
叙
位
を
先
例
に
基
づ
い
て
強
く
主
張
し
、
関
白
も
賀
茂
社
禰
宜
に

同
様
の
先
例
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
容
易
に
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
寛
文
十
年
の
内
宮
一
禰
宜
に
対
す
る
正
三
位
叙
位
、
延
享
四
年
の
大
宮
司
に
対
す
る
従
三
位
叙
位
の
過
程
と

比
較
し
て
、
祭
主
の
発
言
力
が
強
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
方
、
近
世
の
神
宮
神
主
に
と
っ
て
叙
位
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
承
応
三
年
の
場
合
、
外
宮
禰
宜
は
、

下
級
神
主
へ
の
位
階
授
与
に
反
対
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
異
姓
の
者
が
叙
爵
さ
れ
れ
ば
、
彼
ら
が
権
禰
宜
へ
の
任
命
を
要
求
し
、

外
宮
内
部
へ
入
り
込
む
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
背
景
に
は
、
外
宮
禰
宜
に
な
り
得
る
度
会
氏
直
系
の
神
宮
家
出
身
で
権
禰
宜
に
補
任
さ
れ
た
神
主
は
そ
の
後
、
必
ず
叙

爵
さ
れ
、
欠
員
が
出
れ
ば
、
禰
宜
に
補
任
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
外
宮
に
お
い
て
叙
爵
さ
れ
た
神
主
は
必
ず
権
禰
宜
か
禰

宜
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 
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近
世
に
お
い
て
は
伊
勢
神
宮
神
主
の
禰
宜
職
・
権
禰
宜
職
補
任
に
伴
う
叙
爵
・
加
階
の
申
請
、
許
可
が
慣
例
化
し
て
お
り
、

伊
勢
神
宮
神
主
に
と
っ
て
朝
廷
か
ら
授
与
さ
れ
る
位
階
は
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
神
主
間
の
階
層
秩
序
を
維
持
す
る
上
で
不
可

欠
で
あ
っ
た
。 

 

伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
主
要
な
神
宮
は
朝
廷
勢
力
の
一
環
で
あ
り
、
（
２
６
）
朝
廷
は
そ
れ
ら
の
神
主
、
僧
侶
に
位
階

を
授
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
を
そ
の
一
員
と
し
て
包
摂
し
て
い
た
。 

 

高
埜
利
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
非
参
議
公
卿
の
増
加
は
、
ま
ず
元
禄
期
を
境
に
し
て
急
に
増
加
し
、
二
つ
目
の
画
期
と
し
て
安
永

期
か
ら
著
し
い
変
化
が
み
え
、
天
明
～
寛
政
期
に
は
増
加
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
形
成
す
る
。
特
に
後
者
は
一
時
期
神
職
数
が
非

参
議
の
中
の
過
半
数
を
占
め
、
二
十
二
社
の
上
七
社
（
伊
勢
・
石
清
水
・
賀
茂
・
松
尾
・
平
野
・
稲
荷
・
春
日
）
の
神
職
を
中

心
に
三
位
以
上
神
職
の
増
加
が
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
と
い
う
。（
２
７
） 

 

間
瀬
久
美
子
氏
は
、
三
位
以
上
の
神
職
数
は
近
世
を
通
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
非
参
議
公
卿
数
の
三
分
の
一
強
で
、
明
和
事

件
前
後
か
ら
安
永
半
ば
（
一
七
六
七
～
一
七
七
五
年
）
に
か
け
て
は
半
数
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
ら
三
位
以
上
の
神
職
と
は
伊

勢
・
賀
茂
・
春
日
の
三
社
で
大
半
を
占
め
、
こ
と
に
寛
政
以
降
は
伊
勢
両
宮
の
神
職
が
他
を
圧
倒
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
８
）
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
寛
文
年
間
は
、
内
宮
一
禰
宜
・
外
宮
一
禰
宜
が
そ
れ
ぞ
れ
正
三
位
、
従
三
位
を
繰
り

返
し
て
申
請
し
、
そ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
、
三
位
神
職
数
拡
大
の
端
緒
が
開
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

内
宮
一
禰
宜
、
外
宮
一
禰
宜
が
繰
り
返
し
、
正
三
位
、
従
三
位
を
申
請
し
た
の
は
、
彼
ら
の
申
請
書
に
「
吾
神 

天
照
皇
太

神
宮
者
万
徳
、
万
世
之
宗
廟
、
七
千
余
座
之
祖
神
也
、
奉
仕
之
禰
宜
等
豈
比
餘
社
之
神
職
哉
、」
や
「
天
下
宗
廟
之
一
禰
宜
」

な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
皇
祖
神
を
祀
る
神
社
神
職
で
あ
る
と
の
自
覚
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
従
三
位
、
正
三

位
へ
の
昇
進
が
朝
廷
勢
力
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
。 

 

註 (

１)
 

 

石
川
達
也
「
天
明
期
に
お
け
る
神
宮
禰
宜
の
位
階
」(

『
神
道
史
研
究
』
五
六
―
一 

二
〇
〇
八
年) 

(

２)
 
 

平
井
誠
二
「
近
世
の
大
中
臣
祭
主
家
」（
藤
波
家
文
書
研
究
会
編
『
大
中
臣
祭
主
藤
波
家
の
歴
史
』
続
群
書
類
従
完

成
会 

一
九
九
三
年
） 

一
六
六
～
一
六
八
頁 

(

３)
 
 

国
立
公
文
書
館 

二
六
三
―
八
〇 

(

４)
 
 
 

大
西
源
一 

平
凡
社 

一
九
六
〇
年 

四
九
七
～
五
〇
四
頁 

(

５)
 

 

国
立
公
文
書
館 

一
四
二
―
七
八
五 

記
主
度
会
末
矩 

(

６)
 

 

同 

一
四
二
―
六
九
三 

記
主
源
弘
正 

 
(

７)
 

 

こ
の
書
物
に
つ
い
て
、
平
重
道
氏
は
、「
思
想
史
的
な
位
置
は
単
に
近
世
伊
勢
神
道
の
復
興
を
先
唱
し
た
と
い
う
だ 

 
 
 
 

け
で
は
な
く
、
神
仏
習
合
を
主
体
と
し
た
中
世
神
道
に
対
し
、
そ
の
解
釈
を
全
く
転
換
さ
せ
て
、
儒
教
理
論
を
中
心 
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に
神
道
の
内
容
を
組
織
立
て
、
仏
教
思
想
の
束
縛
を
切
断
し
て
、
神
道
を
自
由
の
世
界
に
誘
導
し
、
近
世
の
基
本
的 

思
想
と
な
る
儒
教
を
神
道
理
解
の
媒
介
と
す
る
道
を
大
き
く
開
拓
し
た
著
述
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。 

『
日
本
思
想
大
系 

三
九 

近
世
神
道
論 

前
期
国
学
』（
岩
波
書
店 

一
九
七
二
年
） 

五
三
一
頁 

(

８)
 
 

国
立
公
文
書
館 

一
四
四
―
九
四 

(

９)
 
 

『
常
基
古
今
雑
事
記
』（
記
主
檜
垣
常
基 

国
立
公
文
書
館
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
み
え
る
。 

 

慶
安
二
年
、
伝
奏
姉
小
路
中
納
言
公
景
卿
、
御
奉
行
園
頭
中
将
基
福
之
御
時
、
下
神
宮
御
掟
之
案
文
、
同
年
五
月

十
二
日
、
自
神
宮
仕
証
文
呈
進
奉
候
、
其
文
曰
、 

一
、
正
禰
宜
越
禁
河
、
今
竹
川
也
、
不
可
他
国
上
京
、
但
依
病
三
木
致
湯
治
、
或
不
得
止
之
子
細
於
有
之
者
、
縱

雖
有
旧
例
、
自
今
以
後
、
不
触
祭
主
而
他
国
上
京
堅
可
停
止
事
、 

一
、
神
宮
之
儀
、
触
祭
主
、
被
相
違
之
時
、
正
・
権
禰
宜
及
雖
至
内
人
、
祭
主
於
非
道
致
越
訴
者
、
非
制
限
、 

若
妄
致
越
訴
者
、
可
為
曲
事
之
由
、
奉
得
其
定
、 

一
、
権
禰
宜
者
祭
主
之
補
任
、
叙
爵
者
被
経
次
第
之
条
、
勿
論
候
、
祭
主
之
沙
汰
不
帯
私
曲
者
、
不
可
越
奏
事
、 

右
之
条
々
堅
相
守
之
、
於
社
法
弥
旧
式
不
可
諠
者
也
、
後
証
如
件
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

常
生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

因
彦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

貞
帷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

貞
和 

 
 
 
 

 

慶
安
二
年
五
月
十
五
日 

 
  

集
彦 

常
和 

満
彦 

全
彦 

貞
晨 

進
上 

 
 

 
 
 
 
 

    

常
晨 

 
 
 
 

 

頭
中
将
殿 

 
 
 
 

 

御
雑
掌 

 
 
 
 

 
 

伊
勢
神
宮
の
禰
宜
は
、
本
来
、
禁
河
と
い
う
定
め
ら
れ
た
河
川
を
越
え
て
上
洛
し
た
り
、
他
国
に
出
向
い
た
り

す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
守
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
頻
繁
に
禰
宜
達
は
訴
訟
の
た
め
に
上
洛
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
慶
安
二(

一
六
四
九)

年
、
神
宮
伝
奏
と
神
宮
奉
行
は
そ
の
対
策
と
し
て
以
上
の
よ
う
な
規
制
を
出

し
た
。 

(

１
０)

 

西
尾
市
岩
瀬
文
庫 

一
一
六
―
五
五 
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（
１
１
） 

前
掲
註
（
４
）
大
西
著
書 

四
九
九
頁 

（
１
２
） 

『
史
料
纂
集 

八
九 

通
誠
公
記 

第
二
』(

続
群
書
類
従
完
成
会)

 

元
禄
三(

一
六
九
〇)

年
八
月
二
十
九
日
条 

（
１
３
） 
『
基
量
卿
記
』
二
十(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
〇
〇 

全
二
八
冊)

 

元
禄
十(

一
六
九
七)

年
十

二
月
二
十
五
日
条 

（
１
４
） 

高
埜
利
彦
「
江
戸
時
代
の
神
社
制
度
」(

『
日
本
の
時
代
史 

十
五 

元
禄
の
社
会
と
文
化
』 

吉
川
弘
文
館 

 

二
〇
〇
三
年) 
三
八
七
頁 

後
に
、
同
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)Ⅱ

部
第
一
章
に

収
録
。 

（
１
５
） 

宮
内
庁
書
陵
部 

三
五
五
―
六
七 

一
冊 

 
 
 
 

 

他
に
も
、『
基
量
卿
記
』
二
十 

元
禄
十(

一
六
九
七)

年
十
二
月
二
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
東
園
基
量
が
神
宮
伝
奏

就
任
当
日
、
藤
波
神
宮
祭
主
へ
同
職
在
任
中
に
避
け
る
べ
き
触
穢
に
つ
い
て
質
問
し
、
祭
主
藤
波
は
こ
れ
に
回
答

し
た
。 

（
１
６
） 

宮
内
庁
書
陵
部 

Ｆ
一
〇
―
六
九
五 

全
六
冊 

 
 
 
 

 

尚
、
拙
著
『
神
宮
雑
事
』(

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー 

二
〇
一
四
年)

に
お
い
て
本
書
の
第
一
冊
か

ら
第
六
冊
ま
で
の
本
文
を
翻
刻
し
、「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
神
宮
雑
事
』
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
解
題
を
掲
載
し
て

い
る
。 

（
１
７
） 

宮
内
庁
書
陵
部 

Ｆ
九
―
一
三
三 

（
１
８
） 

前
掲
註(

１
６)

拙
著 

二
二
一
頁 

（
１
９
） 

高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」（『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年
） 

五
二
～
五
六
頁 

後
に
、

同
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)
Ⅰ

部
第
一
章
に
収
録
。 

（
２
０
） 

田
靡
久
美
子
「
近
世
勅
問
衆
と
朝
廷
政
務
機
構
に
つ
い
て
」
（『
古
文
書
研
究
』
五
六 

二
〇
〇
二
年
） 
三
四
頁 

（
２
１
） 

霊
元
天
皇
の
親
政
・
同
上
皇
の
院
政
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。 

久
保
貴
子
「
天
和
・
貞
享
期
の
朝
廷
と
幕
府
―
霊
元
天
皇
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀 

要
』
別
冊
十
四 

一
九
八
八
年[

後
に
改
稿
・
改
題
し
て
、『
近
世
の
朝
廷
運
営
』（
岩
田
書
院 

一
九
九
八
年
） 

第
二
章
に
「
霊
元
天
皇
の
朝
廷
運
営
」
と
し
て
収
録
。]

・
山
口
和
夫
「
霊
元
院
政
に
つ
い
て
」『
中
近
世
の
宗
教 

と
国
家
』
岩
田
書
院 

一
九
九
八
年 

（
２
２
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

徳
大
寺
家
史
料 

四
一
―
二 

（
２
３
） 

同 

正
親
町
家
史
料 

二
八
―
四
〇
五 

（
２
４
） 

同 

二
八
―
四
〇
九 

（
２
５
） 

同 

徳
大
寺
家
史
料 

三
三
―
八
四 

（
２
６
） 

間
瀬
久
美
子
「
神
社
と
天
皇
」（『
講
座
・
前
近
代
の
天
皇 

三 

天
皇
と
社
会
集
団
』
青
木
書
店 

一
九
九
三
年
） 
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二
一
八
頁 

（
２
７
） 

前
掲
註
（
１
９
）
高
埜
論
文 

六
八
～
六
九
頁 

（
２
８
） 
前
掲
註
（
２
６
）
間
瀬
論
文 

二
一
八
頁 
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第
四
章 

近
世
朝
廷
と
神
宮
式
年
遷
宮 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

は
じ
め
に 

  

近
世
朝
廷
は
官
位
叙
任
や
国
家
安
全
の
祈
願
な
ど
を
そ
の
役
割
と
し
て
い
た
こ
と
（
１
）
に
よ
り
、
寺
社
と
密
接
な
関
係
を

有
し
て
お
り
、
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
限
定
さ
れ
て
い
た
朝
廷
政
務
の
中
で
も
寺
社
に
関
す
る
そ
れ
ら
は
枢
要
な
部
分
を
占
め

て
い
た
と
考
え
る
。 

 

例
え
ば
、
皇
祖
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
政
務
は
神
宮
奏
事
始
、
例
幣
使
発
遣
、
式
年
遷
宮
祭
祀
日
時
定
の
執
行
、
祭

主
・
大
宮
司
・
禰
宜
の
任
命
と
位
階
授
与
・
禰
宜
に
よ
る
訴
訟
へ
の
対
応
、
祈
願
申
請
な
ど
多
数
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
伊
勢
神

宮
行
政
の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
近
世
朝
廷
政
務
と
朝
廷
機
構
の
解
明
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

近
世
朝
廷
機
構
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
朝
幕
関
係
を
論
ず
る
視
点
か
ら
朝
廷
政
務
を
担
当
し
た
主
要
な
職
制
で
あ
る
武
家

伝
奏
、
議
奏
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、
高
埜
利
彦
氏
は
江
戸
幕
府
が
寛
永
七(

一
六
三
〇)

年
以
降
、
尊
号
一
件
を
除
い
て
幕
末
に

至
る
ま
で
摂
家
（
摂
政
、
関
白
、
大
臣
）
―
武
家
伝
奏
―
議
奏
の
統
制
機
構
に
よ
っ
て
朝
廷
を
支
配
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
（
２
） 

 

さ
ら
に
、
山
口
和
夫
氏
は
霊
元
上
皇
が
院
政
を
敷
い
た
貞
享
四(

一
六
八
七)

年
以
降
、
元
禄
六(

一
六
九
三)

年
ま
で
の
間
と

下
限
は
不
明
で
あ
る
が
、
宝
永
六(

一
七
〇
九)

年
以
降
の
一
定
期
間
、
政
務
を
掌
握
し
、
摂
政
、
関
白
も
そ
の
指
揮
下
に
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。（
３
） 

 

幕
府
の
朝
廷
統
制
機
構
下
に
お
い
て
寺
社
に
関
す
る
政
務
を
担
当
し
た
の
が
、
神
宮
伝
奏
を
は
じ
め
と
す
る
寺
社
伝
奏
で
あ

っ
た
が
、
朝
廷
統
制
機
構
と
神
宮
伝
奏
を
は
じ
め
と
す
る
神
宮
奉
行
、
官
務
、
祭
主
と
い
う
実
務
担
当
者
が
政
務
を
遂
行
す
る

と
き
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
か
未
解
明
な
部
分
が
多
い
。 

 

本
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
近
世
神
宮
式
年
遷
宮
の
朝
廷
に
お
け
る
準
備
過
程
で
あ
る
。
式
年
遷
宮
と
は
神
社
で
一

定
の
年
数
を
定
め
て
新
殿
を
造
営
し
、
旧
殿
の
御
神
体
を
遷
す
こ
と
で
あ
り
、
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
は
内
宮
が
六
九
〇
年
、
外

宮
が
六
九
二
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
。（
４
） 

 

ま
た
、
神
宮
式
年
遷
宮
に
先
立
っ
て
は
最
初
に
造
営
料
材
を
御
杣
山
か
ら
伐
り
出
す
と
き
、
山
の
上
り
口
に
坐
す
神
を
祀
っ

て
、
伐
採
、
搬
出
の
安
全
を
祈
る
祭
で
あ
る
山
口
祭
（
５
）
を
は
じ
め
、
両
宮
の
正
殿
床
下
中
央
に
柱
を
立
て
る
祭
祀
で
あ
る

立
心
御
柱
祭
（
６
）
な
ど
多
数
の
関
連
祭
祀
が
執
行
さ
れ
る
。 

 

式
年
遷
宮
は
『
神
宮
文
体
』
に
よ
れ
ば
、
永
正
三(

一
五
〇
六)

年
に
「
神
宮
無
双
之
重
事
」
と
称
さ
れ
る
（
７
）
な
ど
伊
勢

神
宮
に
お
け
る
最
も
重
要
な
祭
祀
で
あ
る
。
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
内
宮
は
寛
正
三(

一
四
六
二)

年
か
ら
天
正
十
三(

一
五
八

五)

年
ま
で
、
外
宮
は
永
享
六(

一
四
三
四)

年
か
ら
永
禄
六(

一
五
六
三)

年
ま
で
途
絶
し
て
い
た
。（
８
） 

 

近
世
に
お
い
て
神
宮
式
年
遷
宮
は
十
四
度
行
わ
れ
た
。（
９
）
間
瀬
久
美
子
氏
は
、
慶
長
十
四(

一
六
〇
九)

年
度
、
寛
永
六(

一
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六
二
九)

年
度
、
慶
安
二(

一
六
四
九)

年
度
の
同
祭
祀
に
際
し
て
発
生
し
た
内
宮
、
外
宮
の
い
ず
れ
を
先
に
行
う
か
を
巡
る
争

論
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
朝
幕
関
係
と
そ
れ
ら
四
度
の
同
祭
祀
に
際
し
て
朝
廷
に
お
い
て
執
行
さ
れ
た
諸
儀
式
の
準

備
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
成
立
後
、
最
初
に
執
行
さ
れ
た
慶
長
十
四
年
度
の
場
合
、
幕
府
の
執
行
命

令
を
う
け
て
神
宮
伝
奏
大
炊
御
門
経
頼
が
諸
司
を
召
集
し
て
、
神
宮
造
営
の
立
案
に
と
り
か
か
り
、
山
田
奉
行
に
式
年
遷
宮
祭

祀
日
時
定
陣
儀
の
下
行
を
要
請
し
た
。
ま
た
、
神
宮
奉
行
と
相
談
し
て
、
先
例
の
通
り
に
両
宮
の
山
口
祭
陣
儀
を
別
々
に
執
行

さ
せ
た
。
寛
永
六
年
度
の
場
合
、
神
宮
伝
奏
日
野
資
勝
が
正
遷
宮
祭
に
先
行
す
る
儀
式
の
復
興
を
試
み
た
。 

 

慶
安
二
年
度
の
場
合
、
神
宮
伝
奏
姉
小
路
公
景
が
両
宮
神
主
か
ら
出
さ
れ
た
正
遷
宮
祭
日
時
宣
下
を
要
請
す
る
書
状
を
関
白

に
提
出
し
た
。
関
白
一
条
昭
良
は
古
来
の
規
範
に
拠
っ
て
慶
長
、
寛
永
の
式
年
遷
宮
と
異
な
り
、
外
宮
を
先
に
執
行
す
る
こ
と

を
決
定
し
、
後
光
明
天
皇
も
こ
れ
に
勅
定
を
下
し
た
。（
１
０
） 

 

神
田
裕
里
氏
も
、
慶
長
十
四
年
度
の
神
宮
式
年
遷
宮
の
前
後
相
論
を
取
り
上
げ
る
な
か
で
、
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
言
及
し
て

お
り
、
遷
宮
問
題
が
具
体
化
し
て
い
た
、
同
十
三
年
八
月
十
三
日
、
家
康
方
に
神
宮
伝
奏
大
炊
御
門
経
頼
ら
が
赴
き
、
執
行
費

用
の
提
供
を
依
頼
し
、
家
康
は
兵
粮
米
六
万
俵
を
寄
進
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

１
１) 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
慶
長
十
四
年
度
、
寛
永
六
年
度
は
神
宮
伝
奏
が
主
導
し
て
い
た
が
、
寛
永
七
年
に
幕
府
の
朝
廷
統
制
機

構
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
慶
安
二
年
度
は
関
白
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
る
体
制
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

本
章
に
お
い
て
は
近
世
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
を
解
明
す
る
一
環
と
し
て
、
同
年
度
に
続
く
寛
文
九
（
一
六
六
九
）

年
度
以
降
の
神
宮
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
と
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

但
し
、
同
年
度
以
降
、
式
年
遷
宮
は
近
世
最
後
の
嘉
永
二(

一
八
四
九)

年
度
ま
で
十
度
に
わ
た
っ
て
執
行
さ
れ
、
そ
の
関
連

祭
祀
も
数
年
間
に
わ
た
っ
て
執
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
章
の
中
で
、
そ
れ
ら
全
て
を
網
羅
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
史

料
的
制
約
に
よ
り
困
難
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
寛
文
九(

一
六
六
九)

年
度
、
元
禄
二(

一
六
八
九)

年
度
、
宝
永
六(

一
七
〇
九)

年
度
、
文
化
六(
一
八

〇
九)

年
度
、
文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
度
に
お
け
る
準
備
過
程
の
一
端
と
そ
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

第
一
節 

寛
文
九
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程 

  

最
初
に
、
寛
文
九(

一
六
六
九)

年
度
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
、
神
宮
式
年
遷
宮
準
備
が
ど
の
よ
う
に
開
始
さ
れ
た

の
か
を
み
る
。
官
務
壬
生
重
房
の
従
者
、
奥
西
重
好
が
『
重
房
宿
禰
記
』（
１
２
）
中
の
伊
勢
神
宮
行
政
に
関
す
る
記
事
を
抄

記
し
た
別
記
で
あ
る
『
神
宮
雑
事
』（
１
３
）
に
よ
れ
ば
、
同
六(

一
六
六
六)

年
七
月
二
九
日
、
神
宮
伝
奏
花
山
院
定
誠
が
祭

主
藤
波
景
忠
に
神
宮
式
年
遷
宮
、
神
宮
臨
時
遷
宮
の
執
行
年
月
日
の
先
例
を
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

同
八
月
一
日
、
藤
波
は
そ
れ
を
壬
生
重
房
を
通
じ
て
花
山
院
に
提
出
し
た
。
花
山
院
は
そ
れ
を
武
家
伝
奏
飛
鳥
井
雅
章
、
正
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親
町
実
豊
へ
持
参
し
、
今
度
の
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
両
名
は
幕
府
に
今
度
の
遷
宮
は
内
宮
、
外
宮
と
も
に
行
う
の

か
尋
ね
る
と
回
答
し
た
。
同
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

従
祭
主
景
忠
去
廿
九
日
、
勢
州
遣
飛
脚
令
帰
、
従
両
宮
口
上
之
覚
書
来
、
則
達 

神
宮
傳 

奏
花
山
院
大
納
言
定
誠
卿
、

去
廿
九
日
、
被
問
覚
者
、
今
度
、
従
両
宮
遷
宮
之
儀
、
関
東
御
訴
訟
申
入
、
従
関
東
両
宮
被
仰
渡
其
趣
、
如
何
之
由
被
尋

問
、
従
両
宮
答
申
覚
書
也
、（
中
略
） 

 
 
 

口
上
之
覺 

自
内
宮
之
返
事 

 
 

五
月
十
八
日
、
寺
社
御
奉
行
御
寄
合
被
成
、
井
上
河
内
守
殿
被
仰
聞
候
御
遷
宮
之
儀
、
昨
日
、
能
御
次
而
候
而
申
上
候
処

ニ
、
頓
而
可
被
仰
出
候
間
、
先
皆
々
返
候
様
ニ
ト
ノ
御
事
之
由
被
仰
聞
、
被
帰
候
也
、 

 
 
 

自
外
宮
之
返
事 

 
 

去
夘
月
九
日
、
寺
社
御
奉
行
所 

神
宮
使
令
伺
公
、
御
遷
宮
式
年
之
儀
申
上
候
処
、
外
宮
者
無
子
細
可
被
仰
遣
之
由
承
、

其
後
、
度
々
御
訴
訟
ニ
罷
出
、
五
月
十
八
日
、
寺
社
御
奉
行
処
被
仰
聞
候
者
、
御
遷
宮
之
儀
、
昨
日
、
申
上
候
処
、
頓
而

可
被
仰
出
候
間
、
先
可
罷
帰
之
旨
蒙
仰
候
御
事
、
巳
上
、
八
月
五
日 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
五
日
、
藤
波
が
壬
生
に
内
宮
、
外
宮
双
方
か
ら
来
た
覚
書
を
渡
し
、
壬
生
は
花
山
院
に
そ
れ
ら
を
提
出

し
た
。
そ
の
覚
書
に
は
両
宮
神
主
が
そ
れ
ぞ
れ
式
年
遷
宮
の
執
行
許
可
を
求
め
る
訴
訟
を
幕
府
に
起
こ
し
た
結
果
が
記
さ
れ
て

い
た
。 

 

内
宮
の
覚
書
に
よ
れ
ば
、
同
五
月
十
八
日
、
寺
社
奉
行
井
上
河
内
守
が
内
宮
の
使
者
に
対
し
て
、
近
日
中
に
幕
府
か
ら
執
行

命
令
が
出
さ
れ
る
こ
と
を
伝
え
た
。 

 

さ
ら
に
、
外
宮
の
覚
書
に
よ
れ
ば
、
寺
社
奉
行
は
外
宮
の
使
者
に
も
同
様
の
こ
と
を
伝
え
た
。
以
上
の
こ
と
は
慶
安
二(

一

六
四
九)

年
度
の
場
合
、
幕
府
は
そ
の
正
遷
宮
祭
の
約
五
年
前
に
遷
宮
執
行
の
許
可
を
与
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
今
年
度
は
明

ら
か
に
遅
延
し
て
い
た
こ
と
に
伊
勢
神
宮
神
主
が
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

同
八
月
七
日
、
藤
波
の
使
者
が
壬
生
に
両
宮
の
使
者
が
幕
府
か
ら
式
年
遷
宮
の
執
行
命
令
は
出
さ
れ
た
の
か
尋
ね
、
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
山
口
祭
執
行
日
時
を
八
月
中
と
し
、
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
準
備
の
都
合
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
日
時
を
二
十
日

程
前
に
伝
達
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
こ
と
を
伝
え
た
。
壬
生
は
ま
だ
命
令
は
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
早
々

に
伝
達
し
、
山
口
祭
執
行
日
時
の
こ
と
は
神
宮
伝
奏
に
伝
え
る
と
回
答
し
た
。
同
八
月
十
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

従
神
宮
傳
奏
花
山
院
亜
相
定
誠
卿
、
従
関
東
申
来 

神
宮
遷
宮
之
事
可
為
両
宮
之
由
今
日
被
仰
出
、
為
内
意
被
告
知
了
、

神
宮
奉
行
烏
丸
頭
右
中
弁
光
雄
朝
臣
示
給
云
、
山
口
祭
日
時
之
事
可
為
相
談
之
間
、
陰
陽
頭
幸
徳
井
令
同
道
、
可
参
之
由

申
来
、
則
幸
徳
井
使
可
被
向
彼
亭
之
由
申
遣
、
余
追
付
、
令
向
彼
亭
、
光
雄
云
両
宮
遷
宮
之
事
被
仰
出
、
山
口
祭
日
時
之

事
今
月
下
旬
之
末
比
、
山
口
祭
日
時
可
撰
之
由
、
従
傳
奏
定
誠
卿
示
給
、
（
中
略
）
陰
陽
頭
今
夜
相
勘
、
内
勘
文
可
進
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
花
山
院
が
壬
生
に
幕
府
が
朝
廷
に
式
年
遷
宮
は
両
宮
と
も
に
行
う
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

神
宮
奉
行
烏
丸
光
雄
は
壬
生
に
陰
陽
頭
幸
徳
井
と
自
邸
に
来
る
よ
う
に
指
示
し
、
幸
徳
井
に
花
山
院
が
山
口
祭
日
時
を
今
月
末
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頃
か
ら
選
ぶ
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
幸
徳
井
は
そ
れ
を
承
諾
し
、
烏
丸
に
今
夜
、
適
当
な
日
を
調
べ
た
上
、
山
口
祭

日
時
内
勘
文
を
提
出
す
る
と
述
べ
た
。
同
十
三
日
、
幸
徳
井
が
烏
丸
に
日
時
内
勘
文
を
提
出
し
、
そ
れ
が
霊
元
天
皇
に
奏
聞
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
山
口
祭
日
時
定
の
執
行
日
が
同
十
八
日
、
山
口
祭
の
執
行
日
が
同
三
十
日
と
決
定
さ
れ
た
。 

 

次
に
、
立
心
御
柱
祭
・
正
遷
宮
祭
日
時
定
執
行
日
の
決
定
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。『
神
宮
雑
事
』
同
九
年
六
月
二
五
日
条

に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

従
清
閑
寺
中
納
言
熈
房
卿
、
唯
今
、
頭
左
中
弁
光
雄
朝
臣
令
参
会
、
従
殿
下
御
尋
之
事
在
之
間
、
可
参
入
之
由
、
即
令
参 

 
 

入
御
亭
、
被
命
云
伊
勢
遷
宮
日
時
定
事
、
陰
陽
頭
従
南
都
上
洛
之
間
、
日
次
事
令
尋
之
処
、
今
月
卅
日
、
七
月
六
日
宜
歟 

 
 

之
由
勘
訖
、
此
旨
殿
下
申
入
之
処
、
武
家
傳 

奏
可
申
入
之
由
被
仰
、
即
飛
鳥
井
前
亜
相
雅
章
卿
、
正
親
町
前
亜
相
実
豊 

 
 

卿
申
入
之
処
、
雅
章
卿
云
卅
日
日
次
不
宜
、
諸
事
忌
之
云
々
如
何
之
由
、
実
豊
卿
云
七
月
者
不
宜
、
但
不
知
故
実
、
所
申 

伝
也
、
先
例
譜
代
職
輩
被
相
尋
、
被
任
先
例
、
可
然
之
由
、
両
卿
被
申
此
趣
、
参
殿
下
、
申
入
之
処
、
仰
去
年
既
七
月
、 

地
曳
・
立
柱
・
上
棟
日
時
定
在
之
、
其
節
不
及
沙
汰
、
今
年
七
月
不
宜
之
由
被
申
旨
為
如
何
哉
、
然
者
相
尋
官
務
・
祭
主 

先
例
、
可
有
壱
左
右
之
由
殿
下
仰
云
々
、
先
例
可
相
勘
之
由
也
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
伝
奏
清
閑
寺
熈
房
は
自
邸
に
壬
生
を
呼
び
、
次
の
こ
と
を
述
べ
た
。
清
閑
寺
が
陰
陽
頭
に
正
遷
宮
祭

日
時
定
の
執
行
日
と
し
て
適
当
な
日
を
尋
ね
る
と
、
今
月
三
十
日
か
七
月
六
日
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
回
答
し
た
。
こ
の
こ

と
を
関
白
鷹
司
房
輔
に
報
告
す
る
と
武
家
伝
奏
に
も
報
告
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

そ
こ
で
、
清
閑
寺
が
飛
鳥
井
と
正
親
町
に
報
告
し
た
。
飛
鳥
井
は
三
十
日
を
不
適
当
と
し
て
、
諸
事
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る

と
述
べ
、
正
親
町
は
七
月
を
不
適
当
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
両
名
は
先
例
を
譜
代
の
職
に
就
い
て
い
る
者
に
尋
ね
て
、

そ
の
通
り
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
述
べ
た
。 

 

清
閑
寺
は
こ
の
こ
と
を
鷹
司
に
報
告
し
た
。
鷹
司
は
昨
年
の
七
月
に
神
宮
式
年
遷
宮
諸
祭
祀
で
あ
る
地
曳
祭
・
立
柱
祭
・
上

棟
祭
の
日
時
定
が
あ
り
、
そ
の
と
き
に
は
問
題
に
し
な
い
で
、
今
月
の
七
月
は
不
適
当
と
す
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
述
べ
、

そ
の
よ
う
な
指
示
で
あ
れ
ば
、
壬
生
と
藤
波
に
先
例
を
尋
ね
て
、
決
定
す
べ
き
だ
と
命
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
清
閑
寺
は
壬
生
に
先
例
を
勘
進
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
壬
生
は
朝
廷
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
関
連

儀
式
が
七
月
に
執
行
さ
れ
た
先
例
を
調
べ
、
そ
れ
を
折
紙
に
記
し
て
提
出
し
た
。
さ
ら
に
、
清
閑
寺
は
藤
波
に
も
同
じ
こ
と
を

尋
ね
た
。
藤
波
は
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
は
七
月
を
憚
る
こ
と
は
な
い
と
回
答
し
、
永
正
、
享
禄
年
間
中
、
七
月
に
朝
廷
か
ら
御

祈
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
一
紙
に
記
し
、
提
出
し
た
。 

 

同
二
六
日
、
壬
生
は
烏
丸
よ
り
七
月
六
日
に
両
宮
の
立
心
御
柱
祭
・
正
遷
宮
祭
日
時
定
を
執
行
す
る
こ
と
を
藤
波
に
伝
達
す

る
よ
う
に
命
じ
る
覚
書
一
通
を
受
け
取
っ
た
が
、
同
二
七
日
、
再
び
烏
丸
よ
り
日
時
定
執
行
日
が
今
月
三
十
日
に
変
更
さ
れ
た

こ
と
な
ど
を
知
ら
せ
る
覚
書
を
受
け
取
っ
た
。
壬
生
は
清
閑
寺
の
邸
宅
を
訪
れ
、
今
日
、
急
に
執
行
日
が
変
更
さ
れ
た
理
由
を

尋
ね
た
。 

 

同
条
に
よ
れ
ば
、
清
閑
寺
は
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
日
、
参
内
し
て
、
鷹
司
、
飛
鳥
井
、
正
親
町
と
面
会
し
た
と
き
の
こ
と
を
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次
の
よ
う
に
語
っ
た
。 

 
 

宣
下
于
卅
日
治
定
之
事
、
実
豊
卿
云
従
関
東
七
月
上
旬
之
比 

宣
下
日
時
可
注
進
之
由
也
、
六
月
中 

宣
下
申
請
之
儀
分

明
也
、
来
六
日
於 

宣
下
者
中
旬
之
注
進
也
、
然
者
卅
日
可
然
之
由
被
申
云
々
、
殿
下
、
雅
章
卿
不
及
問
答
、
被
任
其
旨

云
々
、
万
事
実
豊
卿
被
任
雅
意
之
故
、
無
関
白
之
威
権
云
々
、
如
斯 

宣
下
日
時
必
定
之
処
、
任
彼
卿
一
人
之
申
、
無
事

故
、
又
被
改
之
事
、
神
慮
最
区
測
、
御
遷
宮
者
九
月
也
、
其
注
進
依
無
御
日
次
、
雖
及
于
中
旬
有
何
事
乎
、
然
共
七
月
不

可
然
之
由
令
先
言
之
故
、
如
斯
之
所
為
歟
、
昔
宇
治
左
大
臣
頼
長
執
権
之
故
、
兄
法
性
寺
殿
無
威
権
之
故
、
世
人
号
楊
名

関
白
、
楊
名
者
有
名
無
実
云
々
、
雖
然
当
殿
下
者
被
抱
実
豊
卿
権
威
給
、
法
性
寺
殿
・
宇
治
殿
例
者
不
有
同
日
之
論
也
、

唯
当
殿
下
依
短
才
之
儀
云
々
、
可
思
可
悲
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
親
町
が
清
閑
寺
に
幕
府
の
意
向
は
七
月
上
旬
に
執
行
日
時
を
報
告
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
り
、
六

月
中
の
日
時
宣
下
を
要
請
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
七
月
六
日
の
宣
下
で
は
七
月
中
旬
の
報
告
と
な
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
日
時
宣
下
は
三
十
日
が
適
当
で
あ
る
と
述
べ
た
。 

鷹
司
と
飛
鳥
井
は
問
答
に
及
ば
ず
、
正
親
町
に
任
せ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
万
事
が
正
親
町
の
意
向
に
任
さ
れ
、
関
白
の
権

威
は
な
い
。
式
年
遷
宮
は
九
月
で
あ
り
、
そ
の
執
行
日
時
の
報
告
が
七
月
中
旬
に
な
っ
て
も
問
題
は
な
い
が
、
正
親
町
が
七
月

は
不
適
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
変
更
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。（
１
４
）
こ
う
し
て
同
三
十
日
、
両

宮
立
心
御
柱
祭
・
正
遷
宮
祭
日
時
定
が
執
行
さ
れ
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
同
年
度
の
場
合
、
式
年
遷
宮
執
行
許
可
を
与
え
る
幕
府
に
主
導
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
、

関
白
は
武
家
伝
奏
の
意
向
を
重
視
し
、
そ
の
主
張
に
従
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

第
二
節 

元
禄
二
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程 

 

寛
文
九(

一
六
六
九)

年
度
に
続
く
元
禄
二(

一
六
八
九)

年
度
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。
天
和
元(

一
六
八
一)

年
、
内
宮
正

殿
が
炎
上
し
、
御
神
体
を
仮
殿
に
遷
す
事
件
が
発
生
し
た
。
同
二(

一
六
八
二)

年
二
月
十
三
日
、
内
宮
一
禰
宜
荒
木
田
氏
富
は

内
宮
臨
時
遷
宮
を
幕
府
に
申
請
し
、
同
七
月
三
日
、
幕
府
は
内
宮
臨
時
遷
宮
と
両
宮
式
年
遷
宮
の
執
行
許
可
を
同
時
に
出
し
、

同
九
月
二
六
日
、
両
宮
山
口
祭
が
執
行
さ
れ
た
。（
１
５
） 

 

『
兼
輝
公
記
』（
１
６
）
に
よ
れ
ば
、
同
九
月
八
日
、
神
宮
伝
奏
柳
原
資
簾
と
神
宮
奉
行
庭
田
重
条
が
関
白
一
条
兼
輝
を
訪

れ
、
次
の
こ
と
を
提
案
し
た
。 

 

そ
れ
は
同
十
一
日
に
伊
勢
神
宮
へ
の
例
幣
発
遣
儀
式
、
同
十
二
日
に
両
宮
山
口
祭
日
時
定
が
あ
り
、
本
来
、
祭
主
藤
波
景
忠

は
例
幣
使
と
し
て
幣
帛
を
伊
勢
神
宮
に
奉
納
し
た
後
、
上
洛
し
て
こ
の
こ
と
を
朝
廷
に
報
告
し
、
山
口
祭
日
時
宣
旨
を
受
け
取

り
、
伊
勢
神
宮
に
持
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
往
復
の
時
間
を
考
慮
し
、
藤
波
は
伊
勢
に
お
い
て
宣
旨
の
到
着
を
待
ち
、

例
幣
使
の
一
人
で
あ
る
忌
部
使
が
上
洛
後
、
幣
帛
奉
納
を
朝
廷
に
報
告
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 
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こ
れ
に
対
し
て
、
同
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
一
条
は
柳
原
と
庭
田
を
呼
び
、
柳
原
は
所
労
に
よ
り
来
な
か
っ
た
が
、
一
条
は
訪

れ
た
庭
田
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。 

 
 

疇
昔
、
傳
奏
・
奉
行
、
祭
主
滞
留
勢
州
事
、
今
日
、
廻
愚
案
、
率
尓
難
奏
、
既
奏
之
、
雖
勅
許
、
武
家
傳
奏
後
日
聞
之
、

不
申
武
家
者
不
可
協
時
宜
、
難
計
之
旨
称
之
者
、
於
事
可
有
否
、
於
公
論
者
関
白
奏
達
、
於
勅
許
者
無
異
論
、
然
而
当
時
、

武
家
権
勢
感
之
間
、
難
分
別
、
如
何
、
下
官
不
奏
巳
前
、
相
談
武
家
傳
奏
事
尤
斟
酌
、
何
者
如
此
儀
遂
無
相
談
儀
、
今
度
、

一
ケ
事
於
令
相
談
者
可
為
後
例
、
只
傳
奏
、
奉
行
ホ
被
談
武
家
傳
奏
如
何
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
昨
日
の
提
案
は
霊
元
天
皇
に
奏
聞
し
難
い
。
奏
聞
し
て
勅
許
が
下
さ
れ
て
も
、
武
家
伝
奏
花
山
院
定
誠
、

（
１
７
）
千
種
有
能
が
事
前
に
幕
府
に
相
談
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
向
に
適
わ
な
い
な
ど
と
主
張
し
、
決
定
が
覆
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
本
来
、
関
白
が
奏
聞
し
、
勅
許
を
得
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
な
い
が
、
現
在
、
幕
府
の
権
勢
を
感
じ
て
お
り
、

そ
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

し
か
し
、
奏
聞
前
に
武
家
伝
奏
に
相
談
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
武
家
伝
奏
に
相
談
す
る
こ
と
な
く
行

う
も
の
で
あ
り
、
今
回
、
こ
の
こ
と
を
相
談
す
れ
ば
先
例
と
な
る
。
神
宮
伝
奏
と
神
宮
奉
行
が
武
家
伝
奏
に
相
談
し
て
は
ど
う

か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
庭
田
は
柳
原
に
相
談
し
、
明
日
、
返
答
す
る
と
述
べ
た
。 

 

同
十
日
、
庭
田
は
一
条
邸
を
訪
れ
、
柳
原
が
一
条
の
考
え
に
賛
成
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
武
家
伝
奏
に
相
談
す
る

こ
と
は
遠
慮
し
た
い
旨
を
述
べ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
元
禄
二
年
度
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
外
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
以
上
の

こ
と
に
よ
り
、
同
年
度
も
寛
文
九
年
度
と
同
様
の
体
制
に
よ
っ
て
準
備
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

さ
ら
に
、
同
十
二
日
、
花
山
院
が
同
三(

一
六
九
〇)

年
に
執
行
さ
れ
た
内
宮
臨
時
遷
宮
の
諸
祭
祀
に
つ
い
て
、
一
条
が
提
案

し
た
執
行
日
の
短
縮
を
幕
府
の
意
向
と
し
て
反
対
し
、
同
二
二
日
、
こ
れ
に
よ
り
、
一
条
は
こ
の
提
案
を
撤
回
し
た
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
一
条
が
同
九
日
条
に
「
当
時
、
幕
府
権
勢
感
之
、
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
、
武
家
伝
奏
が

有
し
て
い
た
関
白
を
凌
ぐ
権
勢
の
大
き
さ
は
幕
府
の
権
力
を
背
景
と
し
て
お
り
、（
１
８
）
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮

行
政
は
幕
府
の
強
い
統
制
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

第
三
節 

宝
永
六
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程 

 

元
禄
二(

一
六
八
九)

年
度
に
続
く
宝
永
六(

一
七
〇
九)

年
度
の
場
合
を
明
ら
か
に
す
る
。『
基
熈
公
記
』（
１
９
）
に
よ
れ
ば
、

そ
の
約
七
年
前
の
元
禄
十
五(

一
七
〇
二)

年
一
月
二
二
日
、
武
家
伝
奏
が
関
白
近
衛
基
熈
に
正
遷
宮
祭
執
行
は
来
る
丑
年
で
あ

り
、
そ
れ
に
向
け
て
本
年
、
山
口
祭
を
執
行
さ
せ
る
よ
う
に
と
す
る
幕
府
の
命
令
を
伝
達
し
た
。 

同
二
九
日
、
神
宮
伝
奏
徳
大
寺
公
全
と
神
宮
奉
行
鷲
尾
隆
長
が
近
衛
邸
を
訪
れ
、
伊
勢
神
宮
よ
り
到
来
し
た
山
口
祭
日
時
宣

下
を
要
請
す
る
解
状
を
持
参
し
、
近
衛
は
内
覧
後
、
早
く
東
山
天
皇
に
奏
聞
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
同
二
月
一
日
、
鷲
尾
が
近

衛
に
六
日
辰
刻
に
山
口
祭
日
時
定
が
執
行
さ
れ
る
の
で
、
列
席
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
近
衛
は
列
席
す
る
と
回
答
し
た
。
ま
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た
、
鷲
尾
は
近
衛
に
そ
の
上
卿
以
下
の
名
簿
を
手
渡
し
た
。
同
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

徳
大
寺
大
納
言
来
云
藤
波
二
位
申
山
口
祭
可
為
来
六
日
、
然
而
近
代
不
及
口
宣
案
等
之
沙
汰
、
為
私
参
向
之
体
無
念
、
存

先
例
、
近
者
如
此
之
条
、
可
相
願
存
、
但
承
殿
下
御
内
意
、
可
進
止
旨
密
相
語
云
々
者
、
答
云
古
例
・
近
例
不
能
左
右
間
、

早
以
奉
行
可
有
其
願
、（
中
略
）
所
詮
奏
聞
之
上
、
可
有
御
沙
汰
間
、
早
可
被
付
奉
行
者
、
徳
大
寺
諾
、
起
座
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
徳
大
寺
が
近
衛
に
「
祭
主
藤
波
景
忠
が
徳
大
寺
に
山
口
祭
日
時
定
が
六
日
に
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
は
祭

主
が
伊
勢
神
宮
の
造
営
を
掌
る
令
外
官
で
あ
っ
た
伊
勢
太
神
宮
造
宮
使
（
２
０
）
に
補
任
さ
れ
る
口
宣
案
が
出
さ
れ
る
こ
と
も

な
く
、
私
的
に
山
口
祭
に
参
向
し
て
い
る
。
口
宣
案
等
が
出
さ
れ
た
先
例
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
申
請
し
た
い
と
述
べ
た
が
、

徳
大
寺
は
藤
波
に
近
衛
の
意
向
を
伺
っ
た
上
で
決
定
す
る
と
回
答
し
た
」
こ
と
を
報
告
し
た
。 

 

近
衛
は
、
先
例
は
不
明
だ
が
、
早
く
神
宮
奉
行
を
通
じ
て
申
請
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
同
条
に
は
藤
波
が
提
出
し
た
寛
正
二 

(

一
四
六
一)

年
に
藤
波
秀
忠
を
伊
勢
太
神
宮
造
宮
使
に
補
任
し
た
口
宣
案
と
太
政
官
符
の
写
し
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

同
五
日
、
鷲
尾
が
近
衛
に
藤
波
を
伊
勢
太
神
宮
造
宮
使
に
補
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
を
求
め
、
近
衛
は
早
く
天
皇
に
奏

聞
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
同
六
日
、
藤
波
は
造
宮
使
に
補
任
さ
れ
、
同
三
月
六
日
、
両
宮
山
口
祭
が
執
行
さ
れ
た
。 

 

『
綱
平
公
記
』（
２
１
）
享
保
七(

一
七
二
二)

年
二
月
一
日
条
に
は
、「
就
山
口
祭
、
官
符
、
任
符
、
元
禄
十
五
年
ノ
度
御
再

興
、
」
と
あ
り
、
元
禄
十
五(

一
七
〇
二)

年
の
山
口
祭
に
際
し
て
祭
主
を
造
宮
使
に
補
任
す
る
太
政
官
符
発
布
が
再
興
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。 

 

以
上
の
こ
と
よ
り
、
同
年
度
の
場
合
、
武
家
伝
奏
の
役
割
は
関
白
に
山
口
祭
を
執
行
さ
せ
る
よ
う
に
と
す
る
幕
府
の
命
令
を

伝
達
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
一
方
、
関
白
が
式
年
遷
宮
準
備
を
主
導
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

同
年
度
に
続
く
享
保
十
四(

一
七
二
九)

年
度
の
場
合
も
同
七
年
一
月
二
六
日
条
・
同
二
七
日
条
・
同
二
月
一
日
条
に
よ
れ
ば
、

関
白
が
準
備
を
主
導
し
て
お
り
、
後
述
す
る
文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
度
も
同
様
で
あ
っ
た
。
宝
永
六(

一
七
〇
九)

年
度
以
降

に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
役
割
も
明
和
六(

一
七
六
九)

年
度
、
嘉
永
二(

一
八
四
九)

年
度
の
場
合
、
武
家
伝
奏
は
山
口
祭
日
時
定

執
行
を
命
ず
る
老
中
奉
書
を
天
皇
に
届
け
た
り
、
同
儀
式
執
行
と
決
定
さ
れ
た
日
時
を
京
都
所
司
代
に
報
告
し
た
り
す
る
の
み

で
あ
っ
た
。（
２
２
） 

寛
延
二(

一
七
四
九)

年
度
、
明
和
六(

一
七
六
九)

年
度
、
寛
政
元(

一
七
八
九)

年
度
、
嘉
永
二
年
度
に
つ
い
て
は
史
料
的
制

約
が
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
年
度
に
つ
い
て
も
、
宝
永
六
年
度
と
同
様
に
関

白
が
主
導
す
る
体
制
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。 
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【近世における幕府の神宮式年遷宮執行許可と山口祭執行年月日一覧】 

遷宮執行年度 幕府の遷宮執行許可年月日 山口祭執行年月日 

慶長１４(１６０９)年度 慶長 8(１６０３)年９月９日 同９(１６０４)年閏８月２１日・２４日 

寛永６(１６２９)年度 寛永２(１６２５)年１２月１５日 同３(１６２６)年閏４月２９日 

慶安２(１６４９)年度 寛永２１(１６４４)年４月５日 同６月１１日 

寛文９(１６６９)年度 寛文６(１６６６)年７月２１日 同８月３０日 

元禄２(１６８９)年度 天和２(１６８２)年７月３日 同９月２６日 

宝永６(１７０９)年度 元禄１５(１７０２)年１月１８日 同３月６日 

享保１４(１７２９)年度 享保６(１７２１)年１０月２１日 同７(１７２２)年３月９日 

寛延２(１７４９)年度 寛保元(１７４１)年１０月１０日 同２(１７４２)年３月６日 

明和６(１７６９)年度 宝暦１１(１７６１)年１２月２７日 同１２(１７６２)年３月５日 

寛政元(１７８９)年度 不明 天明２(１７８２)年３月６日 

文化６(１８０９)年度 享和元(１８０１)年１２月３０日 同２(１８０２)年３月８日 

文政１２(１８２９)年度 不明 文政５(１８２２)年３月７日 

嘉永２(１８４９)年度 不明 天保１３(１８４２)年３月８日 

※本【一覧】は『神宮史年表』（２３）によって作成した。 



 

 

286 

【
一
覧
】
に
よ
れ
ば
、
慶
長
十
四
年
度
か
ら
宝
永
六
年
度
に
か
け
て
の
幕
府
の
式
年
遷
宮
執
行
許
可
年
月
日
を
比
較
す
る
と
、 

慶
長
十
四
年
度
が
正
遷
宮
祭
の
約
六
年
前
、
寛
永
六
年
度
が
そ
の
約
四
年
前
、
慶
安
二
年
度
が
そ
の
約
五
年
前
、
寛
文
九
年
度

が
そ
の
約
三
年
前
、
元
禄
二
年
度
が
そ
の
約
七
年
前
の
七
月
、
宝
永
六
年
度
が
そ
の
約
七
年
前
の
一
月
で
あ
り
、
同
年
度
に
お

い
て
最
も
早
い
時
期
に
執
行
許
可
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

高
埜
利
彦
氏
は
五
代
綱
吉
政
権
が
三
代
家
光
政
権
ま
で
の
軍
事
指
揮
権
に
頼
っ
た
支
配
方
式
で
は
な
い
「
平
和
」
な
時
代
の

秩
序
維
持
を
図
る
上
か
ら
、
よ
り
一
層
、
将
軍
権
威
を
高
め
る
必
要
が
あ
り
、
天
皇
、
朝
廷
が
担
っ
て
き
た
儀
礼
上
の
存
在
意

義
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、（
２
４
）
武
家
伝
奏
を
通
じ
て
準
備
過
程
へ
介
入
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、
同
年
度
の
準
備
に
際
し
て
幕
府
が
朝
廷
に
協
調
的
な
姿
勢
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

さ
ら
に
、【
一
覧
】
に
よ
れ
ば
、
神
宮
式
年
遷
宮
に
お
け
る
最
初
の
祭
祀
で
あ
る
山
口
祭
は
慶
長
十
四
年
度
が
そ
の
正
遷
宮

祭
よ
り
約
五
年
前
の
慶
長
九
年
閏
八
月
二
一
日
、
二
四
日
、
寛
永
六
年
度
が
そ
の
約
三
年
前
の
同
三
年
閏
四
月
二
九
日
、
慶
安

二
年
度
が
そ
の
約
五
年
前
の
寛
永
二
一
年
六
月
十
一
日
、
寛
文
九
年
度
が
そ
の
約
三
年
前
の
同
六
年
八
月
三
十
日
、
元
禄
二
年

度
が
そ
の
約
七
年
前
の
天
和
二
年
九
月
二
六
日
で
あ
り
、
執
行
年
月
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

 

し
か
し
、
宝
永
六
年
度
以
降
は
近
世
最
後
の
嘉
永
二
年
度
に
至
る
ま
で
山
口
祭
が
全
て
正
遷
宮
祭
よ
り
七
年
前
の
三
月
上
旬

に
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
と
な
り
、
幕
府
も
そ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
に
遷
宮
執
行
許
可
を
出
し
た
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、

宝
永
六
年
度
以
降
は
近
世
末
期
に
至
る
ま
で
神
宮
式
年
遷
宮
準
備
に
お
い
て
幕
府
が
朝
廷
に
協
力
す
る
方
針
を
踏
襲
し
た
こ

と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

第
四
節 

文
化
六
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程 

  

文
化
六(

一
八
〇
九)

年
度
に
つ
い
て
は
、
神
宮
上
卿
正
親
町
実
光
の
『
神
宮
上
卿
雑
記
』(

２
５)

に
よ
っ
て
、
同
七
年
に
行

わ
れ
た
両
宮
別
宮
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
を
み
る
。 

同
六
月
二
五
日
、
祭
主
藤
波
光
忠
が
神
宮
上
卿
正
親
町
実
光
に
明
日
両
宮
別
宮
遷
御
日
時
を
勘
下
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
解

状
を
披
露
す
る
こ
と
を
伝
え
る
書
状
を
出
し
た
。
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
に
次
の
折
紙
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。 

 
 

内
宮
別
宮
遷
御
日
時
之
事
、 

 
 
 

自
八
月
上
旬
至
下
旬 

 
 

外
宮
別
宮
遷
御
日
時
之
事
、 

 
 
 

九
月
上
旬 

 
 

右
、
可
被
勘
下
之
事
宜
預
御
沙
汰
候 

 
 
 
 

六
月
廿
五
日 

光
忠 

 
 
 

右
衛
門
督
殿 
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こ
れ
を
う
け
て
、
正
親
町
は
、
関
白
鷹
司
政
熙
と
議
奏
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
、
藤
波
に
明
日
の
神
宮
解
状
の
披
露
は
、
辰
刻

に
行
う
よ
う
に
命
じ
る
書
状
を
出
し
た
。
同
二
六
日
、
神
宮
奉
行
万
里
小
路
建
房
か
ら
正
親
町
に
大
宮
司
と
両
宮
か
ら
の
解
状
、

あ
わ
せ
て
三
通
が
届
け
ら
れ
た
。 

 

正
親
町
は
鷹
司
に
そ
れ
ら
の
解
状
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、
光
格
天
皇
に
奏
聞
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
正
親
町
は
参
内
し
、
解 

状
三
通
と
祭
主
の
折
紙
を
議
奏
を
通
じ
て
奏
聞
し
、
天
皇
の
勅
許
が
出
さ
れ
た
。
正
親
町
は
鷹
司
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。

同
二
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
記
事
が
み
え
る
。 

 
 

両
宮
別
宮
正
遷
宮
日
時
、
内
勘
文
之
通
、
於
神
宮
無
差
障
哉
、
被
尋
下
于
祭
主
之
旨
、
議
奏
山
科
中
納
言
伝
宣
、
内
勘 

 
 

文
二
包
被
授
候
、
御
請
、
明
日
、
明
後
日
之
中
、
可
申
云
々
、
召
祭
主
、
及
夕
、 

 
 
 
 

得
御
意
度
候
間
、
恐
入
候
、
御
参
可
被
成
候
也
、 

 
 
 
 
 
 

二
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 

実
光 

 
 
 
 

藤
波
神
祇
権
大
副
殿 

 
 

参
上
、
招
申
沙
汰
間
、
内
勘
文
二
包
授
之
、
前
件
仰
也
、
明
日
披
露
物
、
予
在 

朝
之
間
、
可
有
勘
文
返
上
、
御
請
ホ 

 
 

示
、
被
承
諾
、
退
出
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
議
奏
山
科
忠
言
が
正
親
町
に
両
宮
別
宮
正
遷
宮
日
時
に
つ
い
て
内
勘
文
の
通
り
で
差
し
障
り
は
な
い
か
、 

祭
主
に
尋
ね
る
よ
う
に
と
の
天
皇
の
命
令
を
伝
え
、
内
勘
文
二
通
を
授
け
た
。
正
親
町
は
承
諾
し
、
藤
波
に
内
勘
文
の
日
時
に

つ
い
て
内
諾
を
得
た
い
の
で
、
参
内
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

藤
波
が
参
内
し
、
正
親
町
は
申
沙
汰
間
に
お
い
て
内
勘
文
二
通
を
授
け
、
明
日
披
露
す
る
の
で
、
正
親
町
が
朝
廷
に
い
る
間

に
返
却
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
藤
波
は
承
諾
し
て
退
出
し
た
。
同
二
八
日
、
藤
波
か
ら
正
親
町
に
神
宮
に
お
い
て
は
差
し
支
え

は
な
く
、
内
勘
文
を
返
却
す
る
と
の
書
状
と
内
勘
文
が
届
け
ら
れ
た
。 

 

そ
の
書
状
に
は
「
内
勘
文 

両
宮
へ
尋
遣
候
事
、
先
例
無
之
候
、」
と
あ
る
。
確
か
に
『
篤
長
卿
記
』（
２
６
）
寛
政
元(

一

七
八
九)

年
五
月
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
同
年
に
行
わ
れ
た
両
宮
別
宮
山
口
祭
以
下
日
時
宣
下
に
際
し
て
光
格
天
皇
は
こ
う
し
た

指
示
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
文
化
七
年
の
準
備
過
程
に
お
い
て
光
格
天
皇
の
意
向
に
よ
り
初
め
て
祭
主
藤
波
の
内
諾
を

得
て
正
遷
宮
日
時
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
五
節 

文
政
十
二
年
度
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程 

  

文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
度
に
つ
い
て
は
、
神
宮
上
卿
大
炊
御
門
経
久
の
『
神
宮
上
卿
之
記
』(

２
７)

を
は
じ
め
、
神
宮
上

卿
三
条
実
万
が
そ
の
準
備
を
担
当
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
『
遷
宮
奉
行
記
』（
２
８
）
と
そ
の
続
編
で
あ
る
『
遷
宮
奉
行
記 

草

稿
』
（
２
９
）
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
遷
宮
奉
行
記
』
と
『
遷
宮
奉
行
記
草
稿
』
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
徳
大
寺
家
史
料
の
一
部
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い



 

 

288 

る
。『
遷
宮
奉
行
記
』
は
、
表
紙
に
右
端
か
ら
「
神
宮
上
卿
正
二
位
行
権
大
納
言
兼
皇
太
后
権
大
夫
藤
原
朝
臣
實
萬
」「
両
宮
四

所
別
宮
造
替
山
口
祭
以
下
日
時
定
」「
造
両
太
神
宮
心
御
柱
正
遷
宮
等
日
時
定
」「
遷
宮
奉
行
記
」
と
記
さ
れ
、
本
文
は
文
政
十

二
年
三
月
十
六
日
か
ら
同
六
月
五
日
ま
で
の
記
事
で
あ
り
、
内
容
は
両
宮
別
宮
山
口
祭
以
下
の
遷
宮
祭
祀
日
時
と
両
宮
立
心
御

柱
祭
、
正
遷
宮
祭
日
時
の
決
定
過
程
で
あ
る
。 

 

『
遷
宮
奉
行
記 

草
稿
』
は
、
表
紙
に
右
端
か
ら
「
文
政
十
二
年 

同
十
三
年 

實
萬
御
記
也
」「
遷
宮
奉
行
記
草
稿
」
と

あ
り
、
本
文
は
同
六
月
某
日
か
ら
同
十
三(

一
八
三
〇)

年
二
月
十
一
日
ま
で
の
記
事
で
あ
り
、
内
容
は
同
十
二
年
九
月
に
執
行

さ
れ
た
両
宮
正
遷
宮
祭
後
の
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
奉
幣
使
発
遣
の
準
備
過
程
な
ど
で
あ
る
。 

最
初
に
、『
神
宮
上
卿
之
記
』
に
よ
っ
て
、
両
宮
山
口
祭
日
時
の
決
定
過
程
を
み
る
。
文
政
五(

一
八
二
三)

年
一
月
二
十
日
、

祭
主
藤
波
光
忠
が
参
内
し
、
申
沙
汰
間
に
お
い
て
神
宮
上
卿
大
炊
御
門
経
久
と
面
会
し
た
。
藤
波
は
、
山
口
祭
日
時
宣
下
を
申

請
す
る
解
状
が
到
来
し
た
の
で
、
明
日
披
露
し
た
い
と
の
こ
と
を
要
請
し
、
大
炊
御
門
は
承
知
し
た
と
回
答
し
た
。
さ
ら
に
、

藤
波
は
、
先
例
の
よ
う
に
造
宮
使
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
し
た
。 

 

大
炊
御
門
は
、
神
宮
奉
行
広
橋
光
成
と
示
し
合
わ
せ
て
、
八
景
間
に
お
い
て
関
白
一
条
忠
良
と
面
会
し
、
明
日
、
山
口
祭
の

解
状
を
披
露
し
て
よ
い
か
窺
っ
た
。
一
条
は
先
例
の
よ
う
に
披
露
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
後
、
大
炊
御
門
は
、
議
奏
園
池

公
翰
と
面
会
し
、
明
日
、
山
口
祭
の
解
状
を
披
露
す
る
こ
と
を
伝
え
、
園
池
も
了
解
し
た
。
大
炊
御
門
は
藤
波
に
明
日
卯
刻
に

披
露
す
る
と
の
こ
と
を
書
状
で
伝
え
た
。 

同
二
一
日
、
大
炊
御
門
は
辰
刻
に
参
内
し
、
し
ば
ら
く
し
て
広
橋
も
参
内
し
た
。
大
炊
御
門
は
広
橋
を
同
伴
し
て
、
議
奏
鷲

尾
隆
純
に
造
宮
使
と
山
口
祭
日
時
の
こ
と
を
申
し
入
れ
た
。
そ
の
際
に
「
造 

両
太
神
宮
使
之
事
」
と
記
さ
れ
た
奉
書
と
次
の 

解
状
を
提
出
し
た
。 

 
 
 
 
 

山
口
祭
日
時
定 

 
 
 
 

二
月
上
旬 

 
 
 
 
 

同 

日
時 

 
 
 
 

三
月
上
旬 

し
ば
ら
く
し
て
、
議
奏
甘
露
寺
国
長
が
大
炊
御
門
と
広
橋
を
招
き
、
解
状
を
返
却
し
、
陰
陽
頭
に
山
口
祭
日
時
の
内
勘
文
を

提
出
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
仁
孝
天
皇
の
命
令
を
伝
え
た
。
大
炊
御
門
は
広
橋
と
と
も
に
陰
陽
頭
に
日
時
を
勘
進
す
る
よ
う
に
命

じ
、
そ
の
後
、
陰
陽
頭
は
大
炊
御
門
ら
に
内
勘
文
を
渡
し
、
大
炊
御
門
ら
は
甘
露
寺
に
そ
れ
を
提
出
し
た
。
そ
の
際
に
、
甘
露

寺
は
、
天
皇
が
造
宮
使
に
藤
波
を
指
名
し
た
こ
と
を
伝
え
た
。
同
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。 

陰
陽
頭
内
勘
文
被
付 

 
 
 

陣
儀
之
日
時 

 
 
 
 
 

二
月
一
日
丙
午 

時
巳
午 

 
 
 
 
 
 
 

二
日
丁
未 

時
巳
午 
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三
日
戊
申 

時
辰
巳 

 
 
 
 
 
 
 

六
日
辛
亥 

時
辰
午 

 
 
 
 

文
政
五
年
正
月
廿
一
日 

晴
親 

  
 
 

山
口
祭
日
時 

 
 
 
 
 

三
月
一
日
丙
子 
時
卯
午 

 
 
 
 
 
 
 

四
日
己
卯 
時
巳
午 

 
 
 
 
 
 
 

七
日
壬
午 

時
巳
午 

 
 
 
 
 
 
 

十
日
乙
酉 

時
辰
午 

 
 
 

文
政
五
年
正
月
廿
一
日 

晴
親 

 
 

属
甘
露
寺
前
大
納
言
、
献
上
、
少
時
同
卿
伝 

宣
、
御
点
之
通
被 

仰
出
、
可
仰
清
書
旨
、
直
仰
陰
陽
頭
、
少
選
清
書
被 

付
、 

 
 
 

撰
申
可
有 

皇
太
神
宮
御
造
替
山
口
祭
日
時 

 
 
 
 
 
 
 

来
月
七
日
壬
午 

 
 
 
 

時
巳 

 
 
 
 

文
政
五
年
二
月
三
日 

陰
陽
頭
安
倍
朝
臣
晴
親 

 
 
 

撰
申
可
有 

豊
受
太
神
宮
御
造
替
山
口
祭
日
時 

 
 
 
 
 
 

来
月
七
日
壬
午 

 
 
 
 

時
午 

 
 
 

文
政
五
年
二
月
三
日 

陰
陽
頭
安
倍
朝
臣
晴
親 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
皇
が
提
出
さ
れ
た
内
勘
文
に
御
点
を
加
え
、
日
時
を
決
定
し
、
甘
露
寺
を
通
じ
て
大
炊
御
門
に
清
書
す

る
よ
う
に
命
じ
た
。
す
ぐ
に
大
炊
御
門
は
陰
陽
頭
安
倍
晴
親
に
清
書
を
命
じ
、
し
ば
ら
く
し
て
安
倍
は
清
書
を
提
出
し
た
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
内
宮
は
、
三
月
七
日
の
巳
刻
、
外
宮
は
、
同
日
の
午
刻
で
あ
っ
た
。 

同
条
に
よ
れ
ば
、
大
炊
御
門
と
広
橋
は
、
藤
波
に
「
御
用
之
儀
、
得
御
意
度
候
間
、
唯
今
可
令
参
朝
給
候
也
、」
と
の
書
状

を
出
し
、
参
朝
し
た
藤
波
に
造
宮
使
の
こ
と
を
伝
え
、
内
勘
文
日
時
に
つ
い
て
の
内
諾
を
求
め
た
。 

 

し
か
し
、
同
二
三
日
、
二
月
三
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
両
宮
山
口
祭
日
時
定
陣
儀
が
延
引
と
な
り
、
同
七
日
、
同
二
六
日
に

行
わ
れ
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。
同
二
六
日
、
両
宮
山
口
祭
日
時
定
が
行
わ
れ
、
先
日
内
定
し
て
い
た
日
時
が
正
式
に
決
定
さ

れ
た
。 

次
に
、『
遷
宮
奉
行
記
』
に
よ
っ
て
、
両
宮
別
宮
山
口
祭
以
下
遷
宮
祭
祀
日
時
の
決
定
過
程
を
み
る
。
文
政
十
二
年
三
月
十

九
日
、
祭
主
藤
波
光
忠
が
三
条
に
明
日
、
神
宮
大
宮
司
と
伊
勢
神
宮
禰
宜
等
が
作
成
し
た
両
宮
別
宮
山
口
祭
以
下
日
時
宣
下
を

要
請
す
る
解
状
を
披
露
す
る
と
の
書
状
と
そ
の
日
時
が
来
月
中
下
旬
の
中
か
ら
勘
進
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
計
る
こ
と
を
要
請

す
る
書
状
を
送
っ
た
。 
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そ
の
後
、
三
条
は
神
宮
奉
行
柳
原
隆
光
と
会
い
、
柳
原
が
三
条
に
解
状
奏
聞
の
際
は
神
宮
奉
行
も
神
宮
上
卿
と
と
も
に
参
内

す
る
べ
き
か
、
ま
た
、
神
宮
上
卿
、
神
宮
奉
行
が
陰
陽
頭
に
祭
祀
日
時
内
勘
文
の
提
出
を
命
じ
る
の
か
尋
ね
た
。
続
い
て
同
条

に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

件
ホ
事
不
得
先
例
之
記
之
間
、
難
一
決
、
仍
内
々
以
事
便
、
触
議
奏
大
宮
大
夫
、
尋
問
文
化
度
之
例
、
即
閲
役
所
之
記
、

被
答
云
彼
時
上
卿
一
人
奏
之
、
弁
不
参
伴
、
且
後
日
、
自
議
奏
仰
陰
陽
頭
、
被
召
内
勘
文
、
仰
上
卿
、
被
尋
神
宮
差
支
否

云
々
、
仍
此
趣
与
頭
弁
談
合
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
条
も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
先
例
を
知
ら
な
い
た
め
に
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
議
奏
徳
大
寺
実
堅
に

尋
ね
た
。
徳
大
寺
は
議
奏
記
録
を
閲
覧
し
、
文
化
七(

一
八
一
〇)

年
に
行
わ
れ
た
同
儀
式
に
際
し
て
は
神
宮
上
卿
だ
け
が
参
内
、

奏
聞
し
、
後
日
、
光
格
天
皇
が
議
奏
を
通
じ
て
陰
陽
頭
に
祭
祀
日
時
の
内
勘
文
提
出
を
命
じ
、
提
出
さ
れ
た
内
勘
文
日
時
に
つ

い
て
神
宮
上
卿
に
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
差
し
支
え
が
な
い
か
を
尋
ね
さ
せ
た
こ
と
を
回
答
し
た
。
三
条
は
柳
原
に
こ
の
旨
を
伝

え
た
。 

 

 

次
に
、『
遷
宮
奉
行
記
』
に
よ
れ
ば
、
文
政
十
二
年
三
月
十
九
日
、
三
条
は
院
の
休
息
所
に
お
い
て
関
白
鷹
司
政
通
に
面
会

し
た
。
同
条
に
は
「
両
宮
別
宮
山
口
祭
以
下
日
時
之
解
状
、
明
日
、
可
披
露
之
由
祭
主
注
進
候
、
令 

奏
聞
、
無
御
差
支
哉
之

由
申
入
、
可
奏
之
由
命
給
、」
と
あ
り
、
三
条
は
鷹
司
に
藤
波
が
そ
れ
ら
の
解
状
を
明
日
、
披
露
す
る
の
で
、
そ
れ
を
仁
孝
天

皇
に
奏
聞
し
て
よ
い
か
尋
ね
、
そ
の
許
可
を
得
た
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、
三
条
は
議
奏
衆
に
こ
の
こ
と
を
連
絡
す
る
書

状
を
出
し
た
。
徳
大
寺
は
三
条
に
非
蔵
人
番
頭
を
通
じ
て
明
日
卯
刻
以
降
に
来
る
こ
と
を
命
じ
た
。 

 

同
二
十
日
、
三
条
は
柳
原
の
使
者
か
ら
そ
れ
ら
の
解
状
を
受
け
取
り
、
そ
れ
ら
を
持
っ
て
参
内
し
、
議
奏
園
池
公
翰
を
通
じ

て
天
皇
に
奏
聞
し
た
。
そ
の
後
、
同
条
に
よ
れ
ば
、「
予
申
云
日
時
内
勘
文
勘
進
候
者
、
内
々
可
被
尋
下
于
祭
主
申
請
之
趣
申

入
之
処
、
先
例
又
如
此
、
可
為
其
分
由
被
示
了
、」
と
あ
り
、
三
条
は
園
池
に
日
時
内
勘
文
が
勘
進
さ
れ
た
な
ら
ば
、
内
々
に

そ
れ
で
問
題
は
な
い
か
尋
ね
て
も
ら
い
た
い
旨
の
藤
波
か
ら
の
要
請
を
伝
え
た
。
園
池
は
先
例
も
同
様
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に

行
う
と
回
答
し
た
。 

 

同
二
二
日
、
三
条
が
議
奏
日
野
西
延
光
に
呼
ば
れ
、
議
奏
候
所
に
行
っ
た
。
同
条
に
は
「
両
宮
別
宮
山
口
祭
以
下
日
時
内
勘

文
有
注
進
、
件
日
時
各
於
神
宮
差
支
無
之
乎
、
如
何
被
尋
下
云
々
、
勘
文
被
授
也
、」
と
あ
り
、
日
野
西
は
三
条
に
陰
陽
頭
土

御
門
晴
親
か
ら
祭
祀
日
時
内
勘
文
が
注
進
さ
れ
た
の
で
、
天
皇
が
藤
波
に
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
こ
の
日
時
で
問
題
は
な
い
か
尋

ね
た
こ
と
を
伝
え
、
こ
れ
を
渡
し
た
。
三
条
は
申
沙
汰
の
間
に
退
き
、
柳
原
な
ど
と
そ
れ
を
筆
写
し
て
、
日
野
西
に
返
却
し
た
。 

 

そ
の
後
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
三
条
は
藤
波
に
「
御
用
之
儀
、
得
御
意
度
候
間
、
唯
今
、
御
参
可
被
成
候
也
、」
と
の
書
状
を

出
し
、
内
勘
文
の
日
時
に
つ
い
て
藤
波
の
内
諾
を
得
た
い
の
で
参
内
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
三
条
は
参
内
し
た
藤
波
に
内
勘
文

の
写
し
を
渡
し
、
天
皇
が
藤
波
に
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
こ
の
日
時
で
問
題
は
な
い
か
尋
ね
た
こ
と
を
伝
え
、
明
日
、
回
答
で
き

る
か
尋
ね
、
藤
波
は
承
諾
し
た
。 

 

同
二
三
日
、
早
朝
、
藤
波
は
三
条
に
面
会
し
、
同
条
に
よ
れ
ば
、「
昨
日
、
所
尋
申
日
時
之
事
、
各
於
神
宮
差
支
無
之
云
々
、」
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と
あ
り
、
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
は
問
題
な
い
と
の
こ
と
を
回
答
し
、
そ
の
後
、
内
勘
文
の
写
し
を
返
却
し
た
。 

 

三
条
は
巳
刻
に
参
内
し
、
日
野
西
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。
そ
の
後
、
日
野
西
が
三
条
に
天
皇
が
明
日
土
御
門
を
召
し
て

勘
文
の
清
書
を
命
じ
、
そ
の
日
時
定
奉
行
を
任
命
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
を
伝
達
し
た
。
同
二
八
日
、
両
宮
別
宮
山
口
祭

以
下
日
時
定
が
執
行
さ
れ
た
。 

 

次
に
、
両
宮
立
心
御
柱
祭
・
正
遷
宮
祭
日
時
の
決
定
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
同
五
月
六
日
条
に
は
「
祭
主
示
云
正
遷
宮
解

状
当
月
中
旬
到
来
歟
、
然
者
以
日
時
内
勘
文
可
被
尋
下
事
可
沙
汰
云
々
、」
と
あ
り
、
藤
波
が
三
条
に
神
宮
神
主
の
両
宮
正
遷

宮
祭
日
時
宣
下
を
要
請
す
る
解
状
が
今
月
中
旬
に
到
来
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
天
皇
が
藤
波
に
祭
祀
日
時
内
勘
文
の
日
時
で
問

題
は
な
い
か
尋
ね
る
よ
う
に
取
り
計
る
こ
と
を
要
請
し
た
。 

 

同
十
八
日
、
藤
波
が
三
条
に
神
宮
神
主
の
両
宮
立
心
御
柱
祭
、
正
遷
宮
祭
日
時
宣
下
を
要
請
す
る
解
状
が
到
来
し
た
の
で
、

明
日
、
披
露
す
る
と
の
書
状
と
同
条
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
書
状
を
出
し
た
。 

両
宮
式
年
造
替
立
心
御
柱
日
時 

 
 
 

右
八
月
中
旬 

 

遷
御
日
時 

 
 

右
九
月
上
旬 

 
 

内
外
宮
隔
中
二
日
被
勘
下
候
様
之
事
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
両
宮
の
祭
祀
の
間
は
二
日
間
あ
け
、
立
心
御
柱
祭
日
時
は
八
月
中
旬
、
正
遷
宮
祭
日
時
は
九

月
上
旬
の
中
か
ら
勘
進
さ
れ
る
よ
う
に
取
り
計
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

同
十
九
日
、
柳
原
が
三
条
に
そ
れ
ら
の
解
状
な
ど
を
届
け
た
。
こ
の
後
、
三
条
は
解
状
を
書
写
し
、
鷹
司
を
訪
ね
、
そ
れ
ら

を
内
覧
し
て
も
ら
い
、
奏
聞
の
許
可
を
得
た
。
三
条
は
議
奏
鷲
尾
隆
純
を
通
じ
て
そ
れ
ら
を
天
皇
に
奏
聞
し
た
。 

 

同
二
十
日
、
議
奏
池
尻
暉
房
は
三
条
に
書
状
を
通
じ
て
参
内
す
る
こ
と
を
命
じ
、
参
内
し
た
三
条
に
土
御
門
か
ら
勘
進
さ
れ

た
祭
祀
日
時
内
勘
文
に
つ
い
て
、
天
皇
が
藤
波
に
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
そ
の
日
時
で
問
題
は
な
い
か
尋
ね
た
こ
と
を
伝
達
し
、

明
後
日
ま
で
に
回
答
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
て
、
内
勘
文
を
渡
し
た
。
同
条
に
記
さ
れ
た
、
そ
の
内
勘
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

内
勘
文
二
通 

 
 
 

内
宮
心
御
柱
日
時 

 
 
 
 
 
 

外
宮
心
御
柱
日
時 

 
 
 
 

八
月
十
一
日
壬
申 

時
戌 

 
 
 

八
月
十
六
日
丁
丑 

時
亥 

 

 
 
 
 
 
 

十
二
日
癸
酉 

時
戌 

 
 
 
 
 

十
八
日
己
卯 

時
戌 

 
 
 
 
 
 

十
三
日
甲
戌 

時
戌 

 
 
 
 
 

十
九
日
庚
辰 

時
辰 

 

 
 
 

正
遷
宮
日
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

正
遷
宮
日
時 

 
 
 
 

九
月
三
日
甲
午 

時
酉 

 
 
 
 

九
月
八
日
己
亥 

時
戌 

 
 

 
 
 
 
 
 

五
日
丙
申 

時
戌 

 
 
 
 
 
 

九
日
庚
子 

時
酉 
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文
政
十
二
年
五
月
十
九
日 

晴
親 

文
政
十
二
年
五
月
十
九
日 

晴
親 

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
内
宮
立
心
御
柱
祭
の
執
行
日
が
八
月
十
一
日
、
予
備
日
が
同
十
二
日
、
同
十
三
日
、
同
正
遷
宮
祭
の
執

行
日
が
九
月
三
日
、
予
備
日
が
同
五
日
、
外
宮
立
心
御
柱
祭
の
執
行
日
が
八
月
十
六
日
、
予
備
日
が
同
十
八
日
、
同
十
九
日
、

同
正
遷
宮
祭
の
執
行
日
が
九
月
八
日
、
予
備
日
が
同
九
日
で
あ
っ
た
。 

 

同
条
に
よ
れ
ば
、
三
条
は
藤
波
に
内
勘
文
の
日
時
に
つ
い
て
、
そ
の
内
諾
を
得
た
い
の
で
参
内
す
る
よ
う
に
命
じ
る
書
状
を

出
し
た
。
さ
ら
に
、
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

小
時
、
祭
主
参
上
、
招
寄
、
令
見
内
勘
文
、
此
定
於
神
宮
御
差
支
無
之
歟
尋
之
、
答
申
云
於
内
宮
者
此
旨
無
子
細
、
外
宮

正
遷
宮
為
八
日
者
、
九
日
有
一
社
奉
幣
、
無
余
日
、
例
幣
発
遣
、
其
前
祭
主
帰
洛
、
頗
無
便
宜
、
地
下
参
向
之
面
々
亦
同

依
之
、
以
六
日
迄
之
内
、
可
被
勘
下
者
、
尤
可
然
云
々
、
但
六
日
猶
以
遅
云
々
、
先
々
多
以
一
日
為
内
宮
遷
御
、
四
、
五

日
為
外
宮
遷
御
歟
、
然
而
今
年
一
日
為
日
蝕
、
二
日
難
被
用
歟
如
何
、
二
日
、
内
宮
、
五
日
、
外
宮
、
如
此
被
勘
下
候
者
、

殊
以
珎
重
之
由
也
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
条
は
藤
波
に
内
勘
文
を
見
せ
、
そ
れ
ら
の
日
時
で
問
題
は
な
い
か
を
尋
ね
た
。
藤
波
は
、
外
宮
正
遷
宮

祭
が
九
月
八
日
に
執
行
さ
れ
た
な
ら
ば
、
同
九
日
に
正
遷
宮
祭
に
伴
う
伊
勢
神
宮
へ
の
一
社
奉
幣
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 

同
十
一
日
に
は
伊
勢
神
宮
へ
の
例
幣
発
遣
が
あ
り
、
一
社
奉
幣
と
例
幣
に
参
向
す
る
祭
主
、
地
下
官
人
に
と
っ
て
非
常
に
不

便
で
あ
る
。
先
例
で
は
一
日
に
内
宮
正
遷
宮
祭
、
四
日
か
五
日
に
外
宮
正
遷
宮
祭
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
が
多
い
が
、
今
年
一
日

は
日
蝕
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
内
宮
正
遷
宮
祭
を
同
二
日
、
外
宮
正
遷
宮
祭
を
同
五
日
に
変
更
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。 

 

三
条
は
池
尻
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
、
内
勘
文
を
返
却
し
た
。
池
尻
は
返
答
す
る
と
述
べ
た
。
午
下
刻
、
鷹
司
が
参
内
し
た

の
で
、
池
尻
は
三
条
を
呼
ん
で
、
鷹
司
は
先
ほ
ど
の
報
告
を
詳
し
く
承
知
し
て
い
る
が
、
事
実
関
係
に
誤
り
が
な
い
よ
う
に
直

接
、
報
告
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
三
条
は
八
景
の
間
に
お
い
て
鷹
司
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え

る
。 

 
 

命
云
先
例
多
被
用
一
日
、
大
略
流
例
歟
、
然
而
今
年
一
日
々
触
、
仍
除
之
、（
中
略
）
以
二
日
為
内
宮
遷
御
者
可
然
也
、

然
而
此
日
難
被
用
由
陰
陽
寮
申
之
、
依
之
、
先
如
彼
内
勘
文
被 

仰
付
也
、
但
六
日
、
七
日
撰
申
之
外
也
、
其
故
ハ
隔
中

二
日
可
被
勘
下
由
兼
以
祭
主
申
請
之
間
、
内
宮
設
日
後
者
除
件
両
日
、
然
者
全
無
他
日
歟
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鷹
司
は
三
条
に
今
度
の
内
勘
文
日
時
が
決
定
さ
れ
た
経
緯
を
述
べ
た
。
そ
の
内
容
は
先
例
で
は
一
日
に
内

宮
正
遷
宮
祭
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
が
多
い
が
、
今
年
一
日
は
日
食
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
候
補
日
か
ら
外
し
た
。
そ
こ
で
二
日

が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
土
御
門
が
こ
の
日
を
反
対
し
た
の
で
、
三
日
と
し
た
。 

 

そ
し
て
、
外
宮
正
遷
宮
祭
の
執
行
日
か
ら
六
日
、
七
日
を
除
い
た
理
由
は
先
日
、
藤
波
が
内
宮
、
外
宮
の
正
遷
宮
祭
の
間
を

二
日
間
空
け
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
の
で
、
内
宮
正
遷
宮
祭
の
予
備
日
で
あ
る
五
日
よ
り
後
の
二
日
間
は
除
い
た
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。 

 

続
い
て
同
条
に
よ
れ
ば
、
三
条
は
そ
の
必
要
は
な
く
、
藤
波
は
内
宮
正
遷
宮
祭
執
行
日
後
の
二
日
間
を
空
け
れ
ば
問
題
は
な
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い
と
い
う
意
向
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。
鷹
司
は
先
日
、
土
御
門
が
提
出
し
た
八
月
中
旬
と
九
月
上
旬
に
お
け
る
日
の
吉

凶
を
示
し
た
一
覧
を
見
せ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
九
月
二
日
は
凶
日
で
あ
り
、
土
御
門
は
こ
れ
を
理
由
に
反
対
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。 

 

さ
ら
に
、
鷹
司
は
藤
波
を
呼
び
、
外
宮
正
遷
宮
祭
の
執
行
日
は
内
宮
正
遷
宮
祭
予
備
日
後
の
二
日
間
を
空
け
る
必
要
は
な
い

の
か
尋
問
し
、
藤
波
は
内
宮
正
遷
宮
祭
執
行
日
後
の
二
日
間
を
空
け
れ
ば
問
題
は
な
い
と
回
答
し
た
。 

 

そ
の
後
、
同
条
に
は
「
命
云
二
日
之
所
、
暦
面
上
段
、
天
一
天
上
、
因
之
、
可
被
宥
用
事
不
可
然
歟
如
何
、」
と
あ
り
、
鷹

司
は
三
条
に
九
月
二
日
は
天
一
天
上
、
即
ち
陰
陽
道
で
い
う
方
角
神
の
一
つ
で
あ
る
天
一
神
が
天
に
上
っ
て
い
る
期
間
の
内
で

あ
り
、
天
一
神
の
崇
り
が
な
く
、
吉
日
で
あ
る
こ
と
（
３
０
）
を
理
由
に
内
宮
正
遷
宮
祭
の
執
行
日
と
す
る
と
い
う
藤
波
の
意

向
に
沿
っ
た
考
え
を
示
し
て
、
そ
の
適
否
を
尋
問
し
た
。 

 

続
い
て
、「
猶
被
尋
問
于
陰
陽
頭
之
上
、
自
議
奏
可
沙
汰
、
其
後
、
可
尋
申
祭
主
由
被
命
、」
と
あ
り
、
土
御
門
に
も
尋
問
し

た
上
で
、
池
尻
を
通
じ
て
内
勘
文
日
時
の
こ
と
を
指
示
す
る
の
で
、
藤
波
に
そ
の
適
否
を
尋
ね
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

そ
の
後
、
池
尻
が
三
条
に
土
御
門
か
ら
改
め
て
祭
祀
日
時
内
勘
文
が
勘
進
さ
れ
た
の
で
、
天
皇
が
藤
波
に
そ
の
日
時
で
問
題

は
な
い
か
尋
ね
た
こ
と
を
伝
達
し
、
明
日
、
藤
波
の
意
向
を
報
告
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
同
条
に
記
さ
れ
た
、
そ
の
内
勘
文
は

次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

高
檀
帋
四
折 

 
 
 

内
宮
心
御
柱
日
時 

 
 
 
 
 
 
 

外
宮
心
御
柱
日
時 

 
 
 
 

八
月
十
一
日
壬
申 

時
戌 

 
 
 
 

八
月
十
六
日
丁
丑 

時
癸
卯 

 
 
 
 
 
 

十
二
日
癸
酉 

時
戌 

 
 
 
 
 
 

十
八
日
己
卯 

時
戌 

 
 
 
 
 
 

十
三
日
甲
戌 

時
戌 

 
 
 
 
 
 

十
九
日
庚
辰 

時
酉 

 
 
 

正
遷
宮
日
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

正
遷
宮
日
時 

 
 
 

 

九
月
二
日
癸
巳 

 

時
戌 

 
 
 
 

九
月
五
日
丙
申 

時
戌 

 
 
 
 
 
 

三
日
甲
午 

 

時
酉 

 
 
 
 
 
 

六
日
丁
酉 

時
戌 

 
 
 

文
政
十
二
年
五
月
廿
日 

晴
親 

 
 

文
政
十
二
年
五
月
廿
日 

隆
光 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
内
宮
立
心
御
柱
祭
の
執
行
日
が
八
月
十
一
日
、
予
備
日
が
同
十
二
日
、
同
十
三
日
、
同
正
遷
宮
祭
の
執
行

日
が
九
月
二
日
、
予
備
日
が
同
三
日
、
外
宮
立
心
御
柱
祭
の
執
行
日
が
八
月
十
六
日
、
予
備
日
が
同
十
八
日
、
同
十
九
日
、
同

正
遷
宮
祭
の
執
行
日
が
九
月
五
日
、
予
備
日
が
同
六
日
で
あ
り
、
両
宮
正
遷
宮
祭
の
執
行
日
が
藤
波
の
要
請
通
り
に
変
更
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

三
条
は
藤
波
に
そ
れ
を
見
せ
た
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
藤
波
は
「
為
此
定
者
殊
恐
悦
也
、」「
勘
文
之
条
如
申
被
及
御
沙
汰
、
恐

悦
之
由
」
と
述
べ
、
同
二
一
日
、
三
条
に
内
諾
す
る
旨
を
伝
え
た
。
三
条
は
午
刻
に
参
内
し
、
園
池
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
。

同
六
月
五
日
、
両
宮
の
立
心
御
柱
祭
・
正
遷
宮
祭
日
時
定
が
執
行
さ
れ
た
。 
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お
わ
り
に 

  

近
世
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
に
つ
い
て
次
の
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
寛
文
九(

一
六
六
九)

年
度
の
場
合
、

関
白
が
遷
宮
祭
祀
日
時
定
の
執
行
日
決
定
に
際
し
て
武
家
伝
奏
の
内
諾
を
求
め
、
さ
ら
に
、
武
家
伝
奏
は
幕
府
の
意
向
と
し
て

執
行
日
の
変
更
を
要
請
し
、
そ
れ
が
変
更
さ
れ
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
文
化
七(

一
八
一
〇)

年
の
準
備
過
程
に
お
い
て
光
格
天
皇
の
意
向
に
よ
り
初
め
て
同
祭
祀
の
執
行
日
が
祭

主
藤
波
の
内
諾
を
得
て
決
定
さ
れ
、
仁
孝
天
皇
下
の
文
政
十
二(

一
八
二
九)

年
度
の
場
合
も
遷
宮
祭
祀
の
執
行
日
決
定
に
際
し

て
祭
主
は
祭
祀
内
勘
文
日
時
に
関
す
る
自
ら
の
内
諾
を
得
る
こ
と
を
朝
廷
に
要
請
し
、
天
皇
も
そ
の
内
諾
を
求
め
、
関
白
が
祭

主
の
要
請
に
よ
っ
て
正
遷
宮
祭
の
執
行
日
を
変
更
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
準
備
過
程
が
武
家
伝
奏
の
意
向
を
強
く
反
映
す
る
も
の
か
ら
祭
主
の
意
向
を
強
く
反
映
す
る
も
の
に

変
化
し
た
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
ず
、
神
宮
式
年
遷
宮
準
備
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
役
割
の
変
化
と
そ

の
背
景
に
あ
る
幕
府
の
朝
廷
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
で
あ
る
。 

 

寛
文
九
年
度
の
場
合
、
幕
府
は
朝
廷
に
そ
の
約
三
年
前
の
同
六
年
八
月
十
二
日
に
至
る
ま
で
式
年
遷
宮
の
執
行
許
可
を
与
え

ず
、
慶
安
二(

一
六
四
九)

年
度
の
場
合
、
そ
の
約
五
年
前
の
寛
永
二
一(

一
六
四
四)
年
四
月
五
日
に
与
え
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
執
行
許
可
は
明
ら
か
に
遅
延
し
て
い
た
。 

こ
の
た
め
に
寛
文
六
年
五
月
に
内
宮
、
外
宮
の
神
主
は
そ
れ
ぞ
れ
寺
社
奉
行
に
そ
れ
を
求
め
る
訴
訟
を
起
こ
し
、
朝
廷
に
お

い
て
も
神
宮
伝
奏
が
遷
宮
の
先
例
を
藤
波
に
調
べ
さ
せ
、
そ
れ
を
武
家
伝
奏
に
持
参
し
て
相
談
し
、
武
家
伝
奏
も
幕
府
に
問
い

合
わ
せ
る
と
回
答
し
た
。 

 

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
同
年
度
の
場
合
、
執
行
許
可
を
与
え
る
幕
府
に
主
導
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
関
白
は
武
家
伝

奏
の
意
向
を
重
視
し
、
そ
の
主
張
に
従
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

元
禄
二(

一
六
八
九)

年
度
の
場
合
、
関
白
は
神
宮
伝
奏
と
神
宮
奉
行
の
提
案
を
武
家
伝
奏
の
反
対
を
恐
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

天
皇
に
奏
聞
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
武
家
伝
奏
は
同
三(

一
六
九
〇)

年
に
執
行
さ
れ
た
内
宮
臨
時
遷
宮
の
諸

祭
祀
に
つ
い
て
関
白
が
提
案
し
た
、
そ
れ
ら
の
執
行
日
の
短
縮
を
幕
府
の
意
向
と
し
て
反
対
し
、
こ
れ
に
よ
り
一
条
は
こ
の
提

案
を
撤
回
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
は
幕
府
の
強
い
統
制
下
に
あ
り
、
武
家
伝
奏
は
幕

府
の
権
力
を
背
景
と
し
て
関
白
を
凌
ぐ
権
勢
を
有
し
て
い
た
。 

 

宝
永
六(

一
七
〇
九)

年
度
の
場
合
、
武
家
伝
奏
の
役
割
は
関
白
に
山
口
祭
を
執
行
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
幕
府
の
命
令
を
伝
達

す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
一
方
、
関
白
が
準
備
を
主
導
し
て
い
た
。 

 

同
年
度
に
続
く
享
保
十
四(

一
七
二
九)

年
度
の
場
合
も
関
白
が
準
備
を
主
導
し
て
お
り
、
文
政
十
二
年
度
も
同
様
で
あ
っ
た
。

宝
永
六
年
度
以
降
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
役
割
は
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
度
、
嘉
永
二(

一
八
四
九)

年
度
の
場
合
、
山
口

祭
日
時
定
執
行
を
命
ず
る
老
中
奉
書
を
天
皇
に
届
け
た
り
、
同
儀
式
執
行
と
決
定
さ
れ
た
日
時
を
京
都
所
司
代
に
報
告
し
た
り
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す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宝
永
六
年
度
以
降
は
近
世
末
期
に
至
る
ま
で
関
白
が
主
導
す
る
体
制
で
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
。 

慶
長
十
四(
一
六
〇
九)

年
度
か
ら
宝
永
六(

一
七
〇
九)

年
度
ま
で
の
幕
府
の
遷
宮
執
行
許
可
年
月
日
を
比
較
す
る
と
、
宝
永

六
年
度
は
最
も
早
い
時
期
に
出
さ
れ
て
お
り
、
武
家
伝
奏
を
通
じ
て
準
備
過
程
に
介
入
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
も
踏
ま
え

る
と
、
同
年
度
の
準
備
に
際
し
て
幕
府
は
朝
廷
に
協
調
的
な
姿
勢
に
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、
同
年
度
以
降
は
近
世
最
後
の
嘉
永
二
年
度
に
至
る
ま
で
最
初
の
式
年
遷
宮
祭
祀
で
あ
る
山
口
祭
は
全
て
正
遷
宮
祭
よ

り
七
年
前
の
三
月
上
旬
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
と
な
り
、
幕
府
も
そ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
に
執
行
許
可
を
出
し
た
。
以
上

の
こ
と
に
よ
り
、
宝
永
六
年
度
以
降
は
近
世
末
期
に
至
る
ま
で
式
年
遷
宮
準
備
に
お
い
て
幕
府
が
朝
廷
に
協
力
す
る
方
針
を
踏

襲
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

次
に
、
藤
波
家
の
朝
廷
に
お
け
る
立
場
の
変
化
で
あ
る
。
そ
の
当
主
は
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
末
期
に
至
る
ま
で
代
々
神

宮
祭
主
を
勤
め
た
（
３
１
）
と
と
も
に
、
近
世
に
お
い
て
は
神
祇
道
を
家
職
と
し
、
関
白
、
三
公
な
ど
は
随
時
、
種
々
の
質
問

を
行
い
、
こ
れ
に
回
答
し
て
お
り
、（
３
２
）
本
来
、
同
家
は
朝
廷
に
お
い
て
そ
の
神
社
行
政
、
特
に
、
伊
勢
神
宮
行
政
の
枢

機
に
参
画
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
元
和
九(

一
六
二
三)

年
に
当
主
種
忠
が
後
水
尾
上
皇
の
勅
勘
を
蒙
り
、
祭
主
を
辞
任
し
、
同
家
は
堂
上
公
家
か
ら

地
下
身
分
に
落
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
継
の
友
忠
も
承
応
二(

一
六
五
三)

年
に
総
位
階
勅
許
に
対
す
る
違
勅
の
罪
に
よ

り
、
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
万
治
四(

一
六
六
一)

年
に
祭
主
に
補
任
さ
れ
た
景
忠
も
天
和
四(

一
六
八
四)

年
に
至
る

ま
で
地
下
身
分
の
ま
ま
で
あ
り
、（
３
３
）
近
世
前
期
の
朝
廷
に
お
け
る
同
家
の
立
場
は
極
め
て
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
景
忠
は
堂
上
復
帰
を
果
た
し
た
こ
と
に
よ
り
、
朝
廷
に
お
け
る
発
言
力
を
強
め
、
元
禄
十
五(
一
七
〇
二)

年
に
は

先
例
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
途
絶
し
て
い
た
祭
主
に
対
す
る
伊
勢
太
神
宮
造
宮
使
に
補
任
す
る
口
宣
案
な
ど
文
書
に
よ
る

補
任
の
再
興
を
神
宮
伝
奏
に
要
請
し
、
そ
の
結
果
、
太
政
官
符
に
よ
る
補
任
が
再
興
さ
れ
、
朝
廷
に
お
け
る
同
家
の
立
場
が
回

復
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
第
三
部
第
五
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
安
永
八(

一
七
七
九)

年
に
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
が
神
宮
例

幣
使
発
遣
儀
式
の
準
備
過
程
を
旧
例
通
り
に
復
旧
す
る
こ
と
を
関
白
に
提
案
し
、
そ
れ
が
実
現
し
た
り
、
享
和
元(

一
八
〇
一)

年
に
は
伊
勢
神
宮
へ
の
公
卿
勅
使
が
儀
式
書
に
則
っ
た
本
来
の
形
式
に
復
古
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
（
３
４
）
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
光
格
天
皇
以
降
の
朝
廷
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
政
務
や
儀
式
が
重
視
さ
れ
、
藤
波
家
の
立
場
が
上
昇
し
た
。 

 

註 （
１
） 

高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」（『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年
） 

四
八
～
四
九
頁 

後
に
、
同 

『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)Ⅰ

部
第
一
章
に
収
録
。 

（
２
） 

前
掲
註
（
１
）
高
埜
論
文 

五
二
～
五
六
頁 
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（
３
） 

山
口
和
夫
「
霊
元
院
政
に
つ
い
て
」（
今
谷
明
・
高
埜
利
彦
編
『
中
近
世
の
宗
教
と
国
家
』
岩
田
書
店 

一
九
九
八 

年
） 

（
４
） 
鈴
木
義
一
「
式
年
遷
宮
」（『
神
道
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
四
年
） 

四
四
九
～
四
五
〇
頁 

（
５
） 

同
「
山
口
祭
」［
前
掲
註
（
４
）
書
］ 

九
八
〇
頁 

（
６
） 

鎌
田
純
一
「
心
御
柱
」［
前
掲
註
（
４
）
書
］ 

五
六
二
頁 

（
７
） 

中
西
正
幸
『
伊
勢
の
神
宮
』（
国
書
刊
行
会 

一
九
九
一
年
） 

六
九
頁 

（
８
） 

小
島
鉦
作
『
伊
勢
神
宮
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館 

一
九
八
五
年
） 

十
五
頁 

（
９
） 

「
式
年
並
臨
時
仮
殿
遷
宮
一
覧
表
」（『
神
宮
要
綱
』
神
宮
司
庁 

一
九
二
八
年
） 

二
〇
一
～
二
一
二
頁 

（
１
０
）
間
瀬
久
美
子
「
伊
勢
・
賀
茂
正
遷
宮
前
後
争
論
を
め
ぐ
る
朝
幕
関
係
覚
書
」（
今
谷
明
・
高
埜
利
彦
編
『
中
近
世
の

宗
教
と
国
家
』
岩
田
書
院 

一
九
九
八
年
） 
二
七
九
・
二
八
四
・
二
八
五
・
二
九
三
頁 

（
１
１
）
神
田
裕
里
『
戦
国
・
織
豊
期
の
朝
廷
と
公
家
社
会
』(
校
倉
書
房 

二
〇
一
一
年)

 

一
八
七
頁 

（
１
２
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵 

Ｆ
九
―
一
三
三 

（
１
３
）
同 

Ｆ
十
―
六
九
五 

 
 
 
 

尚
、
拙
著
『
神
宮
雑
事
』(

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー 
二
〇
一
四
年)

に
お
い
て
本
書
の
第
一
冊
か
ら

第
六
冊
ま
で
の
本
文
を
翻
刻
し
、「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
神
宮
雑
事
』
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
解
題
を
掲
載
し
て
い

る
。 

（
１
４
）
田
中
暁
龍
氏
は
寛
文
九(

一
六
六
九)

年
当
時
、
三
条
西
実
教
と
武
家
伝
奏
正
親
町
実
豊
が
朝
廷
に
お
い
て
権
威
を
ふ

る
い
、
こ
の
た
め
に
霊
元
天
皇
も
両
者
を
疎
ん
じ
、
そ
の
命
令
を
受
け
た
公
卿
達
が
中
院
通
茂
の
と
こ
ろ
へ
両
者
排

斥
の
相
談
に
来
る
と
い
う
一
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

同
「
寛
文
三
年
「
禁
裏
御
所
御
定
目
」
に
つ
い
て
―
後
水
尾
法
皇
に
よ
る
禁
中
法
度
―
」（『
東
京
学
芸
大
学
附
属
高

等
学
校
大
泉
校
舎 

研
究
紀
要
』
十
四 

一
九
八
九
年
） 

一
七
三
頁 

（
１
５
）
神
宮
司
庁
編
『
神
宮
史
年
表
』（
戎
光
出
版 

二
〇
〇
五
年
） 

一
四
六
・
一
四
七
頁 

（
１
６
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
二
九 

（
１
７
）
久
保
貴
子
氏
は
花
山
院
定
誠
に
つ
い
て
、
自
ら
の
朝
廷
に
お
け
る
勢
力
拡
大
の
た
め
に
、
延
宝
五(

一
六
七
七)

年
か

ら
同
六(

一
六
七
八)

年
に
か
け
て
、
ほ
ぼ
内
定
し
て
い
た
一
宮
の
儲
君
を
覆
し
て
、
親
族
で
あ
る
五
位
擁
立
へ
動
い

た
こ
と
、
霊
元
天
皇
の
側
近
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 
 
 
 

同
「
天
和
・
貞
享
期
の
朝
廷
と
幕
府
―
霊
元
天
皇
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
別

冊
十
四 

一
九
八
八
年
） 

一
六
〇
～
一
六
二
頁 

後
に
、
同
『
近
世
の
朝
廷
運
営
』（
岩
田
書
院 

一
九
九
八
年
） 

第
二
章
に
収
録
。 

（
１
８
）
平
井
誠
二
氏
は
延
宝
三(

一
六
七
五)

年
に
お
け
る
花
山
院
定
誠
の
武
家
伝
奏
へ
の
任
命
は
幕
府
か
ら
の
奏
請
を
う
け
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て
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
慶
長
か
ら
貞
享
の
間
、
任
命
権
は
実
質
的
に
幕
府
が
掌
握
し
て
お
り
、
武
家
伝
奏
は
そ
の
意

向
を
強
く
反
映
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 
 
 
 

同
「
武
家
伝
奏
の
補
任
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
四
二
二 

一
九
八
三
年
） 

五
九
頁 

 
 
 
 

ま
た
、
高
埜
利
彦
氏
は
延
宝
六(

一
六
七
八)

年
か
ら
同
八(

一
六
八
〇)

年
に
か
け
て
の
も
の
と
み
ら
れ
る
左
大
臣
近

衛
基
煕
の
「
口
上
覚
書
」
を
紹
介
し
、
同
書
に
お
い
て
近
衛
が
禁
中
で
は
現
在
相
談
事
が
一
致
し
な
い
状
態
に
あ
り
、

そ
れ
は
関
白
の
下
知
で
決
定
す
る
こ
と
が
稀
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
上
、
関
白
、
三
公
な
ど
に
よ
る
承

諾
の
な
い
こ
と
が
霊
元
天
皇
の
叡
慮
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
治
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
と
し
て
、

関
白
の
職
が
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 
 
 
 

前
掲
註
（
１
）
高
埜
論
文 

六
五
頁 

 
 
 
 

尚
、
山
口
和
夫
氏
は
こ
の
「
口
上
覚
書
」
が
延
宝
六
年
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 
 
 
 

同
「
近
世
の
朝
廷
・
幕
府
体
制
と
天
皇
・
院
・
摂
家
」（
大
津
透
編
『
史
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
叢
書 

王
権
を
考
え

る
―
前
近
代
日
本
の
天
皇
と
権
力
』
山
川
出
版
社 

二
〇
〇
六
年
） 

二
二
六
～
二
二
八
頁 

（
１
９
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
七
五 

（
２
０
）
中
西
正
幸
『
神
宮
式
年
遷
宮
の
歴
史
と
祭
儀
』（
大
明
堂 

一
九
九
五
年
） 

三
一
頁 

（
２
１
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
九
〇 

（
２
２
）『
兼
胤
記
』(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

二
〇
七
三
―
一
〇
二)

宝
暦
十
一(

一
七
六
一)

年
十
二
月
二
六
日
条
・『
公
武

御
用
日
記
』(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

徳
大
寺
家
史
料 

二
七
―
一)

天
保
十
三(

一
八
四
二)

年
一
月
十
一
日
条
・

『
公
武
御
用
日
記
』(

国
立
公
文
書
館 

古
四
二
―
七
五
八)

同
二
月
五
日
条 

（
２
３
）
前
掲
註
（
１
５
）
書 

一
二
八
・
一
三
一
・
一
三
三
・
一
四
〇
・
一
四
七
・
一
五
四
・
一
六
一
・
一
六
九
・
一
七
七
・

一
八
六
・
一
九
二
・
一
九
三
・
一
九
八
・
二
〇
四
頁 

（
２
４
）
前
掲
註
（
１
）
高
埜
論
文 

六
三
頁 

 
(

２
５)

 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

正
親
町
家
史
料 

二
六
―
三
六
八 

（
２
６
）
国
立
公
文
書
館 

一
六
三
―
一
四
九 

（
２
７
）
蓬
左
文
庫 

大
炊
御
門
家
史
料 

一
四
九 

（
２
８
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所 

徳
大
寺
家
史
料 

三
三
―
六
九 

（
２
９
）
同 

徳
大
寺
家
史
料 

三
五
―
三
六 

（
３
０
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
七
（
小
学
館 

一
九
八
〇
年
） 

一
〇
二
一
頁 

（
３
１
）
藤
波
家
文
書
研
究
会
編
『
大
中
臣
祭
主
藤
波
家
の
歴
史
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会 

一
九
九
三
年
） 

三
三
〇
～
三

四
九
頁 

（
３
２
）
高
埜
利
彦
「
江
戸
時
代
の
神
社
制
度
」（『
日
本
の
時
代
史 

十
五 

元
禄
の
社
会
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
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三
年
） 

二
八
七
頁 

後
に
、
同
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)Ⅱ

部
第
一
章
に
収
録
。 

（
３
３
）
平
井
誠
二
「
近
世
の
大
中
臣
祭
主
家
」［（
前
掲
註
（
３
１
）
書
）］ 

一
六
六
～
一
六
八
・
一
七
七
・
一
八
〇
頁 

（
３
４
）
藤
田
覚
「
伊
勢
公
卿
勅
使
か
ら
み
た
天
皇
・
朝
廷
の
動
向
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
二
〇 

一
九
九
八
年
） 

十
六
頁 

後
に
、
同
『
近
世
政
治
史
と
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
九
年
）
第
五
章
に
収
録
。 
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第
五
章 

近
世
の
神
宮
例
幣
使
発
遣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

は
じ
め
に 

  

本
章
に
お
い
て
は
近
世
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
例
幣
使
発
遣
を
取
り
上
げ
る
。
例
幣
と
は
伊
勢
神
宮
の
神
前
に
新
穀
を
奉
る

神
嘗
祭
の
と
き
に
天
皇
が
使
者
を
遣
わ
し
て
幣
帛
を
奉
る
こ
と
で
あ
り
、
養
老
五(

七
二
一)

年
九
月
十
一
日
に
発
遣
さ
れ
て
以

降
、
例
年
、
同
日
を
式
日
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
源
平
合
戦
の
頃
よ
り
は
幣
料
も
不
足
し
、
式
日
に
使
を
発
遣

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
戦
国
時
代
に
入
っ
て
、
後
土
御
門
天
皇
の
末
年
頃
に
廃
絶
し
、
正
保
四(

一
六
四
七)

年
に
再
興

さ
れ
た
。(

１) 

例
幣
使
は
王
・
中
臣
・
忌
部
・
卜
部
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
し
か
し
平
安
時
代
に
は
王
と
し
て
皇
親
に
留
ま
る
者
は
稀
有
と
な

り
、
そ
の
数
は
激
減
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
朝
廷
は
神
事
違
例
を
回
避
す
る
た
め
に
元
服
直
後
の
無
位
王
を
便
宜
的
に
叙
爵
し
て

勤
仕
さ
せ
た
り
、
皇
親
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
、
あ
た
か
も
姓
の
よ
う
に
王
号
を
称
す
る
王
氏
と
い
う
変
則
的
な
氏
族
の
存
在
を

容
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
正
保
四
年
の
再
興
以
降
は
、
河
越
家
が
王
代
を
、
真
継
家
が
忌
部
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(

２)

ま
た
延
徳
元(

一
四
八
九)

年
、
吉
田
兼
倶
の
飛
神
明
事
件
以
後
、
卜
部(
吉
田)

氏
は
祭
庭
に
列
す
る
こ
と
を
峻
拒
さ
れ
、

近
世
に
及
ん
だ
。(

３)

そ
こ
で
神
宮
大
宮
司
を
世
襲
し
た
河
辺
家
が
四
姓
使
の
一
員
と
な
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
恒
例
の
奉
幣
使
以
外
に
も
朝
廷
か
ら
神
宮
に
発
遣
さ
れ
る
奉
幣
使
に
は
天
皇
・
国
家
・
神
宮
に
事
の
あ
っ
た
場

合
の
臨
時
奉
幣
使
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
格
別
の
大
事
に
際
し
て
は
三
位
以
上
の
公
卿
ま
た
は
参
議
が
充
て
ら
れ
た
。
こ
れ
を
公

卿
勅
使
と
い
い
、
王
・
中
臣
・
忌
部
・
卜
部
の
四
姓
も
副
従
し
た
。(

４) 

公
卿
勅
使
は
天
平
十(

七
三
八)

年
五
月
に
発
遣
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
り
、
嘉
暦
三(

一
三
二
八)

年
九
月
に
発
遣
さ
れ
た
後
、

戦
乱
の
た
め
に
三
百
十
九
年
間
途
絶
し
、
正
保
四
年
に
例
幣
と
と
も
に
再
興
さ
れ
た
。
絶
え
て
久
し
い
重
儀
の
再
興
の
た
め
、

特
別
に
参
議
広
橋
綏
光
を
公
卿
勅
使
と
し
て
遣
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。(

５)

た
だ
し
天
皇
即
位
に
際

し
て
の
由
奉
幣
や
神
宮
式
年
遷
宮
に
際
し
て
の
一
社
奉
幣
は
戦
国
期
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。(

６) 

近
世
に
お
け
る
奉
幣
使
研
究
の
嚆
矢
は
、
高
埜
利
彦
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
高
埜
氏
は
、
古
代
・
中
世
に
お
い
て
、
天
皇

の
即
位
報
告
や
国
家
異
変
に
対
す
る
安
全
祈
願
の
た
め
に
発
遣
さ
れ
た
七
社
奉
幣
使
と
宇
佐
・
香
椎
奉
幣
使
が
延
享
元(

一
七

四
四)

年
に
再
興
さ
れ
、
文
化
元(

一
八
〇
四)

年
と
元
治
元(

一
八
六
四)

年
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
奉
幣
使
が
発
遣
さ
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
幕
藩
制
国
家
の
中
で
、
幕
府
の
主
導
の
下
に
存
在
し
た
朝
廷
が
独
自
の
神
事
と
し
て
は
執
行
し
え
な
か
っ
た
文
化

元
年
や
延
享
元
年
の
よ
う
な
前
二
回
と
は
違
い
、
す
で
に
朝
・
幕
間
の
政
治
的
な
逆
転
を
遂
げ
た
あ
と
の
元
治
元
年
の
奉
幣
使

は
、
朝
廷
主
導
に
よ
る
独
自
の
神
事
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。(

７) 

藤
田
覚
氏
は
正
保
四
年
に
再
興
さ
れ
た
伊
勢
公
卿
勅
使
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
断
続
的
に
総
計
七
回
行
わ
れ
、
正

保
・
天
和
・
元
文
の
三
回
は
例
幣
使
な
み
の
不
十
分
な
形
式
で
あ
っ
た
が
、
享
和
元(

一
八
〇
一)

年
の
派
遣
に
お
い
て
古
代
・
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中
世
の
旧
来
の
形
式
に
復
古
し
て
幕
末
の
安
政
・
文
久
の
二
回
の
範
と
な
り
、
そ
の
儀
式
の
形
が
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。 

ま
た
不
十
分
な
形
式
と
は
い
え
、
公
卿
勅
使
を
さ
せ
、
し
か
も
享
和
に
お
い
て
旧
来
の
形
式
へ
復
古
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
江

戸
時
代
の
天
皇
と
朝
廷
が
朝
儀
・
神
事
の
再
興
復
古
に
か
け
た
意
欲
と
努
力
が
読
み
と
れ
る
と
し
て
い
る
。(

８) 

以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
に
お
い
て
近
世
の
奉
幣
使
発
遣
は
天
皇
・
朝
廷
の
政
治
的
浮
上
と
い
う
側
面
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ

て
き
た
が
、
本
章
に
お
い
て
は
奉
幣
使
の
な
か
で
も
近
世
に
お
い
て
神
宮
の
神
嘗
祭
に
際
し
て
発
遣
さ
れ
た
例
幣
に
つ
い
て
、

神
宮
伝
奏
を
は
じ
め
、
摂
政
・
関
白
・
神
宮
奉
行
・
祭
主
が
、
そ
の
準
備
過
程
に
お
い
て
果
た
し
た
機
能
、
ひ
い
て
は
近
世
朝

廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
一
節 

承
応
三
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程 

 

本
節
で
は
、
神
宮
伝
奏
葉
室
頼
業
の
『
神
宮
伝
奏
日
次
記
』(

９)
に
よ
っ
て
承
応
三(

一
六
五
四)

年
度
の
準
備
過
程
を
み
る
。

同
八
月
九
日
条
に
は
「
一
、
例
幣
談
合
ニ
鷲
尾
殿
へ
参
申
也
、」
と
あ
り
、
神
宮
伝
奏
葉
室
頼
業
が
前
任
者
の
鷲
尾
隆
量
に
例

幣
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

同
十
三
日
条
に
は
葉
室
が
関
白
二
条
光
平
に
「
例
幣
上
卿
之
儀
、
如
例
相
触
さ
せ
可
申
哉
、
又
、
万
事
如
例
可
申
付
之
儀
」 

と
述
べ
、
例
幣
上
卿
の
人
事
に
つ
い
て
例
の
よ
う
に
告
知
さ
せ
て
よ
い
か
伺
い
、
ま
た
、
万
事
、
例
の
よ
う
に
神
宮
伝
奏
に
申

し
つ
け
て
も
ら
い
た
い
旨
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
二
条
側
は
「
御
心
得
被
成
候
由
」
と
回
答
し
た
。 

 

同
十
六
日
、
神
宮
奉
行
中
御
門
宗
良
と
伊
勢
お
よ
び
例
幣
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
同
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
再
び
中
御

門
が
葉
室
を
訪
れ
、「
例
幣
之
役
人
之
事
相
談
申
也
、
又
、
伊
勢
へ
之
伝
馬
之
事
、
武
家
伝
奏
へ
可
申
之
事
相
談
申
也
、」
と
あ

り
、
例
幣
の
役
人
人
事
と
伊
勢
へ
の
伝
馬
を
武
家
伝
奏
に
申
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
た
。 

同
十
八
日
条
に
は
「
今
日
、
巳
刻
許
、
官
務
・
大
外
記
へ
申
遣
、
地
下
之
役
人
者
、
今
日
中
ニ
吟
味
候
て
、
奉
行
頭
中
将
殿

迄
ニ
被
申
候
由
申
遣
也
、」
と
あ
り
、
葉
室
が
官
務
・
大
外
記
に
地
下
役
人
の
人
事
に
つ
い
て
今
日
中
に
検
討
し
、
中
御
門
ま

で
報
告
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

同
二
一
日
条
に
は
「
武
家
之
伝
奏
清
閑
寺
大
納
言
殿
へ
例
幣
之
伝
馬
人
足
、
如
例
可
被
仰
渡
之
由
申
遣
也
、」
と
あ
り
、
葉

室
は
武
家
伝
奏
清
閑
寺
共
房
に
例
幣
の
伝
馬
人
足
を
例
の
よ
う
に
手
配
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。 

 

第
二
節 

延
享
四
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程 

 
 

本
節
で
は
神
宮
上
卿
中
山
栄
親
の
『
神
宮
上
卿
記
』(

１
０)

に
よ
っ
て
延
享
四(

一
七
四
七)

年
度
の
準
備
過
程
を
み
る
。
同

八
月
十
四
日
条
に
は
「
兵
庫
頭
賢
兼
、
若
狭
守
矩
弘
等
如
例
願
申
例
幣
参
向
之
事
、」
と
あ
り
、
河
越
兵
庫
頭
・
真
継
若
狭
守
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が
神
宮
上
卿
中
山
に
例
年
通
り
例
幣
使
と
し
て
参
向
す
る
こ
と
を
申
請
し
た
。 

同
十
六
日
、
祭
主
藤
波
和
忠
が
神
宮
上
卿
中
山
に
例
幣
が
例
年
の
通
り
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
同
十
八
日
条
に
は 

「
午
剋
許
参
内
、
摂
政
殿
参
入
、
于
直
盧
申
例
幣
式
日
可
有
発
遣
哉
、」
と
あ
り
、
神
宮
上
卿
中
山
が
摂
政
一
条
道
香
に
直
盧

に
お
い
て
式
日
通
り
に
例
幣
の
発
遣
が
あ
る
か
尋
ね
た
。 

 

摂
政
一
条
は
式
日
通
り
に
行
う
の
で
議
奏
芝
山
重
豊
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
述
べ
た
。
そ
の
後
、
中
山
は
藤
波
に
例
幣
が

式
日
通
り
に
発
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
藤
波
を
中
臣
使
に
任
命
す
る
と
の
内
示
が
出
た
こ
と
を
伝
え
た
。
藤
波
は
承
諾
し
た
。 

 
 

さ
ら
に
河
越
と
真
継
を
邸
宅
に
よ
び
、
河
越
を
使
王
代
に
、
真
継
を
斎
部
代
に
と
の
内
示
が
出
た
こ
と
を
伝
え
た
。
両
名
と
も

に
承
諾
し
た
。
神
宮
上
卿
庭
田
重
熈
の
『
神
宮
上
卿
事
』(

１
１)

に
よ
れ
ば
宝
暦
九(

一
七
五
九)

年
の
場
合
も
大
筋
で
同
様
で

あ
っ
た
。 

 

第
三
節 

安
永
八
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程 

  

本
節
で
は
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』(

１
２)

に
よ
っ
て
安
永
八(

一
七
七
九)

年
度
の
準
備
過
程
を
み

る
。
近
世
後
期
の
神
宮
上
卿
や
朝
廷
の
伊
勢
神
宮
行
政
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
正
親
町
公
明
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

は
、
第
二
部
第
三
章
第
四
節
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。 

近
世
の
正
親
町
家
、
と
く
に
実
豊
・
公
通
・
実
連
・
公
明
に
つ
い
て
は
『
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
旧
蔵
書
目
録
お
よ
び

解
説
』
に
詳
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
公
明
は
延
享
元(

一
七
四
四)

年
三
月
二
五
日
、
実
連
の
嫡
男
と
し
て
誕
生
後
、

寛
延
元(

一
七
四
八)

年
に
侍
従
に
就
任
し
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
頭
中
将
、
様
々
な
朝
儀
の
奉
行
、
参
議
、
権
中
納
言
、

賀
茂
伝
奏
、
神
宮
上
卿
、
権
大
納
言
、
院
伝
奏
の
順
に
官
職
、
役
職
を
歴
任
し
、
奉
行
を
勤
め
る
ご
と
に
様
々
な
朝
儀
に
関
す

る
記
録
を
記
し
、
研
鑽
を
重
ね
、
有
職
故
実
に
詳
し
い
公
家
と
し
て
頭
角
を
現
し
て
い
っ
た
。 

寛
政
三(

一
七
九
一)

年
、
武
家
伝
奏
と
な
り
、
当
時
、
発
生
し
て
い
た
尊
号
一
件
で
は
議
奏
で
あ
っ
た
中
山
愛
親
と
と
も
に

積
極
的
に
幕
府
へ
尊
号
宣
下
を
求
め
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
幕
府
は
責
任
者
と
し
て
両
名
と
議
奏
で
あ
る
広
橋
伊
光
の
三
人
の

召
喚
を
要
求
し
た
。 

同
五
年
に
公
明
と
愛
親
が
下
向
し
、
厳
し
い
尋
問
の
結
果
、
と
も
に
役
職
を
免
じ
ら
れ
、
公
明
が
逼
塞
、
愛
親
が
閉
門
と
な

り
、
そ
の
他
数
名
が
処
罰
さ
れ
た
。(

１
３
）
ま
た
、
高
埜
利
彦
氏
は
、
公
明
に
つ
い
て
、
こ
の
事
件
に
際
し
て
武
家
伝
奏
の

役
職
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
立
場
を
否
定
し
て
個
人
の
思
想
に
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
１
４
） 

以
上
の
公
明
の
経
歴
や
彼
に
対
す
る
先
学
の
評
価
か
ら
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
別
記
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
が
先
例
故

実
を
豊
富
に
収
め
、
後
の
神
宮
上
卿
も
、
こ
の
記
録
の
価
値
を
認
識
し
、
書
写
し
た
こ
と
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
彼
が
神
宮
上

卿
と
し
て
実
績
を
残
し
た
理
由
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
公
明
は
神
宮
上
卿
と
し
て
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
の
か
。 

同
書
に
よ
れ
ば
、
日
付
は
不
明
だ
が
、
同
年
六
月
に
河
越
兵
庫
頭
・
同
兵
庫
助
・
真
継
佐
渡
守
が
神
宮
上
卿
正
親
町
の
雑
掌
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に
「
例
幣
・
王
使
・
忌
部
使
ホ
直
会
饗
膳
并
勧
盃
巡
次
之
間
事
有
願
申
旨
」
と
す
る
文
書
を
提
出
し
た
。 

 

こ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
昨
年
、
伊
勢
に
例
幣
使
と
し
て
参
向
し
た
際
の
両
宮
直
会
殿
に
お
け
る
勧
盃
順
序
に
つ
い

て
、
寛
延
元(
一
七
四
八)

年
か
ら
明
和
六(

一
七
六
九)

年
ま
で
の
通
り
に
公
卿
中
臣
・
宮
司
・
使
王
・
斎
部
の
順
序
で
行
う
よ

う
に
命
じ
ら
れ
た
が
、
例
幣
再
興
以
来
、
饗
膳
の
儀
は
王
使
が
最
初
で
あ
り
、
歓
盃
の
儀
も
寛
延
元
年
か
ら
明
和
六
年
ま
で
の

例
は
、
か
つ
て
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
寛
延
元(

一
七
四
八)
年
に
、［『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
延
享
四(

一
七
四
七)

年
の
誤
り
。］
大
宮
司
河
辺
長
矩
が

上
階
し
た
こ
と
に
よ
り
、
摂
政
一
条
道
香
が
歓
盃
だ
け
は
右
の
よ
う
に
勤
め
る
こ
と
を
命
じ
た
と
の
こ
と
を
当
時
の
祭
主
藤
波

和
忠
が
伝
達
し
た
の
で
、
そ
の
通
り
に
勤
め
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
順
序
に
変
動
が
あ
り
、
宝
暦
九(

一
七
五
九)

年
に

は
饗
膳
・
勧
盃
と
も
に
公
卿
中
臣
・
使
王
・
斎
部
・
大
宮
司
の
順
序
で
勤
め
た
。 

同
十
年
、
同
十
一
年
に
は
中
臣
使
が
殿
上
人
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
使
王
・
中
臣
・
大
宮
司
・
忌
部
の
順
序
で
勤
め
た
い

旨
を
前
関
白
一
条
に
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
そ
の
通
り
に
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
道
中
に
お
い
て
祭
主
藤
波
季

忠
が
伝
達
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
忌
部
は
、
上
京
後
、
一
条
に
順
序
を
上
げ
る
よ
う
に
願
い
出
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。 

 

そ
の
後
、
大
宮
司
長
矩
が
辞
職
し
、
長
堯
が
大
宮
司
に
就
任
し
た
が
、
先
規
の
通
り
、
使
王
よ
り
後
に
大
宮
司
が
勧
盃
し
て

い
た
。
し
か
し
明
和
五(

一
七
六
八)

年
に
長
堯
が
上
階
、
即
ち
、
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
条
が
使
王
・
忌
部
よ

り
前
に
大
宮
司
が
勧
盃
す
る
こ
と
を
命
じ
た
こ
と
を
季
忠
が
伝
達
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
上
京
後
、
先
規
と
と
も
に
摂
政
近
衛
内
前
に
訴
え
出
た
と
こ
ろ
、
同
六
年
に
は
一
社
奉
幣
・
例
幣
と
と
も
に
先
規

の
通
り
に
勤
め
る
よ
う
に
近
衛
が
命
じ
て
使
王
の
後
に
大
宮
司
が
勧
盃
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
元
来
、
慶
長
年
中
、
奉
幣
再
興

以
来
、
使
王
・
中
臣
・
忌
部
・
大
宮
司
の
順
序
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。 

 

延
宝
六(

一
六
七
八)

年
、
当
時
の
祭
主
藤
波
景
忠
が
上
階
し
た
後
も
、
神
祇
官
代
と
伊
勢
に
お
い
て
座
次
は
使
王
を
上
首
に

し
て
勤
め
て
い
た
が
、
貞
享
二(

一
六
八
五)

年
、
景
忠
が
昇
殿
を
許
さ
れ
た
後
、
公
卿
中
臣
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
使
王
の
上

に
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

天
和
元(

一
六
八
一)

年
の
臨
時
奉
幣
の
際
に
一
条
内
房
が
使
王
は
中
臣
の
上
に
立
つ
儀
式
次
第
を
作
成
し
た
。
中
臣
さ
え
こ

の
よ
う
に
上
階
し
て
も
昇
殿
を
許
さ
れ
る
ま
で
は
座
次
は
使
王
の
次
で
あ
っ
た
の
で
、
当
然
、
大
宮
司
の
勧
盃
順
序
は
先
規
の

通
り
変
わ
ら
ず
に
命
じ
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。 

 

憚
り
な
が
ら
、
百
余
年
、
参
仕
を
命
じ
ら
れ
、
あ
り
が
た
く
参
役
し
て
き
た
。
大
宮
司
は
社
頭
職
で
あ
る
か
ら
、
総
じ
て
下

﨟
に
て
勤
め
て
き
た
と
こ
ろ
、
勧
盃
の
儀
の
際
は
使
王
・
忌
部
使
に
雑
じ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
恐
れ
な
が
ら
、
い
か
が

な
も
の
か
と
考
え
る
。
先
格
の
通
り
に
命
じ
ら
れ
る
こ
と
を
ひ
と
え
に
願
い
奉
る
。 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
嶋
津
宣
史
氏
は
、
奉
幣
使
が
幣
帛
を
奉
り
、
宣
命
を
奏
上
し
た
の
ち
に
、
一
殿(

五
丈
殿)

で
行
わ
れ

た
饗
膳
の
儀
で
、
勘
盃
の
順
序
が
使
王
・
中
臣
・
忌
部
・
大
宮
司
で
あ
る
の
が
慶
長
再
興
以
来
の
先
例
で
あ
る
と
河
越
家
は
主

張
し
て
い
る
が
、
や
は
り
藤
波
景
忠
の
堂
上
復
帰
、
従
三
位
上
階
は
、
饗
膳
の
席
次
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。 
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さ
ら
に
明
和
五(

一
七
六
八)

年
に
大
宮
司
河
辺
長
堯
が
同
じ
く
従
三
位
に
上
階
す
る
と
勧
盃
の
順
序
は
中
臣
・
大
宮
司
・
使

王
・
忌
部
と
な
り
、
王
代
の
席
次
は
大
宮
司
の
下
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
河
越
賢
兼
は
勧
盃
順
序
の
是

正
を
神
宮
伝
奏
に
願
い
出
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
位
階
と
儀
礼
上
の
職
階
と
の
区
別
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
伝
奏
に
願
い
出
た
り
、
藤
波
家
と
折
衝
を

繰
り
返
し
た
ら
し
い
が
、
所
詮
地
下
身
分
の
河
越
家
の
主
張
は
通
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。(

１
５)

同
氏
に
よ

れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
明
和
五
年
か
ら
安
永
八(

一
七
七
九)

年
ま
で
に
少
な
く
と
も
三
通
の
願
書
が
神
宮
上
卿
に
出
さ
れ
た
。(

１

６)

同
年
の
場
合
、
神
宮
上
卿
を
は
じ
め
と
し
て
朝
廷
は
こ
の
願
書
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
。 

同
六
月
条
の
続
き
に
は
、
昨
年
、
公
卿
中
臣
・
宮
司
・
使
王
・
忌
部
使
の
順
序
が
命
じ
ら
れ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
安
永
七(

一
七
七
八)

年
八
月
二
七
日
に
大
宮
司
河
辺
長
堯
が
祭
主
藤
波
季
忠
を
通
じ
て
神
宮
上
卿
三
条
実
起
に

対
し
、
父
長
矩
が
延
享
四(

一
七
四
七)

年
に
上
階
し
て
以
降
の
勧
盃
順
序
の
先
例
を
引
用
し
て
、「
何
卒
此
以
後
、
先
例
之
通
、

先
中
臣
、
次
宮
司
、
次
使
王
代
、
次
忌
部
ト
次
第
被
仰
出
候
様
、
宜
御
沙
汰
奉
願
候
、」
と
記
し
た
願
書
を
提
出
し
た
こ
と
が

発
端
で
あ
る
。 

 

三
条
は
関
白
九
条
尚
実
に
こ
の
願
書
を
見
せ
た
が
、
九
月
九
日
、
九
条
は
自
分
の
一
存
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

光
格
天
皇
の
叡
慮
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
桜
町
院
・
桃
園
院
の
時
代
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
改
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
述
べ
、

寛
延
元
年
か
ら
明
和
六
年
の
通
り
に
勤
め
る
べ
き
こ
と
命
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
条
の
続
き
に
は
次
の
よ
う
に
み
え

る
。 

依
之
、
案
之
、
使
王
、
斎
部
申
条
与
大
宮
司
申
条
、
可
否
忽
難
弁
決
、
殊
年
来
之
進
退
区
分
、
云
朝
儀
、
云
社
式
、
斑 

 

駮
、
不
知
何
是
焉
、
竊
案
旧
証
、
勧
盃
之
巡
次
、
先
王
親
、
次
中
臣
、
為
公
卿
之
時
、
先
中
臣
、
次
王
臣
、
次
忌
部
、
次 

 

宮
司
、
不
論
上
階
、
非
上
階
、
如
此
定
、
可
謂
当
理
欤
、
王
、
中
臣
、
忌
部
ホ
者
使
々
也
、
於
宮
司
、
大
小
斎
宮
寮
頭
、 

 

主
神
司
ホ
者
、
依
職
掌
預
饗
応
、
其
意
趣
可
有
分
別
欤
、
相
交
使
々
之
条
、
不
知
所
由
、
仍
一
日
詣
関
白
、
王
、
忌
部
等 

 

申
条
、
所
付
家
僕
之
一
帖
、
内
覧
之
、
後
日
、
於 

洞
中
謁
申
之
時
、
被
仰
曰
、
所
申
不
非
拠
、
使
々
与
宮
司
ホ
縦
令
有 

 

主
客
之
意
欤
、
暗
如
愚
案
、
所
思
給
者
、
猶 

両
宮
禰
宜
ホ
旧
記
文
抜
書
可
召
寄
、
去
年
、
祭
主
執
申
之
時
者
、
既
逼
、 

 
 

 

例
幣
発
遣
了
期
、
申
出
之
間
、
先 

桜
町
院
、
桃
園
院
両
代
被
定
置
之
趣
ニ
可
被
商
量
、
被
示
三
条
大
納
言
了
、
猶
可
令 

 

思
惟
給
云
々
、
旧
年
令
引
勘
官
本
之
処
、
聊
有
所
見
、
令
見
予
給
、
進
可
書
写
也
、 

 

招
祭
主
、
示
両
宮
禰
宜
ホ
、
旧
記
文
可
被
召
寄
之
由
承
知
也
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
正
親
町
は
使
王
・
斎
部
の
主
張
と
大
宮
司
の
主
張
を
う
け
、
古
記
録
を
検
討
し
た
結
果
、
使
王
・

中
臣
、
た
だ
し
公
卿
の
と
き
は
中
臣
・
使
王
、
そ
し
て
忌
部
・
大
宮
司
、
大
宮
司
は
上
階
か
非
上
階
を
論
じ
な
い
、
使
王
・
中

臣
・
忌
部
は
使
者
で
あ
る
が
、
大
宮
司
は
職
掌
で
あ
り
、
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
を
記
し
て
い
る
。 

自
ら
の
考
え
を
ま
と
め
た
正
親
町
は
九
条
を
訪
ね
て
使
王
と
忌
部
の
願
書
を
家
僕
を
通
じ
て
内
覧
し
て
も
ら
っ
た
。
後
日
、 

正
親
町
は
九
条
に
面
会
し
て
自
ら
の
考
え
を
述
べ
た
。
九
条
は
根
拠
は
あ
り
、
使
々
と
大
宮
司
を
主
と
従
の
関
係
と
と
ら
え
る
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と
い
う
こ
と
か
と
述
べ
、
暗
に
正
親
町
の
考
え
に
同
意
し
た
。 

 

さ
ら
に
九
条
は
両
宮
禰
宜
な
ど
の
旧
記
の
抜
書
を
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
、
去
年
、
藤
波
が
指
示
し
た
と
き
は
、
例
幣
発
遣

が
せ
ま
っ
て
お
り
、
提
出
さ
れ
た
の
は
発
遣
し
た
後
で
あ
っ
た
の
で
、
ま
ず
桜
町
院
・
桃
園
院
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
基
づ
い

て
考
え
る
よ
う
に
神
宮
上
卿
三
条
に
命
じ
た
と
述
べ
、
昨
年
、
官
本
を
引
用
し
た
と
こ
ろ
、
聊
か
所
見
が
あ
っ
た
の
で
、
書
写

す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
正
親
町
は
藤
波
寛
忠
を
招
い
て
九
条
の
命
令
を
伝
達
し
た
。
同
八
月
五
日
、
正
親
町
は
参
内
し
て
九
条

に
両
宮
禰
宜
な
ど
の
旧
記
の
抜
書
を
見
せ
た
。
同
七
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

去
六
日
、
謁
関
白
之
時
、
密
申
云
、
近
代
例
幣
式
日
発
遣
、
祭
主
付
尓
神
宮
上
卿
伺
申
之
時
、
上
卿
則
申
窺
、
且
使
王
、 

 
 

中
臣
、
忌
部
ホ
自
上
卿
之
許
直
催
仰
、
此
事
不
協
旧
儀
候
欤
、
於
式
日
発
遣
否
伺
申
儀
者
、
予
可
令
存
知
、
且
可
仰
祭
主 

也
、
於
件
使
々
催
事
者
、
例
幣
奉
行
職
事
令
存
知
、
無
差
障
欤
、
以
賢
慮
可
被
定
仰
之
旨
申
入
畢
、
尤
可
然
之
旨
令
答
給
、

同
日
、
相
遭
両
貫
首
、
頭
中
将
忠
平
朝
臣
、
頭
弁
篤
長
朝
臣
、
密
談
関
白
之
趣
同
令
示
談
、
於
復
旧
儀
珎
重
之
由
、
各
令

答
者
也
、
所
勘
一
紙
両
朝
臣
披
見
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
六
日
、
正
親
町
が
九
条
に
対
し
て
、
近
代
に
お
い
て
例
幣
式
日
発
遣
は
、
祭
主
が
神
宮
上
卿
に
伺
い
を

付
し
、
神
宮
上
卿
が
伺
っ
た
。
さ
ら
に
使
王
・
中
臣
・
忌
部
な
ど
へ
は
神
宮
上
卿
が
参
向
命
令
を
伝
達
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ

と
は
旧
儀
に
あ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

式
日
通
り
に
発
遣
す
る
か
を
奏
聞
す
る
こ
と
と
、
そ
の
通
り
に
発
遣
す
る
よ
う
に
と
の
勅
許
を
祭
主
に
下
知
す
る
こ
と
は
、 

神
宮
上
卿
の
担
当
で
よ
い
が
、
使
王
・
中
臣
・
忌
部
に
対
す
る
参
向
命
令
の
伝
達
は
、
旧
儀
に
基
づ
い
て
、
例
幣
奉
行
職
事
が 

担
当
す
る
べ
き
で
あ
り
、
差
し
支
え
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
定
め
て
命
じ
る
こ
と
を
要
請
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
九
条
も
同
意
し
た
。
正
親
町
は
頭
右
中
将
中
山
忠
尹
と
神
宮
奉
行
頭
右
大
弁
甘
路
寺
篤
長
に
会
い
、
同
様
の

こ
と
を
相
談
し
た
。
両
名
と
も
旧
儀
に
復
す
る
こ
と
は
結
構
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
た
。
正
親
町
は
自
ら
先
例
を
抄
記
し
た
一

紙
を
両
名
に
見
せ
た
。 

同
日
条
に
み
え
る
先
例
は
『
神
祇
官
年
中
行
事
』・『
康
富
記
』・『
薩
戒
記
』・『
玉
葉
』
の
記
事
を
抄
記
し
た
も
の
で
あ
る
。 

例
え
ば
『
薩
戒
記
』
の
抄
出
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。 

 
 
 

奉
行
職
事
仰
伯
許
事 

 
 

薩
戒
記
応
永
廿
七
年 

 
 

祈
年
祭
可
為
式
日
、
使
々
事
、
任
例
可
令
下
知
給
之
由
、
被 

仰
下
候
也
、
仍
執
啓
、
如
件
、 

 
 
 
 

正
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
中
将
定
親 

 
 

謹
上
、
伯
二
位
殿 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
応
永
二
七(

一
四
二
〇)

年
一
月
十
八
日
付
け
の
頭
左
中
将
中
山
定
親
の
神
祇
伯
白
川
資
忠
王
宛
て
の
書
状

で
あ
り
、
称
光
天
皇
が
中
山
に
祈
年
祭
幣
使
発
遣
儀
式
を
式
日
通
り
に
行
う
べ
き
こ
と
、
白
川
に
使
者
達
に
対
し
て
先
例
通
り

に
勤
め
る
よ
う
に
下
知
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
正
親
町
は
こ
の
先
例
を
根
拠
に
し
て
先
述
の
主
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張
を
行
っ
た
と
考
え
る
。
同
十
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
卯
、
天
陰
、
着
直
衣
、
参
内
、
謁
申
、
例
幣
式
日
発
遣
、
使
々
参
向
如
例
可
窺
哉
旨
、
雖
為
御
衰
日
、
於
窺
可
無
子
細
旨 

 

被
示
仰
、
亦
被
命
曰
、
先
日
申
入
使
々
催
之
事
、
両
宮
直
会
饗
饌
勧
盃
巡
次
之
事
、
自
今
年
被
改
仰
候
、
可
令
存
知
云
々
、 

 
 
 
 

例
幣 
使
王
、
中
臣
、
斎
部
、 

 
 
 
 

右
、
自
今
年
、
奉
行
職
事
可
催
仰
、 

 
 
 

両
宮
直
会
饗
饌
勧
盃 

 
 
 

先
使
々
、
次
宮
司 

 
 
 

宮
司
雖
上
階
、
以
使
々
可
為
先
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
正
親
町
は
参
内
し
て
九
条
に
例
幣
式
日
発
遣
と
例
幣
使
を
奏
聞
し
て
よ
い
か
尋
ね
、
九
条
は
後
桃
園
天
皇
の

衰
日
で
あ
る
が
、
奏
聞
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
答
え
、
さ
ら
に
「
使
々
催
之
事
」
と
「
両
宮
直
会
饗
饌
勧
盃
巡
次
之
事
」

に
つ
い
て
今
年
か
ら
改
め
る
の
で
承
知
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

そ
の
内
容
は
使
王
・
中
臣
・
忌
部
に
対
す
る
例
幣
へ
の
参
向
命
令
の
伝
達
は
例
幣
奉
行
職
事
が
行
う
こ
と
、
例
幣
の
際
の
両

宮
直
会
饗
饌
に
お
け
る
勧
盃
順
序
は
先
ず
中
臣
使
な
ど
使
々
が
先
で
あ
り
、
大
宮
司
は
そ
の
次
で
あ
る
。
大
宮
司
が
上
階
し
て

い
て
も
使
々
を
先
に
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
正
親
町
は
議
奏
万
里
小
路
政
房
を
通
じ
て
例
幣
式
日
発
遣
と
例
幣
使
参
向
に
つ
い
て
例
年
の
よ
う
に
命
じ
て
も
ら

い
た
い
旨
を
奏
聞
し
た
。
後
桃
園
天
皇
の
衰
日
に
よ
り
勅
許
は
な
か
っ
た
。
正
親
町
は
藤
波
を
招
い
て
例
幣
式
日
発
遣
と
使
々

参
向
は
追
っ
て
命
じ
ら
れ
る
こ
と
、
饗
饌
勧
盃
巡
次
は
、
先
ず
使
々
、
次
に
大
宮
司
で
あ
り
、
大
宮
司
が
上
階
し
て
も
使
々
を

先
に
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
を
神
宮
に
伝
達
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。 

 

次
に
正
親
町
は
使
王
・
忌
部
を
招
き
、
饗
饌
勧
盃
の
順
序
に
つ
い
て
以
前
か
ら
願
い
出
て
い
た
通
り
に
使
々
を
先
と
す
る
よ

う
に
と
の
こ
と
を
家
僕
を
通
じ
て
伝
達
し
た
。
さ
ら
に
神
宮
奉
行
甘
露
寺
篤
長
に
関
白
が
使
々
へ
の
参
向
命
令
の
伝
達
は
今
年

か
ら
例
幣
奉
行
職
事
が
行
う
よ
う
に
と
の
こ
と
を
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
た
。 

同
十
七
日
、
正
親
町
は
再
び
参
内
し
て
議
奏
橋
本
実
理
か
ら
勅
許
を
伝
達
さ
れ
た
。
こ
の
後
、
正
親
町
は
橋
本
を
通
じ
て
後

桃
園
天
皇
に
例
幣
奉
行
職
事
中
山
忠
尹
に
対
し
て
例
幣
使
に
参
向
命
令
を
伝
達
す
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
を
要
請
し
、
後
桃
園

天
皇
は
中
山
に
こ
の
こ
と
を
命
じ
た
。
中
山
も
承
諾
し
た
。
同
十
八
日
、
中
山
が
正
親
町
に
例
幣
上
卿
・
弁
・
三
姓
使
を
告
げ

た
。
同
二
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

参
内
、
謁
関
白
、
被
仰
曰
、
使
王
与
中
臣
座
次
之
事
、
於
神
祇
官
、
先
王
、
次
中
臣
可
為
列
立
也
、
但
中
臣
取 

宣
命
之 

 
 

後
、
至
十
六
日
、
外
宮
、
十
七
日
、
内
宮
、
読 

宣
命
畢
、
中
臣
可
為
先
、
其
後
、
使
王
可
為
先
者
、 

 
 
 

両
宮
直
会
座 

対
座 

 
 
 
 
 

一
、
使
王 

 

三
、
斎
部 

 
 
 
 
 

二
、
中
臣 

 

四
、
宮
司 
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三
献
之
時
、 

 
 
 
 
 

初
献 

王 

二
献 

中
臣 

三
献 

王 

 
 
 
 

二
献
之
時
、 

 
 
 
 
 
 

一
献 

王 
 

二
献 

中
臣 

 
 

如
此
進
退
、
強
而
可
被
無
子
細
思
給
之
間
、
最
小
官
無
所
存
者
、
可
下
知
旨
也
、
承
訖
、
可
然
由
答
申
入
了
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
正
親
町
は
参
内
し
て
九
条
に
謁
見
し
た
。
九
条
は
使
王
と
中
臣
の
座
次
に
つ
い
て
、
神
祇
官
代
に
お
い
て
は

先
に
王
、
次
に
中
臣
が
列
立
す
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
中
臣
が
宣
命
を
受
け
と
っ
た
後
か
ら
、
十
六
日
に
外
宮
、
十
七
日
に

内
宮
に
お
い
て
宣
命
を
読
み
終
わ
る
ま
で
は
中
臣
を
先
と
し
、
そ
の
後
は
使
王
を
先
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。 

さ
ら
に
両
宮
に
お
け
る
直
会
の
座
次
は
使
王
・
中
臣
・
斎
部
・
宮
司
の
順
で
あ
り
、
勧
盃
順
序
は
、
三
献
の
場
合
、
初
献
は

使
王
、
二
献
は
中
臣
、
三
献
は
再
び
使
王
、
二
献
の
場
合
、
初
献
は
使
王
、
二
献
は
中
臣
と
す
る
こ
と
を
示
し
た
。 

そ
し
て
、
こ
れ
で
特
に
問
題
は
な
い
と
思
う
の
で
正
親
町
に
異
存
が
な
け
れ
ば
伝
達
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
正
親
町
は
承
諾

し
た
。
こ
う
し
て
、
九
月
十
一
日
例
幣
発
遣
儀
式
が
行
わ
れ
、
同
十
六
日
、
外
宮
、
同
十
七
日
、
内
宮
に
、
そ
れ
ぞ
れ
幣
帛
が

奉
納
さ
れ
た
。 

 第
四
節 

天
明
四
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程 

 

本
節
で
は
神
宮
上
卿
三
条
実
起
の
『
神
宮
上
卿
日
記
』(

１
７)

に
よ
っ
て
天
明
四
（
一
七
八
四
）
年
度
の
準
備
過
程
を
み
る
。

同
八
月
十
五
日
、
三
条
は
前
神
宮
上
卿
徳
大
寺
実
祖
か
ら
去
る
十
一
日
に
河
越
兵
庫
助
・
真
継
能
登
守
が
提
出
し
た
例
幣
参
向

願
書
を
受
け
と
っ
た
。 

同
十
六
日
、
祭
主
藤
波
寛
忠
と
面
会
し
、
例
幣
式
日
発
遣
と
使
々
参
向
に
つ
い
て
先
例
の
よ
う
に
伺
っ
て
も
ら
い
た
い
旨
を

承
知
し
た
と
述
べ
た
。
午
後
、
参
内
し
、
摂
政
九
条
尚
実
に
謁
見
し
た
。
三
条
は
先
例
の
通
り
に
伺
っ
て
も
よ
い
か
尋
ね
た
。

九
条
は
先
例
の
通
り
に
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
に
伺
う
よ
う
に
命
じ
た
。 

三
条
は
議
奏
六
条
有
栄
を
通
じ
て
光
格
天
皇
に
伺
い
、
天
皇
は
す
ぐ
に
許
可
し
た
。
三
条
は
藤
波
に
そ
の
旨
を
伝
達
し
た
。 

同
十
七
日
、
頭
中
将
油
小
路
隆
彭
か
ら
、
昨
夜
、
例
幣
奉
行
職
事
に
任
命
さ
れ
た
の
で
、
報
告
す
る
と
の
書
状
を
受
け
と
っ
た
。 

三
条
は
河
越
・
真
継
の
願
書
に
添
え
て
先
例
の
よ
う
に
取
り
図
る
こ
と
を
命
じ
る
書
状
を
送
っ
た
。
藤
波
が
来
て
、
伺
い
を
立

て
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
謝
し
た
。 

同
十
八
日
、
真
継
・
河
越
が
三
条
に
例
幣
参
向
の
伺
い
を
立
て
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
謝
し
た
。
同
二
二
日
、
油
小
路
か
ら
例

幣
の
散
状
を
受
け
と
っ
た
。
同
二
九
日
、
夕
刻
よ
り
神
事
を
構
え
て
注
連
縄
を
引
き
、
門
前
に
「
僧
尼
、
重
軽
服
人
不
可
参
入
、」

と
の
札
を
立
て
た
。
九
月
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

中
山
前
大
納
言
面
会
之
節
、
於
神
祇
官
代 

宣
命
使
王
へ
給
事
、
先
例
、
仍
此
度
先
例
之
通
、
可
取
斗
覚
悟
、
内
々
申
談
、 
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猶
旧
例
ホ
可
入
御
覧
旨
申
、
承
知
、
尚
可
被
考
之
旨
返
答
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
三
条
は
議
奏
中
山
愛
親
に
面
会
し
て
例
幣
発
遣
の
際
に
神
祇
官
代
に
お
い
て
宣
命
を
使
王
に
授
け
る
こ
と

が
先
例
で
あ
り
、
今
度
、
先
例
の
通
り
に
取
り
図
る
考
え
で
あ
り
、
旧
例
も
見
せ
る
と
述
べ
た
。
中
山
は
承
知
し
た
が
、
さ
ら

に
考
え
る
よ
う
に
回
答
し
た
。
同
五
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

川
越
兵
庫
助
来
、
左
之
通
書
付
、
諸
大
夫
共
迄
差
出
、 

 
 
 
 

中
臣
使
上
階
之
時
、 

 
 
 

使
王
江
給 

宣
命
候
例
、 

一
、
慶
長
十
四
年
、
奉
幣
御
再
興
之
節
よ
り
貞
享
三
年
迄
、
凡
八
十
年
斗
、 

 
 
 
 

中
臣
使
雖
上
階
、
使
王
江
給 

宣
命
、 

 

一
、
寛
延
元
年
、
大
嘗
会
由
奉
幣
、 

 
 
 
 

中
臣
使
上
階
、
使
王
江
給 

宣
命
、 

 

一
、
明
和
八
年
、
大
嘗
会
由
奉
幣
、 

 
 
 
 

中
臣
使
上
階
、
使
王
江
給 

宣
命
、 

 

一
、
天
明
二
年
、
例
幣
、 

 
 
 
 

中
臣
使
上
階
、
使
王
江
給 

宣
命
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
河
越
が
、
慶
長
十
四
年
以
降
、
中
臣
使
が
上
階
し
て
い
た
と
き
で
も
、
使
王
に
宣
命
を
授
け
た
先
例
を
持

参
し
、
諸
大
夫
を
通
じ
て
、
九
条
に
提
出
す
る
と
述
べ
た
。 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
嶋
津
宣
史
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
『
儀
式
』
に
よ
る
と
例
幣
発
遣
儀
は
八
省
院
に
お
い
て
行

わ
れ
、
天
皇
が
中
臣
・
忌
部
を
召
し
、
ま
ず
忌
部
に
幣
帛
を
授
け
、
中
臣
に
「
好
久
申
天
奉
礼
」
と
の
勅
語
を
賜
わ
っ
た
。 

ま
た
、『
西
宮
記
』・『
九
条
年
中
行
事
』
に
よ
る
と
、
そ
の
間
に
上
卿
が
王
を
八
省
院
東
福
門
に
召
し
て
宣
命
を
授
与
し
た
。

八
省
院
焼
亡
の
後
は
神
祇
官
代
に
お
い
て
発
遣
儀
は
行
わ
れ
た
が
、
慶
長
十
四
年
以
降
は
吉
田
家
斎
場
を
神
祇
官
代
と
し
て
幕

末
ま
で
そ
こ
で
発
遣
儀
は
行
わ
れ
た
。 

さ
て
河
越
家
で
は
以
上
の
先
例
に
習
い
、
例
幣
・
臨
時
奉
幣
発
遣
儀
に
お
い
て
上
卿
か
ら
王
代
へ
宣
命
を
授
与
さ
れ
る
こ
と

を
望
ん
で
お
り
、
少
な
く
と
も
王
代
を
兼
帯
し
て
か
ら
は
、
そ
の
様
に
執
り
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
祭
主
藤
波

景
忠
が
天
和
四(

一
六
八
四)

年
に
堂
上
に
復
帰
し
、
つ
い
で
貞
享
二(

一
六
八
五)

年
に
従
三
位
に
上
階
す
る
に
及
ん
で
事
態
は

変
化
す
る
。
即
ち
実
際
に
宣
読
す
る
中
臣
使
が
上
卿
か
ら
直
接
宣
命
を
受
け
取
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
河
越
家
で
は
違
例
で
あ
る
と
異
議
を
申
し
立
て
た
が
、
以
後
、
中
臣
氏
が
殿
上
人
で
あ
れ
ば
宣
命
は
使
王
へ
、 

公
卿
で
あ
れ
ば
宣
命
は
中
臣
氏
へ
渡
す
の
が
例
と
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
明
和
年
間
に
は
位
階
の
上
下
に
よ
っ
て 

発
遣
儀
の
席
次
が
定
ま
り
、
宣
命
は
中
臣
使
に
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
王
代
と
い
う
家
職
を
誇
る
河
越
家
に
と
っ
て
例

え
地
下
身
分
と
は
い
え
、
儀
式
の
場
に
お
い
て
王
代
は
中
臣
使
の
上
席
と
い
う
自
負
が
あ
り
、
堂
上
家
と
な
っ
た
藤
波
家
に
対
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抗
す
る
姿
勢
を
崩
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。」(

１
８) 

し
か
し
先
に
引
用
し
た
河
越
が
持
参
し
た
先
例
に
よ
れ
ば
、
慶
長
十
四(

一
六
〇
九)

年
に
奉
幣
が
再
興
さ
れ
て
か
ら
貞
享
三

(

一
六
八
六)
年
ま
で
中
臣
使
が
上
階
し
て
い
て
も
使
王
に
宣
命
を
授
け
て
い
た
と
い
う
。
た
し
か
に
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば

延
宝
六(

一
六
七
八)
年
か
ら
天
和
四(

一
六
八
四)

年
ま
で
祭
主
藤
波
景
忠
が
上
階
し
て
い
た
。 

こ
の
間
も
使
王
が
宣
命
を
授
け
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
中
臣
使
が
上
階
し
て
い
て
も
宣
命
は
使
王
に
授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
の
有
力
な
根
拠
と
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
降
で
も
寛
延
元(

一
七
四
八)

年
・
明
和
八(

一
七
七
一)

年
・
天
明
二(

一
七

八
二)

年
と
、
こ
の
よ
う
な
先
例
が
三
つ
あ
る
。 

『
神
宮
上
卿
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
六
日
、
中
山
か
ら
先
日
話
し
て
い
た
先
例
を
九
条
に
見
せ
る
の
で
、
奉
書
に
記
し
て
、
提

出
す
る
よ
う
に
と
の
旨
の
書
状
が
届
い
た
。
そ
こ
で
三
条
は
『
左
経
記
』
と
『
中
右
記
』
の
記
事
を
記
し
た
も
の
を
提
出
し
た
。

そ
れ
に
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
『
中
右
記
』
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

承
安
元
年
例
幣
、
玉
葉
記
者
上
卿
、
中
略
、
中
臣
祭
主
従
三
位
大
中
臣
親
隆
朝
臣
率
忌
部
・
卜
部
等
、
入
自
東
福
門
、
経 

幔
門
、
列
立
小
安
殿
南
面
、
中
略
、
以
余
以
召
使
召
使
王
、
即
致
重
王
入
東
福
門
、
経
砌
、
着
軾
、
余
置
笏
、
取
出 

宣

命
、
給
之
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
承
安
元(

一
一
七
一)

年
の
例
幣
に
お
い
て
祭
主
大
中
臣
親
隆
が
従
三
位
で
あ
り
、
上
階
し
て
い
る
が
、
宣
命

は
使
王
致
重
王
に
授
け
ら
れ
て
お
り
、
三
条
の
主
張
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
同
七
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

一
、
中
山
前
大
納
言
面
会
、
先
達
而
差
出
置
候
書
付
、
今
日
、
摂
政
殿
江
被
及
言
上
候
処
、
則
書
付
通
被
仰
下
、
恐
悦
不 

 
 

過
之
、 

 
 
 

中
臣
へ
給 

宣
命
之
事
、
貞
享
年
中
、
一
条
家
当
職
ノ
中
、
藤
波
門
流
之
事
、
故
中
臣
へ
給 
宣
命
様
被
命
、
其
後
、 

 
 
 

一
条
家
門
流
如
此
、
仍
近
例
如
此
相
済
来
、
先
例
一
、
二
ケ
度
中
臣
へ
給
例
有
之
候
得
と
も
如
何
、
仍
今
度
被
相
改 

 
 
 

之
旨
被
仰
下
、
全
中
山
、
正
親
町
両
亜
相
取
斗
ニ
テ
相
済
、
珍
重
云
々
、 

 

一
、
弁
座
之
事
、
左
之
通
可
然
、
尤
嘉
応
二
年
之
度
、
実
房
公
権
大
納
言
ニ
て
、
祈
年
穀
奉
幣
上
卿
之
時
、
上
卿
、
弁
、

一
列
ニ
て
無
之
、
如
図
可
然
、 

 
 
 

今
度
、
弁
彼
是
被
申
候
へ
と
も
、
中
山
前
大
納
言
宜
被
取
斗
、
家
例
ニ
付
、
如
此
定
畢
、 

こ
れ
に
よ
れ
ば
三
条
は
議
奏
中
山
と
面
会
し
た
。
中
山
に
よ
れ
ば
先
日
三
条
が
提
出
し
た
先
例
の
書
付
に
つ
い
て
九
条
に
報

告
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
先
例
の
通
り
に
命
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
九
条
は
中
臣
へ
宣
命
を
授
け
る
こ
と
は
、
貞
享
年
間
に
一
条
兼
輝
が
摂
政
・
関
白
の
職
に
あ
り
、
藤
波
家
が
一
条
家

の
門
流
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
中
臣
使
へ
宣
命
を
授
け
る
こ
と
を
命
じ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
近
年
で
は
、
一
、
二
ケ
度
、

中
臣
使
へ
授
け
た
先
例
が
あ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
か
。
よ
っ
て
今
度
は
改
め
る
と
命
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

次
に
三
条
は
例
幣
発
遣
儀
式
に
お
け
る
弁
の
座
に
つ
い
て
『
実
房
公
記
』
に
み
え
る
嘉
応
二(

一
一
七
〇)

年
に
祖
先
の
三
条

実
房
が
祈
年
穀
奉
幣
上
卿
を
勤
め
た
際
の
記
事
と
上
卿
・
弁
が
一
列
で
は
な
く
、
上
卿
が
西
向
き
、
弁
が
南
向
き
に
座
す
図
を
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示
し
、
中
山
の
取
り
図
ら
い
が
あ
り
、「
家
例
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
定
め
た
と
記
し
た
。
九
日
、
三
条
は
発
遣

儀
式
の
弁
を
勤
め
る
柳
原
均
光
に
儀
式
次
第
と
仰
詞
を
送
り
、
そ
の
晩
、
潔
斎
し
た
。 

同
十
一
日
条
に
記
さ
れ
た
「
例
幣
発
遣
次
第
」
に
は
「
次
上
卿
賜 

宣
命
、
使
王
取
之
、
退
出
、
」
と
あ
り
、
実
際
に
宣
命

は
使
王
に
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
天
明
四
年
の
例
幣
に
お
い
て
宣
命
を
使
王
に
授
け
る
こ
と
は
、
最
初
に
、
三
条
が
議
奏
中
山
愛
親
に
相
談
し
、

中
山
の
摂
政
九
条
に
対
す
る
働
き
か
け
が
あ
り
、
実
現
の
運
び
に
な
っ
た
。 

さ
ら
に
三
条
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
全
中
山
・
正
親
町
両
亜
相
取
斗
ニ
テ
相
済
、
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
本
章
第

三
節
に
お
い
て
み
た
安
永
八(

一
七
七
九)
年
に
古
記
録
に
よ
っ
て
例
幣
発
遣
儀
式
の
準
備
過
程
の
復
旧
と
両
宮
饗
膳
に
お
け

る
勧
盃
順
序
の
是
正
を
実
現
さ
せ
た
正
親
町
公
明
も
こ
の
件
に
関
与
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

三
条
は
『
神
宮
上
卿
日
記
』
の
冒
頭
に
「
先
年
、
件
上
卿
正
親
町
大
納
言
公
明
卿
、
右
卿
之
留
、
今
度
、
内
密
借
用
、
其
趣

ヲ
以
、
万
事
令
取
斗
畢
、」
と
記
し
た
よ
う
に
、
正
親
町
か
ら
神
宮
上
卿
の
別
記
を
借
用
し
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
万
事
を

取
り
図
る
と
し
て
お
り
、
三
条
は
神
宮
上
卿
と
し
て
の
活
動
に
際
し
て
正
親
町
の
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
を
参
考
に
し
た
と
考

え
る
。 

 

第
五
節 

文
化
九
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程 

  

本
節
で
は
神
宮
上
卿
正
親
町
実
光
の
『
神
宮
上
卿
雑
記
』(

１
９)

に
よ
っ
て
文
化
九(

一
八
一
二)
年
度
の
準
備
過
程
を
み
る
。

同
八
月
十
一
日
、
河
越
兵
庫
助
と
真
継
美
濃
守
が
正
親
町
に
対
し
て
先
例
の
よ
う
に
参
向
を
命
じ
ら
れ
た
い
旨
を
申
請
し
た
。

同
十
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

 
 

祭
主
来
申
、
例
幣
式
日
発
遣
并
中
臣
使
参
向
ホ
被
伺
云
々
、
可
沙
汰
答
了
、
巳
半
剋
、
着
衣
冠
、
参
内
、
謁
申
、
例
幣
式 

 
 

日
発
遣
、
使
々
参
向
如
例
、
可
窺
哉
、
可
為
其
通
被
命
、
付
新
大
納
言
、
例
幣
式
日
発
遣
、
使
々
参
向
、
如
例
、
可
被 

 

 
 

仰
下
哉
言
上
、
小
時
以
同
卿
伝 

宣
、
式
日
発
遣
、
使
々
如
例
、
可
催
仰
云
々
、
謁
殿
下
、
同
旨
申
入
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
祭
主
藤
波
光
忠
が
正
親
町
に
例
幣
式
日
発
遣
と
中
臣
使
と
し
て
の
参
向
に
つ
い
て
申
請
し
、
正
親
町
は
天
皇

に
伺
う
と
回
答
し
た
。
巳
半
刻
、
衣
冠
を
着
け
て
参
内
し
、
関
白
鷹
司
政
熈
に
謁
見
し
て
例
幣
式
日
発
遣
と
使
々
参
向
に
つ
い

て
先
例
の
よ
う
に
天
皇
に
伺
っ
て
も
よ
い
か
尋
ね
た
。 

 

鷹
司
が
許
可
し
た
の
で
、
正
親
町
は
議
奏
山
科
忠
言
を
通
じ
て
光
格
天
皇
に
対
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
命
令
が
出
さ
れ
る

こ
と
を
要
請
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
天
皇
か
ら
山
科
を
通
じ
て
式
日
発
遣
と
使
々
参
向
を
先
例
の
通
り
に
行
う
よ
う
に
と
の
命

令
が
出
さ
れ
た
。
続
い
て
同
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

一
、
招
祭
主
、
式
日
発
遣
之
事
、
仰
候
、
中
臣
使
々
事
、
内
々
可
為
如
例
、
示
謝
了
、
此
後
、
以
女
房
被
申
謝
詞
云
々
、 

 
 

自
伯
仰
之
後
、
可
然
、
但
安
永
八
年
、
厳
君
令
奉
行
給
時
、
使
々
催
為
奉
行
職
事
沙
汰
令
改
給
、
其
以
前
、
上
卿
催 
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使
々
、
仍
就
其
例
欤
、 

一
、
神
宮
弁
、
頭
弁
、
以
折
紙
式
日
発
遣
、
使
々
如
例
、
可
催
仰
下
之
旨
示
送
了
、 

 
 

一
、
頭
中
将
、
例
幣
奉
行
之
由
被
示
、
使
王
代
斎
部
等
交
名
送
之
、
如
例
使
々
可
被
催
仰
、
示
謝
了
、 

 
 

一
、
祭
主
卿
参
向
之
事
、
被
来
謝
、
以
使
謝
遣
了
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
正
親
町
は
藤
波
を
招
い
て
式
日
発
遣
の
許
可
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
、
使
々
参
向
の
許
可
が
出
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
も
、
内
々
の
こ
と
と
し
て
伝
え
た
。 

こ
の
こ
と
は
、
安
永
八(

一
七
七
九)
年
、
実
光
の
父
公
明
が
神
宮
上
卿
と
し
て
「
使
々
催
」
を
例
幣
奉
行
職
事
の
担
当
と
す

る
よ
う
に
改
め
、
今
回
も
頭
中
将
が
例
幣
奉
行
職
事
と
し
て
、
先
例
の
よ
う
に
使
々
に
参
向
命
令
を
伝
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
同
年
に
復
旧
し
た
儀
式
準
備
過
程
は
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。 神

宮
上
卿
大
炊
御
門
経
久
の
『
神
宮
上
卿
之
記
』(

２
０)
に
よ
れ
ば
文
政
元(

一
八
一
八)

年
の
準
備
過
程
も
大
筋
に
お
い
て

同
様
で
あ
っ
た
。 

 

第
六
節 

天
保
十
五
年
度
例
幣
発
遣
の
準
備
過
程 

  

本
節
で
は
神
宮
上
卿
三
条
実
万
の
『
神
宮
上
卿
間
記
』(

２
１)

に
よ
っ
て
天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
度
の
準
備
過
程
を
み
る
。

同
八
月
八
日
、
三
条
は
花
山
院
家
厚
に
面
会
し
、
文
政
六(

一
八
二
三)

年
、
祭
主
が
故
障
し
た
と
き
に
「
例
幣
式
日
伺
定
之
事
」

と
「
中
臣
使
事
」
を
大
宮
司
へ
命
じ
ら
れ
た
先
例
に
つ
い
て
調
べ
る
た
め
、
花
山
院
が
神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
間
の
日
記
を
借
覧

し
た
い
と
依
頼
し
て
花
山
院
は
承
諾
し
た
。 

 

十
日
、
花
山
院
は
三
条
に
使
者
を
通
じ
て
文
政
十
一
年
の
例
幣
中
臣
使
な
ど
の
こ
と
に
つ
い
て
の
日
記
書
抜
を
送
っ
た
。
十

一
日
、
三
条
は
関
白
鷹
司
政
通
に
家
司
を
通
じ
て
次
の
こ
と
を
述
べ
た
。 

例
幣
発
遣
の
こ
と
に
つ
い
て
、
例
年
、
八
月
十
六
日
に
祭
主
が
申
請
し
、
神
宮
上
卿
が
取
り
次
ぎ
、
祭
主
に
中
臣
使
の
内
示

を
伝
達
し
て
い
る
が
、
現
在
、
祭
主
藤
波
教
忠
は
故
障
し
て
お
り
、
先
日
、
中
臣
使
に
は
大
宮
司
河
辺
が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に

と
の
こ
と
を
申
請
し
た
。
三
条
は
、
十
六
日
に
取
り
次
ぐ
と
回
答
し
た
が
、
予
め
鷹
司
に
伺
っ
て
お
き
た
い
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
鷹
司
は
、
三
条
に
家
司
を
通
じ
て
、
特
に
意
見
は
な
く
、
先
例
に
よ
っ
て
考
え
る
よ
う
に
命
じ
る
書
状
を
出

し
た
。
さ
ら
に
河
越
兵
庫
助
が
三
条
に
対
し
て
自
ら
の
病
気
の
た
め
に
息
子
を
使
王
代
に
任
命
し
て
も
ら
い
た
い
旨
の
願
書
を

提
出
し
た
。
続
い
て
真
継
能
登
守
も
斎
部
と
し
て
参
向
し
た
い
旨
の
願
書
を
提
出
し
た
。 

 

十
六
日
、
三
条
は
鷹
司
に
家
司
を
通
じ
て
「
例
幣
式
日
発
遣
、
中
臣
使
大
宮
司
神
祇
少
副
可
被
仰
下
哉
、
且
自
余
使
々
可
為

如
例
哉
可
伺
定
之
旨
」
を
申
し
入
れ
た
。
鷹
司
は
例
の
通
り
に
考
え
る
よ
う
に
と
回
答
し
た
。
三
条
は
参
内
し
て
議
奏
飛
鳥
井

雅
久
を
通
じ
て
仁
孝
天
皇
に
奏
聞
し
た
。 
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し
ば
ら
く
し
て
伝
宣
さ
れ
、
退
出
し
、
鷹
司
に
家
司
を
通
じ
て
報
告
し
た
。
そ
の
後
、
自
邸
に
来
た
藤
波
家
の
政
所
沢
池
に

家
司
則
精
を
通
じ
て
「
例
幣
式
日
発
遣
」「
中
臣
使
大
宮
司
被
仰
下
」
と
の
こ
と
を
伝
え
た
。
さ
ら
に
承
諾
の
旨
を
日
を
お
か

ず
に
伝
え
る
こ
と
、
中
臣
使
任
命
の
伝
達
は
表
向
き
は
伯
よ
り
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
内
示
を
伝
え
た
と
い
う
こ
と
な
ど
を

述
べ
た
。
ま
た
、
同
二
十
日
、
河
越
が
三
条
に
願
書
を
提
出
し
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。 

一
、
例
幣
使
王
参
向
願
之
通
、
蒙 

仰
、
冥
加
相
叶
、
難
有
奉
畏
了
、
然
ル
処
、
発
遣
之
節
、
神
祇
官
并
伊
勢
両
宮
参
向 

 
 

之
節
、
従
先
前
到
賢
兼
、
明
和
八
年
迄
帯
剣
ニ
て
使
王
御
役
儀
相
勤
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
和
八(

一
七
七
一)

年
ま
で
河
越
が
使
王
代
と
し
て
神
祇
官
代
と
伊
勢
両
宮
に
参
向
し
た
際
に
帯
剣
し
て

い
た
の
で
、
今
年
度
も
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
三
条
は
家
司
清
宣
を
通
じ
て
勘
考
し
て

近
日
中
に
回
答
す
る
と
伝
え
た
。
さ
ら
に
同
条
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。 

又
、
申
云
、
祭
主
依
服
中
中
臣
大
宮
司
被
仰
出
欤
、
是
迄
於
勢
官
中
臣
為
上
階
之
人
時
、
中
臣
列
上
、
四
位
以
下
之
時
者
、 

 
 

使
王
為
上
儀
、
去
文
化
十
一
年
御
治
定
被
仰
下
、
其
節
賜
書
付
了
、
当
年
、
中
臣
為
四
位
之
趣
候
間
、
使
王
可
引
上
之 

 
 

由
覚
悟
、
無
暇
以
書
付
相
伺
、
可
申
哉
云
々
、
答
云
先
規
為
一
定
之
義マ

マ

者
、
更
不
可
及
申
、
若
又
可
及
異
論
義マ

マ

可
出
来
者
、 

 
 

更
可
申
遣
者
、
令
答
置
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
、
河
越
か
ら
は
、
も
う
一
通
の
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
河
越
の
願
い
出
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

祭
主
が
服
中
に
よ
り
中
臣
使
に
は
大
宮
司
が
任
命
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
伊
勢
や
神
祇
官
代
に
お
い
て
は
中
臣
使
が
上
階
の

者
で
あ
っ
た
と
き
は
中
臣
使
が
列
上
に
な
り
、
四
位
以
下
の
と
き
は
、
使
王
が
列
上
と
さ
れ
た
。 

こ
の
こ
と
は
文
化
十
一(

一
八
一
四)

年
、
光
格
天
皇
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
命
じ
ら
れ
た
。
本
年
は
中
臣
使
が
四
位
で
あ
る

の
で
使
王
が
上
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
時
間
が
な
い
の
で
書
状
に
よ
っ
て
伺
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
三
条

は
先
規
と
し
て
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
答
え
る
こ
と
は
な
い
な
ど
と
述
べ
た
。 

そ
の
一
方
、
同
二
九
日
、
三
条
は
花
山
院
家
厚
に
面
会
し
、
文
化
三(

一
八
〇
六)

年
当
時
に
神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
家
厚
の
父

愛
徳
の
日
記
を
借
用
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
。
同
条
に
は
、
そ
の
日
記
の
写
し
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

文
化
三
年
被 

仰
下
之
写
、 

 
 

使
王
與
中
臣
座
次
之
事
、
為
同
位
之
時
、
不
分
正
従
、
先
王
、
次
中
臣
、
不
為
同
位
之
時
、
以
位
色
之
高
為
先
、
可
列
立
、

被 

仰
下
候
事
、 

 
 
 
 

於
神
祇
官 

 

伊
勢
両
宮
同
様
之
事
、 

こ
れ
は
、
文
化
三
年
に
神
祇
官
代
と
伊
勢
両
宮
に
お
け
る
使
王
と
中
臣
の
座
次
に
つ
い
て
出
さ
れ
た
光
格
天
皇
の
命
令
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
位
の
と
き
は
正
従
に
関
わ
ら
ず
、
先
に
王
、
次
に
中
臣
、
同
位
で
は
な
い
と
き
は
位
階
の
高
い
方
を

先
と
な
し
、
列
立
す
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
同
条
に
は
「
文
化
十
一
年
、
中
臣
・
王
氏
ホ
座
次
之
事
、
其
程
上
卿
経
久
公
尋
申
記
六
候
処
、
即
被
借
送
雑
記
、
彼
時
、

座
次
之
事
、
委
細
不
記
置
也
、」
と
あ
り
、
三
条
は
文
化
十
一
年
当
時
の
神
宮
上
卿
大
炊
御
門
経
久
か
ら
記
録
を
借
り
た
。 
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以
上
の
こ
と
に
よ
り
三
条
は
河
越
の
願
い
出
を
う
け
て
座
次
に
関
す
る
先
例
を
集
積
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
間
記
』
安
永
八
年(

一
七
七
九)

六
月
条
に
は
次
の
よ
う
な
神
宮
例
幣
使
の
神
祇
官
代
と
両
宮
に

お
け
る
列
立
あ
る
い
は
座
列
順
序
の
先
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

一
、
神
祇
官
代
并
両
宮
ホ
王
使
・
中
臣
座
次
之
事
、
慶
長
年
中
奉
幣
御
再
興
剋
ヨ
リ
、
中
臣
使
上
階
ニ
而
も
使
王
ヨ
リ
次 

 
 
 

座
、 

 
 
 

貞
享
元
年 

 
 
 
 

中
臣
景
忠
卿
辞
三
位
、
昇
殿
、
正
四
位
下
ニ
而
使
王
ヨ
リ
次
座
、 

 
 
 

貞
享
二
年 

 
 
 
 

中
臣
景
忠
卿
叙
三
位
、
昇
殿
之
上
階
、
故
使
王
ヨ
リ
上
座
、
是
ヨ
リ
後
ハ
、
公
卿
之
節
ハ
、
中
臣
上
座
、
殿
上
人

之
節
ハ
、
使
王
上
座
、 

 
 
 

明
和
元
年
例
幣 

 
 
 
 

中
臣
使
四
位
ニ
而
上
座
、
王
五
位
ニ
而
下
﨟
、 

 
 
 

同
年
十
一
月
、
大
嘗
会
由
奉
幣 

 
 
 
 

使
王
五
位
ニ
而
上
座
、
中
臣
四
位
ニ
而
下
﨟
、 

 
 
 

明
和
二
年 

 
 
 
 

中
臣
四
位
ニ
而
上
座
、
使
王
五
位
ニ
而
下
﨟
、 

 
 
 

明
和
三
年 

 
 
 
 

使
王
五
位
ニ
而
上
座
、
中
臣
四
位
ニ
而
下
﨟
、 

 
 
 

是
ヨ
リ
後
ハ
、
先
規
之
通
相
定
リ
、
公
卿
之
節
ハ
中
臣
上
首
、
殿
上
人
之
節
ハ
王
上
首
ニ
而
相
勤
申
候
、
既
明
和
九

年
、
安
永
六
年
両
度
、
従
三
位
季
忠
卿
依
所
労
中
臣
使
寛
忠
御
勤
、
殿
上
人
ニ
而
御
座
候
、
故
使
王
上
首
ニ
而
相
勤 

 
 
 

申
候
事
、 

宮
川
解
除 

内
外
宮
二
鳥
居
列
立 

外
宮
玉
串
行
事
所 

 

内
外
宮
正
殿
前
石
畳 

外
宮
直
会
殿 
 

内
宮
玉
串
行
事
所 

内
宮
直
会
殿 

 
 
 
 
 

以
上
、
使
々
・
宮
司
・
祢
宜
ホ
座
列
之
図 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
慶
長
年
間
に
お
い
て
奉
幣
が
再
興
さ
れ
て
か
ら
貞
享
元(

一
六
八
四)

年
ま
で
は
中
臣
使
が
上
階
し
て
い
て

も
使
王
の
次
座
で
あ
っ
た
が
、
同
二
年
に
祭
主
藤
波
景
忠
が
上
階
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
中
臣
使
が
公
卿
の
と
き
は
上
座
と

な
り
、
殿
上
人
の
と
き
は
使
王
が
上
座
と
な
る
慣
例
が
定
め
ら
れ
た
。 

し
か
し
明
和
元(

一
七
六
四)

年
か
ら
同
三(

一
七
六
六)

年
ま
で
の
四
例
に
お
い
て
は
中
臣
使
が
殿
上
人
で
あ
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
同
使
と
使
王
が
交
互
に
上
座
と
な
り
、
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
同
三
年
に
は
再
び
先
規
の
通
り
に
順
序
を
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定
め
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 

そ
し
て
例
幣
使
が
列
立
あ
る
い
は
座
列
す
る
場
所
は
神
祇
官
代
も
含
め
る
と
八
ヶ
所
に
の
ぼ
る
こ
と
か
ら
、
朝
廷
に
お
い
て

予
め
決
め
ら
れ
た
、
そ
の
順
序
は
例
幣
使
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

つ
ぎ
に
『
神
宮
上
卿
間
記
』
同
九
月
一
日
条
に
よ
れ
ば
三
条
は
鷹
司
に
面
会
し
て
最
初
に
「
王
使
帯
剣
」
に
つ
い
て
伺
っ
た

と
こ
ろ
、
鷹
司
は
神
宮
上
卿
就
任
者
の
記
録
で
先
例
を
調
査
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
つ
ぎ
に
三
条
は
「
王
・
中
臣
座
次
事
、
為

殿
上
事
ハ
、
与
地
下
可
有
差
別
欤
、
庭
中
之
事
、
従
位
次
、
不
可
及
地
下
之
差
別
欤
、
猶
勘
、
更
可
申
付
旨
」
と
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
鷹
司
に
意
見
具
申
し
て
い
る
。
そ
れ
は
殿
上
か
地
下
か
で
差
別
し
て
よ
い
の
か
、
位
階
に
よ
っ
て
地
下
を
差
別
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
地
下
官
人
で
あ
る
河
越
の
主
張
に
沿
っ
て
い
た
。 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
同
九
月
二
日
条
に
よ
れ
ば
三
条
が
藤
波
に
「
已
文
化
之
例
、
治
定
之
上
者
、
今
又
不
可
被
改
歟
、
雖

然
有
願
申
之
状
者
、
以
訴
状
可
申
也
、
其
旨
可
被
達
于
宮
司
也
、」
と
述
べ
、
同
九
月
三
日
条
に
は
「
祭
主
送
宮
司
之
願
書
」

と
あ
り
、
中
臣
使
を
代
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
大
宮
司
河
辺
は
使
王
の
上
位
に
列
立
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
願
書
を
藤

波
に
提
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

同
条
に
は
「
新
源
大
納
言
、
明
和
三
年
輔
忠
卿
記
一
冊
被
借
送
之
了
、
彼
座
次
之
事
、
委
細
被
記
之
了
、
」
と
あ
り
、
座
次

の
問
題
が
争
論
と
な
る
な
か
で
三
条
は
明
和
三(

一
七
六
六)

年
当
時
の
神
宮
上
卿
広
幡
輔
忠
の
記
録
を
借
り
、
さ
ら
に
、
そ
の

先
例
を
集
積
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
四
日
条
に
は
藤
波
が
三
条
に
提
出
し
た
次
の
よ
う
な
一
紙
が
み
え
る
。 

又
、
宮
司
為
四
位
之
時
、
殿
上
、
地
下
以
無
差
別
、
文
化
十
一
年
被
定
下
、
聊
非
無
不
審
、
上
階
之
時
、
不
論
殿
上
・
地

下
、
列
王
使
之
上
、
又
中
臣
五
位
之
時
、
不
論
殿
上
・
地
下
、
立
王
使
之
下
、
是
近
例
也
、
然
者
、
至
四
位
、
指
図
殿
上
、

地
下
、
其
理
如
何
、
但
文
化
十
一
年
、
既
被
定
仰
之
上
ハ
、
今
又
容
易
難
被
改
欤
、
猶
可
勘
事
也
、 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
藤
波
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
文
化
十
一
年
の
決
定
は
聊
か
不
審
で
あ
る
。
中
臣
使
が
上
階
し
た
と
き
は

殿
上
人
か
地
下
人
か
を
論
ぜ
ず
、
王
使
の
上
に
列
し
、
中
臣
使
が
五
位
の
と
き
は
殿
上
人
か
地
下
人
か
を
論
ぜ
ず
、
王
使
の
下

に
立
つ
こ
と
が
近
例
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
中
臣
使
が
四
位
の
と
き
に
使
王
が
下
に
立
つ
理
由
は
何
か
。
し
か
し
既
に

決
定
さ
れ
た
上
は
容
易
に
改
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
藤
波
は
河
辺
と
同
様
に
文
化
十
一(

一
八
一
四)

年
の
光
格
天
皇
の
決
定
に
不
満
を
抱
い
て
お
り
、
中
臣
氏
が

使
王
の
下
に
立
つ
の
は
中
臣
氏
が
五
位
以
下
の
場
合
だ
け
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。 

 

同
六
日
、
三
条
は
鷹
司
邸
を
訪
れ
、
家
司
を
通
じ
て
使
王
代
と
大
宮
司
の
願
書
、
祭
主
の
添
状
、
自
ら
神
宮
上
卿
就
任
者
の

記
録
で
あ
る
『
輔
忠
卿
記
』・『
公
明
卿
記
』・『
経
久
卿
記
』
か
ら
抄
記
し
た
先
例
を
提
出
し
た
。
鷹
司
は
、
そ
れ
ら
を
一
覧
し
、

し
ば
ら
く
し
て
三
条
に
文
化
十
一
年
の
決
定
を
改
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
王
使
帯
剣
に
つ
い
て
も
許
可

し
な
い
と
述
べ
た
。
同
八
日
、
三
条
は
河
越
兵
庫
助
を
招
き
、
家
司
正
庸
を
通
じ
て
鷹
司
の
意
向
を
伝
え
た
。 

同
九
日
に
は
祭
主
政
所
を
招
き
、
家
司
正
庸
を
通
じ
て
河
辺
の
願
い
出
は
却
下
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
た
。
同
十
一
日
、
例
幣

発
遣
儀
式
が
行
わ
れ
た
。
同
十
六
日
、
豊
受
大
神
宮
に
幣
帛
が
奉
納
、
同
十
七
日
、
皇
大
神
宮
に
幣
帛
が
奉
納
さ
れ
た
。 
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お
わ
り
に 

 

本
章
に
お
い
て
は
承
応
三(

一
六
五
四)

年
度
・
延
享
四(

一
七
四
七)

年
度
・
安
永
八(

一
七
七
九)

年
度
・
天
明
四(

一
七
八

四)

年
度
・
文
化
九(
一
八
一
二)

年
度
・
天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
度
に
お
け
る
神
宮
例
幣
使
発
遣
の
準
備
過
程
を
明
ら
か
に

し
た
。 

そ
れ
ら
を
通
覧
す
る
と
承
応
三
年
度
の
場
合
は
再
興
さ
れ
て
数
年
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
神
宮
伝
奏
が
前
任
者
や
神
宮
奉

行
と
相
談
し
な
が
ら
中
心
と
な
っ
て
準
備
を
進
め
た
。
そ
の
な
か
で
官
務
・
大
外
記
に
地
下
官
人
の
役
者
人
事
を
指
示
し
た
り
、

武
家
伝
奏
に
伝
馬
人
足
の
手
配
を
要
請
し
た
り
し
た
。 

日
程
を
は
じ
め
と
し
て
例
外
は
あ
る
が
、
準
備
過
程
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
く
る
の
が
延
享
四
年
度
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の

通
り
で
あ
る
。 

 

①
八
月
十
一
日
に
使
王
代
を
家
職
と
す
る
地
下
官
人
の
河
越
と
忌
部
使
を
家
職
と
す
る
真
継
が
神
宮
上
卿
に
対
し
て
、
例
幣

使
参
向
の
許
可
を
得
た
い
旨
を
申
請
す
る
。
②
同
十
六
日
に
祭
主
が
神
宮
上
卿
に
対
し
て
例
年
通
り
に
式
日
に
お
け
る
例
幣
使

の
発
遣
を
申
請
す
る
。
③
同
十
九
日
ま
で
に
神
宮
上
卿
は
摂
政
か
関
白
に
そ
れ
ら
の
申
請
を
天
皇
に
奏
聞
す
る
許
可
を
得
る
。

④
神
宮
上
卿
は
、
そ
の
許
可
を
得
る
と
、
た
だ
ち
に
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
に
奏
聞
し
て
勅
許
を
得
る
。
⑤
神
宮
上
卿
は
祭
主
以

下
に
勅
許
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
伝
達
す
る
。 

 

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
準
備
過
程
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
活
動
を
中
心
と
す
る
神
宮
行
政
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
が
三
点
あ

る
。
一
点
目
は
安
永
八
年
に
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
の
意
見
具
申
に
よ
っ
て
、
伊
勢
例
幣
使
発
遣
儀
式
の
準
備
過
程
が
、
旧
例

に
復
さ
れ
、
幣
帛
奉
納
に
際
し
て
両
宮
で
行
わ
れ
る
直
会
饗
膳
に
お
け
る
勧
盃
順
序
が
是
正
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

近
世
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
が
儀
式
の
準
備
過
程
の
復
旧
を
主
張
し
、
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
や
、
地
下
官
人
の

訴
え
を
う
け
、
そ
れ
を
関
白
に
取
り
次
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
考
え
を
述
べ
、
関
白
の
決
定
に
反
映
さ
せ
た
こ
と
は
初
め

て
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
そ
の
主
張
も
正
親
町
自
身
が
調
べ
た
古
記
録
の
先
例
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
第
三
部
第 

三
章
第
三
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
、
寛
文
年
間
に
神
宮
伝
奏
清
閑
寺
が
議
奏
東
園
に
「
諸
事
不
勘
之
間
、
官
務
重
房
与
遂

評
判
、
可
経 

奏
」
と
述
べ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
両
者
の
在
り
方
に
は
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。 

二
点
目
は
天
明
四
年
に
神
宮
上
卿
三
条
実
起
が
神
祇
官
代
に
お
け
る
例
幣
発
遣
に
際
し
て
宣
命
を
中
臣
氏
で
は
な
く
使
王

に
授
け
る
こ
と
を
議
奏
中
山
愛
親
に
相
談
し
、
中
山
の
摂
政
九
条
尚
実
に
対
す
る
働
き
か
け
が
あ
り
、
実
現
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
三
条
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
全
中
山
・
正
親
町
両
亜
相
取
斗
ニ
テ
相
済
、
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
正
親
町

公
明
も
こ
の
件
に
関
与
し
て
い
た
。 

第
二
部
第
三
章
第
四
節
か
ら
第
六
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
三
条
・
中
山
・
正
親
町
の
三
名
に
共
通
す
る
こ
と
は

有
職
故
実
の
集
積
に
熱
心
で
あ
り
、
神
宮
上
卿
を
家
職
と
し
て
主
体
的
に
勤
め
た
公
卿
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
三
名
は
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神
宮
上
卿
の
別
記
の
貸
し
借
り
を
通
じ
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。 

こ
の
こ
と
は
安
永
八
年
以
降
に
同
職
就
任
者
に
占
め
る
清
華
家
公
卿
の
割
合
が
増
加
し
て
同
職
を
清
華
家
と
特
定
の
羽
林

家
公
卿
が
独
占
し
、
同
職
の
家
職
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
家
同
士
の
相
互
扶
助
的
な
関
係
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
宣
命
を
中
臣
氏
に
授
け
る
こ
と
は
藤
波
家
が
一
条
家
の
門
流
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
貞
享
年
間
に
摂
政
・
関
白
の
職
に

あ
っ
た
一
条
兼
輝
が
命
じ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
同
年
度
の
例
幣
に
お
い
て
宣
命
は
使
王
に
授
け
る
こ
と

と
改
め
ら
れ
た
の
は
、
三
条
・
中
山
ら
に
よ
る
一
条
家
門
流
に
よ
っ
て
で
き
た
旧
弊
を
是
正
す
る
動
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

三
点
目
は
天
保
十
五
年
に
発
生
し
た
使
王
代
河
越
と
中
臣
使
を
代
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
大
宮
司
河
辺
に
よ
る
座
次
争
論

に
つ
い
て
、
伊
勢
神
宮
や
神
祇
官
代
に
お
い
て
中
臣
使
が
上
階
の
者
で
あ
っ
た
と
き
は
中
臣
使
を
列
上
と
し
、
四
位
以
下
の
と

き
は
使
王
を
列
上
と
す
る
と
い
う
文
化
十
一(

一
八
一
四)

年
に
お
け
る
光
格
天
皇
の
決
定
に
基
づ
き
、
関
白
が
、
そ
の
通
り
と

す
る
と
い
う
裁
定
を
下
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

第
三
部
第
四
章
第
四
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
光
格
天
皇
は
文
化
七(

一
八
一
〇)

年
に
お
け
る
神
宮
式
年
遷
宮

の
準
備
過
程
に
お
い
て
も
遷
宮
祭
祀
日
の
決
定
に
際
し
て
祭
主
の
内
諾
を
得
る
こ
と
を
命
じ
、
そ
れ
以
降
、
こ
の
こ
と
が
慣
例

と
な
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
光
格
天
皇
在
位
下
の
安
永
八
年
か
ら
文
化
十
三
年
ま
で
は
、
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
の
変
革
期

で
あ
り
、
安
永
八
年
に
お
け
る
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
と
天
明
四
年
に
お
け
る
三
条
実
起
の
活
動
、
文
化
七
年
・
同
十
一
年
に

お
け
る
光
格
天
皇
の
決
定
は
幕
末
に
至
る
ま
で
朝
廷
の
伊
勢
神
宮
行
政
を
規
定
し
続
け
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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終
章 

神
宮
伝
奏
と
神
宮
行
政 

 

は
じ
め
に 

 

本
論
文
は
、
康
和
二(
一
一
〇
〇)

年
の
成
立
か
ら
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
の
廃
絶
ま
で
約
七
六
九
年
に
わ
た
り
、
延
べ
二
四

九
名
の
公
卿
が
勤
め
た
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
体
系
的
且
つ
基
礎
的
な
制
度
史
研
究
と
、
同
職
を
は
じ
め
と
し
て
、
天
皇
・

院
・
摂
政
・
関
白
・
武
家
伝
奏
・
神
宮
奉
行
・
官
務
・
祭
主
に
よ
る
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
の
研
究
と
い
う
二
つ
の
側

面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。 

以
上
の
理
由
と
し
て
、
近
年
と
み
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
中
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
・
公
家
社
会
・
朝
幕
関
係
の
研
究
に
お
い
て

も
、
平
成
二
五(

二
〇
一
三)

年
十
月
に
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
学
界
を
は
じ
め
と
し
て
広
く
世
間
の
耳
目
を
集
め

て
い
る
伊
勢
神
宮
の
研
究
に
お
い
て
も
、
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
及
び
朝
廷
の
神
宮
行
政
に
つ
い
て
は
、
等
閑
に
付
さ
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
り
、
研
究
の
蓄
積
自
体
が
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

筆
者
の
専
攻
は
近
世
史
で
あ
る
が
、
近
世
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
や
朝
廷
の
伊
勢
神
宮
行
政
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
も 

そ
の
前
提
と
な
る
中
世
の
そ
れ
ら
の
研
究
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
文
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一
部
で
は
、
平
安
末

期
か
ら
室
町
期
ま
で
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
過
程
や
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
論

じ
た
。
比
較
的
史
料
の
少
な
い
時
期
で
も
あ
る
た
め
、
就
任
者
毎
に
関
連
史
料
を
掲
示
し
て
論
じ
る
か
た
ち
と
し
た
。 

第
二
部
で
は
、
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
基
礎
的
な
制
度
史
研
究
と
し
て
、
そ
の
補
任
、
行
動
規
範
、
記
録
を
焦
点
と
し

た
。
第
三
部
で
は
、
戦
国
織
豊
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
に
つ
い
て
、
人
事
・
記
録
・
機
能
の
面
か
ら
網
羅
的
に
明
ら
か
に
し
た

上
で
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
就
任
者
も
百
七
三
名
と
多
数
に
の
ぼ
る
こ
と
も
あ
り
、
神
宮
奏
事
始
・

神
宮
神
主
へ
の
叙
位
・
神
宮
式
年
遷
宮
・
神
宮
例
幣
使
発
遣
と
い
う
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
に
関
す
る
政
務
・
儀
式
と
し
て
特
に

重
要
な
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
機
能
を
は
じ
め
と
し
て
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行

政
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。 

本
論
文
の
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
本
章
に
お
い
て
は
、
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
の
各
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
内
容

を
総
括
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 

第
一
節 

中
世
に
お
け
る
神
宮
上
卿
と
神
宮
伝
奏 

 

第
一
部
第
一
章
「
神
宮
上
卿
の
成
立
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
最
初
に
康
和
四(

一
一
〇
二)

年
か
ら
仁
平
元(

一

一
五
一)

年
ま
で
の
就
任
者
、
即
ち
成
立
期
の
神
宮
上
卿
で
あ
る
、
内
大
臣
久
我
雅
実
を
始
め
と
し
て
、
大
納
言
源
俊
明
、
内

大
臣
藤
原
頼
長
、
右
大
臣
久
我
雅
定[

官
職
は
全
て
就
任
当
時
の
も
の]

に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
を
み
て
お
く
。 
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そ
の
成
立
は
、
康
和
四
年
に
神
宮
で
発
生
し
た
前
代
未
聞
の
大
事
件
に
驚
愕
し
た
堀
河
天
皇
が
、
急
遽
、
神
宮
に
つ
い
て
の

仗
議
開
催
を
蔵
人
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
外
叔
に
あ
た
り
、
信
頼
す
る
雅
実
に
対
し
て
、
そ
の
仗
議
を
取
り
仕
切
る
こ
と
を

命
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

雅
実
に
続
い
て
大
納
言
源
俊
明
が
抜
擢
さ
れ
た
の
は
、
公
事
に
通
達
し
、
数
々
の
行
事
の
上
卿
を
よ
く
勤
め
、
白
河
法
皇
の

院
近
臣
と
し
て
朝
廷
で
重
き
を
な
し
た
こ
と
や
、
藤
原
摂
関
家
の
当
主
忠
実
と
の
交
誼
も
厚
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
検
非
違

使
別
当
を
経
験
す
る
な
ど
行
政
実
務
に
も
長
け
て
い
た
こ
と
が
、
大
事
件
に
対
応
す
る
た
め
に
成
立
し
た
神
宮
上
卿
に
適
任
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。 

頼
長
に
つ
い
て
も
朝
廷
政
務
の
枢
機
に
参
画
し
て
積
極
的
に
活
動
し
、
有
職
故
実
に
も
秀
で
て
い
た
こ
と
、
神
宮
政
務
に
つ

い
て
鳥
羽
法
皇
の
下
問
に
的
確
に
回
答
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
法
皇
の
信
任
が
厚
か
っ
た
こ
と
が
同
職
に
補
任
さ
れ
た
要
因

で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
頼
長
が
自
ら
の
後
任
と
し
て
雅
定
を
推
薦
し
た
理
由
で
あ
る
。 

ま
ず
右
大
臣
と
い
う
三
台
の
任
に
昇
進
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
検
非
違
使
別
当
の
要
職
を
経
験
し
、
実
績
を
あ
げ
、

清
廉
と
の
評
価
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
職
を
経
験
し
て
神
宮
上
卿
に
任
命
さ
れ
た
の
は
先
述
し
た
俊
明
と
同
様
で
あ
る
。 

神
宮
上
卿
は
訴
訟
裁
判
を
頻
繁
に
担
当
す
る
必
要
が
あ
り
、
行
政
実
務
に
お
け
る
実
績
と
人
物
の
双
方
に
お
い
て
評
価
が
高

か
っ
た
こ
と
が
、
雅
定
が
推
薦
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
加
え
て
初
代
神
宮
上
卿
久
我
雅
実
を
父
に
も
っ
て

い
た
こ
と
は
、
そ
の
人
物
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

成
立
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
機
能
を
ま
と
め
る
と
、
①
神
宮
に
お
け
る
事
件
に
つ
い
て
の
仗
議
を
主
宰
し
た
こ
と
、
②
神

宮
に
お
け
る
怪
異
事
件
の
報
告
を
受
け
て
、
蔵
人
に
朝
廷
に
お
け
る
対
応
の
先
例
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
、
③
②

の
事
件
に
つ
い
て
、
蔵
人
に
早
く
軒
廊
の
御
卜
を
行
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
指
示
し
た
こ
と
、
④
法
皇
に
よ
る
神
宮
行
政
に
つ
い

て
の
勅
問
に
回
答
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

次
に
神
宮
上
卿
が
常
置
化
さ
れ
た
、
永
暦
二(

一
一
六
一)

年
～
長
寛
二(

一
一
六
四)

年
の
就
任
者
で
あ
る
中
御
門
宗
能
か
ら

文
治
二(

一
一
八
六)

年
の
中
御
門
宗
家
ま
で
の
神
宮
上
卿
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
先
述
し
た
成
立
期
の
神
宮
上
卿
が
約
五
十

年
間
で
三
名
し
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
こ
の
時
期
は
約
二
十
年
間
で
延
べ
十
六
名
の
就
任
者
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
神
宮
上
卿
が
常
置
化
さ
れ
た
時
期
と
い
え
よ
う
。 

 

こ
の
時
期
は
後
白
河
院
政
下
に
該
当
し
、
同
院
政
下
に
お
け
る
神
宮
上
卿
人
事
は
院
司
な
ど
そ
の
近
臣
公
卿
を
軸
と
し
て
行

わ
れ
て
お
り
、
当
時
の
神
宮
行
政
は
院
の
御
所
に
お
い
て
法
皇
の
決
裁
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
お
け

る
神
宮
上
卿
人
事
の
特
徴
は
、
同
職
経
験
者
と
同
一
親
族
か
ら
複
数
の
就
任
者
を
出
し
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
、
一
度
退
任
し
た
経
験
者
が
再
び
補
任
さ
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
列
記
す
る
と
、
久
我
雅
通
は
二
度
、

大
炊
御
門
経
宗
は
三
度
、
九
条
兼
実
は
五
度
、
補
任
さ
れ
て
い
る
。
三
名
の
人
事
と
も
法
皇
の
信
任
の
厚
さ
や
実
務
能
力
に
対

す
る
朝
廷
内
の
評
価
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
兼
実
で
あ
る
。 

 

最
初
の
就
任
に
際
し
て
も
、「
以
愚
昧
之
微
質
、
難
行
厳
重
之
神
事
」
と
の
理
由
で
辞
退
し
た
が
、
法
皇
か
ら
重
ね
て
そ
の
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意
向
が
示
さ
れ
た
の
で
承
諾
し
た
。
こ
の
上
卿
は
内
大
臣
久
我
雅
通
が
勤
め
て
い
た
が
、
服
仮
に
よ
り
辞
退
し
て
交
替
し
た
。

そ
の
後
、
左
大
臣
大
炊
御
門
経
宗
や
左
大
将
藤
原
師
長
な
ど
が
勤
め
る
よ
う
に
と
の
法
皇
の
意
向
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ

辞
退
し
て
お
り
、
兼
実
に
打
診
が
あ
っ
た
。 

就
任
後
も
短
期
間
で
退
任
の
意
向
を
示
し
た
が
、
法
皇
は
「
他
人
無
可
奉
行
之
人
」
を
理
由
に
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の

後
も
兼
実
は
何
度
も
退
任
の
意
向
を
示
し
続
け
た
が
、
法
皇
は
後
任
が
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
認
め
な
か
っ
た
。
二
度
目
の
退

任
理
由
と
し
て
、
兼
実
は
「
神
宮
上
卿
事
々
沙
汰
云
、
神
事
有
恐
多
煩
、
故
万
人
欲
遁
此
役
、」
と
記
し
て
い
る
。
法
皇
は
三

度
目
の
就
任
を
要
請
す
る
に
際
し
て
、「
但
神
事
過
法
之
間
、
有
人
煩
云
々
、
因
之
、
人
別
辞
退
、
此
役
動マ

マ

無
人
于
奉
行
、
尤

不
便
宜
、
依
先
例
、
専
不
可
遵
用
近
代
之
新
儀
者
、」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
兼
実
が
就
任
と
退
任
を
繰
り
返
し
た
理
由
は
、「
厳
重
之
神
事
」、「
神
事
有
恐
多
煩
」、「
神
事
過
法
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
、
神
宮
上
卿
が
神
事
を
担
当
す
る
役
職
と
し
て
厳
格
に
清
浄
性
を
保
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
後
任
も
み
つ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
神
宮
上
卿
の

性
格
は
、
中
御
門
宗
能
の
就
任
以
降
、
同
職
が
常
置
化
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
歴
代
神
宮
上
卿
が
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。 

 

内
大
臣
中
御
門
宗
能
が
二
条
天
皇
か
ら
神
宮
の
訴
訟
文
書
を
評
定
す
る
よ
う
に
と
の
勅
を
受
け
た
の
は
、
永
暦
二
年
九
月
十

三
日
か
ら
長
寛
二
年
閏
十
月
十
三
日
ま
で
の
間
で
あ
り
、
宗
能
は
私
邸
に
寄
人
を
集
め
て
、
神
宮
の
訴
訟
を
議
定
し
た
。 

こ
の
神
宮
か
ら
の
訴
訟
文
書
を
入
れ
た
櫃
は
、
自
邸
の
別
屋
に
保
管
さ
れ
、
重
軽
服
者
、
僧
尼
、
月
水
の
女
性
な
ど
は
、
こ

の
屋
内
に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
か
ね
て
定
め
ら
れ
た
評
議
の
日
に
は
、
当
日
、
沐
浴
、
解
除
し
た
上
で
、

そ
の
文
書
の
あ
る
別
屋
に
て
議
定
さ
れ
た
。
そ
れ
が
終
る
と
解
斎
し
、
家
に
は
神
事
札
を
立
て
ず
、
僧
尼
服
者
な
ど
の
出
入
り

も
禁
止
せ
ず
、
仏
事
も
憚
ら
な
か
っ
た
。 

 

先
述
し
た
よ
う
に
、
久
我
雅
実
が
神
宮
上
卿
の
と
き
に
は
、「
雖
然
敢
無
神
齊
之
儀
」
で
あ
り
、
源
俊
明
の
と
き
に
は
、
御

読
経
僧
名
定
上
卿
と
兼
任
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
宗
能
の
神
宮
上
卿
在
任
中
に
神
宮
か
ら
の
訴
訟
文
書
を
清
浄
に

保
ち
、
そ
の
評
定
が
一
つ
の
神
事
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
評
定
に
臨
む
際
に
潔
斎
す
る
こ

と
な
ど
神
宮
上
卿
自
体
に
も
清
浄
性
が
求
め
ら
れ
、
同
職
が
神
職
的
な
性
格
を
帯
び
る
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
る
。 

常
置
化
さ
れ
た
時
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
機
能
を
ま
と
め
る
と
、
①
神
宮
か
ら
の
解
状
に
対
す
る
宣
下
、
②
内
宮
炎
上
に

伴
う
神
宮
か
ら
の
御
船
代
、
御
樋
代
の
調
進
要
請
に
対
し
て
、
頭
弁
に
調
進
日
時
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
、
神
宮
神
宝
・

御
船
代
・
御
樋
代
の
調
進
日
時
を
定
め
た
こ
と
、
③
蔵
人
に
伊
勢
公
卿
勅
使
発
遣
日
時
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
、
陰
陽
寮

が
持
参
し
た
日
時
を
蔵
人
に
内
覧
奏
聞
さ
せ
た
こ
と
、
④
神
宮
造
営
に
つ
い
て
の
仗
議
を
主
宰
し
た
こ
と
、
⑤
神
宮
に
お
け
る

事
件
の
報
告
を
受
け
て
、
神
宮
弁
に
朝
廷
に
お
け
る
対
応
の
先
例
を
勘
申
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
、
⑥
⑤
の
事
件
を
受
け

て
仗
議
を
開
催
し
、
卜
占
を
行
わ
せ
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
神
宮
へ
の
指
示
を
神
宮
弁
に
伝
え
た
こ
と
、
⑦
仗
議
を
開
催
し
て

神
宮
神
主
の
不
祥
事
に
つ
い
て
そ
の
罪
科
を
審
議
し
た
こ
と
、
⑧
自
邸
に
運
ば
れ
た
神
宮
文
書
を
披
見
し
て
一
通
ず
つ
そ
の
処
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理
の
仕
方
を
指
示
し
た
こ
と
、
⑨
自
邸
に
お
い
て
神
宮
か
ら
の
雑
訴
を
評
定
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

鎌
倉
期
に
お
け
る
建
久
四(

一
一
九
三)

年
の
中
山
忠
親
か
ら
文
永
十
一(

一
二
七
四)

年
の
堀
川
基
具
ま
で
の
神
宮
上
卿
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
時
期
は
、
約
八
十
年
で
延
べ
十
二
名
し
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
鎌
倉
期
に
入
り
、
神
宮
上

卿
制
度
が
次
第
に
衰
退
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
鎌
倉
前
期
に
お
い
て
は
、
建
久
九(

一
一
九
八)

年
か
ら
承
久
三(

一
二
二
一)

年
ま
で
の
後
鳥
羽
院
政
下
に
お
い
て
九

条
良
経
・
源
通
資
・
九
条
道
家
が
神
宮
上
卿
を
勤
め
た
よ
う
に
、
活
発
に
神
宮
行
政
が
行
わ
れ
て
お
り
、
嘉
禄
元(

一
二
二
五)

年
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
常
置
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
れ
よ
り
後
は
、
し
ば
ら
く
就
任
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
後
嵯
峨
院
政
下
の
文
応
元(

一
二
六
〇)

年
に
花
山
院
師

継
の
活
動
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
後
に
出
さ
れ
た
、
弘
長
三(

一
二
六
三)

年
八
月
十
三
日
宣
旨
は
、
神
宮
行
政
の
活
性
化
を
促

そ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
当
時
は
神
宮
上
卿
の
活
動
を
は
じ
め
と
す
る
神
宮
行
政
が
停
滞
し
て
い
た

こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
文
永
五(
一
二
六
八)

年
に
一
条
家
経
、
同
十
一(

一
二
七
四)

年
に
堀
川
基
具

の
就
任
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
機
能
を
ま
と
め
る
と
、
①
自
邸
に
お
い
て
神
宮
か
ら
の
雑
訴
を
評
定
し
た
こ
と
、
②
神
宮
大

宮
司
定
の
上
卿
を
勤
め
た
こ
と
、
③
在
任
中
、
自
邸
に
て
神
宮
文
書
を
管
理
し
た
こ
と
、
④
神
宮
に
つ
い
て
の
陣
定
を
主
宰
し

た
こ
と
、
⑤
神
宮
で
触
穢
事
件
が
お
こ
っ
た
こ
と
を
う
け
て
行
わ
れ
た
軒
廊
御
卜
に
お
い
て
頭
弁
、
職
事
の
蔵
人
、
地
下
官
人
、

陰
陽
寮
と
神
祇
官
の
役
人
を
指
揮
し
て
、
そ
の
運
営
に
あ
た
っ
た
こ
と
、
⑥
頭
弁
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
遷
宮
行
事
所

始
の
日
次
を
回
答
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
部
第
二
章
「
神
宮
伝
奏
の
成
立
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
後
白
河
院
政
期
に
お
い

て
成
立
し
た
伝
奏
制
度
が
分
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
弘
安
二(

一
二
七
九)

年
に
神
宮
伝
奏
の
活
動
を
初
め
て
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

当
時
、
亀
山
院
政
下
に
お
い
て
参
議
吉
田
経
長
が
伝
奏
を
勤
め
て
お
り
、
五
月
二
十
日
は
当
番
の
日
で
参
院
し
て
伝
奏
と
し

て
活
動
し
て
い
た
。
さ
ら
に
祭
主
と
中
門
廊
で
出
会
い
、
神
宮
条
々
に
つ
い
て
の
奏
聞
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
記
述

に
「
予
依
神
宮
傳
奏
也
、」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
吉
田
経
長
は
、
院
の
伝
奏
を
勤
め
る
な
か
で
神

宮
に
つ
い
て
の
奏
事
を
専
門
に
扱
う
こ
と
も
求
め
ら
れ
、
自
ら
を
「
神
宮
伝
奏
」
と
称
し
た
と
考
え
る
。 

そ
の
内
容
は
、
多
岐
に
亙
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
も
、
神
宮
伝
奏
の
成
立
を
促
し
た
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
神
宮
伝
奏
は
常
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
神
宮
の
奏
事
は
神
宮
奉
行
が
関
白
に
よ
る
奏
事
目
録
の
内
覧
を
経
た
上
で
、
当
番
の
伝
奏
に
付

し
て
上
皇
に
奏
聞
し
て
も
ら
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
奏
聞
は
伝
奏
が
交
替
で
担
当
し
て
い
る
。
上
皇
の
判
断
に
よ
っ
て
は
、

院
の
評
定
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

神
宮
伝
奏
の
制
度
的
確
立
は
、
延
慶
二(

一
三
〇
九)

年
三
月
八
日
、
伏
見
院
政
下
の
評
定
で
成
立
し
た
「
条
々
」
と
文
保
元
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(
一
三
一
七)

年
、
後
伏
見
院
政
下
で
成
立
し
た
「
政
道
条
々
」
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
を
設
置
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
の
下
に
は
奉
行
職
事
を
設
置
し
、
祭
主
と
神
宮
神
主
等
か
ら
の
訴
訟
は
、
ま
ず
奉
行

職
事
に
付
し
て
、
最
初
に
神
宮
伝
奏
に
付
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
寺
社
ご
と
に
専
任
の
伝
奏
を
設
置
す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
。 

「
政
道
条
々
」
に
お
い
て
は
、
以
上
の
三
ケ
条
に
加
え
て
、
神
宮
以
下
の
諸
社
寺
の
雑
訴
を
日
頃
他
人
が
担
当
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
伝
奏
に
任
せ
る
べ
き
こ
と
、
弁
官
・
職
事
に
奏
事
が
あ
る
と
き
は
、
急
ぎ
の
場
合
の
他
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺

社
伝
奏
に
付
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。 

「
条
々
」
が
定
め
ら
れ
て
か
ら
約
八
年
後
に
再
び
同
様
の
三
ケ
条
と
新
規
に
こ
の
条
項
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
神
宮
伝
奏
を

は
じ
め
と
す
る
寺
社
伝
奏
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
機
能
し
て
お
ら
ず
、
神
宮
以
下
諸
社
寺
の
雑
訴
も
寺
社
伝
奏

は
担
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
条
々
」
と
「
政
道
条
々
」
の
規
定
に
よ
っ
て
神
宮
伝 

奏
の
設
置
が
法
的
根
拠
を
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
制
度
的
に
確
立
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

そ
の
補
任
と
活
動
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
は
、
十
五
世
紀
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
半
ば
ま
で
は
、
神
宮
伝
奏
が
神
宮
上

卿
の
役
割
を
吸
収
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
両
者
が
併
置
さ
れ
て
い
た
。 

室
町
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
役
割
は
、
①
神
宮
奏
事
始
の
準
備
と
執
行
、
②
伊
勢
一
社
奉
幣
に
関
す
る
天
皇
の
命
令
を
伝

奏
奉
書
で
職
事
に
伝
え
る
こ
と
、
③
神
宮
大
宮
司
人
事
へ
の
対
応
、
④
神
宮
か
ら
の
異
状
報
告
へ
の
対
応
、
⑤
朝
廷
か
ら
神
宮

に
対
す
る
祈
祷
命
令
の
伝
達
で
あ
っ
た
。 

 

一
方
、
神
宮
上
卿
の
役
割
は
、
①
神
宮
遷
宮
に
関
す
る
祭
祀
日
時
定
の
上
卿
、
②
同
祭
祀
に
つ
い
て
の
官
符
請
印
、
③
伊
勢 

大
神
宮
造
宮
使
宣
下
の
上
卿
、
④
神
宮
禰
宜
補
任
宣
下
の
上
卿
、
⑤
神
宮
か
ら
の
異
状
報
告
を
天
皇
に
奏
聞
し
、
そ
の
命
令
を

神
宮
職
事
に
伝
え
る
こ
と
、
⑥
神
宮
の
異
状
を
受
け
て
行
わ
れ
る
軒
廊
御
卜
の
上
卿
で
あ
り
、
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
の
間
で

役
割
分
担
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
一
部
第
三
章
「
神
宮
奏
事
始
の
成
立
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
光
厳
院
政
下
に
お
け
る
伝
奏
制
度
の
強
化
と

拡
大
は
必
然
的
に
そ
の
主
要
な
機
能
で
あ
っ
た
「
奏
事
」
の
政
務
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
上
昇
を
も
た
ら
し
、
同
院
政
下
の
観

応
二(

一
三
五
一)

年
、
年
頭
に
あ
た
り
、
政
務
を
開
始
す
る
意
義
を
も
っ
た
「
奏
事
始
」
が
成
立
し
た
。 

そ
の
後
、
そ
れ
ら
が
神
宮
奏
事
始
、
賀
茂
奏
事
始
に
分
化
し
た
が
、
神
宮
奏
事
始
は
、
永
和
二(

一
三
七
六)

年
ま
で
に
成
立

し
た
。
な
ぜ
神
宮
奏
事
始
が
成
立
し
た
の
か
。 

応
永
三
三(

一
四
二
六)

年
の
政
始
も
永
享
三(

一
四
三
一)

年
の
内
宮
式
年
遷
宮
、
同
六(

一
四
三
四)

年
の
外
宮
式
年
遷
宮
に

向
け
て
伊
勢
大
神
宮
造
宮
使
を
補
任
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
政
始
に
お
い
て
神
宮
に
関
す
る
政
務
は
主
要
な
も

の
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
が
準
備
と
執
行
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
政
始
の
性
格
を
含
ん
で
い
た
「
奏

事
始
」
が
神
宮
奏
事
始
へ
と
変
化
し
た
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

そ
の
準
備
過
程
は
神
宮
伝
奏
が
賀
茂
か
土
御
門
に
そ
の
式
日
時
の
候
補
を
勘
申
す
る
よ
う
に
命
じ
、
そ
れ
が
提
出
さ
れ
る
と
、
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勾
当
内
侍
を
通
じ
て
天
皇
の
意
向
を
伺
っ
た
。
神
宮
伝
奏
は
そ
の
意
向
を
う
け
て
神
宮
奉
行
に
そ
れ
を
伝
え
、
奏
事
目
録
を
用

意
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
儀
式
次
第
は
、
神
宮
伝
奏
が
議
定
所
に
出
御
し
た
天
皇
に
奏
事
目
録
の
三
箇
条
を
奏
上
し
、
一
箇
条
を
奏
上
す
る
ご
と

に
天
皇
が
意
向
を
示
し
、
終
了
後
、
神
宮
伝
奏
は
奏
事
目
録
に
そ
の
仰
詞
を
書
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

式
日
は
大
半
の
場
合
が
一
月
下
旬
か
ら
二
月
中
旬
ま
で
の
間
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
。
奏
事
事
項
は
大
半
の
場
合
、
①
神
宮
造

替
、
②
神
領
再
興
、
③
神
宮
神
主
へ
の
叙
爵
の
三
点
で
あ
っ
た
。 

 

第
二
節 

近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿 

 

第
二
部
第
一
章
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
補
任
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
神
宮
伝
奏
制
度
の
淵
源
は
、
平
安
末
期
の

康
和
二(

一
一
〇
〇)

年
に
神
宮
上
卿
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
降
、
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
に

廃
絶
さ
れ
る
ま
で
、
約
七
六
九
年
間
に
わ
た
り
、
延
べ
二
四
九
人
の
公
卿
が
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
。 

平
安
期
の
神
宮
上
卿
は
、
延
べ
人
数
で
二
五
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
官
職
の
内
訳
は
、
左
大
臣
が
三
人
、
右
大
臣
が
五
人
、
内

大
臣
が
六
人
、
大
納
言
が
八
人
、
権
大
納
言
が
三
人
で
あ
っ
た
。
初
代
の
久
我
雅
実
が
内
大
臣
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し

て
大
臣
ク
ラ
ス
が
十
四
人
と
約
六
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
数
で
み
る
と
、
摂
家
が
三
人
、
清
華
家
が
十
六
人
、
羽
林
家
が
二
人
で
あ
り
、
清

華
家
が
約
六
割
と
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か
に
摂
家
は
九
条
家
の
み
で
あ
る
が
、
清
華
家
は
、
久
我
家
の
七
人
、

三
条
家
の
三
人
、
大
炊
御
門
家
の
三
人
、
徳
大
寺
家
の
二
人
、
花
山
院
家
の
一
人
で
あ
り
、
清
華
家
が
約
六
割
を
占
め
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
久
我
家
が
突
出
し
て
お
り
、
初
代
の
神
宮
上
卿
が
久
我
雅
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。 

ま
た
、
同
一
人
物
が
繰
り
返
し
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
時
期
の
補
任
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
神

宮
上
卿
は
神
職
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
た
こ
と
か
ら
穢
れ
を
避
け
る
こ
と
が
厳
格
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人
選
も

困
難
で
あ
り
、
経
験
者
に
再
度
就
任
を
要
請
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。 

鎌
倉
期
に
お
け
る
伝
奏
制
度
の
発
達
に
伴
い
、
弘
安
二(

一
二
七
九)

年
に
は
、
初
め
て
神
宮
伝
奏
の
活
動
が
行
わ
れ
た
が
、

こ
の
時
期
ま
で
は
、
神
宮
上
卿
の
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
期
の
神
宮
上
卿
・
神
宮
伝
奏
の
う
ち
、
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
前
者
が
延
べ
十
六
人
、
後
者
が
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
官
職
の
内
訳
は
、
前
者
は
、
左
大
臣
が
一
人
、
右
大
臣
が

一
人
、
内
大
臣
が
三
人
、
大
納
言
が
三
人
、
権
大
納
言
が
八
人
で
あ
り
、
後
者
は
、
参
議
が
一
人
で
あ
っ
た
。 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
宮
上
卿
は
大
臣
ク
ラ
ス
が
五
人
と
約
四
割
に
な
り
、
平
安
末
期
と
比
較
す
る
と
低
下
し
て
い
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
そ
の
か
わ
り
に
権
大
納
言
が
大
幅
に
増
加
し
て
五
割
を
占
め
て
お
り
、
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
位
置
づ
け

の
低
下
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。 
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神
宮
上
卿
就
任
者
の
顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、
平
安
末
期
に
お
け
る
就
任
者
の
親
族
お
よ
び
子
孫
が
十
六
人
中
十
三
人
を
占
め
る

こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
久
我
家
を
は
じ
め
と
し
て
大
炊
御
門
家
、
九
条
家
の
三
家
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
初
頭
に
お
い
て

神
宮
上
卿
を
家
職
と
し
て
勤
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
人
数
で
み
る
と
、
神
宮
上
卿
は
、
摂
家
が
四
人
、
清
華
家
が
八
人
、
羽
林
家
が
一

人
、
名
家
が
一
人
で
あ
る
。
摂
家
と
清
華
家
で
約
八
割
を
占
め
て
お
り
、
平
安
末
期
と
比
較
す
る
と
、
官
職
の
レ
ベ
ル
は
低
下

し
た
が
、
特
定
の
摂
家
、
清
華
家
が
家
職
的
に
勤
め
る
傾
向
が
引
き
続
き
顕
著
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
初
め
て
神
宮
伝
奏
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
四
十
、
吉
田
経
長
が
そ
れ
で
あ

る
。
参
議
で
且
つ
名
家
の
出
身
で
あ
り
、
成
立
時
に
お
け
る
同
職
と
神
宮
上
卿
を
比
較
す
る
と
官
職
、
家
格
と
も
に
低
い
こ
と

が
わ
か
る
。
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
あ
り
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
責
任
者
は
主
と
し
て

神
宮
上
卿
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

室
町
期
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
が
併
置
さ
れ
、
神
宮
伝
奏
の
活
動
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
が
、
大
臣
ク
ラ
ス

の
公
卿
が
伝
奏
を
勤
め
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
神
宮
上
卿
の
機
能
も
神
宮
伝
奏
に
吸
収
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
安

六(

一
四
四
九)

年
に
正
親
町
持
季
が
神
宮
上
卿
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
そ
の
活
動
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。 

室
町
期
の
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
う
ち
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
前
者
が
延
べ
七
人
、
後
者
が
五
人
で
あ
る
。

そ
の
官
職
の
内
訳
を
み
る
と
、
神
宮
伝
奏
は
、
前
権
大
納
言
が
三
人
、
権
大
納
言
が
三
人
、
権
中
納
言
が
一
人
で
あ
る
。
神
宮

上
卿
は
、
権
大
納
言
が
四
人
、
権
中
納
言
が
一
人
で
あ
る
。
両
者
を
合
わ
せ
る
と
、
権
大
納
言
が
約
六
割
と
多
数
を
占
め
て
お

り
、
前
権
大
納
言
を
合
わ
せ
る
と
、
約
八
割
が
権
大
納
言
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
神

宮
上
卿
に
大
臣
ク
ラ
ス
が
皆
無
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
人
数
で
み
る
と
、
神
宮
伝
奏
は
、
羽
林
家
が
二
人
、
名
家
が
四
人
で
あ
り
、
神
宮

上
卿
は
、
清
華
家
が
二
人
、
羽
林
家
が
一
人
、
名
家
が
一
人
で
あ
る
。
前
者
の
七
割
が
名
家
出
身
の
公
卿
で
占
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
一
方
、
鎌
倉
期
と
比
較
す
る
と
、
後
者
で
は
、
摂
家
が
皆
無
と
な
り
、
清
華
家
が
大
幅
に
減
少
し
た
。 

 

す
な
わ
ち
神
宮
行
政
を
担
当
す
る
公
卿
の
家
が
平
安
末
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
と
比
較
す
る
と
、
室
町
期
に
お
い
て
大
き
く
変
化

し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
み
る
と
、
羽
林
家
で
は
正
親
町
家
な
ど
、
名
家
で
は
、
日
野
家
、
葉
室
家
、
坊
城
家
、
清
閑
寺
家

の
公
卿
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
。 

以
上
の
背
景
に
は
、
第
一
部
第
二
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
神
宮
伝
奏
と
神
宮
上
卿
が
併
置
さ
れ

て
い
た
が
、
神
宮
伝
奏
の
活
動
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
て
お
り
、
神
宮
伝
奏
が
神
宮
上
卿
の
機
能
を
吸
収
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
初
代
の
神
宮
伝
奏
吉
田
経
長
が
参
議
且
つ
名
家
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
伝
奏
職
を
大
臣
ク

ラ
ス
や
摂
家
出
身
の
公
卿
が
勤
め
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
の
う
ち
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
延
べ
二
二
人
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
神
宮

上
卿
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
官
職
の
内
訳
は
、
前
権
大
納
言
が
三
人
、
補
任
さ
れ
た
当
時
は
前
権
大
納
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言
で
、
在
任
中
に
権
大
納
言
に
補
任
さ
れ
た
者
が
一
人
、
権
大
納
言
が
十
一
人
、
補
任
さ
れ
た
当
時
は
、
権
大
納
言
で
、
在
任

中
に
前
権
大
納
言
と
な
っ
た
者
が
一
人
、
権
中
納
言
が
三
人
、
補
任
さ
れ
た
当
時
は
権
中
納
言
で
、
在
任
中
に
権
大
納
言
に
補

任
さ
れ
た
者
が
三
人
で
あ
っ
た
。 

就
任
時
に
権
大
納
言
で
あ
っ
た
者
が
約
五
割
で
あ
り
、
就
任
中
に
権
大
納
言
に
昇
進
し
た
者
や
前
権
大
納
言
を
合
わ
せ
る
と
、

約
九
割
が
権
大
納
言
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
傾
向
は
、
室
町
期
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
権
中
納
言
の

増
加
が
注
目
さ
れ
る
。 

判
別
で
き
る
限
り
、
家
格
の
内
訳
を
延
べ
人
数
で
み
る
と
、
清
華
家
が
七
人
、
大
臣
家
が
三
人
、
羽
林
家
が
三
人
、
名
家
が 

八
人
で
あ
り
、
清
華
家
と
名
家
が
圧
倒
的
に
多
く
、
両
者
で
約
七
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
室
町
期
と
比
較
す
る
と 

清
華
家
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

就
任
者
の
顔
ぶ
れ
と
特
徴
を
み
て
い
く
と
、
柳
原
家
は
、
資
広
以
降
、
三
条
西
家
は
、
実
隆
以
降
、
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
行

政
を
担
う
主
要
な
公
家
の
家
々
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
柳
原
資
綱
が
約
三
十
年
間
に
わ
た
っ

て
勤
め
た
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ら
の
公
家
た
ち
の
在
任
期
間
が
長
年
月
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
平
安
末

期
の
神
宮
上
卿
が
穢
れ
の
た
め
に
頻
繁
に
交
代
し
て
い
た
こ
と
比
較
す
る
と
大
き
な
変
化
で
あ
る
。 

そ
の
理
由
と
し
て
、
公
卿
の
な
か
で
神
宮
伝
奏
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
人
物
が
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
人

材
が
払
底
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
触
穢
を
理
由
に
し
て
一
々
交
代
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
考
え
る
。 

江
戸
時
代
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
前
期
の
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
は
原
則 

と
し
て
権
大
納
言
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
な
か
で
就
任
を
承
諾
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
場
合
、
権
中
納
言
の
な
か
か
ら
選
ぶ

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
な
る
べ
く
補
任
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
者
を
選
ぶ
と
い
う
配
慮
も
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

家
格
の
内
訳
は
、
清
華
家
が
百
五
人
、
大
臣
家
が
五
人
、
羽
林
家
が
三
五
人
、
名
家
が
二
七
人
、
半
家
が
一
人
で
あ
っ
た
。 

就
任
者
の
九
割
以
上
を
清
華
家
、
羽
林
家
、
名
家
の
者
が
占
め
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
家
の
者
は
い
ず
れ
も
権
大
納
言
へ
の 

任
官
が
可
能
で
あ
り
、
中
世
以
降
、
神
宮
伝
奏
、
神
宮
上
卿
は
原
則
と
し
て
権
大
納
言
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
る
と
い
う
慣
例
が 

あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的
に
こ
れ
ら
の
家
の
者
が
補
任
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
近
世
後
期
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
位
置
付
け
の
変
化
で
あ
る
。
と
く
に
安
永
八(

一
七
七
九)

年
の
光
格
天
皇
即
位
以
降
、
就
任
者
に
占
め
る
清
華
家
公
卿
の
割
合
が
増
加
し
、
神
宮
上
卿
職
を
清
華
家
と
特
定
の
羽
林
家
公

卿
が
独
占
し
、
同
職
の
家
職
化
が
進
ん
だ
。
ま
た
就
任
者
に
占
め
る
議
奏
就
任
者
の
割
合
も
増
加
し
た
。 

 

清
華
家
公
卿
の
割
合
増
加
に
つ
い
て
は
、『
難
波
宗
建
記
』
に
、「
称
伝
奏
之
時
者
、
不
限
華
族
之
人
、
与
賀
茂
伝
奏
無
差
別
、 

於
称
上
卿
者
英
雄
外
者
如
何
、
故
近
代
多
如
此
、」
と
あ
る
こ
と
や
、
平
安
末
期
の
神
宮
上
卿
は
、
清
華
家
公
卿
が
約
六
割
を 

占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
名
称
変
更
を
は
じ
め
と
す
る
、
古
代
的
な
神
宮
上
卿
に
復
古
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
の
一
環
で
あ 

っ
た
と
考
え
る
。 

こ
の
こ
と
は
享
和
元(

一
八
〇
一)

年
の
神
宮
に
対
す
る
公
卿
勅
使
が
儀
式
書
に
則
っ
た
本
来
の
形
式
に
復
古
し
、
神
宮
上
卿
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が
同
勅
使
に
近
世
に
お
い
て
初
め
て
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
光
格
天
皇
以
降
の
朝
廷
に
お
け
る
朝
廷
儀
式
と

神
宮
重
視
の
政
策
が
、
神
宮
上
卿
と
そ
れ
を
勤
め
た
清
華
家
・
羽
林
家
公
卿
の
位
置
付
け
の
上
昇
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

ま
た
、
近
世
後
期
の
清
華
家
・
羽
林
家
公
卿
に
と
っ
て
神
宮
上
卿
へ
の
就
任
は
議
奏
に
登
用
さ
れ
て
朝
廷
の
枢
機
に
参
画
す

る
た
め
の
登
竜
門
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
神
宮
上
卿
を
家
職
と
す
る
こ
と
は
自
ら
の
政
治
的
基
盤
を
確
立

す
る
上
で
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

江
戸
時
代
中
期
の
享
保
十
六
（
一
七
三
一
）
年
以
降
、『
公
卿
補
任
』
の
表
記
が
神
宮
伝
奏
か
ら
神
宮
上
卿
に
変
更
さ
れ
、

慶
応
四(

一
八
六
八)

年
に
廃
絶
さ
れ
る
ま
で
同
様
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
関
白
近
衛
家
久
の

意
向
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
意
向
は
、
神
宮
伝
奏
か
ら
、
平
安
末
期
の
神
宮
上
卿
へ
の
復
古
を
目
指

す
も
の
で
あ
っ
た
。 

近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
と
退
任
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
ま
ず
文
禄
・
寛
永
年
間
の
事
例
か
ら
厳
格

に
清
浄
性
を
保
つ
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
神
宮
伝
奏
の
人
事
が
円
滑
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

最
初
に
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
神
宮
伝
奏
の
退
任
理
由
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
中
世
以
降
の
神
宮
伝
奏
、

神
宮
上
卿
は
内
大
臣
へ
の
任
命
が
内
定
す
る
と
、
そ
れ
を
辞
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
中
世
以
降
、
内
大
臣
は
神
宮
伝
奏
、
神
宮

上
卿
を
勤
め
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。 

 

神
宮
伝
奏
が
大
臣
を
兼
任
し
な
い
理
由
の
一
つ
は
、
内
大
臣
、
左
右
大
臣
等
は
神
宮
禰
宜
の
位
階
申
請
や
大
宮
司
の
人
事
の

際
に
天
皇
か
ら
勅
問
を
う
け
、
神
宮
の
問
題
に
関
す
る
朝
廷
の
意
志
決
定
に
参
画
し
て
お
り
、
基
本
的
に
神
宮
の
こ
と
に
つ
い

て
奏
請
と
宣
伝
を
担
当
す
る
神
宮
伝
奏
と
の
兼
任
は
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

ま
た
、
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
は
親
族
の
死
去
、
親
族
に
で
き
た
服
仮
、
本
人
、
親
族
、
家
人
の
病
気
、
娘
の
出
産
、
触
穢

の
際
は
辞
職
し
た
。
親
族
の
死
去
に
際
し
て
辞
職
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、『
令
義
解
』「
仮
寧
令
第
廿
五
」
の
「
職

事
官
条
」
と
「
無
服
之
殤
条
」
に
よ
れ
ば
、
父
母
の
死
去
に
際
し
て
は
官
職
を
辞
し
、
そ
の
他
の
親
族
の
場
合
は
、
一
定
期
間
、

出
仕
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
に
お
い
て
も
、
こ
の
規
定
は
一
部
機
能
し
て
お
り
、
た
と
え

ば
、
久
我
信
通
の
退
任
理
由
を
み
る
と
、『
公
卿
補
任
』
明
和
八(

一
七
七
一)

年
条
に
よ
れ
ば
、
九
月
二
七
日
に
久
我
が
実
父

の
死
去
に
よ
っ
て
服
解
、
す
な
わ
ち
実
父
の
喪
に
服
す
る
た
め
に
一
時
権
大
納
言
の
職
を
解
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。

さ
ら
に
同
日
に
神
宮
上
卿
を
辞
職
し
て
い
る
こ
と
か
ら
実
父
の
死
去
に
よ
り
退
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、
久
我
広
通
の
退
任
理
由
を
み
る
と
、『
忠
利
宿
祢
記
』
明
暦
四(

一
六
五
八)

年
二
月
三
日
条
に
よ
れ
ば
、「
三
日
七
日

服
假
、
従
弟
云
々
出
来
」
に
よ
り
辞
職
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

「
三
日
七
日
服
假
」
と
は
『
令
義
解
』「
喪
葬
令
第
廿
六
」
の
な
か
で
服
喪
期
間
を
規
定
し
た
「
服
忌
条
」
に
「
従
父
兄
弟 

姉
妹
、
兄
弟
子
、
七
日
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
場
合
、
従
弟
の
服
假
の
こ
と
で
あ
り
、
前
掲
の
「
假
寧
令
」
の
規
定
に

よ
れ
ば
、
三
日
間
の
休
暇
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 



 

 

326 

 
こ
の
よ
う
に
神
宮
上
卿
が
親
族
の
死
去
に
際
し
て
退
任
す
る
理
由
は
令
の
規
定
が
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
慣
例
と
し
て
定

着
し
て
い
た
こ
と
だ
と
も
考
え
る
が
、
た
と
え
ば
先
述
し
た
、
久
我
信
通
は
『
公
卿
補
任
』
の
同
条
に
「
十
二
月
二
日
、
除
服

出
仕
復
任
、」
と
あ
り
、
喪
が
あ
け
て
出
仕
し
、
権
大
納
言
に
復
し
て
い
る
。 

 

こ
の
ほ
か
に
も
『
公
卿
補
任
』
に
は
神
宮
上
卿
が
父
母
の
死
去
に
よ
り
辞
職
し
、
官
職
を
解
服
さ
れ
る
記
事
が
六
つ
み
え
る

が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
除
服
出
仕
し
、
元
の
官
職
に
復
任
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
神
宮
上
卿
に
復
職
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

さ
ら
に
他
の
職
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
重
房
宿
祢
記
』
寛
文
五(

一
六
六
五)

年
六
月
九
日
条
に
は
当
時
の
大
外
記 

中
原
師
定
の
重
服
に
際
し
て
の
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
重
服
中
の
師
定
が
石
清
水
八
幡
宮
の
仮
殿
遷
宮
日
時
定
神
事

を
担
当
し
て
も
よ
い
の
か
、
当
時
の
左
大
史
壬
生
重
房
と
相
談
し
、
重
房
は
中
世
に
お
い
て
重
服
中
の
左
大
史
が
伊
勢
神
宮
に

関
す
る
神
事
を
担
当
し
た
例
を
調
べ
て
、
当
時
の
摂
政
鷹
司
房
輔
の
閲
覧
に
供
し
た
と
こ
ろ
、
鷹
司
は
中
原
が
こ
の
神
事
を
担

当
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
に
よ
り
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
服
喪
中
の
者
が
神
社
に
関
す
る
公
事
に
携
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も

一
般
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
例
の
有
無
に
よ
り
、
そ
の
都
度
、
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
重
房
宿
禰
記
』
寛
文
八(

一
六
六
八)

年
十
一
月
三
十
日
条
に
は
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
軽
服
中
の
左
大
史
壬
生
重
房
が
伊
勢
神
宮
か
ら
申
請
さ
れ
た
神
宮
権
祢
宜
へ
の
叙
爵
の
こ
と
な
ど
の
取
り
次
ぎ
を
控

え
る
べ
き
か
ど
う
か
先
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
先
例
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
重
服
の
と
き
で
さ
え
神
宮
に
関
す

る
政
務
を
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
軽
服
の
と
き
に
控
え
る
必
要
は
な
い
と
神
宮
伝
奏
坊
城
俊
広
へ
申
し
入
れ
た
。 

 

坊
城
は
そ
の
申
し
入
れ
は
も
っ
と
も
で
あ
り
、
近
年
、
神
事
は
度
を
過
ぎ
て
い
る
。
上
古
は
神
事
に
臨
む
際
は
潔
斎
し
て
い

た
が
、
官
務
と
祭
主
は
譜
代
の
職
と
し
て
神
宮
に
関
す
る
政
務
を
行
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
必
要
は
な
い
と
述
べ
た
。 

壬
生
は
『
晴
富
宿
祢
記
』
に
官
務
は
重
服
の
と
き
で
も
神
宮
に
関
す
る
政
務
を
行
う
と
記
さ
れ
て
お
り
、
全
く
心
配
す
る
必

要
は
な
い
。
だ
か
ら
、
今
日
、
壬
生
が
神
宮
権
祢
宜
へ
の
叙
爵
の
こ
と
な
ど
を
取
り
次
ぐ
こ
と
を
通
達
さ
れ
る
よ
う
に
申
し
入

れ
た
。
坊
城
は
了
承
し
た
と
述
べ
た
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
服
喪
中
の
者
で
あ
っ
て
も
譜
代
の
職
と
し
て
そ
れ
を
担
当
す
る
場
合
は
神
社
に
関

す
る
公
事
を
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
譜
代
の
職
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
政
務

を
他
の
者
が
代
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

賀
茂
伝
奏
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
賀
茂
伝
奏
記
』
寛
政
八(

一
七
九
六)

年
七
月
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
坊
城
俊
親
が

蔵
人
右
中
弁
葉
室
頼
寿
か
ら
光
格
天
皇
が
賀
茂
伝
奏
を
勤
め
る
よ
う
に
命
じ
た
と
の
奉
書
を
受
け
取
り
、
坊
城
は
そ
の
こ
と
を

承
諾
す
る
書
状
を
葉
室
に
出
し
た
。 

坊
城
は
病
気
の
た
め
に
家
に
閉
じ
籠
も
っ
て
お
り
、
辞
退
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
内
々
の
奉
書
と
い
う
こ
と
は
事
情
も

あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
葉
室
か
ら
病
気
も
難
点
で
は
な
く
、
支
え
助
け
る
と
の
話
も
あ
っ
た
の
で
、
承
諾
し
た
と
記
し
て
い

る
。
さ
ら
に
同
条
に
は
、
こ
の
後
、
前
任
の
中
山
忠
尹
に
つ
い
て
「
無
服
殤
」
に
よ
っ
て
辞
退
し
た
と
の
記
述
が
み
え
る
。 
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前
掲
の
『
令
義
解
』「
假
寧
令
」「
無
服
之
殤
条
」
に
よ
れ
ば
、
未
だ
に
成
人
し
て
い
な
い
者
の
死
を
殤
と
い
う
と
し
、
生
後

三
ヶ
月
か
ら
七
歳
ま
で
の
者
の
こ
と
で
あ
り
、
嫡
子
、
衆
子
、
嫡
孫
、
衆
孫
、
兄
弟
の
子
の
死
去
に
際
し
て
一
定
期
間
休
暇
を

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
賀
茂
伝
奏
も
神
宮
伝
奏
と
同
様
に
神
事
を
担
当
す
る
神
社
伝
奏
と
し
て
親
族
の
死
去
に
際
し
て
辞
職
す
る

こ
と
が
わ
か
る
。
特
定
の
家
が
家
職
と
し
て
担
っ
て
い
る
場
合
に
は
交
替
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
が
、
両

者
と
も
家
職
化
し
て
お
ら
ず
、
交
替
す
る
公
卿
が
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
厳
格
な
禁
忌
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

し
か
し
賀
茂
伝
奏
の
場
合
は
任
命
さ
れ
る
際
に
病
気
が
問
題
と
さ
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
神
宮
伝
奏
ほ
ど
厳
格
な
禁
忌

は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
以
上
か
ら
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
が
親
族
の
死
去
に
際
し
て
必
ず
退
任
し
、
親
族
に
発
生
し
た
服
仮
、 

本
人
、
親
族
、
家
人
の
病
気
、
娘
の
出
産
の
際
も
退
任
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
職
の
性
格
に
関
わ
る
特
殊
な
理
由
に
よ
る
と 

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。 

 

正
親
町
公
明
の
『
神
宮
上
卿
間
之
事
』
安
永
七(

一
七
七
八)
年
十
一
月
二
八
日
条
に
は
、
中
山
愛
親
が
在
任
中
に
定
め
た
「
神

宮
定
条
々
」
と
い
う
神
宮
上
卿
在
任
中
の
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
神
宮
上
卿
在
任
中
は
常
々
別
火
を
用
い
、
雑
火
を
混
じ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
場
合
、
別
火
を
用
い
る
と
は
神
事
を
行
う
者
が
他
の
穢
れ
を
忌
ん
で
煮
炊
き
す
る
火
を
別
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
神
宮
上
卿
が
神
事
を
行
う
職
で
あ
り
、
神
職
的
な
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
段
の
部
分

で
は
神
宮
か
ら
来
た
文
書
を
評
定
す
る
日
に
避
け
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
前
日
よ
り
神
斎
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

つ
ま
り
当
時
の
朝
廷
に
お
い
て
神
宮
か
ら
来
た
文
書
を
評
定
す
る
こ
と
自
体
が
一
種
の
神
事
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
も
つ
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
性
格
が
先
述
し
た
よ
う
に
そ
の
人
事
が
円
滑
に
進
ま
な
い
状
態
や

厳
格
な
禁
忌
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
。 

さ
ら
に
、
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
の
補
任
と
退
任
は
宣
旨
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
補
任
の
場
合
、
ま
ず
天
皇
の
指
名
が
あ
り
、

そ
れ
を
伝
宣
さ
れ
た
神
宮
奉
行
が
当
人
に
伝
え
、
当
人
が
そ
れ
を
受
諾
し
た
と
の
書
状
を
神
宮
奉
行
に
出
し
、
こ
れ
を
う
け
て

神
宮
奉
行
に
よ
り
補
任
の
宣
旨
が
出
さ
れ
る
。 

 

退
任
の
場
合
は
当
人
が
辞
退
の
意
向
を
神
宮
奉
行
に
折
紙
で
伝
え
、
神
宮
奉
行
は
関
白
に
そ
の
折
紙
を
内
覧
し
て
も
ら
い
、

天
皇
に
奏
聞
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
と
、
天
皇
に
そ
の
旨
を
奏
聞
し
、
天
皇
が
許
可
し
た
と
の
伝
宣
を
得
る
と
、
当
人
に
そ

の
旨
を
書
状
で
伝
え
、
退
任
の
宣
旨
が
出
さ
れ
た
。 

 

徳
大
寺
公
純
は
弘
化
四(

一
八
四
七)

年
六
月
四
日
、
嘉
永
元(

一
八
四
八)

年
六
月
一
日
、
同
二
年
八
月
十
二
日
、
安
政
二(

一

八
五
五)

年
十
一
月
五
日
、
同
三
年
七
月
二
五
日
、
文
久
元(

一
八
六
六)

年
六
月
十
五
日
の
六
度
も
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た

こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
四
度
、
補
任
さ
れ
て
い
る
例
が
六
例
、
三
度
、
補
任
さ
れ
て
い
る
例
が
七
例
、
二
度
、
補
任
さ
れ
て

い
る
例
が
二
四
例
あ
る
。 
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こ
の
よ
う
に
数
度
に
わ
た
り
補
任
さ
れ
た
者
が
数
多
く
い
る
理
由
の
一
つ
は
先
述
し
た
よ
う
に
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
は
服

喪
や
病
気
の
際
に
は
す
ぐ
に
退
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
結
果
と
し
て
同
一
人
物
が
退
任
と
再
任
を
繰
り
返
す
こ
と
や
、
在
任

期
間
が
短
く
、
頻
繁
に
交
替
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。 

最
後
の
神
宮
伝
奏
就
任
者
は
、
慶
応
四(

一
八
六
八)

年
二
月
五
日
に
補
任
さ
れ
、
同
四
月
二
一
日
に
退
任
し
た
、
正
親
町
実

徳
で
あ
る
。
そ
の
退
任
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
。
当
時
の
状
況
を
概
観
す
る
と
、
同
三
年
十
二
月
九
日
、
王
政

復
古
の
宣
言
、
同
四
年
二
月
三
日
、
三
職
八
局
の
制
定
、
三
月
十
四
日
、
五
箇
条
の
御
誓
文
の
発
布
と
い
う
よ
う
に
新
し
い
政

治
体
制
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
た
。 

そ
う
し
た
な
か
で
『
太
政
類
典
』
同
三
月
十
九
日
の
項
に
よ
れ
ば
、
新
政
府
は
太
政
官
布
告
を
出
し
て
、
諸
家
が
神
社
に
つ

い
て
執
奏
す
る
こ
と
を
停
止
し
、
今
後
は
神
祇
事
務
局
に
て
管
轄
・
処
理
す
る
こ
と
、
但
し
神
宮
伝
奏
と
賀
茂
伝
奏
は
、
旧
来

の
通
り
で
よ
い
こ
と
を
命
じ
た
。 

さ
ら
に
、
四
月
二
五
日
に
は
、
大
小
の
神
祇
は
、
神
祇
局
に
お
い
て
取
り
扱
う
が
、
伊
勢
両
宮
の
こ
と
は
、
勅
祭
と
恒
例
の

奏
聞
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
通
り
に
取
り
計
ら
っ
た
上
で
、
神
祇
局
へ
伝
達
す
る
べ
き
こ
と
、
そ
れ
ら
以
外
の
神
社
の
こ

と
は
、
す
べ
て
神
祇
局
が
引
き
受
け
る
こ
と
を
通
達
し
た
。 

ま
た
、『
公
卿
補
任
』
の
同
年
の
項
に
は
、「
四
月(

中
略)

廿
一
日
、
蔵
人
所
、
神
宮
上
卿
、
辨
、
賀
茂
下
上
傳
奏
、
奉
行
、

御
祈
奉
行
等
被
廃
之
、」
と
あ
り
、
蔵
人
所
、
神
宮
上
卿
、
弁
、
賀
茂
下
上
伝
奏
、
奉
行
、
御
祈
奉
行
も
廃
絶
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
神
宮
や
賀
茂
社
に
つ
い
て
の
祭
祀
や
奏
聞
が
、
そ
の
他
の
神
社
の
も
の
と
は
、
別
格
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
明
治
新
体
制
へ
の
移
行
に
際
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
担
っ
た
神
宮
上
卿
や
賀
茂

伝
奏
は
、
そ
れ
ら
以
外
の
神
社
執
奏
家
と
は
、
一
時
的
に
せ
よ
、
異
な
る
扱
い
を
受
け
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

同
第
二
章
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
行
動
規
範
」
で
は
、
近
世
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
性
質
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
近
世
に

お
い
て
関
白
・
三
公
な
ど
は
、
神
祇
道
を
家
職
と
す
る
公
家
で
あ
っ
た
白
川
神
祇
伯
・
藤
波
神
宮
祭
主
な
ど
に
随
時
、
種
々
の

質
問
を
行
い
、
彼
ら
は
こ
れ
に
答
え
を
出
し
た
。
と
く
に
触
穢
に
関
わ
る
こ
と
は
、
神
祇
道
の
家
々
に
諮
問
す
る
の
が
適
当
と

さ
れ
て
い
た
。(

１) 

近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
も
就
任
直
後
に
彼
ら
に
対
し
て
同
職
在
任
中
に
避
け
る
べ
き
触
穢
の
内
容
に
つ
い
て
質

問
し
た
。
そ
の
質
問
と
回
答
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
寛
文
十
三(

一
六
七
三)

年
九
月
に
、
神
祇
伯
白
川
雅
喬
王
が
記

し
た
『
神
宮
伝
奏
之
間
事 

転
法
輪
相
談
条
々
』
で
あ
る
。 

同
書
は
、
寛
文
十
三
年
に
三
条
実
通
が
神
宮
伝
奏
に
補
任
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
雅
喬
王
は
先
代
の
雅
陳
王
が
三
条
家
か
ら

の
様
々
な
質
問
に
回
答
す
る
か
た
ち
で
作
成
し
て
い
た
神
宮
伝
奏
在
職
中
の
心
構
え
を
披
見
し
、
そ
れ
に
補
足
を
加
え
て
実
通

に
送
付
し
、
そ
の
控
書
も
作
成
し
た
。
そ
れ
が
本
書
で
あ
る
。 

 

本
章
に
お
い
て
は
、『
伯
家
記
録
考
』
に
翻
刻
さ
れ
た
三
二
カ
条
に
わ
た
る
記
事
を
全
文
紹
介
し
、
そ
の
問
答
の
内
容
に
つ
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い
て
一
項
目
ず
つ
検
討
し
て
、
近
世
前
期
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
に
は
ど
の
よ
う
な
制
約
が
求
め
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。 

そ
れ
ら
を
概
観
し
た
結
果
、
質
問
の
す
べ
て
が
、
神
宮
伝
奏
在
任
中
に
、
本
人
や
そ
の
家
人
が
、
そ
の
住
居
に
お
け
る
日
常

生
活
や
外
出
先
に
お
い
て
具
体
的
に
何
を
避
け
た
り
、
注
意
し
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
微
に
入
り
、
細
に
わ

た
っ
て
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

質
問
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
み
て
い
く
。
ま
ず
、
重
服
の
者
、
軽
服
の
者
、
月
水
の
女
房
、
祈
祷
僧
、
医
師
、

墓
所
寺
の
僧
尼
、
茶
道
坊
主
、
掃
除
坊
主
、
不
浄
の
人
の
家
内
へ
の
出
入
り
や
そ
れ
ら
の
人
々
と
の
同
居
、
同
座
、
同
火
、
同

食
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
神
宮
伝
奏
本
人
か
家
人
か
、
あ
る
い
は
神
事
の
時
か
神
事
で
は
な
い
時
か
で
相
違
が
あ
り
、

不
可
で
あ
る
か
、
別
火
、
別
棟
、
別
門
、
手
水
や
行
水
な
ど
の
潔
斎
で
対
応
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
他
所
で
火
を
通
し
て
調
理
さ
れ
た
食
品
、
産
穢
、
月
水
の
人
が
神
宮
伝
奏
の
衣
服
を
縫
う
こ
と
、
宮
寺
の
神
供
、
看

経
や
焼
香
な
ど
の
仏
事
、
法
事
の
執
行
、
祈
祷
僧
に
よ
る
祈
祷
、
寺
院
参
詣
、
両
親
の
正
忌
日
、
墓
所
寺
の
草
花
の
移
植
な
ど

の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
神
宮
伝
奏
本
人
か
家
人
か
、
あ
る
い
は
、
神
事
の
時
か
神
事
で
は
な
い
時
か
で
相
違

が
あ
り
、
不
可
か
、
別
火
、
別
棟
、
別
門
、
潔
斎
に
よ
っ
て
対
応
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
質
問
に
は
神
職
的
な
立
場
で
あ
っ
た
神
宮
伝
奏
と
そ
の
家
人
が
、
死
や
血
の
穢
れ
お
よ
び

仏
教
を
、
ど
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
ど
の
程
度
避
け
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
判
断
の
根
拠
を
得
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た

も
の
と
考
え
る
。
第
二
部
第
一
章
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
補
任
」
で
も
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
神
宮
伝
奏
の
就
任
者
が
頻
繁
に

交
代
し
た
最
大
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
日
常
生
活
に
お
け
る
厳
格
な
規
範
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
あ
と
の
神
宮
伝
奏
が
就
任
直
後
に
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
も
み
た
。
東
園
基
量
の
『
基
量
卿
記
』
元
禄
十(

一
六

九
七)

年
十
二
月
二
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
東
園
は
、
神
宮
伝
奏
に
就
任
す
る
と
、
最
初
に
家
内
を
潔
斎
し
、
行
水
し
て
身
を
浄

め
た
後
、
家
人
と
は
火
を
改
め
、
衣
冠
を
着
け
た
。
そ
し
て
、
祭
主
藤
波
の
も
と
を
訪
れ
、
神
宮
伝
奏
在
任
中
の
心
得
を
教
示

さ
れ
て
い
る
。 

そ
れ
ら
を
み
る
と
、
重
軽
服
の
人
た
ち
を
外
に
出
す
こ
と
、
月
水
の
女
房
は
別
火
に
し
、
同
座
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

間
隔
を
あ
け
れ
ば
問
題
は
な
い
こ
と
、
外
出
先
に
て
重
服
や
軽
服
の
人
と
参
会
し
た
場
合
は
、
帰
宅
し
た
後
、
行
水
を
す
る
こ

と
な
ど
で
あ
り
、『
神
宮
伝
奏
間
之
事
』
に
お
け
る
問
答
の
内
容
と
類
似
し
て
い
る
。 

『
神
宮
伝
奏
之
間
事
』
に
み
え
る
よ
う
な
問
答
が
交
わ
さ
れ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
質
問
の
な
か
に
「
神
事

之
時
」
や
「
不
為
神
事
之
時
」
と
み
え
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
「
神
事
」
と
は
、
主
と
し
て
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
に
つ

い
て
の
儀
式
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
準
備
を
担
当
し
た
神
宮
伝
奏
は
、
清
浄
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
神
職
的
な
性
格
が
極
め
て
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
先
述
し
た
よ
う
な
東
園
基
量
の
神
宮
伝
奏
就
任
直
後
の
行
動
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
神
宮

伝
奏
就
任
者
は
、
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
慣
例
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
同
第
三
章
「
近
世
神
宮
伝
奏
の
記
録
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
桃
園
天
皇
在
位
下
の
十
八
世
紀
半
ば
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か
ら
十
九
世
紀
後
半
の
近
世
末
期
に
か
け
て
、
中
山
栄
親
・
中
山
愛
親
・
正
親
町
公
明
・
三
条
実
万
な
ど
多
く
の
神
宮
上
卿
が

盛
ん
に
そ
の
記
録
の
作
成
、
親
族
を
始
め
と
す
る
神
宮
上
卿
経
験
者
の
記
録
の
披
見
、
書
写
を
行
っ
た
。
特
に
、
愛
親
が
定
め

た
神
宮
上
卿
在
任
中
の
心
得
で
あ
っ
た
「
神
宮
定
条
々
」
は
、
公
明
な
ど
延
べ
六
人
の
神
宮
上
卿
に
よ
っ
て
十
八
世
紀
後
半
か

ら
十
九
世
紀
前
半
ま
で
の
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
披
見
、
書
写
さ
れ
続
け
た
。
ま
た
、
実
万
は
有
職
故
実
と
し
て
古
代
・

中
世
の
神
宮
上
卿
を
研
究
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
白
川
神
祇
伯
・
藤
波
神
宮
祭
主
・
壬
生
官
務
の
回
答
・
先
例
勘
申
に
頼
ら
ず
に
同
職
を
家
職
と
し
て
主
体

的
に
勤
め
よ
う
と
し
た
清
華
家
・
羽
林
家
公
卿
の
意
識
の
高
ま
り
に
よ
る
と
考
え
る
。 

 

そ
し
て
彼
ら
が
後
年
武
家
伝
奏
や
議
奏
に
登
用
さ
れ
る
な
ど
新
し
く
近
世
後
期
朝
廷
の
中
枢
を
担
っ
た
こ
と
も
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
彼
ら
が
有
職
故
実
を
集
積
し
、
そ
れ
ら
に
習
熟
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
天
皇
・
摂
家
に
信
任
を
得
た

こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
安
永
八(

一
七
七
九)

年
以
降
、
清
華
家
公
卿
と
特
定
の
羽
林
家
公
卿
の
み
が
神
宮
上
卿
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
を

は
じ
め
、
近
世
後
期
朝
廷
に
お
い
て
清
華
家
・
羽
林
家
が
中
世
以
来
、
朝
廷
の
実
務
を
担
っ
て
き
た
弁
官
家
に
か
わ
っ
て
、
朝

廷
運
営
の
中
枢
に
参
画
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
彼
ら
が
神
宮
上
卿
に
関
す
る
も
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
役
職
を
勤
め
る

こ
と
に
必
要
不
可
欠
な
有
職
故
実
を
集
積
し
、
そ
れ
ら
を
提
供
し
合
う
、
相
互
扶
助
的
な
関
係
を
形
成
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
と
三
条
実
万
の
活
動
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
は
寛
永
七(

一
六
三
〇)

年
以
降
、 

尊
号
一
件
を
除
い
て
、
幕
末
に
至
る
ま
で
、
摂
家[

摂
政
・
関
白
・
大
臣]

―
武
家
伝
奏
―
議
奏
に
よ
っ
て
朝
廷
を
統
制
し
た
。 

(

２)

神
宮
伝
奏
も
こ
の
朝
廷
統
制
機
構
の
下
に
位
置
付
け
ら
れ
、
摂
政
・
関
白
の
指
示
を
神
宮
奉
行
・
官
務
に
伝
え
る
こ
と
を

は
じ
め
と
す
る
神
宮
行
政
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
こ
と
が
主
要
な
役
割
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
正
親
町
が
関
白
に
朝
廷
儀
式
の
準
備
過
程
の
復
旧
を
提
案
し
、
関
白
も
認
め
、
そ
れ
が
実
現

し
て
お
り
、
十
九
世
紀
前
半
に
実
万
は
関
白
を
通
じ
て
幕
府
に
採
用
さ
れ
る
具
体
的
な
政
策
提
言
を
行
っ
て
お
り
、
両
者
と
も

明
ら
か
に
そ
の
従
来
の
立
場
を
超
え
る
活
動
を
行
っ
た
。
両
者
の
提
案
は
彼
ら
が
集
積
し
た
先
例
故
実
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ

れ
ら
は
近
世
後
期
に
お
け
る
清
華
家
・
羽
林
家
公
卿
の
政
治
的
基
盤
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

第
三
節 

近
世
の
神
宮
伝
奏
と
神
宮
行
政 

 

第
三
部
第
一
章
「
戦
国
織
豊
期
の
神
宮
伝
奏
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
戦
国
織
豊
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
に
関

し
て
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
後
土
御
門
天
皇
の
在
位
期
間
、
約
三
六
年
間
の
な
か
で
柳
原
資
綱
が
約
三
十
年
間
に
わ
た

っ
て
神
宮
伝
奏
を
勤
め
た
こ
と
で
あ
る
。
退
任
理
由
も
老
衰
を
理
由
に
自
ら
申
し
出
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
資
綱
に
対
す
る

信
任
の
厚
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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さ
ら
に
、
三
条
西
実
隆
、
中
御
門
宣
胤
、
柳
原
資
定
は
、
い
ず
れ
も
有
職
故
実
に
優
れ
、
天
皇
の
信
任
が
厚
い
公
卿
で
あ
っ

た
。
と
く
に
後
土
御
門
天
皇
が
自
ら
の
「
勅
命
」
を
固
辞
し
た
実
隆
に
「
綸
旨
」
を
下
し
て
就
任
さ
せ
た
こ
と
は
、
当
時
の
神

宮
伝
奏
人
事
が
、
天
皇
の
肝
い
り
で
行
わ
れ
た
、
極
め
て
重
要
な
人
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
行
政
は
、
天
皇
―
神
宮
伝
奏
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
天

皇
は
神
宮
伝
奏
の
人
選
に
自
ら
留
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

も
う
一
つ
は
、
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
関
連
儀
式
が
、
幕
府
か
ら
の
費
用
や
設
備
の
提
供
を
受
け
て
行
わ
れ
た
り
、
神

宮
禰
宜
職
の
人
事
が
幕
府
の
意
向
を
う
け
て
行
わ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
朝
廷
の
神
宮
行
政
が
幕
府
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
に

展
開
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
神
宮
伝
奏
は
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
行
政
の
責
任
者
と
し
て
幕
府
の
神
宮
方
と
直
接
折
衝

し
た
り
、
天
皇
や
朝
廷
の
意
向
を
彼
ら
に
伝
え
た
り
す
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。 

戦
国
織
豊
期
に
お
け
る
神
宮
伝
奏
の
機
能
を
ま
と
め
る
と
、
①
神
宮
奏
事
始
の
準
備
と
執
行
、
②
内
宮
仮
殿
遷
宮
の
執
行
準

備
、
③
幕
府
や
朝
廷
の
意
向
を
受
け
て
神
宮
に
祈
祷
命
令
を
下
す
こ
と
、
④
神
宮
式
年
遷
宮
再
興
に
向
け
て
の
活
動
、
⑤
神
宮

神
主
に
よ
る
叙
爵
・
加
階
申
請
へ
の
対
応
、
⑥
神
宮
禰
宜
補
任
要
請
へ
の
対
応
、
⑦
内
宮
へ
の
幕
府
に
よ
る
神
馬
進
献
に
向
け

て
の
活
動
、
⑧
神
宮
に
お
け
る
怪
異
事
件
へ
の
対
応
、
⑨
伊
勢
一
社
奉
幣
使
発
遣
に
向
け
て
の
活
動
で
あ
る
。 

宣
胤
や
資
定
の
神
宮
伝
奏
と
し
て
の
活
動
に
は
、
以
下
の
注
目
す
べ
き
こ
と
が
み
え
る
。
一
つ
は
、
宣
胤
が
永
正
四(

一
五

〇
七)

年
九
月
三
日
、
神
宮
造
替
催
促
文
の
案
を
作
成
し
、
そ
れ
が
天
皇
に
裁
可
さ
れ
た
の
で
、
武
家
伝
奏
の
代
行
を
勤
め
て

い
た
勧
修
寺
尚
顕
に
遣
わ
し
て
幕
府
に
申
し
入
れ
る
よ
う
に
要
請
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

も
う
一
つ
は
天
文
七(

一
五
三
八)

年
二
月
九
日
に
神
宮
伝
奏
柳
原
資
定
が
神
宮
に
お
け
る
怪
異
事
件
へ
の
対
応
と
し
て
後

奈
良
天
皇
に
一
社
奉
幣
を
提
案
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
十
月
二
九
日
の
伊
勢
一
社
奉
幣
使
発
遣
が
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

朝
廷
・
幕
府
と
も
に
衰
微
す
る
な
か
で
、
神
宮
式
年
遷
宮
が
途
絶
、
仮
殿
遷
宮
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
も
、

宣
胤
や
資
定
は
、
主
体
的
に
神
宮
伝
奏
を
勤
め
、
単
に
奏
請
と
伝
宣
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
神
宮
行
政
の
責
任
者
と
し
て
、

積
極
的
に
そ
の
牽
引
役
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

江
戸
幕
府
が
成
立
す
る
と
、
神
宮
伝
奏
お
よ
び
伊
勢
神
宮
行
政
の
在
り
方
も
大
き
く
変
化
し
た
。
同
第
二
章
「
近
世
の
神
宮

奏
事
始
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
宮
奏
事
始
の
準
備
過
程
は
一
月
四
日
に
神
宮
伝
奏
が
天

皇
に
そ
の
式
日
を
伺
い
、
例
年
通
り
に
行
う
よ
う
に
命
令
を
う
け
る
と
神
宮
奉
行
に
対
し
て
奏
事
目
録
の
作
成
を
指
示
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
式
日
は
一
月
十
一
日
で
あ
り
、
式
場
は
議
定
所
、
清
涼
殿
、
鬼
間
代
、
鬼
間
、
小
御
所
と
一
定
し
て
い

な
か
っ
た
。 

儀
式
次
第
は
辰
刻
か
辰
半
刻
頃(

午
前
八
時
か
午
前
八
時
三
十
分
頃)

に
式
場
に
出
御
し
た
天
皇
に
対
し
、
神
宮
伝
奏
が
伊
勢 

神
宮
か
ら
き
た
三
箇
条
の
奏
事
事
項
が
記
さ
れ
た
奏
事
目
録
を
奏
聞
し
、
一
箇
条
を
奏
聞
す
る
毎
に
天
皇
の
意
向
を
伺
う
と
い

う
も
の
で
あ
り
、
入
御
後
、
神
宮
伝
奏
も
退
出
し
、
奏
事
目
録
に
天
皇
の
仰
詞
を
書
い
て
神
宮
奉
行
に
渡
し
た
。 

江
戸
幕
府
は
寛
永
七(

一
六
三
〇)

年
以
降
、
尊
号
一
件
を
除
い
て
幕
末
に
至
る
ま
で
摂
家[

摂
政
・
関
白
・
大
臣]

―
武
家
伝
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奏
―
議
奏
の
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
朝
廷
を
統
制
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
神
宮
奏
事
始
の
準
備
も
天
和
四(

一
六
八
四)

年
以
降
、

摂
政
、
関
白
の
指
示
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。 

さ
ら
に
天
和
四(

一
六
八
四)

年
か
ら
貞
享
五(

一
六
八
八)

年
に
か
け
て
一
条
兼
輝
が
行
っ
た
関
白
参
勤
の
再
興
、
神
宮
伝
奏

へ
の
儀
式
所
作
の
指
示
、
摂
政
に
よ
る
奏
事
目
録
の
内
覧
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
は
神
宮
伝
奏
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
儀
式
か

ら
摂
政
、
関
白
の
指
示
に
よ
り
神
宮
伝
奏
が
行
う
儀
式
へ
と
変
化
し
た
。 

 

ま
た
神
宮
伝
奏
は
享
保
十
六(
一
七
三
一)

年
以
降
、
名
称
が
神
宮
上
卿
に
変
更
さ
れ
、
と
く
に
安
永
八(

一
七
七
九)

年
以
降
、

白
川
神
祇
伯
、
藤
波
祭
主
、
壬
生
官
務
の
回
答
や
先
例
勘
申
に
頼
ら
ず
、
家
職
と
し
て
主
体
的
に
勤
め
よ
う
と
し
た
清
華
家
、

羽
林
家
公
卿
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
。
彼
ら
は
盛
ん
に
そ
の
記
録
を
作
成
し
、
親
族
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
神
宮
上
卿
の
記
録
を

披
見
し
た
り
、
書
写
し
た
り
し
た
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
神
宮
奏
事
始
の
準
備
過
程
に
お
い
て
も
天
明
五(

一
七
八
五)

年
以
降
、
神
宮
上
卿
か
ら
神
宮
奉
行
に
対
す 

る
指
示
が
よ
り
詳
細
な
も
の
に
な
り
、
同
年
の
準
備
過
程
と
儀
式
次
第
が
幕
末
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。 

 

同
第
三
章
「
近
世
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
に

つ
い
て
、
寛
永
三(

一
六
二
六)

年
の
場
合
、
神
宮
神
主
の
位
階
申
請
は
、
ま
ず
神
宮
祭
主
が
官
務
に
伝
え
、
そ
の
後
、
神
宮
奉

行
・
神
宮
伝
奏
の
順
序
で
上
申
さ
れ
た
。
神
宮
伝
奏
が
天
皇
に
奏
聞
す
る
と
、
天
皇
は
武
家
伝
奏
の
内
諾
を
得
る
よ
う
に
命
じ
、

神
宮
伝
奏
が
内
諾
を
得
て
、
再
び
奏
聞
し
、
勅
許
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
神
宮
伝
奏
は
、
神
宮
奉
行
に
天
皇
が
早
く

位
階
を
宣
下
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
た
。 

 

承
応
三(

一
六
五
四)

年
の
場
合
は
、
天
皇
の
意
向
に
よ
り
、
恩
賞
と
し
て
下
級
神
主
に
位
階
が
授
与
さ
れ
た
特
殊
な
事
例
で

あ
る
。
天
皇
は
、
位
階
授
与
の
勅
定
を
出
し
た
後
、
神
宮
伝
奏
を
通
じ
て
関
白
に
諮
問
し
た
。
関
白
は
天
皇
の
意
向
を
も
っ
と

も
と
し
た
上
で
、
位
階
を
急
ぎ
宣
下
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。 

 

こ
れ
を
う
け
て
、
神
宮
伝
奏
は
神
主
に
位
階
申
請
の
小
折
紙
提
出
を
指
示
し
た
。
神
主
は
小
折
紙
を
神
宮
奉
行
に
提
出
し
、

神
主
に
位
階
が
宣
下
さ
れ
た
。
宣
下
の
上
卿
は
神
宮
伝
奏
が
勤
め
、
口
宣
案
は
蔵
人
頭
で
も
あ
る
神
宮
奉
行
が
奉
じ
た
。 

 

寛
文
九(

一
六
六
九)

年
の
場
合
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
こ
と
は
、
ま
ず
神
宮
伝
奏
が
、
関
白
・
武
家
伝
奏
に
披
露
し
、
そ
の

判
断
を
仰
い
だ
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
宮
に
関
す
る
朝
廷
政
務
を
専
門
に
担
当
し
た
神
宮
伝
奏
は
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
申

請
に
際
し
、
そ
の
適
否
を
判
断
し
、
自
ら
の
意
志
で
却
下
し
た
り
、
関
白
・
武
家
伝
奏
へ
意
見
具
申
し
、
そ
れ
を
両
者
の
決
定

に
反
映
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
一
定
の
権
限
を
有
し
て
い
た
。 

 

さ
ら
に
、
同
十
年
に
お
け
る
内
宮
一
禰
宜
藤
波
氏
富
の
正
三
位
申
請
に
つ
い
て
、
霊
元
天
皇
は
摂
政
・
関
白
・
内
大
臣
な
ど

摂
家
公
卿
と
武
家
伝
奏
に
勅
問
し
た
。
当
時
の
神
宮
神
主
へ
の
叙
位
に
関
す
る
政
務
は
、
関
白
・
武
家
伝
奏
に
よ
る
指
示
の
下

で
神
宮
伝
奏
・
神
宮
奉
行
・
官
務
・
祭
主
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
。 

そ
の
後
、
こ
の
件
に
関
し
て
、
天
皇
が
、
清
閑
寺
に
対
し
、
伊
勢
神
宮
の
こ
と
は
、
今
後
、
諸
事
に
つ
い
て
詳
し
く
審
判
を

加
え
て
か
ら
奏
聞
し
、
摂
家
衆
、
武
家
伝
奏
へ
の
勅
問
を
経
な
い
で
、
天
皇
が
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
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と
命
じ
た
。
清
閑
寺
は
こ
の
命
令
を
承
知
し
た
と
返
答
し
た
が
、
諸
事
を
調
べ
ら
れ
な
い
の
で
、
官
務
と
審
判
を
し
て
奏
上
す

る
こ
と
を
東
園
に
申
し
入
れ
る
と
、
東
園
は
、
今
後
、
審
判
を
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

次
に
、
東
園
は
天
皇
が
荒
木
田
の
正
三
位
申
請
に
つ
い
て
摂
家
へ
諮
問
し
た
処
、
摂
家
の
意
見
の
内
容
が
は
っ
き
り
せ
ず
、

天
皇
は
荒
木
田
の
従
三
位
へ
の
加
階
で
さ
え
、
疑
い
を
持
っ
て
お
り
、
故
に
、
荒
木
田
の
正
三
位
へ
の
加
階
の
こ
と
は
清
閑
寺

が
詳
し
く
審
判
し
て
、
叙
さ
れ
る
の
が
道
理
な
ら
ば
、
叙
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
命
じ
た
こ
と
を
述
べ
た
の
で
、
清
閑
寺
は
、

こ
の
件
に
つ
い
て
審
判
を
加
え
る
と
申
し
上
げ
た
。 

 

清
閑
寺
は
、
自
ら
の
意
見
は
叙
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
壬
生
は
如
何
か
と
尋
ね
る
と
、
壬
生
は
、
正
三
位
は

両
宮
の
中
で
た
だ
一
人
を
叙
す
る
も
の
で
あ
り
、
容
易
に
行
う
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。 

 

こ
の
二
つ
の
命
令
は
、
朝
廷
統
制
機
構
や
勅
問
衆
が
伊
勢
神
宮
行
政
に
関
与
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
自
ら
の
側
近
公
卿
で
あ

っ
た
神
宮
伝
奏
に
強
力
な
権
限
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
天
皇
―
神
宮
伝
奏
の
指
揮
系
統
を
形
成
し
、
神
宮
行
政
を

統
括
し
よ
う
と
考
え
た
霊
元
天
皇
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
清
閑
寺
家
は
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
諸
事
を
審
判
す
る
た
め
に
必
要
な
有
職
故
実
の
蓄
積
を
十
分
に
行
っ
て
い
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
当
時
、
神
宮
伝
奏
は
家
職
化
し
て
お
ら
ず
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
、
権
大
納
言
、
権
中
納
言
の
公
卿
が
持
ち

回
り
で
担
当
し
て
お
り
、
有
職
故
実
に
詳
し
い
公
卿
が
補
任
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
神
宮
伝
奏
が
神
宮

に
関
す
る
諸
事
に
つ
い
て
意
見
を
具
申
す
る
際
に
は
、
官
務
と
の
評
議
を
必
要
と
し
た
場
合
が
多
か
っ
た
。 

元
禄
十
六(

一
七
〇
三)

年
の
場
合
も
、
最
初
に
武
家
伝
奏
、
次
に
関
白
が
款
状
を
内
覧
し
、
そ
れ
ら
の
天
皇
に
対
す
る
披
露

を
許
可
す
る
と
、
神
宮
伝
奏
が
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
に
款
状
を
披
露
し
、
勅
許
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

延
享
四(

一
七
四
八)

年
の
場
合
、
最
初
に
摂
政
が
款
状
を
内
覧
し
、
神
宮
上
卿
に
上
皇
の
意
向
を
伺
う
よ
う
に
指
示
し
た
。

桜
町
上
皇
は
「
被
任
摂
政
之
意
、
可
被
宣
下
歟
、
猶
可
被
尋
右
府
以
下
歟
、」
と
述
べ
、
摂
政
は
「
何
事
之
有
乎
、
各
可 

宣

下
者
、
」
と
述
べ
て
お
り
、
寛
文
十
（
一
六
七
〇
）
年
に
内
宮
一
禰
宜
へ
の
正
三
位
叙
位
を
勅
許
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

霊
元
天
皇
が
関
白
を
は
じ
め
、
右
大
臣
以
下
の
摂
家
衆
と
武
家
伝
奏
に
勅
問
し
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
摂
家
の
立
場
が
上
昇

し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
の
場
合
、
先
例
と
異
な
る
位
階
申
請
に
つ
い
て
、
関
白
が
適
当
と
判
断
し
た
と
き
に
、
初
め
て
款

状
が
神
主
か
ら
祭
主
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
官
務
、
神
宮
奉
行
を
経
て
神
宮
上
卿
に
わ
た
り
、
神
宮
上
卿
は
款
状
を
関
白

の
内
覧
に
供
し
、
そ
の
内
諾
を
得
て
、
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
に
奏
聞
し
た
。 

 

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
祭
主
が
内
宮
四
禰
宜
へ
の
従
三
位
叙
位
を
先
例
に
基
づ
い
て
強
く
主
張
し
、
関
白
も
賀
茂
社
禰
宜
に

同
様
の
先
例
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
容
易
に
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
寛
文
十
（
一
六
七
〇
）
年
の
内
宮
一
禰
宜
に
対
す
る
正
三
位
叙
位
、
延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
の
大
宮
司
に

対
す
る
従
三
位
叙
位
の
過
程
と
比
較
し
て
、
祭
主
の
発
言
力
が
強
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

同
第
四
章
「
近
世
朝
廷
と
神
宮
式
年
遷
宮
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
朝
廷
に
お
け
る
神
宮
式
年
遷
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宮
の
準
備
過
程
に
つ
い
て
次
の
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
度
の
場
合
、
関
白
が
遷
宮
祭
祀
日
時
定
の
執

行
日
決
定
に
際
し
て
武
家
伝
奏
の
内
諾
を
求
め
、
さ
ら
に
、
武
家
伝
奏
は
幕
府
の
意
向
と
し
て
執
行
日
の
変
更
を
要
請
し
、
そ

れ
が
変
更
さ
れ
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
準
備
過
程
に
お
い
て
光
格
天
皇
の
意
向
に
よ
り
初
め
て
同
祭
祀
の
執
行
日
が
祭

主
藤
波
の
内
諾
を
得
て
決
定
さ
れ
、
仁
孝
天
皇
下
の
文
政
十
二
（
一
八
二
九
）
年
度
の
場
合
も
遷
宮
祭
祀
の
執
行
日
決
定
に
際

し
て
祭
主
は
祭
祀
内
勘
文
日
時
に
関
す
る
自
ら
の
内
諾
を
得
る
こ
と
を
朝
廷
に
要
請
し
、
天
皇
も
そ
の
内
諾
を
求
め
、
関
白
が

祭
主
の
要
請
に
よ
っ
て
正
遷
宮
祭
の
執
行
日
を
変
更
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
準
備
過
程
が
武
家
伝
奏
の
意
向
を
強
く
反
映
す
る
も
の
か
ら
祭
主
の
意
向
を
強
く
反
映
す
る
も
の
に

変
化
し
た
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
ず
、
神
宮
式
年
遷
宮
準
備
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
役
割
の
変
化
と
そ

の
背
景
に
あ
る
幕
府
の
朝
廷
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
で
あ
る
。 

 

寛
文
九(

一
六
六
九)

年
度
の
場
合
、
幕
府
は
朝
廷
に
そ
の
約
三
年
前
の
同
六(

一
六
六
六)

年
八
月
十
二
日
に
至
る
ま
で
式
年

遷
宮
の
執
行
許
可
を
与
え
ず
、
慶
安
二
（
一
六
四
九
）
年
度
の
場
合
、
そ
の
約
五
年
前
の
寛
永
二
一
（
一
六
四
四
）
年
四
月
五

日
に
与
え
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
執
行
許
可
は
明
ら
か
に
遅
延
し
て
い
た
。 

こ
の
た
め
に
寛
文
六
年
五
月
に
内
宮
、
外
宮
の
神
主
は
そ
れ
ぞ
れ
寺
社
奉
行
に
そ
れ
を
求
め
る
訴
訟
を
起
こ
し
、
朝
廷
に
お

い
て
も
神
宮
伝
奏
が
遷
宮
の
先
例
を
藤
波
に
調
べ
さ
せ
、
そ
れ
を
武
家
伝
奏
に
持
参
し
て
相
談
し
、
武
家
伝
奏
も
幕
府
に
問
い

合
わ
せ
る
と
回
答
し
た
。 

 

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
同
年
度
の
場
合
、
執
行
許
可
を
与
え
る
幕
府
に
主
導
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に
し
て
関
白
は
武
家
伝

奏
の
意
向
を
重
視
し
、
そ
の
主
張
に
従
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
度
の
場
合
、
関
白
は
神
宮
伝
奏
と
神
宮
奉
行
の
提
案
を
武
家
伝
奏
の
反
対
を
恐
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

天
皇
に
奏
聞
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
武
家
伝
奏
は
同
三
（
一
六
九
〇
）
年
に
執
行
さ
れ
た
内
宮
臨
時
遷
宮
の

諸
祭
祀
に
つ
い
て
関
白
が
提
案
し
た
、
そ
れ
ら
の
執
行
日
の
短
縮
を
幕
府
の
意
向
と
し
て
反
対
し
、
こ
れ
に
よ
り
一
条
は
こ
の

提
案
を
撤
回
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
当
時
の
朝
廷
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
行
政
は
幕
府
の
強
い
統
制
下
に
あ
り
、
武
家
伝
奏
は

幕
府
の
権
力
を
背
景
と
し
て
関
白
を
凌
ぐ
権
勢
を
有
し
て
い
た
。 

 

宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
度
の
場
合
、
武
家
伝
奏
の
役
割
は
関
白
に
山
口
祭
を
執
行
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
幕
府
の
命
令
を
伝

達
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
一
方
、
関
白
が
準
備
を
主
導
し
て
い
た
。 

 

同
年
度
に
続
く
享
保
十
四
（
一
七
二
九
）
年
度
の
場
合
も
関
白
が
準
備
を
主
導
し
て
お
り
、
文
政
十
二
年
度
も
同
様
で
あ
っ

た
。
宝
永
六
年
度
以
降
に
お
け
る
武
家
伝
奏
の
役
割
は
、
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
度
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
度
の
場
合
、

山
口
祭
日
時
定
執
行
を
命
ず
る
老
中
奉
書
を
天
皇
に
届
け
た
り
、
同
儀
式
執
行
と
決
定
さ
れ
た
日
時
を
京
都
所
司
代
に
報
告
し

た
り
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宝
永
六
年
度
以
降
は
近
世
末
期
に
至
る
ま
で
関
白
が
主
導
す
る
体
制
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。 
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慶
長
十
四
（
一
六
〇
九
）
年
度
か
ら
宝
永
六
年
度
ま
で
の
幕
府
の
遷
宮
執
行
許
可
年
月
日
を
比
較
す
る
と
、
宝
永
六
年
度
は

最
も
早
い
時
期
に
出
さ
れ
て
お
り
、
武
家
伝
奏
を
通
じ
て
準
備
過
程
に
介
入
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
同

年
度
の
準
備
に
際
し
て
幕
府
は
朝
廷
に
協
調
的
な
姿
勢
に
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

ま
た
、
同
年
度
以
降
は
近
世
最
後
の
嘉
永
二(

一
八
四
九)

年
度
に
至
る
ま
で
最
初
の
式
年
遷
宮
祭
祀
で
あ
る
山
口
祭
は
全
て

正
遷
宮
祭
よ
り
七
年
前
の
三
月
上
旬
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
慣
例
と
な
り
、
幕
府
も
そ
れ
に
間
に
合
う
よ
う
に
執
行
許
可
を
出

し
た
。
以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
宝
永
六
年
度
以
降
は
近
世
末
期
に
至
る
ま
で
式
年
遷
宮
準
備
に
お
い
て
幕
府
が
朝
廷
に
協
力
す

る
方
針
を
踏
襲
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

 

次
に
、
藤
波
家
の
朝
廷
に
お
け
る
立
場
の
変
化
で
あ
る
。
そ
の
当
主
は
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
末
期
に
至
る
ま
で
代
々
神

宮
祭
主
を
勤
め
た
（
３
）
と
と
も
に
、
近
世
に
お
い
て
は
神
祇
道
を
家
職
と
し
、
関
白
、
三
公
な
ど
は
随
時
、
種
々
の
質
問
を

行
い
、
こ
れ
に
回
答
し
て
お
り
、（
４
）
本
来
、
同
家
は
朝
廷
に
お
い
て
そ
の
神
社
行
政
、
特
に
、
伊
勢
神
宮
行
政
の
枢
機
に

参
画
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
元
和
九
（
一
六
二
三
）
年
に
当
主
種
忠
が
後
水
尾
上
皇
の
勅
勘
を
蒙
り
、
祭
主
を
辞
任
し
、
同
家
は
堂
上
公
家
か

ら
地
下
身
分
に
落
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
継
の
友
忠
も
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
に
総
位
階
勅
許
に
対
す
る
違
勅
の
罪

に
よ
り
、
流
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
万
治
四
（
一
六
六
一
）
年
に
祭
主
に
補
任
さ
れ
た
景
忠
も
天
和
四
（
一
六
八
四
）

年
に
至
る
ま
で
地
下
身
分
の
ま
ま
で
あ
り
、（
５
）
近
世
前
期
の
朝
廷
に
お
け
る
同
家
の
立
場
は
極
め
て
弱
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
景
忠
は
堂
上
復
帰
を
果
た
し
た
こ
と
に
よ
り
、
朝
廷
に
お
け
る
発
言
力
を
強
め
、
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
に

は
先
例
を
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
途
絶
し
て
い
た
祭
主
に
対
す
る
伊
勢
太
神
宮
造
宮
使
に
補
任
す
る
口
宣
案
な
ど
文
書
に
よ

る
補
任
の
再
興
を
神
宮
伝
奏
に
要
請
し
、
そ
の
結
果
、
太
政
官
符
に
よ
る
補
任
が
再
興
さ
れ
、
朝
廷
に
お
け
る
同
家
の
立
場
が

回
復
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
に
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
が
神
宮
例
幣
使
発
遣
儀
式
の
準
備
過
程
を
旧
例
通
り
に
復
旧

す
る
こ
と
を
関
白
に
提
案
し
、
そ
れ
が
実
現
し
た
り
、
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
に
は
伊
勢
神
宮
へ
の
公
卿
勅
使
が
儀
式
書
に

則
っ
た
本
来
の
形
式
に
復
古
さ
れ
た
り
し
た
こ
と(

６)

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
光
格
天
皇
以
降
の
朝
廷
に
お
い
て
伊
勢
神
宮

に
関
す
る
政
務
や
儀
式
が
重
視
さ
れ
、
藤
波
家
の
立
場
が
上
昇
し
た
。 

同
第
五
章
「
近
世
の
神
宮
例
幣
使
発
遣
」
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
宮
例
幣
使
発
遣
に
つ
い
て
、
承
応
三(

一
六

五
四)

年
度
・
延
享
四(

一
七
四
七)

年
度
・
安
永
八(

一
七
七
九)

年
度
・
天
明
四(

一
七
八
四)

年
度
・
文
化
九(

一
八
一
二)

年

度
・
天
保
十
五(

一
八
四
四)

年
度
に
お
け
る
神
宮
例
幣
使
発
遣
の
準
備
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。 

そ
れ
ら
を
通
覧
す
る
と
承
応
三
年
度
の
場
合
は
再
興
さ
れ
て
数
年
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
神
宮
伝
奏
が
前
任
者
や
神
宮
奉

行
と
相
談
し
な
が
ら
中
心
と
な
っ
て
準
備
を
進
め
た
。
そ
の
な
か
で
官
務
・
大
外
記
に
地
下
官
人
の
役
者
人
事
を
指
示
し
た
り
、

武
家
伝
奏
に
伝
馬
人
足
の
手
配
を
要
請
し
た
り
し
た
。 

日
程
を
は
じ
め
と
し
て
例
外
は
あ
る
が
、
準
備
過
程
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
く
る
の
が
延
享
四
年
度
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
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通
り
で
あ
る
。 

 

①
八
月
十
一
日
に
使
王
代
を
家
職
と
す
る
地
下
官
人
の
河
越
と
忌
部
使
を
家
職
と
す
る
真
継
が
神
宮
上
卿
に
対
し
て
、
例
幣

使
参
向
の
許
可
を
得
た
い
旨
を
申
請
す
る
。
②
同
十
六
日
に
祭
主
が
神
宮
上
卿
に
対
し
て
例
年
通
り
に
式
日
に
お
け
る
例
幣
使

の
発
遣
を
申
請
す
る
。
③
同
十
九
日
ま
で
に
神
宮
上
卿
は
摂
政
か
関
白
に
そ
れ
ら
の
申
請
を
天
皇
に
奏
聞
す
る
許
可
を
得
る
。

④
神
宮
上
卿
は
、
そ
の
許
可
を
得
る
と
、
た
だ
ち
に
議
奏
を
通
じ
て
天
皇
に
奏
聞
し
て
勅
許
を
得
る
。
⑤
神
宮
上
卿
は
祭
主
以

下
に
勅
許
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
伝
達
す
る
。 

 

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
準
備
過
程
に
お
け
る
神
宮
上
卿
の
活
動
を
中
心
と
す
る
神
宮
行
政
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
が
三
点
あ

る
。
一
点
目
は
安
永
八
年
に
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
の
意
見
具
申
に
よ
っ
て
、
伊
勢
例
幣
使
発
遣
儀
式
の
準
備
過
程
が
、
旧
例

に
復
さ
れ
、
幣
帛
奉
納
に
際
し
て
両
宮
で
行
わ
れ
る
直
会
饗
膳
に
お
け
る
勧
盃
順
序
が
是
正
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

近
世
に
お
い
て
神
宮
伝
奏
・
神
宮
上
卿
が
儀
式
の
準
備
過
程
の
復
旧
を
主
張
し
、
そ
れ
が
実
現
し
た
こ
と
や
、
地
下
官
人
の

訴
え
を
う
け
、
そ
れ
を
関
白
に
取
り
次
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
考
え
を
述
べ
、
関
白
の
決
定
に
反
映
さ
せ
た
こ
と
は
初
め

て
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
そ
の
主
張
も
正
親
町
自
身
が
調
べ
た
古
記
録
の
先
例
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
と
第
三
部
第

三
章
第
三
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
、
寛
文
年
間
に
神
宮
伝
奏
清
閑
寺
が
議
奏
東
園
に
「
諸
事
不
勘
之
間
、
官
務
重
房
与
遂

評
判
、
可
経 

奏
」
と
述
べ
た
こ
と
を
比
較
す
る
と
両
者
の
在
り
方
に
は
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
。 

二
点
目
は
天
明
四
年
に
神
宮
上
卿
三
条
実
起
が
神
祇
官
代
に
お
け
る
例
幣
発
遣
に
際
し
て
宣
命
を
中
臣
氏
で
は
な
く
使
王

に
授
け
る
こ
と
を
議
奏
中
山
愛
親
に
相
談
し
、
中
山
の
摂
政
九
条
尚
実
に
対
す
る
働
き
か
け
が
あ
り
、
実
現
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
三
条
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
全
中
山
・
正
親
町
両
亜
相
取
斗
ニ
テ
相
済
、
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
正
親
町

公
明
も
こ
の
件
に
関
与
し
て
い
た
。 

第
二
部
第
三
章
第
四
節
か
ら
第
六
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
三
条
・
中
山
・
正
親
町
の
三
名
に
共
通
す
る
こ
と

は
有
職
故
実
の
集
積
に
熱
心
で
あ
り
、
神
宮
上
卿
を
家
職
と
し
て
主
体
的
に
勤
め
た
公
卿
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
三
名

が
神
宮
上
卿
の
別
記
の
貸
し
借
り
を
通
じ
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。 

こ
の
こ
と
は
安
永
八
年
以
降
に
同
職
就
任
者
に
占
め
る
清
華
家
公
卿
の
割
合
が
増
加
し
て
同
職
を
清
華
家
と
特
定
の
羽
林

家
公
卿
が
独
占
し
、
同
職
の
家
職
化
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
家
同
士
の
相
互
扶
助
的
な
関
係
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
宣
命
を
中
臣
氏
に
授
け
る
こ
と
は
藤
波
家
が
一
条
家
の
門
流
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
貞
享
年
間
に
摂
政
・
関
白
の
職
に

あ
っ
た
一
条
兼
輝
が
命
じ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
同
年
度
の
例
幣
に
お
い
て
宣
命
は
使
王
に
授
け
る
こ
と

と
改
め
ら
れ
た
の
は
、
三
条
・
中
山
ら
に
よ
る
一
条
家
門
流
に
よ
っ
て
で
き
た
旧
弊
を
是
正
す
る
動
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

三
点
目
は
天
保
十
五
年
に
発
生
し
た
使
王
代
河
越
と
中
臣
使
を
代
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
大
宮
司
河
辺
に
よ
る
座
次
争
論
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に
つ
い
て
、
伊
勢
神
宮
や
神
祇
官
代
に
お
い
て
中
臣
使
が
上
階
の
者
で
あ
っ
た
と
き
は
中
臣
使
を
列
上
と
し
、
四
位
以
下
の
と

き
は
使
王
を
列
上
と
す
る
と
い
う
文
化
十
一(

一
八
一
四)

年
に
お
け
る
光
格
天
皇
の
決
定
に
基
づ
き
、
関
白
が
、
そ
の
通
り
と

す
る
と
い
う
裁
定
を
下
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

光
格
天
皇
は
文
化
七(

一
八
一
〇)

年
に
お
け
る
神
宮
式
年
遷
宮
の
準
備
過
程
に
お
い
て
も
遷
宮
祭
祀
日
の
決
定
に
際
し
て

祭
主
の
内
諾
を
得
る
こ
と
を
命
じ
、
そ
れ
以
降
、
こ
の
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
光
格
天
皇
在
位
下
の
安
永
八(

一
七
七
九)

年
か
ら
文
化
十
三(

一
八
一
六)

年
ま
で
は
、
朝
廷
に
お
け

る
伊
勢
神
宮
行
政
の
変
革
期
で
あ
り
、
安
永
八
年
に
お
け
る
神
宮
上
卿
正
親
町
公
明
と
天
明
四
年
に
お
け
る
三
条
実
起
の
活
動
、

文
化
七
年
・
同
十
一
年
に
お
け
る
光
格
天
皇
の
決
定
は
幕
末
に
至
る
ま
で
朝
廷
の
伊
勢
神
宮
行
政
を
規
定
し
続
け
た
こ
と
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 註 

(

１)
 

高
埜
利
彦
「
江
戸
時
代
の
神
社
制
度
」(

『
日
本
の
時
代
史 
十
五 

元
禄
の
社
会
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇

三
年) 

二
八
七
頁 

後
に
、
同
『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)

Ⅱ

部
第
一
章
に
収
録
。 

(

２)
 

高
埜
利
彦
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」(

『
日
本
史
研
究
』
三
一
九 

一
九
八
九
年)

 

五
二
～
五
六
頁 

後
に
、
同
『
近

世
の
朝
廷
と
宗
教
』(

吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
四
年)Ⅰ

部
第
一
章
に
収
録
。 

(

３)
 

藤
波
家
文
書
研
究
会
編
『
大
中
臣
祭
主
藤
波
家
の
歴
史
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会 
一
九
九
三
年
） 

三
三
〇
～
三
四

九
頁 

(

４)
 

前
掲
註(

１)

高
埜
論
文 

二
八
七
頁 

(

５)
 

平
井
誠
二
「
近
世
の
大
中
臣
祭
主
家
」〔
前
掲
註
（
３
）
書
〕 

一
六
六
～
一
六
八
・
一
七
七
・
一
八
〇
頁 

(

６)
 

藤
田
覚
「
伊
勢
公
卿
勅
使
か
ら
み
た
天
皇
・
朝
廷
」(

『
論
集
き
ん
せ
い
』
二
〇 

一
九
九
八
年) 

十
六
頁 
後
に
、 

同
『
近
世
政
治
史
と
天
皇
』(

吉
川
弘
文
館 

一
九
九
九
年)

第
五
章
に
収
録
。 


